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① 地震応答解析の基本条件 

地震応答解析に用いる解析モデルは，地質断面図に基づき作成する。鉛

直方向は新第三系地盤である久米層（岩盤）が比較的浅い位置に存在する

南側断面では T.P.－80m，岩盤が深い位置に存在する北側断面については

T.P.－130m までモデル化する。水平方向は杭位置を中心に左右 100m まで

モデル化する。杭は梁要素でモデル化し線形要素とする。地盤はマルチス

プリング要素でモデル化した非線形要素と水位以深は間隙水圧要素を配置

する。 

入力地震動は，一次元波動論により，東海第二発電所の解放基盤表面深

度である T.P.－370m～T.P.－80m あるいは T.P.－130m までをモデル化した

剥ぎ取り地盤モデルを用いて，T.P.－80m あるいは T.P.－130m 位置で評価

した地震動（2E）を用いる。 

地震応答解析により算定された杭及び地盤の応答値を用いて，杭体の断

面 力に対する，曲げモーメント・軸力及びせん断応力の照査を行い，許

容限界以下であることを確認する。 

ａ．曲げモーメント・軸力に対する照査 

鋼管杭の曲げ及び軸力に対する許容限界は，道路橋示方書・同解説

（Ⅳ下部構造編）に基づき，発生応力が短期許容応力度以下であること

を照査する。なお，曲げ及び軸力に対する応力度照査は，以下の式で算

出する。 

σ＝
Z
M
＋

A
N
 

Ｍ：最大曲げモーメント（N･mm） 

Ｚ：断面係数（mm3） 

Ｎ：軸力（N） 
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Ａ：有効断面積（mm2） 

ｂ．せん断力に対する照査 

鋼管杭のせん断に対する許容限界は，曲げと同様に道路橋示方書・同

解説（Ⅳ下部構造編）に基づき，発生せん断応力が短期許容応力度以下

であることを照査する。なお，せん断に対する応力度照査は，以下の式

で算出する。 

τ＝
A
S
 

Ｓ：せん断力（N） 

Ａ：有効断面積（mm２） 

ｃ．極限支持力 

基礎地盤の支持性能に対する照査は，杭先端部分の要素の鉛直方向の

時刻歴最大値σy と極限支持力を比較し，応答値が極限支持力を下回るこ

とを確認する。極限支持力の算出については，道路橋示方書・同解説

（Ⅳ下部構造編，12.4 杭）に基づき算出する。 

② 解析モデルの設定 

解析モデルは，原地盤モデルでの評価に加え，岩盤の深度や地質分布の

不確かさに着目し，それらが杭の構造健全性に与える影響を評価できるよ

う保守的な解析条件での評価を実施する。 

敷地の北側の地層には，粘土層（Ａｃ層）と砂層（Ａｓ層）が互層とな

り概ね水平成層で分布している。各地層の層厚にはバラツキがあることか

ら，粘土層の層厚が防潮堤に与える影響について把握することを目的とし

て，敷地内の地質データを整理し，粘土層の層厚が最も厚い地盤と，最も

薄い地盤とした解析モデルでその影響を確認する。 

また，防潮堤直下には岩盤深度が変化する区間が存在するため，岩盤の
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傾斜角が防潮堤に与える影響について検討を行う。また，敷地内の地質デ

ータを整理し，傾斜角が最も大きい区間の解析モデルで，防潮堤１ユニッ

トの内の応答値の影響を確認する。 

さらに，上記の解析ケースに加え，地質分布の不確かさに着目し，保守

的な検討として，液状化検討対象層である全ての砂層・砂礫層に対し，豊

浦標準砂の液状化強度特性を仮定することで強制的に液状化させる条件を

与えた解析モデルで検討する。 

取水構造物より北側エリアにおける粘土層の層厚分布について第 3-11 図

に，岩盤の傾斜角整理について第 3-12 図に，岩盤の傾斜の違いによる断面

のモデル化について第 3-13 図に示す。 

ｄ．座屈に対する照査 

座屈は以下の式で算出される座屈耐力と杭体に発生する最大軸力とを

比較する。   =   0.8＋2.5      (0.01 <     0.08) 
Ｆ：鋼材の基準強度（＝  ）（N/mm２） 

ｔ：鋼管の厚さ（腐食代を考慮）（mm） 

ｒ：鋼管の半径（mm） 

Ａ：鋼管の断面積（腐食代を考慮）（mm２） 
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第 3-11 図 北側エリアにおける粘土層の層厚分布図 
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【敷地の北側】 

【敷地の南側】 

第 3-12 図 岩盤の傾斜角整理図 
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ＷＥ

Ｅ Ｎ
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第 3-13 図 岩盤の傾斜の違いによる断面のモデル化 

（縦断方向断面及び横断方向断面） 
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(4) 地震時における鋼管杭基礎の成立性検討結果 

（二次元有効応力解析（断面：地点③，横断・縦断方向）） 

1) 検討ケース及び検討モデル 

有効応力解析により，粘土層の層厚の大小による評価及び豊浦標準砂の

地盤物性を用いて評価を実施した。解析検討ケース一覧表を第 3-6 表，検

討モデルを第 3-14 図に示す。 

 

第 3-6 表 解析検討ケース一覧表 

評価 

ケース 
断面方向 内 容 

1 横断面 原地盤の剛性と液状化強度特性を用いるモデル 

2 横断面 豊浦標準砂の剛性と液状化強度特性を仮定したモデル 

3 横断面 粘土層が最も厚い原地盤モデル 

4 横断面 
粘土層が最も厚く，豊浦標準砂の剛性と液状化強度特性を

仮定したモデル 

5 横断面 粘土層が最も薄い原地盤モデル 

6 横断面 
粘土層が最も薄く，豊浦標準砂の剛性と液状化強度特性を

仮定したモデル 

7 横断面 
原地盤の剛性と液状化強度特性を用いるモデル 

（ＳＳ－３１波（留萌波）） 

8 縦断面 原地盤モデル 
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（ケース 1）             （ケース 2） 

原地盤モデル          豊浦標準砂を仮定したモデル 

  

 

 

（ケース 3）             （ケース 4） 

粘性土が最も厚い原地盤モデル      粘性土が最も厚く，豊浦 

標準砂を仮定したモデル 

 

 

 

第 3-14 図(1) 検討モデル 
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（ケース 5）              （ケース 6） 

粘性土が最も薄い原地盤モデル        粘性土が最も薄く，豊浦 

標準砂を仮定したモデル 

  

 

（ケース 7）                 （ケース 8） 

原地盤モデルＳＳ－３１波（留萌波）         原地盤モデル（縦断面） 

 

第 3-14 図(2) 検討モデル 
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2) 評価結果 

杭の発生応力度及び基礎地盤の支持力度に関する評価結果を第 3-7 表，

各ケースの断面力分布図を第 3-15 図，残留変位量を第 3-8 表，過剰間隙水

圧比分布図を第 3-16 図，最大せん断ひずみ分布図を第 3-17 図に示す。 

 

第 3-7 表(1) 評価結果（曲げ・軸力に対する照査） 

 発生応力度 許容応力度 安全率 

判定 σ(N/mm２) 

(Ｍ／Ｚ＋Ｎ／Ａ)

σsa(N/mm２) 

(SM570) 
σsa／σ 

ケース 1 

原地盤モデル 
229.58 382.5 1.66 ＯＫ 

ケース 2 
豊浦標準砂を仮定したモ

デル 
240.76 382.5 1.58 ＯＫ 

ケース 3 
粘性土が最も厚い原地盤

モデル 

223.64 382.5 1.71 ＯＫ 

ケース 4 
粘性土が最も厚く，豊浦

標準砂を仮定したモデル 
280.69 382.5 1.36 ＯＫ 

ケース 5 
粘性土が最も薄い原地盤

モデル 

224.37 382.5 1.70 ＯＫ 

ケース 6 
粘性土が最も薄く，豊浦

標準砂を仮定したモデル 
243.23 382.5 1.57 ＯＫ 

ケース 7 
原地盤モデルＳＳ-３１波

（留萌波） 
135.11 382.5 2.83 ＯＫ 

ケース 8 
原地盤モデル（縦断面） 

209.44 382.5 1.82 ＯＫ 
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第 3-7 表(2) 評価結果（せん断に対する照査） 

 発生応力度 許容応力度 安全率 

判定 
τ(N/mm２) 

τsa(N/mm２) 

(SM570) 
τsa／τ 

ケース 1 

原地盤モデル 
38.82 217.5 5.60 ＯＫ 

ケース 2 
豊浦標準砂を仮定したモ

デル 
38.94 217.5 5.58 ＯＫ 

ケース 3 
粘性土が最も厚い原地盤

モデル 

39.37 217.5 5.52 ＯＫ 

ケース 4 
粘性土が最も厚く，豊浦

標準砂を仮定したモデル 
38.15 217.5 5.70 ＯＫ 

ケース 5 
粘性土が最も薄い原地盤

モデル 

38.03 217.5 5.72 ＯＫ 

ケース 6 
粘性土が最も薄く，豊浦

標準砂を仮定したモデル 
38.89 217.5 5.59 ＯＫ 

ケース 7 
原地盤モデルＳＳ－３１波

（留萌波） 
19.17 217.5 11.34 ＯＫ 

ケース 8 
原地盤モデル（縦断面） 

41.23 217.5 5.27 ＯＫ 
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第 3-7 表(3) 評価結果（支持力照査） 

 発生応力度 極限支持力度 安全率 
判定 

（＞1.2）σ y(kN/m２ ) 
qd(kN/m２ ) 

(SM570) 
qd／σ y 

ケース 1 

原 地 盤 モ デ ル  
747.5 6,288 8.41 ＯＫ 

ケース 2 
豊 浦 標 準 砂 を 仮 定 し た モ

デ ル  
813.0 6,288 7.73 ＯＫ 

ケース 3 
粘 性 土 が 最 も 厚 い 原 地 盤

モ デ ル  

746.5 6,288 8.42 ＯＫ 

ケース 4 
粘 性 土 が 最 も 厚 く ， 豊 浦

標 準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル

800.0 6,288 7.86 ＯＫ 

ケース 5 
粘 性 土 が 最 も 薄 い 原 地 盤

モ デ ル  

756.5 6,288 8.31 ＯＫ 

ケース 6 
粘 性 土 が 最 も 薄 く ， 豊 浦

標 準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル

819.0 6,288 7.67 ＯＫ 

ケース 7 
原 地 盤 モ デ ル Ｓ Ｓ － ３ １

波 （ 留 萌 波 ）  
600.0 6,288 10.48 ＯＫ 

ケース 8 
原 地 盤 モ デ ル （ 縦 断 面 ）

573.0 6,288 10.97 ＯＫ 
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第 3-7 表(4) 評価結果（座屈耐力に対する照査） 

 発生軸力 座屈耐力 安全率 

判定 
Ｎ(kN) 

Ｎ ｕ (kN) 

(SM570) 
Ｎ ｕ／Ｎ 

ケース 1 

原 地 盤 モ デ ル  
10,290.9 102,802 9.98 ＯＫ 

ケース 2 
豊 浦 標 準 砂 を 仮 定 し た モ デ

ル  
10,585.4 102,802 9.71 ＯＫ 

ケース 3 
粘 性 土 が 最 も 厚 い 原 地 盤 モ

デ ル  

9,663.4 102,802 10.63 ＯＫ 

ケース 4 
粘 性 土 が 最 も 厚 く ， 豊 浦 標

準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル  
11,099.1 102,802 9.26 ＯＫ 

ケース 5 
粘 性 土 が 最 も 薄 い 原 地 盤 モ

デ ル  

10,347.3 102,802 9.93 ＯＫ 

ケース 6 
粘 性 土 が 最 も 薄 く ， 豊 浦 標

準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル  
10,661.0 102,802 9.64 ＯＫ 

ケース 7 
原 地 盤 モ デ ル Ｓ Ｓ － ３ １ 波

（ 留 萌 波 ）  
7,060.7 102,802 14.55 ＯＫ 

ケース 8 
原 地 盤 モ デ ル （ 縦 断 面 ）  

6,381.2 102,802 16.11 ＯＫ 
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第 3-8 表 残留変位量 

 水平変位（m） 鉛直変位（m） 

ケース 1 

原 地 盤 モ デ ル  

上 部 工 天 端 ～ 上

部 工 下 端 の 相 対

変位量 

－0.0607 － 0.0169 

ケース 2 
豊 浦 標 準 砂 を 仮 定 し た モ

デ ル  
－0.0922 － 0.0206 

ケース 3 
粘 性 土 が 最 も 厚 い 原 地 盤

モ デ ル  

－ 0.0551 － 0.0162 

ケース 4 
粘 性 土 が 最 も 厚 く ， 豊 浦

標 準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル

－0.0723 － 0.0199 

ケース 5 
粘 性 土 が 最 も 薄 い 原 地 盤

モ デ ル  

－ 0.0620 － 0.0172 

ケース 6 
粘 性 土 が 最 も 薄 く ， 豊 浦

標 準 砂 を 仮 定 し た モ デ ル

－0.0956 － 0.0211 

ケース 7 
原 地 盤 モ デ ル Ｓ Ｓ － ３ １

波 （ 留 萌 波 ）  
－0.0293 － 0.0070 

ケース 8 
原 地 盤 モ デ ル （ 縦 断 面 ）

  0.0004 － 0.0027 
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以上の評価結果からいずれのケースにおいても，基準地震動

ＳＳに対して，杭の曲げ，せん断，座屈及び基礎地盤の支持力

の照査値は許容限界値以下であり，十分な構造強度を有してい

る見通しを得た。 

次にケース 1～ケース 7 の過剰間隙水圧比及び最大せん断ひ

ずみより，石原チャートを適用して地震後の沈下量を算定した

範囲を第 3-18 図に示し，地震後の地盤高さの嵩上げ部の沈下

量を第 3-9 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3-18 図 Ａｇ２層改良範囲と検討対象位置 

  

Ag２層 改 良 範 囲

検討対象位置  
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第 3-9 表 地震後の地盤高さの嵩上げ部の沈下量 

ケース名 
FLIP より算

出された地盤

沈下量（m）

過剰間隙水

圧消散時 

沈下量（m)

不飽和部  

ゆすり込み  

沈下量（m）

合計  

沈下量

（m）  

ケー ス 1：原 地盤の 剛性 と 液状 化

強度特性を用いるモデル 
0.090 0.029 0.000 0.119 

ケー ス 2：豊 浦標準 砂の 剛 性と 液

状化強度特性を仮定したモデル 
0.110 0.064 0.000 0.174 

ケー ス 3：粘 土層が 最も 厚 い原 地

盤モデル 
0.090 0.048 0.000 0.138 

ケー ス 4：粘 土層が 最も 厚 く， 豊

浦標 準砂 の剛 性と 液 状化 強度 特性

を仮定したモデル 
0.090 0.053 0.000 0.143 

ケー ス 5：粘 土層が 最も 薄 い原 地

盤モデル 
0.092 0.076 0.000 0.168 

ケー ス 6：粘 土層が 最も 薄 く， 豊

浦標 準砂 の剛 性と 液 状化 強度 特性

を仮定したモデル 
0.114 0.107 0.000 0.221 

ケー ス 7：原 地盤の 剛性 と 液状 化

強 度 特 性 を 用 い る モ デ ル （ Ｓ Ｓ －

３１波（留萌波）） 
0.007 0.000 0.000 0.007 

以上の評価結果から，沈下量は最大でも 0.221m であること

を得た。よって，Ａｇ２層を浸透固化工法で改良することによ

り，地震時の大きなせん断ひずみを低下させることができ，地

盤高さの嵩上げ部の沈下を抑制することができる。 

以下に横断方向の結果の概要について示す。 

① 曲げ軸力による杭体の応力度が最大となるのは，ケース 4

（Ａｃ層最大（液状化対象層を豊浦標準砂と仮定））であり，

豊浦標準砂を仮定したケースで安全率が小さくなる傾向にあ

る。 

② 杭体で最大曲げモーメントが発生する位置は，G.L.―35m 付

近のＡｃ層とＡｓ層（豊浦標準砂を仮定した場合も含む）か
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Ａｃ層とＡｇ１層（豊浦標準砂を仮定した場合）との境目付

近となる。 

③ ＳＳ－３１波（留萌波）の安全率はＳＳ－Ｄ１波に対して十

分に大きくなる。これは，地震動の繰返しが少ないため，過

剰間隙水圧が増加せず（有効応力が低下せずに）地盤の剛性

も低下しないことによる。 

④ 支持力，残留変位の最大値については，ケース 6 が最大とな

る。 

⑤ 過剰間隙水圧比が 95％以上になるのは，豊浦標準砂を仮定

したケースのみであり，地表面付近のｄｕ層（豊浦標準砂を仮

定），Ａｇ２層（豊浦標準砂を仮定），及び G.L.－20m 付近のＡ

ｓ層（豊浦標準砂を仮定）である。それ以深については，非液

状化層との界面に 95％以上となる個所（豊浦標準砂を仮定）

が存在する。 

⑥ 最大せん断ひずみ分布では，大きなせん断ひずみが生じるケ

ースは存在しない。 

⑦ 沈下量は石原チャートによる過剰間隙水圧の消散によるもの

を考慮しても，最大でケース 6 の 22cm である。 

 

①から⑦の結果より，杭体の曲げが最も厳しいケースは，粘

土層が厚くかつ豊浦標準砂を仮定したケースであり，地盤の軟

化に伴い杭へ作用する土圧が大きくなったことによるもの考え

られる。 
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いずれのケースにおいても，基準地震動ＳＳに対して，杭の

曲げ，せん断及び支持力の照査値は許容限界値以下であり，十

分な構造強度を有していることを確認した。 
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(5) 地震時における鋼管杭基礎の成立性検討結果 

（二次元有効応力解析（岩盤傾斜部）） 

1) 検討ケース及び検討モデル 

有効応力解析により，岩盤傾斜部における岩盤への根入れ深

さ及び地層条件の違いによる評価を原地盤の物性値を用いて実

施した。解析検討ケース一覧表を第 3-10 表，検討モデルを第 3-

19 図に示す。 

 

第 3-10 表 解析検討ケース一覧表 

ケース名 
岩盤への 

根入れ深さ 
内 容  備 考  

①縦断 
岩着杭 

（ T.P.－ 31.36m）
杭長一定 縦断モデル 

最 浅 ・ 最 深 部 杭

照査 ②縦断_1Ｄ根入れ 
岩着杭 

（1Ｄ） 

杭長変更 

（各杭根入れ長 1Ｄ） 

③横断_Ｋｍ最浅部 
岩着杭 

（T.P.－ 31.36m）

Ｋｍ層最浅部 

（根入れ長最大） 

横断モデル ④横断_Ｋｍ最深部 
岩着杭 

（T.P.－ 31.36m）

Ｋｍ層最深部 

（根入れ長最小） 

⑤横断_Ｋｍ 

最浅部_1Ｄ  

岩着杭 

（ T.P.－ 22.24m）

Ｋｍ層最浅部 

（根入れ長 1Ｄ） 

 

  



 

５条 添付２４－115 

①  縦断            ②縦断_1Ｄ根入れ 

 

 

③横断Ｋｍ層最浅部  ④横断Ｋｍ層最深部 ⑤横断Ｋｍ層最浅部 1Ｄ 

 

 

第 3-19 図 検討モデル 
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2) 評価結果 

杭の発生応力度及び基礎地盤の支持力度に関する評価結果を

第 3-11 表，残留変位量を第 3-12 表に示す。第 3-20 図に照査対

象位置図を，第 3-21 図に断面力分布図を示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3-20 図 縦断方向の照査対象位置図 

第 3-11 表(1) 評価結果（曲げ・軸力に対する照査） 

 

発生応力度 許容応力度 安全率 

判定
σ(N/mm２ ) 

(Ｍ／Ｚ＋Ｎ

／Ａ) 

σsa(N/mm２ ) 

(SM570) 
σ sa／σ

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
230.32 382.5 1.66 ＯＫ

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
178.68 382.5 2.14 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅
部：杭先端 T.P.-22.24m）  

202.36 382.5 1.89 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深
部：杭先端 T.P.-31.36m）  

178.13 382.5 2.14 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
208.41 382.5 1.83 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
254.75 382.5 1.50 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.-22.24m）  
201.95 382.5 1.89 ＯＫ
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第 3-11 表(2) 評価結果（せん断に対する照査） 

 

発生応力度 許容応力度 安全率 

判定
τ(N/mm2) 

τ sa(N/mm2) 

(SM570) 
τ sa／τ

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
21.53 217.5 10.10 ＯＫ

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
20.92 217.5 10.39 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅部：
杭先端 T.P.－ 22.24m）  

33.49 217.5 6.49 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深部：
杭先端 T.P.－ 31.36m）  

20.42 217.5 10.65 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
17.56 217.5 12.38 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
22.72 217.5 9.57 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－22.24m）  
24.17 217.5 8.99 ＯＫ
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第 3-11 表(3) 評価結果（支持力照査） 

 発生応力度 極限支持力度 安全率 
判定 

(＞ 1.2)σ y(kN/m２ )
qd(kN/m２ ) 

(SM570) 
qd／σ y 

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
375.0 5,673.0 15.1 ＯＫ 

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
340.1 5,673.0 16.6 ＯＫ 

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅
部：杭先端 T.P.－ 22.24m）  346.2 5,484.0 15.8 ＯＫ 

②縦断_1Ｄ根入れ（最深
部：杭先端 T.P.－ 31.36m）  344.9 5,673.0 16.4 ＯＫ 

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
479.0 5,673.0 11.8 ＯＫ 

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
600.7 5,673.0 9.4 ＯＫ 

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－22.24m）  
483.9 5,484.0 11.3 ＯＫ 

 

第 3-11 表(4) 評価結果（座屈耐力に対する照査） 

 

発生軸力 座屈耐力 安全率 

判定
Ｎ(kN) 

Ｎ ｕ (kN) 

(SM570) 
Ｎ ｕ／Ｎ 

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
11,460 119,036 10.38 ＯＫ

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
11,180 119,036 10.64 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅部：
杭先端 T.P.－ 22.24m）  

11,790 119,036 10.09 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深部：
杭先端 T.P.－ 31.36m）  

11,200 119,036 10.62 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
8,446 119,036 14.09 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
9,157 119,036 12.99 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－22.24m）  
8,311 119,036 14.32 ＯＫ
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第 3-12 表 残留変位量 

 
水平変位

（m） 

鉛直変位

（m） 

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  

上 部 工 天 端 ～

上 部 工 下 端 の

相対変位量 

－0.0004 － 0.0043 

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－ 31.36m）  
－0.0004 －0.0039 

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅部：
杭先端 T.P.－ 22.24m）  

－0.0004 －0.0044 

②縦断_1Ｄ根入れ（最深部：
杭先端 T.P.－ 31.36m）  

－0.0004 －0.0040 

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
－0.0401 －0.0099 

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－31.36m）  
－0.0422 －0.0132 

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－22.24m）  
－0.0392 －0.0127 

 

以上の評価結果からいずれのケースにおいても，基準地震動

Ｓ Ｓ に対して，杭の曲げ，せん断及び基礎地盤の支持力の照査

値は許容限界値以下であり，十分な構造強度を有している見通

しを得た。 

次に，第 3-22 図に過剰間隙水圧比分布図及び第 3-23 図に最

大せん断ひずみ分布図を示す。 
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横断方向の解析から算出された，地盤高さの嵩上げ部中央位

置における沈下量（残留変位）を第 3-13 表に示す。 

 

第 3-13 表 地盤高さの嵩上げ部沈下量 

 変位 
地盤高さの嵩上げ

部上面中央（m）

③横断Ｋｍ層最浅部 
水平変位 －0.0603 

鉛直変位 －0.0249 

④横断Ｋｍ層最深部 
水平変位 －0.0724 

鉛直変位 －0.0300 

⑤横断Ｋｍ層最浅部 1

Ｄ 

水平変位 －0.0632 

鉛直変位 －0.0280 

 

岩盤傾斜部における地盤高さの嵩上げ部の地震時沈下量は

3cm 程度であり，地震時の沈下量は小さいといえる。 

次に，縦断方向のユニット間の相対変位を示す。出力概要図

を第 3-24 図，時刻歴相対変位を第 3-25 図，最大相対変位を第

3-14 表に示す。 

 

 

第 3-24 図 出力概要図 
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第 3-25 図(1) ①縦断（T.P.－31.36m）杭長一定ケース相対変位 

 

 

第 3-25 図(2) ②縦断_1Ｄ根入れケース相対変位 

 

第 3-14 表 ユニット間最大相対変位 

 最大相対変位(m) 

①縦断_杭長一定ケース 0.0141 

②縦断_1Ｄ根入れケース 0.0141 
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ここで，水平方向相対変位は各ユニット間の水平変位の差を

表す。符号はユニット間が分かれる方向が正を示す。 

検討の結果，縦断方向のユニット間の変形は 1.41cm であり，

十分に小さい結果を得た。 

次にユニット間の衝突時の支圧応力度について，第 3-15 表に

最大値，第 3-26 図に最大値分布を示す。 

 

第 3-15 表 上部工間の水平方向最大反力（最大支圧応力度） 

 

水平方向 

最大支圧応力度

（kN/m2） 

コンクリートの

許容支圧応力度

（kN/m2） 

安全率 

縦断 598 12,000 20.06 

縦断 1Ｄ 535 12,000 22.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-26 図(1) ①縦断 杭長一定ケースバネ反力 
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第 3-26 図(2) ②縦断_1Ｄ根入れ（各杭根入れ長１Ｄ ）ケースバネ反力 

 

縦断方向の最大支圧応力度は，コンクリートの許容支圧応力

度よりも十分に小さく，コンクリートが支圧破壊を生じること

がないことを示した。 

これまでに示した岩盤傾斜部の原地盤物性を用いた検討から

得られた結果の概要を以下に示す。 

① 横断方向に比べて縦断方向の方が，安全率が大きいことを

確認した。 

② 岩盤最浅部の杭体の応力については，杭長を揃えたケース

よりも，岩盤へ 1Ｄ根入れするケースの方が，杭体の安全

率が大きくなることを確認した。杭の根入れ長が 1Ｄの場

合は，杭先端がピン結合と類似する条件となるが，杭長を

長く揃えた場合は固定条件に近づくこととなり，岩盤直上

の曲げモーメントが大きくなるためと考えられる。 
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③ 岩盤最深部の杭については，改良土とＡｇ２層との境目付

近で曲げモーメントが最大となる。 

④ 横断方向については，ケースによって異なるものの，Ａｓ

層を挟んでＡｇ１層及びＡｇ２層との境界部に最大曲げ軸

応力が発生する。 

⑤ 残留変位は，横断方向に 4cm 程度生じ，鉛直方向は 1cm 程

度生じる。 

⑥ 全てのケースにおいて過剰間隙水圧比が 95 ％を超える個

所は無い（液状化は生じていない）。 

⑦ 地盤高さの嵩上げ部における残留沈下量は 5cm 弱である。 

 

①から⑦の結果より，岩盤傾斜部においても，基準地震動Ｓ

Ｓ に対して，杭の曲げ，せん断及び支持力の照査値は許容限界

値以下であり，十分な構造強度を有していることを確認した。 
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(6) 地震時における鋼管杭基礎の成立性検討結果 

（二次元有効応力解析結果（岩盤傾斜部，豊浦標準砂を仮定）） 

1) 評価結果 

有効応力解析により，岩盤傾斜部における岩盤への根入れ深

さ及び地層条件の違いによる評価について，豊浦標準砂を仮定

した物性値を用いて実施した。 

杭の発生応力度及び基礎地盤の支持力度に関する評価結果を

第 3-16 表，残留変位量を第 3-17 表に示す。第 3-27 図に断面力

分布図を，第 3-28 図に過剰間隙水圧比分布図，第 3-29 図に最

大せん断ひずみ分布図を示す。 

第 3-16 表(1) 評価結果（曲げ・軸力に対する照査） 

 

発生応力度 許容応力度 安全率 

判定
σ(N/mm２ ) 

(Ｍ／Ｚ 

＋Ｎ／Ａ) 

σsa(N/mm２ ) 

(SM570) 
σ sa／σ

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－31.36m）  
348.48 382.5 1.097 ＯＫ

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－31.36m）  
234.37 382.5 1.632 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅
部：杭先端 T.P.－ 22.24m）  

285.66 382.5 1.339 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深
部：杭先端 T.P.－ 31.36m）  

249.66 382.5 1.532 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－ 31.36m）  
353.80 382.5 1.081 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－ 31.36m）  
279.96 382.5 1.366 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－ 22.24m）  
250.36 382.5 1.527 ＯＫ

 

 

 



 

５条 添付２４－132 

二方向の照査については，水平ｘ方向，水平ｙ方向，鉛直ｚ

方向の断面力に対して 1.0：0.4：0.4 とする。以下に照査結果

を示す。 

・ ケース①とケース③の水平二方向照査 

√{(1×61011/182)2＋（0.4×60401/182)2}＋0.4×6809／301.3 

＝369.6N/mm2 

SF＝382.5/369.6＝1.03 

・ ケース②とケース⑤の水平二方向照査 

√{(1×48420/182)2＋（0.4×41589/182)2}＋0.4×6074／301.3 

＝289.4N/mm2 

SF＝382.5/289.4＝1.32（1Ｄケース） 

以上から両者とも二方向照査を行っても杭体は安全率を満足

するが，1Ｄケースの方が安全率は大きくなる。 

 

第 3-16 表(2) 評価結果（せん断に対する照査） 

 

発生応力度 許容応力度 安全率 

判定
τ(N/mm２ ) 

τ sa(N/mm２ ) 

(SM570) 
τ sa／τ

①  縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.－31.36m）  
32.42 217.5 6.708 ＯＫ

①  縦断（最深部： 

杭先端 T.P.－31.36m）  
29.02 217.5 7.494 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅
部：杭先端 T.P.－ 22.24m）  

48.33 217.5 4.500 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深
部：杭先端 T.P.－ 31.36m）  

27.28 217.5 7.972 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.－ 31.36m）  
29.59 217.5 7.350 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.－ 31.36m）  
33.55 217.5 6.482 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.－ 22.24m）  
33.17 217.5 6.557 ＯＫ
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第 3-16 表(3) 評価結果（支持力照査） 

 

発生応力度 極限支持力度 安全率 
判定

(＞ 1.2)σ y(kN/m2) 
qd(kN/m2) 

(SM570) 
qd／σy 

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
368.3 5,673.0 15.4 ＯＫ 

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
394.9 5,673.0 14.3 ＯＫ 

② 縦 断 _1 Ｄ 根 入 れ （ 最 浅
部：杭先端 T.P.-22.24m）  

419.9 5,484.0 13.0 ＯＫ 

② 縦 断 _1 Ｄ 根 入 れ （ 最 深
部：杭先端 T.P.-31.36m）  

372.5 5,673.0 15.2 ＯＫ 

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
515.9 5,673.0 10.9 ＯＫ 

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
605.7 5,673.0 9.3 ＯＫ 

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.-22.24m）  
536.2 5,484.0 10.2 ＯＫ 

 

第 3-16 表(4) 評価結果（座屈耐力に対する照査） 

 

発生軸力 座屈耐力 安全率 

判定
Ｎ(kN) 

Ｎ ｕ (kN) 

(SM570) 
Ｎ ｕ／Ｎ 

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
10,740 119,036 11.08 ＯＫ

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
12,540 119,036 9.49 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅部：
杭先端 T.P.-22.24m）  

12,530 119,036 9.50 ＯＫ

②縦断_1Ｄ根入れ（最深部：
杭先端 T.P.-31.36m）  

14,160 119,036 8.40 ＯＫ

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
9,602 119,036 12.39 ＯＫ

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
10,200 119,036 11.67 ＯＫ

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.-22.24m）  
9,873 119,036 12.05 ＯＫ
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第 3-17 表 残留変位量 

 
水平変位 

（m）  

鉛直変位 

（m）  

①縦断（最浅部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  

上部工天端～

上部工下端の

相対変位量 

－0.0014 － 0.0049 

①縦断（最深部： 

杭先端 T.P.-31.36m）  
－0.0014 － 0.0036 

②縦断_1Ｄ根入れ（最浅部：
杭先端 T.P.-22.24m）  

-0.0014 -0.0063 

②縦断_1Ｄ根入れ（最深部：
杭先端 T.P.-31.36m）  

-0.0013 -0.0049 

③横断_Ｋｍ最浅部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
－0.0555 － 0.0110 

④横断_Ｋｍ最深部 

（杭先端 T.P.-31.36m）  
－0.0772 － 0.0166 

⑤横断_Ｋｍ最浅部_1Ｄ 

（杭先端 T.P.-22.24m）  
－0.0737 － 0.0164 
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横断方向の解析から算出された，地盤高さの嵩上げ部中央位

置における沈下量（残留変位）を第 3-18 表に示す。 

 

第 3-18 表 地盤高さ嵩上げ部沈下量 

 変位 
地盤高さの嵩上げ

部上面中央(m) 

③横断Ｋｍ層最浅部 
水平変位 －0.0939 

鉛直変位 －0.0331 

④横断Ｋｍ層最深部 
水平変位 －0.1724 

鉛直変位 －0.0444 

⑤横断Ｋｍ層最浅部 1Ｄ
水平変位 －0.1421 

鉛直変位 －0.0435 

 

岩盤傾斜部における地盤高さの嵩上げ部の地震時沈下量は，

豊浦標準砂を仮定したケースでも 4cm 強程度であることを確認

した（余盛 1m を十分下回ることを確認した）。 

次に，縦断方向のユニット間の相対変位について，出力概要

図を第 3-30 図，時刻歴相対変位を第 3-31 図，最大相対変位を

第 3-19 表に示す。 

 

第 3-30 図 出力概要図 
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第 3-31 図(1) ①縦断（T.P.－31.36m）杭長一定ケース相対変位 

 

 

第 3-31 図(2) ②縦断_1Ｄ根入れケース相対変位 

 

第 3-19 表 ユニット間最大相対変位 

 最大相対変位(m) 

①縦断_杭長一定ケース 0.0171 

②縦断_1Ｄ根入れケース 0.0171 
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ここで，水平方向相対変位は各ユニット間の水平変位の差を

表す。符号はユニット間が分かれる方向が正を示す。 

縦断方向の 1 ユニット間の変形量は，豊浦標準砂を仮定したケ

ースであっても 1.7cm 程度であることを確認した。 

次にユニット間の衝突時の支圧応力度について，第 3-20 表に

最大値，第 3-32 図に最大値分布を示す。 

 

第 3-20 表 上部工間の水平方向最大反力（最大支圧応力度） 

 

水平方向 

最大支圧応力度

（kN/m2） 

コンクリートの

許容支圧応力度

（kN/m2） 

安全率 

縦断 576.05 12,000 20.83 

縦断 1Ｄ 596.20 12,000 20.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-32 図(1) ①縦断（T.P.-31.36m）杭長一定ケースバネ反力 
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第 3-32 図(2)②縦断_1Ｄ根入れ（各杭根入れ長１Ｄ）ケースバネ反力 

 

縦断方向の最大支圧応力度は，コンクリートの許容支圧応力

度よりも十分に小さく，コンクリートが支圧破壊を生じること

がないことを示した。 
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以上の評価結果から豊浦標準砂を仮定したケースにおいても，

基準地震動Ｓ Ｓ に対して，杭の曲げ，せん断及び基礎地盤の支

持力の照査値は許容限界値以下であり，十分な構造強度を有し

ている見通しを得た。以下に結果の概要について記す。 

 

① 岩盤最浅部の杭体の応力は，横断方向，縦断方向共に安全

率が最小となったが，豊浦標準砂を仮定したケースでも許

容限界値以下であることを確認した。 

② 残留変位量については，縦断方向の水平変位が最大 0.14cm

程度，横断方向の水平変位が最大 7.7cm 程度生じ，横断方

向の鉛直方向は最大 1.7cm 程度であることを確認した。 

③ 全てのケースにおいて過剰間隙水圧比は 95％を超える個所

が存在するが，地盤高さの嵩上げ部における残留沈下量は

4cm 強程度であり，余盛 1m に対して十分小さいことを確認

した。 

④ 1 ユニット間の衝突が生じても，支圧強度に対して 20 倍以

上の安全率を有していることを確認した。 

⑤ 基準地震動ＳＳの水平二方向照査においても，1Ｄケースに

おいて十分な安全率を有していることを確認した。 

 

①から⑤の結果より，岩盤傾斜部の豊浦標準砂を仮定したモ

デルにおいても，基準地震動ＳＳに対して，杭の曲げ，せん断

及び支持力の照査値は許容限界値以下であり，十分な構造強度

を有していることを確認した。 
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(7) 岩盤傾斜部における地震動の増幅特性及び振動特性による挙動 

1) 地震動の増幅特性について（一次元地震応答解析） 

海水ポンプ室南側の岩盤傾斜部において，岩盤深度の違いに

対する地震動の増幅特性を検証するため，該当箇所で一次元地

震応答解析（ＳＨＡＫＥ）を実施した。検討箇所は岩盤傾斜部

の岩盤深度に着目し，最浅部と最深部を対象とした。Ｋｍ層か

ら地表面までの最大加速度分布と地表面の応答加速度について

比較する。対象とする地震動は，東海第二発電所におけるＳ Ｓ

地震動すべてとする。検討断面位置を第 3-33 図に示す。 

 

 

第 3-33 図 検討断面位置 
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最大加速度分布の比較を第 3-34 図に示す。検討断面 1 及び検

討断面 2 を比較すると，両者で同様な最大応答加速度分布とな

った。加速度の増幅は地表面付近のｄｕ層とＡｇ２層で顕著と

なり，それ以外の地層では増幅が生じない。両地点のｄｕ層と

Ａｇ２層はほぼ成層となっていることから，大きな相違が生じ

ないと判断される。 

 

 

a）検討断面 1 最浅部 b）検討断面 2 最深部 

第 3-34 図 最大加速度分布の比較 
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① 固有値解析 

ａ．ケース 1（杭長を同一としたケース） 

杭長を同一としたモデルを用いて固有値解析を実施した。

検討結果として，固有モード図を第 3-35 図に，固有値解析

結果を第 3-21 表に示し，それぞれの検討断面における地表

面の応答加速度と振動数の関係を第 3-36 図と第 3-37 図に示

す。 

ねじり方向への最も低次のモードは４次モードとなり，

固有振動数は 21.45Hz となった。刺激係数や有効質量比は極

めて小さく，ねじれ卓越モードにはならないことを確認し

た。また，一次元地震応答解析による地表面の応答加速度

と固有値解析結果を比較した結果，ねじれのモードが発生

する振動数と地表面の最大応答加速度は一致せず，共振倍

率が極めて小さいことを確認した。なお，防潮壁の強軸，

弱軸方向とも卓越振動数と応答加速度の最大振動数とは一

致しない結果となり，共振による影響はないものと判断さ

れる。 
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第 3-35 図 ケース 1 固有モード図  
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第 3-21 表 ケース 1 固有値解析結果 

 

 

 

第 3-36 図 検討断面 1 の地表面の応答加速度と振動数の関係 

 

(tf) 比率 (tf) 比率 (tf) 比率
1 7.81 -24.189 585.1 41.0% 0.002 0.0 0.0% 0.035 0.0 0.0% X方向1次
2 9.46 -0.004 0.0 0.0% -24.470 598.8 42.0% -2.439 5.9 0.4% Y方向1次
3 13.42 0.025 0.0 0.0% -1.672 2.8 0.2% 35.557 1264.3 88.7% Z方向1次
4 21.45 -0.872 0.8 0.1% 0.000 0.0 0.0% -0.001 0.0 0.0% ねじれ1次
5 29.63 0.000 0.0 0.0% 0.102 0.0 0.0% -0.007 0.0 0.0%
6 29.65 -0.141 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%
7 29.76 -0.029 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%
8 29.77 0.000 0.0 0.0% -0.026 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%
9 29.78 -0.093 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%

10 47.00 -18.072 326.6 22.9% 0.001 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%
11 51.40 0.002 0.0 0.0% 5.159 26.6 1.9% -0.278 0.1 0.0%
12 55.77 -0.003 0.0 0.0% -12.454 155.1 10.9% 0.795 0.6 0.0%
13 62.36 0.098 0.0 0.0% 0.078 0.0 0.0% 0.094 0.0 0.0%
14 63.23 2.693 7.2 0.5% -0.028 0.0 0.0% -0.152 0.0 0.0%
15 63.68 0.713 0.5 0.0% 0.003 0.0 0.0% 0.013 0.0 0.0%
16 64.08 -1.850 3.4 0.2% 0.017 0.0 0.0% 0.109 0.0 0.0%
17 64.15 0.107 0.0 0.0% 0.011 0.0 0.0% 0.091 0.0 0.0%
18 64.32 0.001 0.0 0.0% -0.048 0.0 0.0% 0.047 0.0 0.0%
19 64.57 -0.487 0.2 0.0% 0.006 0.0 0.0% 0.043 0.0 0.0%
20 64.60 -0.245 0.1 0.0% 0.003 0.0 0.0% 0.024 0.0 0.0%
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第 3-37 図 検討断面 2 の地表面の応答加速度と振動数の関係 

ｂ．ケース 2（岩盤への根入れを 1Ｄとしたケース） 

岩盤への根入れを 1Ｄとしたモデルを用いて固有値解析を

実施した。検討結果として，固有モード図を第 3-38 図に，

固有値解析結果を第 3-22 表に示し，それぞれの検討断面に

おける地表面の応答加速度と振動数の関係を第 3-39 図と第

3-40 図に示す。 

ねじり方向への最も低次のモードは４次モードとなり，

固有振動数は 21.46Hz となった。刺激係数や有効質量比は極

めて小さく，ねじれ卓越モードにはならないことを確認し

た。また，一次元地震応答解析による地表面の応答加速度

と固有値解析結果を比較した結果，ねじれのモードが発生

する振動数と地表面の最大応答加速度は一致せず，共振倍

率が極めて小さいことを確認した。なお，防潮壁の強軸，

弱軸方向とも卓越振動数と応答加速度の最大振動数とは一

致しない結果となり，共振による影響はないと判断される。 
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第 3-38 図 ケース 1 固有モード図 

 

第 3-22 表 ケース 2 固有値解析結果 

 

(tf) 比率 (tf) 比率 (tf) 比率
1 8.11 24.221 586.7 42.8% -0.153 0.0 0.0% -2.400 5.8 0.4% X方向1次
2 9.46 -0.248 0.1 0.0% -24.482 599.4 43.8% -2.112 4.5 0.3% Y方向1次
3 14.43 1.700 2.9 0.2% -1.466 2.2 0.2% 34.929 1220.0 89.1% Z方向1次
4 21.46 -0.908 0.8 0.1% 0.002 0.0 0.0% -0.086 0.0 0.0% ねじれ1次
5 29.64 0.088 0.0 0.0% 0.070 0.0 0.0% -0.009 0.0 0.0%
6 31.27 -0.080 0.0 0.0% -0.030 0.0 0.0% 0.003 0.0 0.0%
7 32.96 -0.098 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0% 0.002 0.0 0.0%
8 34.84 0.142 0.0 0.0% -0.041 0.0 0.0% 0.000 0.0 0.0%
9 36.78 0.253 0.1 0.0% -0.102 0.0 0.0% 0.005 0.0 0.0%

10 47.47 -18.095 327.4 23.9% 0.051 0.0 0.0% -0.273 0.1 0.0%
11 51.44 -0.087 0.0 0.0% -5.179 26.8 2.0% 0.232 0.1 0.0%
12 55.79 0.144 0.0 0.0% 12.476 155.6 11.4% -0.566 0.3 0.0%
13 63.34 1.679 2.8 0.2% -0.467 0.2 0.0% -3.139 9.9 0.7%
14 64.19 0.495 0.2 0.0% -0.075 0.0 0.0% -0.280 0.1 0.0%
15 67.00 -0.177 0.0 0.0% 0.175 0.0 0.0% 1.431 2.0 0.1%
16 67.83 1.633 2.7 0.2% -0.412 0.2 0.0% -3.647 13.3 1.0%
17 68.44 -0.279 0.1 0.0% 0.063 0.0 0.0% 0.724 0.5 0.0%
18 71.53 0.065 0.0 0.0% -0.351 0.1 0.0% -3.898 15.2 1.1%
19 72.51 0.092 0.0 0.0% 0.002 0.0 0.0% 0.027 0.0 0.0%
20 76.59 0.960 0.9 0.1% 0.314 0.1 0.0% 4.558 20.8 1.5%
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第 3-39 図 検討断面 1 の地表面の応答加速度と振動数の関係 

 

 

第 3-40 図 検討断面 2 の地表面の応答加速度と振動数の関係 
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以下に岩盤傾斜部の振動特性による防潮壁の挙動の結果

を要約する。 

①  一次元地震応答解析の結果，Ａｇ１層及びＡｓ層の厚

さに依存する増幅特性はなく，主に地表面付近で加速度

が増幅する傾向を確認した。したがって，岩盤傾斜部の

影響による地震波の増幅の影響は小さいと判断される。 

② 岩盤傾斜部の傾斜角が最も大きい範囲をモデル化して，

固有値解析を実施した結果，杭長を同一としたケースと

岩盤への根入れを 1Ｄとして 1 ユニットで異なる杭長とし

たケース共に，同様の振動特性であることを確認した。 

③ 固有値解析の結果，ねじれのような振動モードが生じ

る可能性がないことを確認した。 

④ 一次元地震応答解析による地表面の応答加速度と固有

値解析結果を比較した結果，ねじれのモードが生じる可

能性はないものと判断される。なお，防潮壁の横断，縦

断方向への振動は地震動の卓越周期と一致せず，共振に

よる影響はないものと判断される。 

 

①から④の結果より，岩盤傾斜部では地震動の増幅が生

じる影響は小さく，ねじれのようなモードが生じることは

ないことを確認した。 
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(8) 津波時及び重畳時における鋼管杭基礎の成立性検討結果 

（二次元フレーム解析） 

1) 解析モデル 

モデル化を行う条件を以下に要約する。 

・杭体は，はり要素（線形）を用いて，地盤は杭体に付加す

る地盤バネで表現する。この時，地盤バネは上限値を考慮

したバイリニア型とする。 

・被覆コンクリートは剛性を考慮せず荷重のみを節点荷重と

する。 

・鋼管内は地表面より上は空洞，地表面より下は周辺地盤が

詰まっているものとし，その剛性は考慮しない。 

・杭先端の境界条件は，鉛直方向固定とする。 

・杭間は 2.8m とする。 

・地下水位は地表面とする。 

・地盤定数はＣＵ条件とし，せん断抵抗角φは全層φ＝0°と

する。 

・現地盤面を T.P.＋4.0m，躯体天端高を T.P.＋20.0m とする。 

・設計では地盤高さの嵩上げを T.P.＋9.0m とし，二次元静的

フレーム解析上では 1.0m の沈下を考量の上，解析モデルで

の地盤高さの嵩上げを T.P.＋8.0m に設定する。 

 

鋼管杭物性値を第 3-23 表に，荷重図表を第 3-24 表に，解

析モデル図を第 3-41 図に示す。 
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第 3-23 表 鋼管杭物性値 

鋼管杭  φ2500mm，鋼管厚，t＝35mm， SM570，腐食代 1mm 

断面積 Ａ＝ 2.63E＋5 mm2 0.26319 m2 

断面係数 Ｚｐ＝ 1.60E＋8 mm3 0.15995 m3 

断面二次モーメント Ｉｐ＝ 2.00E＋11 mm4 0.19978 m4 

ヤング係数 Ｅ＝ 200000 N/mm2 2.00E＋8 kN/m2 

 

 

第 3-41 図 二次元静的フレーム解析モデル概念図 
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第 3-24 表 荷重図表 
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ａ．死荷重 

・被覆コンクリート重量 

被覆コンクリート天端の重量を頂部の節点に設定する。天端

より下の重量は，支配長さに応じた節点重量を設定する。 

 

第 3-25 表 被覆コンクリートの重量 

 
単位体積重量

(kN/m3) 

面積 

(m2) 

長さ 

(m) 

重量 

(kN) 

天端 24.5 3.5×2.8 0.5 120.05 

天端より下 24.5 3.5×2.8-π×2.52/4 16.0 1,917.44

 

・鋼管杭重量 

鋼管杭重量は節点の支配長さに応じた節点重量を設定する。 

第 3-26 表 鋼管杭の重量 

単位体積重量 

(kN/m3) 

長さ 

(m) 

重量 

(kN) 

77 80.5 1,631.74 

 

・杭体内の土の重量 

杭体内の土の重量は T.P.＋4.0m より以深を考慮するもの

とし，節点の支配長さに応じた重量を設定する。 
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第 3-27 表 杭体内の土の重量（1m 当り） 

ｄｕ層 (2.5－0.035×2)2×π/4×17.85 ＝  82.78kN/m

Ａｇ２層 (2.5－0.035×2)2×π/4×19.71＝  91.41kN/m

Ａｃ層 (2.5－0.035×2)2×π/4×16.18＝  75.04kN/m

Ａｓ層 (2.5－0.035×2)2×π/4×17.06＝  79.12kN/m

Ａｇ１層 (2.5－0.035×2)2×π/4×19.71＝  90.66kN/m

Ｋｍ層 (2.5－0.035×2)2×π/4×16.93＝  77.87kN/m

 

ｂ．積雪 

積雪は建築基準法施行令（東海村の設定値）により算出する。

積雪は被覆コンクリートの水平面に作用するものとし，天端の

節点の節点荷重とする。 

第 3-28 表 積雪の重量 

単位重量 

(N/cm/m2) 

高さ 

(cm) 

面積 

(m2) 
係数 

重量 

(kN) 

20.0 30.0 9.8 1.0 5.88 

ｃ．津波荷重 

作用する津波荷重は浸水深に基づき算定式により算出する。

堤外側から堤内側へ作用するものとする。第 3-42 図に計算概

要を示す。 
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最大波圧(kN/㎡) 

max1 3 gpn  

壁天端波圧(kN/㎡) 

maxmaxmax2 3/)3(3 Hgpn   

)3( max Hg
 

ここで， max は設計用浸水深を用いる。 

 

 

第 3-42 図 津波波力の計算概要 

 

ｄ．応答変位法による慣性力及び相対変位 

一次元地震応答解析により求めた杭下端－地表位置の相対変

位及び地表位置での最大加速度（水平・鉛直）より求まる震度

を与条件として二次元フレーム解析を行う。なお，一次元地震

応答解析に用いる入力地震動は余震として，第 3-43 図に示す，

Ｓｄ－Ｄ1 波を用いる。 
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第 3-29 表 震度，相対変位の抽出 

震度(水平・鉛直) 相対変位 

杭位置の地表面での最大加速度より算出 杭下端と地表面の最大相対変位 

 

 

 

Ｓｄ－Ｄ1 波：水平方向入力地震動 

 

Ｓｄ－Ｄ1 波：鉛直方向入力地震動 

第 3-43 図 余震時の解析に用いた地震波 
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ｅ．動水圧 

動 水 圧 は 以 下 に 示 す 港 湾 の 施 設 の 技 術 上 の 基 準 ・ 同 解 説

（2007 年版）に基づき算出する。余震が発生したときの各節点

に作用する動水圧を以下の式で求めるものとする。 

  

Ｗ 0 : 海水の単位体積重量(kN/m
3
) 

Ｋｈ: 設計水平加速度（Ｓｄ－Ｄ1 波 Ｋｈ＝0.2726） 

Ｈ : 津波遡上高さ(m) 

ｈ : 節点の水深(m) 

Ａ : その節点の支配面積(m) 

 

2) 静的地盤バネ 

二次 元静 的フ レー ム解 析に 用い る地 盤バ ネは 「道 路橋 示方

書・同解説（Ⅳ下部構造編）」に基づき水平方向地盤反力係数を

求め，上限値を設定するバイリニア型とする。また，杭間隔が

小さいため水平方向地盤反力係数に対する補正係数を考慮する。 

静的フレーム解析では津波荷重及び漂流物荷重を主たる荷重

として扱うため，地盤高さの嵩上げ部による地盤抵抗を期待す

るものとする。地盤バネは地盤高さの嵩上げ上面から杭先端ま

での範囲で考慮し，設計上の地盤面は地盤高さの嵩上げ部上面

とする。 

ａ．水平方向地盤バネ k = μη α k DH 

 

P = 78 W K HhA 
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ここに， 

ｋｈ：水平方向地盤バネ定数（kN/m) 

η k：群杭効果を考慮した補正係数 

αk：単杭における補正係数 

ηk，αk は以下の値を用いる 

第 3-30 表 αk，η k の値表 

対象 ηk αk 

粘性土地盤 2／3 1.5 

砂質土地盤 2／3 1.5 

(道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）) 

ｋＨ：水平方向地盤反力係数（kN/m3) 

 k = k      .     
 

ｋＨ 0：直径 0.3m 剛体円板による水平載荷試験の値に相当す

る水平方向地盤反力係数（kN/m3) 

    k  =   . αE  
α：地盤反力係数の換算係数 

第 3-31 表 αの値 

対象 α(常時) α(地震時) 

全層 4 8 

（道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）） 

Ｅ0：地盤の変形係数（kN/m2） 

Ｋｍ層以外は有効上載圧との関係式より求まる静弾性係数，

Ｋｍ層は標高（T.P.）との関係式から求まる静弾性係数を用い

る。 
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地震時の地盤バネは，一次元地震応答解析から算出された各

深度における収束剛性から設定する。収束剛性から動ポアソン

比を用いて地震後の地盤の変形係数を用いて，水平方向地盤反

力係数を算出する。 

ＥＤ：地震後の剛性低下を考慮した変形係数（kN/m2） 

     E = 2 1＋ ν  G    ν  ：動ポアソン比 G  ：一次元地震応答解析より求まる収束剛性を示す。 

    μ：水平地盤反力係数の補正係数 

    μ = 1  0.2  2.5      [L < 2.5D] 
Ｌ：杭中心間隔 

Ｄ：杭径 

Ｂ Ｈ：荷重作用方向に直交する基礎の換算載荷幅(m)で杭基礎

の場合の以下の式を用いる。 

 B =  D/β 
β：杭基礎の特性値（m-1） 

 β =         
 

Ｌ ：杭中心間隔  

Ｄ ：荷重作用方向に直交する基礎の載荷幅 ＝ 杭径 

Ｈ ：分担長さ（m) 

ＥＩ：杭の曲げ剛性（kN・m2） 
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・群杭の影響による水平地盤反力係数の低減 

杭中心間隔Ｌが 2.5Ｄ未満であるため，道路橋示方書・同解

説（Ⅳ下部構造編）に基づき，水平平地盤反力係数ｋＨに補正

係数μを乗じる。 

 

 

 

（道路橋示方書・同解説（IV 下部構造編）） 
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ｂ．上限値 

 P = P  DH 
ここで， 

ＰＨ Ｕ：受働土圧強度(kN/m2) 

  P  =ηpα ppu 

η p：群杭効果を考慮した水平方向反力の上限値の補正係数 

αp：単杭における水平地盤反力度の上限値の補正係数 

第 3-32 表 ηpα p の値 

対象 η pα p 

粘性土地盤（Ｎ＞2） 1.5※ 1 

粘性土地盤（Ｎ≦2） 1.0※ 1 

砂質土地盤 1.15※ 2 

※1：粘性土の値ηp＝1.0，αp＝1.5（Ｎ≦2 の粘性土地盤で

は，αp＝1.0 とする） 

※2：砂質土の式ηpα p ＝ L/D 

Ｌ：杭中心間隔 2.8(m) 

Ｄ：杭径 2.5(m) 

 

ｐｕ：地震時受働土圧強度(kN/m2) 

   p = K   γ h ＋2C  K   ＋K   q  
   K   =                                ＋               

γ i：対象層の単位積重量(kN/m3) 

ｈｉ：対象層の厚さ(m) 

Ｃｉ：対象層のせん断強度(kN/m2) 
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ｑｉ   ：対象層の上層までの有効上載圧(kN/m2) 

ＫＥ Ｐ ｉ：対象層の地震時受働土圧係数                 φ   ：対象層の内部摩擦角(°) 

δＥ   ：壁面と土の摩擦角(°)で－φ/6 とする 

α  ：地表面と水平面のなす角(°)で 0 とする 

 

5) 照査 

① 鋼管壁（杭体）の照査 

ａ．応力度照査 

杭の応力度照査は，曲げモーメント・軸力に対する照査，

せん断に対する照査を実施する。 

・曲げモーメント・軸力に対する照査 

鋼管杭の曲げに対する許容限界は，道路橋示方書・同解説

（Ⅳ下部構造編）に基づき，発生曲げモーメントが短期許容応

力度以下であることを照査する。なお，曲げに対する応力度照

査は，以下の式で算出する。 σ = NA ＋
MZ 

Ｍ：最大曲げモーメント 

Ｚ：断面係数 

Ｎ：軸力 

Ａ：有効断面積 

 

・せん断に対する照査 

鋼管杭のせん断に対する許容限界は，曲げと同様に道路橋示

方書・同解説（Ⅳ下部構造編）に基づき，発生せん断力が短期
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許容応力度以下であることを照査する。なお，せん断に対する

応力度照査は，以下の式で算出する。 τ = SA 
Ｓ：せん断力 

Ａ：有効断面積 

 

・座屈に対する照査 

鋼管杭の座屈に対しては，道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構

造編）では，全長が地中に埋め込まれた杭では，一般に座屈の

影響を考慮しなくてもよいとされるが，建築基礎構造設計指針

によれば，終局耐力の項に座屈に対する記述があることからこ

れを適用する。圧縮あるいは引張力が単独で作用するときの鋼

管杭の終局限界圧縮耐力Ｎｕ（N）は，以下の式で算出する。 N = F  0.8＋2.5    A (0.01 < t r  0.08) 
ここに，Ｆは鋼材の基準強度（＝ σ ）（N/mm2），ｔ：鋼管の厚さ

（腐食代を考慮）（mm），ｒ：鋼管の半径（mm），Ａ：鋼管の断面積

（腐食代を考慮）（mm2）である。 

 

・許容応力度 

杭の照査は，検討ケースに応じて道路橋示方書・同解説（Ⅳ

下部構造編）の許容値を用いる。ただし，T.P.＋24m 津波時の

評価においては，降伏応力による照査とする。 
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6) 評価結果 

照査結果一覧を第 3-33 表～第 3-38 表に示す。津波時＋漂流

物及び基準津波＋余震時の杭の曲げ，せん断，座屈に対する評

価結果及び地盤の支持力に対する評価結果について，いずれも

許容限界値以下であることを確認した。また，地盤の強度や剛

性をケーススタディし，地盤バネ定数や上限値を変更した結果

についても同様に許容限界値以下となることを確認した。 

第 3-33 表 曲げ・軸力に対する照査（バネ値その 1 の場合） 

発生応力度
σ(N/mm2) 
(Ｍ／Ｚ＋ 
Ｎ／Ａ) 

許容応力度 
σ sa(N/mm2) 
(SM570) 

安全率 
σ sa／σ 

判定 

基準津波時＋漂流物 178.6 382.5 2.14 ＯＫ 

基準津波＋余震時 175.7 382.5 2.17 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 361.9 433.5 1.19 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 340.8 433.5 1.27 ＯＫ 

 

第 3-34 表 せん断に対する照査（バネ値その 1 の場合） 

発生応力度
τ(N/mm2) 
(Ｓ／A) 

許容応力度 
τ sa(N/mm2) 
(SM570) 

安全率 
τ sa／τ 

判定 

基準津波時＋漂流物 25.4 217.5 8.56 ＯＫ 

基準津波＋余震時 25.6 217.5 8.49 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 47.8 246.5 5.15 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 46.0 246.5 5.35 ＯＫ 

  



 

５条 添付２４－170 

第 3-35 表 曲げ・軸力に対する照査（バネ値その 2 の場合） 
 

発生応力度
σ(N/mm2) 
(Ｍ／Ｚ＋
Ｎ／Ａ) 

許容応力度 
σ sa(N/mm2) 
(SM570) 

安全率 
σ sa／σ 

判定 

基準津波時＋漂流物 178.6 382.5 2.14 ＯＫ 

基準津波＋余震時 175.7 382.5 2.17 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 361.9 433.5 1.19 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 340.8 433.5 1.27 ＯＫ 

 

第 3-36 表 せん断に対する照査（バネ値その 2 の場合） 

発生応力度
τ(N/mm2) 
(Ｓ／Ａ) 

許容応力度 
τ sa(N/mm2) 
(SM570) 

安全率 
τ sa／τ 

判定 

基準津波時＋漂流物 15.0 217.5 14.50 ＯＫ 

基準津波＋余震時 16.2 217.5 13.42 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 29.7 246.5 8.29 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 29.7 246.5 8.29 ＯＫ 

 

各ケースにおける曲げモーメント図等を第 3-44 図～第 3-59

図に示す。 
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第 3-44 図 曲げ・せん断照査値 

（基準津波時＋漂流物）（その 1 のバネ） 

 

 

第 3-45 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 
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第 3-46 図 曲げ・せん断照査値 

（基準津波＋余震時）（その 1 のバネ） 

 

 

第 3-47 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

（基準津波＋余震時）（その 1 のバネ） 
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第 3-48 図 曲げ・せん断照査値 

（T.P.＋24m 津波時＋漂流物）（その 1 のバネ） 

 

 

第 3-49 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

 (T.P.＋24m 津波時＋漂流物)（その 1 のバネ） 
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第 3-50 図 曲げ・せん断照査値 

（T.P.＋24m 津波時＋余震）（その 1 のバネ） 

 

 

第 3-51 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

（T.P.＋24m 津波＋余震時）（その 1 のバネ） 
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第 3-52 図 曲げ・せん断照査値 

（基準津波時＋漂流物）（その 2 のバネ） 

 

 

第 3-53 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

(基準津波時＋漂流物)（その 2 のバネ） 
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第 3-54 図 曲げ・せん断照査値 

（基準津波＋余震時）（その 2 のバネ） 

 

 

第 3-55 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

（基準津波＋余震時）（その 2 のバネ） 
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第 3-56 図 曲げ・せん断照査値 

（T.P.＋24m 津波時＋漂流物）（その 2 のバネ） 

 

 

第 3-57 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

（T.P.＋24m 津波時＋漂流物）（その 2 のバネ） 
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第 3-58 図 曲げ・せん断照査値（T.P.＋24m 津波＋余震時） 

（その 2 のバネ） 

 

 

第 3-59 図 曲げモーメント・せん断力及び反力 

（T.P.＋24m 津波＋余震時）（その 2 のバネ） 
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５条 添付２４－179 

第 3-37 表 支持力に対する照査 
 

発生軸力
(kN) 

極限支持力
(kN) 

安全率 
判定 

(＞ 1.2) 

基準津波時＋漂流物 8,105 28,936 3.57 ＯＫ 

基準津波＋余震時 10,182 28,936 2.84 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 8,105 28,936 3.57 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 10,182 28,936 2.84 ＯＫ 

 

第 3-38 表 座屈耐力に対する照査 

発生軸力
(kN) 

座屈耐力(kN)
（ SM570）  

安全率 判定 

基準津波時＋漂流物 8,898 103,039 11.58 ＯＫ 

基準津波＋余震時 11,185 103,039 9.21 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 8,898 103,039 11.58 ＯＫ 

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 11,185 103,039 9.21 ＯＫ 

 

 



 

５条 添付２４－180 

以降に二次元フレーム解析結果の要約を示す。 

① 断面の決定は杭体に発生する曲げモーメントであり，曲げ

モーメントが最も大きいのは T.P.＋24m 津波時＋漂流物のケ

ースである。 

② 地盤バネの設定について，地盤の剛性が大きく，受働土圧

強度の上限値が大きくなる「初期剛性＋ピーク強度（平均値）」

のケースの安全率が小さくなることを確認した。変形が抑え

られる分，杭体に加わる荷重が大きくなることによるものと

考えられる。 

③ 支持力については，岩盤のみの支持力で照査し，全てのケ

ースで 2.5 倍以上の安全率を有することを確認した。 

④ 座屈については，9 倍以上の裕度があり，T.P.＋24.0m 津波

時も影響はないことを確認した。 

⑤ 杭体の断面決定については，地震時の二次元有効応力解析

の結果を参照して安全率の小さい方で決定する。 

 

①から⑤の結果より，二次元フレーム解析による杭体の照査

結果では，基準津波や T.P.＋24m 津波に対して，杭の曲げ，せ

ん断及び支持力の照査値は許容限界値以下であり，十分な構造

強度を有していることを確認した。 
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(9) 上部工の成立性検討結果（二次元梁バネモデル解析） 

1) モデル化方針（梁バネモデル） 

・構造部材 

鉄筋コンクリート梁壁はビーム要素でモデル化し，杭をバネ

で表現する。 

・地盤 

地盤は，集約バネを杭位置に配置する。ここで，付加するバ

ネは鉛直バネＫｖと水平バネＫｌを与える。 

・地震動の入力 

一次元地震応答解析及び二次元有効応力解析より算出され

た，地表面変位を解析モデルに載荷する。この時，地盤のばら

つきを考慮するために，モデル左右に－1σ物性，＋1σ物性に

よるものをそれぞれ載荷する。 

・津波荷重 

津波荷重は鉄筋コンクリート躯体下端の最大波圧を解析モデ

ルに載荷する。 

・解析モデル 

解析モデルを第 3-60 図に示す。 

 

 

梁剛性（鉄筋コンクリート部材） 高さＨ＝16.50m， 

幅Ｂ＝0.70m，断面積Ａ＝11.55m2，Ｅ＝3.1E＋07kN/m2 

第 3-60 図 解析モデル（二次元梁バネモデル）

単 位 ：（ m）  
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2) 地盤バネの設定（地震時） 

地震時の地盤バネは，以下の式により設定する。バネ値の算

出に用いる変形係数に，地震後の剛性低下を考慮する。 

   E = 2 1＋ ν  G   
 G  ：地震後の剛性低下を考慮した変形係数（kN/m2） 

ここに， ν は動ポアソン比， G  は地震応答解析より求まる収

束剛性を示す。 

 

a．水平方向地盤バネ（集約バネ） K =        ＋     = 113962（kN/m） 

ここに， 

   EI：杭の曲げ剛性 

    β：杭基礎の特性値（m-1）， β =         
 

    h：杭の軸方向長さ（m) 

    k ：水平方向地盤反力係数（kN/m3）  k = k      .     
 

   k  ：直径 0.3m 剛体円板による水平載荷試験の値に相当する水

平方向地盤反力係数（kN/m3)  k  =   . αE  
    α：地盤反力係数の換算係数（第 3-39 表） 

第 3-39 表 αの値 

対象 α(常時) α(地震時) 

全層 4 8 

   E ：地盤の変形係数（kN/m2）  
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b．鉛直方向地盤バネ（集約バネ） 

    K = a A E L = 753985(kN/m) 
ここに， 

  A ：杭の純断面積（mm2） 

  E ：杭のヤング係数（kN/mm2） 

   L：杭長（m） 

 

3) 地盤バネの設定（津波時） 

津波時の地盤バネは，以下の式により設定する。ばらつきを

考慮するため，ＶｓよりＧを求め，変形係数を算出する。 

   E  = 2 1＋ ν  G   
ここに， ν は動ポアソン比，G  は地震応答解析より求まる収

束剛性を示す。 

 

a．水平方向地盤バネ（集約バネ） 

  K =        ＋     = 181970（kN/m） 

ここに， 

   EI：杭の曲げ剛性 

    β：杭基礎の特性値（m-1）， β =         
 

    h：杭の軸方向長さ（m) 

    k ：水平方向地盤反力係数（kN/m3）  k = k      .     
 

     k  ：直径 0.3m 剛体円板による水平載荷試験の値に相当する水

平方向地盤反力係数（kN/m3）  k  =   . αE  
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  α：地盤反力係数の換算係数（第 3-39 表） 

     E ：地盤の変形係数(kN/m2) 

 

b．鉛直方向地盤バネ（集約バネ） 

    K = a A E L = 753985(kN/m) 
ここに， 

  A ：杭の純断面積(mm2) 

  E ：杭のヤング係数(kN/mm2) 

   L：杭長(m) 

 

4) 地震荷重 

考慮する地震荷重は以下の通りとする。 

・地震荷重は，梁バネモデルは一次元地震応答解析及び二次元

有効応力解析によって引き上げられた地表面変位を第 3-61 図

に示すモデルに載荷する。 

・構造物に載荷する慣性力については，一次元地震応答解析及

び二次元有効応力解析より引き上げられた地表面における最

大加速度を地震時慣性力としてモデルに載荷する。第 3-62 図

に地中変位を示す。 

 

第 3-61 図 モデル図  

単 位 ：（ m）  
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第 3-62 図 地中変位 

 

第 3-40 表 考慮する加速度 

最大水平加速度 0.430G 

最大鉛直加速度 0.483G 

 

5) 地震時の載荷図 

地震時に載荷した荷重図を第 3-63 図～第 3-66 図に示す。 
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第 3-63 図 死荷重＋積雪荷重（鉛直） 

 

 

第 3-64 図 地震時慣性力（鉛直） 

 

 

第 3-65 図 地震時慣性力（水平） 

 

 

第 3-66 図 風荷重（水平）  

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  
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6) 津波荷重図 

考慮する津波荷重は以下の通りとする。 

・梁バネモデルに載荷する津波荷重は，鉄筋コンクリート壁下

端の最大波圧を解析モデルに付加する。第 3-67 図に考慮する

津波荷重を，第 3-68 図に漂流物荷重の位置と曲げモーメント

図・せん断力図の関係を示す。 

・漂流物荷重については，最も曲げモーメントが大きくなる，

壁端に載荷する。 

 

第 3-67 図 考慮する津波荷重 

 

  

津波荷重

漂流物荷重

死荷重

杭

コンクリート

5,815kN

TP+ 20.0m

TP+ 4.0m

Pn2: 49N/m2

H: 490kN

Pn1: 211kN/m2

8,898kN
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第 3-68 図 漂流物荷重の位置と曲げモーメント図・せん断力図の関

係 
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7) 津波時＋漂流物の載荷図 

津波時＋漂流物に載荷した荷重図を第 3-69 図～第 3-71 図に

示す。 

 

第 3-69 図 津波荷重（水平） 

 

 

第 3-70 図 漂流物荷重（水平） 

 

 

第 3-71 図 死荷重＋積雪荷重（鉛直） 

  

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  
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8) 二次元梁バネモデル解析結果 

評価結果一覧を第 3-41 表～第 3-43 表に示す。地震時，津波

時＋漂流物及び基準津波＋余震時の上部工（鉄筋コンクリー

ト）の圧縮，引張り，せん断に対する評価結果について，いず

れも許容限界値以下であることを確認した。 

第 3-41 表 圧縮に対する照査結果 

 

第 3-42 表 引張に対する照査結果 

 

 
発生応力度 

σ c(N/mm2) 

許容応力度 

 σ ca(N/mm2) 

(σ ck＝ 40N/mm2) 

安全率 

σ ca／σ c

判定

一般部 

地震時(一次元応答解析) 0.66 21 31.81 ＯＫ

地震時(二次元有効応力解析) 13.84 21 1.51 ＯＫ

基準津波時＋漂流物 9.58 21 2.19 ＯＫ

基準津波＋余震時 14.62 21 1.43 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 15.49 28 1.80 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 13.49 28 2.07 ＯＫ

斜面部 

地震時(二次元有効応力解

析，原地盤) 
6.80 21 3.08 ＯＫ

地震時(二次元解析，豊浦標

準砂を仮定した地盤) 
4.95 21 4.24 ＯＫ

 
発生応力度

σs(N/mm2) 

許容応力度 

 σ sa(N/mm2) 

(SD490) 

安全率 

σ sa／σ s

判定

一般部 

地震時(一次元応答解析) 12.62 435 34.46 ＯＫ

地震時(二次元有効応力解析) 263.0 435 1.65 ＯＫ

基準津波時＋漂流物 182.06 435 2.38 ＯＫ

基準津波＋余震時 277.91 435 1.56 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 294.51 478 1.62 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 256.34 478 1.86 ＯＫ

斜面部 

地震時(二次元有効応力解

析，原地盤) 
150.2 435 2.89 ＯＫ

地震時(二次元解析，豊浦標

準砂を仮定した地盤) 
94.0 435 4.62 ＯＫ
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第 3-43 表 せん断に対する照査結果 

 

以降に二次元梁バネモデルによる解析結果の要約を示す。 

① 二次元梁バネモデルによる評価の結果，圧縮に対する照

査及び引張に対する照査では基準津波＋余震時が最も安全

率が最小になり，せん断については，T.P.＋24m 津波時＋漂

流物のケースが最小となる。 

② 三次元ＦＥＭ解析結果と比較すると，二次元梁バネモデ

ルは，鉄筋コンクリート梁壁のみのモデル化となるため，

断面積や断面２次モーメントなどの断面性能が小さくなり，

発生応力度が大きくなるため，三次元ＦＥＭ解析結果より

保守的な断面力が生じる結果となることを確認した。 

③ 上部工の鉄筋コンクリート梁壁をモデル化した二次元梁

バネモデルでは，一次元応答解析（ＳＨＡＫＥ）に基づく

両端杭位置の地表面相対変位及び二次元有効応力解析（Ｆ

ＬＩＰ）による時刻歴変位差の絶対値の最大値発生時刻に

おける変位を作用させる評価も実施し，上部工について，

 発生せ

ん断力

Ｖ(kN)

許容せん断耐力 

Ｖａ(kN) 

(Ｖａ＝Ｖｃ＋Ｖｓ ) 

安全率 

Ｖａ／Ｖ
判定

一般部 

地震時(一次元応答解析) 54.73 1,508.82 27.56 ＯＫ

地震時(二次元有効応力解析) 503.15 1,508.82 2.99 ＯＫ

基準津波時＋漂流物 428.48 1,508.82 3.52 ＯＫ

基準津波＋余震時 487.33 1,508.82 3.09 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波時＋漂流物 733.58 1,703.35 2.32 ＯＫ

T.P.＋ 24m 津波＋余震時 606.66 1,703.35 2.80 ＯＫ

斜面部 

地震時(二次元有効応力解

析，原地盤) 
353.00 1,508.82 4.27 ＯＫ

地震時(二次元解析，豊浦標

準砂を仮定した地盤) 
291.67 1,508.82 5.17 ＯＫ
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一次元応答解析（ＳＨＡＫＥ）を適用した場合の梁バネモ

デルによる評価結果と比較して，保守側の結果を採用する。 

 

①から③の結果より，二次元梁バネモデルによる照査結果で

は，基準津波や T.P.＋24m 津波に対して，鉄筋コンクリート梁

壁の照査値は許容限界値以下であり，十分な構造強度を有して

いることを確認した。 
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(10) 上部工の成立性検討結果（静的三次元ＦＥＭ解析） 

1) モデル化方針（三次元ＦＥＭ解析） 

・構造部材 

鋼管は，線形弾性とし，三次元シェル要素でモデル化する。 

コンクリート躯体は，線形弾性とし，三次元ソリッド要素でモ

デル化する。 

・地盤 

地盤は，水平方向地盤反力度の上限値を考慮した，地盤バネ

を鋼管に配置することで表現する。この時，引張側は No 

tension とする。なお，地盤高さの嵩上げ工についてもバネで

水平抵抗を考慮する。第 3-72 図に水平方向バネ特性の説明図を

示す。 

以下に解析で用いたバネの設定を示す。 

 

第 3-72 図 水平方向バネ特性（杭及び壁バネ） 

第 3-44 表 地盤バネの設定に用いる地盤剛性及び上限値 

解析ケース 地盤バネ定数 上限値 

津波時＋漂流物 静弾性係数 残留強度（－1σ低減値） 

地震時 地震時収束剛性 残留強度（－1σ低減値） 

基準津波＋余震時 余震時収束剛性 残留強度（－1σ低減値） 
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・地震動の入力 

応答変位法による照査を基本とする。解析モデルに入力する

地中変位及び地表面の最大加速度は一次元の地震応答解析より

算出し，変位についてはバネを返して杭体に入力する。 

 

2) 荷重及び荷重の組合せ 

三次元ＦＥＭ解析に用いる荷重の組み合わせを第 3-45 表に示

す。 

第 3-45 表 三次元ＦＥＭ解析に用いる荷重の組み合わせ 

解析 

種別 

荷重の 

考慮方法
方向 鋼管 

鋼管内の 

土重量 

長期荷重 短期荷重 

自重（鉄筋コ

ンクリート壁 

積

雪 
風 漂流物 

地震

時 

応答 

変位法 

水平 単位体積

重量で 

考慮 

単位体積

重量で 

考慮 

○ ○ ○ － 

鉛直 ○ ○ － － 

津波 

時 

分布荷重

及び 

集中荷重

水平

単位体積

重量で 

考慮 

単位体積

重量で 

考慮 

○ ○ － ○ 

※積雪荷重については，0.35 倍した値を用いるものとする。 

 

風荷重は道路橋示方書の以下の式より算出する。 

ｐ＝ 0.5ρＵｄ
2ＣｄＧ 

ｐ：単位面積当たりの風荷重(N/m2) 

ρ：空気密度(1.23kg/m3) 

Ｕｄ：風速(m/s) ＝ 30.0m/s 

Ｃｄ：抗力係数 ＝ 1.6(一般値) 

Ｇ：ガスト応答係数 ＝ 1.9(一般値) 
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風は地表面より上の被覆コンクリート面に垂直に当たるもの

とする。第 3-76 図に考慮する津波荷重及び漂流物荷重を示す。 

津波荷重は以下の式により算出する。 

Ｐ＝ 3ρｇｈ 

Ｐ：津波波圧(kN/m2) 

ρ：海水の密度（Mg/m3），Ｗ＝1.03（Mg/m3） 

ｇ：重力加速度（m/s2） 

ｈ：津波高さ（遡上高さ T.P.＋17.9 m－設置盤高さ）／2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-76 図 考慮する津波荷重及び漂流物荷重 

 

津波荷重

漂流物荷重

死荷重

杭

コンクリート

5,815kN

TP+ 20.0m

TP+ 4.0m

Pn2: 49N/m2

H: 490kN

Pn1: 211kN/m2

8,898kN



 

５条 添付２４－196 

3) 解析モデル 

・解析モデル 

鋼管を三次元シェル要素，コンクリート壁を三次元ソリッド

要素でモデル化した三次元モデルを作成する。この時，鋼管と

コンクリート壁は連続体としてモデル化する。地盤について

は，水平地盤反力度の上限値を考慮したバネによって表現す

る。 

・境界条件 

境界条件を第 3-46 表に示す。 

第 3-46 表 境界条件 

境界 地震時応答解析 

鋼管底面 
鉛直方向固定，水平方向バネ（上限

値考慮），鉛直軸回転方向固定 

鉄筋コンクリート壁と地盤高さの 

嵩上げ工間 
水平方向バネ（上限値考慮） 

鋼管周面 水平方向バネ（上限値考慮） 

 

・材料定数 

材料定数を第 3-47 表，第 3-48 表に示す。 

第 3-47 表 材料定数（コンクリート） 

設計基準強度

σck 

(N/mm2) 

弾性係数 

Ｅ 

(N/mm2) 

ポアソン比

ν 

単位体積重量

γc 

(kN/m3) 

40 31,000 0.2 24.5 

 

第 3-48 表 材料定数（鋼管杭） 

杭 

直径 

Ｄ 

(mm) 

厚さ

ｔ 

(mm)

腐食

代 

(mm) 

断面積

Ａ 

(m2) 

断面２次 

モーメント 

Ｉ 

(m4) 

弾性係数 

Ｅ 

(N/mm2) 

ポアソン

比 

ν 

密度 

ρ 

(Mg/m3)

2,500 35 1 0.2632 0.1997761 200,000 0.30 7.93※  

※鋼材の腐食代分を換算
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4-1) 解析モデル（一般部） 

杭体に付加する地盤バネは第 3-74 図に示す方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-74 図 解析モデル（一般部）  

杭 1 

杭 2 

杭 3 
杭 5 

・杭 1 の地盤バネ：－1σ地盤 

・杭 2～4 の地盤バネ：平均地盤 

・杭 5 の地盤バネ：＋1σ地盤 

杭 4 

堤外側  

堤内側

単 位 ：（ m）  

単 位 ：（ m）  
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4-2) 解析モデル（岩盤傾斜部） 

斜面部の三次元モデルは杭長を同一にしたケースとＫｍ層

に 1Ｄ根入れした杭長とするケースの 2 ケース実施する。 

杭体に付加する地盤バネは平均物性から算出したバネを用

いた。この時，上限値については，残留強度－1σ 物性を適

用した。 
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第 3-75 図 解析モデル（岩盤傾斜部）  

同 一 杭 長 ケース 

Km 層に 1D 根 入 れ

杭 長 ケース 

堤外側  

堤内側  
単 位 ：（ m）  



 

５条 添付２４－200 

5) 地震時荷重の考え方 

地震時の荷重は以下の方針とする。 

・積雪荷重：常時積雪荷重×0.35 

・水平慣性力：ＳＨＡＫＥによる一次元地震応答解析で地表面

の最大加速度を求める。その加速度を杭と防潮壁に対して堤

外→堤内方向へ平均地盤の表面最大加速度の水平慣性力を作

用する。 

・鉛直慣性力：ＳＨＡＫＥによる一次元地震応答解析で地表面

の最大加速度を求める。その加速度を杭と防潮壁に平均地盤

の表面最大加速度の下向き鉛直慣性力を作用する。 

・応答変位：水平地盤変位は各杭先端からの最大相対変位とす

る。 

・杭 1，杭 3，杭 5 の応答変位は－1σ 地盤，平均地盤，＋1σ 地

盤のＳＨＡＫＥの変位とし，杭 2 の変位は杭 1 と杭 3 の補間

変位，杭 4 の変位は杭 3 と杭 5 の補間変位で設定する。 

・防潮堤における堤内側の地盤高さの嵩上げ部の応答変位は杭 1

中心位置の地表面応答変位から杭 3 中心位置の地表面応答変

位及び杭 5 への中心位置の地表面応答変位で線形補間とする。 

 

解析モデルに載荷した地震時の地中変位分布及び地表面最大

加速度を第 3-76 図，第 3-77 図に示す。 

  



５条 添付２４－201 

 

 

 

最大水平加速度 0.430Ｇ

最大鉛直加速度 0.483Ｇ

第 3-76 図 地中変位分布及び地表面最大加速度

（地震時・一般部，地点③）

最大水平加速度 0.602G 

最大鉛直加速度 0.458G 

 

第 3-77 図 地中変位分布及び地表面最大加速度

（地震時・岩盤傾斜部，地点④）
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５条 添付２４－202 

6) 三次元ＦＥＭモデルの解析結果 

地震時，津波時＋漂流物，津波＋余震時及び地震時（岩盤傾

斜モデル）の解析結果を第 3-78 図～第 3-87 図に，照査結果一

覧を第 3-49 表～第 3-51 表に示す。 

評価の結果，地震時，津波時＋漂流物，津波＋余震時のいず

れにおいても，発生する最小主応力はコンクリートの圧縮強度

40N ／ mm2(40000kN ／ m2) あ る い は 許 容 応 力 度 21N ／

mm2(21000kN/m2)を十分下回ること，発生する最大主ひずみは鉄

筋の許容引張応力度のひずみ以下であることから，上部工の構

造成立性に 問題が ないことを 確認し た。なお， ひび割 れ幅は

0.2mm 以下であり止水性が確保される（2012 年制定コンクリー

ト標準示方書によれば，ひび割れ幅が 0.2mm 以下であれば，水

密性が確保されると記述してある）。 

また，岩盤の傾斜を考慮したモデルにおいても，上部工の構

造成立性に問題がないことを確認した。 

以上のことから，地震時，津波時＋漂流物，津波＋余震時の

いずれにおいても，上部工は弾性状態であり構造成立性が確保

されることから，止水性能は保持されることを確認した。 
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第 3-78 図 地震時の解析結果（最小主応力分布）
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断面②：最小主応力－247kN／m2 

断面③：最小主応力－81.6kN／m2 

水平断面の最小主応力

水平断面の最小主応力

水平断面の最小主応力

堤内側

堤外側

堤内側

堤外側

堤内側

堤外側
引張

引張

圧縮

引張

圧縮

 

圧縮

許 容 圧 縮 応 力 度

単 位 ：（ m）  



 

５条 添付２４－204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-79 図 地震時の解析結果（最大主ひずみ分布）
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発生する最大主ひずみは，最
大で 100μ以下程度であり，
RC 壁体は RC 部材として弾性
範囲内である。 

（参考） 

鉄筋の短期引張許容応力度：

σ st＝ 435N／ mm2 であること

から，これを鉄筋の弾性係数

で割り，短期許容引張応力度

のひずみを算定すると 2,175

μとなる。  

圧縮

引張

圧縮  

引張

単 位 ：（ m）  
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第 3-80 図 津波時＋漂流物の解析結果（最小主応力分布）
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第 3-81 図 津波時＋漂流物の解析結果（最大主ひずみ分布）
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発生する最大主ひずみは，最
大で 1,000μ以下程度であ
り，RC 壁体は RC 部材として
弾性範囲内である。 

（参考） 

鉄筋の短期引張許容応力度：

σ st＝ 435N／ mm2 であること

から，これを鉄筋の弾性係数

で割り，短期許容引張応力度

のひずみを算定すると 2,175

μとなる。  

圧縮  

引張

圧縮

引張

単 位 ：（ m）  
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第 3-82 図 津波＋余震時の解析結果 

（最小主応力分布）  
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第 3-83 図 津波＋余震時の解析結果 

（最大主ひずみ分布）  
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発生する最大主ひずみは，最
大で 1,000μ以下程度であ
り，RC 壁体は RC 部材として
弾性範囲内である。 

（参考） 

鉄筋の短期引張許容応力度：

σ st＝ 435N／ mm2 であること

から，これを鉄筋の弾性係数

で割り，短期許容引張応力度

のひずみを算定すると 2,175

μとなる。  
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第 3-84 図 地震時（岩盤傾斜モデル）の解析結果 

（最小主応力分布）  
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第 3-85 図 地震時（岩盤傾斜モデル）の解析結果 

（最大主ひずみ分布）  
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発生する最大主ひずみは，最
大で 100μ以下程度であり，
RC 壁体は RC 部材として弾性
範囲内である。 

（参考） 

鉄筋の短期引張許容応力度：

σ st＝ 435N／ mm2 であること

から，これを鉄筋の弾性係数

で割り，短期許容引張応力度

のひずみを算定すると 2,175

μとなる。  

圧縮  
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第 3-86 図 地震時（岩盤傾斜 1Ｄモデル）の解析結果 

（最小主応力分布）  
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第 3-87 図 地震時（岩盤傾斜 1Ｄモデル）の解析結果 

（最大主ひずみ分布）  
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発生する最大主ひずみは，最
大で 100μ以下程度であり，
RC 壁体は RC 部材として弾性
範囲内である。 

（参考） 

鉄筋の短期引張許容応力度：

σ st＝ 435N／ mm2 であること

から，これを鉄筋の弾性係数

で割り，短期許容引張応力度

のひずみを算定すると 2,175

μとなる。  

圧縮  

引張

圧縮
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7)三次元ＦＥＭモデルの解析結果 

照査結果一覧を第 3-49 表～第 3-51 表に示す。地震時，津波時

＋漂流物及び津波＋余震時の上部工（鉄筋コンクリート）の圧

縮，曲げ，せん断に対する評価結果について，いずれも許容限界

値以下であることを確認した。 

第 3-49 表 圧縮に対する照査結果 

 

第 3-50 表 引張に対する照査結果 

 

 発生応力度 

σ c(N/mm2) 

許容応力度  

σ ca(N/mm2) 

(σ ck＝ 40N/mm2) 

安全率 

σ ca／σ c 
判定 

地震時 0.39 21 53.84 ＯＫ 

津波時＋漂流物 1.61 21 13.04 ＯＫ 

津波＋余震時 1.21 21 17.35 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，同一

杭長モデル） 

0.60 21 35.00 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，1Ｄモ

デル） 

0.61 21 34.42 ＯＫ 

 発生応力度 

σ s(N/mm2) 

許容応力度  

σ sa(N/mm2) 

(SD490) 

安全率 

σ sa／σ s 
判定 

地震時 24.42 435 17.81 ＯＫ 

津波時＋漂流物 36.92 435 11.78 ＯＫ 

津波＋余震時 47.47 435 9.16 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，同一

杭長モデル） 

17.68 435 24.60 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，1Ｄモ

デル） 

19.59 435 22.20 ＯＫ 



 

５条 添付２４－214 

第 3-51 表 せん断に対する照査結果 

 

 

 

  

 発生せん断力 

Ｖ(kN) 

許容せん断耐力 

Ｖａ(kN) 

(Ｖａ＝Ｖｃ＋Ｖｓ )

安全率 

Ｖａ／Ｖ
判定 

地震時 0.41 0.83＊  2.02 ＯＫ 

津波時＋漂流物 0.67 0.83＊  1.23 ＯＫ 

津波＋余震時 237.28※ 1 435※ 2 1.83 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，同一

杭長モデル） 

0.55 0.83＊  1.50 ＯＫ 

地震時（岩盤傾

斜モデル，1Ｄモ

デル） 

0.62 0.83※  1.33 ＯＫ 

※コンクリートのみの許容せん断応力度 
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8) 梁バネモデルと三次元ＦＥＭモデルの応力比較 

地震時及び津波時＋漂流物の梁バネモデルと三次元ＦＥＭモ

デルでの照査結果を第 3-52 表と第 3-53 表に示す。 

梁バネモデルの安全率が低くなる傾向があることから，梁バ

ネモデルによる照査結果は安全側となっていると判断される。 

 

第 3-52 表 地震時の梁バネモデルと三次元ＦＥＭモデルの比較 

 梁バネモデル 三次元ＦＥＭモデル

圧縮応力度 

σ c(N/㎜ 2) 

発生応力 0.66(31.81) 0.14(150.00) 

許容応力度 21.0 21.0 

引張応力度 

σ s(N/㎜ 2) 

発生応力 12.62(34.46) 9.15(47.54) 

許容応力度 435 435 

せん断応力※ 

τ（N/㎜ 2）  

発生せん断応力 0.12(6.91) 0.12(6.91) 

許容せん断応力 0.83 0.83 

※コンクリートのみの許容せん断応力度 

 

第 3-53 表（1） 津波時＋漂流物の梁バネモデルと三次元ＦＥＭモデ

ルの比較 

 梁バネモデル 三次元ＦＥＭモデル

圧縮応力度 

σ c(N/㎜ 2) 

発生応力 9.58(2.19) 0.85(24.70) 

許容応力度 21.0 21.0 

引張応力度 

σ s(N/㎜ 2) 

発生応力 182.06(2.38) 36.92(11.78) 

許容応力度 435 435 

せん断耐力 

τ（kN） 

発生せん断力 428.48(3.52) 160.99(9.37) 

許容せん断耐力 1,509 1,509 

 

 

 

 

 

（ ）値は安全率を示す。 
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第 3-53 表（2） 津波＋余震時の梁バネモデル 

   と三次元ＦＥＭモデルの比較 

 梁バネモデル 三次元ＦＥＭモデル

圧縮応力度 

σ c (N/㎜ 2) 

発生応力 14.62(1.43) 0.79(26.58) 

許容応力度 21.0 21.0 

引張応力度 

σ s (N/㎜ 2) 

発生応力 277.91(1.56) 43.69(9.95) 

許容応力度 435 435 

せん断耐力 

τ（kN） 

発生せん断力 487.33(3.09) 228.78(6.59) 

許容せん断耐力 1,509 1,509 

 

 

以下に静的三次元ＦＥＭによる解析結果の要約を示す。 

① 地震時において，上部工は全ての位置でコンクリートの

引張強度以下であり，ひび割れは生じないことを確認した。

また，圧縮側の主応力である最小主応力分布から全てコン

クリートの許容圧縮強度に対して十分な裕度があることを

確認した。 

② 津波時＋漂流物では，圧縮側の主応力である最小主応力

分布から全てコンクリートの許容圧縮強度に対して十分な

裕度があることを確認した。引張においては，発生するひ

ずみは鉄筋の許容応力度に対して十分に小さい値であるこ

とを確認した。 

③ 梁バネモデルで照査しない鉄筋コンクリート梁壁背面の

鋼管鉄筋コンクリートについても，三次元ＦＥＭ解析の結

果，全て許容限界値以下であり，有意なせん断破壊等は生

じる恐れがないことを確認した。 

 

（ ）値は安全率を示す。 
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④  梁バネモデルに対して静的三次元ＦＥＭ解析では奥行き

方向もモデル化され，断面性能が大きくなり，応力の流れ

が面的に広がることから，梁バネモデルよりも精緻なモデ

ル化ができるため，発生する応力が小さくなることを確認

した。 

⑤ ねじれに対する影響については，三次元ＦＥＭ解析によ

り，鋼管周りのコンクリートに発生するせん断応力がコン

クリートのみの許容せん断応力あるいはせん断補強筋によ

って十分に抵抗できることを確認した。 

 

①から⑤の結果により，静的三次元ＦＥＭ解析の結果，津

波荷重や地震荷重に対して，鉄筋コンクリート梁壁のみなら

ず，鋼管鉄筋コンクリート部分もすべて照査値は許容限界値

以下であり，十分な構造強度を有していることを確認した。

さらに，梁バネの方が保守的である結果を示した。 

また，コンクリートは弾性範囲内であることから，止水性

について問題ないことを確認した。  



 

５条 添付２４－218 

(11) 地盤高さの嵩上げ部及び表層改良体の成立性検討結果 

地盤高さの嵩上げ部及び表層改良体のせん断力が改良体のせん

断耐力以内であることを有効応力解析及び二次元フレーム解析に

て確認する。 

表層地盤改良の深さ方向の範囲は，表層地盤の過剰間隙水圧比

が比較的高い範囲や杭体に生じる断面力の低減等を考慮し設定す

る。また，堤内側の表層地盤改良の幅は，地盤高さの嵩上げが地

震時に損傷に至らない範囲を考慮し設定する。堤外側の表層地盤

改良の幅は，地盤改良に係る指針類に基づき範囲を設定する。 

地盤改良工法は，改良対象地盤の物性，地下水位，施工性など

を考慮して選定する。また，地盤剛性の急変部により杭体に局所

的な応力を発生させないように，地盤剛性が上層から下層に向け

て，やや大きめの剛性から原地盤に近い剛性に移行するような改

良仕様を設定する。 

地盤高さの嵩上げ部及び表層改良体のせん断力が改良体のせん

断耐力以内であることを確認するため，地盤高さの嵩上げ及び表

層改良体のせん断力が，改良体の「滑り線に生じるせん断耐力」

に対して安全率 1.2 以上であることを確認する。 

 

1) 評価結果 

① 基準津波時＋漂流物，基準津波＋余震時，T.P.＋24m 津波時

＋漂流物及び T.P.＋24m 津波＋余震時の結果を第第 3-54 表，

地盤の嵩上げ及び表層改良体の二次元フレーム解析による検討
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について，滑り線の模式図を第 3-88 図に示す。 

 

 

第 3-88 図(1) 滑り線の模式図 

（基準津波時＋漂流物，T.P.＋24m 津波時＋漂流物） 

 

第 3-88 図(2) 滑り線の模式図（基準津波＋余震時 T.P.＋24m 津波 

＋余震時） 
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地盤高さの嵩上げ及び表層改良体の検討結果について，基準

津波時＋漂流物及び T.P.＋24m 津波時＋漂流物の結果を第 3-54

表に，基準津波＋余震時及び T.P.＋24m 津波＋余震時の結果を

第 3-55 表に示す。 

全ての滑り線において安全率が 1.2 以上であり，地盤の嵩上

げ及び表層改良体の健全性を確認した。 

第 3-54 表(1) 地盤高さの嵩上げの滑り照査（基準津波時＋漂流物） 

滑り線 検討位置 杭反力 滑り抵抗 安全率 

1 T.P.＋8.0 m 946.7 22,400 23.66 

2 T.P.＋7.0 m 4,788.7 23,800 4.97 

3 T.P.＋6.0 m 8,704.7 25,200 2.89 

4 T.P.＋5.0 m 12,693.7 26,600 2.09 

5 T.P.＋3.5 m 12,338.6 28,700 2.32 

 

第 3-54 表(2) 表層改良体の滑り照査（基準津波時＋漂流物） 

滑り線 検討位置 杭反力 滑り抵抗 安全率 

1 T.P.＋3.0 m 11,510.7 33,718 2.92 

2 T.P.＋2.5 m 10,592.9 32,475 3.06 

3 T.P.＋2.0 m 9,656.3 33,743 3.49 

4 T.P.＋1.5 m 8,685.3 35,023 4.03 

5 T.P.＋1.0 m 7,613.3 36,312 4.76 
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第 3-54 表(3) 地盤高さの嵩上げの滑り照査 

（T.P.＋24m 津波時＋漂流物） 

滑り線 検討位置 杭反力 滑り抵抗 安全率 

1 T.P.＋8.0 m 946.7 22,400 23.66 

2 T.P.＋7.0 m 4,788.7 23,800 4.97 

3 T.P.＋6.0 m 8,704.7 25,200 2.89 

4 T.P.＋5.0 m 12,693.7 26,600 2.09 

5 T.P.＋3.5 m 17,545.7 28,700 1.63 

 

第 3-54 表(4) 表層改良体の滑り照査（T.P.＋24m 津波時＋漂流物） 

滑り線 検討位置 杭反力 滑り抵抗 安全率 

1 T.P.＋3.0 m 19,446.7 33,718 1.73 

2 T.P.＋2.5 m 21,359.7 32,475 1.52 

3 T.P.＋2.0 m 23,283.7 33,743 1.44 

4 T.P.＋1.5 m 22,643.7 35,023 1.54 

5 T.P.＋1.0 m 20,735.7 36,312 1.75 

 

第 3-55 表(1) 地盤高さの嵩上げの滑り照査（基準津波＋余震時） 

滑り線 検討位置 杭反力 慣性力 滑り抵抗 安全率

1 T.P.＋8.0 m 871.0 0.0 22,400 25.7 

2 T.P.＋7.0 m 4,406.0 255.0 23,800 5.10 

3 T.P.＋6.0 m 8,008.0 525.5 25,200 2.95 

4 T.P.＋5.0 m 11,678.0 811.4 26,600 2.12 

5 T.P.＋3.5 m 15,416.0 1,269.3 28,700 1.72 
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第 3-55 表(2) 表層改良体の滑り照査（基準津波＋余震時） 

滑り線 検討位置 杭反力 慣性力 滑り抵抗 安全率

1 T.P.＋3.0 m 15,871.0 1,441.7 33,718 1.94 

2 T.P.＋2.0 m 14,870.0 1,786.3 33,743 2.02 

3 T.P.＋1.5 m 14,056.2 1,958.7 35,023 2.18 

4 T.P.＋1.0 m 13,292.3 2,131.0 36,312 2.35 

5 T.P.＋0.0 m 12,058.2 2,475.7 38,909 2.67 

6 T.P.-0.48 m 11,538.6 2,641.1 38,417 2.70 

第 3-55 表(3) 地盤高さの嵩上げの滑り照査 

（T.P.＋24m 津波＋余震時） 

滑り線 検討位置 杭反力 慣性力 滑り抵抗 安全率

1 T.P.＋8.0 m 946.7 0.0 22,400 23.66 

2 T.P.＋7.0 m 4,788.7 255.0 23,800 4.71 

3 T.P.＋6.0 m 8,704.7 525.5 25,200 2.73 

4 T.P.＋5.0 m 12,693.7 811.4 26,600 1.96 

5 T.P.＋3.5 m 16,601.2 1,269.3 28,700 1.60 

第 3-55 表(4) 表層改良体の滑り照査 

（T.P.＋24m 津波＋余震時） 

滑り線 検討位置 杭反力 慣性力 滑り抵抗 安全率

1 T.P.＋3.0 m 20,403.2 1,441.7 33,718 1.54 

2 T.P.＋2.0 m 22,703.7 1,786.3 33,743 1.37 

3 T.P.＋1.5 m 20,767.7 1,958.7 35,023 1.54 

4 T.P.＋1.0 m 18,859.7 2,131.0 36,312 1.72 

5 T.P.＋0.0 m 16,948.0 2,475.7 38,909 2.00 



 

５条 添付２４－223 

② 地震時の結果 

地震時の有効応力解析による結果より，地盤高さの嵩上げ部

及び表層改良体の最大せん断応力が，改良体のせん断強度以下

であることを確認する。 

有効応力解析の解析モデルを第 3-89 図に，地盤高さの嵩上

げ部及び表層改良体メッシュ図を第 3-90 図に示す。また，地

震時の時刻歴最大の局所のせん断応力の算出結果を第 3-91 図

に示す。これら要素から算出される時刻歴最大の局所のせん断

応力がせん断強度以下であり，滑り線となる連続した応力分布

を形成していないことから，改良体に滑りが発生しないことを

確認した。 

 

 

第 3-89 図 二次元有効応力解析モデル 
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第 3-90 図 地盤高さの嵩上げ及び表層改良体の要素メッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-91 図 地盤高さの嵩上げ及び表層改良体の 

 時刻歴最大のせん断応力図 

 

表 層 改 良 体

τmax=352ｋN/m2
 

τmax=253ｋN/m2
 

地 盤 高 さの嵩 上 げ部
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③ 結果のまとめ 

基準津波時＋漂流物，基準津波＋余震時，T.P.＋24m 津波時

＋漂流物，T.P.＋24m 津波＋余震時及び地震時の検討結果につ

いて，第 3-56 表及び第 3-57 表に示す。これより地盤高さの嵩

上げ及び表層改良体は，いずれのケースの照査値も許容限界値

以下であることを確認した。 

第 3-56 表 地盤の嵩上げ部に対する検討結果 （単位：kN） 

 発生せん断力 せん断耐力 安 全 率 判 定 

基準津波時＋漂流物 12,694 26,600 2.09 > 1.2 ＯＫ 

基準津波＋余震時 16,685 28,700 1.72 > 1.2 ＯＫ 

T.P.＋24m 津波時＋漂流物 17,546 28,700 1.63 > 1.2 ＯＫ 

T.P.＋24m 津波＋余震時 17,871 28,700 1.60 > 1.2 ＯＫ 

地震時 

(豊浦標準砂を仮定) 

τmax＝

253kN/m2 

τa＝

500kN/m2 
1.97 > 1.2 ＯＫ 

 

第 3-57 表 表層改良体に対する検討結果 （単位：kN） 

 発生せん断力 せん断耐力 安 全 率 判 定 

基準津波時＋漂流物 11,511 33,718 2.92 > 1.2 ＯＫ 

基準津波＋余震時 17,313 33,718 1.94 > 1.2 ＯＫ 

T.P.＋24m 津波時＋漂流物 23,284 33,743 1.44 > 1.2 ＯＫ 

T.P.＋24m 津波＋余震時 24,490 33,743 1.37 > 1.2 ＯＫ 

地震時 

(豊浦標準砂を仮定) 

τmax＝

352kN/m2 

τa＝

500kN/m2 
1.42 > 1.2 ＯＫ 



 

５条 添付２４－226 

(12) 止水ジョイント部の成立性検討結果 

1) 検討結果 

鋼管コンクリート防潮壁について，標準部，隅角部及び異種

構造物間の止水ジョイントの変位量の設定について検討した。 

隅角部及び異種構造物間（シートジョイント部）は，全 13 カ

所のうち，代表的な①～⑦の 7 カ所について検討した。代表的

な隅角部の止水ジョイントの位置を第 3-92 図に示す。 

 

 

第 3-92 図 代表的な止水ジョイントの位置 
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ａ．標準部の止水ジョイントの検討結果 

標準部の止水ジョイントに対する検討について，地震時の検

討結果を第 3-58 表に，津波＋余震時の検討結果を第 3-59 表に

示す。いずれの結果も 20cm 以内であり，ゴムジョイントの適

用性が確認できる。 

 

第 3-58 表標準部の止水ジョイントに対する検討結果（地震時） 

 部位 

Ｎ側構造物 Ｓ側構造物 
発生変位量

√(δx2＋

δy2＋δ

z2）  
δ xN δ yN δ zN δ xS δ yS δ zS 

標

準

部 

断面Ａ

付近 
0.482 0.482 0.023 0.395 0.395 0.000 0.125 

＊杭先端と杭天端の相対変位より算定（単位：m） 

*本検討結果は，横断方向の結果を縦断方向の結果にも適用した暫定値である。 

 

 

第 3-59 表標準部の止水ジョイントに対する検討結果（津波＋余震時） 

 部位 

Ｎ側構造物 Ｓ側構造物 
発生変位量

√(δx2＋

δy2＋δ

z2）  
δ xN δ yN δ zN δ xS δ yS δ zS 

標

準

部 

断面Ａ

付近 
0.338 0.259 0.034 0.388 0.289 0.014 0.093 

＊杭先端と杭天端の相対変位より算定（単位：m） 

*本検討結果は，津波＋余震時は，地震時の残留変位及び地震時／2 の変位量

により安全側に算出した結果とした。 
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ｂ．隅角部・異種構造物間の止水ジョイントの検討結果 

隅角部・異種構造物間の止水ジョイントに対する検討につい

て，地震時の検討結果を第 3-60 表に，津波＋余震時の検討結

果を第 3-61 表に示す。いずれの結果も 2m 以内であり，シート

ジョイントの適用性が確認できる。 

 

第 3-60 表 隅角部・異種構造物間の止水ジョイントに対する検討結果 

（地震時） 

 部位 

堤内 

角度 

Ｎ側構造物  Ｓ側構造物  
発生変位

量 

√ (δ x2

＋δ y2＋

δ z2）  
δ xN δ yN δ zN δ xS δ yS δ zS

①  隅角部 192.7 -0.464 -0.368 -0.028 -0.533 -0.257 0 0.134 

②  隅角部 121.0 -0.463 -0.371 -0.027 0.079 -0.588 0 0.585 

③  隅角部 133.2 -0.463 -0.371 -0.027 -0.047 -0.591 0 0.472 

④  
異種構

造物間 
90.0 -0.463 -0.371 -0.027 0.371 -0.463 0 0.839 

⑤  隅角部 138.0 0.403 0.075 -0.008 0.250 0.325 0 0.294 

⑥  隅角部 226.5 0.403 0.075 -0.008 0.332 -0.241 0 0.324 

⑦  隅角部 90.2 0.403 0.075 -0.008 -0.073 0.403 0 0.579 

（単位：m） 
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第 3-61 表 隅角部・異種構造物間の止水ジョイントの検討結果 

（津波＋余震時） 

 部位 

堤内 

角度 

Ｎ側構造物  Ｓ側構造物  
発生変位

量 

√ (δ x2＋

δ y2＋δ

z2）  
δ xN δ yN δ zN δ xS δ yS δ zS

①  隅角部 192.7 -0.340 -0.259 -0.034 -0.389

-

0.178 

0 0.105 

②  隅角部 121.0 -0.340 -0.259 -0.034 0.047

-

0.425 

0 0.437 

③  隅角部 133.2 -0.340 -0.259 -0.034 -0.044

-

0.426 

0 0.353 

④  
異種構

造物間 
90.0 -0.340 -0.259 -0.034 0.259

-

0.340 

0 0.626 

⑤  隅角部 138.0 -0.338 -0.254 -0.030 -0.081

-

0.415 

0 0.316 

⑥  隅角部 226.5 -0.338 -0.254 -0.030 -0.417 0.070 0 0.348 

⑦  隅角部 90.2 -0.338 -0.254 -0.030 0.253

-

0.339 

0 0.620 

（単位：m） 

 

  



 

５条 添付２４－230 

ｃ．性能確認試験結果 

引張り試験，耐圧試験等の結果を第 3-62 表に示す。 

使用を計画している材料（ゴムジョイント，シートジョイン

ト）については，当該地点の設計津波荷重以上の耐圧性能を保

持することが確認され，また，地震時の変位量を考慮しても津

波荷重に対して漏水等の発生がないことを確認した。 

第 3-62 表 性能試験結果一覧表 

止水 

ジョイント 
試験内容 

試験

結果

ゴム 

ジョイント 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.26MPa，1hr，伸び 250mm） 
良 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.26MPa，1hr，剪断 300mm） 
良 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.26MPa，1hr，伸び 125mm，剪断 150mm） 
良 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.55MPa，1hr，伸び 250mm） 
良 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.55MPa，1hr，剪断 300mm） 
良 

Ⅰ 引張試験・耐圧試験 

（0.55MPa，1hr，伸び 125mm，剪断 150mm） 
良 

シート 

ジョイント 

Ⅱ－１ 耐圧試験（0.26MPa，1hr） 良 

Ⅱ－１ 耐圧試験（0.55MPa，1hr） 良 

Ⅱ－２ 繰返載荷試験 

（56.45KN/30cm，10 回，取付角 0°） 
良 

Ⅱ－２ 繰返載荷試験 

（56.45KN/30cm，10 回，取付角 45°） 
良 

Ⅱ－３ 継続載荷試験 

（56.45KN/30cm，10 回後 10 分継続，取付角 0°）
良 

Ⅱ－３ 継続載荷試験 

（56.45KN/30cm，10 回後 10 分継続，取付角 45°）
良 

耐候性試験 

（15 年相当，引張試験） 
良 
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(13) まとめ 

設置許可段階において，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の基準

地震動ＳＳ及び基準津波，T.P.＋24m 津波等に対する構造成立性

について確認した。 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の杭体については，地震応答解

析（有効応力解析）の結果，基準地震動ＳＳに対して，杭の曲

げ，せん断及び支持力が許容限界値以下であり，十分な構造強度

を有していることを確認した。また，二次元フレーム解析の結

果，基準津波及び T.P.＋24m 津波に対しても，杭の曲げ，せん断

及び支持力が許容限界値以下であり，同様に十分な構造強度を有

していることを確認した。 

上部工である鉄筋コンクリートについては，二次元梁バネモデ

ルによる解析結果が，静的三次元ＦＥＭ解析結果よりも保守的な

評価となることを確認した（発生断面力が大きく評価される）。

その結果においても，上部工のコンクリート及び鉄筋に生じる断

面力が許容限界値以下であり，十分な構造強度を有していること

を確認した。 

地盤高さの嵩上げ部や表層改良体については，地震時，津波時

におけるすべりに対して十分な安全率を有していることを確認し

た。 

止水ジョイント部については，地震時の変位量により止水ゴム

又は止水シートの使い分けを行うこととし，性能試験結果におい

ても，これら材料が津波荷重に対して十分な耐性があることを確

認した。 
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以上より，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁に必要な構造強度や

止水性能について，見通しが得られたものと考える 
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(14) 部材の安全余裕について 

構造成立性の検討にあたっては，構造体に対してより厳しい評

価となる解析断面を選定し，その地盤モデルについても地層構成

の不確かさや地盤物性値のバラツキなどを安全側に考慮（極端な

地層厚の組合せや強制的な液状化を仮定するなど）した評価を行

った。 

検討結果によれば，全ての検討ケースにおいて，鋼管杭鉄筋コ

ンクリート防潮壁の下部工及び上部工とも，各照査項目は許容値

内に収まっていることを確認した。 また，今後の詳細設計段階

では，検討条件の変化が生じた場合においても，材料仕様の変更

等により安全余裕を確保できる。 

以上のことから，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の耐震及び耐

津波設計の検討としては，安全側に包含する条件での評価によ

り，十分な構造強度と止水性能を有する構造成立性を確認できた

のと共に，今後の詳細設計で検討条件の変化が生じた場合におい

ても，材料仕様の変更等により柔軟な設計対応が可能である見通

しを得た。 

第 3-63 表に示す下部工については，鋼管杭の板厚はｔ＝100mm

程度まで厚くする対応が可能であるが，杭の納入期間や施工効率

を考慮した選定が必要となる。 
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第 3-63 表 鋼管杭最小安全率 

照査 

項目 

安全率最小のケー

ス 
応答値

許容値

(SM570)
安全率 判定 

曲げ・軸

力 

地 点 ④ ・ 岩 盤 傾 斜

部 ・ 豊 浦 標 準 砂 を

仮定したモデル 

③ 横 断 Ｋ ｍ 層 最 浅

部（TP-31.36m) 

353.80

(N/mm2)

382.5 

(N/mm2)

1.08 

(水平 2 方向考慮 1.03)
た だ し ， 岩 盤 傾 斜 部 に お

い て 杭 の 岩 盤 へ の 根 入 れ

長 は 1D と す る 方 針 で あ

り ， そ の 場 合 の 安 全 率 は

1.37 （ 水 平 二 方 向 考 慮

1.32）  

ＯＫ  

せん断 

地 点 ④ ・ 岩 盤 傾 斜

部 ・ 豊 浦 標 準 砂 を

仮定したモデル 

② 縦 断 1Ｄ ケ ー ス

（ 最 浅 部 ： 杭 先 端

TP-22.24m）  

48.33 

(N/mm2)

217.5 

(N/mm2)
4.50 ＯＫ  

支持力 

地 点 ③ ・ 粘 土 層 が

最 も 薄 く 豊 浦 標 準

砂 を 仮 定 し た モ デ

ル 

819 

(kN) 

6,288 

(kN) 
7.67 

ＯＫ  

（＞1.2）

座屈 

耐力 

地 点 ④ ・ 岩 盤 傾 斜

部 ・ 豊 浦 標 準 砂 を

仮定したモデル 

② 縦 断 1Ｄ ケ ー ス

（ 最 深 部 ： 杭 先 端

TP-31.36m) 

14,160

(kN) 

119,036

(kN) 
8.40 ＯＫ  

 

第 3-64 表に示す上部工については，鉄筋とコンクリートに関し

ては次のようになる。 

鉄筋は，上部工のコンクリート部材厚さを調節し，より強度の

大きい D51 程度まで鉄筋径を増すことが可能であるが，隅角部の

鉄筋加工方法等の検討が必要となる。 

コンクリートの設計基準強度は 80N/mm２程度まで対応可能であ

るが，ひび割れの発生を防止するためのコンクリート打設時リフ

ト分け等の検討が必要となる。 
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第 3-64 表 上部工最小安全率 

照査項目 
安全率最小

のケース 
応答値 許容値 安全率 判定 

圧縮 

(コンク

リート) 

二次元梁バ

ネモデル 

津波＋余震 

14.62 

(N/mm2) 

21 

(N/mm2) 
1.43 ＯＫ 

引張 

(鉄筋) 

二次元梁バ

ネモデル 

津波＋余震 

277.91 

(N/mm2) 

435 

(N/mm2) 
1.56 ＯＫ 

せん断 

静的三次元

ＦＥＭモデ

ル 

津波＋余震 

237.28 

(N/mm2)※ 1 

435 

(N/mm2)※ 2 
1.83 ＯＫ 

※１：せん断補強鉄筋に作用する応力度 

※２：せん断補強鉄筋の許容せん断応力度 
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（参考資料１） 

敷地内の地下水位の上昇を仮定した場合における 

防潮堤への影響評価について 

 

1. 目的 

防潮堤は岩着杭形式の構造であり，杭間距離が小さいこと及び防

潮堤周りの表層地盤に地盤改良を行うことから，防潮堤内の地下水

位が上昇する可能性がある。 

したがって，防潮堤内の地下水位上昇が地盤や防潮堤の杭や表層

改良体に及ぼす影響の有無について評価した。 
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2. 敷地内の地下水位観測データ 

過去の地下水位観測データを第 1 表,観測最高地下水位コンター図

を第 1 図に示す。 

 

第 1 表 過去の地下水位観測データ（その 1） 

観測孔名 計測期間 
最高水位 

（T.P.＋m） 
最高水位 
計測時期 

ａ 1995～1999 3.49 1998 年 10 月 8 日

b 1995～1999 2.52 1998 年 9 月 25 日

c 1995～1999 2.53 1998 年 9 月 22 日

d 1995～1999 2.28 1998 年 9 月 22 日

ａ－１ 1995～1999, 2004～2009 15.42 2006 年 8 月 7 日

ａ－２ 2004～2009 13.60 2006 年 7 月 28 日

ｂ－２ 2004～2009 9.06 2006 年 7 月 30 日

ｃ－０ 1995～1999, 2004～2009 2.05 1998 年 9 月 19 日

ｃ－２ 1995～1999, 2004～2017 2.58 2012 年 7 月 7 日

ｃ－３ 2004～2017 2.49 2012 年 7 月 7 日

ｃ－４ 2004～2017 2.00 2012 年 6 月 25 日

ｄ－１ 1995～1999, 2004～2009 1.50 1998 年 9 月 18 日

ｄ－３ 2004～2017 1.44 2013 年 10 月 27 日

ｄ－６ 2004～2017 1.58 2013 年 10 月 28 日

ｅ－２ 2004～2017 1.38 2006 年 10 月 8 日

ｅ－３ 2004～2017 1.50 2013 年 10 月 16 日

ｅ－５ 2004～2017 1.30 2013 年 10 月 21 日

ｅ－６ 2004～2017 1.26 2013 年 10 月 21 日
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第 1 表 過去の地下水位観測データ（その 2） 

観測孔名 計測期間 
最高水位 

（T.P.＋m）
最高水位 
計測時期 

Ｂ－１ 2005～2017 2.90 2006 年 7 月 30 日

Ｂ－２ 2005～2017 3.09 2006 年 7 月 30 日

Ｂ－４ 2005～2017 3.56 2006 年 7 月 31 日

Ｂ－６ 2005～2017 5.51 2006 年 8 月 17 日

Ｃ－４ 2005～2017 3.17 2012 年 6 月 27 日

Ｃ－７ 2005～2017 4.99 2006 年 8 月 18 日

Ｄ－０ 2006～2017 2.37 2012 年 6 月 22 日

Ｄ－３ 2005～2017 2.88 2006 年 10 月 7 日

Ｄ－４ 2006～2017 2.76 2012 年 6 月 25 日

Ｄ－５ 2006～2017 2.54 2012 年 7 月 16 日

Ｅ－４ 2006～2017 2.26 2012 年 6 月 25 日

Ｆ－２ 2005～2015 1.74 2013 年 10 月 30 日

Ｆ－４ 2005～2017 1.55 2013 年 10 月 27 日

Ｆ－６ 2005～2017 1.77 2012 年 6 月 24 日

Ｇ－５ 2005～2017 1.53 2013 年 10 月 27 日

Ｈ－４ 2006～2017 2.13 2013 年 10 月 16 日

Ｈ－７ 2005～2017 1.33 2013 年 10 月 27 日
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第 1 図 観測最高地下水位コンター図 
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3. 防潮堤を考慮した地下水位の設定 

防潮堤の設置により地下水位が上昇する可能性を考慮し，地下水

位の設定について以下の検討を行った。 

(1) 敷地近傍陸域の地形 

第 2 図に敷地近傍陸域の地形図を示す。 

敷地近傍陸域の地形は，台地，低地及び海岸砂丘からなる。敷

地の南西方の高台エリアは台地東方部に位置し，海岸砂丘との境

界に当たる。高台エリアの北方には海岸砂丘と低地の境界が分布

しており，その西方には台地と低地（T.P.＋5m 以下）の境界が分

布している。このような地形的状況から，高台エリアへの流入地

下水は，高台エリアから西方に続く台地より流入しているものと

考えられる。なお，高台エリアの西端の標高とその西方の台地の

標高に大きな差はない。 

 

第 2 図 敷地近傍陸域の地形図 
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(2) 防潮堤に囲われた範囲の地下水位の検討 

防潮堤の設置に伴い地下水位の上昇の可能性を踏まえ，施設設

計の保守性を考慮し，防潮堤に囲われた第 3 図に示す範囲につい

ては，地下水位を地表面に設定することを基本とする。 

 

 

第 3 図 地下水位設定 
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(3) 地下水位の上昇によるその他の影響 

防潮堤で囲われた範囲について地下水位の上昇を考慮した際の，

周辺の領域の地下水の流速の変化及びそれに伴う影響（地盤中の

砂の流出）の有無について検討する。地盤への影響の検討は，設

定した地下水位から想定される地下水の流速と，現地の土質材料

から想定される多粒子限界流速を比較することにより行う。 

検討は，地下水位の高低差が大きくなる敷地南側の境界部を対

象とした。敷地南側の防潮堤で境される敷地南側の高台について

は，T.P.＋ 18m までは防潮堤が設置されるため，防潮堤を境に北

側，南側で水位差が発生することになるが，防潮堤の南西終端部

より以西は地下水位を区分けする構造物がないことから，北側

（敷地側）の地下水位上昇により相対的に地下水位が低くなる南

側に地下水が流れることが想定される。この流れについて，設計

で考慮する条件（地下水位を地表面とする）における防潮堤の外

側の地下水の流れについて検討を行う。 

第 4 図に検討位置を，第 5 図に検討イメージ図を，第 2 表に各

地層の透水係数を示す。 
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第 4 図 検討位置図 

 

第 5 図 検討イメージ図 

 

防潮堤に囲われた範囲の地下水位は地表面に設定していること

から，地下水位の最高点として地表の最も高い位置ｈ1（ T.P.＋

29m）を，また，下流側は既往の観測記録のコンターに地下水位

が摺りつくと仮定し，保守的に地下水位がなだらかになる手前の
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点ｈ2（地下水位 T.P.＋ 2.5m）を選定し，両者の水位差と水平距

離及び透水係数から，地盤中に流れる地下水の流速をダルシー則

で求めた。なお，透水係数は当該箇所に分布する地層で最も大き

い透水係数であるｄｕ層の透水係数を採用した。 

    △ｈ＝ｈ1－ｈ2＝T.P.＋29m－T.P.＋2.5m＝26.5m 

    △Ｌ＝150m 

    ｋ＝3.23×10－ 2 cm/s 

    ｖ＝ｋ×ｉ＝3.23×10－ 2 [cm/ｓ]×26.5m／150m 

     ＝5.71×10－ 3 [cm/s] 

 

第 2 表 各地層の透水係数 

地層 透水係数 備考 

ｄｕ層 3.23×10－ 2 cm/s 採用 

Ｄ２ｇ－３層 1.87×10－ 2 cm/s  

Ｄ２ｓ－３層(細砂) 6.31×10－ 3 cm/s  

Ｄ２ｓ－３層(粗砂) 3.16×10－ 2 cm/s  

 

一方，多粒子限界流速 ※ １により，ｄｕ層の平均粒径Ｄ50 及び

20％粒径Ｄ20 に対する限界流速を求めた。多粒子限界流速の算定

フローを第 6 図に，計算に用いたパラメータを第 3 表に示す。 
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第 6 図 多粒子限界流速の算定フロー 

 

第 3 表 多粒子限界流速の算出に用いた計算パラメータ（ｄｕ層） 

項目 設定値 

Ｇｓ 土粒子の比重 2.71 

ｎ 間隙率 42.86％ 

η 
流体の動粘性係数 

（地下水温 15～20℃を想定し設定） 
0.011cm2/s 

ｓ Ｇｓ－1 1.71 

ｄ 
土粒子径（平均粒径Ｄ50 検討時） 0.0384 cm 

土粒子径（20％粒径Ｄ20 検討時） 0.01 cm 
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ｄｕ層の平均粒径Ｄ50 に対する多粒子限界流速は 

2.99×10-1cm/s ，20％粒径に対する多粒子限界流速は 1.63×10-

2cm/ｓであり，前述の地盤中に流れる地下水の流速 5.71×10－ 3 

cm/ｓは多粒子限界流速を下回っていることから，粒子の移動は

発生せず，これらの地下水の流れが地盤に影響を及ぼすものでは

ないことを確認した。 

地下水の流れが地盤に影響を及ぼさないことから，防潮堤の杭

や表層改良体についても，地下水の流れによる影響はない。 

 

4. 結論 

敷地内の地下水位の上昇を仮定した場合における防潮堤等への影

響の有無を確認するため，多粒子限界流速式を用いて，地下水位の

仮定した上昇量に伴う流速の変化を算定した。その結果，土粒子の

移動が発生しない程度の遅い流速となり，これに伴う地下水の流れ

は防潮堤の杭や表層改良体に影響を及ぼすものではないことを確認

した。 

 

※1：浸透破壊における粒子群を考慮した限界流速（1997，杉井，宇

野，山田ら，地下水技術 Vol.39，No.8，pp28～35） 
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（参考資料２） 

 

鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の各設計対象の照査に用いる 

解析手法について 

 

 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の主要部位である鋼管杭，鉄筋コン

クリート梁壁及び鋼管鉄筋コンクリートの照査に用いる解析手法につ

いて，作用荷重毎に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価手法 

 

 

最も厳しい照査

値により評価



５条 添付２５-1 

 

添付資料２５ 

 

防潮扉の設計と運用等について 

１．はじめに 

  防潮扉は津波防護施設として設置し，防潮堤と同様に基準津波による遡上

波の敷地への流入を防止する。防潮扉の設置箇所は敷地の南側にある国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構境界及び海水ポンプエリアであり，それ

ぞれ各１箇所ずつ合計２箇所設置し，アクセスのために設置する。第1図に

防潮扉の設置位置，第2図に防潮堤の構造を示す。 

防潮扉の運用は常時閉運用とするが災害発生時等の必要な時に開閉操作を

実施する場合を考慮して，防潮扉の設計と運用に関する方針について説明す

る。 

 

２．防潮扉の設計について 

(1)基本設計方針 

防潮扉は津波防護施設として，敷地の南側にある国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構境界及び海水ポンプエリアに設置する。 

防潮扉は原則閉運用であり，開閉操作は中央制御室からの遠隔操作と現

場での操作ができるよう設計する。また，開閉の際には現場管理員を配置

し現場の安全を十分に確保した上で，中央制御室から閉操作するが，中央

制御室からの閉止操作が出来ない場合等を考慮して，現場管理員が現場に

て閉操作が可能な設計にする。 

駆動方式は多重性を持たせ「電動駆動式」と「自重降下式」とし，電動

駆動式に用いる電源は常用電源より供給し，電源がない場合には，電源を

必要とせずに現場より閉操作できるよう自重降下式を採用している。防潮
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扉に係る適用規格を以下に示す。 

＜適用規格＞ 

水門鉄管技術基準 

ダム・堰施設技術基準（案） 

第１図 防潮扉の設置位置（２箇所） 

：防潮扉設置位置



５条 添付２５-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

第2図 防潮扉の構造 
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(2)耐震設計方針 

防潮扉本体（扉体），開閉装置については津波防護施設としての耐震Ｓク

ラスの要求から，基準地震動ＳＳによる地震動を考慮して設計する。 

構造物と地盤との動的相互作用を考慮した２次元動的有効応力解析コード

（FLIP）を用いて水平地震動と鉛直地震動による地震応答解析を行う。 

防潮扉の閉止操作に支障を来すことがないよう，各部材が弾性範囲内に留

まるよう設計する。 

なお，地震における動的機能維持を確認するため，振動試験を実施し健全

性を担保する。 

 

(3)耐津波設計方針 

防潮扉の遮水機能として扉体の４辺に水密ゴムを設置することにより，敷

地への浸水を防止する構造設計とする。また，基準津波の遡上波による波圧

に耐える構造設計を行う。第1表に示すとおり採用実績は多く信頼性は高

い。 

防潮扉の水密性は，ダム・堰施設技術基準（案）（国土交通省）の漏水試

験の算出式に準じて求める。漏えい試験装置を用いた漏えい試験を実施し水

密ゴムの機能を確認するとともに，ダム・堰施設技術基準（案）の検査内容

に準じた検査を実施し水密性を確保していく。第2表に水密面に係る検査内

容（抜粋）を示す。また，水密ゴムの漏水試験の結果は，添付資料21 8)止

水ジョイント部（底部止水機構）に記載している。 
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第 1 表 スライドゲートの採用実績 
(Ａ社製 2017 年 8 月) 

 

 

 

 

 

 

 

第2表 水密面に係る検査内容（抜粋） 

 
検査内容 測定又は確認方法 

寸法 
水密面の鉛直度，水平度 

基準線からの変位を鋼製直尺で測定

する。 

水密面の平面度 直定規，すきまゲージで測定する。

外観 

水密ゴムと水密面の当たり状態 すきまゲージを用いて確認する。 

部材相互の取合いと密着具合 
目視により部材の取付け位置を確認

する。 

 

  

スライドゲート（台）

一般産業 ２０ 

電力 １３ 

合計 ３３ 
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①電動機 

③減速機 

④巻上げ装置（ドラム） 

⑤電磁ブレーキ 
⑥ファンブレーキ 

④巻上げ装置（ドラム）

第 3 図 開閉装置の構成 

②油圧押上げ式ブレーキ 

(4)開閉装置の構造設計について 

開閉装置の駆動方法は電動機による「電動駆動式」とファンブレーキに

よる「自重降下式」の２つの構造がある。第3図に開閉装置の構成，第4図

に電動駆動式の構造及び動作原理，第5図に自重降下式の構造及び動作原

理を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動駆動式は，①電動機を介して起動し，②油圧押上げ式ブレーキを解

除することで，③減速機，④巻き上げ装置を介して防潮扉を開閉させる構

造である（第4図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動駆動式は，電動機による閉

止操作を行うため,電動機から

駆動を伝達し扉本体の開閉を行

う。 

③減速機（差動歯車） ④巻上げ装置（ドラム）

⑥ファンブレーキ（停止）

駆動が伝達する方向 

⑤直流電磁ブレーキ（停止） 

②油圧押上式ブレーキ（解除） 

①電動機（駆動）

第 4 図 電動駆動式の構造及び動作原理（開閉操作可能） 
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自重降下式は，⑤直流電磁ブレーキの解除，④巻き上げ装置に引き上げ

られている防潮扉の自重による落下，⑥ファンブレーキによる落下速度の

制御により防潮扉を閉止させる機械的な構造である。自重降下式は電動駆

動用の電源を必要とせず，直流電磁ブレーキを解除できるよう無停電電源

装置（UPS）を設置している。自重降下式は閉操作のみ可能である。 

また，無停電電源装置（UPS）が何らかの原因で使用できない場合に

は，自重降下式のブレーキの操作ができなくなることから，現場監理員が

現場操作にて⑤直流電磁ブレーキを解除できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②油圧押上式ブレーキ（停止） 

③減速機（差動歯車）
④巻上げ装置（ドラム）

⑥ファンブレーキ（抵抗・制御）

①電動機（停止） ⑤直流電磁ブレーキ（解除） 
＜現場：手動操作（解除）＞ 

第 5 図 自重降下式の構造及び動作原理（閉操作のみ） 

駆動が伝達する方向 自重降下式は，扉の自重による自

由落下の速度をファンブレーキ

の空気抵抗により制御し，ゲート

の閉止を行う。直流電磁ブレーキ

の解除は無停電電源装置（ＵＰ

Ｓ）により解除を行う。 



５条 添付２５-8 

 

(5)防潮扉の電源構成 

駆動方式は前項の通り多重性を持たせ「電動駆動式」と「自重降下式」と

し，電動駆動式に用いる電源は常用電源より供給する。電動駆動式が使用で

きない場合には自重降下式にて閉操作できる設計としている。 

第6図に防潮扉電源概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図 防潮扉電源概念図 
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 (6)開閉装置の振動試験について 

ａ．試験目的 

開閉装置の成立性確認のため，基準地震動ＳＳの選定波を加振波として

用い，実機大の防潮扉の開閉装置を用いた振動試験を行い地震後の動的機

能維持を確認する。なお，詳細設計段階において開閉装置設置位置におけ

る応答スペクトルが算出された段階で，当該試験に用いた加振条件に包絡

していることの確認をＪＥＡＣ4601（2015）「4.6.3.2試験による評価の方

法」に準じて行う。 

ｂ．試験方法 

振動台上に架台を設置しその上に防潮扉に設置する開閉装置を基礎ボル

トで固定し，水平方向と鉛直方向とを同時加振する。第7図に大型3軸振

動台の概要を示す。 

振動台の仕様 

加振自由度 3軸6自由度 

最大積載重量 80ｔｆ 

テーブル寸法 X：6ｍ × Y：4ｍ 

定格 Ｘ方向 Ｙ方向 Ｚ方向 

最大変位 ±300mm ±150mm ±100mm 

最大加速度 
（35ｔ積載時） 

1Ｇ 
（水平） 

3Ｇ 
（水平） 

1Ｇ 
（鉛直） 

 

 

 

 

 

 

第7図 大型3軸振動台の概要 

  

X 方向

Y 方向

Z 方向
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ｃ．試験条件 

加振試験に使用する入力条件は以下のとおり。 

＜入力地震動の作成＞ 

（１）評価用地震動の選定 

ａ．動的機能維持評価に用いる評価用の地震動は，解放基盤表面

からの地盤の特性に応じた地震動の応答スペクトルとして基準

地震動ＳＳ－Ｄ１を選定した。 

ｂ．基準地震動ＳＳ－Ｄ１については，防潮扉の開閉装置位置

（T.P.＋22.5m）における評価が必要になることから，以下の

手順にて一次元地盤応答解析（SHAKE）にて得られた地表面応

答加速度の結果を用い開閉装置位置（T.P.＋22.5m）での評価

用応答スペクトルとして作成した。 

①一次元地盤応答解析（SHAKE）の地表面応答加速度における

結果に対して，開閉装置位置での応答加速度を算出するた

め，地表面応答加速度（SHAKE）に対する開閉装置位置での

FLIP応答加速度の倍率（FLIP/SHAKEの倍率）が1.73倍であっ

たため，SHAKEの応答スペクトルを1.73倍引き上げた。 

②ａ項にて1.73倍引き上げたSHAKEの応答スペクトルに対し，

評価用に基準地震動ＳＳ8波の全周期帯を包絡させるスペク

トルが必要なことから，全周期帯を包絡するように応答スペ

クトルを2.59倍した応答スペクトルを作成した。 

③その結果，一次元地盤応答解析（SHAKE）の応答スペクトル

に対し4.49倍したものを評価用の応答スペクトルとした。 
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（２）確認用地震動の選定 

ａ．確認用として，一次元地盤応答解析（SHAKE）による地表面

応答加速度の結果から位相特性による設備への影響を確認す

るため，最大応答加速度が最も大きくなるＳＳ－２２（鉛直方

向最大）及びＳＳ－３１（水平方向最大）について選定した。 

ｂ．ＳＳ－２２（鉛直方向最大）及びＳＳ－３１（水平方向最

大）については，基準地震動ＳＳ－Ｄ１と同様に防潮扉の開閉

装置位置（T.P.＋22.5m）における評価を行うため，以下の手

順にて一次元地盤応答解析（SHAKE）にて得られた，地表面加

速度の結果を用い開閉装置位置（T.P.＋22.5m）での確認用応

答スペクトルとして作成した。 

①一次元地盤応答解析（SHAKE）の地表面応答加速度における結

果に対して，開閉装置位置の応答加速度を算出するため，地

表面応答加速度（SHAKE）に対する開閉装置位置でのFLIP応答

加速度の倍率（FLIP/SHAKEの倍率）が0.93倍(ＳＳ－２２)， 

1.73倍(ＳＳ－３１)であったため，SHAKEの応答スペクトルを

各々引き上げた。 

②更に，a.項にて引き上げた応答スペクトルに対し位相特性

による影響を確認する必要があることから，応答スペクト

ルに対し2倍したものを確認用応答スペクトルとした。な

お，ＳＳ－２２については，振動試験装置の性能上1.61倍と

した。 
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地震波における加振条件について，評価用を第3表に，確認用を

第4表に示す。また，第8図に模擬地震波の加速度応答スペクトルを

示す。なお，振動台の性能から高倍率の加振条件においては，各構

成部品の固有周期が有しない範囲についてはフィルター処理を実施

した。 

 

第3表 地震波における加振条件（評価用） 

地震波 

①地表面位置に対する

開閉装置位置での 

応答加速度の倍率 

（FLIP/SHAKE） 

②地表面応答加速度 

（SHAKE）の全周期帯

を包絡するための倍率 

③振動台への 

入力地震動の倍率 

（①×②） 

ＳＳ－Ｄ１ 
地表面応答加速度 

×1.73 

①で作成した応答 

スペクトル 

×2.59 

地表面応答加速度 

×4.49 

 

第4表 地震波における加振条件（確認用） 

地震波 

①地表面位置に対する 

開閉装置位置での 

応答加速度の倍率 

（FLIP/SHAKE） 

②振動台への 

入力地震動の倍率 

＜2倍＞ 

（①＜②） 

ＳＳ－２２ 
地表面応答加速度 

×0.93 

地表面応答加速度 

×1.61※ 

ＳＳ－３１ 
地表面応答加速度 

×1.73 

地表面応答加速度 

×2 

※振動試験装置の性能上 1.61 倍とした。 
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         第8図 模擬地震波の加速度応答スペクトル 

  

ＳＳ－Ｄ１（評価用：入力地震動） 

ＳＳ－３１ （確認用：水平方向最大） 

地表面応答加速度
×1.61 倍

地表面応答加速度
×2 倍

地表面応答加速度
×1.73 倍

ＳＳ－２２ （確認用：鉛直方向最大） 

地表面応答加速度
×4.49 倍

地表面応答加速度
×0.93 倍

地表面応答加速度
×1.73 倍

2.59 倍
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ｄ．試験装置 

防潮扉の開閉装置の中でも最大な設備を選定し，開閉装置のワイヤー

の巻き上げ装置については，駆動軸の長いワイヤーの巻き上げ装置側を

製作した。 

また，ワイヤー巻き上げ装置には扉の荷重を模擬するため巻き上げ装

置の下部にトルク装置を設置し扉の荷重を模擬し試験を実施した。 

試験に用いた開閉装置の概要は以下の通り。第9図に開閉装置の試験

装置（全景）を示す。 

＜試験装置の構成＞ 

◆開閉装置（減速機，直流電磁ブレーキ，ファンブレーキ，他） １式 

◆制御盤 １式 

 

 

 

 

 

 

第9図 開閉装置の試験装置（全景） 

 

ｅ．試験結果 

試験前及び加振試験後に外観点検を実施し異常のないことを確認した。

また，試験後の動作確認においても試験装置上に設置している操作盤より

操作を実施し異常なく開閉装置が動作する事を確認した。 
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３． 防潮扉の運用について 

(1)防潮扉を開閉する場合の体制 

防潮扉を開閉する場合には，作業管理体制に基づいた現場管理員を現

場に配置し実施する。また，防潮扉の開閉の運用については，保安規定

に定め管理する。 

 

 (2)防潮扉を開閉する場合の操作手順 

駆動方式による開閉手順は以下の通り。 

ａ．電動駆動式による開閉操作の手順 

開閉操作する場合は，該当する作業件名の作業管理体制に基づき現場

の安全を十分に確保（現場管理員が確認）したのち，発電長の許可を得

て中央制御室より行う。閉止時間は操作開始後約10分後である。 

 

ｂ．自重降下式による開閉操作の手順 

開閉操作中に閉止操作ができない場合又は，大津波警報等が発表され

た場合には，現場管理員により「自重降下式」による閉止操作が可能で

ある。 

操作は，該当する作業管理体制に基づき現場の安全を十分に確保した

のち，発電長の許可を得てから，現場にて「自重降下式」の操作を実施

する。「自重降下式」による閉止時間は操作開始後約2分である。第10

図に防潮扉閉止操作フローを示す。 

 

    防潮扉の閉止操作時間は，地震・津波発生から電動駆動式の場合で約

19分，自重降下式の場合で約11分である。基準津波による津波の到達時

間は約37分であるため，到達までに防潮扉を閉止することができる。
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(3)防潮扉の開閉の頻度について 

防潮扉は常時閉運用であることから，年に1回の定期検査にて開閉動作

が適切に可能であることを確認する。その他，開閉する場合は以下のとお

り。 

・災害発生時 ：災害，人身火災，隣接事業所との災害協力 

・重大事故等時：海上モニタリングの実施に伴い小型船舶を着水箇所ま

で運搬する場合（小型船舶を東海港に運搬するルート

が通行不可な場合の別ルートとして設定） 

・そ の 他 ： 緊急を要し発電長が認めたもの 
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「電動駆動式」の場合：約１９分 
（防潮扉閉止完了までの時間） 

「自重降下式」の場合：約１１分
（防潮扉閉止完了までの時間）

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第10図 防潮扉閉止操作フロー 

  

地震・津波発生 

太平洋側が震源で大

津波警報が発令

発電長の許可による 
防潮扉 閉止操作開始 

中央制御室又は現場から 

～３分 

～５分 

～９分

津波情報入手 

中央制御室より操作 
防潮扉 閉止確認 防潮扉 閉止確認 

Ｙ：電源あり

「電動駆動式」

◆閉操作時間：約１０分間

Ｎ：電源なし 
「自重降下式」 

◆閉操作時間：約２分間

中央制御室の許可後 
現場にて「自重降下式」

閉止操作 

Ｎ 

Ｙ

常用電源が 
ある場合 
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【参考】 

＜防潮扉の漏水量評価＞ 

防潮扉からの許容漏えい量に対する漏水量評価を実施し，敷地内へ浸水し

た場合の影響について評価する。漏水量の評価対象は，津波の水圧を大きく

受ける海水ポンプエリアの防潮扉とする。 

 

○漏水量の算出式（ダム・堰施設技術基準（案）） 

Ｗ＝10.2Ｌ×Ｐ ＝10.2×855×0.153 ＝1.34  /min 

Ｗ：漏水量（ｍ /min）  

Ｐ：設計圧力（MPa） ⇒津波高さT.P.+17.9ｍ－設置位置T.P.+2.8m 

           ＝15.1ｍ ⇒ 0.154MPa 

Ｌ：長辺の長さ(cm)  ⇒ 長辺855cm （第11図） 

    漏水量の算出式に基づき基準津波の継続時間を約10分とした場合，約

13.5  の漏えい量となり，海水ポンプエリア内に13.5  浸水したとし

ても，ごく僅かであり安全機能に影響を与える漏水量ではない。 

 

 ○防潮扉（海水ポンプ室）の長辺の長さ 

     ○ 

 

 

 

 

 

 

第 11 図 防潮扉の寸法図 

855

630

（単位：mm）
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○継続時間 ： 約 10 分 （取水口前面）

○許容高さ ： T.P.約＋6.6ｍ （海水ポンプ室壁高さ）

○浸水エリア： 海水ポンプ室浸水エリアを第 12 図に示す。

第 12 図 海水ポンプ浸水エリア
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添付資料２６ 

 

耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

 

 東海第二発電所において設置する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視

設備については，設置許可基準規則及び関連審査ガイドに記載される下記事項

を考慮した上で荷重の組合せを設定する。 

 

 記載箇所 記載内容 考慮する荷重 

１ 
耐震審査ガイド※１ 

6.3.1及び6.3.2 

常時作用している荷重及び運転時

に作用する荷重と基準地震動によ

る地震力を組合せること。 

・常時荷重 

・地震荷重 

２ 
耐震審査ガイド※１ 

6.3.3 

地震と津波が同時に作用する可能

性について検討し，必要に応じて基

準地震動による地震力と津波によ

る荷重の組合せを考慮すること。 

・地震荷重 

・津波荷重 

３ 
耐津波審査ガイド※２

5.1 

耐津波設計における荷重の組合せ

を適切に考慮して，津波と余震荷重

が考慮されていること。 

・常時荷重 

・津波荷重 

・余震荷重 

４ 
耐津波審査ガイド※２

5.4.2  

津波による波圧及び漂流物の衝突

による荷重の組合せを考慮して設

計すること。 

・津波荷重 

・漂流物衝突荷重

５ 
耐津波審査ガイド※２

5.3  

津波監視設備については，地震荷

重・風荷重の組合せを考慮するこ

と。 

・地震荷重 

・風荷重 

６ 
設置許可基準規則 

第6条 

重要安全施設は，当該重要安全施設

に大きな影響を及ぼす恐れがある

と想定される自然現象により当該

重要安全施設に作用する衝撃及び

設計基準事故時に生ずる応力を適

切に考慮したものでなければなら

ない。 

・その他自然現象

による荷重 

※１：「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」 

※２：「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」 
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1. 考慮する荷重について 

(1) 常時荷重 

常時作用している荷重として，自重，積載荷重及び海中施設に対

する静水圧等を考慮する。 

なお，当該施設・設備に運転時の荷重が作用する場合は，運転時

荷重を考慮する。 

(2) その他自然現象による荷重（風荷重，積雪荷重等） 

各荷重は「第６条 外部からの衝撃による損傷の防止」に規定す

る設計基準風速の風荷重，設計基準積雪量の積雪荷重，降下火砕物

による荷重を考慮する。 

風荷重は，建築基準法及び同施行令第87条第 2項及び第4項に基

づく建設省告示第 1454号を参照し，設計基準風速を風荷重として

考慮する。ただし，竜巻による風荷重又は降下火砕物による荷重に

ついては，「第６条 外部からの衝撃による損傷の防止」において

外部事象防護対象施設に該当する施設・設備について考慮する。 

 (3) 津波荷重（静） 

津波による浸水に伴う静水圧（水頭）を考慮する。 

(4) 津波荷重（動・突き上げ） 

津波の波圧が水路等の経路を経由して作用する場合は，経路の

応答圧力（水頭）として動水圧及び静水圧によって鉛直上向きに作

用する荷重を考慮する。 

(5) 津波荷重（動・波圧） 

津波の波力が直接作用する場合は，津波高さ又は津波の浸水深

による静水圧並びに動水圧として作用する津波の波圧による荷重

を考慮する。 
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(6) 地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

基準地震動Ｓ Ｓ に伴う地震力を考慮する。 

(7) 余震荷重 

余震荷重として，弾性設計用地震動Ｓ ｄ －Ｄ１に伴う地震力を考

慮する。 

なお，施設が浸水した状態で余震が発生した場合の動水圧荷重

（スロッシング荷重）も合わせて考慮する。 

 (8) 漂流物衝突荷重 

漂流物の衝突荷重を考慮する。 
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2. 荷重の組合せ 

(1) 荷重の組合せの考え方 

荷重の組合せの設定に当たっては，施設・設備の設置状況を考慮

し，以下の考え方により組合せを設定する。 

ａ．設置場所 

屋内又は海中に設置する施設・設備については，その他自然現

象による荷重（風荷重，積雪荷重等）の影響を受けないため考慮

は不要とする。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力の影響を受けない施設・設備については，津波荷重

として，「津波荷重（静）」を考慮する。 

津波の波力の影響を受ける施設・設備については，津波荷重と

して動水圧を考慮する。直接波力が作用する施設・設備について

は，「津波荷重（動・波圧）」を考慮する。経路を経由して波圧

が作用する施設・設備については，「津波荷重（動・突き上げ）」

を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

漂流物の衝突が想定される施設・設備については「漂流物衝突

荷重」を考慮する。 
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3. 各施設・設備の設計において考慮する荷重の組合せ 

各施設・設備に展開し，津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当

たって考慮する荷重の組合せを以下のとおり整理する。第1表に各施

設・設備の荷重の組合せを示す。 

(1) 防潮堤及び防潮扉 

防潮堤及び防潮扉は，その設置状況より以下のとおり整理され

る。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力を直接受けることから，津波荷重（動・波力）を考

慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

漂流物の衝突が想定されるため，漂流物の衝突荷重を考慮す

る。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧） 

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧）＋余震荷重 

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧）＋漂流物衝突荷重 

なお，防潮堤及び防潮扉は外部事象防護対象施設には該当しな

いが，津波防護に対する重要性を鑑み，自主的に竜巻による風荷重

及び降下火砕物荷重を考慮する。 
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上記のほか，防潮堤及び防潮扉の設計においては，安全側の評価

を行う観点から，常時荷重，津波荷重，余震荷重及び漂流物衝突荷

重の組合せの影響を考慮する（詳細については，詳細設計段階で検

討する。）。なお，津波荷重と余震荷重の組合せにおいては，最大荷

重が同時に作用する可能性が小さいことから，津波により浸水し

ている状態で余震が発生することを想定し，津波荷重は入力津波

による浸水高さに応じた静水圧とする。 

(2) 放水路ゲート 

放水路ゲートは，その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

荷重を受ける方向は鉛直上向き以外の方向もあるが，津波の

波力を放水路を経由して受けるため，経路の応答圧力による荷

重が支配的であり，津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

放水口の開口からの漂流物は想定されないため，漂流物衝突

荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 
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(3) 構内排水路逆流防止設備 

構内排水路逆流防止設備は，その設置状況より以下のとおり整

理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

構内排水路逆流防止設備は，防潮堤の前面に設置されている

ため，津波の波力を直接受けると考え，津波荷重（動・波力）を

考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

集水枡内に設置するため，漂流物の到達は想定されないため，

漂流物衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・波力） 

・常時荷重＋津波荷重（動・波力）＋余震荷重 

(4) 貯留堰 

貯留堰は，その設置状況より以下のとおり整理される 

ａ．設置場所 

海中の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）は考慮しない。 

海中の設置であるため，貯留堰天端高さより上方の水頭を積

載荷重として考慮する。 
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ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力を直接受けることから，津波荷重（動・波力）を考

慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

漂流物の衝突が想定されるため，漂流物の衝突荷重（押し波時

及び引き波時）を考慮する。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧） 

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧）＋余震荷重 

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧）＋漂流物衝突荷重 

上記のほか，貯留堰の設計においては，安全側の評価を行う観

点から，常時荷重，津波荷重，余震荷重及び漂流物衝突荷重の組

合せの影響を考慮する（詳細については，詳細設計段階で検討す

る。）。 

(5) 取水路点検用開口部浸水防止蓋 

取水路点検用開口部浸水防止蓋は，その設置状況より以下のと

おり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置のため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪

荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条件を

含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力が取水路を経由して鉛直上向きに作用するため，

津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 
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ｃ．漂流物衝突の有無 

取水路の上版への設置であり，漂流物の到達が想定されない

ため，漂流物の衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 

(6) 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き

配管逆止弁 

海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び取水ピット空気抜

き配管逆止弁は，その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力が取水路を経由して，鉛直上向きに作用するため，

津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

取水ピット上版への設置であり，漂流物の到達が想定されな

いため，漂流物の衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 
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(7) 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋は，その設置状況より以

下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置のため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪

荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条件を

含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力が放水路を経由して，鉛直上向きに作用するため，

津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

放水路の上版への設置であり，漂流物の到達が想定されない

ため，漂流物の衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 

(8) ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋は，その設置状況より以下

のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 
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ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力がＳＡ用海水ピット用取水塔及び海水引込み管を

経由して，鉛直上向きに作用するため，津波荷重（動・突き上げ）

を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

ＳＡ用海水ピット上部開口部への設置であり，漂流物の到達

が想定されないため，漂流物の衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 

(9) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水

ポンプグランドドレン排水口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排水口逆止弁 

緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水

ポンプグランドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ド

レン排水口逆止弁は，その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋内の設置のため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪

荷重等）は考慮しない。 

なお，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急

用海水ポンプグランドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポン

プ室床ドレン排水口逆止弁は屋内の設置であり，火山防護施設

ではないため，降下火砕物荷重は考慮しない。 
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ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力がＳＡ用海水ピット用取水塔，海水引込み管，ＳＡ

用海水ピット及び緊急用海水取水管を経由して受け，鉛直上向

きに作用するため，津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

緊急用海水ポンプピットの上版への設置であり，漂流物の到

達が想定されないため，漂流物の衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 

(10) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，その設置状況より

以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であり，非常用海水

系配管（戻り管），屋外タンク等の損傷に起因する溢水による浸

水のため，津波荷重（静）を考慮する。 
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ｃ．漂流物衝突の有無 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であるため，漂流物

衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（静） 

・常時荷重＋津波荷重（静）＋余震荷重 

(11) 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉は，そ

の設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋内の設置のため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪

荷重等）は考慮しない。 

なお，常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密

扉は屋内の設置であり，火山防護施設ではないため，降下火砕物

荷重は考慮しない。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であり，非常用海水

系配管（戻り管），屋外タンク等の損傷に起因する溢水による浸

水のため，津波荷重（静）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であるため，漂流物

衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  
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・常時荷重＋津波荷重（静） 

・常時荷重＋津波荷重（静）＋余震荷重 

(12) 海水ポンプ室貫通部止水処置，原子炉建屋境界貫通部止水処置 

海水ポンプ室貫通部止水処置及び原子炉建屋境界貫通部止水処

置は，その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外又は屋外との境界の設置であるため，その他自然現象に

よる荷重（風荷重，積雪荷重等）については，設備の設置状況，

構造（形状）等の条件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であり，循環水系配

管，非常用海水系配管（戻り管），屋外タンク等の損傷に起因す

る溢水による浸水のため，津波荷重（静）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であるため，漂流物

衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（静） 

・常時荷重＋津波荷重（静）＋余震荷重 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置 

常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止水処置は，

その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋内の設置のため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪
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荷重等）は考慮しない。 

なお，常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）貫通部止

水処置は屋内の設置であり，火山防護施設ではないため，降下火

砕物荷重は考慮しない。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であり，非常用海水

系配管（戻り管），屋外タンク等の損傷に起因する溢水による浸

水のため，津波荷重（静）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

津波が遡上又は流入しない箇所への設置であるため，漂流物

衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（静） 

・常時荷重＋津波荷重（静）＋余震荷重 

(14) 防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置は，その設置状況より以

下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置は，防潮堤の前面に設

置されているため，津波の波力を直接受けると考え，津波荷重
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（動・波力）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

防潮堤及び防潮扉の下部への設置となり防潮堤前面に位置す

るが，構造（形状）より漂流物が直接貫通部止水処置に衝突する

とは考え難いことから，漂流物衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・波力） 

・常時荷重＋津波荷重（動・波力）＋余震荷重 

(15) 津波・構内監視カメラ 

津波・構内監視カメラは，その設置状況より以下のとおり整理さ

れる。 

ａ．設置場所 

屋外の設置ため，その他自然現象による荷重（風荷重，積雪荷

重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条件を含

めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波が遡上又は流入しない防潮堤内側に設置するため，津波

荷重は考慮しない。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

津波が遡上又は流入しない防潮堤内側に設置するため，漂流

物衝突荷重は考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

(16) 取水ピット水位計 
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取水ピット水位計は，その設置状況より以下のとおり整理され

る。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

津波の波力が取水路を経由して，鉛直上向きに作用するため，

津波荷重（動・突き上げ）を考慮する。 

ｃ．漂流物衝突の有無 

取水ピットへの設置であり，漂流物の到達は想定されないた

め，漂流物衝突荷重を考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ） 

・常時荷重＋津波荷重（動・突き上げ）＋余震荷重 

(17) 潮位計 

潮位計は，その設置状況より以下のとおり整理される。 

ａ．設置場所 

屋外の設置であるため，その他自然現象による荷重（風荷重，

積雪荷重等）については，設備の設置状況，構造（形状）等の条

件を含めて，適切に組合せを考慮する。 

ｂ．津波荷重の種別 

潮位計は，取水路の取水口側に設置されているため，津波の波

力を直接受けると考え，津波荷重（動・波力）を考慮する。 
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ｃ．漂流物衝突の有無 

取水路内への設置であり，漂流物の到達は想定されないため，

漂流物衝突荷重を考慮しない。 

上記を考慮し，以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重（Ｓ Ｓ ）  

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧） 

・常時荷重＋津波荷重（動・波圧）＋余震荷重 
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屋
内

の
設

置
の

た
め

，
そ

の
他

自
然

現
象

に
伴

う
荷

重
（

風
荷

重
，

積
雪

荷
重

等
）
は

考
慮

し
な

い
。

 

常
時

＋
津

波
(
動

突
き

上
げ

)
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 
 

常
時

＋
津

波
(
動

突
き

上
げ

)
＋

余
震

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

緊
急

用
海

水

ポ
ン

プ
室

床
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

 

常
時

＋
地

震
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
 

屋
内

の
設

置
の

た
め

，
そ

の
他

自
然

現
象

に
伴

う
荷

重
（

風
荷

重
，

積
雪

荷
重

等
）
は

考
慮

し
な

い
。

 

常
時

＋
津

波
(
動

突
き

上
げ

)
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 
 

常
時

＋
津

波
(
動

突
き

上
げ

)
＋

余
震

 
○

 
 

 
○

 
 

 
○

 
 

海
水

ポ
ン

プ

室
ケ

ー
ブ

ル
点

検
口

浸
水

防
止

蓋
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 

 
常

時
＋

津
波

(
静

)
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

常
時

＋
津

波
(
静

)
＋

余
震

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 

 

※
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
荷

重
（

風
荷

重
，

積
雪

荷
重

等
）

は
，

設
備

の
設

置
状

況
，

構
造

（
形

状
）

等
の

条
件

を
含

め
て

，
適

切
に

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
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第
1
表

 
各

施
設

・
設

備
の

荷
重

の
組

合
せ

（
3
／

4
）

 

施
設

・
設

備
 

荷
重

の
組

合
せ

 
常

時

荷
重

 

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ

る
荷

重
※
 

津
波

荷
重

 
地

震
 

荷
重

 

余
震

 

荷
重

 

漂
流

物
衝

突
荷

重
 

備
 

考
 

静
 

動
 

突
き

上
げ

 
動

 

波
圧

 

常
設

代
替

高

圧
電

源
装

置

用
カ

ル
バ

ー

ト
原

子
炉

建

屋
側

水
密

扉
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
常

時
＋

津
波

(
静

)
 

○
 

 
○

 
 

 
 

 
 

常
時

＋
津

波
（

静
)
＋

余
震

 
○

 
 

○
 

 
 

 
○

 
 

海
水

ポ
ン

プ
室

貫
通

部
止

水
処

置
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 

 
常

時
＋

津
波

(
静

)
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

常
時

＋
津

波
（

静
)
＋

余
震

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 

 

原
子

炉
建

屋

境
界

貫
通

部
止

水
処

置
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 

 
常

時
＋

津
波

(
静

)
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 

常
時

＋
津

波
(
静

)
＋

余
震

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 

 

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー

ト
（

立
坑

部
）

貫
通

部
止

水
処

置
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
常

時
＋

津
波

(
静

)
 

○
 

 
○

 
 

 
 

 
 

常
時

＋
津

波
（

静
)
＋

余
震

 
○

 
 

○
 

 
 

 
○

 
 

防
潮

堤
及

び

防
潮

扉
下

部
貫

通
部

止
水

処
置

 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 

 
常

時
＋

津
波

(
動

波
圧

)
 

○
 

○
 

 
 

○
 

 
 

 

常
時

＋
津

波
(
動

波
圧

)
＋

余
震

 
○

 
○

 
 

 
○

 
 

○
 

 

※
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
荷

重
（

風
荷

重
，

積
雪

荷
重

等
）

は
，

設
備

の
設

置
状

況
，

構
造

（
形

状
）

等
の

条
件

を
含

め
て

，
適

切
に

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
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第
1
表

 
各

施
設

・
設

備
の

荷
重

の
組

合
せ

（
4
／

4
）

 

施
設

・
設

備
 

荷
重

の
組

合
せ

 
常

時

荷
重

 

そ
の

他
自

然
現

象
に

よ

る
荷

重
※
 

津
波

荷
重

 
地

震
 

荷
重

 

余
震

 

荷
重

 

漂
流

物
衝

突
荷

重
 

備
 

考
 

静
 

動
 

突
き

上
げ

 
動

 

波
圧

 

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

 
常

時
＋

地
震

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 

 
 

 

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
計

 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 

 
常

時
＋

津
波

(
動

突
き

上
げ
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○
 

○
 

 
○

 
 

 
 

 

常
時

＋
津

波
(
動

突
き

上
げ

)
＋

余
震

 
○

 
○

 
 

○
 

 
 

○
 

 

潮
位

計
 

常
時

＋
地

震
 

○
 

○
 

 
 

 
○

 
 

 
 

※
そ

の
他

自
然

現
象

に
よ

る
荷

重
（

風
荷

重
，

積
雪

荷
重

等
）

は
，

設
備

の
設

置
状

況
，

構
造

（
形

状
）

等
の

条
件

を
含

め
て

，
適

切
に

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
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添付資料２７ 

 

 

 

 

防潮堤及び貯留堰における津波荷重の設定方針について 
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目  次 
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(2) 水理模型実験 
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3. 津波波圧算定式適用に対する考え方 

(1)防潮堤及び防潮扉 

(2)貯留堰 

 

 

 

 

  



５条 添付２７－3 

1. 津波荷重の算定式 

津波防護施設の津波荷重の算定式は，朝倉ら（2000）の研究を元

にした「港湾の津波避難施設の設計ガイドライン（国土交通省港湾

局，平成 25 年 10 月）」や「防波堤の耐津波設計ガイドライン（平成

27 年 12 月一部改訂）等を参考に設定する。以下に，参考にした文

献の津波荷重算定式の考え方と津波防護施設への適用を示す。 

(1) 津波波圧算定式に関する文献の記載 

ａ．東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波

避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（平成 23 年） 

構造設計用の進行方向の津波波圧は，次式により算定す

る。 

構造設計用の進行方向の津波波圧ｑＺ＝ρｇ（ａｈ－Ｚ）

（第 1 図） 

ｈ：設計用浸水深 

Ｚ：当該部分の地盤面からの高さ（0≦Ｚ≦ａｈ） 

ａ：水深係数 

ρｇ：海水の単位体積重量 

 

 

 

 

第 1 図 津波波圧算定図 

 

ｂ．港湾の津波避難施設の設計ガイドライン（平成 25 年 10 月） 

文献ａ.に基づく。ただし，津波が生じる方向に施設や他



５条 添付２７－4 

の建築物がある場合や，海岸等から 500m 以上離れている場

合において，水深係数は 3 以下にできるとしている。 

ｃ．朝倉ら(2000)：護岸を越流した津波による波圧に関する実験

的研究，海岸工学論文集，第 47 巻，土木学会，911-915 

直立護岸を越流した津波の遡上特性から護岸背後の陸上

構造物に作用する津波波圧について実験水路を用いて検討

している。 

その結果，非分裂波の場合，フルード数が 1.5 以上では構

造物前面に作用する津波波圧分布を規定する水平波圧指標

（遡上水深に相当する静水圧分布の倍率）αは最大で 3.0 と

なるとしている。一方，ソリトン分裂波の場合は，構造物

前面に働く津波波圧は，構造物底面近傍で非分裂波のαを

1.8 倍した値となるとしている（第 2 図及び第 3 図）。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．ＮＲＡ技術報告「防潮堤に作用する津波波圧評価に用いる水

深係数について」（平成 28 年 12 月） 

持続波圧を対象としてフルード数が 1 を超える場合の防潮

堤に対する作用波圧の評価方法を明確にするため，水理試

験及び解析を実施した結果，従来の評価手法でフルード数

第 3 図 分裂波の無次元最大
波圧分布 

第 2 図 非分裂波の場合の
津波水平波圧 



５条 添付２７－5 

が 1 以下になることが確認できれば，水深係数は 3 を適用で

きるとされている。  



５条 添付２７－6 

ｅ．防波堤の耐津波設計ガイドライン（平成 27 年 12 月一部改訂） 

防波堤の津波波圧の適用の考え方として，ソリトン分裂

波が発生する場合は修正谷本式を，そうでない場合におい

て津波が防波堤を越流する場合には静水圧差による算定式

を，越流しない場合は谷本式を用いることとしている（第 4

図～第 5 図）。 

 

 

 

 

 

 

第 4 図 防波堤に対する津波荷重算定手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 図 静水圧差による算定式（越流する場合） 

  



５条 添付２７－7 

2. 東海第二発電所のサイト特性を反映した防潮堤に作用する津波波

圧の把握について 

(1) 分裂波発生に関する検討 

沖合から伝播してくる津波が，サイト前面においてソリトン分

裂波を伴うか否かの判定に当たっては，「防波堤の耐津波設計ガ

イドライン」において以下の２つの条件に合致する場合，ソリト

ン分裂波が発生するとされている。 

① おおむね入射津波高さが水深の 30％以上（津波数値解析等

による津波高さが水深の 60％以上） 

② 海底勾配が 1/100 以下程度の遠浅 

 

東海第二発電所前面の海底地形は約 1/200 勾配で遠浅であり，

入射波津波高さと水深の関係も入射津波高さが水深の 30％以上で

あることから，両方の条件に合致する（第 6 図及び表 1）。そこで，

沖合におけるソリトン分裂波及び砕波の発生の有無や陸上へ遡上

する過程での減衰の状況と防潮堤が受ける津波波圧への有意な影

響の有無を定量的に確認するため，東海第二発電所のサイト特性

を考慮した水理模型実験を行い，防潮堤が受ける波圧分布等を測

定した。 

  



５条 添付２７－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図 海底地形断面位置図及び海底地形断面図 

 

第 1 表 津波高さと水深の関係 

地点 (1)水深 (2)入射津波高さ※ (2)/(1)

東海第二発電所前面 7.5m 4.7m 62％ 

※ 津 波 数 値 解 析 に よ る 津 波 高 さ の 1/2 を 入 射 津 波 高 さ と 定 義 （ 防 潮 堤 の 耐 津 波 ガ イ ド ラ イ ン ）  
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(2) 水理模型実験 

ａ．目的 

基準津波の策定に用いた波源については，2011 年東北地

方太平洋沖地震で得られた知見を踏まえて設定した波源の

すべり領域を拡大したり，すべり量の割増しを行うなどの

保守的な設定を複数加えた波源である。 

水理模型実験は，ソリトン分裂波が生じない沖合 5.0km に

おける津波波形を入力し，ソリトン分裂波や砕波の発生の

有無及び陸上へ遡上する過程での減衰状況と防潮堤が受け

る津波波圧への有意な影響の有無並びにフルード数の把握

を目的に実施した。 

ｂ．検討断面 

東海第二発電所前面の海底地形は概ね一様の地形となっ

ていることから，本実験では，津波水位が最大となる地点

を基に，津波の伝播特性を踏まえ，等深線図に直交する断

面を選定した（第 7 図）。 

  



５条 添付２７－10 

 

第 7 図 検討断面位置図 

ｃ．実験条件 

断面二次元実験施設の水路は，長さ 60m×幅 1.2m（貯水 

部は 1.8m）×高さ 1.5m とし，沖合 5km から陸側の範囲を再現

するために，実験縮尺（幾何縮尺）はλ=1/200 とした（第 8

図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 図(1) 計測位置図 

東海第二発電所●

Ｗ：水位計
Ｖ：流速計 
Ｐ：波圧計 

防 潮 堤  

単 位 ：mm 
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第 8 図(2) 防潮堤位置拡大図     第 8 図(3) 実験施設写真 

 

  

防 潮 堤 設 置 位 置

防 潮 堤 設 置 位 置
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ｄ．入射津波の造波 

水理模型実験における再現範囲の最沖地点はソリトン分

裂波が発生しない沖合 5.0km の位置とし，基準津波の波源モ

デルを用いた数値解析から求めた同地点における津波波形

を入力した。また，この津波波形を防潮堤位置で平面二次

元津波シミュレーション解析結果と同様の高さになるよう

振幅を調整した（第 9 図）。 

 

 

 

 

 

第 9 図 入射津波の造波波形図（沖合 5km 地点） 

 

ｅ．水理模型実験の結果 

(a) 水理模型実験におけるソリトン分裂波の確認 

平面二次元津波シミュレーション解析に即した津波波形

を造波し，水理模型実験を行った。水理模型実験における

時刻歴図を第 10 図に示す。その結果，目視観察と波高計に

よる計測により，沖合約 220m 地点（Ｗ７）においてソリト

ン分裂波が生じることを確認した。ただし，陸上に遡上す

る過程で分裂波は減衰しており，防潮堤位置での有意な波

圧 分 布 へ の 影 響 は 認 め ら れ な い 。 ま た ， 防 潮 堤 前 面 位 置

（Ｗ１０）で砕波は生じず，防潮堤位置での有意な波圧分

布への影響は認められない。  

津 波 数 値 解 析 の 波 形 （ 沖 合 5 k m）  
水 理 模 型 実 験 の 入 射 津 波 の 造 波 波 形
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第 10 図 水理模型実験における時刻歴図 
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(b) フルード数 

防潮堤がないモデルで，防潮堤位置の最大浸水深を計測

し，同時刻における流速からフルード数を算定した。 

その結果，通過波のフルード数は平均で 0.8（＜1.0）で

あったことから，水深係数 3 で津波波圧分布を評価し，防潮

堤の設計に適用できることを確認した（第 2 表及び第 11 図）。 

 

第 2 表 通過波検定結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 図 持続波領域における最大浸水深・流速・フルード数の時系

列図 

 

 

  

 フルード数 
（最大浸水深時） 

1 回目 0.9 
2 回目 0.9 
3 回目 0.6 
4 回目 0.8 
5 回目 0.7 
6 回目 0.9 

平均値 0.8 

W11

V3

Fr
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(c) 防潮堤壁面におけるソリトン分裂波の最大津波波圧 

防潮堤壁面における津波波圧計測結果を通過波の最大浸

水深で除して無次元化した結果を以下に示す。 

東海第二発電所前面海域の地形を模擬した水理模型実験

で計測した防潮堤壁面の最大津波波圧は，朝倉式①及び朝

倉式②による算定値よりも小さい値となり，朝倉式②のよ

うな波圧分布は認められず，朝倉式①と整合する結果とな

った（朝倉式①の方が津波波圧分布の再現性がよいことを

確認した。）（第 12 図）。水理模型実験において，ソリトン分

裂波及び砕波の防潮堤に対する波圧分布への有意な影響は

なく，単直線型の朝倉式①に包含されることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 図 既往の津波波圧算定式との比較 

（無次元最大津波波圧分布図） 

 

  

・朝倉式①：水理模型実験に基づく実験式。 
・朝倉式②：水理模型実験に基づく実験式。 

・榊山（ 2012）：陸上構造物に作用する津波
持続波圧の算定式。水深係数αがα＝ 1＋
1.4Fr で評価できるとした式。  

・池谷ら（ 2013）：榊山（2012）と同様な津
波持続波圧の算定式。同様に，水深係数が
Fr 数の関数であるとしてα＝ 1＋ 1.3Fr で

評価できるとした式。 



５条 添付２７－16 

(3) 水理模型実験結果の検証（再現性検討） 

水理模型実験結果について，断面二次元津波シミュレーション

解析を実施し，防潮堤位置での津波波圧算定式が朝倉式①で妥当

であることを検証した。断面二次元津波シミュレーション解析

は，分散波理論に基づいた解析手法であり，ソリトン分裂波を表

現可能な数値波動水路 CADMAS-SURF／2D（Ver.5.1）を用いた。 

ａ．水理模型実験結果の再現性 

水理模型実験でモデル化した区間と同じ区間を解析領域

としてモデル化した（第 13 図）。また，入射波は水理模型

実験の入力波形に合わせて作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 図 解析モデル図 

 

断面二次元津波シミュレーション解析の結果を第 14 図

(1)～(2)に示す。水理模型実験結果と同様，沖合約 220m 地

点（Ｗ７）においてソリトン分裂波を確認した。ただし，

陸上に遡上する過程で分裂波は減衰しており，防潮堤位置

での有意な波圧分布への影響は認められない。また，防潮
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堤位置（Ｗ１０）で砕波は生じず，防潮堤位置での有意な

波圧分布への影響は認められない。 

防潮堤壁面に作用する津波波圧は実験値とほぼ同等のも

のとなり，朝倉式①による波圧分布を下回るとともに，朝

倉式②のような波圧分布は認められず，朝倉式①と整合す

る結果となった。 

断面二次元津波シミュレーションにおいても，ソリトン

分裂波及び砕波の防潮堤に対する波圧分布への有意な影響

はなく，単直線型の朝倉式①に包含されることを確認し

た。 
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第 14 図(1) 断面二次元津波シミュレーション解析における時刻歴図 
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第 14 図(2) 断面二次元津波シミュレーション解析結果図 

（最大波圧分布図） 
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ｂ．防潮堤と海岸線との離隔距離の違いが津波波圧に与える影響

検討 

防潮堤の設置位置は，海岸線から最も近いところで約 30m

であり，水理模型実験では海岸線と防潮堤の離隔距離が約

60m 地点の断面（津波水位が最も高くなる地点）をモデル化

した。 

海岸線と防潮堤の離隔距離を 30m，45m，60m，75m と変化

させた場合のソリトン分裂波の影響について検討を行っ

た。なお，入力波形は基準津波を用いて実施した。 

その結果，防潮堤と海岸線との離隔距離が津波波圧に与

える影響は認められず，朝倉式①による波圧分布を下回る

とともに，分布形は朝倉式①と整合する結果となった。海

岸線からの離隔距離別の防潮堤位置の津波波圧分布を第 15

図に示す。 
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     （離隔距離 30m）        （離隔距離 45m） 

 

第 15 図(1) 防潮堤壁面の最大波圧分布図 

 

     （離隔距離 60m）        （離隔距離 75m） 

 

第 15 図(2) 防潮堤壁面の最大波圧分布図 
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ｃ．津波遡上高さが異なる津波が防潮堤に与える影響について 

基準津波の決定に当たっては，津波シミュレーション解

析において，断層の破壊開始点位置や破壊伝播速度等をパ

ラメータスタディした中で，防潮堤位置での津波遡上高さ

が最も高くなる波を抽出している。 

防潮堤位置での津波遡上高さが大きい上位 10 波の沖合波

形（沖合 5km 地点）を用いて，防潮堤壁面の津波波圧を確

認した。 

防潮堤位置の遡上高さ上位 10 波の特性について第 3 表

に，水位上昇時間の定義図を第 16 図に，破壊開始点位置図

を第 17 図に示す。 

第 3 表 防潮堤位置の最大水位上昇量の上位 10 波 

ケース ※ 1 津波遡上高さ

（ T.P.(m)）

水位上昇時間

[min] 

破 壊 伝 播 速 度 ※ 1

[km/s] 
破壊  

開始点  

立 ち 上 り 時 間 ※ 2

[s] 

1 17.2 1.5 3.0 ⑥  30.0 

2 17.0 1.5 2.5 ⑥  30.0 

3 16.8 1.5 3.0 ⑥  60.0 

4 16.2 1.7 2.0 ⑥  30.0 

5 16.1 1.5 3.0 ④  30.0 

6 15.9 1.7 3.0 ③  30.0 

7 15.8 1.7 3.0 ⑤  30.0 

8 15.6 1.7 2.5 ④  30.0 

9 15.5 1.8 1.5 ⑥  30.0 

10 15.5 1.7 3.0 ①  30.0 

  

 

 

 

 

 

 

第 16 図 水位上昇時間の定義図  第 17 図 破壊開始点位置図 

※ 1 「津波波源選定モデル」の数値計算におけるケース名 

※ 2 破壊伝播速度：破壊開始点から断層破壊が進行する速度  
※ 3 立 ち 上 り 時間 ： 断 層 の あ る 点 に お い て 破 壊 開 始 か ら 終 了

するまでの時間 
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断面二次元津波シミュレーション解析の結果を第 18 図に

示す。いずれのケースにおいても，津波はソリトン分裂波

を生じるものの，陸上に遡上する過程で分裂波が減衰して

おり，防潮堤壁面における最大波圧分布は，朝倉式①によ

る波圧分布を下回る結果となった。 

津波は，周期が短いほど分裂波（段波）が発生しやすく

なるとともに，分裂波が成長し易くなるとされている。上

位 10 波において最も周期が短いものはケース１（基準津

波）であることから，基準津波が最もソリトン分裂波の影

響を受けると考えられるが，いずれのケースにおいても，

朝倉式①による波圧分布を下回るとともに，分布形は朝倉

式①と整合する結果となった。 
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（ケース１）         （ケース２） 

 

 

     （ケース３）         （ケース４） 

 

 

第 18 図(1) 最大波圧分布図 
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（ケース５）         （ケース６） 

 

 

      （ケース７）         （ケース８） 

 

 

第 18 図(2) 最大波圧分布図 
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（ケース９）          （ケース１０） 

 

 

第 18 図(3) 最大波圧分布図 
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(4) まとめ 

水理模型実験結果から，東海第二発電所の敷地前面においては，

津波はソリトン分裂波を生じるものの，陸上に遡上する過程で分

裂波が減衰し，防潮堤前面位置で砕波も生じないことを確認した。

また，伝播する津波による防潮堤壁面の津波波圧は，持続波によ

る津波波圧式（朝倉式①，朝倉式②）から求められる津波波圧よ

りも小さく，朝倉式①での再現性が最もよいことを確認した。ま

た，フルード数は 1.0 を下回ることを確認した。ソリトン分裂波

及び砕波の防潮堤に対する波圧分布への有意な影響はなく，単直

線型の朝倉式①に包含されることを確認した。 

数値波動水路 CADMAS-SURF／2D を用いた水理模型実験の検証結

果においても，津波はソリトン分裂波を生じるものの，陸上に遡

上する過程で分裂波が減衰し，防潮堤前面位置で砕波も生じない

ことを確認した。防潮堤壁面における津波波圧は，朝倉式①によ

る波圧分布を下回るとともに，朝倉式①と整合する結果となった。

ソリトン分裂波及び砕波の防潮堤に対する波圧分布への有意な影

響はなく，単直線型の朝倉式①に包含されることを確認した。 

更に，防潮堤と海岸線との離隔距離を変えたケースにおいても

同様に，防潮堤壁面の津波波圧は朝倉式①による波圧分布を下回

るとともに，分布形は朝倉式①と整合する結果となった。 

これら水理模型実験結果及び分散波理論に基づく断面二次元津

波シミュレーション解析結果のいずれにおいても，防潮堤壁面で

の最大波圧は朝倉式①による波圧を下回るとともに，分布形は朝

倉式①と整合し，ソリトン分裂波及び砕波の防潮堤に対する波圧

分布への有意な影響はなく，単直線型の朝倉式①に包含されるこ
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とを確認した。 

防潮堤壁面における最大波圧分布を図 19 に示す。 

以上のことから，設計用津波波圧の算定においては，朝倉式①

より算定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 図 最大波圧分布 
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3. 津波波圧算定式適用に対する考え方 

(1) 防潮堤及び防潮扉 

防潮堤及び防潮扉位置図を第 20 図に示す。 

防潮堤がないモデルで実施した水理模型実験においては，防

潮堤通過位置におけるフルード数が 1.0 を下回っており，水理

模型実験結果及び分散波理論に基づく断面二次元津波シミュレ

ーション解析結果から，設計用津波波圧は朝倉式①に基づき算

定する。 

朝倉式①に用いるη（設計浸水深）については，水理模型実

験結果，断面二次元津波シミュレーション解析結果，平面二次

元津波シミュレーション解析から求められた浸水深及び入力津

波高さと地盤高さとの差の 1／2 を用いて朝倉式①により算出し

た波圧分布を比較した。第 21 図及び第 22 図に津波荷重の作用

イメージ図を，第 23 図に最大波圧分布の比較を示す。 

比較の結果，朝倉式①に用いるη（設計浸水深）については，

入力津波高さと地盤高さとの差の 1／2 を用いるものとする。 

 

   

 

 

 

 

第 20 図 防潮堤及び防潮扉位置図 
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第 21 図 津波荷重の作用イメージ 

（平面二次元津波シミュレーション解析結果） 

 

 

第 22 図 津波荷重の作用イメージ図（入力津波×1/2） 
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入力津波高さT.P.17.9m
（潮位のばらつき含む）

地盤高さの嵩上げ

表層改良体表層改良体

設計浸水深 η=7.45m
（入力津波高さ×1/2）

3η

地盤高さT.P.3.0m
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第 23 図 最大波圧分布の比較 
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(2) 貯留堰 

ａ．貯留堰に適用する津波波圧算定式 

貯留堰の鳥瞰図を第 24 図に，断面図を第 25 図に示す。 

貯留堰は，鋼管矢板を連結した構造であり，引き波時に

海底面から突出した鋼管矢板頂部（T.P.－4.9m）において

海水を貯留する。 

このため，貯留堰に有意な津波波力が作用するのは，引

き波により海水貯留堰が海面から露出し，その後，押し波

が貯留堰に作用してから越流するまでの間に限定される。 

「防波堤の耐津波設計ガイドライン（国土交通省港湾

局）」（平成 27 年 12 月一部改訂）によると，津波が構造物

を越流する場合の津波荷重の算定については，若干越流し

ている状態に静水圧差による算定式を適用する場合は，そ

れより水位の低い越流直前の状態の方が高い波力となる可

能性があるので，両者を比較して高い方を採用する必要が

あるとしている。 

このため，貯留堰における津波波力としては，越流直前

の波力及び越流時の静水圧差のうち保守的なものを適用す

ることとする。 

 

 

 

 

 

第 24 図 貯留堰鳥瞰図     第 25 図 貯留堰断面図

貯留堰  

海水ポンプ室  

単 位 ： m  
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ｂ．越流直前の津波波力の設定方針 

引き波時における貯留堰前面の時刻歴水位を第 26 図に示

す。 

貯留堰前面の水位は若干残るものの保守的に海底面が露

出したと仮定し，その後の押し波を遡上波と考え津波波力

を設定する。 

具体的には，津波高さは貯留堰に作用する津波波力が保

守的になるように貯留堰前面の海底面（設計用海底面標高

T.P.－7.39m）まで水位が低下した後に到達する津波を考慮

することとし，貯留堰に津波が越流する直前の状態として

貯留堰天端（T.P.－4.9m）までを想定する。 

津波波力は，「東日本大震災における津波による建築物被

害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指

針」の考え方に従って，津波高さの 3 倍の高さまで静水圧

荷重を考慮する。津波波力の作用イメージを第 27 図に示

す。 

 

 

 

第 26 図 貯留堰周りにおける引き波水位の時刻歴図 
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第 27 図 津波波力の作用イメージ図  

津波波力

p = 50.3kN/m2

貯水堰天端高 T.P. -4.90m

設計海底面 T.P. -7.39m

貯留堰内水位 T.P. －4.90m津波高さ T.P. －4.90m

T.P.+0.08m（朝倉式）
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ｃ．越流時の津波波力の設定方針 

引き波後に到達する津波が貯留堰を越流する際，貯留堰

の内外での水位差はつきにくいが，保守的に引き波水位と

その後の押し波水位の差が最も大きくなるものを選定し，

津波波力を算定した。 

津波高さとしては貯留堰天端からの越流を考慮して，「防

波堤の耐津波設計ガイドライン（国土交通省港湾局）」（平

成 27 年 12 月一部改訂）による静水圧差による算定式を参

考に設定する。 

貯留堰位置における水位差が最大となる箇所の時刻歴水

位波形を第 28 図に，津波波力の作用イメージを第 29 図に

示す。 

 

第 28 図 貯留堰の内外の水位差が最大となる時刻歴水位波形図 
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第 29 図 津波波力の作用イメージ図  

津波波力
p = 82.8kN/m2

貯水堰天端高 T.P. -4.90m

設計海底面 T.P. -7.39m

貯留堰内水位 T.P. －4.90m

津波高さ T.P. +3.3m T.P.+3.3m（津波高さ）
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ｄ．まとめ 

貯留堰における津波波力について，越流直前の波力及び

越流時の静水圧差について検討した。この結果，越流時の

静水圧差の方が越流直前の波力を上回る結果となった。こ

のため，貯留堰における津波波力として，保守的に越流時

の静水圧差を考慮することとする。 
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添付資料２８ 

 

耐津波設計における津波荷重と余震荷重の組合せについて 

 

１．規制基準における要求事項等 

・サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する

こと。 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷

重との組合せを考慮すること。 

２．敷地周辺のプレートテクトニクス 

敷地周辺は，陸のプレート，太平洋プレート，フィリピン海プレ

ートの 3 つのプレートが接触する場所であり，その状況について模

式的に示したものを第 1 図に示す。関東地方においては南方からフ

ィリピン海プレートが沈み込み，そのフィリピン海プレートは敷地

のほぼ直下まで及んでいる（第 2 図）。 
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（防災科学技術研究所 HP に一部加筆） 

 

1 地殻内の浅い地震

2 フィリピン海プレートと北米プレート
との境界の地震

3 フィリピン海プレート内の地震
4 フィリピン海プレートと太平洋プレート

との境界の地震

5 太平洋プレート内の地震
6 北米プレートと太平洋プレートとの

境界の地震  

（中央防災会議 HP に一部加筆） 

第 1 図 敷地周辺におけるプレートの沈み込み 

東 海 第 二 発 電 所

6 
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●東海第二発電所

 
（Uchida et al.(2010)に一部加筆） 

第 2 図 フィリピン海プレートの沈み込み 

 

３．基準津波の波源 

津波波源は，日本海溝におけるプレート間地震に起因する波源と

して設定し，その規模は Mw8.7 である。津波波源モデルを第 3 図に

示す。 

超大すべり域

大すべり域

背景領域

福島県沖

茨城県沖

房総沖

宮城県沖

三
陸
沖
南
部海

溝
寄
り

三陸沖中部

※青線は海溝軸

 

第 3 図 津波波源モデル 

図 中 の カ ラ ー コ ン タ ー は
フ ィ リ ピ ン 海 プ レ ー ト の
厚さを示している。  
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４．検討方針 

東海第二発電所周辺のプレートテクトニクス的背景や基準津波と

同じ地震発生様式（プレート間地震）である 2011 年東北地方太平

洋沖地震の余震発生状況（第 4 図）を踏まえ，基準津波の波源の活

動（本震）に伴い発生する可能性のある余震を設定し，耐津波設計

において津波荷重と組み合わせる適切な余震荷重を設定する。 

なお，本検討では，日本地震工学会（2014）を参考に，本震の震

源域とその周辺において発生する地震（アウターライズの地震及び

破壊域内のスラブ内地震を含む。）を余震とし，この余震発生域外

において，本震がトリガーとなって発生する地震を誘発地震として

整理した。 

余震荷重の検討フローを第 5 図に示す。 

 

 

第 4 図 東北地方太平洋沖地震の余震・誘発地震の発生状況 

（東京大学地震研究所 HP に地震発生様式を加筆）

プレート間地震  
（東北地方太平洋沖地震の最大余震）

プレート間地震  

スラブ内地震  

アウターライズ地震  

プレート間地震  
（東北地方太平洋沖地震の本震）

内陸地殻内地震
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第 5 図 検討フロー 

５．余震の評価

５．１ 余震の規模の設定 

本震と最大余震の地震規模の関係を整理 

 

５．２ 余震の震源位置の設定 

東北地方太平洋沖地震の最大余震の震源位置を参考 

５．３ 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性

のある余震による地震動の評価 

余震による地震動を Noda et al.(2002)に基づき評価 

６．誘発地震の評価

６．１ 誘発地震として考慮する震源の評価 

考慮すべき地震について過去の地震等から整理 

６．２ 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性

のある誘発地震による地震動の評価 

誘発地震による地震動を Noda et al.(2002)に基づき

評価 

７．余震荷重の設定 

上記の検討結果を踏まえ，弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１に基づき余震荷重を設定 
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５．余震の評価 

５．１ 余震の規模の設定 

余震の規模は，過去の地震データにおける本震規模と最大余震の

規模の関係を整理することにより想定する。検討対象とした地震は，

津波荷重と組み合わせる余震荷重を評価するという観点から，地震

調査研究推進本部（2016）の地震データによる本震のマグニチュー

ド M7.0 以上とし，かつ，基準津波の波源の活動に伴い発生する津

波の最大水位変化を生起する時間帯が地震発生から約 40 分後（第 6

図）であることを考慮し，本震と最大余震との時間間隔が 12 時間

以内の地震とする。第 1 表に，対象とした地震の諸元を示す。また，

検討対象とした地震の震央分布を第 7 図に示す。 

地震調査研究推進本部（2016）の地震データを整理し，本震のマ

グニチュード M0 と最大余震のマグニチュード M1 の関係から本震と

余震のマグニチュードの差 D1 を求めると，第 8 図の通り，D1＝M0

－M1＝1.4 として評価できる。余震の規模を想定する際は，データ

数が少ないことから，保守的に標準偏差を考慮し D1＝0.9 として余

震の規模を想定する。従って，余震の地震規模は Mw8.7－ 0.9 より

M7.8（Mw＝M とする。）と設定する。 

 

５．２ 余震の震源位置の設定 

基準津波（Mw8.7）の波源と基準地震動ＳＳの一つとして設定した

2011 年東北地方太平洋沖型地震（Mw9.0）の震源は茨城県沖で重な

っており，その重なっている領域において 2011 年東北地方太平洋

沖地震（Mw9.0）の最大余震（M7.6）が発生している。この最大余

震の地震発生様式は基準津波と同じプレート間地震である。これら
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波源，震源等の位置関係を第 9 図に示す。 

一般に規模の大きなプレート間地震は，過去に発生した規模の大

きなプレート間地震の震源域で繰返し発生する。また，2011 年東北

地方太平洋沖地震の強震動生成域も過去に発生した規模の大きなプ

レート間地震の発生位置と対応していることが指摘されている（例

えば入倉（2012））。従って，基準津波の波源が活動した場合の強震

動生成域や規模の大きな余震の発生位置は 2011 年東北地方太平洋

沖地震における茨城県沖の例と類似すると考えられる。以上のこと

から，基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震は

2011 年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の最大余震（M7.6）の震源

位置に設定する（第 9 図）。 

なお，茨城県沖南部から房総沖にかけては第 2 図で示したとおり，

陸のプレートと太平洋プレートの間にフィリピン海プレートが潜り

込んでおり，Uchida et al.(2009)によれば，この領域ではプレー

ト間結合度が低いことが示されている。従って，第 9 図に示したフ

ィリピン海プレートの北東端より南側において規模の大きな地震は

発生しにくいと考えられる。 

 

５．３ 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震によ

る地震動の評価 

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震による地

震動を評価する。余震の地震規模は「５．１ 余震の規模の設定」

のとおり M7.8，震源位置は「５．２ 余震の震源位置の設定」のと

おり 2011 年東北地方太平洋沖地震の最大余震発生位置とする。設

定した余震の地震諸元を第 2 表に示す。 
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上記に基づき，基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のあ

る余震による地震動評価を Noda et al. (2002)により行う。評価結

果を第 10 図に示す。 

同図より，評価結果は，弾性設計用地震動Ｓ ｄ －Ｄ１を下回るこ

とが確認される。 

 

 

 

第 6 図 基準津波の取水口前面位置における時刻歴波形 

 

 

第 1 表 過去の地震における本震と最大余震の関係 

No 発生年月日 震源 

本震 最大余震 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ
M0 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 
M1 

本震との 
時間間隔 

1 1933/3/3 昭和三陸地震 8.1 6.7 0.125 日  

2 1937/2/21 択捉島南東沖の地震 7.6 7.2 0 日 ※ 1 

3 1948/6/28 福井地震 7.1 5.5 0.004 日  

4 1961/8/19 北美濃地震 7.0 5.2 0.1 日  

5 1964/6/16 新潟地震 7.5 6.1 0.011 日  

6 1968/4/1 日向灘地震 7.5 6.3 0.3 日  

7 1968/5/16 十勝沖地震 7.9 7.5 0.4 日  

8 1969/8/12 北海道東方沖の地震 7.8 6.3 0.3 日  

9 1995/1/17 兵庫県南部地震 7.3 5.4 0.003 日  

10 2003/5/26 宮城県沖 7.1 4.9 0.26 日  

11 2003/9/26 十勝沖地震 8.0 7.1 0.05 日  

12 2008/6/14 岩手・宮城内陸地震 7.2 5.7 0.025 日  

13 2008/9/11 十勝沖 7.1 5.7 0.008 日  

14 2011/3/11 東北地方太平洋沖地震 9.0 7.6※ 2 0.02 日  

15 2016/4/16 熊本地震 7.3 5.9 0.1 日  

※1： 24 時間以内であるが半日以内か不明 

※2： 気象庁による最新の震源情報を参照 

▼約 40 分後  

時間（分） 
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第 7 図 余震の地震規模の評価に用いた地震の震央分布 

 

 

第 8 図 本震と最大余震の関係（M7.0 以上） 

データ数 n＝ 15 
本震マグニチュード M0 の平均値＝7.6 
最大余震マグニチュード M1 の平均値＝6.2 
標準偏差σ＝0.5 

本震

最大余震

凡例
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第 9 図 基準津波の波源と 2011 年東北地方太平洋沖型地震の震源 

及び最大余震発生位置 

 

 

第 2 表 設定した余震の震源諸元 

項目 設定値 

本震の地震規模（Mw） 8.7 

余震の地震規模（M） 7.8 

等価震源距離（km） 86 

 

東海第二発電所

2011 年東北地方太平洋沖地震の
最大余震発生位置  ⇒  基準津波
の波源に伴い発生する可能性の
ある余震位置 

基準津波の波源  

2011 年東北地方太平洋沖型地震
の震源及び強震動生成域 

フ ィ リ ピ ン 海 プ レ ー ト の 北 東 端

（ Uchida et al.（ 2009））  
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第 10 図 設定した余震と弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１との比較 

（左：水平動，右：鉛直動） 

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある余震 M7.8 Xeq=86km 

弾性設計用地震動Ｓ ｄ －Ｄ１ 
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６．誘発地震の評価 

６．１ 誘発地震として考慮する震源の評価 

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある誘発地震とし

て考慮する震源を評価する。 

評価に際しては，「４．検討方針」のとおり，基準津波と同じ地

震発生様式である 2011 年東北地方太平洋沖地震の事例を参考に地

震規模，発生位置を検討する。第 4 図に示された 2011 年東北地方

太平洋沖地震の発生による誘発地震のうち，本震発生からもっとも

早く発生した誘発地震は 3 月 12 日長野県北部の地震（M6.7）であ

り，本震発生から 13 時間後である。 

一方，東海第二発電所の基準津波の到達時間は第 6 図に示すとお

り，地震発生から約 40 分後である。 

このことから，基準津波の到達時間帯において規模の大きな誘発

地震が発生する可能性は低いと考えられる。 

しかしながら，規模の小さな誘発地震は 2011 年東北地方太平洋

沖地震発生直後から発生していることを踏まえ，基準地震動の評価

において検討用地震の候補として考慮していた規模の小さな短い活

断層による地震を保守的に考慮する。 

 

６．２ 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある誘発地震

による地震動の評価 

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性のある誘発地震によ

る地震動を評価する。誘発地震として考慮する規模の小さな短い活

断層の分布及び地震諸元をそれぞれ第 11 図及び第 3 表に示す。地

震動評価は Noda et al. (2002)により行う。その際，基準地震動策
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定における内陸地殻内地震の評価と同様，福島県と茨城県の県境付

近で発生した地震の観測記録による補正係数を考慮する。観測記録

による補正係数を第 12 図に，評価結果を第 13 図に示す。 

同図より，評価結果は，弾性設計用地震動Ｓ ｄ －Ｄ１を下回るこ

とが確認される。 
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100km

東海第二発電所

30km
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宮田町リニアメント

Ｆ１１断層
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：震源として考慮する活断層

：震源として考慮する活断層の
うち規模の小さな短い活断層

凡 例

 

第 11 図 誘発地震として考慮する規模の小さな短い活断層の分布 

 

 

第 3 表 設定した誘発地震の諸元 

・短い活断層の地震規模は M6.8 として評価 

・福島県と茨城県の県境付近で発生した地震の観測記録による補正係数を考慮 

 

地震名 地震規模Ｍ 等価震源距離（km）  

宮田町リニアメント 6.8 21 

関口－米平リニアメント 6.8 27 

竪破山リニアメント 6.8 25 

Ｆ１１断層 6.8 38 
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第 12 図 観測記録による補正係数 

（左：水平動，右：鉛直動） 

 

 

第 13 図 規模の小さな短い活断層による地震と 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１との比較 

（左：水平動，右：鉛直動） 
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７．余震荷重の設定 

以上の検討結果から，弾性設計用地震動Ｓ ｄ －Ｄ１を津波荷重に

組み合わせる余震荷重として考慮する。 

 

８．参考文献 

・日本地震工学会（2014）：東日本大震災合同調査報告,共通編１，

地震・地震動 

・地震調査研究推進本部（2016）：大地震後の地震活動の見通しに

関する情報のあり方，平成 28 年 8 月 19 日 

・入倉孝次郎（2012）：海溝型巨大地震の強震動予測のための震源

モデルの構築，第 40 回地盤震動シンポジウム 

・ Naoki Uchida, Junichi Nakajima, Akira Hasegawa, Toru 

Matsuzawa （ 2009 ）： What controls interplate coupling? ：

Evidence for abrupt change in coupling across a border 

between two overlying plates in the NE Japan subduction 

zone，Earth and Planetary Science Letters 283，111 121 

・ Shizuo Noda， Kazuhiko Yashiro， Katsuya Takahashi， Masayuki 

Takemura ， Susumu Ohno ， Masanobu Tohdo ， Takahide Watanabe

（ 2002 ）： RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF 

STRUCTURES ON ROCK SITES ， OECD ． NEA Workshop on the 

Relations between Seismological Data and Seismic 

Engineering Analysis，Oct．16-18，Istanbul 
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（参考１） 

余震の規模の設定のための本震と余震の規模の関係について 

 

本震と最大余震規模の差については，本震の規模に依存しないこ

とが知られている（古本（2005））。例えば宇津（1957）では，日本

で発生した地震について，本震，最大余震規模の差と本震規模の関

係を第 1 図のとおり示し，両者の関係は低いことを指摘している。 

したがって，本震規模を M0，最大余震規模を M1，両者の差を D1

とすれば，D1 は本震規模に依存しない定数になることから，最大余

震規模 M1 は下記の１次式で表現できる。 

M1＝M0－D1 

最大余震規模の評価式は，上式を当てはめた回帰分析により D1

を求めることで得られる（第 2 図）。このように，最大余震規模の

評価式は，地震学的知見を踏まえた上で定式化した。 

ここからは，データの少ないマグニチュード 8 以上の地震も含め

て 1 次式で回帰することの妥当性について，海外の巨大地震データ

で補って検討した。検討に用いた地震は第 2 図のデータのうち，本

震及び最大余震のモーメントマグニチュードが得られている地震と，

海外の巨大地震のうち，本震発生と最大余震の発生間隔が概ね 12

時間以内の地震である。これら地震の諸元を第 1 表に，また本震規

模と最大余震規模の関係を第 3 図に示す。同図から，本震規模がマ

グニチュード 8 以上の地震に対しても最大余震規模評価に際して 1

次式を適用できることがわかる。 

以上のことから，最大余震規模の評価に際して，地震学的知見に

基づいて 1 次式を用いることが妥当であることを確認した。さらに，
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最大余震の規模は標準偏差を考慮することで保守的な設定となるよ

う配慮している。その上で，余震荷重としては最大余震の応答スペ

クトルを上回る弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１を考慮している。 

 

参考文献 

・宇津徳治（1957）：地震のマグニチュードと余震の起こりかた，

地震第 2 輯，第 10 巻，1 号，pp.35-45 

・古本宗充（2005）：本震と最大余震のマグニチュード差と地殻熱

流量，地震第 2 輯，第 58 巻，3 号，pp.221-224 
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第 1 図 本震規模と最大余震規模の差と本震規模の関係 

（宇津（1957）に一部加筆） 

 

 

第 2 図 本検討における本震規模と最大余震規模の関係 
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第 1 表 過去の地震における本震と最大余震の関係（Mw） 

本震 最大余震
No 発生年月日 震源 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 本震との

M0 M1 時間間隔
1 1952/11/04 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 9.0 6.9 0.2 日
2 1964/06/16 新潟地震 7.6 5.7 0.0 日
3 1968/04/01 日向灘地震 7.5 6.8 0.3 日
4 1968/05/16 十勝沖地震 8.2 7.9 0.4 日
5 2003/05/26 宮城県沖 7.0 4.7 0.3 日
6 2003/09/26 十勝沖地震 8.3 7.4 0.1 日
7 2004/12/26 off the west coast of northern Sumatra 9.1 7.2 0.1 日
8 2007/09/12 southern Sumatra, Indonesia 8.4 7.9 0.5 日
9 2008/06/14 岩手・宮城内陸地震 6.9 5.5 0.0 日
10 2008/09/11 十勝沖 6.8 5.3 0.0 日
11 2010/02/27 offshore Bio-Bio, Chile 8.8 7.4 0.1 日
12 2011/03/11 東北地方太平洋沖地震 9.0 7.7 0.0 日
13 2012/04/11 off the west coast of northern Sumatra 8.6 8.2 0.1 日
14 2015/09/16 48km W of Illapel, Chile 8.3 7.0 0.0 日
15 2016/04/16 熊本地震 7.0 5.8 0.1 日  

※  検討に用いる地震は，第 2 図のデータのうち，本震及び最大余震のモーメントマグニチュード
が 得ら れてい る地 震と， 海外 の巨 大地震 のう ち，本 震発 生と 最大余 震の 発生間 隔が 概ね 12 時
間 以内 の地震 である 。モ ーメ ント マグニ チュー ド（ Mw） は気 象庁， アメリ カ地 質調 査所 ，防災
科学技術研究所が公表している値を参照している。 

 

 

 
※  2004 年スマトラ島沖地震（ Mw9.1）の震源域付近では 2005 年に Mw8.6， 2007 年に Mw8.4， 2012

年に Mw8.6 の地震が発生しているが， Mw9 クラスの巨大地震の影響は長期間に亘ると予想され
ることから，これらの地震も余震として扱うことが考えられる。また Mw9 クラスの地震に対す
るデータは少ないことから，本震発生からの経過時間の制約（ 12 時間以内）を外し，最も規模
の大きい Mw8.6 の地震（第 1 表の No.13）を 2004 年スマトラ島沖地震（ Mw9.1）の最大余震と
した場合を参考で示した。 

第 3 図 国内外の本震規模と最大余震規模の関係（Mw） 
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（参考２） 

基準地震動ＳＳによる地震力と津波荷重の組合せについて 

 

１．規制基準における要求事項等 

基準地震動Ｓ Ｓ による地震力と地震力以外の荷重を適切に組み合

わせていることを確認する。その場合，地震力以外の荷重について

は，津波の荷重を含む。 

 

２．基準地震動ＳＳによる地震力と津波荷重の組合せについて 

基準地震動ＳＳとして選定している震源は第 1 図に示す 2011 年東

北地方太平洋沖型地震及びＦ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震

断層の同時活動による地震（以下，「Ｆ１断層～北方陸域の断層～

塩ノ平地震断層による地震」という。）である。これらの震源につ

いては，地震波と津波の伝播速度が異なることを考慮すると，両者

の組合せを考慮する必要はないと考えられる。以下，「２．１ 基

準地震動Ｓ Ｓ の震源と津波の波源が同一の場合」と「２．２ 基準

地震動ＳＳ の震源と津波の波源が異なる場合」とに分けて詳細を検

討した結果を示す。 

 

２．１ 基準地震動ＳＳの震源と津波の波源が同一の場合 

2011 年東北地方太平洋沖型地震及びＦ１断層～北方陸域の断層～

塩ノ平地震断層による地震に伴う地震動及び津波の水位変動量が敷

地に到達する時間は第 2 図に示す通りである。 

2011 年東北地方太平洋沖型地震では地震発生後 5 分以内，Ｆ１断

層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震では地震発生後 2
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分以内に敷地内に地震動が到達するのに対し，同時間帯において敷

地における津波の水位変動量はどちらも概ね 0m である。そのため，

両者が同時に敷地に到達することはないことから，基準地震動Ｓ Ｓ

による地震力と津波荷重の組合せを考慮する必要はない。 

 

２．２ 基準地震動ＳＳの震源と津波の波源が異なる場合 

Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震に伴い，

津波を起こす地震が誘発される可能性は低いと考えられるが，仮に

誘発地震の発生を考慮した場合においても，地震動が敷地に到達す

る 2 分以内に，Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による

地震以外の活動に伴う津波が敷地に到達することはない。 

また，2011 年東北地方太平洋沖型地震に伴う誘発地震の発生を考

慮した場合においても，地震動が敷地に到達する 5 分以内に，2011

年東北地方太平洋沖型地震以外の活動に伴う津波が敷地に到達する

ことはない。 

以上により，基準地震動Ｓ Ｓ による地震力と津波荷重の組合せを

考慮する必要はない。 
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東海第二
発電所

 

2011 年東北地方太平洋沖型地震 

 

100km

東海第二発電所

30km

140.0°139.0° 141.0°

36.0°

5km

37.0°

Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層

 

Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

 

第 1 図 基準地震動の震源分布 
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第 2 図 地震動と津波の敷地への到達時間の比較 

 

※ 1：時間 0 秒は地震の発生時刻を示す 

※ 2：朔望平均満潮位＋ 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動量＋津波予測解析に

よる地殻変動量を考慮

T .P .＋1 .7m ※ 2

▼ 

Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の津波 

（土木学会手法） 
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添付資料２９ 

 

各種基準類における衝突荷重の算定式及び衝突荷重について 

 

1. はじめに 

  東海第二発電所において考慮する漂流物の衝突荷重の算定に当たり，既往

の算定式について調査し，適用する算定式について検討すると共に，基準津

波による津波シミュレーションから算定した津波流速に基づき，漂流物の衝

突荷重を設定した。 

 

2. 基準類における衝突荷重算定式について 

「耐津波設計に係る工認審査ガイド」において，記載されている参考規

格・基準類のうち，漂流物の衝突荷重又は衝突エネルギについて記載されて

いるものは，「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編（（社）日本道路協会，平

成14年3月）」及び「津波漂流物対策設計ガイドライン（案）（財）沿岸技

術研究センター，（社）寒地港湾技術研究センター（平成21年）」であり，

それぞれ以下のように適用範囲・考え方，算定式を示している。 

2.1 道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 

(1) 適用範囲・考え方 

   流木その他の流送物の衝突のおそれがある場合の衝突荷重を算定する式

を示している。 

 (2) 算定式 

   衝突力Ｐ＝0.1×Ｗ×ｖ 

   ここで，Ｐ：衝突力（kN）    Ｗ：流送物の重量（kN） 

       ｖ：表面流速（m／s）  
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2.2 津波漂流物対策設計ガイドライン（案） 

(1) 適用範囲・考え方 

   「漁港・漁場の施設の設計の手引き（全国漁港漁場協会2003年版）」の

接岸エネルギの算定方法に準じて設定されたもので，漁船のほか，車両，

流木，コンテナにも適用される。支柱及び漂流物捕捉スクリーンの変形で

エネルギを吸収させることにより，漂流物の侵入を防ぐための津波漂流物

対策施設の設計に適用される式を示している。 

 (2) 算定式 

   船舶の衝突エネルギＥ＝Ｅ０＝Ｗ×ｖ２／2ｇ 

   ※船の回転により衝突エネルギが消費される（1／4点衝突）の場合： 

    Ｅ＝Ｅ’＝Ｗ×ｖ２／4ｇ 

   ここで，Ｗ＝Ｗ０＋Ｗ’＝Ｗ０＋（π／4）×Ｄ２ＬγＷ 

       Ｗ：仮想重量（kN） 

       Ｗ０：排水トン数（kN） 

       Ｗ’：付加重量（kN） 

       Ｄ：喫水（m） 

       Ｌ：横付けの場合は船の長さ，縦付けの場合は船の幅（m） 

       γＷ：海水の単位体積重量（kN／m３） 
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3. 漂流物の衝突荷重算定式の適用事例 

  安藤ら（2006）※１によれば，南海地震津波による被害を想定して，高知

港を対象に平面二次元津波シミュレーション結果に基づいた被害予測手法の

検討を行い，特に漂流物の衝突による構造物の被害，道路交通網等アクセス

手段の途絶について検討を行い，港湾全体における脆弱性評価手法を検討し

ている。この中で，荷役設備・海岸施設の漂流物による被害を検討するに当

たって，漂流物の衝突力を算定しており，船舶については道路橋示方書によ

る式を選定している（下表参照）。 

  ※１：地震津波に関する脆弱性評価手法の検討，沿岸技術研究センター論文集 

 No.6（2006） 

 

 

 

 

 

 

 

  また，船舶による衝突荷重の算出においては，（財）沿岸技術研究センタ

ー及び国土交通省国土技術政策総合研究所による研究においても，道路橋示

方書に示される算定式が採用されている。 
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4. 漂流物による衝突力算定式に関する既往の研究論文 

  平成23年度 建築基準整備促進事業「40．津波危険地域における建築基準

等の整備に資する検討」中間報告 その２（平成23年10月 東京大学生産技

術研究所）では，漂流物が建築物に及ぼす影響の評価について研究途上の段

階であり，断片的な知見に留まっている。この内容は建築物を対象としてお

り，対象構造物が異なることから参考として扱う。また，漂流物が建築物に

衝突する際に瞬間的に作用する衝突力に関する既往の研究を示しているが，

「対象としている漂流物は(a)，(b)，(d)，(e)が流木，(c)，(d)，(e)がコ

ンテナである（(e)は任意の漂流物を対象としているものの実質流木とコン

テナしか算定できない）。」としている。一方，東海第二発電所における漂

流物としては，漁船を想定していることから評価式（(a)～(e)）について

は，今後その他の衝突荷重の算定式の適用性も踏まえて今後検討する。 
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漂流物による衝突力評価式に関する既往の研究論文（1／2） 

既往の評価式 内   容 

(a) 松冨の評価式 

 
[1] 松冨英夫：流木衝

突力の実用的な評
価式と変化特性，
土木学会論文集，

No.621，pp.111-
127，1999.5 

松冨[1]は，津波による流木の衝突力を次式の通り提案してい
る。本式は，円柱形状の流木が縦向きに衝突する場合の衝突力評
価式である。 

 

 

 

ここで，Fm：衝突力 
    CMA：見かけの質量係数（段波，サージでは1.7，定常流

では1.9） 
    νA0：流木の衝突速度   D：流木の直径 

L：流木の長さ       σf：流木の降伏応力 
γ：流木の単位体積重量  g：重力加速度 

(b) 池野らの評価

式 

 
[2] 池野正明・田中寛

好：陸上遡上津波
と漂流物の衝突力
に関する実験的研

究，海岸工学論文
集，第50 巻，
pp.721-725，2003 

池野ら[2]は，円柱以外にも角柱，球の形状をした木材による衝
突力を次式の通り提案している。 

 

 

 

ここで，FH：漂流物の衝突力 
S：係数（5.0） 

    CMA：付加質量係数（円柱横向き：2.0（2 次元），1.5
（3 次元），角柱横向き：2.0～4.0（2 次元），
1.5（3 次元），円柱縦向き：2.0 程度，球：0.8 
程度） 

VH：段波波速 
D：漂流物の代表高さ  L：漂流物の代表長さ 
M：漂流物の質量    g：重力加速度 

(c) 水谷らの評価

式 

 
[3] 水谷法美ら：エプ

ロン上のコンテナ
に作用する津波力
と漂流衝突力に関

する研究，海岸工
学論文集，第52 巻
pp.741-745， 

2005 

水谷ら[3]は，津波により漂流するコンテナの衝突力を次式の通
り提案している。 

 

 

 

ここで，Fm：漂流衝突力   dt：衝突時間 
m：最大遡上水位   w：水の密度 
Bc：コンテナ幅   Vx：コンテナの漂流速度 
W：コンテナ重量   g：重力加速度 
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漂流物による衝突力評価式に関する既往の研究論文（2／2） 

既往の評価式 内   容 

(d) 有川らの評価

式 

 
[4] 有川太郎ら：遡上

津波によるコンテ
ナ漂流力に関する
大規模実験，海岸

工学論文集，第54 
巻，pp.846- 
850，2007 

[5] 有川太郎ら：津波
による漂流木のコ
ンクリート壁面破

壊に関する大規模
実験，土木学会論
文集B2，Vol.66，

No.1，pp.781-
785，2010 

有川ら[4]は，コンクリート構造物に鋼製構造物（コンテナ等）
が漂流衝突する際の衝突力を次式の通り提案している。 

 

 

 

 

 

ここで，F：衝突力 
    a：衝突面半径の1/2（コンテナ衝突面の縦横長さの平均

の1/4） 
E：ヤング率（コンクリート版） 
ν：ポアソン比 
m：質量 
v：衝突速度 
p：塑性によるエネルギー減衰効果（0.25） 
m やk の添え字は，衝突体と被衝突体を示す。 

    また，有川ら[5]は，松冨[1]にならい，上式においてm 
=CMAm（CMA：サージタイプの1.7）とすることで，流木の
コンクリート版に対する衝突力を評価できるとしてい
る。 

 

(e) FEMA の評価式 

 
[6] FEMA, Guidelines 

for Design of 
Structures for 
Vertical 

Evacuation from 
Tsunamis, FEMA 
P646, 

FEMA P646[6]では，漂流物による衝突力を正確に評価するのは困

難としながら，以下の式を一例として示している。 

 

 

ここで，Fi：衝突力 

Cm：付加質量係数（2.0 を推奨） 

umax：最大流速 

m：漂流物の質量 

k：漂流物の有効剛性 

    漂流物の質量・有効剛性は主要な漂流物について表3.1 

の通り概略値が与えられているが，それ以外の漂流物に

ついては設計において評価することとなっている。 
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5. 漂流物の衝突荷重算定式の選定 

  既往の知見によると，さまざまな漂流物の衝突力算定式が提案されている

ことから，今後その他の衝突荷重の算定式の適用性についても検討し，詳細

設計に反映する。 

ここでは，（財）沿岸技術研究センター及び国土交通省による検討におい

ても，漁船の衝突荷重の算定については「耐津波設計に係る工認審査ガイ

ド」に記載されている参考規格・基準類のうち，道路橋示方書に示される算

定式を採用していることから，道路橋示方書による方法で算定した例につい

て次項より示す。 

 

6. 漂流物の評価に考慮する津波の流速 

津波による漂流物の漂流速度は，津波の流速に支配されることから，漂

流速度として津波の流速を用いることとし，流速は津波シミュレーション

により算定する。 

基準津波に対して，防波堤があるモデル，防波堤がないモデル及び防波

堤の耐震評価結果から防波堤を１ｍ沈下させたモデルを用いて津波シミュ

レーションを実施し，敷地前面海域における表面流速を評価した。それぞ

れのケースにおける前面海域の最大流速分布を第1図に示す。 
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（防波堤ありモデル） 

 

（防波堤なしモデル） 

 

（防波堤１ｍ沈下モデル） 

第１図 前面海域の最大流速分布図 
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7. 防潮堤に想定する漂流物の衝突荷重（道路橋示方書の例） 

津波シミュレーションの結果より，前面海域の最大流速は防波堤ありモ

デルにおいて7.1m/s，防波堤なしモデルにおいて6.6m/s，防波堤１ｍ沈下

モデルにおいて6.9m/sであった。 

上記の最大流速は7.1m/sであるが，漂流物の評価に考慮する津波の流速

は，安全側の設定とし，10m/sとする。 

また，東海第二発電所で想定する漂流物の最大重量は，15t（排水トン

数）の漁船とする。 

漂流物の衝突荷重については，道路橋示方書による方法の場合は以下の

通りとなる。 

 漂流物の衝突荷重Ｐ＝0.1×15×9.8×10＝147（kN） 
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添付資料３０ 

 

放水路ゲートの設計と運用等について 

１．はじめに 

  放水路ゲートは津波防護施設として設置し，入力津波による放水路からの

逆流防止を目的のため設置する。設置箇所は防潮堤と放水路の横断部近傍に

設置し３水路に分かれている放水路に各１台ずつ合計３台のゲートを設置す

る。放水路ゲートの運用は，発電所の運転中には開状態で設置し，原則閉操

作は実施しない。 

但し，大津波警報が発表になった場合に，発電長の判断により中央制御室

から閉操作を実施する運用とする。閉操作するためには，常用海水ポンプの

うち循環水ポンプを停止させてから操作を行うことで敷地内への溢水を防止

する。ここでは，放水路ゲートの設計と運用に関する方針について説明す

る。 

 

２． 放水路ゲートの設計について 

(1) 基本設計方針 

放水路ゲートは津波防護施設として，防潮堤と放水路が交差する近傍に設

置し，放水路ゲートとして設計するが，防潮堤の近傍に設置するため防潮堤

と放水路が一体の躯体構造で計画している。（第1図～第3図） 

放水路ゲートは上下のスライド式ゲートで原則開として運用するが，大津

波警報が発表された場合に閉止操作を実施する。その場合，循環水ポンプを

停止させてから閉操作を行う。放水路ゲートの閉操作は中央制御室から遠隔

操作できるよう設計する。閉止後は，非常用海水ポンプが継続して排水する

必要があるため，放水路ゲートに小扉を設け排水できるよう設計する。 
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また，放水路ゲートの閉止機能においてＭＳ－１として設計するため，

設置許可基準規則第十二条に基づく要求があることから，ゲートの閉止に

必要な系統（駆動方式，電気系等）は，多重性又は多様性，及び独立性を

確保し，遠隔操作が可能な系統とする。放水路ゲートに係る適用規格を以

下に示す。また，第１表に防潮扉と放水路ゲートの基本設計方針の相違点

を示す。 

＜適用規格＞ 

・水門鉄管技術基準 

・ダム・堰施設技術基準（案） 

 

第１表 防潮扉と放水路ゲートの基本設計方針の相違点 

通常状態 操作条件 供給電源 操 作 
操作時の 

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ 

防潮扉 閉状態 
閉状態のた

め操作なし 
常用電源 

中央制御室

又は現地 
なし 

放水路

ゲート
開状態 

大津波警報

発表時に 

閉止操作 

非常用電源 

ＭＳ－１設計
中央制御室 

循環水ポン

プ停止信号
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第1図 放水路ゲート設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2図 放水路ゲート正面図と断面図 

  

放水口 

防潮堤 

T.P.＋20m

約 23m 約 20m 

T.P.＋20m

T.P.約＋6.5m

T.P.約＋3.5m 

基礎下端 T.P.約－60m岩盤

放水路 

地中 

連続壁基礎 

＜断面図＞ ＜正面図＞ 

放水路ゲート 

鋼管杭

鉄筋コンクリ―ト防潮壁 

鋼管杭 
鉄筋コンクリート防潮壁 

既設放水路

鉄筋コンクリート防潮壁 

鋼製防潮壁 

鉄筋コンクリ－ト防潮壁

（放水路ゲート部） 
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第 3 図 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）構造図 

  

断面図

A-A’ B-B’

放水路

A’

注）仕様については今後の検討により変更の可能性がある。

A 

B’B

放水路ゲート

防潮壁

地中連続壁基礎 

上部工 
（防潮壁， 

 放水路） 

下部工 
（地中連続壁基礎） 



５条 添付３０-5 

 

(2) 耐震設計方針 

放水路ゲートの躯体，ゲート本体（扉体），開閉装置については浸水防護

施設としての耐震Ｓクラス要求から基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮して

設計する。 

構造物と地盤との動的相互作用を考慮した二次元動的有効応力解析コード

（ＦＬＩＰ）を用いて水平地震動と鉛直地震動による地震応答解析を行う。 

放水路ゲートの閉止操作に支障を来すことがないよう，各部材が弾性範囲

内に留まるよう設計する。 

なお，開閉装置の主要な部分については，構造設計として弾性範囲内にて

設計を実施するが，地震における動的機能維持を確認するため，振動試験を

実施し健全性を担保する。 

 

(3) 耐津波設計方針 

放水路ゲートは放水口の上流に設置することから，入力津波による波力に

耐える構造設計を行う。 

放水路ゲートの遮水機能として扉体の4辺に水密ゴムを設置することによ

り，敷地への浸水を防止する構造とする。放水路ゲートの水密機能は防潮扉

と同様であり，採用実績は，第1表に示すとおり採用実績は多く信頼性は高

い。構成部位の役割は第2表に示す。 

放水路ゲートの水密性は，ダム・堰施設技術基準（案）（国土交通省）の漏

水試験の算出式に準じて求める。漏えい試験装置を用いた漏えい試験を実施

し水密ゴムの機能を確認するとともに，ダム・堰施設技術基準（案）の検査

内容に準じた検査を実施し水密性を確保していく。第3表に水密面に係る検査

内容（抜粋）及び漏水試験の算出式を示す。また，水密ゴムの漏水試験の結

果は，添付資料21 8)止水ジョイント部（底部止水機構）に記載している。 
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第 1 表 スライドゲートの採用実績
(Ａ社製 2017 年 8 月) 

なお，水中部は海生生物によるゲート動作の障害にならないよう，貝の付

着を防ぐ防汚塗装等により動作を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 表 構成部位と役割 

構造部位 構成部位と役割 

扉体 

外部からの地震荷重，津波荷重，漂流物荷重等を地

中連続壁基礎に確実に伝達するとともに，各荷重に

対して十分な耐性を有することにより止水性を確

保し，放水路ゲートとしての機能を保持する。 

水密ゴム 

扉体の 4辺に設置され，水密ゴムによる津波からの，

浸水を防止することにより止水性を確保し，放水路

ゲートとしての機能を保持する。 

地中連続壁基礎 

（間接支持構造物）

扉体から伝達される基準地震動ＳＳによる地震荷重

及び基準津波による津波荷重について，鉄筋コンク

リート防潮壁（放水路エリア）の地中連続壁基礎に

より支持地盤に確実に伝達し十分な耐性を有して

いる。また，津波に対する放水路ゲートとしての止

水機能を保持する。 

  

スライドゲート 

一般産業 ２０

電力 １３

合計 ３３
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第3表 水密面に係る検査内容（抜粋） 

 
検査内容 測定又は確認方法 

寸法 
水密面の鉛直度，水平度 

基準線からの変位を鋼製直尺で測定

する。 

水密面の平面度 直定規，すきまゲージで測定する 

外観 

水密ゴムと水密面の当たり状態 すきまゲージを用いて確認する。 

部材相互の取合いと密着具合 
目視により部材の取付け位置を確認

する。 

＜漏水量の算出式＞ 

Ｗ＝10.2Ｌ×Ｐ  

Ｗ：漏水量（ｍ /min） 
Ｐ：設計圧力（MPa） 
Ｌ：長辺の長さ(cm)  
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(4)津波襲来時（放水路ゲート閉止時）の排水について 

①排水設計の考え方について 

非常用海水ポンプの排水については既設放水路3本のうちいずれか2本

より1本を用いて排水をする設計である。 

大津波警報が発表された場合には，原子炉スクラム停止操作，循環水

ポンプ停止及び出口弁を閉操作する。循環水ポンプが停止した後，放水

路ゲートを閉操作する。 

放水路ゲートにて放水口を閉止した場合でも，非常用海水ポンプの排

水は継続的に排出する必要があることから，ゲート本体に設置している

小扉により排水を可能にしている。 

 

②放水路からの排水について 

既設放水路からの排水は，朔望平均満潮位の時には排水できる設計と

する。放水路ゲートの小扉からの排水条件はプラントの排水による放水

ピット水位T.P.＋5.5m（①）以下の場合に排水する設計としている。小

扉の設置位置はT.P.＋0.25m（②）であることから水位差5.25ｍ以下（①

－②）の条件であれば水位差で小扉が開く設計であることから，朔望平

均満潮位T.P.＋0.61ｍ以上であっても排水することが十分可能である。

第4図に放水路ゲートの小扉の排水設計を示す。 
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（平面図） 

放水口  Ａ水路  Ｂ水路  Ｃ水路  

放水路  

循環水  
戻り管  

放水口  放水路  

放水ピット  
放水路ゲート

放水路ゲート
防潮堤  

防波堤  

放水ピット  

（断面図） 
図① 放水ピット～放水口 

上流側 

（放水ピット） 

図② 放水路ゲート小扉の設計 

【放水路ゲートの小扉の排水条件について】（図②参照） 
＜小扉の開条件＞ 
 
◆必要面積（小扉の面積）：0.197m2以上 
◆設計水位差：5.25m（①－②） 

・プラント排水水位（放水ピット）：T.P.＋5.5m（①） 
・小窓設置下端：T.P.＋0.25m（②） 

◆設計潮位 T.P.＋0.61m 以下（朔望平均満潮位） 

◆必要放出流量：4320.8m3/hr 

・残留熱除去系海水系ポンプ885.7m3/hr×4台 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ：272.6m3/hr×2台 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ：232.8m3/hr×1台 

第 4 図 放水路ゲートの小扉からの排水設計 

放水ピット上部開口 

 

プラント排水水位 

T.P.+5.5m（①） 

放水路ゲート 

小扉

設計水位差 

+5.25m（①－②）

下流側 

（放水口）

放水ピット上部開口 

小窓設置下端 

T.P.+0.25m（②）

放水ピット  

放水路ゲート
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③津波襲来時の排水について 

通常は小扉から排水する設計であるが，津波の襲来時には，放水口側の

水位差が上回り排水ができなくなる。放水口前面での津波高さは，放水ピ

ット上部開口部高さT.P.＋5.5mを上回る津波高さの時間は，最大で約4分で

あり，排水量に換算すると最大約670m3になる。津波襲来時においては敷地

内に一時的に排水するよう設計する。第5図に放水路ゲート閉止状態での排

水イメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5図 放水路ゲート閉止時の排水 

 

 

 

 

Ａ水路（ゲート閉）  Ｂ水路（ゲート閉）  

放水口  

放水路ゲート  
防潮堤  

放水ピット

放水路  

Ｃ水路（プラント排水）  

図① 非常用海水ポンプの排水ルート（Ｃ水路の例） 

放水路長さ：250m 

図② 放水路ゲート閉止した場合の時刻歴波形 
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①電動機 

③減速機 

④巻上げ装置（ドラム） 

⑤電磁ブレーキ 
⑥ファンブレーキ 

④巻上げ装置（ドラム）

【図ａ 開閉装置 鳥瞰図】 

②油圧押上げ式ブレーキ 

(5)開閉装置の構造及び動作原理について 

開閉装置の駆動方法は電動機による「電動駆動式」とファンブレーキに

よる「自重降下式」の２つの構造がある。第6図ａ～ｂに開閉装置の構造及

び動作原理について示す。図ａに開閉装置の構成を示す。なお，動作原理

は防潮扉と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動駆動式は①電動機を駆動，②油圧押上げ式ブレーキを解除，③減速

機，④巻き上げ装置を経由し放水路ゲートを閉止させる構造である。電動

駆動式は開閉操作が可能である。（図ｂ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動駆動式は，電動機による閉

止操作を行うため,電動機から

駆動を伝達し扉本体の閉止を行

う。電動駆動式の場合は開閉操

作可能。 

③減速機（差動歯車） ④巻上げ装置（ドラム）

⑥ファンブレーキ（停止）

⑤直流電磁ブレーキ（停止） ①電動機（起動）

【図ｂ 電動駆動式（開閉操作可能）】

駆動が伝達する方向 

②油圧押上式ブレーキ（解除） 
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自重降下式は，⑤直流電磁ブレーキを解除，④巻き上げ装置に引き上げ

られている放水路ゲートの自重による落下，⑥ファンブレーキによる落下

速度の制御により放水路ゲートを閉止させる機械的な構造である。自重降

下式は電動駆動用の電源を必要とせず，直流電磁ブレーキを解除できるよ

う無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置している。自重降下式は閉操作のみ可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6図 開閉装置の構造及び動作原理（図ａ～図ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自重降下式は，扉の自重による自

由落下の速度をファンブレーキ

の空気抵抗により制御し，ゲート

の閉止を行う。直流電磁ブレーキ

の解除は無停電電源装置（ＵＰ

Ｓ）により解除を行う。 

②油圧押上式ブレーキ（停止） 

③減速機（差動歯車） ④巻上げ装置（ドラム）

⑥ファンブレーキ（抵抗・制御）

①電動機（停止） ⑤直流電磁ブレーキ（解除） 

【図ｃ 自重降下式（閉操作の

駆動が伝達する方向 
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(6)開閉装置の振動試験について 

ａ．試験目的 

開閉装置の成立性確認のため，基準地震動ＳＳの選定波を加振波として

用い，ここでは，実機大の防潮扉の開閉装置を用いた振動試験を行い地震

後の動的機能維持を確認する。なお，詳細設計段階において放水路ゲート

の開閉装置設置位置における応答スペクトルが算出された段階で，当該試

験に用いた加振条件に包絡していることの確認をＪＥＡＣ4601（2015）

「4.6.3.2試験による評価の方法」に準じて行う。 

ｂ．試験方法 

振動台上に架台を設置しその上に防潮扉に設置する開閉装置を基礎ボル

トで固定し，水平方向と鉛直方向とを同時加振する。第7図に大型3軸振動

台の概要を示す。 

振動台の仕様 

加振自由度 3軸6自由度 

最大積載重量 80ｔｆ 

テーブル寸法 X：6ｍ × Y：4ｍ 

定格 Ｘ方向 Ｙ方向 Ｚ方向 

最大変位 ±300mm ±150mm ±100mm 

最大加速度 
（35ｔ積載時） 

1Ｇ 
（水平） 

3Ｇ 
（水平） 

1Ｇ 
（鉛直） 

 

 

 

 

 

 

第7図 大型3軸振動台の概要  

X 方向

Y 方向

Z 方向
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ｃ．試験条件 

加振試験に使用する入力条件は以下のとおり。 

＜入力地震動の作成＞ 

（１）評価用地震動の選定 

①動的機能維持評価に用いる評価用の地震動は，解放基盤表面か

らの地盤の特性に応じた地震動の応答スペクトルとして基準地

震動ＳＳ－Ｄ１を選定した。 

②基準地震動ＳＳ－Ｄ１については，防潮扉の開閉装置位置

（T.P.＋22.5m）における評価が必要になることから，以下の手

順にて一次元地盤応答解析（SHAKE）にて得られた地表面応答加

速度の結果を開閉装置位置（T.P.＋22.5m）での評価用応答スペ

クトルとして作成した。 

ａ．一次元地盤応答解析（SHAKE）の地表面応答加速度における

結果に対して，開閉装置位置での応答加速度を算出するた

め，地表面応答加速度（SHAKE）に対し開閉装置位置でのFLIP

応答解析値の倍率（FLIP/SHAKEの倍率）を1.73倍と算出し，

応答スペクトルを引き上げた。 

ｂ．ａ項にて1.73倍引き上げた応答スペクトルに対し，評価用

に基準地震動ＳＳ8波の全周期帯を包絡させるスペクトルが必

要なことから，更に応答スペクトルを2.59倍し全周期帯を包

絡した応答スペクトルを作成した。 

その結果，一次元地盤応答解析（SHAKE）の地表面応答加速

度結果における応答スペクトルに対し4.49倍したものを評価

用の応答スペクトルとした。 
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（２）確認用地震動の選定 

①確認用として，一次元地盤応答解析（SHAKE）による地表面応

答加速度の結果から位相特性による設備への影響を確認するた

め，最大応答加速度が最も大きくなるＳＳ－２２（鉛直方向最

大）及びＳＳ－３１（水平方向最大）について選定した。 

②ＳＳ－２２（鉛直方向最大）及びＳＳ－３１（水平方向最大）に

ついては，基準地震動ＳＳ－Ｄ１と同様に防潮扉の開閉装置位

置（T.P.＋22.5m）における評価を行うため，以下の手順にて

一次元地盤応答解析（SHAKE）にて得られた，地表面加速度の

結果を開閉装置位置（T.P.＋22.5m）での確認用応答スペクト

ルとして作成した。 

ａ．一次元地盤応答解析（SHAKE）の地表面応答加速度における

結果に対して，開閉装置位置の応答加速度を算出するため，

地表面応答加速度（SHAKE）に対し開閉装置位置でのFLIP応

答解析値の倍率（FLIP/SHAKEの倍率）を0.93倍(ＳＳ－２

２)，1.73倍(ＳＳ－３１)と算出した。 

ｂ．更に，a.項にて引き上げた応答スペクトルに対し位相特性

による影響を確認する必要があることから，地表面応答加

速度結果における応答スペクトルに対し2倍したものを確認

用応答スペクトルとした。なお，ＳＳ－２２については，

振動試験装置の性能上1.61倍とした。 
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地震波における加振条件について，評価用を第3表に確認用を第4

表に示す。第9図模擬地震波の加速度応答スペクトル参照。なお，振

動台の性能から高倍率の加振条件においては，各構成部品の固有周期

が有しない範囲についてはフィルター処理を実施した。 

 

第3表 地震波における加振条件（評価用） 

地震波 

①地表面位置に対する

開閉装置位置での 

応答加速度の倍率 

（FLIP/SHAKE） 

②地表面応答加速度 

（SHAKE）の全周期帯

を包絡するための倍率 

③振動台への 

入力地震動の倍率 

（①×②） 

ＳＳ－Ｄ１ 
地表面応答加速度 

×1.73 

①で作成した応答 

スペクトル 

×2.59 

地表面応答加速度 

×4.49 

 

第4表 地震波における加振条件（確認用） 

地震波 

①地表面位置に対する 

開閉装置位置での 

応答加速度の倍率 

（FLIP/SHAKE） 

②振動台への 

入力地震動の倍率 

＜2倍＞ 

（①＜②） 

ＳＳ－２２ 
地表面応答加速度 

×0.93 

地表面応答加速度 

×1.61※ 

ＳＳ－３１ 
地表面応答加速度 

×1.73 

地表面応答加速度 

×2 

※振動試験装置の性能上 1.61 倍とした。 
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         第9図 模擬地震波の加速度応答スペクトル 

  

Ｓｓ－Ｄ１（評価用：入力地震動） 

Ｓｓ－３１ （確認用：水平方向最大） 

地表面応答加速度
×1.61 倍

地表面応答加速度
×2 倍

地表面応答加速度
×1.73 倍

Ｓｓ－２２ （確認用：鉛直方向最大） 

地表面応答加速度
×4.49 倍

地表面応答加速度
×0.93 倍

地表面応答加速度
×1.73 倍

2.59 倍
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ｄ．試験装置 

放水路ゲートの開閉装置は防潮扉の開閉装置と同じ構造であるため，

放水路ゲートと防潮扉の開閉装置の中でも最大な設備を選定し，開閉装

置のワイヤーの巻き上げ装置については，駆動軸の長いワイヤーの巻き

上げ装置側を製作した。 

また，ワイヤー巻き上げ装置には扉の荷重を模擬するため巻き上げ装

置の下部にトルク装置を設置し扉の荷重を模擬し試験を実施した。 

試験に用いた開閉装置の概要は以下の通り。第9図に開閉装置の試験装

置（全景）を示す。 

＜試験装置の構成＞ 

◆開閉装置（減速機，直流電磁ブレーキ，ファンブレーキ，他） １式 

◆制御盤 １式 

 

 

 

 

 

 

第9図 開閉装置の試験装置（全景） 

 

ｅ．試験結果 

試験前及び加振試験後に外観点検を実施し異常のないことを確認し

た。また，試験後の動作確認においても試験装置上に設置している操作

盤より操作を実施し異常なく開閉装置が動作する事を確認した。 
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(7)安全機能（ＭＳ－１）要求に伴う設計について 

放水路ゲートは設置許可基準規則 第十二条の要求に基づき以下の安全機能

について設計を行う。 

ａ．外部電源喪失時にも閉止できるように放水路ゲートの閉止装置に必要

な電源は「独立性」「多重性」を確保し非常用ディーゼル発電機２Ｃ，

２Ｄ母線から供給する様に設計する。 

ｂ．駆動方式は，多重性を確保し「電動駆動式」及び「自重降下式」で設

計する。「自重降下式」はファンブレーキ方式を採用する。また，外部

からの動力の供給をがない場合においても操作が可能なよう無停電電源

装置（ＵＰＳ）を設置する。 

ｃ．運転員による誤操作及び誤信号による誤動作を防止するため，循環水

ポンプ運転中は閉止しないインターロックを持つ設計にする。 

ｄ．放水路ゲートが閉止している状態においても，安全系ポンプが運転中

のため，完全に閉止してしまうと敷地内へ浸水することから，閉止ゲー

トの扉体に小扉を設け安全系ポンプの排水は放水口より排水できる設計

にする。 

ｅ．放水路ゲートの状態を監視し，異常の発生を検知できるような設計に

する。 

 

 

 

 

 

 

 



５条 添付３０-20 

 

 (8)放水路ゲート操作用電源系等の設計について 

津波の襲来に対して確実な緊急閉止操作を達成するため，基本設計方針に

基づき，放水路ゲートの閉止機能は重要安全施設（ＭＳ－１）設計とする。

動的機器である閉止機構及び閉止機構に関する電源系，制御系は多重化し，

ゲート自体は静的機器であることから多重性の必要はなく，シングルであっ

ても確実に閉止する設計となっている。 

  ・ゲートの閉止に必要な系統（駆動方式，電気系等）は，多重性又は多様

性，及び独立性を確保し，遠隔操作が可能な系統とする。 

・想定される全ての環境条件において，その機能を発揮できるよう，耐震

性を含めた耐環境性を確保する。 

・放水路ゲートの状態を監視し，異常等の発生を検知できるよう設計す

る。 

 

この基本設計方針の概念図を第10図に放水路ゲート電源概念図を示す。 

開閉機構には，「電動駆動式」「自重降下式」を多重に設けており，通

常時は電動駆動式により閉止を行い，緊急を要す場合に「自重降下式」を

選択する。なお，「自重降下式」は外部からの電源をがない場合において

も操作が可能なよう無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置する。無停電電源装

置（ＵＰＳ）は30分以上保持できる設計とする。 

放水路ゲートの操作は中央制御室から遠隔操作を可能とし，開閉状態に

ついても監視できる設計にする。また，それぞれの制御系，電源系は多重

化し，かつ独立性を確保し，耐震性はＳクラス設計する。 
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第10図 放水路ゲート電源概念図（Ａ系の例） 

 

 

 

 

 

 

 



５条 添付３０-22 

 

３． 放水路ゲート閉止方法について 

発電所への影響を及ぼすような津波が襲来する恐れがある場合の放水路ゲ

ート閉止操作に関する手順並びに操作系設備の設計の考え方を以下に示す。 

 

(1)電動駆動式による閉止操作の手順 

津波情報については，気象庁からの大津波警報や構内設置の潮位計及び

津波監視カメラにより情報を収集しているが，気象庁からの発信される津

波情報のうち，太平洋側沿岸部に到達する津波（遠方沖含む）の予報区で

大津波警報が発表された場合に，放水路ゲートの閉止判断を行い，閉止操

作に移行する。放水路ゲートの閉止判断を行った場合の対応手順及び対応

時間については以下のとおり。 

放水路ゲートを閉止するためには，循環水ポンプを先に停止させる必要

がある。誤操作・誤動作による閉止した場合に敷地内へ循環水が溢水する

ことを防止するため，循環水ポンプの停止信号を放水路ゲートの閉操作の

インターロックに設定している。  

循環水ポンプ停止後，電動駆動式による放水路ゲートの閉止操作を中央

制御室から遠隔にて操作し閉止する。地震・津波発生後から放水路ゲート

閉止までの時間は約22分である。 

第11図に放水路ゲートの操作フローを示す。 
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(2)自重降下式による閉止操作の手順 

放水路ゲートの閉止操作は，中央制御室からの遠隔操作により実施する。

原則として通常は「電動駆動式」の操作としているが，「自重降下式」によ

る自重落下式も採用し多重性を確保している。 

自重降下式は，外部電源喪失時にも直流電磁ブレーキを開放するだけで放

水路ゲートを閉止できる。 

操作は中央制御室の選択スイッチにより「電動駆動式」か「自重降下式」

を選択し遠隔にて操作し閉止する。地震・津波発生後から放水路ゲート閉止

までの時間は約14分である。 

第11図に放水路ゲートの操作フローを示す。 

 

放水路ゲートの閉止操作時間は，地震・津波発生から電動駆動式の場合で

約22分，自重降下式の場合で約14分かかる。基準津波による津波の到達時間

は約37分であるため，到達までに放水路ゲートを閉止することができる。 

また，大津波警報が発表された場合の循環水ポンプ等の常用系海水ポンプ

の運用手順を添付資料１０に示す。 

  



５条 添付３０-24 

 

＜参考＞ 

ここでは海域活断層を波源とした津波時の場合について評価する。 

海域活断層F8の到達時間約24分に対し，電動駆動式約22分，自重降下式約

14分であることから敷地へ到達する前に閉止することができる。第4表に各海

域活断層の津波高さと到達時間について（取水口前面）示す。 

仮に閉止できなかったとしても，海域活断層の津波高さは，最大でもF16の

T.P.＋2.0mであることから，放水路ゲートを閉止しなくても敷地へ遡上する

ことはない。第7表に各海域活断層の津波高さと到達時間について（取水口前

面）示す。 

 

第7表 各海域活断層の津波高さと到達時間について（取水口前面） 

海域活断層名 最高水位（T.P. m） 到達時刻（分） 

F1～塩ノ平 ＋1.7 32 

F3～F4 ＋1.2 43 

F8 ＋1.9 24 

F16 ＋2.0 25 
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「電動駆動式」の場合：約 22 分 
（放水路ゲート閉止完了までの時間） 

「自重降下式」の場合：約 14 分   
（放水路ゲート閉止完了までの時間） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11図 放水路ゲート操作フロー 

 

地震・津波発生 

太平洋側が震源で大
津波警報が発令

原子炉スクラム停止操作判断 
循環水ポンプ停止・ 

循環水ポンプ出口弁閉操作 

放水路ゲート閉止操作開始 
（循環水ポンプ停止操作後約 3 分） 

～3 分 

～5 分 

～9 分

津波情報入手 

放水路ゲート閉止確認 
放水路ゲート閉止

確認 

遠隔操作による閉
操作選択 

電源が確保可能な場合

「電動駆動式」

◆閉操作時間：約 10 分間

電源確保ができない場合 

「自重降下式」 

◆閉操作時間：約 2 分間 

「自重降下式」開

操作に切替え 

放水路ゲート閉止 

～12 分

Ｎ 

Ｙ
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別紙 

設置許可基準規則 第十二条との適合性 

設置許可基準規則 適合性 

（安全施設）  

第十二条 安全施設は，その安全機能の重要
度に応じて，安全機能が確保されたものでな
ければならない。 

取水路ゲートは，入力津波による遡上波
が，設計基準対象施設の津波防護対象設備
に到達，流入を防ぐ重要な施設であること
を踏まえ，ＭＳ－１ 設計とする。以下にそ
の適合性を述べる。 

2 安全機能を有する系統のうち，安全機能の
重要度が特に高い安全機能を有するものは，
当該系統を構成する機能文は器具の単一故障
（単一の原因によって一つの機械又は器具が
所定の安全機能を失うこと（従属要因による
多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発
生した場合であって，外部電源が利用できな
い場合においても機能できるよう，当該系統
を構成する機械又は器具の機能，構造及び動
作原理を考慮して，多重性又は多様性を確保
し，及び独立性を確保するものでなければな
らない。 

津波防護機能を達成するため，放水路ゲ
ートを閉止するための閉止機構は多重化
し，各々異なる動作原理により駆動する系
統とする。 

また，当該閉止機構の駆動に必要な電源
系及び制御系もそれぞれに独立した系統に
より，多重化した設計とする。また，電源
系には，無停電電源装置を用いることで外
部電源喪失時にもゲート閉止が可能とする
ことにより，単一故障に対して津波防護機
能を失わない設計とする。 

3 安全施設は，設計基準事故時及び設計基準
事故に至るまでの間に想定される全ての環境
条件において，その機能を発揮することがで
きるものでなければならない。 

電源系等を独立させ，内部火災等の影響
を受けない設計とする。 

開閉装置は，外部火災等，自然現象によ
る影響を受けない設計とする。 

基準地震動ＳＳに対して，ゲートの閉止
機能を喪失しない設計とする。 

4 安全施設は，その健全性及び能力を確認す
るため，その安全機能の重要度に応じ，発電用
原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査が
できるものでなければならない。 

原子炉の運転中又は停止中に放水路ゲー
トの作動試験又は，検査が可能な設計とす
る。 

5 安全施設は，蒸気タービン，ポンプその他の
機器又は配管の損傷に伴う飛散物により，安
全性を損なわないものでなければならない。 

放水路ゲートと蒸気タービン，ポンプ等
とは距離による離隔が十分にされているこ
とから飛来物による影響は及ぶことはない
設計としている。 

6 重要安全施設は，二以上の発電用原子炉施
設において共用し，又は相互に接続するもの
であってはならない。ただし，二以上の発電用
原子炉施設と共用し，又は相互に接続するこ
とによって当該二以上の発電用原子炉施設の
安全性が向上する場合は，この限りでない。 

－ 

7.安全施設（重要安全施設を除く。）は，二以
上の発電用原子炉施設と共用し，又は相互に
接続する場合には，発電用原子炉施設の安全
性を損なわないものでなければならない。 

－ 

 



5 条 添付３１－1 

添付資料３１ 

 

 

 

 

貯留堰継ぎ手部の漏水量評価について 

 



5 条 添付３１－2 

1. 漏水量の評価方針 

貯留堰は，鋼管矢板連続壁として止水機能を確保している。鋼管

矢板連続壁は，鋼管同士を継手により連結した構造であり，鋼管矢

板継手部（Ｐ－Ｔ継手）へのモルタル充填を行う。 

鋼管矢板継手部にモルタルを充填した状態（事例写真及び構造概

要）を第 1 図に示す。 

 

第 1 図 モルタルによる鋼管矢板継手部止水処理図 

 

斎藤等の「鋼管矢板継手の遮水性能評価試験」（土木学会第 56

回年次学術講演会，2001）で報告された，鋼管矢板継手部にモル

タルを充填した場合の遮水性能評価試験の結果を第 2 図に示す。

鋼管矢板継手部へのモルタル充填には，施工性を考慮して袋体

（モルタルジャケット）を用いる計画であり，上記試験結果では

鋼管矢板継手部（Ｐ－Ｔ継手部）の換算透水係数は 1×10－ ６ cm／s

オーダー（Case3）であることから，本検討の止水性能の評価に

用いる換算透水係数は，保守的に 1×10－ ５ cm／s とする。 

なお，斎藤等の評価における止水性能の換算透水係数は，鋼管

矢板外縁で降伏点を超える程度の変形状態を載荷試験により再現

180mm



5 条 添付３１－3 

し，載荷後の変形した継手部に対して耐水試験を実施した結果か

ら得られたものである。 

 

 

 

第 2 図 鋼管矢板継手部止水処理形状及び遮水性能評価試験結果（斎

藤等:鋼管矢板継手の遮水性能評価試験，土木学会第 56 回年次

学術講演会，2001） 

  

Case1 Case2 Case3 

Case4 Case5 Case6 
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2. 漏水量の評価結果 

換算透水係数 ke = 1 × 10  (cm s )を用い，また貯留堰内の水位が貯

留堰天端高さを下回る時間を保守的に 30 分と仮定し,漏水量を算定

した。 

Q ＝n×q 

  ＝n×A×ke×i 

  ＝n×B×L×ke×h／T 
 

ここに， 

Q  ：全漏水流量 (cm s ) 
n ：継手箇所数（鋼管矢板打設本数 47 本，継手箇所数は 

46 箇所として計算） 

q ：継手 1 箇所あたりの漏水流量 (cm s ) 
A  ：断面積 (cm )（＝B×L） 

B  ：換算透水係数算出時に用いた鋼管矢板の幅（＝1.0m）※ 1 

L ：鋼管矢板高さ（＝水頭差 h ）（＝249cm）※ 2 

Ke ：換算透水係数（＝ 1 × 10    cm s ） 

i ：動水勾配 

h ：水頭差（＝鋼管矢板高さ L）（＝249 cm）※ 2 

T ：換算透水係数算出時に用いた透水長（＝50 cm）※ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ＝ n×B×L×ke×h／T 

＝46×100cm×249cm×1×10-5cm/s×249cm／ 50cm 

＝57cm3/s 

※1 斎藤らは鋼管矢板継手 6 種類に対し，鋼管矢板の縁ひずみが材
料降伏点以上になるように曲げ載荷した後，試験体を取り出し
遮水性能評価試験を行った。段階的に水圧を載荷した遮水性能
評価試験結果から，ダルシー則を参考に換算透水厚さを 50cm と
し，継手部の換算透水係数を求めている。 

 
※2 水頭差 h は時間とともに変化する値であるが，保守的に海域の

水量がないものとして算定した。 

貯留堰

透水長 T
T.P. 4.9m 

漏水 水頭差 h 

貯留水T.P. 7.39m

鋼管矢板高さ L 



5 条 添付３１－5 

取水可能継続時間を 30 分（1,800s）とした場合，漏水量 V は以

下のとおり。 

 

V＝Q×1,800s 

＝57cm3/s×1,800s 

＝102,600cm3 

＝0.10m3 

 

以上の算定結果より，30 分間での貯留堰からの漏水量は約 0.10m3

であることから，貯留堰の貯留性能に問題となる影響はないことを

確認した。 
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3. 斎藤等による遮水性能評価試験及びその適用性について 

 

(1) 斎藤等による遮水性能評価試験の要約 

「斎藤等:鋼管矢板継手の遮水性能評価試験，土木学会第 56 回

年次学術講演会，2001」について以下に要約を示す。 

 

(a) 曲げ試験：充填材を充填した継手試験体に対して 2 点載荷

の曲げ試験を行った。試験は，継手試験体の縁端ひずみが所

定のひずみに達するまで載荷した。所定のひずみとは，φ

1000 の鋼管矢板の縁端ひずみが降伏点ひずみを超えるとき

に継手管に発生するひずみである。曲げ試験及び継手管の縁

端ひずみのモデル図をそれぞれ第 3 図，第 4 図に示す。 

 

   

    第 3 図 曲げ試験    第 4 図 継手管の縁端ひずみ 

 

(b) 遮水性能評価試験：曲げ試験後の試験体より載荷点部分を

切り出し，耐水圧試験器を用いて遮水性能を評価した。載荷

水圧は，0.02MPa， 0.05MPa， 0.10MPa， 0.20MPa， 0.30MPa，

0.40MPa， 0.50MPa の順に段階的に載荷した。各載荷圧力の

保持時間を 1 時間とし,1 時間あたりの漏水量Ｑを測定した。

2 点 載 荷

支 点  

支 点  

継 手 試 験 体  
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遮水試験のモデル図を第 5 図に示す。 

         

第 5 図 遮水性能評価試験 

 

(c) 換算透水係数算出：鋼管矢板継手を 50cm 厚の均一な透水

層と考え，ダルシーの法則に準じて換算透水係数を以下の式

により求めた。 

ThkeAikeAQ  

ここに, 

Q ：試験によって得られた単位時間の漏水量 

A ：鋼管矢板の断面積 

ke ：換算透水係数 

i ：動水勾配 

⊿h ：水頭差 

T ：換算透水層厚さ（＝50cm） 

 

(d) 遮水性能評価試験結果：遮水性能評価試験結果を第 6 図に

示す。鋼管矢板継手部にモルタルジャケットを用いてモル

タルを充填した場合の鋼管矢板継手部（Ｐ－Ｔ継手部）の

換算透水係数は 1×10－ ６ cm／s オーダー（Case3）であった。 
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第 6 図 遮水性能評価試験結果 

  

Case1 Case2 Case3 

Case4 Case5 Case6 



5 条 添付３１－9 

(2) 遮水性能評価試験の適用性 

貯 留 堰 継 手 部 の 漏 水 量 評 価 に 用 い た 換 算 透 水 係 数 は ， 上 記

3.(1)に示した斎藤等による遮水性能評価試験から得られた値で

ある。この試験は，鋼管矢板外縁で降伏点ひずみを超えるときに

継手に生じる変形状態を載荷試験により再現し，載荷後の変形し

た鋼管矢板継手部について漏水量を測定し，鋼管矢板継手の換算

透水係数を求めたものである。この遮水性能評価試験は貯留堰の

設計で想定している曲げ状態を再現しているため，遮水性能評価

試験で求めた透水係数は今回の貯留堰の設計に適用可能と判断で

きる。 

鋼管矢板に曲げが発生したときに,鋼管矢板本体のひずみと鋼

管矢板継手のひずみとは第 7 図に示すとおり比例関係にある。鋼

管矢板継手の大きさは鋼管矢板本体の径によらず一定であり, 鋼

管矢板継手のひずみの大きさは，鋼管矢板本体外縁のひずみの大

きさと鋼管矢板本体の径の大きさによって決まる。鋼管矢板本体

の外縁ひずみが大きければ鋼管矢板継手のひずみが大きくなり,

鋼管矢板本体の径の大きさが大きくなれば鋼管矢板継手のひずみ

は相対的に小さくなる（第 7 図）。 

 

第 7 図 鋼管矢板本体と鋼管矢板継手のひずみ関係

-12ε

+12ε

φ2000鋼管矢板 φ1000鋼管矢板

-6ε

+6ε

-ε

+ε
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遮水性能評価試験がφ1000 の鋼管矢板を想定して実施している

のに対し,貯留堰ではφ2000 の鋼管矢板を用いる計画である。第 7

図に示すように,φ1000 の鋼管矢板においては鋼管矢板本体の外

縁ひずみの約 1/6 が継手鋼管のひずみとなるのに対し,φ2000 の

鋼管矢板においては,鋼管矢板本体の外縁ひずみの約 1/12 が鋼管

矢板継手のひずみとなる。したがって,貯留堰の鋼管矢板継手の

ひずみは試験で想定しているひずみに対して小さくなることから,

継手からの漏水量評価は保守側の評価結果となっている。 

さらに,引用した遮水性能評価試験は,鋼管矢板本体外縁の降伏

ひずみ状態に対する継手における換算透水係数を求めているのに

対し,貯留堰の設計が許容応力度以内の構造強度を有している。

したがって, 貯留堰の設計における鋼管矢板本体の外縁ひずみは

試験の想定状態よりかなり小さいことから,継手からの漏水量評

価はさらに保守側の評価結果となっている。 

以上より,継手からの漏水量評価は十分な保守性をもって評価

している。 



５条 添付３２－1 

添付資料３２ 

 

 

 

 

貯留堰の構造及び仕様について 

  



５条 添付３２－2 

貯留堰は津波防護施設及び非常用取水設備である。地震後の繰返しの襲来を

想定した経路からの津波，余震及び漂流物の衝突を考慮した場合においても，

引き波による取水ピットの水位低下に対して，非常用海水ポンプの機能保持に

必要な高さの海水を確保し，主要な構造体の境界部への止水処置により止水性

を保持することを機能設計上の性能目標として，取水口前面の海中に設置する。 

また，地震後の繰返しの津波の襲来を想定した津波荷重並びに余震及び漂流

物の衝突を考慮した荷重に対し，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材

の構造健全性を保持する設計とする。そのためには有意な沈下が生じないよう

十分な支持性能を有する岩盤に設置するとともに，鋼管矢板間には鋼管矢板継

手，また構造物の境界には止水ゴムを設置し，部材の変形や破断等で有意な漏

えいを生じさせない設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

本資料では，貯留堰の構造及び仕様について示すとともに，貯留堰に求めら

れる海水の貯留機能及び止水機能を確保するための設計方針及び施工において

確認すべき事項，維持管理方針等について示す。 

 

1. 貯留堰の構造及び仕様 

貯留堰は，その機能及び目的から貯留堰本体及び護岸接続部に区分され，

このうち貯留堰本体は鋼管矢板と鋼管矢板同士を接続する鋼管矢板継手，護

岸接続部は止水ゴムと止水ゴムへの津波漂流物の衝突を防ぐ防護材及びこれ

らを取り付けるための鋼材より構成される。既設構造物である貯留堰取付護

岸は，貯留堰の間接支持構造物であり，前面鋼矢板とタイ材及び控え工鋼矢

板より構成される。 

鋼管矢板は，φ2000mmの炭素鋼鋼管であり，全47本の鋼管矢板を連続的に

打設することにより堰形状を構成する。鋼管矢板は，下端を岩盤に十分根入

れすることにより支持性能を確保するとともに，天端は，非常用海水ポンプ



５条 添付３２－3

の取水に必要な水量を確保するため，海底地盤レベルT.P.－6.89mに対して天

端高さをT.P.－4.9mとしており，約2mの堰高さを有する。貯留堰の寸法は，

約65m×約24mである。第1-1図に貯留堰の全体構造，第1-1表に貯留堰の主要

仕様を示す。 

第 1-1 図 貯留堰全体構造（1／6） 
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（Ａ部拡大）

 第 1-1 図 貯留堰全体構造（3／6） 

第 1-1 図 貯留堰全体構造（2／6） 

赤：貯留堰

青：貯留堰取付護岸
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地 質 構 成 表
地質時代 地質区分 記号 岩相 備考

砂丘層 du 砂

第　
　

四　
　

紀

完　
　

新　
　

世

更　
　

新　
　

世

第三紀 鮮新世 久米層

段丘堆積層1

敷地全体に広く分布する。

敷地の基盤岩である。

砂礫

砂

粘土

砂礫

砂礫

シルト

ローム

砂礫

砂質泥岩

D1c-1

Km

Ag2

Ac

As

Ag1

D2c-3

D2g-3

D1g-1

沖積低地 久慈川

堆積層 堆積層

中位段丘

堆積層

久慈川が侵食した凹状の

敷地の南西部に分布し、

谷を埋めて分布する。

分布する。

いわゆる額田段丘面を

構成する。

D2s-3 砂

低位段丘

堆積層
段丘堆積層2

敷地南部に埋没段丘として

敷地全体に広く分布する。

砂礫D2g-2

D2c-2 シルト

シルト

lm

護岸平行方向断面（Ａ－Ａ断面）

断面位置図及び地質構成表

第 1-1 図 貯留堰全体構造（4／6） 



５条 添付３２－6

注：地盤改良の範囲については，今後の設計進捗により変更の可能性がある。

護岸直角方向断面（Ｂ－Ｂ断面） 

注：地盤改良の範囲については，今後の設計進捗により変更の可能性がある。 

護岸直角方向断面（Ｃ－Ｃ断面） 

第 1-1 図 貯留堰全体構造（5／6） 
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 第 1-1 図 貯留堰全体構造（6／6） 
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施設区分 仕様

SM570

　寸　法（mm） 外　径 2000

引　張 255

圧　縮 255

せん断 145

SM400

P-T型

　寸　法（mm） 継手間隔 180

引　張 140

圧　縮 140

せん断 80

ＣＲ・補強布

ＦＲ特殊型

SM400

引　張 140

圧　縮 140

せん断 80

SM400

引　張 140

圧　縮 140

せん断 80

SM570

引　張 255

圧　縮 255

せん断 145

SY295

Ⅴ型

SY295

Ⅳ型

タイブル

F130T

1600

　終局強度
　（kN／本）

引　張 1281

構成部位 項　　目

貯
留
堰

貯
留
堰
本
体

鋼管矢板

　材　　質

　許容応力度

　（N／mm2）

鋼管矢板継手

　材　　質

　型　　式

　許容応力度

　（N／mm2）

護
岸
接
続
部

止
水
ジ
ョ

イ
ン
ト

止水ゴム

　材　　質

　型　　式

　許容引張力
　（N／mm）

引　張

防護材
取付部鋼材

　材　　質

118.7

止水ゴム
取付部鋼材

　材　　質

　許容応力度

　（N／mm2）

防護材

　材　　質

　許容応力度

　（N／mm2）

　許容応力度

　（N／mm2）

貯
留
堰
取
付
護
岸

前面鋼矢板
（既設）

　材　　質

　型　　式

　終局強度

　（N／mm2）
引　張

タイ材
（既設）

　材　　質

　型　　式

　間　　隔　（mm）

450

控え工鋼矢板
（既設）

　材　　質

　型　　式

　終局強度

　（N／mm2）
引　張 450

第 1-1 表 貯留堰及び貯留堰取付護岸の主要仕様 
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2. 設計方針 

貯留堰は津波防護施設であるため，「3.1 津波防護施設の設計」に記載のと

おり，審査ガイドに基づき，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を

適切に組合せた条件で設計を行うとともに，漂流物の衝突及び自然現象によ

る荷重との組合せを適切に考慮することにより，耐震・耐津波設計上の十分

な裕度をもって海水貯留機能を確保する。 

 

(1) 評価方針 

貯留堰は，前述の機能設計上及び構造強度設計上の性能目標を達成する

ために，構造強度を有すること及び止水性を損なわないことが必要となる。

このため構造部材の健全性及び基礎地盤の支持性能の観点から評価を行う。 

第2-1表に貯留堰及び貯留堰取付護岸の構成部位とその役割を示す。 

また，第2-2表に，貯留堰の評価の項目及びその評価方法及び許容限界を

示す。 

 

(2) 検討フロー 

貯留堰の耐震評価の検討フローを第2-1.1図に，強度評価の検討フローを

第2-1.2図に示す。 

  



５条 添付３２－10 

 

 

  

施設区分 構成部位の役割

地震荷重，津波荷重及び漂流物衝突荷重を支持
地盤に伝達するとともに，各荷重に対して十分
な耐性を有することにより止水性を確保し，貯
留堰としての機能を保持する。

地震荷重，津波荷重及び漂流物衝突荷重を連続
する鋼管矢板に伝達するとともに，各荷重に対
して十分な耐性を有することにより鋼管矢板間
の止水性を確保し，貯留堰としての機能を保持
する。

止水ゴム

止水ゴム
取付部鋼材

津波荷重及び土圧に対して十分な耐性を有し，
貯留堰本体と貯留堰取付護岸との間に生じる変
位に追従することにより貯留堰本体と貯留堰取
付護岸との間の止水性を確保し，貯留堰として
の機能を保持する。

防護材
漂流物衝突荷重に対して十分な耐性を有し，止
水ジョイントを防護することにより貯留堰本体
と貯留堰取付護岸との間の止水性を確保し，貯
留堰としての機能を保持する。

防護材取付部鋼材

貯
留
堰
取
付
護
岸

前面鋼矢板
（既設）

地震荷重に対して十分な耐震性を有し，地震荷
重，津波荷重及び漂流物衝突荷重を受ける防護
材及び止水ジョイントを支持し，貯留堰取付護
岸の止水性を保持する。

控え工鋼矢板
（既設）

タイ材
（既設）

構成部位

貯
留
堰

　
貯
留
堰
本
体

鋼管矢板

鋼管矢板継手

　
護
岸
接
続
部

止
水
ジ
ョ

イ
ン
ト

第 2-1 表 貯留堰及び貯留堰取付護岸の構成部位とその役割 
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評価方針 評価項目 部位 評価方法 許容限界

鋼管矢板
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

鋼管矢板継手
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

止水ゴム
発生する引張力が許容限界
以下であることを確認

許容引張力

止水ゴム取付部鋼材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

防護材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

防護材取付部鋼材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

基礎地盤の
支持性能

基礎地盤
接地圧が許容限界以下であ
ることを確認

極限支持力
※

鋼管矢板
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

鋼管矢板継手
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

止水ゴム
発生する引張力が許容限界
以下であることを確認

許容引張力

止水ゴム取付部鋼材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

防護材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

防護材取付部鋼材
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

短期許容応力度

基礎地盤の
支持性能

基礎地盤
接地圧が許容限界以下であ
ることを確認

極限支持力
※

※妥当な安全余裕を考慮する。

構造強度を
有すること

構造部材の
健全性

止水性を
損なわない
こと

構造部材の
健全性

第 2-2 表 貯留堰の評価項目と許容限界値 
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評価方針 評価項目 部位 評価方法 許容限界

前面鋼矢板（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

控え工鋼矢板（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

タイ材（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

前面鋼矢板（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

（機能保持限界）

控え工鋼矢板（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

（機能保持限界）

タイ材（既設）
発生応力が許容限界以下で
あることを確認

終局強度※

（機能保持限界）

※妥当な安全余裕を考慮する。

止水性を
損なわないこ
と

構造部材の
健全性

構造強度を有
すること

構造部材の
健全性

第 2-3 表 貯留堰取付護岸の評価項目と許容限界値 
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※１ 構造部材の健全性評価を実施することで，第 2-2 表に示す「構造強度

を有すること」及び「止水性を損なわないこと」，第 2-3 表に示す

「構造強度を有すること」及び「止水性を損なわないこと」を満足す

ることを確認する。 

※２ 基礎地盤の支持性能評価を実施することで，第 2-2 表に示す「構造強

度を有すること」及び「止水性を損なわないこと」を満足することを

確認する。 

第 2-1.1 図 貯留堰検討フロー（耐震評価） 

 

  

二次元地震応答解析
解析コード（ＦＬＩＰ）

許容限界値の設定

構造部材の健全性評価※1 基礎地盤の支持性能評価※2

対策工の検討（既設対象）

※評価の結果，必要な場合に実施

地盤物性のばらつき

基準地震動Ｓｓ

Ｓ

評価対象部位の設定
・鋼管矢板

・鋼管矢板継手

・止水ジョイント
(止水ゴム・止水ゴム取付部鋼材)

・前面鋼矢板（既設）

・控え工鋼矢板（既設）
・タイ材（既設）

・基礎地盤

評価対象断面の設定

貯留堰の耐震評価

評価終了
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※１ 構造部材の健全性評価を実施することで，第 2-2 表に示す「構造強度

を有すること」及び「止水性を損なわないこと」，第 2-3 表に示す

「構造強度を有すること」及び「止水性を損なわないこと」を満足す

ることを確認する。 

※２ 基礎地盤の支持性能評価を実施することで，第 2-2 表に示す「構造強

度を有すること」及び「止水性を損なわないこと」を満足することを

確認する。 

第2-1.2図 貯留堰検討フロー（強度評価） 

一次元地盤地震応答解析

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１

地盤物性のばらつき

許容限界値の設定

対策工の検討（既設対象）

※評価の結果，必要な場合に実施

評価終了

二次元骨組解析二次元骨組解析

津波時津波＋余震時

基礎地盤の支持性能評価※2構造部材の健全性評価※1

Ｓ

評価対象部位の設定

・鋼管矢板

・鋼管矢板継手

・止水ジョイント

(止水ゴム・止水ゴム取付部鋼材)

・防護材

・防護材取付部鋼材

・前面鋼矢板（既設）

・控え工鋼矢板（既設）

・タイ材（既設）

・基礎地盤

評価対象断面の設定

貯留堰の強度評価

荷重及び荷重の組み合わせの設定

・津波事象（津波＋余震時，津波時）
一次元地盤地震応答解析

地盤物性のばらつき

許容限界値の設定

対策工の検討（既設対象）

※評価の結果，必要な場合に実施

評価終了

二次元骨組解析二次元骨組解析

津波時津波＋余震時

基礎地盤の支持性能評価※2構造部材の健全性評価※1

Ｓ

評価対象部位の設定

・鋼管矢板

・鋼管矢板継手

・止水ジョイント

(止水ゴム・止水ゴム取付部鋼材)

・防護材

・防護材取付部鋼材

・前面鋼矢板（既設）

・控え工鋼矢板（既設）

・タイ材（既設）

・基礎地盤

評価対象断面の設定

貯留堰の強度評価



５条 添付３２－15 

(3) 貯留堰からの漏水防止 

貯留堰の海水貯留機能を確保するため，護岸接続部及び鋼管矢板継手部

における漏水防止に関する設計方針を以下に示す。 

なお，記載の各種数値については，設計の進捗により変更となる可能性

があることから暫定値とする。 

 

ａ．護岸接続部 

(a) 漏水防止の考え方 

護岸接続部においては，貯留堰本体と貯留堰取付護岸との取り合い

部からの漏水が想定される。このため，貯留堰本体と貯留堰取付護岸

との間には鋼板を介した止水ジョイントを設置することで，漏水を防

止する設計とする。この構造により，貯留堰本体と貯留堰取付護岸に

相対変位が生じた場合においても，たわませて設置した止水ゴムの変

形により，漏水を防止する。第2-2図に護岸接続部の概略構造を示す。 

  

 

 

【凡例】
：護岸接続部 

第 2-2 図 護岸接続部の概略構造 



５条 添付３２－16 

護岸接続部の耐震及び耐津波設計においては，部材の健全性及び止

水性能の観点から，地震時及び津波＋余震時に，止水ゴムに生じる引

張力と，貯留堰本体と貯留堰取付護岸の相対変位により生じる止水ゴ

ムの変形量について照査を行う。 

止水ゴムに生じる引張力については，津波波圧と動水圧のほか，鋼

管矢板に変位が生じた際に土中の埋込部において土圧が作用すること

から，この土圧に対しても耐力を確保する仕様とする。 

相対変位については，貯留堰取付護岸法線平行方向，法線直角方向

及び鉛直方向（第2-3図に示す±ΔＸ，±ΔＹ及び±ΔＺ）の相対変位

から求められる合成方向変位に対して，以下の2ケースを設定し，照査

する。 

・地震時：地震時の貯留堰取付護岸と貯留壁本体の最大相対変位を考慮 

・重畳時：地震時残留相対変位と（津波＋余震時）による最大相対変位

の合計を考慮 

また，漂流物の衝突による止水ジョイントの損傷を防ぐため，止水

ジョイントの内側・外側に鋼製の防護材を設置する。 

第2-3図に貯留堰本体と貯留堰取付護岸との相対変位の考え方を示す。 

 

 

貯留堰取付護岸

＋ΔZ

－ΔZ

＋ΔY

－ΔY
貯留堰取付護岸

貯留堰

鋼管矢板

－ΔX＋ΔX

貯留堰

鋼管矢板

貯留堰

外側

貯留堰

内側

（平面方向） （鉛直方向） 

第 2-3 図 貯留堰本体と貯留堰取付護岸との相対変位の考え方 



５条 添付３２－17 

(b) 根入れ長の考え方 

止水ジョイントの根入れ長は，透水係数より算出される必要遮水層

厚及び地震により生じる地盤の沈下の影響を考慮し，設定する。止水

ジョイントは，止水ゴム取付部鋼材に対し，ボルト・ナットで接合す

る計画であるため，変位が発生してもゴムが引抜かれることはない。

しかし，貯留堰本体の変位に伴いジョイントが地中でわずかに変形す

る可能性があるため，余裕を考慮して根入れ長を設定する。 

止水ジョイントの断面図を第2-4.1図に示す。また，第2-4.2図及び

第2-4.3図に止水ジョイントの変位のイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-4.1 図 止水ジョイント断面図 

  

設計海底面

根
入

れ
長
3
,
00
0

根入れ下端

貯留堰天端

地盤沈下

止水ゴム取付部鋼材

止水ゴム

タイ材

貯留堰取付護岸

3
.
0
m
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第 2-4.3 図 止水ジョイントの変形のイメージ（その２） 

変位状態１（設置状態）           変位状態２  

第 2-4.2 図 止水ジョイントの変位のイメージ（その１） 



５条 添付３２－19 

止水ジョイントの根入れ長Ｌは，下式により算出する。 

  Ｌ＝Ｌ1＋Ｌ2＋α＝1.60m＋0.26m＋1.14m＝3.0m 

ここで， 

     Ｌ ：決定根入れ長 

     Ｌ1 ：遮水のために必要な根入れ長 

     Ｌ2 ：地震により生じる地盤の沈下量 

     α ：余裕（=1.14m） 

以下に，Ｌ1及びＬ2の設定根拠を示す。 

 

ⅰ) 遮水のために必要な根入れ長：Ｌ1 

止水ジョイントの根入れ長については，管理型廃棄物埋立護岸設

計・施工・管理マニュアル（改訂版）（１）を参考に設定する。本マニ

ュアルは管理型廃棄物処分場の護岸設計を対象としており，漏水量

を厳しく規定していることから，本マニュアルを参考とすることで

貯留堰の止水性に対する機能要求を満足できる。 

護岸接続部の周辺地盤は圧密試験結果※１より，透水係数10－６cm/s

程度のＡｃ層（粘性土層）の地盤であり，本マニュアルによれば，

鋼管矢板の鉛直遮水工の根入れ長として，透水係数10－６cm/sの粘性

土層の場合，透水長1.6m以上を確保することとなっている。 

ここで，保守側に考慮し，水平変位状態においてゴムは片面のみ

地盤と接すると考え，必要遮水距離は，遮水のために必要な根入れ

長の片面分のみ考慮するものとし，Ｌ1=1.6mとする。 

※１ 「ⅲ) Ｇ－８孔におけるＡｃ層の透水係数について」参照 

 

 



５条 添付３２－20 

ⅱ) 地震により生じる地盤の沈下量：Ｌ2 

地震により生じる地盤の沈下量Ｌ2は下式により算出する。 

  Ｌ2＝Ｓ1＋Ｓ2＝0.05m＋0.21m＝0.26m 

ここで， 

    Ｌ2：地震により生じる地盤の沈下量 

    Ｓ1：地盤の変形による残留沈下量（約5cm）（二次元動的解析結果） 

     Ｓ2：地盤の過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量（約21cm）（石原らに 

よる体積ひずみと最大せん断ひずみの関係図（２）より算出） 

以下に，Ｓ1及びＳ2の設定根拠を示す。 

 

イ) 地盤の変形による残留沈下量Ｓ1の設定 

ＥＷ－１断面の二次元動的解析結果（ＳＳ－Ｄ１＋＋）を用いて，

地盤の変形による残留沈下量Ｓ1を設定する。これにより，第2-5図

に示す貯留堰取付護岸の前面鋼矢板海側の海底地盤節点における残

留沈下量約5cmをＳ1とする。 

 

 

 

残留沈下量 
(4.2cm) 

貯留堰取付護岸

タイ材

控え工
鋼矢板

前面
鋼矢板

第 2-5 図 地盤の変形による残留沈下量Ｓ1の設定位置 



５条 添付３２－21 

ロ) 地盤の過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量Ｓ2の設定 

ＥＷ－１断面の土層構成から貯留堰取付護岸の前面鋼矢板海側の

地盤における過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量Ｓ2を算定する。過剰

間隙水圧の消散に伴う沈下量の算定位置を第2-6図に示す。 

 

 

 

 

地盤における過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量の算定は，石原ら

による体積ひずみと最大せん断ひずみの関係図を用いる。沈下量を

保守的に算定するために，最大ひずみγmaxの値に係わらず体積ひず

みεvの上限値を用いる。なお，相対密度Ｄｒについては平均値を用

いる。第2-7図に沈下量の算定に用いる相対密度Ｄｒ及び体積ひずみ

εvを示す。 

地盤における過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量Ｓ2は，第2-4表に

示す結果より約21cmとする。 

Ac

As

Km

過剰間隙水圧の消散
に伴う沈下量の算定
対象層 

貯留堰取付護岸 
前面鋼矢板 

控え工 
鋼矢板 

タイ材 

Ag1

0.72m 

8.99m 

第 2-6 図 地盤の過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量Ｓ2の算定位置 

層厚



５条 添付３２－22 

 

 

 

 

土層名 層厚 相対密度 体積ひずみ
過剰間隙水圧
の消散に伴う

沈下量 
 ｈ 

(m) 
Ｄｒ 
(％) 

εv 
(％) 

Ｓ2 
(m) 

Ａｇ１ 0.72 82 1.56 0.01

Ａｓ 8.99 68 2.22 0.20

合計 0.21

 

ⅲ) Ｇ－８孔におけるＡｃ層の透水係数について 

第2-8図に示すＧ－８孔にて採取した試料を用いて実施した，Ａｃ

層の圧密試験結果を以下に示す。 

 

Ａｇ１ Ｄｒ＝82％ 

Ａｓ  Ｄｒ＝68％ 

第 2-7 図 石原らによる体積ひずみと最大せん断ひずみの関係図 

第 2-4 表 過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量の算定 

Ａｓ εv＝2.22％ 

Ａｇ１ εv＝1.56％ 



５条 添付３２－23

第 2-8 図 土質調査位置図（Ｇ－8 孔）
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試料採取高さ（G.L.－13.54m~－13.59m＝T.P.－9.43m~－9.48m） 

第 2-9 図 Ｇ－8 孔柱状図抜粋（孔口標高：T.P.＋4.11m） 
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（補足説明） 

Ａｃ層の水中単位体積重量γ’＝γsat－γw＝16.2－9.8 

＝6.4 kN/m3を考慮すると，0～1の荷重段階での平均圧密圧力ｐ 

の0.1kgf/cm2（＝9.8kN/m2）は，9.8／6.4＝1.53より深度1.5m相当 

となり，止水ジョイント根入れ深さとほぼ同深度である。 

 

 

 

 

 

 

  

平均圧密圧力　ｐ ｔ90 透水係数　ｋ

kgf/cm2 min cm/s

0.10 0.31 1.03E-06

0.28 0.33 8.08E-07

0.57 0.35 5.19E-07

1.13 0.38 3.79E-07

荷重
段階

0

1

2

4

3

第 2-5 表 圧密試験結果（抜粋） 

（試料採取深さ：G.L.－13.54m～－13.59m ＝ T.P.－9.43m～－9.48m） 



５条 添付３２－26 

ｂ．鋼管矢板継手部 

(a) 漏水防止の考え方 

鋼管矢板間の止水性を確保するため，鋼管矢板同士は，鋼管矢板継

手により連結する構造とする。鋼管矢板継手は，連結する片方の鋼管

矢板に取り付けたＰ型の継手と，もう片方の鋼管矢板に取り付けたＴ

型の継手を重ねることにより，鋼管矢板を連結する。 

重ね合せ部には，袋体（モルタルジャケット，材料：ポリエステル

及びナイロン）を挿入し，袋体の中に無収縮モルタルを充填すること

により，重ね合せ部の止水性を確保する設計とする。本構造は，「廃棄

物海面処分場施工要領（改訂版）」（（社）日本埋立浚渫協会（平成21年

3月））に基づくものであり，管理型廃棄物埋立護岸等における汚染水

の流出防止を目的として多くの適用実績がある。なお，上記施工要領

は，斎藤等による鋼管矢板継手の遮水性能評価試験結果（３）に基づく

ものである。第2-10図に鋼管矢板継手の概略構造を示す。 

斎藤等による遮水性能評価試験結果から，本構造の換算透水係数 

（㎝/s）は，1×10－６オーダーであり，この換算透水係数を保守的に1×

10－５㎝/sとした上で，貯留堰において想定される漏水量を評価した結

果においても，非常用海水ポンプの取水可能時間に相当する30分間の

漏水量は約0.1m３※２であることから，止水性が損なわれないことを確

認した。 

※２ 「添付資料３１ 貯留堰継ぎ手部の漏水量評価について」参照 

 



５条 添付３２－27 

 

 

 

(b) 根入れ長の考え方 

鋼管矢板継手の根入れ長は，下式より算出する。 

  Ｌ＝Ｌ1＋Ｌ2＋α＝1.60m＋0.26m＋0.64m＝2.5m 

ここで， 

     Ｌ ：決定根入れ長 

     Ｌ1 ：遮水のために必要な根入れ長 

     Ｌ2 ：地震により生じる地盤の沈下量 

     α ：余裕（＝0.64m） 

鋼管矢板継手部の周辺地盤は基本的に透水係数10－6cm/s程度のAc層

（粘性土層）の地盤であるため，護岸接続部と同様に管理型廃棄物埋立

護岸設計・施工・管理マニュアル（改訂版）（１）を参考に，遮水のため

に必要な根入れ長としてＬ1=1.6m，地震により生じる地盤の沈下量と

してＬ2=26cm
※３を考慮し，これに余裕を見込んだ2.5mを設計海底面か

らの鋼管矢板継手の根入れ長として確保する。（第2-11図参照） 

※３ 「2．設計方針（3）貯留堰からの漏水防止 ①護岸接続部 2)根

入れ長の考え方 ｂ．地震により生じる地盤の沈下量：Ｌ2」参

照 

第 2-10 図 鋼管矢板継手の概略構造 

180mm
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なお，鋼管矢板継手部の周辺地盤は基本的にAc層の地盤であるが，

部分的にＡｇ２層（砂礫層）やＡｓ層（砂層）も混在することから，

止水性を損なわないことを確認するため，保守的に鋼管矢板継手部周

辺の地盤がすべて砂層であると仮定した場合の漏水量評価を以下にて

実施した。 

 

【地盤が砂層と想定した場合の漏水量の評価】 

全漏水流量Ｑは以下のように算出される。 

Ｑ ＝Ａ× ｋ×ｉ 
 ＝Ｂ×Ｌ×ｋ×ｈ／Ｔ 
 ＝ 18 cm × 224 cm × 1×10－2 cm/s × 275 cm ／ 16.52 cm 

 ＝ 671 cm3/s 

ここに， 

Ｑ ：全漏水流量(cm s ) 
Ａ ：断面積(cm )（＝Ｂ×Ｌ） 

ｋ ：透水係数（＝1 × 10    cm s ） 

ｉ ：動水勾配（＝ｈ／Ｔ） 

Ｂ ：継手部の幅（＝18 cm） 

Ｌ ：継手部の根入れ長（＝250cm－26cm＝224cm） 

ｈ ：水頭差（＝249cm + 26cm＝275cm） 

Ｔ ：透水長（＝16.52 cm） 

第 2-11 図 鋼管矢板継手の根入れ長 

継手間隔
180

鋼管矢板

鋼管矢板

透
水

長
16

5
.
2

設計海底面　T.P.－7.39m

鋼管矢板φ2,000×t25
(SM570)P-T継手

T.P.-4.90m

鋼管矢板継手（P-T）

根
入

れ
長

2
5
0
0
以
上

2
.
5
m
 

2000mm



５条 添付３２－29 

 

 

 

 

 

 

継手箇所数46箇所全域において砂層地盤と想定した場合の，引き波時

間3分間における漏水量Ｖは以下のように算出される。 

Ｖ ＝Ｑ×3 分×60 s×46 箇所 

 ＝ 671 cm3/s×3 分×60 s×46 箇所 

 ＝ 5,555,880 cm3 

 ＝ 5.6 m3 

 

 

以上の結果より，鋼管矢板継手部周辺の地盤が砂層であると仮定した

場合においても，引き波時間における漏水量は5.6m3であることから，

周辺地盤の地質構成のばらつきを考慮しても，止水性が損なわれないこ

とを確認した。 

  

鋼管矢板
透水長 T

漏水

水頭差 h 

貯留水

継手根入れ長 L

鋼管矢板継手部
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3. 施工において確認すべき事項 

前章に記載した設計方針に関連して，施工において確認すべき事項を以下

に示す。 

(1) 鋼管矢板からの漏水防止 

鋼管矢板に予め設置された鋼管矢板継手内にモルタルを確実に充填する

ためには，鋼管矢板を精度良く打設する必要がある。このため，鋼管矢板

は，位置決めされた導材に沿わせて打設する。また，鋼管矢板の打設位置，

傾斜及び高さ並びに鋼管矢板継手の状態について，打設中及び打設後に測

量機器等により確認する。 

鋼管矢板継手へのモルタルの充填に当たっては，継手内の土砂の排土が

必要であるため，所定の深度までの排土が完了していることを確認する管

理を行う。 

その後，継手からのモルタルの漏出防止のため，モルタルを充填する全

深度に対して，袋体（モルタルジャケット）を挿入し，継手内にモルタル

を打設し打ち上げる。袋体の挿入状況及びモルタルの充填状況については，

潜水士にて確認するとともに，規定数量のモルタルが充填されたことを流

量計等により確認する。 

 

(2) 貯留堰取付護岸と止水ジョイントの接続部の施工管理 

貯留堰取付護岸と止水ジョイントの接続のため，貯留堰取付護岸に止水

ゴム取付部鋼材（鋼板）を溶接にて接続する。溶接は水中溶接にて施工す

る計画であり，溶接部については，母材の表面状態の確認等を行い溶接の

品質管理を実施すると共に貯留堰取付護岸の板厚検査等を実施し，所要の

構造強度があることを確認する。 
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4. 貯留堰の維持管理方針 

貯留堰の維持管理方針を以下に記載する。具体的な点検計画は，本方針に

従い，施設の供用開始前までに適切に策定する。 

 

(1) 維持管理方針 

貯留堰の維持管理は，部材の劣化，変状の発生・進行を把握することを

目的に，初回点検のほか，定期的な点検と異常時を対象とした臨時点検を

実施し，必要に応じて性能が要求レベルを下回らないようにするための補

修対策を実施する。貯留堰の維持管理方法は，以下のマニュアル等を参考

に設定する。 

 

・「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」（平成19年10月 財団法人 沿岸

技術研究センター） 

・「港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き（増補改定版）」（平成20年12月 

財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター） 

・「港湾鋼構造物 防食・補修マニュアル（2009年度版）」（平成21年11月 財 

団法人 沿岸技術研究センター） 

・「港湾の施設の点検診断ガイドライン」（平成26年7月 国土交通省 港湾局） 

 

なお，止水ジョイント部のゴムは，メーカー試験値により耐用年数は100

年を超え，供用期間中の交換は不要と考えられるが※４，規模の大きい地震

の直後等，大きな変形が発生した場合には，臨時点検を実施し，止水ジョ

イント交換の要否を判断する。 

※４ 「(4)参考資料（ゴムの耐久性について）」参照 
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(2) 点検の種類及び方法 

点検の種類は，下記に示す初回点検，定期点検及び臨時点検に分類され

る。また，定期点検は，簡易点検と詳細点検に区分される。 

点検方法の概要を下記に示す。その詳細並びに点検項目，判定基準等の

詳細については，施設の供用に先立って別途点検計画を策定し，これに準

じて実施する。 

ａ．初回点検 

維持管理計画等の策定に当たって，施設の初期状態を把握するために

実施する。点検項目は，詳細点検と同様とする。 

ｂ．定期点検 

変状の発生及び進行を効率的かつ早期に発見することを目的として実

施するもので，あらかじめ定めた点検計画に基づいて，計画的かつ継続

的に行う。 

(a) 簡易点検 

構造物の部材ごとに行うものであり，大きな変状や異常が発生して

いないことを潜水士による目視等で確認する。 

(b) 詳細点検 

簡易点検の項目である潜水士による構造部材の目視点検に加え，水

中カメラにより止水ジョイント等の狭隘部の確認を行うとともに，止

水ジョイント，取付部鋼材及び貯留堰端部鋼管矢板の変位計測，貯留

堰取付護岸との相対変位計測等を行うことで，護岸接続部に大きな変

状が発生していないか確認する。 

ｃ．臨時点検 

(a) 一般臨時点検 

地震や台風の直後に，変状の発生・進行の有無を確認し，必要な対
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策を取るために実施する。点検項目は簡易点検と同様とする。 

(b) 詳細臨時点検 

簡易点検及び一般臨時点検において特段の変状が発見された場合に，

必要に応じてその原因究明や施設の性能への影響把握を目的として実

施する。点検項目は詳細点検と同様とする。 

 

(3) 点検の頻度 

供用期間中の変状の発生及び進行を適切に把握するため，当該施設の重

要度を踏まえ，点検の時期を定め，定期点検を実施する。 

「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示」（平成１９年

国土交通省告示第３６４号）では，定期点検は5年以内ごとに行うこととさ

れており，少なくとも5年以内に1回は定期点検が実施する必要があるが，

重点点検設備の場合については，3年以内に1回は定期点検を実施する必要

があると定められている。 

貯留堰は津波防護施設であることを踏まえ，簡易点検を3年以内に1回程

度の頻度で実施できるよう策定する。 

定期点検のうち詳細点検の頻度は，9年から15年以内に1回程度として策

定し，供用中の点検結果を踏まえて，必要に応じて見直しを行う。 

設定した点検時期及び頻度の考え方について整理した表を第4-1表に示す。 

 

 分類 点検の時期・頻度 点検の方法 

維持管理 
開始時 

初回点検 竣工直後 詳細点検に準じる 

通常時 簡易点検 3 年に 1 回程度 潜水士による目視等 
詳細点検 9～15 年に 1 回程度 潜水士による目視，水中カメラ

による確認，及び変位計測等 

異常時 一般臨時点検 地震時，荒天時の直後 簡易点検に準じる 
詳細臨時点検 簡易点検や一般臨時点検により

特段の変状が確認された場合 
詳細点検に準じる 

第 4-1 表 点検時期及び頻度の考え方 
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(4) 参考資料（ゴムの耐久性について） 

ゴムの耐久性（＝寿命）を規定する上で求められるゴムの残存率※は50％

（メーカー推奨値）であり，20℃の暴露条件における熱老化試験によると残

存率50％の経過年数は126.7年となる。（第4-1図参照） 

※ ゴムの残存率：ゴム部材が経年劣化し破断伸びが低下した後の伸び率が，初期

伸び率に対し，どの程度残存していたか表す値（残存率(％)＝劣化 

後の伸び率／初期伸び率×100）。 

 

 

 

ゴムの劣化要因として以下の4項目が挙げられる。 

① 酸素 

② 熱 

③ 日光 

④ 機械的変化（伸び縮みの繰返し作用） 

46,259(日)／365(日/年)＝126.7 年 

第 4-1 図 熱老化試験結果による劣化推定グラフ 
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上記要因の中でも酸素と熱により大きな影響を受ける。今回の設置位置

は海中のため，酸素の供給もなく，残存率を推定した20℃より温度が低い。

そのため，推定した126.7年より耐用年数は増えることが期待される。（第

4-2図参照） 

また，海水の劣化に与える影響としては，海水暴露に対する促進試験の

結果より，熱老化試験結果に比べ，海水暴露のゴムの劣化に与える影響は

小さいことが確認されている。 

 

 

 

 

 

  

ゴム残存率 50％となる日数：10,000(日)以上 
⇔10,000(日)／365(日/年)＝273 年以上 ＞ 126.7 年（20℃の熱老化試験結果）

第 4-2 図 耐久化試験結果による残存率推定グラフ 

・耐久性試験結果（CR：海水） 注）残存率（伸び率）は，経過時間後

伸び率／当初伸び率で表わす。 
CR ゴムの当初伸び率は 450％ 
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5. 参考文献 

(1) 財団法人 港湾空間高度化環境研究センター： 

管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル（改訂版），2008 

 

 

 

(2) 石原等：地震時の液状化に伴う砂地盤の沈下量予測，第26回土質工学研

究発表会，1991 
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第 5-1 図 地盤の透水係数と遮水のために必要な層厚の関係 

（管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル（改訂版）抜粋 p.43） 
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添付資料３３ 

貫通部等止水箇所について 

（第９条 溢水による損傷の防止 補足説明資料－36 より（一部加筆）） 

 

 海水ポンプ室の防護について，海水ポンプ室廻りの防護対象範囲を設定し，

貫通部等の調査を実施した。海水ポンプ室廻りの防護対象範囲図を第 1 図に，

海水ポンプ室防護区画の貫通部等配置図を第 2 図に示す。また，海水ポンプ室

の貫通部等リストを第 1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 南側の非常用海水系配管エリアから北側の海水ポンプ室へ非

常用海水ポンプ用電路を設置するため，北側の海水ポンプ室及び

南側の海水ポンプ室の壁面に貫通部を追加して設置する。
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第 1 表 海水ポンプ室 貫通部等リスト（1／2） 

No. 場所 壁位置
貫通部等 

サイズ 
種別 備考 

1 取水口北側ピット 西面 1100A 
配管 750A 

電線管 G54 

止水板＋コー

キング 

2 取水口北側ピット 西面 1100A 配管 750A,25A 
止水板＋コー

キング 

3 取水口北側ピット 西面 1100A 配管 750A,25A 
止水板＋コー

キング 

4 取水口北側ピット 西面 
W420mm×

H580mm×

2 か所 

ケーブルピット 
ダム材＋ペネ

シール 

5 取水口北側ピット 南面 300A 配管 100A 
止水板＋コー

キング 

6 取水口北側ピット 南面 ― 配管 25A 
止水板＋コー

キング 

7 取水口北側ピット 南面 ― 配管 25A 
止水板＋コー

キング 

8 取水口北側ピット 東面 800A 配管 500A 
止水板＋コー

キング 

9 取水口北側ピット 東面 450A 
配管 250A 

電線管 G28 

止水板＋コー

キング 

10 取水口北側ピット 東面 500A 配管 100A 
止水板＋コー

キング 

11 取水口北側ピット 東面 300A 配管 80A 
止水板＋コー

キング 

12 取水口北側ピット 東面 

W420mm×

H580mm×

2 か所 

ケーブルピット 
ダム材＋ペエ

シール 

13 取水口南側ピット 南面 ― 電線管 
止水板＋コー

キング 

14 取水口南側ピット 南面 ― 電線管 
止水板＋コー

キング 

15 取水口南側ピット 南面 ― 電線管 
止水板＋コー

キング 

16 取水口南側ピット 東面 300A 配管 80A 
止水板＋コー

キング 

 

 



 

５条 添付３３-5 

 

 

 

第 1 表 海水ポンプ室 貫通部等リスト（2／2） 

No. 場所 壁位置
貫通部 

サイズ 
種別 備 考 

17 取水口南側ピット 東面 500A 配管 250A,10A 
止水板＋コーキ

ング 

18 取水口南側ピット 東面 800A 
配管 500A 

電線管 G28 

止水板＋コーキ

ング 

19 取水口南側ピット 東面 250A 配管 80A 
止水板＋コーキ

ング 

20 取水口南側ピット 東面 
H970mm×

W1000mm 

配管 15A+保温厚

25mm 

止水板＋コーキ

ング 

21 取水口南側ピット 北面 ― 配管 25A 
止水板＋コーキ

ング 

22 取水口南側ピット 北面 ― 配管 25A 
止水板＋コーキ

ング 

23 南側ストレーナ室 西面 φ1800mm

ダクト 

配管 20B 

配管 10B 

止水板＋コーキ

ング 

24 南側ストレーナ室 西面 φ2000mm 

ダクト 

配管 20B 

配管 10B×2 本 

止水板＋コーキ

ング 

25 南側ストレーナ室 西面 ― 開口部 
ケーブルピット

点検用開口部点

検防止蓋 
26 南側ストレーナ室 西面 ― 開口部 

27 南側ストレーナ室 西面 ― 開口部 

28 南側ストレーナ室 北面 ― 穴開口 止水済 

 
 
 

＊ 南側の非常用海水系配管エリアから北側の海水ポンプ室へ非常用海水ポンプ用電路を設

置するため，北側の海水ポンプ室及び南側の海水ポンプ室の壁面に貫通部を追加して設置す

る。 
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隣接する日立港区及び常陸那珂港区の 

防波堤の延長計画の有無について 

 

１．日立港区及び常陸那珂港区の防波堤の延長計画の有無 

日立港区及び常陸那珂港区の防波堤の整備計画については，茨城

県土木部港湾課，茨城県立地推進東京本部，茨城県港湾協会の企画・

編集した「2016 PORTS OF IBARAKI」（平成 28 年 3 月）中に計画平面

図として示されている。 

これによると，日立港区については沖防波堤を北側に 200m，常陸

那珂港区については東防波堤を南側に 470m 延長する計画があり，現

在整備事業が行われている。第 1 図に日立港区における防波堤の整

備計画，第 2 図に常陸那珂港区における防波堤の整備計画をそれぞ

れ示す。 

 

  

添付資料３４
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２．東海第二発電所の基準津波策定時点における日立港区及び常陸那

珂港区の防波堤の扱い 

(1) 基準津波策定におけるモデルと延長計画を含む整備計画との差異 

第 3 図に東海第二発電所の基準津波策定における防波堤モデル（平

成２６年３月時点）と防波堤の延長計画の差異について示す。 

 ① 日立港区 

  ａ．沖防波堤の北側延長部分（200m）がモデルに未反映 

  ｂ．沖防波堤の西側に位置する防波堤（70m）がモデルに未反映 

 ② 常陸那珂港区 

  ａ．東防波堤の南側延長部分（470m）がモデルに未反映 
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(2) 防波堤のモデル化範囲の差異に対する考察 

防波堤の延長が計画されている日立港区の沖防波堤及び常陸那珂

港区の防波堤の整備距離については，モデルに対して軽微な変更で

あることから，基準津波に対して大きな影響を及ぼすものではない

と考えらえる。 

   

３．整備計画に対する影響確認 

  基準津波策定時の防波堤のモデル化範囲と茨城港日立港区及び常

陸那珂港区の延長計画を含む整備計画を反映したモデルとの差異が

基準津波高さ及び入力津波高さに影響を及ぼすことがないことを確

認するため，整備計画を反映したモデルにより津波解析を行い，影

響評価を実施した。第 4 図に整備計画に基づく防波堤等のモデル化

範囲を示す。  
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４．既往モデル（基準津波策定時モデル）に対する整備計画反映モデル

による最大水位上昇量分布及び最大水位下降量分布の傾向確認 

日立港区及び常陸那珂港区における防波堤等の整備計画を反映し

たモデルにより遡上解析を実施し，既往モデル（基準津波策定時モデ

ル）に対する当該モデルでの最大水位上昇量分布及び最大水位下降

量分布の傾向を確認した。第 5 図に基準津波による発電所周辺の最

大水位上昇量分布の比較，第 6 図に基準津波による敷地エリアの最

大水位上昇量分布の比較，第 7 図に基準津波による敷地エリアの最

大水位下降量分布の比較をそれぞれ示す。第 5 図の整備計画反映モ

デルによる最大水位上昇量分布から敷地前面海域の北側において最

大水位上昇量分布が減少する傾向が確認され，第 6 図にて詳細を確

認したところ敷地前面海域の北側及び敷地側面北側において最大水

位上昇量分布が減少する傾向が確認された。これらは日立港区にお

ける沖防波堤の延長により津波の水位上昇量が抑えられたものであ

ると考えられる。その他の傾向として第 5 図の常陸那珂港区の海域

及び陸域において最大水位上昇量分布が減少する傾向が確認された

が，第 5 図の発電所敷地前面東側及び敷地側面南側において，最大

水位上昇量分布の大きな増減は確認されなかった。また，整備計画反

映モデルによる遡上解析においても遡上波による敷地への回り込み

がないことを確認した。第 7 図の基準津波による敷地エリアの最大

水位下降量分布については，既往モデル（基準津波策定時モデル）及

び整備計画を反映したモデル間において大きな増減は確認されなか

った。 
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５．整備計画反映モデルによる遡上解析結果に基づく基準津波高さへ

の影響評価 

整備計画反映モデルによる遡上解析結果に基づき，整備計画の反

映による評価点の最高水位に対する影響を評価した。第 8 図に既往

モデル（基準津波策定時モデル）による各評価点の最高水位と整備

計画反映モデルによる各評価点における最高水位との比較を示す。

既往のモデル（基準津波策定時モデル）に比べ，整備計画を反映し

たモデルによる遡上解析結果において，防潮堤前面（敷地前面東

側）では 0.3m，防潮堤前面（敷地側面南側）では 0.2m 最高水位が

増加することが確認されたが，これらは既往モデルによる遡上解析

結果に対して極めて微小な増加であり，ほぼ同等の水位であること

から基準津波に影響を及ぼすものではないと考えられる。なお，防

潮堤前面（敷地側面北側）では 1.1m 最高水位が低下することが確

認された。第 1 表に既往モデル（基準津波策定時モデル）及び整備

計画反映モデルにおける最高水位一覧を示す。 
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評価点 

既往モデル

（基準津波策

定時モデル） 

（防波堤あ

り，地盤変状

なし） 

整備計画 

反映モデル 

（防波堤あ  
り，地盤変状  

なし）  

最 高 水 位

の差 

（ 既 往 モ

デル基準）

最 高 水 位

（T.P. m）  

防潮堤前面 

（敷地側面北側）
＋11.7 ＋ 10.6 － 1.1 

防潮堤前面 

（敷地前面東側）
＋17.1 ＋ 17.4 ＋ 0.3 

防潮堤前面 

（敷地側面南側）
＋15.4 ＋ 15.6 ＋ 0.2 

第 1 表 既往モデル（基準津波策定時モデル）及び 

整備計画反映モデルにおける最高水位一覧 
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６．整備計画反映モデルによる遡上解析結果に基づく入力津波高さへ

の影響評価 

施設の設計又は評価に用いる入力津波は，第 9 図及び第 10 図に

示すとおり防波堤の有無による影響，地盤変状による影響等水位変

動に影響を与えうる因子についてパラメータスタディを実施し，防

潮堤前面において最も水位が高くなる遡上解析結果をもとに設定し

ている。パラメータスタディの結果，敷地側面北側では T.P.＋

15.2m，敷地前面東側では T.P.＋17.7m，敷地側面南側では T.P.＋

16.6m がそれぞれ最も水位が高くなったことからこれらの水位をも

とに防潮堤前面の入力津波を設定した。第 2 表に基準津波による防

潮堤前面における水位と整備計画反映モデルによる防潮堤前面にお

ける水位一覧を示す。 

一方，整備計画反映モデルによる遡上解析結果における防潮堤前

面での最高水位は第 2 表に示したとおり敷地側面北側では T.P.＋

10.6m，敷地前面東側では T.P.＋17.4m，敷地側面南側では T.P.＋

15.6m であった。これまでの入力津波の設定において，防波堤の有

無による影響評価結果として，防波堤がない場合において水位が高

くなる傾向にあることを確認しているが，整備計画に対する影響を

確認するため防波堤等の整備計画を反映したモデルにより遡上解析

を実施し，整備計画を反映したモデルによる遡上解析結果は防潮堤

前面のいずれの評価点においても現状の入力津波に包絡されること

から入力津波に影響を及ぼすものではないことを確認した。 
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基準津波による防潮堤前面における 

最高水位（T.P.＋） ※ １ ※ ２  
整備計画反

映モデルに

よる防潮堤

前面におけ

る最高水位 

（T.P.＋） 

防波堤あり 防波堤なし 

評価位置 
地盤変状

なし 

地盤変状

あり 

地盤変状

なし 

地盤変状 

あり 

防潮堤前面 

（敷地側面北側）
15.2m 14.8m 15.2m 15.1m 10.6m 

防潮堤前面 

（敷地前面東側）
17.1m 16.9m 17.7m 16.7m 17.4m 

防潮堤前面 

（敷地側面南側）
15.4m 16.2m 15.4m 16.6m 15.6m 

  内は各評価位置での最高水位 

※１ 防波堤の有無による水位への影響，地盤変状による水位への影響を考慮し

て最大となる水位を選択した。 

※２ 防潮堤ルート変更後においても防潮堤ルート変更前の解析データを上回ら

なかったが，保守的に防潮堤ルート変更前の解析データを使用した。 

 

第 2 表 基準津波による防潮堤前面における水位と整備計画反映モ

デルによる防潮堤前面における水位一覧 



５条 添付３５-1 

 

防波堤の有無による敷地南側の津波高さについて 

 

１．はじめに 

防波堤の有無による敷地南側における津波高さの差異について考

察した。 

 

２．敷地南側における津波高さの差異に関する考察 

（1） 津波評価における遡上解析では，防波堤をモデル化した条件に

より，津波防護施設である防潮堤前面における最大水位上昇量を

評価している。一方，耐津波設計においては，人工構造物による

遡上解析への影響を確認することが要求されている。 

このため，津波評価での防波堤ありモデルと耐津波設計で考慮

する防波堤なしモデルによる最大水位上昇量の比較を行った。図 1

に防波堤ありモデル及び防波堤なしモデルによる敷地周辺の最大

水位上昇量分布図（コンター図）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 防波堤あり／なしモデルによる最大水位上昇量分布図 

0 1 2 3 4 5 7 9 12 16 20 (m)0 1 2 3 4 5 7 9 12 16 20 (m) 0 1 2 3 4 5 7 9 12 16 20 (m)0 1 2 3 4 5 7 9 12 16 20 (m)

1 5 . 9 6 m  

T . P .＋ 17 . 1 m

1 6 . 5 9 m  

T . P .＋ 17 . 7 m  
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 全体的に水位が高くなっている 

 特に水位が高くなっている範囲が拡大している 
 敷地南側防潮堤端部の水位が高くなっている 

【防波堤ありモデル】 【防波堤なしモデル】

添付資料３５
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（2） 発電所敷地周辺の最大水位上昇量を俯瞰的に観察すると，防波

堤なしモデルの方が，全体的に最大水位が高い傾向（ ）にあり，

特に水位が高くなる地点が取水口南側の防潮堤隅角部のほか取水

口北側及び南側に拡大していることが確認（ ）できる。 

   これは，防波堤を遡上解析モデルから除外したことに伴い，防

波堤による津波の軽減効果が低減したこと及び敷地に向かう津波

の流況（流向・流速）に変化が生じたことにより，海域及び陸域

の最大水位上昇量が全体的に上昇するとともに，局所的に水位が

高くなる地点が拡大したものと考えられる。 

（3） 敷地南側の防潮堤付近の最大水位上昇量に着目すると，敷地側

面南側の防潮堤端部から少し離れた地点の水位が高く（ ）なっ

ている。 

   これは，上記（2）で示した要因によるもののほか，津波の襲来

方向に正対する敷地前面東側の防潮堤に到達した津波が，敷地側

面南側の防潮堤の線形形状に沿って敷地南側の陸域に遡上し，防

潮堤端部が寄り付く緩やかな傾斜を持つ地山において滞留した結

果と考えられる。図 2 に敷地側面南側の防潮堤端部の状況，表１

に防波堤なしモデルによる水位・流速ベクトル図を示す。

図 2 敷地側面南側の防潮堤端部の状況 

防 潮 堤 端 部  
寄 り 付 き 部  

敷 地 側 面 南 側 防 潮 堤 （ T. P .＋ 1 8 m）  

防 潮 堤 端 部  
寄 り 付 き 部  

du  

D 1 g - 1  

K m  

A g 2  

D 2 c - 3  
D 2 g - 3  

敷 地 側 面  

南 側 防 潮 堤  
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表 1 防波堤なしモデルによる水位・流速ベクトル図 

地震発生後 

経過時間 
水位・流速ベクトル図 

地震発生後

経過時間 
水位・流速ベクトル図 

33.5 分  

敷 地 前 面 海

域 に 押 し 波

が 襲 来 し 始

める  

 

 

 

 

 

 38.0 分  

津 波 が 敷 地

側 面 南 側 の

防 潮 堤 線 形

形 状 に 沿 っ

て 敷 地 内 を

遡上する 

 

 

 

34.0 分  

津 波 が 敷 地

に到達する 

 

 

 

 

 

 

 

 38.5 分  

津 波 が 敷 地

側 面 南 側 の

防 潮 堤 が 寄

り 付 く 地 山

に到達する 

 

 

 

 

36.5 分  

敷 地 前 面 海

域 の 水 位 が

徐 々 に 上 昇

し始める 

 

 

 

 

 

 39.0 分  

遡 上 し た 津

波 が 引 き 波

に 転 じ て 流

下し始める

 

 

 

 

 

 

37.5 分  

津 波 が 敷 地

南 側 に 遡 上

し始める 

 

 

 

 

 

 

 40.0 分  

引 き 波 に よ

り 敷 地 前 面

海 域 の 水 位

が低下する
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防潮堤設置に伴う隣接する周辺の原子炉施設への影響について 

 

１．はじめに 

東海第二発電所の敷地の南側には，国立研究法人日本原子力研究

開発機構原子力科学研究所（以下「原科研」という。）の施設が隣接

する。このため，東海第二発電所の耐津波設計方針を策定するに当

たり，東海第二発電所と原科研施設間における相互影響について評

価した。具体的には，原科研施設が東海第二発電所の津波の遡上解

析に及ぼす影響，東海第二発電所に設置を計画している防潮堤が原

科研施設に与える影響について評価した。 

 

２．東海第二発電所と原科研間の相互影響の評価 

（1） 東海第二発電所と原科研間の相互影響の評価に先立ち，原科研

施設の立地的特徴及び津波評価の概要について以下に整理した

（参考資料）。 

 ａ．原科研の立地的特徴 

  ①原科研の敷地は，台地及び沖積低地からなり，東側は太平洋に

面している。 

  ②JRR-3 原子炉施設の耐震Ｓクラス施設は，JRR-3 原子炉建家に内

包されており，JRR-3 原子炉建家は T.P.＋19m の高台に設置され

ている。 

  ③JRR-3 原子炉建家には海から取水するための取水設備はない。 

 ｂ．原科研の津波評価の概要 

  ①試験研究炉規則解釈第 5 条を踏まえて施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波を想定し，津波の遡上を評価している。 

添付資料３６
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  ②評価する津波の選定に当たっては，東海第二発電所と同様に，

地震に起因する津波，地震以外に起因する津波及びこれらの組

合せによる津波を対象に，津波の発生要因毎に波源の選定を行

い，波源モデルを設定した上で数値計算により津波水位を評価

している。 

  ③上記の結果，原科研において評価する津波の波源は，東海第二

発電所と同様に，茨城県沖から房総沖に想定するプレート間地

震の津波波源に設定している。 

  ④選定した上記波源による津波の敷地への遡上解析に当たっては，

計算条件として東海第二発電所に設置を計画している防潮堤を

モデル化している。 

  ⑤津波の遡上解析の結果，津波の遡上高さは T.P.＋11.4m となっ

ており，JRR-3 原子炉建家の設置されている敷地である T.P.＋

19m まで津波が到達する可能性はないと評価している。 

 

（2）上記（1）を踏まえ，東海第二発電所と原科研施設間における相

互影響について整理した。 

 ａ．原科研施設が東海第二発電所の津波の遡上解析に及ぼす影響 

   上記(1)に示したとおり，原科研における津波評価の結果では，

敷地への津波の遡上高さは T.P.＋11.4m であり，JRR-3 原子炉建家

の敷地である T.P.＋19m まで遡上しないことから，新たに防潮堤

等の津波防護施設を設置する計画はない。 

このため，原科研施設が東海第二発電所の津波の遡上解析に影

響を及ぼすことはない。 
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ｂ．東海第二発電所に設置を計画している防潮堤が原科研施設に与

える影響 

  上記（1）に示したとおり，原科研における津波の遡上解析にお

いては，東海第二発電所に設置を計画している防潮堤を解析モデ

ルに反映している。 

このため，東海第二発電所に防潮堤を設置しても，原科研にお

ける現状の津波評価に影響を及ぼすことはない。 

 

３．まとめ 

  東海第二発電所と原科研施設間における相互影響として，原科研

施設が東海第二発電所の津波の遡上解析に及ぼす影響，東海第二発

電所に設置を計画している防潮堤が原科研施設に与える影響につい

て評価した。 

  評価の結果，原科研における津波評価では，津波は T.P.＋11.4m

の敷地まで遡上するものの，JRR-3 原子炉建家が設置されている T.P.

＋19m までは到達しないことから，防潮堤等の津波防護施設を設置す

る計画はなく，東海第二発電所の津波の遡上解析に影響を及ぼすこ

とはないことを確認した。 

  また，東海第二発電所に設置を計画している防潮堤については，

原科研における津波の遡上解析モデルに反映されていることから，

防潮堤が原科研の現状の津波評価に影響を及ぼすことはないことを

確認した。 
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５条 添付３７-1 

添付資料３７ 

 

設計基準対象施設の安全重要度分類クラス３の設備の津波防護について 

 

 設計基準対象施設において，津波に対し防護する設備は，津波防護施設，浸水防

止設備及び津波監視設備を含む耐震Ｓクラスに属する設備並びに安全重要度分類

のクラス１及び２に属する設備としている。 

 設計基準対象施設の安全重要度分類クラス３の設備（以下「クラス３設備」とい

う。）については，損傷した場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保す

る等の対応を行う設計としており，津波防護の対象外としている。 

 クラス３設備のうち津波の影響を受ける設備を抽出し，代替設備により必要な機

能を確保する等の対応を以下に示す。 

 

1. 津波の影響を受けるクラス３設備の抽出について 

 津波の影響を受けるクラス３設備として，基準津波の遡上域に設置されている

クラス３の設備を抽出する。 

 検討の結果，クラス３設備のうち，敷地北側の防潮堤の外側に設置されている

モニタリング・ポストが津波の影響を受ける設備として抽出された。主なクラス

３設備の津波の影響の有無について第 1 表，設置箇所を第 1 図に示す。また，基

準津波の遡上範囲を第 2 図に示す。 

 

2. 津波の影響を受けるクラス３の設備の代替設備により必要な機能を確保する

等の対応について 

 津波の影響を受けるクラス３の設備として抽出されたモニタリング・ポストに

ついて，代替設備により必要な機能を確保する等の対応を以下に示す。 

 モニタリング・ポストは，発電所周辺の放射線量の監視を行う機能があり，緊
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急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能を有しているため，安全重要度分

類クラス３（MS-3）に該当する。 

 モニタリング・ポストが津波により損傷し機能を失う事象が発生した場合につ

いては，津波の影響を受けない場所に配置している放射能観測車により，モニタ

リング・ポスト近傍又は現場の状況により原子炉建屋からの方位が変わらない場

所で観測することで，当該機能を代替できる設計としている。 

 クラス３設備が津波により損傷した場合の対応を第 1 表に示す。 

 

3. クラス３設備の津波防護について 

 以上より，クラス３設備については，津波の影響を受けた場合においても，代

替設備により対応が可能であり，津波防護の対象外としても問題ない。 
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

２
．
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

 
(3
) 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

 
制
御
棒
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(4
) 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
熱
交
換
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
フ
ィ
ル
タ
脱
塩
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
主
配
管
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
（
MS
-
1を

除
く
。
）
 

３
．
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

 
(2
) 
原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

 
第
１
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
第
２
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
第
３
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
第
４
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 



  

５条 添付３７-4 

第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
第
５
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
第
６
給
水
加
熱
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
復
水
脱
塩
系
脱
塩
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
樹
脂
ス
ト
レ
ー
ナ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
 
主
配
管
 

原
子
炉
建
屋
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

復
水
給
水
系
（
MS
-1
を
除
く
。
）
 

抽
気
系
 

給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
系
 

給
水
加
熱
器
ベ
ン
ト
系
 

復
水
脱
塩
系
 

 
(3
) 
残
留
熱
除
去
設
備
 

 
残
留
熱
除
去
設
備
 
主
配
管
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

3
-1
 

残
留
熱
除
去
系
（
海
水
系
配
管
，
MS
-1
を
除
く
。
） 

  
 

 
 

 
 

 
 



  

５条 添付３７-5 

第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
(6
) 
原
子
炉
補
機
冷
却
設
備
 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
系
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
補
機
冷
却
設
備
 
主
配
管
 

原
子
炉
建
屋
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
MS
-1
を
除
く
。
）
 

 
(7
) 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
設
備
 

 
プ
リ
コ
ー
ト
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
プ
リ
コ
ー
ト
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

４
．
計
測
制
御
系
統
施
設
 

 
(2
) 
制
御
材
駆
動
装
置
 

 
駆
動
水
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
駆
動
水
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ス
ク
ラ
ム
排
出
水
容
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(3
) 
ほ
う
酸
水
注
入
設
備
 

 
テ
ス
ト
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
(4
) 
計
測
装
置
 

 
事
故
時
サ
ン
プ
リ
ン
グ
系
設
備
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

M
S-
1を

除
く
。
 

 
タ
ー
ビ
ン
監
視
計
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
制
御
系
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
計
測
制
御
装
置
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
計
測
制
御
装
置
 

原
子
炉
建
屋
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

原
子
炉
冷
却

材
浄
化
系
，
給
水
系

，
機
器

ド
レ

ン
処
理
系
，

床
ド
レ
ン
処
理
系
，

濃
縮
廃

液
減

容
固
化
系
，

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却

設
備
，

雑
固

体
減
容
処

理
設
備

等
（
い

ず
れ
も

MS
-
1,
2
を

除

く
。
）
 

 
(4
) 
制
御
用
空
気
設
備
 

 
空
気
圧
縮
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
空
気
貯
槽
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
空
気
除
湿
塔
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
除
湿
装
置
プ
レ
フ
ィ
ル
タ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
除
湿
装
置
ア
フ
タ
フ
ィ
ル
タ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
気
水
分
離
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
後
部
冷
却
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
制
御
用
空
気
設
備
 
主
配
管
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

制
御
用
空
気
系
（
MS
-1
を
除
く
。
）
 

５
．
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

 
(1
) 
気
体
，
液
体
又
は
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
 

 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ａ
棟
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

5
-1
 

 

 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
Ｂ
棟
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

5
-2
 

 

 
サ
イ
ト
バ
ン
カ
プ
ー
ル
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
体
貯
蔵
室
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
固
体
廃
棄
物
移
送
容
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
固
体
廃
棄
物
作
業
建
屋
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

5
-3
 

 

 
(2
) 
気
体
，
液
体
又
は
固
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 

 
廃
液
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
脱
塩
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
集
沈
殿
装
置
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
棟
機
器
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
収
集
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
サ
ー
ジ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
集
装
置
供
給
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
縮
水
収
集
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
凝
縮
水
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
収
集
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
集
装
置
供
給
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
縮
水
収
集
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
凝
縮
水
サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
 

サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
室
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
棟
機
器
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
機
器
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
機
器
ド
レ
ン
サ
ン
プ
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
電
磁
ろ
過
器
供
給
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
超
ろ
過
器
供
給
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
機
器
ド
レ
ン
処
理
水
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
上
澄
水
受
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
電
磁
ろ
過
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
超
ろ
過
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
濃
縮
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
機
器
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
電
磁
ろ
過
器
供
給
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
超
ろ
過
器
供
給
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
機
器
ド
レ
ン
処
理
水
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
電
磁
ろ
過
器
循
環
供
給
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
上
澄
水
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ク
ラ
ッ
ド
ス
ラ
リ
濃
縮
器
循
環
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
収
集
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
 

サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
室
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
棟
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
収
集
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
棟
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
床
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
中
和
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
棟
高
電
導
度
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
中
和
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
濃
縮
器
供
給
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
濃
縮
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
濃
縮
器
加
熱
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
高
電
導
度
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
濃
縮
器
循
環
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
高
電
導
度
ド
レ
ン
サ
ン
プ
タ
ン

ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
高
電
導
度
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン

プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
ド
レ
ン
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
ド
レ
ン
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
ド
レ
ン
サ
ン
プ
ポ
ン
プ
 

サ
ー
ビ
ス
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
受
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
ろ
過
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
洗
濯
廃
液
供
給
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
プ
ー
ル
水
浄
化
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
プ
ー
ル
水
脱
塩
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
プ
ー
ル
水
浄
化
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
中
和
ス
ラ
ッ
ジ
受
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
使
用
済
粉
末
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ミ
キ
サ
ー
洗
浄
タ
ン
ク
（
Ａ
）
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ミ
キ
サ
ー
洗
浄
タ
ン
ク
（
Ｂ
）
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
ミ
キ
サ
ー
洗
浄
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
タ
ン
ク
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
遠
心
分
離
機
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
液
ス
ラ
ッ
ジ
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
床
ド
レ
ン
ス
ラ
ッ
ジ
受
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
使
用
済
樹
脂
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
使
用
済
粉
末
樹
脂
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
機
 

ベ
イ
ラ
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
濃
縮
廃
液
受
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
供
給
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
溶
解
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
減
容
固
化
系
移
送
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
供
給
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
溶
解
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
粒
子
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
高
性
能
粒
子
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
減
容
固
化
系
造
粒
機
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
ブ
ロ
ア
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
焼
却
炉
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
１
次
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
２
次
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
雑
固
体
投
入
機
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
雑
固
体
投
入
機
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
洗
浄
廃
液
サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
洗
浄
廃
液
排
水
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
排
ガ
ス
洗
浄
水
受
入
タ
ン
ク
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
排
ガ
ス
洗
浄
塔
循
環
ポ
ン
プ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
排
ガ
ス
洗
浄
水
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
排
ガ
ス
洗
浄
水
吸
着
塔
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
高
周
波
溶
融
炉
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
２
次
燃
焼
器
燃
焼
室
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
２
次
燃
焼
器
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
溶
融
炉
ガ
ス
ブ
ロ
ワ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
再
結
合
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
気
水
分
離
器
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
前
置
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
前
置
除
湿
塔
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
排
ガ
ス
後
置
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
空
気
抽
出
器
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
ブ
ロ
ワ
―
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
気
体
，
液
体
又
は
固
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 
主
配

管
 

原
子
炉
建
屋
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

機
器
ド
レ
ン
処
理
系
 

床
ド
レ
ン
処
理
系
 

再
生
廃
液
処
理
系
 

洗
濯
廃
液
処
理
系
 

サ
イ
ト
バ
ン
カ
プ
ー
ル
水
浄
化
系
 

固
体
廃
棄
物
処
理
系
 

使
用
済
樹
脂
移
送
系
 

濃
縮
廃
液
減
容
固
化
系
 

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
 

排
ガ
ス
洗
浄
廃
液
処
理
系
 

雑
固
体
減
容
処
理
設
備
 

（
い
ず
れ
も
MS
-
1を

除
く
。
）
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

６
．
放
射
線
管
理
施
設
 

 
(1
) 
放
射
線
管
理
用
計
測
装
置
 

 
主
排
気
筒
放
射
線
モ
ニ
タ
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

6
-1
 

 

 
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
筒
放
射
線
モ
ニ
タ
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

6
-2
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

又
は
，
基
準
津
波
に
よ
る
遡
上
波

が
到

達
し

な
い

十
分

高
い

位
置

に
設
置
 

－
 

6
-3
 

 

屋
外
 

有
 

基
準

津
波

が
遡

上
す

る
位

置
に

設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
津
波
の

影
響
あ
り
 

津
波

の
影

響
に

よ
り

使
用

で
き

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
，
放
射
能

観
測
車
で
機
能
を
代
替
 

6
-4
 

 

 
放
射
能
観
測
車
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

6
-5
 

 

 
(2
) 
換
気
設
備
 

 
原
子
炉
棟
換
気
系
送
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
棟
換
気
系
排
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
原
子
炉
換
気
系
フ
ィ
ル
タ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
換
気
系
送
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
換
気
系
排
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
換
気
系
フ
ィ
ル
タ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
廃
棄
物
処
理
棟
換
気
系
送
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
棟
換
気
系
排
風
機
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
棟
換
気
系
フ
ィ
ル
タ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気
設
備
送
風
機
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気
設
備
排
風
機
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気
設
備
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(3
) 
生
体
遮
蔽
装
置
 

 
補
助
遮
蔽
 

原
子
炉
建
屋
，
廃
棄

物
処
理
建
屋
，
使
用

済
燃
料
乾
式
貯
蔵
建

屋
等
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

又
は
，
津
波
防
護
施
設
及
び
浸
水

防
止
設
備
に
よ
り
，
基
準
津
波
が

遡
上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

     

 
 

 
 

 
 

 

７
．
原
子
炉
格
納
施
設
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
(3
) 
圧
力
低
減
設
備
そ
の
他
の
安
全
設
備
 

 
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
液
体
窒
素
貯
蔵
タ
ン
ク
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

7
-1
 

 

８
．
そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設
 

 
(1
) 
非
常
用
電
源
設
備
 

 
空
気
圧
縮
機
 

原
子
炉
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
装
置
 

内
燃
機

関
に

附
属
す
る
空
気
圧
縮
設
備
 

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

設
備
 

内
燃
機
関
に
附
属
す
る
空
気
圧
縮
設
備
 

 
非
常
用
電
源
設
備
 
主
配
管
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-1
 

非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

用
海
水
系
（

MS
-
1

を
除
く
。
）
 

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
用

海
水
系
（
MS
-1
を
除
く
。
）
 

 
(2
) 
常
用
電
源
設
備
 

 
発
電
機
本
体
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
励
磁
装
置
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
主
要
変
圧
器
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-2
 

 

 
起
動
変
圧
器
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-3
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
所
内
変
圧
器
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-4
 

 

 
予
備
変
圧
器
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-5
 

 

 
線
路
用
２
７
５
ｋ
Ｖ
し
ゃ
断
器
 

屋
内
開
閉
所
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
発
電
機
並
列
用
２
７
５
ｋ
Ｖ
し
ゃ
断
器
 

屋
内
開
閉
所
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
起
動
変
圧
器
受
電
用
２
７
５
ｋ
Ｖ
し
ゃ
断
器
 

屋
内
開
閉
所
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
予
備
変
圧
器
受
電
用
２
７
５
ｋ
Ｖ
し
ゃ
断
器
 

屋
内
開
閉
所
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(3
) 
補
助
ボ
イ
ラ
ー
 

 
ボ
イ
ラ
本
体
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
給
水
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
給
水
タ
ン
ク
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
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第
1
表

 
主

な
ク

ラ
ス

３
設

備
（

設
計

基
準

対
象

施
設

）
の

津
波

の
影

響
と

津
波

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
の

対
応

 

機
器
名
称
 

設
置
場
所
 

津
波
の
影
響
 

津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
の

対
応
 

図
示
 

番
号
 

備
考
 

有
無
 

理
由
 

 
蒸
気
だ
め
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
重
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

屋
外
 

無
 

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
よ

り
，

基
準

津
波

が
遡

上
・
流
入
し
な
い
箇
所
に
設
置
 

－
 

8
-6
 

 

 
重
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(4
) 
火
災
防
護
設
備
 

 
電
動
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
消
火
ポ
ン
プ
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

無
 

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建
屋
又
は
区
画
内
に
設
置
 

－
 

－
 

 

 
(5
) 
緊
急
時
対
策
所
 

 
緊
急
時
対
策
所
 

屋
外
 

無
 

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
到

達
し

な
い

十
分

高
い

位
置

に
設

置
 

－
 

－
 

 



５条 添付３７-25 

第
1
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添付資料３８ 

 

敷地側面北側防潮堤設置ルート変更に伴う入力津波の設定について 

 

1. はじめに 

敷地北側の防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）については，設置ル

ートの変更を行うこととした（第486回審査会合（平成29年7月13日）にてご

説明）。防潮堤の設置ルート変更に伴い，数値シミュレーションの結果（以下

「評価結果」という。）に影響を及ぼす可能性があることから，防潮堤の設置

ルート変更を反映したモデルによる数値シミュレーションを実施し，評価結

果への影響を確認した。影響確認の結果，防潮堤前面の敷地前面東側及び敷

地側面南側における最高水位に変化はなく，敷地側面北側における最高水位

は低下することを確認したため，第503回審査会合（平成29年9月1日）におい

て確認結果を提示し，これまでの基準津波を変更する必要がないことが確認

された。このため，耐津波設計の評価において想定する基準津波及び施設・

設備の設計・評価に用いる入力津波についても，設置変更許可においてはこ

れまでの評価結果を適用することとしている。 

詳細設計においては，防潮堤の設置ルート変更前のモデル（以下「既往モ

デル」という。）による評価結果を適用できると考えられる評価位置を除き，

施設・設備の設計・評価に用いる入力津波について防潮堤の設置ルート変更

を反映したモデルによる評価結果を反映する。 
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2. 防潮堤の設置ルート変更に伴う評価結果への影響確認 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる遡上解析を実施し，評価

結果への影響を確認したところ，防潮堤前面の敷地前面東側及び敷地側面南

側における最高水位に変化はなく，敷地側面北側における最高水位は低下す

ることを確認した。防潮堤設置ルート変更前後における防潮堤前面の最高水

位比較を第１表に示す。 

 

 

項目 既往モデル 
防潮堤設置ルート変更を 

反映したモデル 

遡上解析結果 

  

モデルの変更事項 － 
敷地北側防潮堤設置ルートの

変更 

防 潮 堤

前 面 最

高水位 

敷地側面北側 T.P.＋15.2m T.P.＋11.7m 

敷地前面東側 T.P.＋17.1m T.P.＋17.1m 

敷地側面南側 T.P.＋15.4m T.P.＋15.4m 

  

T．P．＋15.2m T．P．＋15.4m T．P．＋17.1m T．P．＋15.4m T．P．＋11.7m 

第 1 表 防潮堤設置ルート変更前後における防潮堤前面の最高水位比較 

T.P.＋17.1m 

T.P.＋15.2m 

T.P.＋15.4m 

T.P.＋17.1m 

T.P.＋11.7m 

T.P.＋15.4m 

低下  

T．P．＋17.1m 
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3. 詳細設計における入力津波の設定方針及び評価の見通し 

詳細設計においては，既往モデルによる評価結果を適用できると考えられ

る評価位置を除き，施設・設備の設計・評価に用いる入力津波について防潮

堤設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を反映する。防潮堤の設

置ルート変更を反映したモデルによる評価結果をもとに，防波堤の有無によ

る影響，地盤変状による影響等評価結果に影響を与えうる因子についてパラ

メータスタディを実施し，施設・設備の設計・評価において最も保守的とな

る条件による評価結果を反映することから，適切な評価が可能である。 

 

4. 防潮堤の設置ルート変更に伴い設置位置等に変更が生じる施設・設備 

防潮堤の設置ルート変更に伴い放水路ゲート設置位置に変更が生じる。ま

た，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の岩着支持杭との干渉回避のためＳＡ用

海水ピット取水塔からＳＡ用海水ピットへ接続する海水引込み管の埋設ルー

トに変更が生じる。第2表に放水路ゲート及び海水引込み管の設置位置等の

変更事項を示す。 

放水路ゲート及び海水引込み管については防潮堤設置ルート変更前の設置

位置等に対して変更が生じたことから，評価結果に影響を及ぼす可能性があ

る。 
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5.  耐津波設計の評価に必要な数値シミュレーション 

耐津波設計の評価を実施するに当たり，設計上考慮すべき因子として，

「1.4（1）入力津波の設計因子の設定について」にて示したとおり，水位，

水深，流向，流速等を抽出している。抽出された因子毎に，耐津波設計の評

価条件を設定するため，数値シミュレーションを実施している。耐津波設計

の評価に必要な数値シミュレーションの体系を第3表に示す。 
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6. 耐津波設計の評価に係る解析項目のスクリーニング 

6.1 敷地への浸水を防止するための施設・設備の設計・評価に用いる解析項目 

防潮堤の設置ルート変更に伴う防潮堤前面での遡上解析の評価結果及び

防潮堤の設置ルート変更に伴い設置位置等に変更が生じる施設・設備の評

価位置での管路解析の評価結果への影響を考慮し，第3表に示した解析項目

について，既往モデルによる評価結果を適用することが可能な解析項目と，

防潮堤設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を用いて評価する

必要がある解析項目とに整理した。 

「2. 防潮堤の設置ルート変更に伴う評価結果への影響確認」にて示し

たとおり，防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果によ

り，これまでの基準津波を変更する必要がないことが確認されたことから，

防潮堤前面（敷地側面北側，敷地前面東側及び敷地側面南側）での遡上解析

の評価結果及び取水ピットでの管路解析の評価結果については防潮堤の設

置ルート変更による大きな影響はないと考えられる。影響確認結果を以下

に示す。 

既往モデルによる津波評価における取水口前面での遡上解析の評価結果

は第1図に示すとおりである。既往モデルによる津波評価における遡上解析

の評価結果から，取水口前面の上昇側最高水位はT.P.＋14.2mであった。 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を第2図に示

す。第2図に示すとおり，遡上解析の評価結果から，取水口前面の上昇側最

高水位はT.P.＋14.1mであった。既往モデルによる評価結果と比べ有意な差

はなく，ほぼ同等の評価結果であった。 
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第 1 図 既往モデルによる取水口前面の遡上解析の評価結果（津波評価） 

第 2 図 防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる取水口前面の

遡上解析の評価結果（津波評価） 

T.P.＋14.2m 

T.P.＋14.1m 

【水位上昇側】 

【水位上昇側】 
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さらに，取水ピットにおける管路解析の評価結果への影響確認を実施し

た。 

既往モデルによる津波評価における取水ピットでの管路解析の評価結果

は第3図に示すとおりである。既往モデルによる津波評価における管路解析

の評価結果から，取水ピットの上昇側最高水位はT.P.＋15.9mであった。 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を第4図に示

す。第4図に示すとおり，管路解析の評価結果から，取水ピットの上昇側最

高水位はT.P.＋15.7mであった。既往モデルによる評価結果と比べ有意な差

はなく，ほぼ同等の評価結果であった。 

  

第 3 図 既往モデルによる取水ピットの管路解析の評価結果（津波評価） 

第 4 図 防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる取水ピットの

管路解析の評価結果（津波評価） 

T.P.＋15.9m 

【水位上昇側】 

【水位上昇側】 

T.P.＋15.7m 
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以上より，防潮堤前面における遡上解析の評価結果及び取水ピットにお

ける管路解析の評価結果については既往の評価結果を適用することが可能

と考えられる。しかしながら，防潮堤前面（敷地側面北側，敷地前面東側及

び敷地側面南側）における遡上解析の評価結果については，実際の設備形状

による評価結果をもとに防潮堤の設計・評価を実施する必要があると考え

られることから，防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる遡上解

析の評価結果を適用する。 

防潮堤の設置ルート変更に伴い放水路ゲート設置位置に変更が生じ，鋼

管杭鉄筋コンクリート防潮壁の岩着支持杭との干渉回避のためＳＡ用海水

ピット取水塔からＳＡ用海水ピットへ接続する海水引込み管の埋設ルート

に変更が生じることから，入力津波の設定において放水路ゲート設置箇所，

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの評価位置においては防潮

堤の設置ルート変更を反映したモデルにて管路解析を実施し評価をする必

要があると考えられる。 

防潮堤前面及び敷地前面海域における流向・流速を確認するための遡上

解析については，防潮堤の設置ルート変更による海域の流況への影響が考

えられることから，防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価

結果を用いて評価する必要があると考えられる。 

敷地への浸水を防止するための施設・設備の設計・評価に用いる解析項目

における既往モデルによる評価結果を適用可能な解析項目及び防潮堤設置

ルート変更反映モデルによる評価結果を用いて評価する必要がある解析項

目の整理結果を第4表に示す。 
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既往モデルによる評価結果を適用可能な 

解析項目 

防潮堤設置ルート変更反映モデルによる 

評価結果を用いて評価する必要がある 

解析項目 

○管路解析＜水位＞ 

 ・取水ピット 

 

○遡上解析＜水位＞※ 

・防潮堤前面（敷地側面北側） 

・防潮堤前面（敷地前面東側） 

・防潮堤前面（敷地側面南側） 

 

○管路解析＜水位＞ 

・放水路ゲート設置箇所 

・ＳＡ用海水ピット 

・緊急用海水ポンプピット 

 

○遡上解析＜流向・流速＞ 

・防潮堤前面 

・敷地前面海域 

＜＞内は入力津波の因子を示す。 

※既往の評価結果を適用することが可能と考えられるが，実際の設備形状による解析結果に基づき評

価を実施する必要があるため，防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルにて解析を実施し評価す

る。 

 

6.2 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響評価に用いる

解析項目 

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響評価項目は，

「非常用海水冷却系の取水性評価」及び「津波の二次的な影響による非常

用海水冷却系の機能保持確認」である。「非常用海水冷却系の取水性評

価」を実施するに当たり必要な解析項目は，貯留堰前面の遡上解析，取水

口前面の砂移動評価，取水ピットの砂堆積評価であり，「津波の二次的な

影響による非常用海水冷却系の機能保持確認」を実施するに当たり必要な

解析項目は，敷地前面海域及び広域の遡上解析，漂流物軌跡解析である。

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響評価に必要な解

第 4 表 既往モデルによる評価結果を適用可能な解析項目及び防潮堤設置

ルート変更反映モデルによる評価結果を用いて評価する必要があ

る解析項目（浸水防止） 
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析項目を第3表に示す。これらのうち，「2. 防潮堤の設置ルート変更に

伴う評価結果への影響確認」にて示したとおり，防潮堤の設置ルート変更

を反映したモデルによる評価結果により，これまでの基準津波を変更する

必要がないことが確認されたことから，貯留堰前面の遡上解析，取水口前

面における砂移動評価，取水ピット内における砂堆積評価の評価結果につ

いても防潮堤の設置ルート変更による大きな影響はないと考えられる。影

響確認結果を以下に示す。 

水位下降側の引き波時における貯留堰前面の水位が，貯留堰天端高さで

あるT.P.－4.9mを下回る継続時間について確認し，非常用海水ポンプの運

転可能継続時間に対する影響確認を実施した。 

既往モデルによる津波評価における貯留堰前面の遡上解析の評価結果は

第5図に示すとおりである。既往モデルによる津波評価における遡上解析の

評価結果から，貯留堰前面における水位が貯留堰天端高さを下回る継続時

間は1.5分であり，最低水位はT.P.－5.27mであった。 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を第6図に示

す。第6図に示すとおり，遡上解析の評価結果から，貯留堰前面における水

位が貯留堰天端高さを下回る継続時間は1.5分であり，最低水位はT.P.－

5.27mであった。既往モデルによる評価結果と比べ有意な差はなく，ほぼ同

等の評価結果であった。 

一方，貯留堰は，非常用海水ポンプ全7台が約30分運転継続するために必

要な容量である約2,370m3の有効容量を確保できる設計とすることから，非

常用海水ポンプの運転継続可能時間に対する影響はない。 
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既往モデルによる津波評価における砂移動評価の評価結果は第7図に示

すとおりである。既往モデルによる津波評価における砂移動評価の評価結

果から，取水口前面における砂の堆積高さが高くなる傾向にある砂移動モ

デルは，水位上昇側及び下降側ともに高橋他（1999）であった（浮遊砂上

限濃度1％及び防波堤ありの場合において，水位上昇側では堆積高さ

0.33m，水位下降側では堆積高さ0.19m）。このため，防潮堤の設置ルート

変更を反映したモデルによる砂移動評価において，高橋他（1999）の砂移

動モデルによる取水口前面の砂堆積高さを評価し，防潮堤設置ルート変更

による影響確認を実施した。 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を第8図に示

す。第8図に示すとおり，高橋他（1999）の砂移動モデルによる砂移動評

価の評価結果から，浮遊砂上限濃度1％及び防波堤ありの場合において，

取水口前面における砂の堆積高さは水位上昇側で0.31m，水位下降側で

第 5 図 既往モデルによる貯留堰前面の遡上解析の評価結果（津波評価） 

第 6 図 防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる貯留堰前面の

遡上解析の評価結果（津波評価） 
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0.20mであり，既往モデルによる評価結果と比べ有意な差はなく，ほぼ同

等の評価結果であった。 

 

 
浮遊砂 

上限濃度（％）
防波堤 

取水口前面における 
堆積高さ（m） 

水位 
上昇側 

藤井他 
（1998） 

1 あり 0.01 

5 あり 0.01 

高橋他
（1999） 

1 あり 0.33 

水位 
下降側 

藤井他 
（1998） 

1 あり 0.01 

5 あり 0.01 

高橋他 
（1999） 

1 あり 0.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 図 既往モデルによる砂移動評価の評価結果（津波評価） 

【砂移動評価の評価結果（水位上昇側，高橋他（1999），浮遊砂上限濃度 1％）】 
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形

変
化

 

0.33m 
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浮遊砂 

上限濃度（％）
防波堤 

取水口前面における 
堆積高さ（m） 

水位 
上昇側 

高橋他
（1999） 

1 あり 0.31 

水位 
下降側 

高橋他 
（1999） 

1 あり 0.20 

 

 

  

第 8 図 防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる砂移動評価の

評価結果（津波評価） 

【砂移動評価の評価結果（水位上昇側，高橋他（1999），浮遊砂上限濃度 1％）】 

0.31m 

地
形

変
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同様に，取水ピットにおける砂堆積評価の評価結果についても影響確認

を実施した。取水ピットの砂堆積評価についても高橋他（1999）の砂移動

モデルにて影響確認を実施した。既往モデルによる津波評価における取水

ピットの砂堆積評価の評価結果は第9図に示すとおりである。既往モデル

による津波評価における取水ピットの砂堆積評価の評価結果から，取水ピ

ットにおける砂の堆積高さは浮遊砂上限濃度1％，防波堤あり，スクリー

ンによる損失あり，貝付着あり及び非常用海水ポンプの運転がある場合に

おいて，水位上昇側及び下降側ともに堆積高さ0.01m以下であった。 

防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を第10図に示

す。第10図に示すとおり，高橋他（1999）の砂移動モデルによる取水ピッ

トの砂堆積評価の評価結果から，取水ピットにおける砂の堆積高さは浮遊

砂上限濃度1％，防波堤あり，スクリーンによる損失あり，貝付着あり及

び非常用海水ポンプの運転がある場合において，水位上昇側及び下降側と

もに堆積高さ0.01m以下であり，既往モデルによる評価結果と比べ有意な

差はなく，ほぼ同等の評価結果であった。 
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高橋他
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1 あり あり あり あり 0.01 以下
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第 9 図 既往モデルによる取水ピットの 

砂堆積評価の評価結果（津波評価） 

第 10 図 防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる 

取水ピットの砂堆積評価の評価結果（津波評価） 

【砂堆積評価の評価結果（水位上昇側，高橋他（1999），浮遊砂上限濃度 1％）】 

【砂堆積評価の評価結果（水位上昇側，高橋他（1999），浮遊砂上限濃度 1％）】 

0.01m 以下 
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以上より，取水口前面における砂移動評価，取水ピットにおける砂堆積

評価については，既往の評価結果を適用することが可能と考えられる。 

敷地前面海域及び広域における遡上解析及び漂流物軌跡解析について

は，防潮堤の設置ルート変更による海域の流況への影響が考えられること

から，防潮堤の設置ルート変更を反映したモデルによる評価結果を用いて

評価する必要があると考えられる。 

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響評価に用いる

解析項目において，既往モデルによる評価結果を適用可能な解析項目及び

防潮堤設置ルート変更反映モデルによる評価結果を用いて評価する必要が

ある解析項目の整理結果を第5表に示す。 

 

 

 

 

既往モデルによる評価結果を適用可能な 

解析項目 

防潮堤設置ルート変更反映モデルによる 

評価結果を用いて評価する必要がある 

解析項目 

○遡上解析＜水位＞ 

 ・貯留堰前面 

 

○砂移動評価＜砂濃度・砂堆積＞ 

 ・取水口前面 

 

○砂堆積評価＜砂堆積＞ 

 ・取水ピット 

○遡上解析＜流向・流速＞ 

・敷地前面海域及び広域 

 

○漂流物軌跡解析＜流向・流速＞ 

 ・敷地前面海域及び広域 

＜＞内は入力津波の因子を示す。 

7. 詳細設計における入力津波の設定について 

詳細設計における入力津波の設定に当たっては，「6. 耐津波設計の評価

に係る解析項目のスクリーニング」の第4表及び第5表にて示したとおり各解

析項目を取扱うこととし，「既往モデルによる評価結果を適用可能な解析項

第 5 表 既往モデルによる評価結果を適用可能な解析項目及び 

防潮堤設置ルート変更反映モデルによる評価結果を用いて 

評価する必要がある解析項目（水位変動） 
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目」として整理した解析項目の評価結果については既往モデルによる評価結

果を適用し，「防潮堤設置ルート変更反映モデルによる評価結果を用いて評

価する必要がある解析項目」として整理した解析項目の評価結果については

防潮堤設置ルート変更反映モデルによる評価結果を適用する。 
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添付資料３９ 

 

津波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分について 

 

1. はじめに 

津波対策設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則（平成25年7月8日施行）」の第5条，第40条の他，津波

PRAにおける評価の結果，津波特有の事象である事故シーケンスグループ「津

波浸水による最終ヒートシンク喪失」による炉心損傷頻度が有意な値となり，

必ず想定する事故シーケンスグループに追加する事故シーケンスグループと

して抽出したことから，第43条に対して適合する必要がある。このため，津

波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分について整理した。 

 

2. 津波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分 

津波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分を第1表に示す。 
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第１表 津波対策設備毎の条文要求，施設・設備区分及び防護区分 

津波対策設備 

基準津波に対する設計基準対象施設の防護 

（第5条） 

基準津波に対する重大事故等対処施設の防護 

（第40条） 

敷地に遡上する津波（T.P.＋24ｍ津波）に対する 

重大事故等対処設備の防護（第43条） 

資料名：東海第二発電所 津波による損傷の防止 資料名：東海第二発電所 重大事故等対処設備について 

（39条,40条） 

資料名：東海第二発電所 重大事故等対処設備について 

施設・設備区分 防護区分 施設・設備区分 防護区分 施設・設備区分 防護区分 

津 波 防

護施設 

浸 水 防

止設備 

津 波 監

視設備 

外 郭 防

護１ 

外 郭 防

護２ 

内 郭 防

護 

津 波 防

護施設 

浸 水 防

止設備 

津 波 監

視設備 

外 郭 防

護１ 

外 郭 防

護２ 

内 郭 防

護 

津 波 防

護施設 

浸 水 防

止設備 

津 波 監

視設備 

外 郭 防

護１ 

外 郭 防

護２ 

内郭防

護 

①防潮堤及び防潮扉 ○ × × ○ × × ○ × × ○ × ×  ×※１ × ×  ×※１ × × 

②放水路ゲート ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × 

③構内排水路逆流防止設備 ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × 

④貯留堰 ○ × × ×※５ ×※５ ×※５ ○ × × ×※５ ×※５ ×※５ × × × ×※５ ×※５ ×※５

⑤取水路点検用開口部浸水防止蓋 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑥海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○  ×※２ × 

⑦取水ピット空気抜き配管逆止弁 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑧海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ ×  ×※３ × × ×  ×※３

⑨海水ポンプ室貫通部止水処置 × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ ×  ×※３ × × ×  ×※３

⑩放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑪ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑫緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑬緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × 

⑭緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × 

⑮防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × 

⑯原子炉建屋境界貫通部止水処置 × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × × × ○ × ○ 

⑰緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 － － － － － － × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

⑱緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 － － － － － － × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

⑲格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ － － － － － － × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

⑳常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ － － － － － － × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

 常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ － － － － － － × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

 常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋原子炉棟水密扉 － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋付属棟東側水密扉 － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋付属棟西側水密扉 － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋付属棟南側水密扉 － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋付属棟北側水密扉１ － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋付属棟北側水密扉２ － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 原子炉建屋外壁 － － － － － － － － － － － － ○ ○ × ○ × ○ 

 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）床面 
貫通部止水処置 × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ 

 津波・構内監視カメラ × × ○ － － － × × ○ － － － × ×  ○※４ － － － 

 取水ピット水位計 × × ○ － － － × × ○ － － － × × × － － － 

 潮位計 × × ○ － － － × × ○ － － － × × ○ － － － 

※１：敷地に遡上する津波（T.P.＋24m）の敷地内への流入防止は期待できないため，津波防護施設に該当しない。ただし，T.P.＋24m津波の荷重及び荷重の組合せを考慮しても概ね弾性状態となる設計とする（防潮堤を損傷させない：機能保持）。 

※２：敷地に遡上する津波に対して，海水ポンプは期待しないことから，浸水想定範囲外であるため該当しない 

※３：当該部から海水ポンプ室に繋がる経路であり，敷地に遡上する津波に対する防護対象設備への経路でないため該当しない。 

※４：原子炉建屋屋上の3台の津波・構内監視カメラにより可能な限り敷地に遡上する津波の襲来状況を把握する。防潮堤上端の4台の津波・構内監視カメラについては，敷地に遡上する津波の襲来による影響を免れた場合には使用する。 

※５：貯留堰は水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止を目的とし，非常用海水ポンプの運転継続に必要な海水容量を満足するための設備であることから外郭防護１，２及び内郭防護の防護区分には該当しない。 

○：該当する   ×：該当しない   －：対象外
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添付資料４０ 

 

東北地方太平洋沖地震時の被害状況を踏まえた 

東海第二発電所の地震・津波による被害想定について 

 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取水性評価の実施に

当たり，2011 年東北地方太平洋沖地震時（以下「3.11 地震時」と

いう。）の地震・津波による被害状況を踏まえ，地震・津波による

東海第二発電所の被害想定を整理した。以下に 3.11 地震時におけ

る東海第二発電所及び甚大な被害を受けた東北地方の被害状況を示

す。 

 

(1) 3.11 地震時の東海第二発電所における被害状況 

3.11 地震時の地震・津波による建屋等の被害状況を第 1 図に示す。

3.11 地震時の地震・津波により，津波遡上域の建屋本体の滑動など

は確認されていないが，鉄骨造建屋である輸送本部建屋の外装材の

破損やメンテナンスセンターのシャッターの変形，自動販売機の転

倒が確認されている。 
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（2）3.11 地震時の東北地方における建築物の被害状況

3.11 地震時の地震・津波による被害の大きかった東北地方の被災

状況について整理した。

3.11 地震時の東北地方における鉄筋コンクリート建築物の被害状

況を第 1 表に示す。「2011 年東日本大震災に対する国土技術政策総

合研究所の取り組み－緊急対応及び復旧・復興への技術支援に関す

る活動記録－」（以下「復興への技術支援に関する活動記録」とい

う。）によると，鉄筋コンクリート造の建築物については，所在地

によっては浸水深が 15m を超えるような規模の津波の襲来を受けた

建築物も存在し，壁面や窓等の損傷が確認されたが，このような大

きな規模の津波の襲来時においても建築物全体が滑動し，漂流する

ような事例は確認されていない。 

① 輸 送 本 部 建 屋 （ Ｓ 造 ）

津波による外装材破損

②メンテナンスセンター（Ｓ造）

シャッター変形

③メンテナンスセンター（Ｓ造）

自動販売機転倒

第 1 図 3.11 地震時の地震・津波による建屋等の被害状況

建屋等配置

① 輸 送 本 部 建 屋

② メ ン テ ナ ン ス

セ ン タ ー

③ 自 動 販 売 機

取 水 口

放 水 口
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宮城県南三陸町 

鉄筋コンクリート造 

津波浸水深：15.4m 

 

 

【被害状況】 

構 造 的 な 被 害は 発 生 し て

いない。 参 考 資 料 ※ １  

宮城県仙台市 

鉄筋コンクリート造 

津波浸水深：5.0m 

（建築物内部） 

 

【被害状況】 

建 築 物 全 体 で は な く 外 壁

の み 破 壊 し て い た 。 参 考 資

料 ※ １  

公 営 集 合 住 宅（ 所 在 地 不

明） 

鉄筋コンクリート造 

津波浸水深：7.5m 

 

【被害状況】 

漂流物の衝突による 2 階

壁 面 の 損 傷 が確 認 さ れ た

も の の ， 構 造的 な 大 き な

損 傷 は 確 認 さ れ な か っ

た。 参 考 資 料 ※ １  
参考資料※１ 「復興への技術支援に関する活動記録」による。  

第 1 表 3.11 地震時の東北地方における建築物の被害状況 

（鉄筋コンクリート造建築物の例） 
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「復興への技術支援に関する活動記録」によると，鉄骨造建築物

については浸水深によらず外装板が波力により破損し，漂流した事

例が確認された。津波の襲来により早期に外装板が破損し大きな波

力を受けなかったと推測される建築物については残存していたが，

外装板が破損する前に大きな波力を受けたと推測されるものについ

ては崩壊，転倒したものも確認されている。 

「復興への技術支援に関する活動記録」によると，木造建築物

については最大浸水深が 2m 程度以下の規模の地域ではほぼ残存し

ていたが，最大浸水深が 4m を超える規模の地域では流失する可能

性が高かった。 

また，3.11 地震時において東北地方の中でも特に被害の大きか

った例として南三陸町における建築物の被害事例について確認し

た。南三陸町における建築物の被害事例を第 2 表に示す。南三陸

町の被害事例のように浸水深が十数メートルを超えるような大規

模の津波が襲来した場合，「東北地方太平洋沖地震 宮城県南三陸

町被災状況速報」によると，鉄筋コンクリート造の建築物につい

ては柱，梁の損壊が確認された。 

「東日本大震災における鉄骨造建物の津波被害について」による

と，鉄骨造の建築物については波力により外装板のほとんどが脱落

流失していることが確認された。 
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構造：鉄筋コンクリート造 

規模：3 階建て 

   （詳細寸法記載なし） 

 

【被害状況】 

柱，梁の損壊が確認された。 参 考 資 料 ※ ２  

構造：鉄骨造 

規模：3 階建て 

   縦 11.4m×横 8.8m×高さ 10.9m 

 

【被害状況】 

外 装 板 の ほ と ん ど が 脱 落 流失 し て い る

ことが確認された。 参 考 資 料 ※ ３  

参考資料※２ 「東北地方太平洋沖地震 宮城県南三陸町被災状況速報」による。 

参考資料※３ 「東日本大震災における鉄骨造建物の津波被害について」による。 

 

（3）3.11 地震時の被害状況を踏まえた発電所敷地内及び発電所敷地

外における施設・設備の被害想定 

3.11 地震時の被害状況を踏まえ，地震・津波による発電所敷地

内及び発電所敷地外の施設・設備の被害想定を実施した。発電所

敷地内の建屋等については，3.11 地震時において地震・津波によ

る被害が特に大きかった南三陸町の被害事例のうち東海第二発電

所の建屋等と構造及び規模が類似する建築物の被害事例を参考と

して被害想定を実施した。建屋等に作用する波圧は浸水深に依存

して大きくなることから，東海第二発電所の建屋等の被害想定の

実施に当たり，漂流物調査により抽出された建物類のうち，防潮

堤前面における津波水位が最も高くなる敷地前面東側に存在し，

第 2 表 3.11 地震時の南三陸町における建築物の被害事例 
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かつ最も高さのある鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の建屋等とし

て第 3 表に示す建築物を代表とした。 

建築物名称 ロータリースクリーン室 メンテナンスセンター

外観

建屋等の諸元
構造：鉄筋コンクリート造

規模：縦 21m×横 13m×高さ 11m

構造：鉄骨造

規模：縦 34m×横 19m×高さ 11m

建屋等の津波による被害に影響する波圧は浸水深に依存して大

きくなるため，高さの近い建築物の津波による被害は類似性があ

るものと考えられる。第 3 表に示す東海第二発電所の建屋等を対

象として，第 2 表に示す南三陸町の建築物の被害状況を参考に被

害想定を実施した。 

鉄筋コンクリート造の建屋等については，南三陸町における建

築物の被害状況を考慮すると，第 2 表の被害事例のように地震又

は波力により部分的に損壊するおそれがあるが，建築物が本来の

形状を維持したまま滑動若しくは転倒し漂流する被害には至って

いないことから，東海第二発電所の建屋等が本来の形状を維持し

たまま滑動若しくは転倒し漂流することはないと考えられる。ま

た，万が一滑動若しくは転倒が起こった場合においても建屋等は

重量物であるため漂流しないと考えられる。地震又は津波の波力

第 3 表 東海第二発電所の建屋等の代表例
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により部分的な損壊が起こる可能性があり，損壊により生じたが

れき等については漂流する可能性がある。 

鉄骨造の建屋等については，南三陸町における建築物の被害状

況を考慮すると，第 2 表の被害事例のように波力により外装板が

破損するおそれがあるが，建築物が本来の形状を維持したまま滑

動若しくは転倒し漂流する被害には至っていないことから，東海

第二発電所の建屋等が本来の形状を維持したまま滑動若しくは転

倒し漂流することはないと考えられる。また，万が一滑動若しく

は転倒が起こった場合においても建屋等は重量物であるため漂流

しないと考えられる。地震又は津波の波力により部分的な損壊が

起こる可能性があり，損壊により生じた外装板等については漂流

する可能性がある。 

木造の家屋等については滑動が起こることは考え難く，万が一

滑動が起こった場合においても滑動した家屋等は津波の波力によ

り本来の形状を維持せず損壊すると考えられる。損壊により生じ

た木片，その他構成部材等については漂流する可能性がある。 

また，自動販売機などの比較的軽量な物品については津波によ

り漂流する可能性がある。 

地震・津波により施設・設備が損壊し漂流した場合，津波防護

施設等の健全性に影響を及ぼす可能性があることから，3.11 地震

時の被害状況を踏まえた東海第二発電所の地震・津波による被害

想定については，東海第二発電所の遡上域を含めた流況について

詳細に考察した上で，工事計画認可段階において確認及び検討結

果を拡充する。 
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る 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 の 取 り 組 み  － 緊 急 対 応 及 び 復

旧・復興への技術支援に関する活動記録－，188－190 頁 

※２ 東北地方太平洋沖地震 宮城県南三陸町被災状況速報，（株）

エイト日本技術開発，20110405，5－6 頁 

※３ 広島工業大学紀要研究編第 46 巻（2012）  221-230 報告 東

日 本 大 震 災 に お け る 鉄 骨 造 建 物 の 津 波 被 害 に つ い て  玉 井 
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設

の
設

置
許

可
段

階
の

耐
津

波
設

計
方

針
に

関
わ

る
審

査
に

お
い

て
、

審
査

官
等

が
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則
（

平
成

2
5
年

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
5
号

）
並

び

に
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

原
規

技
発

第
1
3
0
6
1
9
3
号
（

平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
）
（

以
下

「
設

置
許

可
基

準
規

則
及

び
同

規
則

の
解

釈
」
と

い
う

。
）
の

趣
旨

を
十

分
踏

ま
え

、

耐
津

波
設

計
方

針
の

妥
当

性
を

厳
格

に
確

認
す

る
た

め
に

活
用

す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 

1
.
 

総
則

 

1
.
1
 

目
的

 

 
－

 

1
.
2
 

適
用

範
囲

 

 
本

ガ
イ

ド
は

、
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

に
適

用
さ

れ
る

。
な

お
、

本
ガ

イ
ド

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

原
子

力
関

係
施

設
及

び
そ

の
他

の
原

子
炉

施
設

に
も

参
考

と
な

る
も

の
で

あ
る

。
 

   

1
.
2
 

適
用

範
囲

 

 
－

 

添付資料４１ 



 

５条 添付４１-2 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

2
.
 

基
本

方
針

 

2
.
1
 

基
本

方
針

の
概

要
 

 
原

子
炉

施
設

の
耐

津
波

設
計

の
基

本
方

針
に

つ
い

て
は

、
『

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
施

設
の

供
用

期
間

中
に

極
め

て
ま

れ
で

は
あ

る
が

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
り

、
施

設
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
（

基
準

津
波

）
に

対
し

て
、

そ
の

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
』

で
あ

る
。

こ
の

基
本

方
針

に
関

し
て

、
設

置
許

可
に

係
る

安
全

審
査

に
お

い
て

、
以

下
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
設

計
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

2
.
 

基
本

方
針

 

2
.
1
 

基
本

方
針

の
概

要
 

 
東

海
第

二
発

電
所

の
耐

津
波

設
計

方
針

に
つ

い
て

は
，
『

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

，
施

設
の

供
用

期
間

中
に

極
め

て

ま
れ

で
は

あ
る

が
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

り
，

施
設

に
大

き
な

影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
（

基
準

津
波

）
に

対
し

て
，

そ

の
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
で

あ
る

こ
と

』
と

し
て

い
る

。

こ
の

基
本

方
針

に
関

し
て

，
以

下
の

要
求

事
項

に
対

応
し

た
設

計

方
針

と
し

て
い

る
。

 

(
1
)
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

防
止

 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お

い
て

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
、

流
入

さ
せ

な
い

。
ま

た
、

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
。

 

(
1
)
 

津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
 

 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。

）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

，
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
，

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
取

水
路

，
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
漏

水
に

よ
る

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

取
水

・
放

水
施

設
、

地
下

部
に

お
い

て
、

漏
水

可
能

性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

(
2
)
 

漏
水

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

 
取

水
・

放
水

施
設

，
地

下
部

に
お

い
て

，
漏

水
可

能
性

を
考

慮
の

上
，

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
て

，
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
3
)
津

波
防

護
の

多
重

化
 

上
記

2
方

針
の

ほ
か

、
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

浸
水

防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影

響
等

(
3
)
 

津
波

防
護

の
多

重
化

 

 
上

記
2
方

針
の

ほ
か

，
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対

象
設

備
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
，

浸
水

防
護



 

５条 添付４１-3 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

か
ら

隔
離

す
る

こ
と

。
 

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

可
能

な

設
計

と
す

る
。

 

(
4
)
水

位
低

下
に

よ
る

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ

の
影

響
を

防
止

す
る

。
 

(
4
)
 

水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 
こ

れ
ら

の
要

求
事

項
の

う
ち

(
1
)
及

び
(
2
)
に

つ
い

て
は

、
津

波
の

敷
地

へ
の

浸
水

を
基

本
的

に
防

止
す

る
も

の
で

あ
る

。
(
3
)
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

対
す

る
防

護
を

多
重

化
す

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、

地
震

・
津

波
の

相
乗

的
な

影
響

や
津

波
以

外
の

溢
水

要
因

も
考

慮
し

た
上

で
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

も
の

で
あ

る
。
な

お
、
(
3
)

は
、

設
計

を
超

え
る

事
象

（
津

波
が

防
潮

堤
を

超
え

敷
地

に
流

入
す

る
事

象
等

）
に

対
し

て
一

定
の

耐
性

を
付

与
す

る
も

の
で

も
あ

る
。

 

 
こ

こ
で

、
(
1
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の
浸

水
を

防
止

す
る

た
め

の

対
策

を
施

す
こ

と
も

求
め

て
お

り
、
(
2
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の
浸

水
対

策
を

施
し

た
上

で
も

な
お

漏
れ

る
水

、
及

び
設

備
の

構
造

上
、

津
波

に
よ

る
圧

力
上

昇
で

漏
れ

る
水

を
合

わ
せ

て
「

漏
水

」
と

位
置

付
け

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

、
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

。
 

 
本

ガ
イ

ド
の

項
目

と
設

置
許

可
基

準
規

則
及

び
同

規
則

の
解

釈

の
関

係
を

以
下

に
示

す
。

 

  

 

 



 

５条 添付４１-4 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

                       

 



 

５条 添付４１-5 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

2
.
2
 

安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

 
設

置
許

可
に

係
る

安
全

審
査

に
お

い
て

は
、

基
本

設
計

段
階

に
お

け
る

審
査

と
し

て
、

主
に

、
基

本
事

項
、

津
波

防
護

方
針

の
妥

当
性

に
つ

い
て

確
認

す
る

。
施

設
・

設
備

の
設

計
に

つ
い

て
は

、
方

針
、

考
え

方
を

確
認

し
、

そ
の

詳
細

を
後

段
規

制
（

工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
確

認
す

る
こ

と
と

す
る

。
津

波
に

対
す

る
設

計
方

針
に

係
る

安
全

審
査

の
範

囲
を

表
-
1
に

示
す

。
 

そ
れ

ぞ
れ

の
審

査
事

項
ご

と
の

審
査

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ

る
。

 

(
1
)
基

本
事

項
 

略
（

3
.
項

）
 

(
2
)
津

波
防

護
方

針
 

略
（

4
.
項

）
 

(
3
)
施

設
・

設
備

の
設

計
方

針
 

略
（

5
.
項

）
 

        

2
.
2
 

安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

 
－

 



 

５条 添付４１-6 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

                       

 



 

５条 添付４１-7 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

3
.
 

基
本

事
項

 

3
.
1
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る

地
形

及
び

施
設

の
配

置
等

 

 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

図
面

等
に

基
づ

き
、

以
下

を
把

握
す

る
。

 

3
.
 

基
本

事
項

 

3
.
1
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る

地
形

及
び

施
設

の
配

置
等

 

 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

図
面

等
に

基
づ

き
，

以
下

を
示

す
。

 

(
1
)
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

、
標

高
、

河
川

の
存

在
 

(
1
)
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

形
，

標
高

，
河

川
の

存
在

 

 
東

海
第

二
発

電
所

を
設

置
す

る
敷

地
は

，
関

東
平

野
の

北
東

端
に

位
置

し
，

敷
地

の
東

側
は

太
平

洋
に

面
し

て
い

る
。

 

 
敷

地
の

地
形

は
，

北
側

及
び

南
側

は
海

岸
沿

い
に

T
.
P
.
＋

1
0
m
程

度
の

平
地

が
あ

り
，
敷

地
の

西
側

は
T
.
P
.
＋

2
0
m
～

T
.
P
.

＋
2
5
m
程

度
の

平
坦

な
台

地
と

な
っ

て
い

る
。

 

 
ま

た
，

発
電

所
周

辺
の

河
川

と
し

て
は

，
敷

地
か

ら
北

方
約

2
k
m

の
と

こ
ろ

に
久

慈
川

，
南

方
約

3
k
m

の
と

こ
ろ

に
新

川
が

あ
る

。
 

 
敷

地
は

，
主

に
T
.
P
.
＋

3
m
，
T
.
P
.
＋

8
m
，
T
.
P
.
＋

1
1
m
，
T
.
P
.

＋
2
3
m
及

び
T
.
P
.
＋

2
5
m
で

あ
る

。
 

(
2
)
敷

地
に

お
け

る
施

設
（

以
下

、
例

示
）

の
位

置
、

形
状

等
 

①
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス
の

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
 

②
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス
の

屋
外

設
備

 

③
津

波
防

護
施

設
（

防
潮

堤
、

防
潮

壁
等

）
 

④
浸

水
防

止
設

備
（

水
密

扉
等

）
※
 

⑤
津

波
監

視
設

備
（

潮
位

計
、

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
計

等
）

※
 

※
基

本
設

計
段

階
で

位
置

が
特

定
さ

れ
て

い
る

も
の

 

⑥
敷

地
内
（

防
潮

堤
の

外
側

）
の

遡
上

域
の

建
物
・
構

築
物

等
（

一

般
建

物
、

鉄
塔

、
タ

ン
ク

等
）

 

(
2
)
 

敷
地

に
お

け
る

施
設

（
以

下
，

例
示

）
の

位
置

，
形

状
等

 

①
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
を

内
包

す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し
て

，
T
.
P
.
＋

8
m
の

敷
地

に
原

子
炉

建

屋
，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

及
び

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
を

設

置
す

る
。

 

②
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
を

有
す

る

屋
外

設
備

と
し

て
は

，
T
.
P
.
＋

3
m
の

敷
地

に
海

水
ポ

ン
プ

室
，

T
.
P
.
＋

8
m
の

敷
地

に
排

気
筒

T
.
P
.
＋

1
1
m
の

敷
地

に
軽

油
貯

蔵
タ

ン
ク

（
地

下
式

）
を

設
置

す
る

。
ま

た
，

T
.
P
.
＋



 

５条 添付４１-8 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

 
3
m
の

海
水

ポ
ン

プ
室

か
ら

T
.
P
.
＋

8
m
の

原
子

炉
建

屋
に

か

け
て

非
常

用
海

水
系

配
管

を
設

置
す

る
。

非
常

用
取

水
設

備

と
し

て
，

取
水

路
，

取
水

ピ
ッ

ト
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
か

ら

構
成

さ
れ

る
取

水
構

造
物

を
設

置
す

る
。

 

③
 

津
波

防
護

施
設

と
し

て
，

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

，
放

水
路

ゲ
ー

ト
並

び
に

構
内

排
水

路
に

対
し

て
逆

流
防

止
設

備
を

設
置

す
る

。
ま

た
，

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ポ

ン
プ

，
非

常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

海
水

ポ
ン

プ
及

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

用
海

水
ポ

ン
プ

（
以

下
「

非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
」

と
い

う
。

）
の

取
水

性
を

確
保

す
る

た

め
，

取
水

口
前

面
の

海
中

に
貯

留
堰

を
設

置
す

る
。

 

④
 

海
水

ポ
ン

プ
室

に
設

置
す

る
海

水
ポ

ン
プ

室
ケ

ー
ブ

ル

点
検

口
，

T
.
P
.
＋

3
m
の

敷
地

に
設

置
す

る
取

水
路

の
点

検
用

開
口

部
，

T
.
P
.
＋

3
.
5
m
の

敷
地

（
放

水
路

上
版

高
さ

）
に

設

置
す

る
放

水
路

ゲ
ー

ト
の

点
検

用
開

口
部

，
T
.
P
.
＋

8
m
の

敷

地
に

設
置

す
る

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

上
部

の
開

口
部

及
び

T
.
P
.
＋

0
.
8
m
の

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

室
に

設
置

す
る

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
の

点
検

用
開

口
部

に
対

し
て

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る

。
ま

た
，

T
.
P
.
＋

0
.
8
m
の

海
水

ポ
ン

プ

室
に

設
置

す
る

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口
，

循

環
水

ポ
ン

プ
室

の
取

水
ピ

ッ
ト

空
気

抜
き

配
管

に
対

し
て

逆
止

弁
並

び
に

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
の

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

グ
ラ

ン
ド

ド
レ

ン
排

出
口

及
び

緊
急

用
海

水
ポ
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

ン
プ

室
床

ド
レ

ン
排

出
口

に
対

し
て

逆
止

弁
を

設
置

す
る

。

さ
ら

に
，

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

の
地

下
部

の
貫

通
部

，
海

水

ポ
ン

プ
室

の
貫

通
部

並
び

に
タ

ー
ビ

ン
建

屋
及

び
非

常
用

海
水

系
配

管
カ

ル
バ

ー
ト

と
隣

接
す

る
原

子
炉

建
屋

境
界

地
下

階
の

貫
通

部
に

対
し

て
止

水
処

置
を

実
施

す
る

。
 

⑤
 

津
波

監
視

設
備

と
し

て
，

原
子

炉
建

屋
屋

上
T
.
P
.
約

＋

6
4
m
，

防
潮

堤
上

部
T
.
P
.
約

＋
1
8
m
及

び
防

潮
堤

上
部

約
＋

2
0
m
に

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

，
T
.
P
.
約

＋
3
m
の

敷
地

の
取

水
ピ

ッ
ト

上
版

に
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

計
並

び
に

取
水

路
内

の
高

さ
T
.
P
.
約

－
5
m
の

位
置

に
潮

位
計

を
設

置
す

る
。

 

⑥
 

敷
地

内
の

遡
上

域
（

防
潮

堤
外

側
）

の
建

物
・

構
築

物
等

と
し

て
は

，
T
.
P
.
＋

3
m
の

敷
地

に
海

水
電

解
装

置
建

屋
，

メ

ン
テ

ナ
ン

ス
セ

ン
タ

ー
，

燃
料

輸
送

本
部

等
が

あ
り

，
T
.
P
.

＋
8
m
の

敷
地

に
は

廃
棄

物
埋

設
施

設
（

第
二

種
廃

棄
物

埋
設

事
業

許
可

申
請

中
）
，
固

体
廃

棄
物

保
管

庫
等

が
あ

る
。
ま

た

海
岸

側
（

東
側

）
を

除
く

防
潮

堤
の

外
側

に
は

防
砂

林
が

あ

る
。

 

(
3
)
敷

地
周

辺
の

人
工

構
造

物
（

以
下

は
例

示
で

あ
る

。
）
の

位
置

、

形
状

等
 

①
港

湾
施

設
（

サ
イ

ト
内

及
び

サ
イ

ト
外

）
 

②
河

川
堤

防
、

海
岸

線
の

防
波

堤
、

防
潮

堤
等

 

③
海

上
設

置
物

（
係

留
さ

れ
た

船
舶

等
）

 

④
遡

上
域

の
建

物
・

構
築

物
等
（

一
般

建
物

、
鉄

塔
、
タ

ン
ク

等
）
 

(
3
)
 

敷
地

周
辺

の
人

工
構

造
物

の
位

置
，

形
状

等
 

①
 

港
湾

施
設

と
し

て
，

敷
地

内
は

物
揚

げ
岸

壁
，

敷
地

外
に

は
北

方
約

3
k
m
に

茨
城

港
日

立
港

区
，

南
方

約
4
k
m
に

茨
城

港

常
陸

那
珂

港
区

が
あ

る
。
ま

た
，
北

方
約

4
.
5
k
m
に

久
慈

漁
港

が
あ

る
。

 

②
 

敷
地

内
の

港
湾

施
設

に
は

防
波

堤
が

設
置

さ
れ

て
お

り
，
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

⑤
敷

地
前

面
海

域
に

お
け

る
通

過
船

舶
 

 

敷
地

外
の

茨
城

港
日

立
港

区
及

び
茨

城
港

常
陸

那
珂

港
区

に
防

波
堤

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
 

③
 

海
上

設
置

物
と

し
て

は
，

久
慈

漁
港

に
漁

船
が

約
4
0
隻

係

留
さ

れ
て

い
る

。
 

④
 

敷
地

周
辺

に
民

家
，

商
業

施
設

，
倉

庫
等

が
あ

る
他

，
敷

地
南

方
に

原
子

力
及

び
核

燃
料

サ
イ

ク
ル

の
研

究
施

設
，

茨

城
港

日
立

港
区

に
は

液
化

天
然

ガ
ス

基
地

，
工

場
，

モ
ー

タ

プ
ー

ル
倉

庫
等

が
あ

り
，

茨
城

港
常

陸
那

珂
港

区
に

は
火

力

発
電

所
，

工
場

，
倉

庫
等

の
施

設
が

あ
る

。
 

⑤
 

敷
地

前
面

海
域

に
お

け
る

通
過

船
舶

と
し

て
は

，
発

電
所

沖
合

約
1
5
k
m
に

常
陸

那
珂

－
苫

小
牧

及
び

大
洗

－
苫

小
牧

を
結

ぶ
定

期
航

路
が

あ
る

。
 

 

3
.
2
 
基

準
津

波
に

よ
る

敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
 

3
.
2
.
1
 
敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域

の
評

価
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

遡
上

・
浸

水
域

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、
次

に
示

す
事

項
を

考
慮

し

た
遡

上
解

析
を

実
施

し
て

、
遡

上
波

の
回

り
込

み
を

含
め

敷
地

へ

の
遡

上
の

可
能

性
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ

の
標

高
 

・
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
 

・
津

波
の

敷
地

へ
の

侵
入

角
度

 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

河
川

、
水

路
の

存
在

 

3
.
2
 

基
準

津
波

に
よ

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域

 

3
.
2
.
1
 

敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
の

評
価

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
遡

上
・

浸
水

域
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

，
次

に
示

す
事

項
を

考

慮
し

た
遡

上
解

析
を

実
施

し
て

，
遡

上
波

の
回

り
込

み
を

含
め

敷

地
へ

の
遡

上
の

可
能

性
を

検
討

す
る

。
ま

た
，

基
準

地
震

動
に

よ

る
被

害
が

津
波

の
遡

上
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

・
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

形
と

そ
の

標
高

 

・
 

敷
地

沿
岸

域
の

海
底

地
形

 

・
 

津
波

の
敷

地
へ

の
侵

入
角

度
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・
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

 

・
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

 

 

・
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
河

川
，

水
路

の
存

在
 

・
 

陸
上

の
遡

上
・

伝
播

の
効

果
 

・
 

伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造

物
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
上

記
の

考
慮

事
項

に
関

し
て

、
遡

上
解

析
（

砂
移

動
の

評
価

を

含
む

）
の

手
法

、
デ

ー
タ

及
び

条
件

を
確

認
す

る
。

確
認

の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り

。
 

①
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ

の
標

高
に

つ
い

て
、

遡
上

解
析

上
、
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
が

考
慮

さ
れ

て
い

る
か

。
遡

上

域
の

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
を

踏
ま

え
適

切
な

形
状

に
モ

デ
ル

化

さ
れ

て
い

る
か

。
 

②
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
の

根
拠

が
明

示
さ

れ
、

そ
の

根
拠

が
信

頼
性

を
有

す
る

も
の

か
。

 

③
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

河
川

、
水

路
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、

当
該

河
川

、
水

路
に

よ
る

遡
上

を
考

慮
す

る
上

で
、
遡

上
域

の

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
が

十
分

か
、
ま

た
、
適

切
な

形
状

に
モ

デ
ル

化
さ

れ
て

い
る

か
。

 

④
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

に
つ

い
て

、
遡

上
、
伝

播
経

路
の

状
態

に
応

じ
た

解
析

モ
デ

ル
、

解
析

条
件

が
適

切
に

設
定

さ

れ
て

い
る

か
。

 

⑤
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

に
つ

い
て

、
遡

上
解

析
上

、
影

響

を
及

ぼ
す

も
の

が
考

慮
さ

れ
て

い
る

か
。

遡
上

域
の

メ
ッ

シ

ュ
サ

イ
ズ

を
踏

ま
え

適
切

な
形

状
に

モ
デ

ル
化

さ
れ

て
い

る

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

上
記

の
考

慮
事

項
に

関
し

て
，

遡
上

解
析

の
手

法
，

デ
ー

タ

及
び

条
件

を
以

下
の

と
お

り
確

認
し

て
い

る
。

 

 

①
 

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
解

析
に

当
た

っ
て

は
，

遡
上

解
析

上
影

響
を

及
ぼ

す
斜

面
や

道
路

，
取

水
口

，
放

水
路

等
の

地

形
と

そ
の

標
高

及
び

伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造

物
の

設
置

状
況

を
考

慮
し

遡
上

域
の

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
（

最
小

5
m
）

に

合
わ

せ
た

形
状

に
モ

デ
ル

化
し

て
い

る
。

 

②
 

敷
地

沿
岸

域
及

び
海

底
地

形
は

，
茨

城
県

に
よ

る
津

波
解

析
用

地
形

デ
ー

タ
，

敷
地

の
観

測
デ

ー
タ

，
財

団
法

人
日

本

水
路

協
会

海
岸

情
報

研
究

セ
ン

タ
ー

発
行

の
海

底
地

形
デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

等
を

編
集

し
て

使
用

す
る

。
ま

た
，

発
電

所

近
傍

海
域

の
水

深
デ

ー
タ

は
，

最
新

の
マ

ル
チ

ビ
ー

ム
測

深

で
得

ら
れ

た
高

精
度

・
高

密
度

の
デ

ー
タ

を
使

用
す

る
。

 

③
 

敷
地

の
北

方
約

2
k
m
の

位
置

に
久

慈
川

，
南

方
約

3
k
m
の

位
置

に
新

川
が

存
在

す
る

。
久

慈
川

流
域

の
標

高
が

T
.
P
.
＋

5
m

以
下

で
あ

る
の

に
対

し
て

敷
地

北
方

の
標

高
は

T
.
P
.
約

＋
1
0
m
で

あ
る

。
ま

た
，
新

川
流

域
（

海
岸

沿
い

）
及

び
敷

地

南
方

の
標

高
は

と
も

に
T
.
P
.
約

＋
1
0
m
と

な
っ

て
い

る
。

こ
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か
。

 

 

の
た

め
，

久
慈

川
及

び
新

川
か

ら
の

敷
地

へ
の

遡
上

波
に

影

響
す

る
こ

と
は

な
い

。
 

④
 

陸
上

の
遡

上
・

伝
播

効
果

に
つ

い
て

，
遡

上
・

伝
播

経
路

の
状

態
に

応
じ

た
解

析
モ

デ
ル

，
解

析
条

件
が

適
切

に
設

定

さ
れ

た
遡

上
域

の
モ

デ
ル

を
作

成
す

る
。

 

⑤
 

伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造

物
に

つ
い

て
，

図
面

を
基

に
遡

上
解

析
上

影
響

を
及

ぼ
す

構
造

物
，

津
波

防
護

施
設

を
考

慮

し
，

遡
上

・
伝

播
経

路
の

状
態

に
応

じ
た

解
析

モ
デ

ル
，

解

析
条

件
が

適
切

に
設

定
さ

れ
た

遡
上

域
の

モ
デ

ル
を

作
成

す
る

。
 

(
2
)
敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域

の
把

握
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項

に
対

す
る

確
認

の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り

。
 

①
敷

地
前

面
・

側
面

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

侵
入

角
度

及
び

速
度

、
並

び
に

そ
れ

ら
の

経
時

変
化

が
把

握
さ

れ
て

い
る

か
。

ま
た

、
敷

地
周

辺
の

浸
水

域
の

寄
せ

波
・

引
き

波
の

津
波

の
遡

上
・

流
下

方
向

及
び

そ
れ

ら
の

速
度

に
つ

い
て

留
意

さ
れ

て

い
る

か
。

 

②
敷

地
前

面
又

は
津

波
浸

入
方

向
に

正
対

し
た

面
に

お
け

る
敷

地
及

び
津

波
防

護
施

設
に

つ
い

て
、

そ
の

標
高

の
分

布
と

施

設
前

面
の

津
波

の
遡

上
高

さ
の

分
布

を
比

較
し

、
遡

上
波

が

敷
地

に
地

上
部

か
ら

到
達

・
流

入
す

る
可

能
性

が
考

え
ら

れ

る
か

。
 

③
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

、
標

高
の

局
所

的
な

変
化

、
並

び

(
2
)
 

敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
の

把
握

に
当

た
っ

て
以

下
の

と

お
り

確
認

す
る

。
 

①
 

敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
の

把
握

に
当

た
っ

て
は

，
敷

地
前

面
・

側
面

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

侵
入

角
度

及
び

速

度
並

び
に

そ
れ

ら
の

経
時

変
化

を
把

握
す

る
。

ま
た

，
敷

地

周
辺

の
浸

水
域

の
寄

せ
波

・
引

き
波

の
津

波
の

遡
上

・
流

下

方
向

及
び

そ
れ

ら
の

速
度

に
つ

い
て

留
意

す
る

。
 

②
 

敷
地

前
面

又
は

津
波

侵
入

方
向

に
正

対
し

た
面

に
お

け

る
敷

地
及

び
津

波
防

護
施

設
に

つ
い

て
，

そ
の

標
高

の
分

布

と
施

設
前

面
の

津
波

の
遡

上
高

さ
の

分
布

を
比

較
す

る
と

，

遡
上

波
が

敷
地

に
地

上
部

か
ら

到
達

，
流

入
す

る
可

能
性

が

あ
る

。
 

③
 

敷
地

の
地

形
，

標
高

の
局

所
的

な
変

化
等

に
よ

る
遡

上
波
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に
河

川
、

水
路

等
が

津
波

の
遡

上
・

流
下

方
向

に
影

響
を

与

え
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

回
り

込
み

の
可

能
性

が
考

え
ら

れ

る
か

。
 

 

の
敷

地
へ

の
回

り
込

み
を

考
慮

す
る

。
な

お
，

敷
地

周
辺

に

津
波

の
遡

上
・

流
下

方
向

に
影

響
を

与
え

る
可

能
性

の
あ

る

河
川

，
水

路
等

は
な

い
。

 

3
.
2
.
2
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等

の
変

化
に

係
る

評
価

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

次
に

示
す

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
敷

地
へ

の
遡

上
経

路

に
及

ぼ
す

影
響

を
検

討
す

る
こ

と
。

 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地

形
、

河
川

流
路

の
変

化
 

・
繰

り
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る

洗
掘

・
堆

積
に

よ
り

地
形

、
河

川
流

路
の

変
化

 

 

3
.
2
.
2
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等

の
変

化
に

係
る

評
価

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
次

に
示

す
可

能
性

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
，

敷
地

へ
の

遡
上

経

路
に

及
ぼ

す
影

響
を

検
討

す
る

。
 

・
 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地

形
，

河
川

（
久

慈
川

，
新

川
）

流
路

の
変

化
 

・
 

繰
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る

洗
掘

・
堆

積
に

よ
り

地
形

，

河
川

（
久

慈
川

，
新

川
）

流
路

の
変

化
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
(
3
.
2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

を
踏

ま
え

、
遡

上
及

び
流

下
経

路

上
の

地
盤

並
び

に
そ

の
周

辺
の

地
盤

に
つ

い
て

、
地

震
に

よ
る

液
状

化
、

流
動

化
又

は
す

べ
り

、
も

し
く

は
津

波
に

よ
る

地
形

変
化

、
標

高
変

化
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
（

回
り

込
み

に
よ

る
も

の
を

含
む

）
の

可
能

性
に

つ
い

て
確

認
す

る
。

な
お

、
敷

地
の

周
辺

斜
面

が
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

に
対

し
て

障
壁

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
、

当
該

斜
面

の
地

震
時

及
び

津
波

時
の

健
全

性
に

つ
い

て
、

重
要

施
設

の
周

辺
斜

面
と

同
等

の
信

頼
性

を
有

す
る

評
価

を
実

施
す

る
等

、
特

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

遡
上

解
析

に
当

た
っ

て
は

，
遡

上
及

び
流

下
経

路
上

の
地

盤

並
び

に
そ

の
周

辺
の

地
盤

に
つ

い
て

，
地

震
に

よ
る

液
状

化
，

流
動

化
又

は
す

べ
り

，
標

高
変

化
を

考
慮

し
た

遡
上

解
析

を
実

施
し

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可

能
性

に
つ

い
て

確
認

す

る
。

な
お

，
敷

地
の

周
辺

斜
面

が
，

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

に
対

し
て

障
壁

と
な

っ
て

い
る

箇
所

は
な

い
。
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段
の

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

(
2
)
敷

地
周

辺
の

遡
上

経
路

上
に

河
川

、
水

路
が

存
在

し
、

地
震

に

よ
る

河
川

、
水

路
の

堤
防

等
の

崩
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
落

に
起

因
し

て
流

路
の

変
化

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可

能
性

に
つ

い
て

確
認

す
る

。
 

(
2
)
 

敷
地

の
北

方
約

2
k
m
の

位
置

に
久

慈
川

，
南

方
約

3
k
m
の

位

置
に

新
川

が
存

在
す

る
。
久

慈
川

流
域

の
標

高
が

T
.
P
.
＋

5
m

以
下

で
あ

る
の

に
対

し
て

敷
地

北
方

の
標

高
は

T
.
P
.
約

＋

1
0
m
で

あ
る

。
ま

た
，
新

川
流

域
（

海
岸

沿
い

）
及

び
敷

地
南

方
の

標
高

は
と

も
に

T
.
P
.
約

＋
1
0
m
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

た
め

，
久

慈
川

及
び

新
川

か
ら

，
敷

地
へ

の
遡

上
波

に
影

響

す
る

こ
と

は
な

い
。

 

(
3
)
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
の

可
能

性
に

係
る

検
討

に
当

た
っ

て
は

、
地

形
変

化
、
標

高
変

化
、
河

川
流

路
の

変
化

に
つ

い
て

、

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

被
害

想
定

を
基

に
遡

上
解

析
の

初
期

条
件

と
し

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
3
)
 

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可

能
性

に
係

る
検

討
に

当
た

っ
て

は
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

伴
う

地
形

変
化

，
標

高
変

化
が

生

じ
る

可
能

性
は

僅
か

で
あ

る
が

，
津

波
遡

上
解

析
へ

の
影

響
を

確
認

す
る

た
め

，
解

析
条

件
と

し
て

沈
下

な
し

の
条

件
に

加
え

て
，

地
盤

面
を

大
き

く
沈

下
さ

せ
た

条
件

に
つ

い
て

も
考

慮
す

る
。

ま
た

，
敷

地
内

外
の

人
工

構
造

物
と

し
て

，
発

電
所

の
港

湾
施

設
で

あ
る

防
波

堤
並

び
に

茨
城

港
日

立
港

区
及

び
茨

城

港
常

陸
那

珂
港

区
の

防
波

堤
に

つ
い

て
は

，
基

準
地

震
動

に
よ

る
形

状
変

化
が

津
波

の
遡

上
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ

る
こ

と
か

ら
，

そ
の

有
無

を
遡

上
解

析
の

条
件

と
し

て
考

慮
す

る
。

 

(
4
)
地

震
に

よ
る

地
盤

変
状

、
斜

面
崩

落
等

の
評

価
に

つ
い

て
は

、

適
用

す
る

手
法

、
デ

ー
タ

及
び

条
件

並
び

に
評

価
結

果
を

確
認

す
る

。
 

 

(
4
)
 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

伴
う

地
形

変
化

，
標

高
変

化
が

生
じ

る

可
能

性
は

僅
か

で
あ

る
が

，
解

析
条

件
と

し
て

，
地

盤
面

を
大

き
く

沈
下

さ
せ

た
条

件
に

つ
い

て
考

慮
す

る
。
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3
.
3
 
入

力
津

波
の

設
定

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

基
準

津
波

は
、

波
源

域
か

ら
沿

岸
域

ま
で

の
海

底
地

形
等

を
考

慮

し
た

、
津

波
伝

播
及

び
遡

上
解

析
に

よ
り

時
刻

歴
波

形
と

し
て

設

定
し

て
い

る
こ

と
。

 

入
力

津
波

は
、
基

準
津

波
の

波
源

か
ら

各
施

設
・

設
備

等
の

設
置

位

置
に

お
い

て
算

定
さ

れ
る

時
刻

歴
波

形
と

し
て

設
定

し
て

い
る

こ

と
。

 

基
準

津
波

及
び

入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

津
波

に
よ

る

港
湾

内
の

局
所

的
な

海
面

の
固

有
振

動
の

励
起

を
適

切
に

評
価

し

考
慮

す
る

こ
と

。
 

  

3
.
3
 

入
力

津
波

の
設

定
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
入

力
津

波
は

，
基

準
津

波
の

波
源

か
ら

各
施

設
・

設
備

の
設

置

位
置

に
お

い
て

算
定

さ
れ

る
時

刻
歴

波
形

と
し

て
設

定
す

る
。

 

 
な

お
，

具
体

的
な

入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
，

以
下

の

確
認

状
況

に
示

す
。

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
入

力
津

波
は

、
海

水
面

の
基

準
レ

ベ
ル

か
ら

の
水

位
変

動
量

を

表
示

し
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

潮
位

変
動

等
に

つ
い

て
は

、
入

力
津

波
を

設
計

又
は

評
価

に
用

い
る

場
合

に
考

慮
す

る
も

の

と
す

る
。

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

入
力

津
波

は
，

海
水

面
の

基
準

レ
ベ

ル
か

ら
の

水
位

変
動

量

を
表

示
す

る
こ

と
と

し
，

潮
位

変
動

量
等

に
つ

い
て

は
，

入
力

津
波

を
設

計
又

は
評

価
に

用
い

る
場

合
に

考
慮

す
る

。
 

(
2
)
入

力
津

波
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

力
津

波
が

各
施

設
・

設

備
の

設
計

に
用

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

念
頭

に
、

津
波

の
高

さ
、

津
波

の
速

度
、

衝
撃

力
等

、
着

目
す

る
荷

重
因

子
を

選
定

し
た

上
で

、
各

施
設

・
設

備
の

構
造

・
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
す

る
効

果
（

浸
水

高
、

波
力

・
波

圧
、

洗
掘

力
、

浮
力

等
）

(
2
)
 

入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
，

津
波

の
高

さ
，

速
度

及

び
衝

撃
力

に
着

目
し

，
各

施
設

・
設

備
に

お
い

て
算

定
さ

れ
た

数
値

を
安

全
側

に
評

価
し

た
値

を
入

力
津

波
高

さ
や

速
度

と

し
て

設
定

す
る

こ
と

で
，

各
施

設
・

設
備

の
構

造
・

機
能

の
損

傷
に

影
響

す
る

浸
水

高
，

波
力

・
波

圧
に

つ
い

て
安

全
側

に
評
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津
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針
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津
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計
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針

と
の

適
合

状
況

 

が
安

全
側

に
評

価
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
価

す
る

。
 

(
3
)
施

設
が

海
岸

線
の

方
向

に
お

い
て

広
が

り
を

有
し

て
い

る
場

合
（

例
え

ば
敷

地
前

面
の

防
潮

堤
、

防
潮

壁
）

は
、

複
数

の
位

置
に

お
い

て
荷

重
因

子
の

値
の

大
小

関
係

を
比

較
し

、
当

該
施

設
に

最
も

大
き

な
影

響
を

与
え

る
波

形
を

入
力

津
波

と
し

て

設
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

(
3
)
 

津
波

防
護

の
設

計
に

使
用

す
る

入
力

津
波

は
，

敷
地

及
び

そ

の
周

辺
の

遡
上

域
，

伝
播

経
路

の
不

確
か

さ
及

び
施

設
の

広
が

り
を

考
慮

し
て

設
定

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

た
め

，
津

波
防

護
施

設
で

あ
る

防
潮

堤
は

，
海

岸
線

の
方

向
に

お
い

て
広

が
り

を
有

し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
荷

重
因

子
で

あ
る

入
力

津
波

の
高

さ
や

速
度

が
，

設
計

上
考

慮
し

て
い

る
津

波
高

さ
，

速
度

を
超

過
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(
4
)
基

準
津

波
及

び
入

力
津

波
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
津

波
に

よ

る
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

の
励

起
に

つ
い

て
、

以
下

の
例

の
よ

う
に

評
価

し
考

慮
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

①
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
関

し
て

は
、

港
湾

周
辺

及
び

港
湾

内
の

水
位

分
布

、
速

度
ベ

ク
ト

ル
分

布
の

経

時
的

変
化

を
分

析
す

る
こ

と
に

よ
り

、
港

湾
内

の
局

所
的

な

現
象

と
し

て
生

じ
て

い
る

か
、
生

じ
て

い
る

場
合

、
そ

の
固

有

振
動

に
よ

る
影

響
が

顕
著

な
範

囲
及

び
固

有
振

動
の

周
期

を

把
握

す
る

。
 

②
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
よ

り
水

位
変

動
が

大
き

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
あ

る
場

合
、
取

水
ピ

ッ
ト

、
津

波
監

視
設

備

（
敷

地
の

潮
位

計
等

）
と

の
位

置
関

係
を

把
握

す
る

。
（

設
計

上
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
と

な
る

程
度

に
応

じ
て

緩
和

策
、

設
備

設

置
位

置
の

移
動

等
の

対
応

を
検

討
）

 

(
4
)
 

基
準

津
波

に
よ

る
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

の
励

起
に

つ
い

て
は

，
遡

上
解

析
に

よ
り

，
東

海
第

二
発

電
所

の
港

湾
内

外
の

最
大

水
位

上
昇

量
・

傾
向

，
時

刻
歴

波
形

に
つ

い
て

確
認

す
る

と
，

有
意

な
差

異
が

な
い

こ
と

か
ら

，
局

所
的

な
海

面
の

励
起

は
生

じ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 



 

５条 添付４１-17 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

3
.
4
 
津

波
防

護
方

針
の

審
査

に
あ

た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変

動
、

地
殻

変
動

）
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

入
力

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

対
し

て
朔

望
平

均
潮

位
（

注
）
を

考

慮
し

て
安

全
側

の
評

価
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

注
）

：
朔

（
新

月
）

及
び

望
（

満
月

）
の

日
か

ら
5
日

以
内

に
観

測

さ
れ

た
、

各
月

の
最

高
満

潮
面

及
び

最
低

干
潮

面
を

1
年

以
上

に
わ

た
っ

て
平

均
し

た
高

さ
の

水
位

を
そ

れ
ぞ

れ
、

朔
望

平
均

満
潮

位
及

び
朔

望
平

均
干

潮
位

と
い

う
 

潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

に
つ

い
て

も
適

切
に

評
価

し

考
慮

す
る

こ
と

。
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
ま

た
は

沈
降

が
想

定

さ
れ

る
場

合
、

地
殻

変
動

に
よ

る
敷

地
の

隆
起

ま
た

は
沈

降
及

び
、

強
震

動
に

伴
う

敷
地

地
盤

の
沈

下
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価

を

実
施

す
る

こ
と

。
 

3
.
4
 
津

波
防

護
方

針
の

審
査

に
あ

た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変

動
，

地
殻

変
動

）
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
入

力
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
対

し
て

，
朔

望
平

均
潮

位
及

び

2
0
1
1

年
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
に

伴
う

地
殻

変
動

を
考

慮
し

て
安

全
側

の
評

価
を

実
施

す
る

。
潮

汐
以

外
の

要
因

に
よ

る
潮

位

変
動

と
し

て
，

高
潮

に
つ

い
て

適
切

に
評

価
を

行
う

。
ま

た
，

地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
又

は
沈

降
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

，
地

殻

変
動

に
よ

る
敷

地
の

隆
起

又
は

沈
降

及
び

強
振

動
に

伴
う

敷
地

地
盤

の
沈

下
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価

を
実

施
す

る
。

 

 
な

お
具

体
的

に
は

以
下

の
確

認
状

況
に

示
す

。
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
敷

地
周

辺
の

港
又

は
敷

地
に

お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ

き
、

観
測

期
間

、
観

測
設

備
の

仕
様

に
留

意
の

上
、

朔
望

平
均

潮
位

を
評

価
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

朔
望

平
均

潮
位

及
び

潮
位

の
ば

ら
つ

き
は

敷
地

周
辺

の
観

測
地

点
「

茨
城

港
日

立
港

区
」（

茨
城

県
茨

城
港

湾
事

務
所

日
立

港
区

事
業

所
所

管
）

に
お

け
る

潮
位

観
測

記
録

に
基

づ
き

評
価

す
る

。
 

(
2
)
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
朔

望
平

均
満

潮
位

を
考

慮
し

、

上
昇

側
評

価
水

位
を

設
定

し
て

い
る

こ
と

、
ま

た
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

朔
望

平
均

干
潮

位
を

考
慮

し
、

下
降

側
評

価
水

位
を

設
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

(
2
)
 

潮
位

変
動

と
し

て
，

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

は
朔

望

平
均

満
潮

位
T
.
P
.
＋

0
.
6
1
m
及

び
潮

位
の

ば
ら

つ
き

0
.
1
8
m
を

考
慮

し
，

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

は
朔

望
平

均
干

潮
位

T
.
P
.
－

0
.
8
1
m
及

び
潮

位
の

ば
ら

つ
き

0
.
1
6
m
を

考
慮

す
る

。
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状
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(
3
)
潮

汐
以

外
の

要
因

に
よ

る
潮

位
変

動
に

つ
い

て
、

以
下

の
例

の

よ
う

に
評

価
し

考
慮

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

①
敷

地
周

辺
の

港
又

は
敷

地
に

お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ

き
、

観
測

期
間

等
に

留
意

の
上

、
高

潮
発

生
状

況
（

程
度

、
台

風
等

の
高

潮
要

因
）

に
つ

い
て

把
握

す
る

。
 

②
高

潮
要

因
の

発
生

履
歴

及
び

そ
の

状
況

、
並

び
に

敷
地

に
お

け
る

汀
線

の
方

向
等

の
影

響
因

子
を

考
慮

し
て

、
高

潮
の

発

生
可

能
性

と
そ

の
程

度
（

ハ
ザ

ー
ド

）
に

つ
い

て
検

討
す

る
。
 

③
津

波
ハ

ザ
ー

ド
評

価
結

果
を

踏
ま

え
た

上
で

、
独

立
事

象
と

し
て

の
津

波
と

高
潮

に
よ

る
重

畳
頻

度
を

検
討

し
た

上
で

、

考
慮

の
可

否
、

津
波

と
高

潮
の

重
畳

を
考

慮
す

る
場

合
の

高

潮
の

再
現

期
間

を
設

定
す

る
。

 

(
3
)
 

潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

に
つ

い
て

，
以

下
の

例

の
よ

う
に

評
価

し
考

慮
し

て
い

る
。

 

①
 

潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

に
つ

い
て

は
，

観
測

地
点

「
茨

城
港

日
立

港
区

」
に

お
け

る
過

去
約

4
0
年

（
1
9
7
1

年
～

2
0
1
0
年

）
の

潮
位

観
測

記
録

に
基

づ
き

，
高

潮
発

生
状

況
（

発
生

確
率

，
台

風
等

の
高

潮
要

因
）

を
確

認
す

る
。

 

②
 

高
潮

要
因

の
発

生
履

歴
及

び
そ

の
状

況
を

考
慮

し
て

，
高

潮
の

発
生

可
能

性
と

そ
の

程
度

（
ハ

ザ
ー

ド
）

に
つ

い
て

検

討
す

る
。

 

③
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の

年
超

過
確

率
は

1
0

－
４
程

度
で

あ
り

，
独

立
事

象
と

し
て

津
波

と
高

潮
が

重
畳

す
る

可
能

性

は
極

め
て

低
い

と
考

え
ら

れ
る

も
の

の
，

高
潮

ハ
ザ

ー
ド

に

つ
い

て
は

，
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
を

超
え

る
再

現
期

間
1
0
0

年
に

対
す

る
期

待
値

T
.
P
.
＋

1
.
4
4
m
と

，
入

力
津

波
で

考
慮

し
た

朔
望

平
均

満
潮

位
T
.
P
.
＋

0
.
6
1
m
及

び
潮

位
の

ば
ら

つ

き
0
.
1
8
m
の

合
計

と
の

差
で

あ
る

0
.
6
5
m
を

外
郭

防
護

の
裕

度
評

価
に

お
い

て
参

照
す

る
。

 

(
4
)
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
ま

た
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合

、

以
下

の
例

の
よ

う
に

地
殻

変
動

量
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評

価
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

①
広

域
的

な
地

殻
変

動
を

評
価

す
べ

き
波

源
は

、
地

震
の

震
源

と
解

釈
し

、
津

波
波

源
と

な
る

地
震

の
震

源
（

波
源

）
モ

デ
ル

か
ら

算
定

さ
れ

る
広

域
的

な
地

殻
変

動
を

考
慮

す
る

こ
と

と

(
4
)
 

地
震

に
よ

り
陸

域
の

隆
起

又
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合

，

以
下

の
例

の
よ

う
に

地
殻

変
動

量
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評

価
を

実
施

す
る

。
 

①
 

東
海

第
二

発
電

所
の

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

殻
変

動

は
，

プ
レ

ー
ト

間
地

震
の

活
動

に
よ

る
影

響
が

支
配

的
で

あ

る
。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

す
る

。
 

②
プ

レ
ー

ト
間

地
震

の
活

動
に

関
連

し
て

局
所

的
な

地
殻

変
動

が
あ

っ
た

可
能

性
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
場

合
（

南
海

ト
ラ

フ

沿
岸

部
に

見
ら

れ
る

完
新

世
段

丘
の

地
殻

変
動

等
）
は

、
局

所

的
な

地
殻

変
動

量
に

よ
る

影
響

を
検

討
す

る
。

 

③
地

殻
変

動
量

は
、

入
力

津
波

の
波

源
モ

デ
ル

か
ら

適
切

に
算

定
し

設
定

す
る

こ
と

。
 

④
地

殻
変

動
が

隆
起

又
は

沈
降

に
よ

っ
て

、
以

下
の

例
の

よ
う

に
考

慮
の

考
え

方
が

異
な

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

a
)
地

殻
変

動
が

隆
起

の
場

合
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し

て
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

評
価

（
以

下
｢
安

全
評

価
｣
と

い

う
。
）
す

る
際

に
は

、
対

象
物

の
高

さ
に

隆
起

量
を

加
算

し

た
後

で
、
下

降
側

評
価

水
位

と
比

較
す

る
。
ま

た
、
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際

に
は

、
隆

起
し

な
い

も
の

と
仮

定
し

て
、

対
象

物
の

高
さ

と
上

昇
側

評
価

水
位

を
直

接
比

較
す

る
。

 

b
)
地

殻
変

動
が

沈
降

の
場

合
、

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し

て
安

全
評

価
す

る
際

に
は

、
対

象
物

の
高

さ
か

ら
沈

降
量

を
引

算
し

た
後

で
、

上
昇

側
評

価
水

位
と

比
較

す
る

。
ま

た
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

評
価

す
る

際
に

は
、
沈

降
し

な
い

も
の

と
仮

定
し

て
、
対

象
物

の
高

さ
と

下

降
側

評
価

水
位

を
直

接
比

較
す

る
。

 

⑤
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

モ
デ

ル
か

ら
算

定
さ

れ
る

②
 

基
準

津
波

の
波

源
で

あ
る

日
本

海
溝

に
お

け
る

プ
レ

ー

ト
間

地
震

に
想

定
さ

れ
る

地
震

に
お

い
て

生
じ

る
地

殻
変

動
量

を
考

慮
す

る
。

ま
た

，
2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地

震
に

よ
り

生
じ

た
地

殻
変

動
量

を
考

慮
す

る
。

 

③
 

入
力

津
波

の
波

源
モ

デ
ル

（
日

本
海

溝
に

お
け

る
プ

レ
ー

ト
間

地
震

）
か

ら
算

定
さ

れ
る

地
殻

変
動

量
と

し
て

は
，

0
.
3
1
m
の

陸
域

の
沈

降
が

想
定

さ
れ

る
。

2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

で
は

，
敷

地
全

体
が

約
0
.
2
m
沈

降
し

て
い

た
。

 

④
 

基
準

津
波

の
波

源
で

あ
る

日
本

海
溝

に
お

け
る

プ
レ

ー

ト
間

地
震

に
想

定
さ

れ
る

地
震

に
お

い
て

生
じ

る
地

殻
変

動
量

は
以

下
の

よ
う

に
考

慮
す

る
。

 

a
)
 

地
殻

変
動

が
隆

起
の

場
合

は
，

下
降

側
の

水
位

変
動

に

対
し

て
は

隆
起

を
考

慮
し

，
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
は

隆
起

を
考

慮
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

b
)
 

地
殻

変
動

が
沈

降
の

場
合

は
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
は

沈
降

を
考

慮
し

，
下

降
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
は

沈
降

を
考

慮
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 
ま

た
，

2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

に
よ

り
生

じ
た

地
殻

変
動

量
に

つ
い

て
は

，
初

期
条

件
と

し
て

，
上

昇
側

及

び
下

降
側

の
水

位
変

動
に

お
い

て
考

慮
す

る
。

 

⑤
 

入
力

津
波

の
波

源
モ

デ
ル

（
日

本
海

溝
に

お
け

る
プ

レ
ー

ト
間

地
震

）
か

ら
算

定
さ

れ
る

地
殻

変
動

量
と

し
て

は
，
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方
針

と
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適
合

状
況

 

広
域

的
な

地
殻

変
動

に
つ

い
て

も
、

津
波

に
対

す
る

安
全

性

評
価

へ
の

影
響

を
検

討
す

る
。

 

⑥
広

域
的

な
余

効
変

動
が

継
続

中
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

傾
向

を
把

握
し

、
津

波
に

対
す

る
安

全
性

評
価

へ
の

影
響

を
検

討

す
る

。
 

 

0
.
3
1
m
の

陸
域

の
沈

降
が

想
定

さ
る

。
ま

た
，
2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

で
は

，
敷

地
全

体
が

約
0
.
2
m
沈

降
し

て
い

た
。

 

⑥
 

2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

に
よ

る
広

域
的

な
余

効
変

動
に

よ
る

鉛
直

変
位

は
ほ

と
ん

ど
な

い
。

 

4
.
 
津

波
防

護
方

針
 

4
.
1
 
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護

の
基

本
方

針
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

基
本

方
針

が
敷

地
及

び
敷

地

周
辺

全
体

図
、

施
設

配
置

図
等

に
よ

り
明

示
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
等

と
し

て
設

置

さ
れ

る
も

の
の

概
要

が
網

羅
か

つ
明

示
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

4
.
 

津
波

防
護

方
針

 

4
.
1
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

基
本

方
針

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
敷

地
の

特
性

（
敷

地
の

地
形

，
敷

地
周

辺
の

津
波

の
遡

上
，

浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

方
針

を
敷

地
及

び
敷

地
周

辺

全
体

図
，

施
設

配
置

図
等

に
よ

り
明

示
す

る
。

ま
た

，
敷

地
の

特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
（

津
波

防
護

施
設

，
深

層
防

止
設

備
，

津

波
監

視
装

置
等

）
の

概
要

（
外

郭
防

護
の

位
置

及
び

浸
水

想
定

範

囲
の

設
定

，
並

び
に

内
郭

防
護

の
位

置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範

囲
の

設
定

等
）

に
つ

い
て

整
理

す
る

。
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
敷

地
の

特
性

（
敷

地
の

地
形

、
敷

地
周

辺
の

津
波

の
遡

上
、

浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
基

本
方

針
（

前
述

2
.
の

と
お

り
）

を
確

認
す

る
。

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

津
波

防
護

の
基

本
方

針
は

，
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

①
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

，
浸

水
防

止
設

備
，

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水

設
備

を
除

く
。

下
記

(
3
)
に

お
い

て
同

じ
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い

て
，

基
準

津
波

に



 

５条 添付４１-21 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

よ
る

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
又

は
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

取
水

路
及

び
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

②
 

取
水

・
放

水
施

設
及

び
地

下
部

等
に

お
い

て
，

漏
水

す
る

可
能

性
を

考
慮

の
上

，
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
，

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

③
 

上
記

２
方

針
の

ほ
か

，
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

，
浸

水

防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

，
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

④
 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ

る
重

要
な

安
全

機

能
へ

の
影

響
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

⑤
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
，

入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護

の
概

要
（

外
殻

防
護

の
位

置

及
び

浸
水

想
定

範
囲

の
設

定
、

並
び

に
内

郭
防

護
の

位
置

及
び

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
の

設
定

等
）

を
確

認
す

る
。

 

 

(
2
)
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

概
要

（
外

殻
防

護
の

位

置
及

び
浸

水
想

定
範

囲
の

設
定

，
並

び
に

内
郭

防
護

の
位

置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設

定
等

）
を

示
す

。
 

 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し
て

，
原

子
炉

建
屋

，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

，
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

，
排

気
筒

，
軽

油
貯

蔵
タ

ン
ク
（

地
下

式
）
，
海

水
ポ

ン
プ

室
が

設
置

及
び

非
常
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用
海

水
系

配
管

を
設

定
す

る
。

 

 
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

又
は

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と

す
る

た
め

，
外

郭
防

護
と

し
て

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

を
設

置
す

る
。

 

 
取

水
路

，
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
た

め
，

外
郭

防
護

と
し

て
取

水
路

に
取

水
路

点
検

用
開

口
部

浸
水

防
止

蓋
，

海
水

ポ
ン

プ
室

に
海

水
ポ

ン
プ

グ
ラ

ン
ド

ド
レ

ン
排

出
口

逆
止

弁
，

循
環

水
ポ

ン
プ

室
に

取
水

ピ
ッ

ト
空

気
抜

き
配

管
逆

止
弁

，
放

水
路

に
放

水
路

ゲ
ー

ト
及

び
放

水
路

ゲ
ー

ト
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
Ｓ

Ａ
用

海
水

ピ
ッ

ト
に

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

並
び

に
緊

急
用

海
水

ポ

ン
プ

室
に

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
点

検
用

開
口

部
浸

水

防
止

蓋
，

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

グ
ラ

ン
ド

ド
レ

ン
排

水
口

逆
止

弁
及

び
緊

急
用

海
水

ポ
ン

プ
室

床
ド

レ
ン

排
水

口
逆

止
弁

を

設
置

す
る

。
ま

た
，

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

下
部

貫
通

部
に

対
し

て
止

水
処

置
を

実
施

す
る

。
 

 
引

き
波

時
の

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
の

低
下

に
対

し
て

，
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

を
維

持
す

る
た

め
，

取
水

口
前

面
の

海
中

に
貯

留
堰

を
設

置
す

る
。

 

 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
，
津

波
に

よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

た
め

，
内

郭
防

護
と
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し
て

，
海

水
ポ

ン
プ

室
に

海
水

ポ
ン

プ
室

ケ
ー

ブ
ル

点
検

口
浸

水
防

止
蓋

並
び

に
タ

ー
ビ

ン
建

屋
又

は
非

常
用

海
水

系
配

管

カ
ル

バ
ー

ト
と

隣
接

す
る

原
子

炉
建

屋
境

界
地

下
階

の
貫

通

部
に

対
し

て
止

水
処

置
を

実
施

す
る

。
さ

ら
に

，
屋

外
の

循
環

水
管

の
損

傷
箇

所
か

ら
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
が

設
置

さ
れ

て

い
る

海
水

ポ
ン

プ
室

へ
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

，
海

水
ポ

ン
プ

室
壁

の
貫

通
部

に
対

し
て

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。

 

 
地

震
発

生
後

，
津

波
が

発
生

し
た

場
合

に
，

そ
の

影
響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た

め
，

津
波

監
視

設
備

と
し

て
，

取
水

路
に

潮
位

計
，

取
水

ピ
ッ

ト
に

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
計

並
び

に
原

子
炉

建
屋

屋
上

及
び

防
潮

堤
上

部
に

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

を
設

置
す

る
。

 

4
.
2
 
敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭

防
護

１
）

 

4
.
2
.
1
 
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
重

要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
屋

外
設

備
等

は
、

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上

波
が

到
達

し
な

い
十

分
高

い
場

所
に

設
置

す
る

こ
と

。
 

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
到

達
す

る
高

さ
に

あ
る

場
合

に
は

、

防
潮

堤
等

の
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
こ

と
。
 

 

4
.
2
 

敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防

護
１

）
 

4
.
2
.
1
 

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

，
流

入
の

防
止

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
「

3
.
2
 

基
準

津
波

に
よ

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域

」
に

示

し
た

と
お

り
，

基
準

津
波

の
遡

上
波

が
敷

地
に

地
上

部
か

ら
到

達
・

流
入

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

，
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防

止
設

備
の

設
置

に
よ

り
遡

上
波

が
到

達
し

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

 
具

体
的

に
は

，
敷

地
高

さ
T
.
P
.
＋

3
m
，
T
.
P
.
＋

8
m
，
T
.
P
.
＋

1
1
m
，

T
.
P
.
＋

2
3
m
，
T
.
P
.
＋

2
5
m
に

設
置

さ
れ

て
い

る
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，

津
波

監
視

装
置

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
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建
屋

及
び

区
画

に
対

し
て

，
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

地
上

部

か
ら

到
達

・
流

入
し

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
敷

地
へ

の
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

（
遡

上
経

路
）

の
特

定

(
3
.
2
.
1
)
に

お
け

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

の
状

況
、

浸
水

域
の

分

布
等

を
踏

ま
え

、
以

下
を

確
認

す
る

。
 

①
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

又
は

そ
れ

を
内

包
す

る
建

屋
の

設
置

位
置

・
高

さ
に

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

し
な

い
こ

と
、
ま

た
は

、
到

達
し

な
い

よ
う

津
波

防
護

施
設

を

設
置

し
て

い
る

こ
と

。
 

②
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

以
外

に
既

存
の

地
山

斜
面

、
盛

土
斜

面
等

の
活

用
の

有
無

。
ま

た
、
活

用
に

際
し

て
補

強
等

の

実
施

の
有

無
。

 

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

敷
地

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
（

遡
上

経
路

）
の

特

定
(
3
.
2
.
1
)
に

お
け

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

の
状

況
，

浸
水

域
の

分
布

等
を

踏
ま

え
，

以
下

を
確

認
し

て
い

る
。

 

①
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

，
浸

水
防

止
設

備
，

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

原
子

炉
建

屋
，
タ

ー
ビ

ン
建

屋

及
び

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
並

び
に

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
の

う
ち

屋
外

設
備

で
あ

る
排

気
筒

が
設

置
さ

れ
て

い
る

敷
地

の
高

さ
は

T
.
P
.
＋

8
m
，

軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

地
下

式
）

が
設

置
さ

れ
て

い
る

敷
地

の
高

さ

は
T
.
P
.
＋

1
1
m
，

海
水

ポ
ン

プ
室

が
設

置
さ

れ
て

い
る

敷
地

の
高

さ
は

T
.
P
.
＋

3
m
，

非
常

用
海

水
系

配
管

が
設

置
さ

れ
て

い
る

敷
地

高
さ

は
T
.
P
.
＋

3
m
～

T
.
P
.
＋

8
m
で

あ
り

，
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

，
流

入
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

こ
の

た

め
，

敷
地

前
面

東
側

に
お

い
て

は
入

力
津

波
高

さ
T
.
P
.
＋

1
7
.
9
m
に

対
し

て
天

端
高

さ
T
.
P
.
＋

2
0
m
の

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

，
敷

地
側

面
北

側
に

お
い

て
は

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
＋

1
5
.
4
m
に

対
し

て
天

端
高

さ
T
.
P
.
＋

1
8
m
の

防
潮

堤
，

敷
地

側

面
南

側
に

お
い

て
は

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
＋

1
6
.
6
m
に

対
し
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て
T
.
P
.
＋

1
8
m
の

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

，
津

波
は

到
達

，
流

入
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

②
 

遡
上

波
の

到
達

・
流

入
の

防
止

に
お

い
て

，
既

存
の

地
山

斜
面

，
盛

土
斜

面
等

は
活

用
し

て
い

な
い

。
 

(
2
)
津

波
防

護
施

設
の

位
置

・
仕

様
を

確
認

す
る

。
 

①
津

波
防

護
施

設
の

種
類

（
防

潮
堤

、
防

潮
壁

等
）

及
び

箇
所

 

②
施

設
ご

と
の

構
造

形
式

、
形

状
 

(
2
)
 

津
波

防
護

施
設

の
位

置
・

仕
様

を
確

認
示

す
。

 

①
 

防
潮

堤
 

 
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護

施
設

，
浸

水
防

止
設

備
，

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水

設
備

を
除

く
。
）
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

到
達

，
流

入
す

る
こ

と
を

防
止

し
，

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸

水
防

止
設

備
，

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除

く
。
）
が

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

た
め

，
敷

地
を

取
り

囲
む

形
で

防
潮

堤
を

設
置

す
る

。
 

 
防

潮
堤

の
構

造
形

式
と

し
て

は
，

地
中

連
続

壁
基

礎
に

鋼

製
の

上
部

工
を

設
置

す
る

鋼
製

防
護

壁
，

地
中

連
続

壁
基

礎

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

の
上

部
工

を
設

置
す

る
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

及
び

基
礎

と
な

る
鋼

管
杭

の
上

部
工

部
分

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

被
覆

し
た

鋼
管

杭
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

の
3
種

類
か

ら
な

る
。

 

防
潮

堤
の

う
ち

鋼
製

防
護

壁
に

は
，

鋼
製

防
護

壁
と

取
水

構
造

物
の

境
界

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す

る
た

め
に

，

1
次

止
水

機
構

及
び

2
次

止
水

機
構

を
多

様
化

し
て

設
置

す

る
。

な
お

，
主

要
な

構
造

体
の

境
界

部
に

は
，

想
定

さ
れ

る
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荷
重

の
作

用
及

び
相

対
変

位
を

考
慮

し
た

止
水

ジ
ョ

イ
ン

ト
を

設
置

し
，

止
水

処
置

を
講

じ
る

設
計

と
す

る
。

防
潮

扉

は
，

上
下

ス
ラ

イ
ド

式
の

鋼
製

扉
で

あ
る

。
 

②
 

防
潮

扉
 

 
防

潮
堤

の
道

路
横

断
部

に
防

潮
扉

を
設

置
す

る
。

 

 
防

潮
扉

は
，

上
下

ス
ラ

イ
ド

式
の

鋼
製

扉
で

あ
る

。
 

③
 

貯
留

堰
 

 
基

準
津

波
に

よ
る

取
水

ピ
ッ

ト
内

水
位

低
下

時
に

，
非

常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

下
回

る
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
た

め
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
継

続
運

転
が

十

分
可

能
と

な
る

よ
う

，
取

水
口

前
面

に
貯

留
堰

を
設

置
す

る
。

 

(
3
)
津

波
防

護
施

設
に

お
け

る
浸

水
防

止
設

備
の

設
置

の
方

針
に

関
し

て
、

以
下

を
確

認
す

る
。

 

①
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
遡

上
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
止

水
対

策
を

実
施

す
る

予
定

の
部

位
が

列
記

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

以
下

、
例

示
。

 

a
)
電

路
及

び
電

線
管

貫
通

部
、

並
び

に
電

気
ボ

ッ
ク

ス
等

に

お
け

る
電

線
管

内
処

理
 

b
)
躯

体
開

口
部

（
扉

、
排

水
口

等
）

 

  

(
3
)
 

敷
地

へ
の

津
波

流
入

に
つ

い
て

は
，

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

下

部
貫

通
部

か
ら

の
流

入
の

可
能

性
が

あ
る

。
 

 
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
，

津
波

が
流

入
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

，
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
下

部
貫

通
部

に
対

し
て

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。
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4
.
2
.
2
 
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
に

つ

い
て

検
討

し
た

上
で

、
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路
（

扉
、
開

口
部

、

貫
通

部
等

）
を

特
定

す
る

こ
と

。
 

特
定

し
た

経
路

に
対

し
て

浸
水

対
策

を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波

の

流
入

を
防

止
す

る
こ

と
。

 

 

4
.
2
.
2
 

取
水

路
，

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
取

水
路

，
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

，
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性

に
つ

い
て

検
討

し
た

上
で

，
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

（
扉

，

開
口

部
，

貫
通

部
等

）
を

特
定

す
る

。
 

特
定

し
た

経
路

に
対

し
て

浸
水

対
策

を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
敷

地
へ

の
海

水
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

（
流

入
経

路
）

の

特
定

 

以
下

の
よ

う
な

経
路

（
例

示
）

か
ら

の
津

波
の

流
入

の
可

能
性

を
検

討
し

、
流

入
経

路
を

特
定

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

①
海

域
に

連
接

す
る

水
路

か
ら

建
屋

、
土

木
構

造
物

地
下

部
へ

の
バ

イ
パ

ス
経

路
（

水
路

周
辺

の
ト

レ
ン

チ
開

口
部

等
）

 

②
津

波
防

護
施

設
（

防
潮

堤
、
防

潮
壁

）
及

び
敷

地
の

外
側

か
ら

内
側

（
地

上
部

、
建

屋
、

土
木

構
造

物
地

下
部

）
へ

の
バ

イ
パ

ス
経

路
（

排
水

管
、

道
路

、
ア

ク
セ

ス
通

路
等

）
 

③
敷

地
前

面
の

沖
合

か
ら

埋
設

管
路

に
よ

り
取

水
す

る
場

合
の

敷
地

内
の

取
水

路
点

検
口

及
び

外
部

に
露

出
し

た
取

水
ピ

ッ

ト
等

（
沈

砂
池

を
含

む
）

 

④
海

域
へ

の
排

水
管

等
 

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

敷
地

へ
の

津
波

流
入

に
つ

い
て

は
，

取
水

路
，

放
水

路
，

Ｓ

Ａ
用

海
水

ピ
ッ

ト
，

緊
急

用
海

水
系

の
取

水
経

路
及

び
構

内
排

水
路

か
ら

の
流

入
の

可
能

性
が

あ
る

。
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(
2
)
特

定
し

た
流

入
経

路
に

お
け

る
津

波
防

護
施

設
の

配
置

・
仕

様

を
確

認
す

る
。

 

①
津

波
防

護
施

設
の

種
類

（
防

潮
壁

等
）

及
び

箇
所

 

②
施

設
ご

と
の

構
造

形
式

、
形

状
 

 

(
2
)
 

特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る

津
波

防
護

施
設

の
配

置
・

仕

様
を

以
下

に
示

す
。

 

①
 

放
水

路
ゲ

ー
ト

 

 
津

波
が

放
水

路
か

ら
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設

備
を

除
く

。
）

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
流

入
す

る
こ

と
を

防

止
し

，
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

，
浸

水
防

止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
が

機
能

喪
失

す
る

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

た
め

，
放

水
路

に

放
水

路
ゲ

ー
ト

を
設

置
す

る
。

 

 
放

水
路

ゲ
ー

ト
は

，
扉

体
，

戸
当

た
り

，
駆

動
装

置
等

で

構
成

さ
れ

，
発

電
所

を
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ

れ
た

場
合

に
遠

隔
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

の
遡

上
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

放
水

路
ゲ

ー
ト

は
，

敷
地

へ
の

遡

上
の

お
そ

れ
の

あ
る

津
波

襲
来

前
に

遠
隔

閉
止

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

に
重

要
安

全
施

設
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と

し
て

設

計
す

る
。

 

②
 

構
内

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

 
津

波
が

構
内

排
水

路
か

ら
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取

水
設

備
を

除
く

。
）

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
流

入
す

る
こ

と

を
防

止
し

，
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

，
浸

水

防
止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除
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く
。
）
が

機
能

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

た
め

，
構

内
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

を
設

置
す

る
。

 

(
3
)
特

定
し

た
流

入
経

路
に

お
け

る
浸

水
防

止
設

備
の

設
置

の
方

針
に

関
し

て
、

以
下

を
確

認
す

る
。

 

①
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
流

入
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
浸

水
防

止
設

備
の

設
置

予
定

の
部

位
が

列
記

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

以
下

、
例

示
。

 

a
)
配

管
貫

通
部

 

b
)
電

路
及

び
電

線
管

貫
通

部
、

並
び

に
電

気
ボ

ッ
ク

ス
等

に

お
け

る
電

線
管

内
処

理
 

c
)
空

調
ﾀ
ﾞ
ｸ
ﾄ
貫

通
部

 

d
)
躯

体
開

口
部

（
扉

、
排

水
口

等
）

 

 

(
3
)
 

特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る

浸
水

防
止

設
備

の
設

置
の

方
針

に
関

し
て

，
以

下
に

示
す

。
 

①
 

浸
水

防
止

設
備

と
し

て
，

取
水

路
に

取
水

路
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
海

水
ポ

ン
プ

室
に

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド

ド
レ

ン
排

出
口

逆
止

弁
，

循
環

水
ポ

ン
プ

室
に

取
水

ピ
ッ

ト

空
気

抜
き

配
管

逆
止

弁
，

放
水

路
に

放
水

路
ゲ

ー
ト

点
検

用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
Ｓ

Ａ
用

海
水

ピ
ッ

ト
に

Ｓ
Ａ

用
海

水

ピ
ッ

ト
開

口
部

浸
水

防
止

蓋
並

び
に

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
に

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
緊

急
用

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口

逆
止

弁
及

び
緊

急
用

海
水

ポ
ン

プ
室

床
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

を
設

置
す

る
。

 

  

4
.
3
 
漏

水
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

（
外

郭
防

護
２

）
 

4
.
3
.
1
 
漏

水
対

策
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

取
水

・
放

水
設

備
の

構
造

上
の

特
徴

等
を

考
慮

し
て

、
取

水
・

放
水

施
設

や
地

下
部

等
に

お
け

る
漏

水
の

可
能

性
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水

の
範

囲
を

想
定

（
以

下
｢
浸

水

4
.
3
 

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

（
外

郭
防

護
２

）
 

4
.
3
.
1
 

漏
水

対
策

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
取

水
・

放
水

設
備

の
構

造
上

の
特

徴
等

を
考

慮
し

て
，

取
水

・

放
水

施
設

や
地

下
部

等
に

お
け

る
漏

水
の

可
能

性
を

検
討

す
る

。
 

 
漏

水
が

継
続

す
る

場
合

は
，

浸
水

想
定

範
囲

を
明

確
に

し
，

浸
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想
定

範
囲

｣
と

い
う

。
）

す
る

こ
と

。
 

浸
水

想
定

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

、

浸
水

口
（

扉
、

開
口

部
、

貫
通

口
等

）
を

特
定

す
る

こ
と

。
 

特
定

し
た

経
路

、
浸

水
口

に
対

し
て

浸
水

対
策

を
施

す
こ

と
に

よ

り
浸

水
範

囲
を

限
定

す
る

こ
と

。
 

 

水
想

定
範

囲
の

境
界

に
お

い
て

浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
，

浸

水
口

（
扉

，
開

口
部

，
貫

通
口

等
）

を
特

定
す

る
。

ま
た

，
浸

水

想
定

範
囲

が
あ

る
場

合
は

，
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

，
浸

水

口
に

対
し

て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ

り
浸

水
範

囲
を

限
定

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
、

後
段

規
制

（
工

事
計

画
認

可
）

に
お

い
て

は
、

浸
水

想
定

範
囲

、
浸

水
経

路
・

浸
水

口
・

浸
水

量
及

び
浸

水
防

止
設

備
の

仕
様

に
つ

い
て

、
確

認
す

る
。

 

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

取
水

・
放

水
設

備
の

構
造

上
の

特
徴

等
を

考
慮

し
て

，
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討

し
た

結
果

，
外

郭
防

護
１

で
の

浸
水

対
策

の
実

施
に

よ
り

，
津

波
の

流
入

防
止

が
可

能
と

考
え

る
が

，
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

で
あ

る
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
が

設
置

さ
れ

て
い

る

海
水

ポ
ン

プ
室

に
つ

い
て

は
，

基
準

津
波

が
取

水
路

を
経

て
取

水
ピ

ッ
ト

か
ら

流
入

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

，
漏

水
が

継
続

す
る

こ
と

に
よ

る
浸

水
の

範
囲

（
以

下
「

浸
水

想
定

範
囲

」
と

い
う

。
）

と
し

て
想

定
す

る
。

 

 
浸

水
想

定
範

囲
へ

の
浸

水
の

可
能

性
が

あ
る

経
路

と
し

て
，

海
水

ポ
ン

プ
室

の
床

に
海

水
ポ

ン
プ

の
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

を

排
水

す
る

排
出

口
が

あ
る

た
め

，
浸

水
防

止
設

備
と

し
て

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

を
設

置
す

る
。

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

は
，

漏
水

に
よ

り
津

波
の

浸
水

経
路

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
，

浸
水

想
定

範
囲

の
浸

水
量

評
価

に
お

い
て

考
慮

す
る

。
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計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

4
.
3
.
2
 
安

全
機

能
へ

の
影

響
確

認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

浸
水

想
定

範
囲

の
周

辺
に

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等

が

あ
る

場
合

は
、

防
水

区
画

化
す

る
こ

と
。

 

必
要

に
応

じ
て

防
水

区
画

内
へ

の
浸

水
量

評
価

を
実

施
し

、
安

全

機
能

へ
の

影
響

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

 

4
.
3
.
2
 

安
全

機
能

へ
の

影
響

確
認

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
浸

水
想

定
範

囲
が

存
在

す
る

場
合

，
そ

の
周

辺
に

重
要

な
安

全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
が

あ
る

場
合

は
，

防
水

区
画

化
す

る
。

必

要
に

応
じ

て
防

水
区

画
内

へ
の

浸
水

量
評

価
を

実
施

し
，

安
全

機

能
へ

の
影

響
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

影
響

確
認

の
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

、
後

段
規

制
（

工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、

浸
水

想
定

範
囲

、
浸

水
経

路
・

浸
水

口
・

浸
水

量
及

び
浸

水
防

止
設

備
の

仕
様

を
確

認
す

る
。

 

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

海
水

ポ
ン

プ
室

に
は

，
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

屋
外

設

備
で

あ
る

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

が
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

，
海

水
ポ

ン
プ

室
を

防
水

区
画

化
す

る
。

 

 
防

水
区

画
化

し
た

海
水

ポ
ン

プ
室

の
海

水
ポ

ン
プ

グ
ラ

ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

に
つ

い
て

は
，

漏
水

が
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
，

浸
水

量
を

評
価

し
，

安
全

機
能

へ
の

影
響

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

4
.
3
.
3
 
排

水
設

備
設

置
の

検
討

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る

長
期

間
の

冠
水

が
想

定
さ

れ
る

場
合

は
、

排
水

設
備

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

 

4
.
3
.
3
 

排
水

設
備

設
置

の
検

討
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
浸

水
想

定
範

囲
に

お
け

る
長

期
間

の
冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

，
排

水
設

備
を

設
置

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
、

後
段

規
制

（
工

事
計

画
認

可
）

に
お

い
て

は
、

浸
水

想
定

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 
「

4
.
3
.
2
 

安
全

機
能

へ
の

影
響

確
認

」
に

お
い

て
浸

水
想

定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

室
に

お
い

て
，

長
期

間
冠

水
す

る
こ
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範
囲

に
お

け
る

排
水

設
備

の
必

要
性

、
設

置
す

る
場

合
の

設
備

仕
様

に
つ

い
て

確
認

す
る

。
 

 

と
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

，
排

水
設

備
を

設
置

す
る

。
 

 

4
.
4
 
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
隔

離
（

内
郭

防
護

）
 

4
.
4
.
1
 
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設

定
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画

に
つ

い
て

は
、

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

明
確

化
す

る
こ

と
。
 

 

4
.
4
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

隔
離

（
内

郭
防

護
）

 

4
.
4
.
1
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
の

設
定

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

，
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
，
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

と
し

て
明

確
化

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
（

耐
震

S
ク

ラ
ス

の
機

器
・

配
管

系
）

の
う

ち
、

基
本

設
計

段
階

に
お

い
て

位
置

が
明

示
さ

れ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ら
の

設
備

等
を

内
包

す
る

建
屋

、
区

画
が

津
波

防
護

重
点

範
囲

と
し

て
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

，
原

子
炉

建
屋

，
使

用
済

燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
，

海
水

ポ
ン

プ
室

，
軽

油
貯

蔵
タ

ン
ク

及
び

非
常

用
海

水
系

配
管

を
設

定
す

る
。

 

(
2
)
基

本
設

計
段

階
に

お
い

て
全

て
の

設
備

等
の

位
置

が
明

示
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

た
め

、
工

事
計

画
認

可
の

段
階

に
お

い
て

津
波

防
護

重
点

化
範

囲
を

再
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
基

本
設

計
段

階
に

お
い

て
位

置
が

確
定

し
て

い
な

い
設

備
等

に
対

し
て

は
、

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

単
位

で
津

波
防

護
重

点
化

範
囲

を
工

認
段

階
で

設
定

す
る

こ
と

が
方

針

と
し

て
明

記
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

(
2
)
－
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4
.
4
.
2
 
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境

界
に

お
け

る
浸

水
対

策
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水

範
囲

、
浸

水
量

を
安

全
側

に

想
定

す
る

こ
と

。
 

浸
水

範
囲

、
浸

水
量

の
安

全
側

の
想

定
に

基
づ

き
、
浸

水
防

護
重

点

化
範

囲
へ

の
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

、
浸

水
口
（

扉
、
開

口
部

、

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
、

そ
れ

ら
に

対
し

て
浸

水
対

策
を

施
す

こ

と
。

 

 

4
.
4
.
2
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
の

境
界

に
お

け
る

浸
水

対
策

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
津

波
に

よ
る

溢
水

を
考

慮
し

た
浸

水
範

囲
，

浸
水

量
を

想
定

す

る
。

 

 
浸

水
範

囲
，

浸
水

量
の

想
定

に
基

づ
き

，
浸

水
防

護
重

点
化

範

囲
へ

の
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

，
浸

水
口

（
扉

，
開

口
部

，

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
，

そ
れ

ら
に

対
し

て
浸

水
対

策
を

実
施

す

る
。

 

 
津

波
に

よ
る

溢
水

を
考

慮
し

た
浸

水
範

囲
，

浸
水

量
に

つ
い

て

は
，

地
震

に
よ

る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て

，
以

下
の

方
針

に
よ

り

安
全

側
の

想
定

を
実

施
す

る
。

 

(
1
)
 

地
震

・
津

波
に

よ
る

建
屋

内
の

循
環

水
等

の
機

器
・

配
管

の

損
傷

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

津
波

及
び

系
統

設
備

保
有

水
の

溢

水
，

下
位

ク
ラ

ス
建

屋
に

お
け

る
地

震
時

の
ド

レ
ン

系
ポ

ン
プ

の
停

止
に

よ
る

地
下

水
の

流
入

等
の

事
象

を
考

慮
す

る
。

 

(
2
)
 

地
震

・
津

波
に

よ
る

屋
外

循
環

水
系

配
管

や
敷

地
内

の
タ

ン

ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷
地

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
保

有
水

の

溢
水

等
の

事
象

を
考

慮
す

る
。

 

(
3
)
 

循
環

水
系

機
器

・
配

管
等

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

に
つ

い

て
は

，
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

き
，

津
波

の
繰

返
し

襲
来

を
考

慮
す

る
。

 

(
4
)
 

配
管

・
機

器
等

の
損

傷
に

よ
る

溢
水

量
に

つ
い

て
は

，
内

部

溢
水

に
お

け
る

溢
水

事
象

想
定

を
考

慮
し

て
算

出
す

る
。
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(
5
)
 

地
下

水
の

流
入

量
は

，
対

象
建

屋
周

辺
の

ド
レ

ン
系

に
よ

る

排
水

量
の

実
績

値
に

基
づ

き
，

安
全

側
の

仮
定

条
件

で
算

定
す

る
。

 

(
6
)
 

施
設

・
設

備
施

工
上

生
じ

う
る

隙
間

部
等

が
あ

る
場

合
に

は
，

当
該

部
か

ら
の

溢
水

も
考

慮
す

る
。

 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
、

後
段

規
制

（
工

事
計

画
認

可
）

に
お

い
て

は
、

浸
水

範
囲

、

浸
水

量
の

想
定

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

経
路

・
浸

水
口

及
び

浸
水

防
止

設
備

の
仕

様
に

つ
い

て
、

確
認

す
る

。
 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水

範
囲

，
浸

水
量

に
つ

い

て
は

，
以

下
の

と
お

り
地

震
に

よ
る

溢
水

の
影

響
も

含
め

て
確

認
を

行
い

，
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
，

浸
水

口
を

特
定

し
，

浸
水

対
策

を
実

施
す

る
。

具
体

的
に

は
，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

か
ら

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
（

原
子

炉
建

屋
）

へ
の

地
震

に
よ

る
循

環
水

系
配

管
の

損
傷

箇
所

か
ら

の
津

波
の

流
入

等
を

防
止

す
る

た
め

，
タ

ー
ビ

ン
建

屋
と

隣
接

す
る

原
子

炉
建

屋
の

地
下

階
の

貫
通

部
に

対
し

て
止

水
処

置

を
実

施
す

る
。

屋
外

の
循

環
水

系
配

管
の

損
傷

箇
所

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

へ
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

，
海

水
ポ

ン
プ

室
貫

通
部

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。

ま
た

，
屋

外
の

非
常

用
海

水
系

配
管

（
戻

り
管

）
の

破
損

箇
所

か
ら

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

，
貫

通
部

止
水

処
置

に
加

え
て

，
海

水
ポ

ン
プ

室
ケ

ー
ブ

ル
点

検
口

浸
水

防
止

蓋
の

設
置

を
実

施
す

る
。

 

(
2
)
津

波
に

よ
る

溢
水

を
考

慮
し

た
浸

水
範

囲
、

浸
水

量
に

つ
い

て

は
、

地
震

に
よ

る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て

、
以

下
の

例
の

よ
う

(
2
)
 

浸
水

範
囲

，
浸

水
量

の
評

価
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

と
お

り

安
全

側
の

想
定

を
実

施
す

る
。
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に
安

全
側

の
想

定
を

実
施

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

①
地

震
・

津
波

に
よ

る
建

屋
内

の
循

環
水

系
等

の
機

器
・

配
管

の

損
傷

に
よ

る
建

屋
内

へ
の

津
波

及
び

系
統

設
備

保
有

水
の

溢

水
、

下
位

ク
ラ

ス
建

屋
に

お
け

る
地

震
時

の
ド

レ
ン

系
ポ

ン

プ
の

停
止

に
よ

る
地

下
水

の
流

入
等

の
事

象
が

想
定

さ
れ

て

い
る

こ
と

。
 

②
地

震
・

津
波

に
よ

る
屋

外
循

環
水

系
配

管
や

敷
地

内
の

タ
ン

ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷
地

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有

水
の

溢
水

等
の

事
象

が
想

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

③
循

環
水

系
機

器
・

配
管

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

は
、
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、
津

波
の

繰
り

返
し

の
来

襲
が

考
慮

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

④
機

器
・

配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
溢

水
量

に
つ

い
て

は
、
内

部
溢

水
に

お
け

る
溢

水
事

象
想

定
を

考
慮

し
て

算
定

し
て

い
る

こ

と
。

 

⑤
地

下
水

の
流

入
量

に
つ

い
て

は
、
例

え
ば

、
ド

レ
ン

系
が

停
止

し
た

状
態

で
の

地
下

水
位

を
安

全
側
（

高
め

）
に

設
定

し
た

上

で
、
当

該
地

下
水

位
ま

で
地

下
水

の
流

入
を

考
慮

す
る

か
、
又

は
対

象
建

屋
周

辺
の

ド
レ

ン
系

に
よ

る
１

日
当

た
り

の
排

水

量
の

実
績

値
に

対
し

て
、

外
部

の
支

援
を

期
待

し
な

い
約

７

日
間

の
積

算
値

を
採

用
す

る
等

、
安

全
側

の
仮

定
条

件
で

算

定
し

て
い

る
こ

と
。

 

ａ
．

建
屋

内
の

機
器

・
配

管
の

損
傷

に
よ

る
津

波
，

溢
水

等
の

事
象

想
定

 

 
タ

ー
ビ

ン
建

屋
に

お
け

る
溢

水
に

つ
い

て
は

，
循

環
水

系

配
管

の
伸

縮
継

手
の

全
円

周
状

の
破

損
（

リ
ン

グ
状

破
損

）

並
び

に
地

震
に

起
因

す
る

耐
震

Ｂ
ク

ラ
ス

及
び

Ｃ
ク

ラ
ス

機
器

の
破

損
を

想
定

し
，

地
震

加
速

度
大

に
よ

る
原

子
炉

ス

ク
ラ

ム
及

び
タ

ー
ビ

ン
建

屋
復

水
器

エ
リ

ア
の

漏
え

い
信

号
で

作
動

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
る

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
及

び
復

水
器

水
室

出
入

口
弁

の
閉

止
ま

で
の

間
に

生
じ

る
溢

水
量

と
，

溢
水

源
と

な
り

得
る

機
器

の
保

有
水

に

よ
る

溢
水

量
及

び
循

環
水

系
配

管
の

破
損

箇
所

か
ら

の
津

波
の

流
入

量
を

合
算

し
た

水
量

が
，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

空
間

部

に
滞

留
す

る
も

の
と

し
て

溢
水

水
位

を
算

出
す

る
。

な
お

，

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

復
水

器
水

室
出

入
口

弁
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
津

波
の

流
入

を
防

止
で

き
る

た
め

，
津

波

の
流

入
は

考
慮

し
な

い
。

 

ｂ
．

屋
外

配
管

や
タ

ン
ク

等
の

損
傷

に
よ

る
津

波
，

溢
水

等
の

事
象

想
定

 

 
循

環
水

系
配

管
の

屋
外

に
お

け
る

溢
水

に
つ

い
て

は
，

循

環
水

系
配

管
の

伸
縮

継
手

の
全

円
周

状
の

破
損

（
リ

ン
グ

状

破
損

）
を

想
定

し
，

循
環

水
ポ

ン
プ

吐
出

に
よ

る
溢

水
が

循

環
水

ポ
ン

プ
室

へ
流

入
し

て
滞

留
す

る
水

量
を

算
出

し
，

隣

接
す

る
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

に
浸

水
し

な
い

こ
と

を
確
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⑥
施

設
・

設
備

施
工

上
生

じ
う

る
隙

間
部

等
に

つ
い

て
も

留
意

し
、

必
要

に
応

じ
て

考
慮

す
る

こ
と

。
 

 

認
す

る
。

な
お

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
循

環
水

ポ
ン

プ

出
口

弁
及

び
復

水
器

水
室

出
入

口
弁

を
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

の
流

入
を

防
止

で
き

る
た

め
，

津
波

の
流

入
は

考

慮
し

な
い

。
 

 
屋

外
に

お
け

る
非

常
用

海
水

系
配

管
（

戻
り

管
）

か
ら

の

溢
水

に
つ

い
て

は
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
全

台
運

転
を

想

定
し

，
そ

の
定

格
流

量
が

溢
水

し
，

設
計

基
準

対
象

施
設

の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
護

設
備

，

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

の
設

置

さ
れ

た
敷

地
に

流
入

し
た

と
き

の
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

へ
の

影
響

を
確

認
す

る
。

な
お

，
津

波
の

襲
来

前
に

放
水

路

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

か
ら

，
非

常
用

海
水

系
配

管
（

戻

り
管

）
の

放
水

ラ
イ

ン
の

放
水

路
側

か
ら

の
津

波
の

流
入

は

防
止

で
き

る
た

め
，

津
波

の
流

入
は

考
慮

し
な

い
。

 

 
屋

外
タ

ン
ク

の
損

傷
に

よ
る

溢
水

は
，

原
子

炉
建

屋
境

界

貫
通

部
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
貫

通
部

に
止

水
処

置
を

す
る

た
め

，
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
建

屋
又

は
区

域
に

流
入

す

る
こ

と
は

な
い

。
 

ｃ
．

循
環

水
系

及
び

非
常

用
海

水
系

の
機

器
・

配
管

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

の
考

慮
 

 
上

記
ａ

．
及

び
ｂ

の
と

お
り

，
循

環
水

系
配

管
の

損
傷

に

対
し

て
，

津
波

が
襲

来
す

る
前

に
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

し
，

復
水

器
出

入
口

弁
及

び
循

環
水

ポ
ン

プ
出

口
弁

を
閉

止
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す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
を

設
け

，
津

波
を

流
入

さ
せ

な
い

設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
津

波
の

浸
水

量
は

考
慮

し
な

い
。

ま

た
，

上
記

ｂ
．

の
と

お
り

，
非

常
用

海
水

系
配

管
（

戻
り

管
）

の
損

傷
に

対
し

て
，

津
波

が
襲

来
す

る
前

に
放

水
路

ゲ
ー

ト

を
閉

止
し

，
放

水
ラ

イ
ン

の
放

水
路

側
か

ら
の

津
波

の
流

入

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

，
津

波
の

浸
水

量
は

考

慮
し

な
い

。
 

ｄ
．

機
器

・
配

管
等

の
損

傷
に

よ
る

内
部

溢
水

の
考

慮
 

 
機

器
・

配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
浸

水
範

囲
，

浸
水

量
に

つ

い
て

は
，

損
傷

箇
所

を
介

し
た

タ
ー

ビ
ン

建
屋

へ
の

津
波

の

流
入

，
内

部
溢

水
等

の
事

象
想

定
も

考
慮

し
て

算
定

す
る

。
 

ｅ
．

地
下

水
の

溢
水

影
響

の
考

慮
 

 
地

下
水

の
流

入
に

つ
い

て
は

，
複

数
の

サ
ブ

ド
レ

ン
ピ

ッ

ト
及

び
排

水
ポ

ン
プ

に
よ

り
排

水
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま

た
，

排
水

ポ
ン

プ
停

止
に

伴
う

地
下

水
位

上
昇

を
想

定
し

て

も
建

屋
地

下
部

貫
通

部
の

止
水

処
置

を
行

い
，

浸
水

防
護

重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

ｆ
．

施
設

・
設

備
施

工
上

生
じ

う
る

隙
間

部
等

に
つ

い
て

の
考

慮
 

 
津

波
及

び
溢

水
に

よ
り

浸
水

を
想

定
す

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
と

原
子

炉
建

屋
地

下
部

の
境

界
に

お
い

て
，

施
工

上
生

じ

う
る

建
屋

間
の

隙
間

部
に

は
，

止
水

処
置

を
行

い
，

浸
水

防

護
重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
ま
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た
，

津
波

及
び

溢
水

に
よ

り
浸

水
を

想
定

す
る

循
環

水
ポ

ン

プ
室

と
隣

接
す

る
海

水
ポ

ン
プ

室
の

貫
通

部
の

隙
間

部
に

は
，

止
水

処
置

を
行

い
，

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

4
.
5
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

4
.
5
.
1
 
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水

性
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
取

水
性

に
つ

い
て

は
、

次
に

示
す

方
針

を

満
足

す
る

こ
と

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能

保
持

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
冷

却
に

必
要

な
海

水

が
確

保
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

 

4
.
5
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

4
.
5
.
1
 
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水

性
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
基

準
津

波
の

水
位

の
低

下
に

対
し

て
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

，
基

準

津
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

，
冷

却
に

必
要

な
海

水
が

確

保
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
具

体
的

に
は

，
以

下
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

・
 

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

位
置

の
評

価
水

位
の

算
定

を
適

切
に

行
う

た
め

，
取

水
路

の
特

性
に

応
じ

た
手

法
を

用
い

る
。

ま

た
，

取
水

路
の

管
路

の
形

状
や

材
質

，
表

面
の

状
況

に
応

じ

た
摩

擦
損

失
を

設
定

す
る

。
 

・
 

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
が

下
降

側
評

価
水

位
を

下
回

る
等

，
水

位
低

下
に

対
し

て
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

・
 

引
き

波
時

に
水

位
が

実
際

の
取

水
可

能
水

位
を

下
回

る
場

合
に

は
，

下
回

っ
て

い
る

時
間

に
お

い
て

，
非

常
用

海
水

ポ
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計
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適
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状
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ン
プ

の
継

続
運

転
が

可
能

な
貯

留
量

を
十

分
確

保
で

き
る

設
計

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

，
取

水
路

又

は
取

水
ピ

ッ
ト

が
循

環
水

系
を

含
む

状
況

系
と

非
常

用
系

で
併

用
さ

れ
て

い
る

た
め

，
循

環
水

系
を

含
む

常
用

系
ポ

ン

プ
運

転
継

続
等

に
よ

る
貯

留
量

の
喪

失
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
取

水
路

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

が
適

切
に

算
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
確

認
の

ポ
イ

ン
ト

は
以

下
の

と
お

り
。

 

①
取

水
路

の
特

性
に

応
じ

た
手

法
が

用
い

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

（
開

水
路

、
閉

管
路

の
方

程
式

）
 

②
取

水
路

の
管

路
の

形
状

や
材

質
、

表
面

の
状

況
に

応
じ

た
摩

擦
損

失
が

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

取
水

路
の

特
性

を
考

慮
し

た
海

水
ポ

ン
プ

位
置

の
評

価
水

位
が

適
切

に
算

定
さ

れ
て

い
る

。
 

①
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
伴

う
取

水
路

か
ら

取

水
ピ

ッ
ト

の
特

性
を

考
慮

し
た

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

位
置

の
評

価
水

位
を

適
切

に
算

出
す

る
た

め
，

管
路

に
お

い
て

運

動
方

程
式

及
び

連
続

式
を

用
い

て
解

析
を

実
施

す
る

。
 

②
 

貯
留

堰
が

な
い

状
態

で
，

取
水

口
，

取
水

路
及

び
取

水
ピ

ッ
ト

に
至

る
経

路
を

モ
デ

ル
化

し
，

粗
度

係
数

，
貝

代
及

び

ス
ク

リ
ー

ン
損

失
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

，
防

波
堤

の
有

無

及
び

潮
位

の
ば

ら
つ

き
の

加
算

に
よ

る
安

全
側

に
評

価
し

た
値

を
用

い
る

等
，

計
算

結
果

の
不

確
実

性
を

考
慮

し
た

評

価
を

実
施

す
る

。
 

(
2
)
前

述
（

3
.
4
(
4
)
）

の
と

お
り

地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮

し

て
、

水
位

低
下

に
対

す
る

耐
性

（
海

水
ポ

ン
プ

の
仕

様
、

取
水

口
の

仕
様

、
取

水
路

又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

仕
様

等
）
に

つ
い

て
、

以
下

を
確

認
す

る
。

 

(
2
)
 

前
述

（
3
.
4
(
4
)
）

の
と

お
り

地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮

し
て

，
水

位
低

下
に

対
す

る
耐

性
（

海
水

ポ
ン

プ
の

仕
様

，
取

水
口

の
仕

様
，

取
水

路
又

は
取

水
ピ

ッ
ト

の
仕

様
等

）
に

つ
い

て
，

以
下

を
確

認
し

て
い

る
。
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適
合

状
況

 

①
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
用

の
取

水
可

能
水

位
が

下
降

側
評

価
水

位
を

下
回

る
等

、
水

位
低

下
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能

保
持

で
き

る
設

計
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

  ②
引

き
波

時
の

水
位

が
実

際
の

取
水

可
能

水
位

を
下

回
る

場
合

に
は

、
下

回
っ

て
い

る
時

間
に

お
い

て
、
海

水
ポ

ン
プ

の
継

続

運
転

が
可

能
な

貯
水

量
を

十
分

確
保

で
き

る
取

水
路

又
は

取

水
ピ

ッ
ト

の
構

造
仕

様
、

設
計

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

な
お

、
取

水
路

又
は

取
水

ピ
ッ

ト
が

循
環

水
系

と
非

常
系

で

併
用

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
循

環
水

系
運

転
継

続
等

に

よ
る

取
水

量
の

喪
失

を
防

止
で

き
る

措
置

が
施

さ
れ

る
方

針

で
あ

る
こ

と
。

 

 

①
 

基
準

津
波

に
よ

る
下

降
側

水
位

は
T
.
P
.
－

5
.
6
4
m
と

な
っ

た
。

こ
の

水
位

に
下

降
側

の
潮

位
の

ば
ら

つ
き

0
.
1
6
m
と

数

値
計

算
上

の
不

確
か

さ
を

考
慮

し
た

T
.
P
.
－

6
.
0
m
を

評
価

水
位

と
す

る
。

評
価

水
位

は
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水

可
能

水
位

T
.
P
.
－

5
.
6
6
m
を

下
回

る
。

 

②
 

こ
の

た
め

，
津

波
防

護
施

設
と

し
て

取
水

口
前

面
の

海
中

に
天

端
高

さ
T
.
P
.
－

4
.
9
m
の

貯
留

堰
を

設
置

す
る

こ
と

で
，

水
位

低
下

に
お

け
る

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

は
保

持
で

き
る

。
な

お
，

取
水

ピ
ッ

ト
は

循
環

水
ポ

ン
プ

を
含

む

常
用

海
水

ポ
ン

プ
が

併
用

さ
れ

て
い

る
た

め
，

発
電

所
を

含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
，

引
き

波
時

に

お
け

る
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
取

水
位

置
で

の
水

位
低

下
量

を
抑

制
す

る
た

め
，

循
環

水
ポ

ン
プ

を
含

む
常

用
海

水
ポ

ン

プ
は

停
止

す
る

運
用

と
す

る
。

 

4
.
5
.
2
 
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

機

能
保

持
確

認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近

の
砂

の
移

動
・

堆
積

が
適

切
に

評

価
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近

の
漂

流
物

が
適

切
に

評
価

さ
れ

て

い
る

こ
と

。
 

非
常

用
海

水
冷

却
系

に
つ

い
て

は
、

次
に

示
す

方
針

を
満

足
す

る

こ
と

。
 

4
.
5
.
2
 

津
波

の
二

次
的

な
影

響
に

よ
る

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
機

能
保

持
確

認
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

砂
の

移
動

・
堆

積
を

適
切

に

評
価

し
，

取
水

口
及

び
取

水
路

の
通

水
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
ま

た
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

に
つ

い
て

は
，

基
準

津
波

に
よ

る

水
位

変
動

に
伴

う
海

底
の

砂
移

動
・

堆
積

，
陸

上
斜

面
崩

壊
に

よ

る
土

砂
移

動
・

堆
積

及
び

漂
流

物
に

対
し

て
取

水
口

及
び

取
水

路
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・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴

う
海

底
の

砂
移

動
・

堆
積

、
陸

上
斜

面
崩

壊
に

よ
る

土
砂

移
動

・
堆

積
及

び
漂

流
物

に
対

し
て

取
水

口
及

び
取

水
路

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴

う
浮

遊
砂

等
の

混
入

に
対

し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

の
通

水
性

は
確

保
で

き
る

こ
と

を
確

認
し

，
浮

遊
砂

等
の

混
入

に

対
し

て
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 
具

体
的

に
は

，
以

下
の

と
お

り
確

認
す

る
。

 

・
 

遡
上

解
析

結
果

に
お

け
る

取
水

口
付

近
の

砂
の

堆
積

状
況

に
基

づ
き

，
砂

の
堆

積
高

さ
が

取
水

口
下

端
に

到
達

し
な

い

こ
と

を
確

認
す

る
。

取
水

口
下

端
に

到
達

す
る

場
合

は
，

取

水
口

及
び

取
水

路
が

閉
塞

す
る

可
能

性
を

安
全

側
に

検
討

し
，

閉
塞

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

・
 

混
入

し
た

浮
遊

砂
は

，
取

水
ス

ク
リ

ー
ン

等
で

除
去

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

た
め

，
非

常
用

海
水

ポ
ン

プ
そ

の
も

の

が
運

転
時

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
軸

固
着

し
に

く
い

仕
様

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
，

軸
受

へ
の

浮
遊

砂
の

混

入
に

対
し

，
耐

摩
耗

性
を

有
す

る
軸

受
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

・
 

基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近

の
漂

流
物

に
つ

い
て

は
，

遡
上

解
析

結
果

に
お

け
る

取
水

口
付

近
を

含
む

敷
地

前
面

及
び

遡
上

域
の

寄
せ

波
及

び
引

き
波

の
方

向
，

速
度

の
変

化

を
分

析
し

た
上

で
，

漂
流

物
の

可
能

性
を

検
討

し
，

漂
流

物

に
よ

り
取

水
口

が
閉

塞
し

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

，

ス
ク

リ
ー

ン
自

体
が

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
が

な
い

か
確

認
す

る
。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
東

海
第

二
発

電
所

 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

【
確

認
内

容
】

(
1
)
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

砂
の

移
動

・
堆

積
に

つ
い

て

は
、
（

3
.
2
.
1
）
の

遡
上

解
析

結
果

に
お

け
る

取
水

口
付

近
の

砂

の
堆

積
状

況
に

基
づ

き
、

砂
の

堆
積

高
さ

が
取

水
口

下
端

に
到

達
し

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

取
水

口
下

端
に

到
達

す
る

場
合

は
、

取
水

口
及

び
取

水
路

が
閉

塞
す

る
可

能
性

を
安

全
側

に
検

討
し

、
閉

塞
し

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

｢
安

全
側

｣
な

検
討

と

は
、

浮
遊

砂
濃

度
を

合
理

的
な

範
囲

で
高

め
て

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

取
水

口
付

近
の

堆
積

高
さ

を
高

め
に

、
ま

た
、

取
水

路
に

お
け

る
堆

積
砂

混
入

量
、

堆
積

量
を

大
き

め
に

算
定

す
る

こ
と

等
が

考
え

ら
れ

る
。

 

【
確

認
状

況
】

(
1
)
 

取
水

口
前

面
の

海
底

面
は

T
.
P
.
－

6
.
8
9
m

で
あ

る
の

に
対

し
，

取
水

口
の

底
面

は
T
.
P
.
－

6
.
0
4
m

と
海

底
面

よ
り

，
約

0
.
8
5
m

高
い

位
置

に
取

水
口

の
底

面
が

あ
る

。
ま

た
，

取
水

ピ

ッ
ト

の
底

面
は

取
水

路
の

底
面

か
ら

1
.
8
m
低

く
T
.
P
.
－

7
.
8
5
m

で
あ

り
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
吸

込
み

下
端

か
ら

取
水

路
底

面
ま

で
は

約
1
.
3
m
の

距
離

が
あ

る
。
ま

た
，
取

水
口

の
呑

口
は

8
口

か
ら

な
り

，
1
口

当
た

り
の

寸
法

は

と
な

る
。

 

 
砂

移
動

に
関

す
る

数
値

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
結

果
は

，
取

水
口

前
面

に
お

け
る

砂
堆

積
厚

さ
は

水
位

上
昇

側
及

び
下

降

側
に

お
い

て
0
.
3
6
m
で

あ
り

，
砂

の
堆

積
に

よ
っ

て
，

取
水

口

が
閉

塞
す

る
こ

と
は

な
い

。
ま

た
，

取
水

ピ
ッ

ト
に

お
け

る
砂

堆
積

厚
さ

は
0
.
0
2
8
m

で
あ

り
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影

響
は

な
く

機
能

は
保

持
で

き
る

。
 

(
2
)
混

入
し

た
浮

遊
砂

は
、

取
水

ス
ク

リ
ー

ン
等

で
除

去
す

る
こ

と

が
困

難
な

た
め

、
海

水
ポ

ン
プ

そ
の

も
の

が
運

転
時

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
軸

固
着

し
に

く
い

仕
様

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

(
2
)
 

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
の

一
部

が
軸

受
潤

滑
水

と
し

て
ポ

ン
プ

軸
受

に
混

入
し

た
と

し
て

も
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
に

設
け

ら
れ

た
約

3
.
7
m
m
の

異
物

逃
し

溝
か

ら
排

出
さ

れ
る

構
造

と
す

る
。

 

 
こ

れ
に

対
し

て
発

電
所

周
辺

の
砂

の
平

均
粒

径
は

0
.
1
5
m
m

（
底

質
調

査
）

で
，

数
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
以

上
の

砂
は

ご
く

わ
ず

か
で

あ
る

こ
と

に
加

え
て

，
粒

径
数

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

以
上

の
砂

は
浮

遊
し

難
い

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
，

大
き

な
粒
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径
の

砂
は

ほ
と

ん
ど

混
入

し
な

い
と

考
え

ら
れ

，
砂

混
入

に
対

し
て

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

は
保

持
で

き
る

。
 

(
3
)
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

漂
流

物
に

つ
い

て
は

、

(
3
.
2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

に
お

け
る

取
水

口
付

近
を

含
む

敷

地
前

面
及

び
遡

上
域

の
寄

せ
波

及
び

引
き

波
の

方
向

、
速

度
の

変
化

を
分

析
し

た
上

で
、

漂
流

物
の

可
能

性
を

検
討

し
、

漂
流

物
に

よ
り

取
水

口
が

閉
塞

し
な

い
仕

様
の

方
針

で
あ

る
こ

と
、

又
は

閉
塞

防
止

措
置

を
施

す
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

、
取

水
ス

ク
リ

ー
ン

に
つ

い
て

は
、

異
物

の
混

入
を

防
止

す
る

効
果

が
期

待
で

き
る

が
、

津
波

時
に

は
破

損
し

て
混

入
防

止
が

機
能

し
な

い
だ

け
で

な
く

、
そ

れ
自

体
が

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
が

有
る

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 

(
3
)
 

発
電

所
敷

地
内

で
漂

流
す

る
可

能
性

が
あ

る
も

の
と

し
て

，

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
建

物
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
）
，
鉄

骨
造

建
物

の
外

装
板

，
フ

ェ
ン

ス
，
空

調
室

外
機

，

車
両

，
浚

渫
用

の
作

業
台

船
等

が
あ

り
，

取
水

口
に

向
か

う
可

能
性

は
否

定
で

き
な

い
が

，
漂

流
物

の
形

状
及

び
堆

積
状

況
を

考
慮

す
る

と
取

水
口

の
呑

口
全

て
を

完
全

に
閉

塞
さ

せ
る

こ

と
は

な
く

，
取

水
性

へ
の

影
響

は
な

い
。

ま
た

，
貯

留
堰

内
に

堆
積

す
る

こ
と

は
考

え
難

い
が

，
堆

積
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

引
き

波
時

の
取

水
性

へ
の

影
響

は
な

い
。

な
お

，
敷

地
内

の
物

揚
岸

壁
に

停
泊

す
る

燃
料

等
輸

送
船

は
，

津
波

警
報

等
発

表
時

に
は

緊
急

退
避

す
る

た
め

，
漂

流
物

と
は

な
ら

な
い

。
 

 
発

電
所

敷
地

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し

て
，

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
建

物
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
）
，
鉄

骨
造

建
物

の
外

装
板

，
家

屋
，
倉

庫
，
フ

ェ
ン

ス
，

タ
ン

ク
，

防
砂

林
等

が
あ

る
が

，
設

置
位

置
及

び
流

向
を

考
慮

す
る

と
取

水
口

へ
は

向
か

わ
な

い
た

め
，

取
水

性
へ

の
影

響
は

な
い

。
な

お
，

こ
れ

ら
の

漂
流

す
る

可
能

性
の

あ
る

も
の

が
取

水
口

に
向

か
う

こ
と

を
想

定
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
す

べ
て

の
も

の
が

取
水

口
前

面
に

到
達

す
る

可
能

性
は

低
い

と
考

え

ら
れ

，
漂

流
物

の
形

状
及

び
堆

積
状

況
を

考
慮

す
る

と
取

水
口
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の
呑

口
全

て
を

完
全

に
閉

塞
さ

せ
る

こ
と

は
な

く
，

取
水

性
へ

の
影

響
は

な
い

。
貯

留
堰

内
に

堆
積

す
る

こ
と

は
考

え
難

い

が
，

堆
積

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
引

き
波

時
の

取
水

性
へ

の
影

響
は

な
い

。
ま

た
，

発
電

所
近

傍
で

操
業

す
る

漁
船

が
航

行
不

能
に

な
っ

た
場

合
に

つ
い

て
は

，
取

水
口

に
向

か
う

可
能

性
は

否
定

で
き

な
い

が
，

取
水

口
の

呑
口

全
て

を
閉

塞
さ

せ
る

こ
と

は
な

く
，

取
水

性
へ

の
影

響
は

な
い

。
 

 
発

電
所

前
面

を
通

過
す

る
定

期
船

に
関

し
て

は
，

発
電

所
か

ら
半

径
5
k
m
以

内
に

航
路

は
な

い
こ

と
か

ら
，

発
電

所
に

対
す

る
漂

流
物

と
は

な
ら

な
い

。
 

 
な

お
，

取
水

口
に

向
か

う
可

能
性

の
あ

る
漂

流
物

に
つ

い
て

は
，

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

に
衝

突
す

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
，

最
も

重
量

が
大

き
い

漂
流

物
が

作
業

台
船

（
約

4
4
t
）
と

な
る

こ
と

か
ら

，
重

量
5
0
t
の

漂
流

物
を

衝
突

荷
重

に

お
い

て
考

慮
し

評
価

す
る

。
 

 
除

塵
装

置
で

あ
る

回
転

レ
イ

キ
付

バ
ー

ス
ク

リ
ー

ン
及

び

ト
ラ

ベ
リ

ン
グ

ス
ク

リ
ー

ン
に

つ
い

て
は

，
基

準
津

波
の

流
速

に
対

し
，

十
分

な
強

度
を

有
し

て
い

る
こ

と
か

ら
，

損
傷

す
る

こ
と

は
な

く
漂

流
物

と
は

な
ら

な
い

こ
と

か
ら

，
取

水
性

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。
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4
.
6
 
津

波
監

視
 

【
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

り
返

し
の

襲
来

を
察

知
し

、
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

の
機

能
を

確
実

に
確

保
す

る
た

め
に

、
津

波
監

視

設
備

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

 

4
.
6
 

津
波

監
視

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
敷

地
へ

の
津

波
の

繰
返

し
の

襲
来

を
察

知
し

，
津

波
防

護
施

設

及
び

浸
水

防
止

設
備

の
機

能
，

取
水

口
及

び
放

水
口

を
含

む
敷

地

東
側

の
沿

岸
域

，
並

び
に

敷
地

内
外

の
状

況
を

監
視

す
る

た
め

に
，

津
波

監
視

設
備

と
し

て
，

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

，
取

水

ピ
ッ

ト
水

位
計

及
び

潮
位

計
を

基
準

津
波

の
影

響
を

受
け

に
く

い
位

置
に

設
置

す
る

。
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

設
置

の
概

要
と

し
て

、
お

お
よ

そ
の

位
置

と
監

視
設

備
の

方
式

等
に

つ
い

て
把

握
す

る
。

 

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

返
し

の
襲

来
を

察
知

し
，

津
波

防
護

施

設
，

浸
水

防
止

設
備

の
機

能
を

確
実

に
す

る
た

め
に

，
津

波
監

視
設

備
を

設
置

す
る

。
津

波
監

視
設

備
と

し
て

は
，

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

，
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

計
及

び
潮

位
計

を
設

置
す

る
。

津
波

・
構

内
監

視
カ

メ
ラ

は
地

震
発

生
後

，
津

波
が

発
生

し
た

場
合

に
，

そ
の

影
響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た

め
，

津
波

及
び

漂
流

物
の

影
響

を
受

け
な

い
防

潮
堤

内
側

の
原

子
炉

建

屋
の

屋
上

及
び

防
潮

堤
の

上
部

に
設

置
し

，
津

波
監

視
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
計

は
，

非
常

用
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

を
確

保
す

る
た

め
に

，
基

準
津

波
の

下
降

側
の

取
水

ピ
ッ

ト
水

位
の

監
視

を
目

的
に

，
津

波
及

び
漂

流
物

の
影

響
を

受
け

に
く

い
防

潮
堤

内
側

の
取

水
ピ

ッ

ト
に

設
置

し
，

津
波

監
視

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
設

計
と
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す
る

。
潮

位
計

は
，

津
波

の
上

昇
側

の
水

位
監

視
を

目
的

に
，

津
波

及
び

漂
流

物
の

影
響

を
受

け
に

く
い

取
水

口
入

口
近

傍

の
取

水
路

側
壁

に
設

置
し

，
津

波
監

視
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

5
.
 
施

設
・

設
備

の
設

計
・

評
価

の
方

針
及

び
条

件
 

5
.
1
 
津

波
防

護
施

設
の

設
計

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

津
波

防
護

施
設

に
つ

い
て

は
、
そ

の
構

造
に

応
じ

、
波

力
に

よ
る

侵

食
及

び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

並
び

に
す

べ
り

及
び

転
倒

に
対

す

る
安

定
性

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐

性
に

も
配

慮
し

た
上

で
、
入

力

津
波

に
対

す
る

津
波

防
護

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計

す
る

こ
と

。
 

 

5
.
 

施
設

・
設

備
の

設
計

・
評

価
の

方
針

及
び

条
件

 

5
.
1
 

津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

（
防

潮
堤

・
防

潮
扉

，
放

水
路

ゲ
ー

ト
，

構
内

排

水
路

逆
流

防
止

設
備

及
び

貯
留

堰
）

に
つ

い
て

は
，

そ
の

構
造

に

応
じ

，
波

力
に

よ
る

侵
食

及
び

洗
掘

に
対

す
る

抵
抗

性
並

び
に

す

べ
り

及
び

転
倒

に
対

す
る

安
定

性
を

評
価

し
，

越
流

時
の

耐
性

に

も
配

慮
し

た
上

で
，

入
力

津
波

に
対

す
る

津
波

防
護

機
能

が
十

分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

    

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

設
計

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

な
お

、
後

段
規

制
（

工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、
施

設
の

寸
法

、
構

造
、

強
度

及
び

支
持

性
能

（
地

盤
強

度
、

地
盤

安
定

性
）

が
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

【
確

認
状

況
】

 

(
1
)
 

津
波

防
護

施
設

（
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
，

放
水

路
ゲ

ー
ト

，

構
内

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
並

び
に

貯
留

堰
）

に
つ

い
て

は
，

そ
の

構
造

に
応

じ
，

波
力

に
よ

る
侵

食
及

び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

並
び

に
す

べ
り

及
び

転
倒

に
対

す
る

安
定

性
を

評
価

し
，

越
流

時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で

，
入

力
津

波
に

対
す

る
津
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

波
防

護
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
設

計
方

針
の

確
認

に
加

え
、

入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

防
護

機

能
が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し

を

得
る

た
め

、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

、
設

定
の

考
え

方
を

確
認

す
る

。
確

認
内

容
を

以
下

に
例

示
す

る
。

 

①
荷

重
組

合
せ

 

a
)
余

震
が

考
慮

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

耐
津

波
設

計
に

お
け

る

荷
重

組
合

せ
：

常
時

＋
津

波
、
常

時
＋

津
波

＋
地

震
（

余
震

）
 

②
荷

重
の

設
定

 

a
)
津

波
に

よ
る

荷
重

（
波

圧
、

衝
撃

力
）

の
設

定
に

関
し

て
、

考
慮

す
る

知
見
（

例
え

ば
、
国

交
省

の
暫

定
指

針
等

）
及

び

そ
れ

ら
の

適
用

性
。

 

b
)
余

震
に

よ
る

荷
重

と
し

て
、

サ
イ

ト
特

性
（

余
震

の
震

源
、

ハ
ザ

ー
ド

）
が

考
慮

さ
れ

、
合

理
的

な
頻

度
、
荷

重
レ

ベ
ル

が
設

定
さ

れ
る

。
 

c
)
地

震
に

よ
り

周
辺

地
盤

に
液

状
化

が
発

生
す

る
場

合
、

防

潮
堤

基
礎

杭
に

作
用

す
る

側
方

流
動

力
等

の
可

能
性

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

③
許

容
限

界
 

a
)
津

波
防

護
機

能
に

対
す

る
機

能
保

持
限

界
と

し
て

、
当

該

構
造

物
全

体
の

変
形

能
力
（

終
局

耐
力

時
の

変
形

）
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、

津
波

防
護

機
能

を
保

持
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
，

設
定

の
考

え
方

を
示

す
。

 

①
 

荷
重

組
合

せ
 

a
)
 

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
余

震
荷

重
 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
漂

流
物

衝
突

荷
重

 

b
)
 

放
水

路
ゲ

ー
ト

 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
余

震
荷

重
 

c
)
 

構
内

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
余

震
荷

重
 

d
)
 

貯
留

堰
 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
余

震
荷

重
 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
漂

流
物

衝
突

荷
重
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

（
な

お
、
機

能
損

傷
に

至
っ

た
場

合
、
補

修
に

、
あ

る
程

度

の
期

間
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、
地

震
、
津

波
後

の
再

使

用
性

に
着

目
し

た
許

容
限

界
に

も
留

意
す

る
必

要
が

あ

る
。

）
 

 

②
 

荷
重

の
設

定
 

a
)
 

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
 

・
津

波
荷

重
 

 
防

潮
堤

前
面

東
側

，
敷

地
側

面
北

側
，

敷
地

側
面

南
側

の
津

波
荷

重
を

考
慮

す
る

。
 

・
余

震
荷

重
 

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
考

慮
す

る
。

 

・
漂

流
物

衝
突

荷
重

 

 
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

と
し

て
抽

出
さ

れ
た

作
業

台
船

4
4
t
が

最
大

と
な

る
こ

と

か
ら

，
5
0
t
の

漂
流

物
が

衝
突

す
る

こ
と

を
考

慮
し

，

「
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）
・

同
解

説
」

に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

 b
)
 

放
水

路
ゲ

ー
ト

 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

・
津

波
荷

重
 

 
放

水
路

に
お

け
る

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
＋

1
9
.
2
m

に
，
参

照
す

る
裕

度
＋

0
.
6
5
m
を

含
め

て
も

，
十

分
な

裕
度

の
あ

る
津

波
荷

重
水

位
T
.
P
.
＋

2
2
.
0
m
を

考
慮

す
る

。
 

・
余

震
荷

重
 

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
考

慮
す

る
。

 

c
)
 

構
内

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
 

・
津

波
荷

重
 

 
防

潮
堤

前
面

（
敷

地
前

面
東

側
）

に
お

け
る

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
＋

1
9
.
2
m
に

，
参

照
す

る
裕

度
＋

0
.
6
5
m
を

含
め

て
も

，
十

分
な

裕
度

の
あ

る
津

波
荷

重
水

位
T
.
P
.
＋

2
0
.
0
m
を

考
慮

す
る

。
津

波
波

力
は

，

「
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
」

に
よ

り
設

定
す

る
。

 

・
余

震
荷

重
 

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
考

慮
す

る
。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

d
)
 

貯
留

堰
 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
 

・
津

波
荷

重
 

 
防

潮
堤

前
面

（
敷

地
前

面
東

側
）

に
お

け
る

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
＋

1
9
.
2
m
に

，
参

照
す

る
裕

度
＋

0
.
6
5
m
を

含
め

て
も

，
十

分
な

裕
度

の
あ

る
津

波
荷

重
水

位
T
.
P
.
＋

2
0
.
0
m
を

考
慮

す
る

。
津

波
波

力
は

，

「
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
」

に
よ

り
設

定
す

る
。

 

・
余

震
荷

重
 

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
考

慮
す

る
。

 

・
漂

流
物

衝
突

荷
重

 

 
漂

流
物

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備

と
し

て
抽

出
さ

れ
た

作
業

台
船

4
4
t
が

最
大

と
な

る
こ

と

か
ら

，
5
0
t
の

漂
流

物
が

衝
突

す
る

こ
と

を
考

慮
し

，

「
道

路
橋

示
方

書
（

Ⅰ
共

通
編

・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）
・

同
解

説
」

に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

③
 

許
容

限
界

 

 
津

波
防

護
に

対
す

る
機

能
限

界
保

持
と

し
て

，
地

震
後

，

津
波

後
の

再
使

用
性

や
津

波
の

繰
返

し
作

用
を

想
定

し
，

止
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

水
性

の
面

も
踏

ま
え

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
構

造
物

全
体

の

変
形

能
力

に
対

し
て

十
分

な
余

裕
を

有
す

る
よ

う
，

鋼
製

す

る
部

材
が

弾
性

状
態

に
収

ま
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

，
津

波

防
護

機
能

を
保

持
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

5
.
2
 
浸

水
防

止
設

備
の

設
計

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て

は
、

浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る

浸
水

時

及
び

冠
水

後
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

、
越

流
時

の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で

、
入

力
津

波
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計
す

る
こ

と
。

 

 

5
.
2
 

浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

 
浸

水
防

止
設

備
（

取
水

路
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
海

水

ポ
ン

プ
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

排
出

口
逆

止
弁

，
取

水
ピ

ッ
ト

空
気

抜

き
配

管
逆

止
弁

，
放

水
路

ゲ
ー

ト
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
緊

急
用

海
水

ポ
ン

プ

ピ
ッ

ト
点

検
用

開
口

部
浸

水
防

止
蓋

，
緊

急
用

海
水

ポ
ン

プ
グ

ラ

ン
ド

ド
レ

ン
排

出
口

逆
止

弁
，

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

室
床

ド
レ

ン

排
出

口
逆

止
弁

，
海

水
ポ

ン
プ

室
ケ

ー
ブ

ル
点

検
口

浸
水

防
止

蓋

及
び

貫
通

部
止

水
処

置
）
に

つ
い

て
は

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。
ま

た
，

浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る

浸
水

時
及

び
冠

水

後
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

，
越

流
時

の
耐

性
に

も

配
慮

し
た

上
で

，
入

力
津

波
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計
す

る
。

 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

設
計

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

な
お

、
後

段
規

制
（

工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、
設

備
の

 以
下

に
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
荷

重
の

組
合

せ
，

荷
重

の
設

定

及
び

許
容

限
界

に
つ

い
て

考
え

方
を

示
す

。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

寸
法

、
構

造
、

強
度

等
が

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

ａ
．

荷
重

の
組

合
せ

 

常
時

荷
重

，
津

波
荷

重
及

び
地

震
荷

重
を

適
切

に
組

合
せ

る
。

 

 
風

荷
重

は
，

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

又
は

竜
巻

以
外

の
風

荷
重

と
し

て
「

建
築

基
準

法
（

建
設

告
示

第
1
4
5
4
号

）
」

に
基

づ
く

立
地

地
域

（
東

海
村

）
の

基
準

風
速

に
よ

る
風

荷
重

を
考

慮
す

る
。

 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

 

・
常

時
荷

重
＋

津
波

荷
重

＋
余

震
荷

重
 

 ｂ
．

荷
重

の
設

定
 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
 

・
津

波
荷

重
 

 
 

各
設

備
の

荷
重

水
位

を
考

慮
す

る
。

 

・
余

震
荷

重
 

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
－

Ｄ
１

を
考

慮
す

る
。

 

   

(
2
)
浸

水
防

止
設

備
の

う
ち

水
密

扉
等

、
後

段
規

制
に

お
い

て
強

度

の
確

認
を

要
す

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
設

計
方

針
の

確
認

に
加

え
、

入
力

津
波

に
対

し
て

浸
水

防
止

機
能

が
十

分
保

持
で

き
る

設
計

が
な

さ
れ

る
こ

と
の

見
通

し
を

得
る

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

同
様

に
、
荷

重
組

合
せ

、
荷

重
の

設
定

及
び

許
容

限
界
（

当

該
構

造
物

全
体

の
変

形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、

か
つ

浸
水

防
止

機
能

を
保

持
す

る
こ

と
）

の
項

目
に

つ
い

て
の

考
え

方
を

確
認

す
る

。
 

(
3
)
浸

水
防

止
設

備
の

う
ち

床
・

壁
貫

通
部

の
止

水
対

策
等

、
後

段

規
制

に
お

い
て

仕
様

（
施

工
方

法
を

含
む

）
の

確
認

を
要

す
る

設
備

に
つ

い
て

は
、

荷
重

の
設

定
と

荷
重

に
対

す
る

性
能

確
保

に
つ

い
て

の
方

針
を

確
認

す
る

。
 

 



 

５条 添付４１-53 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

ｃ
．

許
容

限
界

 

 
 

 
津

波
防

護
に

対
す

る
機

能
限

界
保

持
と

し
て

，
地

震
後

，
津

波
後

の
再

使
用

性
や

津
波

の
繰

返
し

作
用

を
想

定
し

，
止

水
性

の
面

も
踏

ま
え

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
構

造
物

全
体

の
変

形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

す
る

よ
う

，
鋼

製
す

る
部

材
が

弾
性

状
態

に
収

ま
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

，
浸

水
防

止
機

能
を

保
持

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

5
.
3
 
津

波
監

視
設

備
の

設
計

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
、
津

波
の

影
響
（

波
力

、
漂

流
物

の
衝

突
等

）
に

対
し

て
、
影

響
を

受
け

に
く

い
位

置
へ

の
設

置
、
影

響
の

防
止

策
・

緩
和

策
等

を
検

討
し

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津

波
監

視
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

こ
と

。
 

 

5
.
3
 

津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

 
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

，
津

波
の

影
響

（
波

力
，

漂
流

物

の
衝

突
等

）
に

対
し

て
，

影
響

を
受

け
に

く
い

位
置

へ
の

設
置

，

影
響

の
防

止
策

・
緩

和
策

等
を

検
討

し
，

入
力

津
波

に
対

し
て

津

波
監

視
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
(
3
.
2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

に
基

づ
き

、
津

波
影

響
を

受
け

に

く
い

位
置

、
及

び
津

波
影

響
を

受
け

に
く

い
建

屋
・

区
画

・
囲

い
等

の
内

部
に

設
置

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

津
波

監
視

設
備

は
，

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

原
子

炉
建

屋
屋

上

T
.
P
.
約

＋
6
4
m

及
び

防
潮

堤
上

部
T
.
P
.
約

＋
1
8
～

約
＋

2
0
m

に
設

置

す
る

。
 

(
2
)
要

求
事

項
に

適
合

す
る

設
計

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

な
お

、
後

段
規

制
（

工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、
設

備
の

位
置

、
構

造
（

耐
水

性
を

含
む

）
、

地
震

荷
重

・
風

荷
重

と
の

組
合

せ
を

考
慮

し
た

強
度

等
が

要
求

事
項

に
適

合
す

る
も

の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

以
下

に
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
荷

重
の

組
合

せ
，

荷
重

の
設

定

及
び

許
容

限
界

に
つ

い
て

考
え

方
を

示
す

。
 

ａ
．

荷
重

の
組

合
せ

 

常
時

荷
重

，
津

波
荷

重
及

び
地

震
荷

重
を

適
切

に
組

合
せ

る
。

 



 

５条 添付４１-54 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

 
風

荷
重

は
，

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

又
は

竜
巻

以
外

の
風

荷
重

と
し

て
「

建
築

基
準

法
（

建
設

告
示

第
1
4
5
4
号

）
」

に
基

づ
く

立
地

地
域

（
東

海
村

）
の

基
準

風
速

に
よ

る
風

荷
重

を
考

慮
す

る
。

た
だ

し
，

竜
巻

に
よ

る
風

荷
重

に
つ

い
て

は
，

「
第

６
条

 

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
」

に
お

い
て

竜
巻

防
護

施
設

に
該

当
す

る
施

設
・

設
備

に
つ

い
て

考
慮

す
る

。
 

・
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重

 

 

ｂ
．

荷
重

の
設

定
 

・
常

時
荷

重
 

 
自

重
等

を
考

慮
す

る
。

 

・
地

震
荷

重
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
を

考
慮

す
る

。
 

 ｃ
．

許
容

限
界

 

 
 

 
津

波
監

視
設

備
に

対
す

る
機

能
限

界
保

持
と

し
て

，
地

震
後

の
変

形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

す
る

よ
う

，
鋼

製
す

る
部

材
が

弾
性

状
態

に
収

ま
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

，
浸

水
防

止
機

能
を

保
持

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

5
.
4
 
施

設
・

設
備

等
の

設
計

・
評

価
に

係
る

検
討

事
項

 

5
.
4
.
1
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

等
の

設
計

に
お

け
る

検
討

事
項

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

5
.
4
 

施
設

・
設

備
等

の
設

計
・

評
価

に
係

る
検

討
事

項
 

5
.
4
.
1
 

津
波

防
護

施
設

，
浸

水
防

止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検

討
事

項
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の

設
計

及
び

漂
流

物
に

係
る

措

置
に

当
た

っ
て

は
、
次

に
示

す
方

針
（

津
波

荷
重

の
設

定
、
余

震
荷

重
の

考
慮

、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
）

を
満

足
す

る
こ

と
。
 

・
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
（

浸
水

高
、

波
力

・
波

圧
、

洗
掘

力
、

浮
力

等
）

に
つ

い
て

、
入

力
津

波

か
ら

十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

す
る

こ
と

。
 

・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え

、
余

震
の

発
生

の
可

能
性

を
検

討
す

る
こ

と
。

 

・
余

震
発

生
の

可
能

性
に

応
じ

て
余

震
に

よ
る

荷
重

と
入

力
津

波

に
よ

る
荷

重
と

の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

・
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲

来

に
よ

る
作

用
が

津
波

防
護

機
能

、
浸

水
防

止
機

能
へ

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

 

 

 
津

波
防

護
施

設
，

浸
水

防
止

設
備

の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る

措
置

に
当

た
り

，
次

に
示

す
方

針
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

・
 

各
施

設
・
設

備
の

機
能

損
傷

モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重
（

浸

水
高

，
波

力
・

波
圧

，
洗

掘
力

，
浮

力
等

）
に

つ
い

て
，

入

力
津

波
か

ら
十

分
な

余
裕

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

 

・
 

サ
イ

ト
の

地
学

的
背

景
を

踏
ま

え
，

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を

検
討

す
る

。
 

・
 

余
震

発
生

の
可

能
性

に
応

じ
て

，
余

震
に

よ
る

荷
重

と
入

力
津

波
に

よ
る

荷
重

と
の

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
 

・
 

入
力

津
波

の
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
き

，
津

波
の

繰
返

し
の

襲
来

に
よ

る
作

用
が

津
波

防
護

機
能

，
浸

水
防

止
機

能
へ

及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
津

波
荷

重
の

設
定

、
余

震
荷

重
の

考
慮

、
津

波
の

繰
り

返
し

作

用
の

考
慮

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、

要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

以
下

に
具

体
的

な
方

針
を

例
示

す
る

。
 

①
津

波
荷

重
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
不

確
か

さ
を

考
慮

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

a
)
入

力
津

波
が

有
す

る
数

値
計

算
上

の
不

確
か

さ
 

b
)
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重

【
確

認
状

況
】

 

津
波

荷
重

の
設

定
，

余
震

荷
重

の
考

慮
及

び
津

波
の

繰
返

し
作

用
の

考
慮

に
つ

い
て

，
以

下
に

示
す

。
 

①
  

津
波

荷
重

の
設

定
 

津
波

荷
重

の
設

定
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

不
確

か
さ

を
考

慮

す
る

。
 

・
入

力
津

波
の

数
値

計
算

上
の

不
確

か
さ

 

・
各

施
設

・
設

備
の

機
能

損
傷

モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重

の

算
定

過
程

に
介

在
す

る
不

確
か

さ
 



 

５条 添付４１-56 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

の
算

定
過

程
に

介
在

す
る

不
確

か
さ

 

上
記

b
)
の

不
確

か
さ

の
考

慮
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
抽

出

し
た

不
確

か
さ

の
要

因
に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
等

に

よ
り

、
荷

重
設

置
に

考
慮

す
る

余
裕

の
程

度
を

検
討

す
る

方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
余

震
荷

重
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

基
準

津
波

の
波

源
の

活
動

に
伴

い
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
余

震
（

地
震

）
に

つ
い

て
、

そ
の

ハ
ザ

ー
ド

を
評

価
す

る
と

と
も

に
、

基
準

津
波

の
継

続

時
間

の
う

ち
最

大
水

位
変

化
を

生
起

す
る

時
間

帯
に

お
い

て

発
生

す
る

余
震

レ
ベ

ル
を

検
討

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

ま

た
、

当
該

余
震

レ
ベ

ル
に

よ
る

地
震

荷
重

と
基

準
津

波
に

よ

る
荷

重
は

、
こ

れ
ら

の
発

生
確

率
の

推
定

に
幅

が
あ

る
こ

と

を
考

慮
し

て
安

全
側

に
組

み
合

わ
せ

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

③
津

波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

・
設

備

の
入

力
津

波
に

対
す

る
許

容
限

界
が

当
該

構
造

物
全

体
の

変

形
能

力
（

終
局

耐
力

時
の

変
形

）
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
か

つ
津

波
防

護
機

能
・

浸
水

防
止

機
能

を
保

持
す

る
と

し

て
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
、

津
波

の
繰

り
返

し
作

用
に

よ
る

直

接
的

な
影

響
は

無
い

も
の

と
み

な
せ

る
が

、
漏

水
、
二

次
的

影

響
（

砂
移

動
、
漂

流
物

等
）
に

よ
る

累
積

的
な

作
用

又
は

経
時

的
な

変
化

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

い

た
、

安
全

性
を

有
す

る
検

討
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

    

②
  

余
震

荷
重

の
考

慮
 

 
 

 
余

震
荷

重
と

基
準

津
波

の
荷

重
の

組
合

せ
を

考
慮

す
べ

き

施
設

・
設

備
の

設
計

に
当

た
っ

て
は

，
余

震
に

よ
る

地
震

荷
重

を
定

義
し

て
考

慮
す

る
。

 

 

③
  

津
波

の
繰

返
し

作
用

の
考

慮
 

津
波

の
繰

返
し

作
用

の
考

慮
に

つ
い

て
は

，
漏

水
，

二
次

的

影
響

（
砂

移
動

等
）

に
よ

る
累

積
的

な
作

用
又

は
経

時
的

な
変

化
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

，
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
き

，
安

全
性

を
有

す
る

検
討

を
し

て
い

る
。

具
体

的
に

は
，

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

砂
の

移
動

・
堆

積
に

つ

い
て

は
，

基
準

津
波

に
伴

う
砂

移
動

の
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
，

津
波

の
繰

返
し

の
襲

来
を

考
慮

し
て

い
る

。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
を

含
む

敷
地

前
面

及
び

敷

地
近

傍
の

寄
せ

波
及

び
引

き
波

の
方

向
を

分
析

し
た

上

で
，

漂
流

物
の

可
能

性
を

検
討

し
，

取
水

口
の

閉
塞

す
る

よ
う

な
漂

流
物

は
発

生
し

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

5
.
4
.
2
 
漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響

の
検

討
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷

地
内

及
び

近
傍

に
お

い
て

建

物
・

構
築

物
、

設
置

物
等

が
破

損
、

倒
壊

、
漂

流
す

る
可

能
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

。
 

上
記

の
検

討
の

結
果

、
漂

流
物

の
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
、
防

潮

堤
等

の
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

に
波

及
的

影
響

を
及

ぼ

さ
な

い
よ

う
、
漂

流
防

止
装

置
ま

た
は

津
波

防
護

施
設

・
設

備
へ

の

影
響

防
止

措
置

を
施

す
こ

と
。

 

5
.
4
.
2
 

漂
流

物
に

よ
る

波
及

的
影

響
の

検
討

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

 
津

波
防

護
施

設
の

外
側

の
発

電
所

敷
地

内
及

び
近

傍
に

お
い

て
，

建
物

・
構

築
物

，
設

置
物

等
が

破
損

，
倒

壊
，

漂
流

す
る

可

能
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

。
 

 
上

記
の

検
討

の
結

果
，

漂
流

物
の

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
は

，

津
波

防
護

施
設

で
あ

る
防

潮
堤

，
防

潮
扉

，
放

水
路

ゲ
ー

ト
及

び

貯
留

堰
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響

の
検

討
方

針
が

、
要

求
事

項
に

適

合
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

【
確

認
状

況
】

 

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
域

を
考

慮
し

た
場

合
の

漂
流

物
に

よ

る
波

及
的

影
響

を
考

慮
す

べ
き

津
波

防
護

施
設

，
浸

水
防

止
設

備

と
し

て
は

，
津

波
防

護
施

設
と

し
て

位
置

付
け

て
設

計
を

行
う

防

潮
堤

，
防

潮
扉

，
放

水
路

ゲ
ー

ト
及

び
貯

留
堰

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

  

①
 津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

機
能

保
持

確
認

の
う

ち
，
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

漂
流

物

の
漁

船
（

排
水

ト
ン

数
1
5
t
）

に
よ

る
漂

流
物

荷
重

を
算

定
し

た
上

で
，

常
時

荷
重

，
津

波
荷

重
，

余
震

荷
重

及
び

自
然

現
象

に
よ

る
荷

重
と

の
組

合
せ

を
適

切
に

考
慮

し
，
防

潮
堤

及
び

防

潮
扉

の
津

波
防

護
機

能
，
貯

留
堰

の
貯

水
機

能
に

波
及

的
影

響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

(
2
)
設

計
方

針
の

確
認

に
加

え
、

入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

防
護

機

能
が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し

を

得
る

た
め

、
以

下
の

例
の

よ
う

な
具

体
的

な
方

針
を

確
認

す

る
。

 

①
敷

地
周

辺
の

遡
上

解
析

結
果

等
を

踏
ま

え
て

、
敷

地
周

辺
の

陸
域

の
建

物
・

構
築

物
及

び
海

域
の

設
置

物
等

を
網

羅
的

に

調
査

し
た

上
で

、
敷

地
へ

の
津

波
の

襲
来

経
路

及
び

遡
上

経

路
並

び
に

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷

地
内

及
び

近

傍
に

お
い

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
漂

流
物

を
特

定
す

る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

な
お

、
漂

流
物

の
特

定
に

当
た

っ
て

は
、

地
震

に
よ

る
損

傷
が

漂
流

物
の

発
生

可
能

性
を

高
め

る
こ

と
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基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に

係
る

審
査

ガ
イ

ド
 

東
海

第
二

発
電

所
 
耐

津
波

設
計

方
針

と
の

適
合

状
況

 

を
考

慮
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
漂

流
防

止
装

置
、
影

響
防

止
装

置
は

、
津

波
に

よ
る

波
力

、
漂

流
物

の
衝

突
に

よ
る

荷
重

と
の

組
合

せ
を

適
切

に
考

慮
し

て

設
計

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

 

②
 －

 

5
.
4
.
3
 
津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備

の
扱

い
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等

】
 

津
波

防
護

施
設

・
設

備
の

設
計

に
お

い
て

津
波

影
響

軽
減

施
設

・
設

備
の

効
果

を
期

待
す

る
場

合
、
津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備

は
、
基

準
津

波
に

対
し

て
津

波
に

よ
る

影
響

の
軽

減
機

能
が

保
持

さ
れ

る

よ
う

設
計

す
る

こ
と

。
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

・
設

備
は

、
次

に
示

す
事

項
を

考
慮

す
る

こ

と
。

 

・
地

震
が

津
波

影
響

軽
減

機
能

に
及

ぼ
す

影
響

 

・
漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響

 

・
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
に

つ
い

て
十

分
な

余
裕

を

考
慮

し
た

設
定

 

・
余

震
に

よ
る

荷
重

と
地

震
に

よ
る

荷
重

の
荷

重
組

合
せ

 

・
津

波
の

繰
り

返
し

襲
来

に
よ

る
作

用
が

津
波

影
響

軽
減

機
能

に

及
ぼ

す
影

響
 

5
.
4
.
3
 
津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備

の
扱

い
 

－
 

【
確

認
内

容
】

 

(
1
)
津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備

の
効

果
に

期
待

す
る

場
合

に
お

け

る
当

該
施

設
・

設
備

の
検

討
方

針
が

、
要

求
事

項
に

適
合

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

－
 

 



 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 
 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（その他外部事象） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

（その他外部事象） 

 

＜目 次＞ 

1． 基本方針 

1．1 要求事項の整理 

1．2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

 (2) 安全設計方針 

 (3) 適合性の説明 

 

2．外部からの衝撃による損傷の防止 

   別添資料 1 外部事象の考慮について 



 

＜概 要＞ 

1．において，設計基準対処設備の設置許可基準規則，技術基準規則の追加

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所における

適合性を示す。 

 

2．において，設計基準対処設備について，追加要求事項に適合するために

必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及

び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（表 1） 



 

 

2
 

表 1 設置許可基準規則第 6 条及び技術基準規則第 7 条 要求事項 

設置許可基準規則 

第 6 条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

技術基準規則 

第 7 条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
備考 

安全施設は、想定される自然事象（地震及び津波を除く。次

項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならない。 

設計基準対象施設が想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護

措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければな

らない。 

追加要求事項 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮したものでなければならない。 

 追加要求事項 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される

発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その

他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合

には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した

車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状

況から想定される事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）により発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければなら

ない。 

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損なう

おそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

追加要求事項 
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1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

(3) その他の主要な構造 

 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の

基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない
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設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せに

ついては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象

が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳する

ことで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対

しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。 

【別添資料1（3.2:21 32）（4.1:34 39）】 

(a-1) 風（台風） 

安全施設は，設計基準風速による風荷重に対し，安全施設

及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは風

（台風）による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を行
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うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(a-2) 竜巻 

安全施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，

作用する設計荷重に対して，その安全機能を損なわない設計

とする。また，安全施設は，過去の竜巻被害状況及び発電所

のプラント配置から想定される竜巻に随伴する事象に対して，

安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は，

100m／s とし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷

重，気圧差による荷重及び飛来物が安全施設に衝突する際の

衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全施設に常時

作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象に

よる荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

安全施設の安全機能を損なわないようにするため，安全施

設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施するとともに，

作用する設計荷重に対する安全施設及び安全施設を内包する

区画の構造健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

飛来物の発生防止対策として，飛来物となる可能性のある

もののうち，東海発電所を含む当社敷地内の資機材，車両等

については，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設定

する設計飛来物（鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，
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質量 135kg，飛来時の水平速度 51m／s，飛来時の鉛直速度

34m／s））より大きなものに対し，固縛，固定又は防護すべ

き施設からの離隔を実施する。 

なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上記の設計飛来物

（鋼製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定

される場合は，隣接事業所との合意文書に基づきフェンス等

の設置により飛来物となるものを配置できない設計とするこ

と若しくは当該飛来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，

当該飛来物が衝突し得る安全施設及び安全施設を内包する区

画の構造健全性を確保する設計とすること若しくは当該飛来

物による安全施設の損傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること若しくは安全上支障のない期間で修復等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，

その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-3) 凍結 

安全施設は，設計基準温度による凍結に対し，安全施設及

び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは凍結

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計

とする。 

(a-4) 降水 

安全施設は，設計基準降水量を上回る降水による浸水及び

荷重に対し，安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健

全性の確保若しくは降水による損傷を考慮して，代替設備に
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より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-5) 積雪 

安全施設は，設計基準積雪深による荷重及び閉塞に対し，

安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若

しくは積雪による損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

(a-6) 落雷 

安全施設は，設計基準電流値による雷サージに対し，安全

機能を損なわない設計とすること若しくは雷サージによる損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

(a-7) 火山の影響 

安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機

能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿

潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により降下火砕物による直接的影響に対して機能維持するこ

と若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修
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復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とする

こと 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とする

こと 

・換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉

塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計

測制御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにく

い設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐

食）並びに換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的

影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とす

ること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は，降下

火砕物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とす

ること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り

込む機構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所

の換気空調設備は，降下火砕物が侵入しにくい設計とする

こと 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火

砕物の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取

替え若しくは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路
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循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とするこ

と 

さらに，降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部

電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源

の供給が継続できることにより安全機能を損なわない設計と

する。 

(a-8) 生物学的事象 

安全施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等

の発生及び小動物の侵入に対し，その安全機能を損なわない

設計とする。 

海生生物であるクラゲ等の発生に対しては，クラゲ等を含

む塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防止するため，

除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を

除去すること，小動物の侵入に対しては，屋内設備は，建屋

止水処置により，屋外設備は，端子箱貫通部の閉止処置を行

うことにより，安全施設の生物学的事象に対する健全性の確

保若しくは生物学的事象による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-9) 外部火災（森林火災，爆発及び近隣工場等の火災） 

安全施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火

災が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とす

る。 



 

10 

想定される森林火災の延焼防止を目的として，発電所周辺

の植生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた最大火

線強度（6,278kW／m）から算出される防火帯（約 23m）を敷

地内に設ける。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可

燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

また，森林火災による熱影響については，最大火炎輻射強

度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等によ

り安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

発電所敷地又はその周辺で想定される発電用原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）として，想定され

る近隣の産業施設の火災・爆発については，離隔距離の確保

により安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災及び航空機墜落による火災については，離隔距離を

確保すること，その火災による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

外部火災による屋外施設への影響については，屋外施設の

温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

また，外部火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガスに

よる影響については，換気空調設備等に適切な防護対策を講
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じることで安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

森林火災による津波防護施設への熱影響については，最大

火炎輻射強度による熱影響を考慮した離隔距離を確保するも

のとする。なお，津波防護施設と植生の間の離隔距離を確保

するために管理が必要となる隣接事業所敷地については，隣

接事業所との合意文書に基づき，必要とする植生管理を当社

が実施する。 

(a-10)高潮 

安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋

3.3m）以上に設置することで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

(a-11)有毒ガス 

安全施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，中央制御

室換気系等により，中央制御室の居住性を損なわない設計と

する。 

(a-12)船舶の衝突 

安全施設は，航路を通行する船舶の衝突に対し，航路から

の離隔距離を確保することにより，安全施設の船舶の衝突に

対する健全性の確保若しくは船舶の衝突による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-13)電磁的障害 

安全施設は，電磁的障害による擾乱に対し，制御盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部
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からの信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，

鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により，安全施

設の電磁的障害に対する健全性の確保若しくは電磁的障害に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

(2) 安全設計方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林

火災等を考慮する。また，これらの自然現象について関連して発生する自然

現象も含める。これらの事象について，海外の評価基準を考慮の上，発電所

及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所敷地及びその

周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点から，発電用原子炉

施設に影響を与えるおそれがある事象として，洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選

定する。 

安全施設は，これらの自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せ

に遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結

果として施設で生じ得る環境条件においても，安全機能を損なわない設計と



 

13 

する。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水については，立地的

要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該重要安全

施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重

要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について，それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせる。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）は，網羅的に抽出するために，発電所敷地又はその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，

飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害等の事象を考慮する。これらの事象について，海外

の評価基準を考慮の上，発電所又はその周辺での発生可能性，安全施設への

影響度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡

性の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，

飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

安全施設は，これらの発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）のうち，飛来物（航空機落下）については，確率的

要因により設計上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地
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的要因により考慮する必要はない。 

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せについ

ては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を考慮する。事象が単独で発生した場合の影

響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定

し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以

外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。 

【別添資料 1（3.2:21 32）（4.1:34 39）】 
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1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び想定され

る発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して，安全機能を損な

わない設計とする。安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されている重要度分類（以下 1.7 では「安全重要度分類」という。）

のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉を停止する

ため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要

な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及

び機器並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必

要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統

及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機

能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器を外部事象から防護す

る対象（以下「外部事象防護対象施設」という。）とし，機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対象施設とな

る建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，内包する外部事象

防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び外部事象防護対象施設へ波及

的影響を及ぼさない設計とする。ここで，外部事象防護対象施設及び外部事

象防護対象施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持すること若しくは

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに
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より，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.1 風（台風）防護に関する基本方針 

建築基準法及び同施行令第87条第2項及び第4項に基づく建設省告示第1454

号より設定した設計基準風速（30m／s，地上高10m，10分間平均）の風によ

ってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重

要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，地上高10m，

10分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損な

わない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）により損傷

した場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

タンクについては，消防法（危険物の規制に関する技術上の基準の細目を

定める告示第4条の19）において，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m／

s，地上高15m）に基づく風荷重に対する設計が現在でも要求されている。 

なお，風（台風）に伴う飛来物による影響は，竜巻影響評価にて想定する

設計飛来物の影響に包絡される。 

ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては，

落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に発生するとしても，

個々の事象として考えられる影響と変わらない。高潮については，安全施設

は高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針【「６条（竜巻）」参照】 
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1.7.3 凍結防護に関する基本方針 

設計基準温度である－12.7℃の低温による凍結によってその安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，

クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備については換気空調設備に

より環境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍結防止対策を必要に

応じて行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，凍結した場合であって

も，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

 

1.7.4 降水防護に関する基本方針 

森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森林法に基づ

く林地開発許可申請の手びき」等に基づき設計基準降水量（127.5mm／h）を

上回る降水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある

施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上

回る降水による浸水に対し，構内排水路による海域への排水及び浸水防止の

ための建屋止水処置により，安全機能を損なわない設計とするとともに，外

部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの安全機能に影響

を及ぼす可能性のある屋外設備は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る

降水による荷重に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水により，

安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により損傷した場
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合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

 

1.7.5 積雪防護に関する基本方針 

建築基準法及び同施行令第86条第3項に基づく茨城県建築基準法等施行細

則より設定した設計基準積雪量（30cm）の積雪によってその安全機能が損な

われないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，ク

ラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪荷重

に対し機械的強度を有すること，給排気口を閉塞させないことにより安全機

能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により損傷した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

 

1.7.6 落雷防護に関する基本方針 

電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の耐雷指針」を参照し設

定した設計基準電流値（400kA）の落雷によってその安全機能が損なわれな

いことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，雷害防止対策として，原子炉建屋等

への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減等を行うとともに，

安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により損傷した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 
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1.7.7 火山防護に関する基本方針 

1.7.7.1 設計方針【「６条（火山）」参照】 

 

1.7.8 生物学的事象防護に関する基本方針 

生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発生及び小動物の侵入によ

ってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重

要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの

安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，海生生物であるクラゲ等

の発生に対して，塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防止するため，

除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を除去することに

より，安全機能を損なわない設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は端

子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事象により損

傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれな

い。 

 

1.7.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.7.9.1 設計方針【「６条（外部火災）」参照】 

 

1.7.10 高潮防護に関する基本方針 

高潮によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系
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統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上位クラスの

安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，高潮の影響を受けない敷

地高さ（T.P.＋3.3m）以上に設置することで，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

1.7.11 有毒ガス防護に関する基本方針 

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可動

施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には，以

下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

発電所敷地境界付近には国道２４５号線があり，発電所に近い鉄道路線に

は東日本旅客鉄道株式会社常磐線がある。 

発電所沖合の航路は，中央制御室からの離隔距離が確保されている。 

発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外10km以内の

範囲において，石油コンビナート施設は存在しない。なお，発電所に最も近

い石油コンビナート地区は南方約50kmの鹿島臨海地区である。 

また，発電所敷地外10km以内の範囲において，石油コンビナート施設以外

の主要な産業施設がある。 

これらの主要道路，鉄道路線，定期航路及び石油コンビナート施設は，発

電所から離隔距離が確保されており，危険物を積載した車両及び船舶を含む

事故等による発電所への有毒ガスの影響を考慮する必要はない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備からの漏えい

を想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

また，中央制御室の換気空調設備については，外気取入ダンパを閉止し，

閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうことはない。 
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1.7.12 船舶の衝突防護に関する基本方針 

航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保することに

より，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤等に衝突し

て止まることから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，

カーテンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広い

ため，取水性を損なうことはない。 

船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合は，オイルフェンスを設置

する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，安全施設

の安全機能を損なうことはない。 

 

1.7.13 電磁的障害防護に関する基本方針 

安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源受

電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へのラ

インフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用

等により，影響を受けない設計としている。 

したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうことはない。 
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(3) 適合性の説明 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項におい

て同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定し，設計

基準を設定するに当たっては，発電所の立地地域である東海村に対する規

格・基準類による設定値及び東海村で観測された過去の記録等をもとに設定

する。なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された

過去の記録について設計への影響を確認する。また，これらの自然現象ごと

に関連して発生する可能性がある自然現象も含める。 

安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地で想定される自然現
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象に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，

発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得

る環境条件を考慮する。 

発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設定し，自然現

象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（1.:1 17）（2.:18 19）（3.1:20）】 

 

(1) 洪水 

発電所敷地の北側には久慈川が，南側には丘陵地を挟んだ反対側に新川

が位置している。発電所敷地の西側は北から南にかけて EL.3m～EL.21m の

平野となっている。久慈川水系が氾濫した場合，最大で約 EL.7m に達する

が，発電所敷地内に浸入するルートとして考えられる国道２４５号線から

発電所構内進入道路への入口は EL. 15m に位置しており，発電所に影響が

及ばないこと及び新川の浸水は丘陵地を遡上しないことから，敷地の地形

及び表流水の状況から判断して，敷地が洪水による被害を受けることはな

い。 

【別添資料1（3.2:21）】 

 

(2) 風（台風） 

建築基準法及び同施行令第 87 条第 2 項及び第 4 項に基づく建設省告示

第 1454 号によると，東海村において建築物を設計する際に要求される基

準風速は 30m／s（地上高 10m，10 分間平均）である。 

安全施設は，建築基準法及び同施行令第 87 条第 2 項及び第 4 項に基づ
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く建設省告示第 1454 号を参照し，設計基準風速（30m／s，地上高 10m，

10 分間平均）の風（台風）が発生した場合においても，安全機能を損な

わない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，地上高

10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機

能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機能を維持

すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない

設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1897 年 2012 年）によれば最大

風速は 28.3m／s（1961 年 10 月 10 日）であり，設計基準風速に包絡され

る。 

ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては，

落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に発生するとしても，

「(7) 落雷」に述べる個々の事象として考えられる影響と変わらない。

高潮については，「(11) 高潮」に述べるとおり，安全施設は影響を受け

ることのない敷地高さに設置し，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影響につい

ては，竜巻影響評価において想定している設計飛来物の影響に包絡される。 

【別添資料1（3.2:21 23）】 

 

(3) 竜巻 

安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力による荷重，気
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圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対し

て安全機能を損なわないために，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策

を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛来物となり，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないために，以下の対策を行

う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車両については，

固縛，固定，外部事象防護対象施設等及び竜巻飛来物防護対策設備

からの離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，安全施

設が安全機能を損なわないように，以下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物防護対策設備

により，外部事象防護対象施設を防護し，構造健全性を維持し安全

機能を損なわない設計とする。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場合には，代替

設備の確保，損傷した場合の取替え又は補修が可能な設計とするこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲の発

達時に竜巻と同時発生する可能性のある自然現象は，雷，雪，ひょう及び

降水である。これらの自然現象の組合せにより発生する荷重は，設計竜巻

荷重に包含される。 

【別添資料1（3.2:23 25）】 
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(4) 凍結 

水戸地方気象台での観測記録（1897 年～2012 年）によれば，最低気温

は－12.7℃（1952 年 2 月 5 日）である。 

安全施設は，設計基準温度（－12.7℃）の低温が発生した場合において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，上記観測記録を考慮し，屋内設備

については換気空調設備により環境温度を維持し，屋外設備については保

温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，低温による凍結に対して機能を

維持すること若しくは低温による凍結を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。 

【別添資料 1（3.2:25）】 

 

(5) 降水 

森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森林法に基

づく林地開発許可申請の手びき（平成 28 年 4 月茨城県）」等に基づき算

出した，10 年確率で想定される東海村に対する雨量強度は 127.5mm／h で

ある。 

安全施設は，「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき（平成 28 年

4 月茨城県）」を参照し，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水が

発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を
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上回る降水に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水，浸水防止

のための建屋止水処置等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，降水に対して機能を維持するこ

と若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1906 年 2012 年）によれば，日

最大 1 時間降水量は 81.7mm（1947 年 9 月 15 日）であり，設計基準降水量

に包絡される。 

ここで，降水に関連して発生する可能性がある自然現象としては，土石

流，土砂崩れ及び地滑りが考えられるが，敷地には，土石流，土砂崩れ及

び地滑りの素因となるような地形の存在は認められないことから，安全施

設の安全機能を損なうような土石流，土砂崩れ及び地滑りが生じることは

ない。 

【別添資料1（3.2:25 27）】 

 

(6) 積雪 

建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建築基準法等施

行細則によると，建築物を設計する際に要求される基準積雪量は，東海村

においては 30cm である。 

安全施設は，建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建

築基準法等施行細則を参照し，設計基準積雪量（30cm）の積雪が発生した

場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪荷

重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。
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また，設計基準積雪量（30cm）に対し給排気口を閉塞させないことにより

安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，積雪に対して機能を維持するこ

と若しくは積雪による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，水戸地方気象台での観測記録（1897 年 2012 年）によれば，月

最深積雪は 32cm（1945 年 2 月 26 日）である。設計基準を上回るような積

雪事象は，気象予報により事前に予測が可能であり，進展も緩やかである

ため，建屋屋上等の除雪を行うことで積雪荷重の低減及び給排気口の閉塞

防止，構内道路の除雪を行うことでプラント運営に支障をきたさない措置

が可能である。 

【別添資料1（3.2:27 28）】 

 

(7) 落雷 

電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の耐雷指針」を参照し

設定した最大雷撃電流値は，400kA である。 

東海第二発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲で観測された雷撃電

流の最大値は 131kA である。 

安全施設は，電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の耐雷指

針」を参照し，設計基準電流値（400kA）の落雷が発生した場合において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子炉建屋等

への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減等を行うとともに，

安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，安
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全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，落雷に対して機能を維持するこ

と若しくは落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（3.2:28 29）】 

 

(8) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響

が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安全機能

を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）に対して降下

火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制御系

の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並び

に換気系，電気系及び計測制御系の化学的影響（腐食）に対して短

期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が侵

入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構
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を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備は

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除

去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しくは清掃

又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施により安全

機能を損なわない設計とすること 

また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維

持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網

の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の

安全機能を維持することで，発電用原子炉の停止及び停止後の発電用原

子炉の冷却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要

となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）により継続できる設計とすることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（3.2:29～31）】 

 

(9) 生物学的事象 

安全施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発生及び小



 

31 

動物の侵入が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，海生生物であるクラゲ等の発生に

対しては，海生生物を含む塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防

止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を

除去することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は

端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

また，上記以外の安全施設については，生物学的事象に対して機能を維

持すること若しくは生物学的事象による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料1（3.2:31～32）】 

 

(10) 森林火災 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は，

自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止措置を行う。また，敷地内の

植生へ延焼した場合であっても，森林火災シミュレーション（ＦＡＲＳＩ

ＴＥ）による影響評価に基づいた防火帯幅を確保すること等により，安全

機能が損なわれることはない。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，代

替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の対応

又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 
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森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備

内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，屋外設置機器に分類し，影

響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料1（3.2:32）】 

 

(11) 高潮 

安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.（東京湾中等潮位）

＋3.3m）以上に設置することで，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所周辺海域の潮位については，発電所から北方約 3km 地点に

位置する茨城港日立港区で観測された潮位を設計潮位とする。本地点の最

高潮位は T.P.＋1.46m（1958 年 9 月 27 日），朔望平均満潮位が T.P.＋

0.61m である。 

【別添資料 1（3.2:33）】 

 

自然現象の組合せについては，発電所敷地で想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）として抽出された 11 事象をもとに，被害が考えられない

洪水及び津波に包含される高潮を除いた 9 事象に地震及び津波を加えた 11

事象を，網羅的に検討する。 

・組み合わせた場合も影響が増長しない（影響が小さくなるものを含む） 

・同時に発生する可能性が極めて低い 

・増長する影響について，個々の事象の検討で包絡されている又は個々の

事象の設計余裕に包絡されている 

・上記以外で影響が増長する 

以上の観点より，事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事
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象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，その中から荷重の大

きさ等の観点で代表性のある，地震，津波，火山の影響，風（台風）及び積

雪の組合せの影響に対し，安全施設は安全機能を損なわない設計とする。組

み合わせる事象の規模については，設計基準規模事象同士の組合せを想定す

る。 

ただし，「第四条 地震による損傷の防止」及び「第五条 津波による損

傷の防止」において考慮する事項は，各々の条項で考慮し，地震又は津波と

組み合わせる自然現象による荷重としては，風（台風）又は積雪とする。組

合せに当たっては，地震又は津波の荷重の大きさ，最大荷重の継続時間，発

生頻度の関係を踏まえた荷重とし，施設の構造等を考慮する。 

【別添資料 1（6.:51 76）】 

 

第２項について 

重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して，適切

に組み合わせて設計する。なお，過去の記録，現地調査の結果等を参考にし

て，必要のある場合には，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象は，

第１項において選定した自然現象に含まれる。また，重要安全施設を含む安

全施設は，第１項において選定した自然現象又はその組合せにより，安全機

能を損なわない設計としている。安全機能を損なわなければ設計基準事故に

至らないため，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象又はその組合せと設計基準事故に因果関係はない。したがって，

因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると
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想定される自然現象により重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生じる応力を組み合わせる必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対

して，安全機能を損なわない設計とする。 

また，重要安全施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考え

られる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生じる応力を適切に考慮する設計とする。 

【別添資料 1（添-16.:1 2）】 

 

第３項について 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）は，発電所及びその周辺での発生の可能性，安全施設への

影響度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡

性の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，

飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。

ここで，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために

必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への

措置を含める。 

【別添資料 1（1.:1 17）（2.:18 19）（4.:34）】 
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(1) 飛来物（航空機落下） 

発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）への航空機の落下

確率は，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成14･7･29 原院第4号（平成14年7月30日 原子力安全・保安院制

定））等に基づき評価した結果，約8.5×10－８回／炉･年であり，防護設

計の要否を判断する基準である10－７回／炉･年を超えないため，飛来物

（航空機落下）による防護について設計上考慮する必要はない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建

屋除く。）と安全機能が独立していること，かつ設置場所は発電用原子炉

施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）と離隔されていることから，個別

に航空機落下確率を評価した結果，約6.1×10－８回／炉･年であり，防護

設計の要否を判断する基準である10－７回／炉･年を超えないため，飛来物

（航空機落下）による防護について設計上考慮する必要はない。 

【別添資料1（4.1:34）】 

 

(2) ダムの崩壊 

発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，その支川である山田川の上

流約 30km にダムが存在する。 

久慈川は敷地の北方を太平洋に向かい東進していること，発電所敷地の

西側は北から南にかけては EL.3m～EL.21m の上り勾配となっていることか

ら，発電所敷地がダムの崩壊により影響を受けることはなく，ダムの崩壊

を考慮する必要はない。 

【別添資料1（4.1:34 35）】 
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(3) 爆発 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，爆発により安全施設に影響を

及ぼすような石油コンビナート施設はないため，爆発による安全施設への

影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃

料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保により，

安全機能を損なわない設計とする。航行中の船舶が漂流し爆発が発生する

場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計

とする。 

また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，代替設備によ

る必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれら

を適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（4.1:35～36）】 

 

(4) 近隣工場等の火災 

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，火災により評価対象施設に

影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，火災による安全

施設への影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナート施設以外

の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両から火災が発

生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。航行中の船舶が漂流し火災が発生する場合を想定して

も，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 
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発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射熱によ

る評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災

の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許容温度以下とするこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．航空機墜落による火災 

原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した場合，直ちに

公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速やかに初期消火

活動を行う。 

航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周辺で落下確率

が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落することを想定しても，火災

の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，

代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の

対応又はそれらを適切に組み合わせることにより,安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影

響に対して，外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系

統及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実

施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料1（4.1:36 37）】 

 

(5) 有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可
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動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には

周辺監視区域が設定されているため，発電用原子炉施設と近隣の施設や周

辺道路との間には離隔距離が確保されていることから，有毒ガスの漏えい

を想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。また，敷

地港湾の前面の海域を移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した

場合も同様に，離隔距離が確保されていることから，中央制御室の居住性

を損なうことはない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施設からの漏え

いを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉止し，閉回路

循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:37 38）】 

 

(6) 船舶の衝突 

航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保すること

により，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まる

ことから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，カー

テンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広いた

め，取水性を損なうことはない。 

船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合は，オイルフェンスを

設置する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，安全施

設が安全機能を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:38～39）】 
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(7) 電磁的障害 

安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線する電源

受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へ

のラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブル

の適用等により，影響を受けない設計としている。 

したがって，電磁的障害により安全施設が安全機能を損なうことはない。 

【別添資料1（4.1:39）】 
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2. 水  理 

2.1 海  象 

2.1.1 潮  位 

発電所周辺の潮位については，隣接する茨城港日立港区において観測され

ている潮位を用いる。 

既往最高潮位（昭和 33 年 9 月 27 日）  H.P. ＋2.35m 

塑望平均満潮位     H.P. ＋1.50m 

平均潮位     H.P. ＋0.91m 

塑望平均干潮位     H.P. ＋0.08m 

既往最低潮位（平成 2 年 12 月 2 日，平成 3 年 12 月 22 日） 

       H.P. －0.31m 

H.P.±0.00m は茨城港日立港区の工事用基準面で東京湾中等潮位下 0.89m

である。 
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4. 社会環境 

4.1 産業活動 

発電所の近くには，爆発，火災及び有毒ガスにより発電用原子炉施設

の安全性を損なうような石油コンビナート等の施設はない。したがって，

産業活動に伴う爆発，火災及び有毒ガスによって，安全施設の安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

4.2 交通運輸 

発電所に近い鉄道路線としては，東日本旅客鉄道株式会社常磐線があ

る。 

主要な道路としては，常磐自動車道，国道２４５号線，国道６号線及

び国道２９３号線がある。 

海上交通としては，発電所の北方約 3km に茨城港日立港区，南方約

6km に茨城港常陸那珂港区，南方約 18km に茨城港大洗港区があり，日立

－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，常陸那珂－北九州間，大洗－苫小牧間

等の定期航路がある。 

航空関係としては，発電所の南南西方向約 36km に茨城空港がある。

発電所上空には広域航法経路及び直行経路があるが，訓練空域は設定さ

れていない。なお，航空機は原子力関係施設上空の飛行を規制されてい

る。 

発電所周辺の鉄道，主要道路，港湾及び航空路を第 4.2-1 図及び第

4.2-2 図に示す。 
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第 4.2-1 図 東海第二発電所周辺の鉄道，主要道路及び港湾図 

 

第 4.2-2 図東海第二発電所周辺の航空路等図 

鉄道 
有料道路
国道 
市町村界

東海第二発電所
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5. 気  象 

5.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象 

5.2.3 最寄りの気象官署における一般気象（5.2.4に係るものを除く。）(2)(3) 

（1）一般気象 

水戸地方気象台，銚子地方気象台及び小名浜測候所における一般気象に

関する統計を第5.2－2表～第5.2－4表に示す。 

年平均気温，最高気温，最低気温，降水量，風速とも水戸地方気象台と

小名浜測候所ではほぼ同様な値を示しているが,銚子地方気象台では冬期

の最低気温がわずかに高くなっている。 

（2）極  値 

第5.2－2表～第5.2－4表に示した，最寄りの気象官署の気候表によると，

この地域は必ずしも厳しい気象条件が現われる所ではなく，温和な気候を

示している。 

これらの気象官署における観測開始から1980年までの極値を第5.2－5表

～第5.2－31表に示す｡これによれば各官署とも同程度の極値を示している。 

水戸地方気象台の観測記録によれば，日最高気温36.6℃（1967年8月11

日），日最低気温－12.7℃（1952年2月5日），日最大降水量276.6mm

（1938年6月29日），最大積雪の深さ32cm（1945年2月26日），最大瞬間風

速44.2m／s（1939年8月5日）である。 

銚子地方気象台は,日最高気温35.3℃（1962年8月4日）,日最低気温－

6.2℃（1970年1月17日），日最大降水量311.4mm（1947年8月28日）,最大

積雪の深さ17cm（1936年3月2日），最大瞬間風速49.Om／s（1971年9月8

日）である。 

また，小名浜測候所は，日最高気温35.4℃(1947年8月11日),日最低気温

－10.7℃（1952年2月5日），日最大降水量227.2mm（1966年6月28日）,最
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大積雪の深さ28cm（1945年2月26日），最大瞬間風速37.2m／s（1979年10

月19日）である。 

 

5.2.4 発電用原子炉設置変更許可申請書（総室発第31号）に係る最寄りの気

象官署における一般気象 

（1）一般気象 

水戸地方気象台，銚子地方気象台及び小名浜特別地域気象観測所におけ

る一般気象に関する統計を第5.2－32表から第5.2－34表に示す。 

3官署のうち，年平均気温は水戸地方気象台と小名浜特別地域気象観測

所の2官署はほぼ等しい値を示すが，銚子地方気象台は他の2官署よりも約

2℃高く，年間降水量は250㎜～300mm程度多い。また，年平均風速は水戸

地方気象台と小名浜特別地域気象観測所はそれぞれ2.2m／s及び2.8m／sで

あるが，銚子地方気象台は5.7m／sと他の2官署の2倍以上の大きさとなっ

ている。 

（2）極  値 

第5.2－35表から第5.2－52表に示す最寄りの気象官署の観測記録からみ

れば，この地域は比較的温暖であるが，やや風が強い気象条件である。 

水戸地方気象台の観測記録によれば，最高気温38.4℃（1997年7月5日），

最低気温－12.7℃（1952年2月5日），日最大降水量276.6mm（1938年6月29

日），積雪深さの月最大値32cm（1945年2月26日）及び最大瞬間風速44.2m

／s（1939年8月5日）である。 

銚子地方気象台の観測記録によれば，最高気温35.3℃（1962年8月4日），

最低気温－7.3℃（1893年2月13日），日最大降水量311.6mm（1947年8月28

日），積雪深さの月最大値17cm（1936年3月2日）及び最大瞬間風速52.2m

／s（2002年10月1日）である。 
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小名浜特別地域気象観測所の観測記録によれば，最高気温37.7℃（1994

年8月3日），最低気温－10.7℃（1952年2月5日），日最大降水量227.2mm

（1966年6月28日），積雪深さの月最大値28cm（1945年2月26日）及び最大

瞬間風速48.1m／s（2002年10月1日）である。 

 

5.2.5 その他の資料による一般気象 

5.2.5.1 竜  巻 

気象庁「竜巻等の突風データベース」（1961年～2012年）によれば，

「竜巻」及び「竜巻又はダウンバースト」の被害状況から推定した竜巻の

規模は，茨城県において，最大でF3である。 

5.2.5.2 森林火災 

森林火災検討に関係する発電所の最寄りの気象観測所（水戸地方気象

台）の気象データ（最高気温，最大風速，最大風速記録時の風向，最小湿

度）（2007年～2016年）及び発電所の位置する茨城県の「消防防災年報」

（茨城県2006年～2015年）について，第5.2－53表に示す。また，森林火

災発生件数の多い12月～5月における最寄りの気象観測所（水戸地方気象

台）及び発電所の気象データ（卓越風向）について，第5.2－54表に示す。 
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第5.2－53表 気象データ（気温，風速及び湿度）及び森林火災件数 

観測所 水戸地方気象台 気象観測データ注１） 
茨城県内の月別 

森林火災件数注２）
月 

最高気温

（℃） 

最大風速 

（m／s） 

最大風速記録時の風向 最低湿度

（％） 第 1 位 第 2 位 

1 16.9 17.5 北東 北東 17 79 

2 24.3 17.5 北北東 北東 13 86 

3 25.9 14.3 北東 北北東，南西 11 131 

4 29.3 15.1 北北東 北東 13 126 

5 30.8 13.5 北東 北北東 13 54 

6 33.5 14.2 北北東 北北東 21 10 

7 36.4 11.8 北北東 北北東 35 13 

8 37.0 12.9 北東 北北東 35 24 

9 36.1 13.9 北北東 南南西 29 23 

10 31.4 17.4 北北東 北北東 22 11 

11 24.5 11.8 北北東 北北東 18 4 

12 23.8 10.6 北東 西 17 33 

注１）水戸地方気象台 観測記録（2007 年～2016 年）より 

注２）「消防防災年報」（茨城県 2006 年～2015 年）より 
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第 5.2－54 表 気象データ（卓越風向） 

風  向 

最多風向（時間単位）の出現拝趨割合（％）注） 

水戸地方気象台 

気象観測データ 

発電所 

気象観測データ 

北 15 3 

北北西 17 3 

北西 5 9 

西北西 2 23 

西 3 7 

西南西 3 2 

南西 4 1 

南南西 6 3 

南 3 4 

南南東 1 5 

南東 3 4 

東南東 4 3 

東 9 3 

東北東 9 6 

北東 7 14 

北北東 7 9 

   注）観測記録（2007 年～2016 年）より 
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9. 生  物 

9.1 海生生物 

発電所の前面海域において，クラゲの発生がみられることはあるが，

昭和 53 年 11 月の発電所の営業運転開始以降，大量のクラゲの襲来によ

り安全施設の安全機能が損なわれた記録はない。 

 

9.2 植  生 

発電所の周辺にはアカマツ，クロマツ等の植生が認められているが，

昭和 53 年 11 月の営業運転開始以降，発電所周辺の森林火災が原因で安

全施設の安全機能が損なわれた記録はない。 
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6 条（外事）-1 

1. 設計上考慮する外部事象の抽出 

発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出に当たって

は，国内で一般に発生しうる事象に加え，欧米の基準等で示されている事象

を用い網羅的に収集し，類似性，随伴性から整理を行い，地震，津波を含め

た 78 事象（自然現象 55 事象，外部人為事象 23 事象）を抽出した。 

その結果及び海外文献を参考に策定した評価基準に基づき，より詳細に検

討すべき外部事象について評価及び選定を実施した。 

外部事象に対する影響評価のフロー図を参考 2 に示す。 

 

1.1 外部事象の収集 

設置許可基準規則の解釈第六条 2 項及び 8 項において，「想定される自然

現象（地震及び津波を除く。）」と「安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象」として，以下のとおり例示されている。 

第六条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

（中略） 

２ 第 1 項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基

に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山

の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。 

（中略） 

８ 第 3 項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」

とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物

（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。 

 



6 条（外事）-2 

想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以

下「外部人為事象」という。）について網羅的に抽出するための基準等につ

いては，国外の基準として「Development and Application of Level 1 

Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants 

（IAEA,April 2010）」を，また外部人為事象を選定する観点から「DIVERSE 

AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES（FLEX） IMPLEMENTATION GUIDE（NEI-12-

06 August 2012）」，日本の自然現象を網羅する観点から「日本の自然災害

（国会資料編纂会 1998 年）」を参考にした。これらの基準等に基づき抽出し

た想定される自然現象を第 1.1－1 表に，想定される外部人為事象を第 1.1

－2 表に示す。 

な お ， そ の 他 に NRC の ｢ NUREG/CR-2300 PRA Procedures Guide 

（NRC,January 1983）｣等の基準も事象収集の対象としたが，これら追加し

た基準の事象により，「（3） 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部

人為事象の選定結果」において選定される事象が増加することはなかった。 

 

  



6 条（外事）-3 

第 1.1－1 表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される自然現象） 

丸数字は，次頁に記載した外部ハザードを抽出した文献を示す。 

No 外部ハザード 
外部ハザードを抽出した文献等 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

1-1 極低温（凍結） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-2 隕石 ○  ○  ○  ○  ○ 

1-3 降水（豪雨（降雨）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-4 河川の迂回 ○    ○ ○ ○  ○ 

1-5 砂嵐 ○  ○  ○  ○  ○

1-6 静振 ○    ○  ○  ○

1-7 地震活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

1-8 積雪（暴風雪） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

1-9 土壌の収縮又は膨張 ○    ○  ○  ○

1-10 高潮 ○ ○ ○  ○  ○  ○

1-11 津波 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

1-12 火山（火山活動・降灰） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

1-13 波浪・高波 ○ ○ ○  ○  ○  ○

1-14 雪崩 ○ ○ ○  ○  ○  ○

1-15 生物学的事象 ○  ○ ○  ○ ○  ○

1-16 海岸浸食 ○    ○  ○  ○ 

1-17 干ばつ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

1-18 洪水（外部洪水） ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ 

1-19 風（台風） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-20 竜巻 ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-21 濃霧 ○    ○  ○  ○ 

1-22 森林火災 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-23 霜・白霜 ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

1-24 草原火災 ○        ○ 

1-25 ひょう・あられ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

1-26 極高温 ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

1-27 満潮 ○  ○  ○  ○  ○ 

1-28 ハリケーン ○  ○  ○  ○   

1-29 氷結 ○  ○  ○  ○  ○

1-30 氷晶 ○  ○      ○

1-31 氷壁   ○      ○

1-32 土砂崩れ（山崩れ，がけ崩れ）  ○        

1-33 落雷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

1-34 湖又は河川の水位低下 ○  ○  ○  ○  ○



6 条（外事）-4 

No 外部ハザード 
外部ハザードを抽出した文献等 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

1-35 湖又は河川の水位上昇  ○ ○  ○     

1-36 陥没・地盤沈下・地割れ ○ ○ ○   ○   ○ 

1-37 極限的な圧力（気圧高低）   ○      ○ 

1-38 もや   ○       

1-39 塩害，塩雲   ○   ○   ○ 

1-40 地面の隆起  ○ ○   ○   ○ 

1-41 動物   ○      ○ 

1-42 地滑り ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○

1-43 カルスト   ○      ○

1-44 地下水による浸食   ○   ○    

1-45 海水面低   ○      ○

1-46 海水面高  ○ ○      ○

1-47 地下水による地滑り   ○       

1-48 水中の有機物   ○       

1-49 太陽フレア，磁気嵐 ○        ○

1-50 高温水（海水温高） ○ ○ ○  ○    ○

1-51 低温水（海水温低）   ○      ○

1-52 泥湧出（液状化）  ○        

1-53 土石流  ○       ○ 

1-54 水蒸気  ○       ○ 

1-55 毒性ガス ○ ○   ○  ○  ○ 

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES （FLEX） IMPLEMENTATION GUIDE （NEI-12-06 

August 2012） 

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年 

③ Specific Safety Guide （ SSG-3 ）  “Development and Application of Level 1 

Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25

年 6 月 19 日） 

⑤ NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”,NRC, January 1983 

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

（制定：平成 25 年 6 月 19 日） 

⑦  ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large 

Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications" 

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline （NEI-06-12 December 2006） -2011.5 NRC 公表 

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日

本原子力学会 
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第 1.1－2 表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される外部人為事象） 

丸数字は，外部ハザードを抽出した文献を示す。 

No 外部ハザード 
外部ハザードを抽出した文献等 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

2-1 衛星の落下 ○  ○    ○  ○ 

2-2 

パイプライン事故（ガスなど），パ

イプライン事故によるサイト内爆

発等 

○  ○  ○  ○   

2-3 交通事故（化学物質流出含む） ○  ○ ○ ○  ○  ○ 

2-4 有毒ガス ○   ○ ○ ○ ○   

2-5 タービンミサイル ○   ○ ○ ○ ○   

2-6 飛来物（航空機落下等） ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-7 工業施設又は軍事施設事故 ○    ○  ○  ○

2-8 船舶の衝突（船舶事故） ○  ○ ○  ○   ○

2-9 自動車又は船舶の爆発 ○  ○      ○

2-10 船舶から放出される固体液体不純物   ○      ○

2-11 水中の化学物質   ○       

2-12 プラント外での爆発   ○ ○  ○   ○

2-13 プラント外での化学物質の流出   ○      ○

2-14 サイト貯蔵の化学物質の流出 ○  ○  ○  ○   

2-15 軍事施設からのミサイル   ○       

2-16 掘削工事  ○ ○       

2-17 他のユニットからの火災   ○       

2-18 他のユニットからのミサイル   ○       

2-19 他のユニットからの内部溢水   ○       

2-20 電磁的障害   ○ ○  ○   ○ 

2-21 ダムの崩壊   ○ ○  ○   ○ 

2-22 内部溢水    ○ ○ ○ ○   

2-23 火災（近隣工場等の火災）   ○ ○ ○ ○   ○ 

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES （FLEX） IMPLEMENTATION GUIDE （NEI-12-06 

August 2012） 

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年 

③ Specific Safety Guide （ SSG-3 ）  “Development and Application of Level 1 

Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25

年 6 月 19 日） 

⑤ NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”,NRC, January 1983 

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

（制定：平成 25 年 6 月 19 日） 

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large 

Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications" 

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline （NEI-06-12 December 2006） -2011.5 NRC 公表 

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日

本原子力学会 
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1.2 外部事象の選定 

1.2.1 除外基準 

1.1 で網羅的に抽出した事象について，発電所において設計上考慮すべき

事象を選定するため，海外での評価手法※を参考とした第 1.2－1 表の除外

基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。 

 

第 1.2－1 表 考慮すべき事象の除外基準（参考 1 参照） 

基準Ａ 
プラントに影響を与えるほど接近した場所に発生しない。（例：

No.1-5 砂嵐） 

基準Ｂ 
ハザード進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知する

ことでハザードを排除できる。（例：No.1-16 海岸浸食） 

基準Ｃ 

プラント設計上，考慮された事象と比較して設備等への影響度が

同等若しくはそれ以下又はプラントの安全性が損なわれることが

ない（例：No.1-21 濃霧） 

基準Ｄ 影響が他の事象に包絡される。（例：No.1-27 満潮） 

基準Ｅ 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：No.1-2 隕石）

基準Ｆ 

外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項で評価している又

は故意の外部人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象

外の事項。（例：No.2-5 タービンミサイル） 

※  ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for 

Level 1/Large Early Release FrequencyProbabilistic Risk Assessment 

for Nuclear Power Plant Applications" 
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1.2.2 選定結果 

1.2.1 で検討した除外基準に基づき，発電所において設計上考慮すべき

事象を選定した結果を第 1.2－2 表及び第 1.2－3 表に示す。 

第六条に該当する「想定される自然現象」として，以下の 11 事象を選定

した。 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

・火山の影響 

・生物学的事象 

・森林火災 

・高潮 

また，「想定される外部人為事象」として，以下の 7 事象を選定した。 

・飛来物（航空機落下） 

・ダムの崩壊 

・爆発 

・火災 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害  
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第 1.2－2 表 設計基準において想定される自然現象の選定結果 

No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

1-1 極低温（凍結） － ○ 
「凍結」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-2 隕石 E※ × 
安全施設の機能に影響を及ぼす規模の隕石

が衝突する可能性は極めて低い。 

1-3 
降水 

（豪雨（降雨）） 
－ ○ 

「降水」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-4 河川の迂回 B × 

発電所周辺の河川（久慈川）までは距離が

あり（約2km），また，迂回事象は進展が遅

く，進展防止対策が可能であるため，安全

性の影響はないことから除外する。 

1-5 砂嵐 A,D × 

発電所及びその周辺には砂漠砂丘は存在せ

ず，安全施設の機能に影響はないことから

除外する。 

大陸からの黄砂の影響については，「火山

（火山活動・降灰）」に包絡される。 

1-6 静振 D × 

静振は，津波や波浪といった事象に誘因さ

れるものであり，それ単体での影響はな

く，「津波」に包絡される。 

1-7 地震活動 F × 
「第 4 条 地震による損傷の防止」にて評

価される。 

1-8 積雪（暴風雪） － ○ 
「積雪」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-9 
土壌の収縮又は 

膨張 
A,C × 

地盤の収縮又は膨張が発生したとしても，

施設荷重によって有意な圧密沈下・クリー

プ沈下は生じず，また膨潤性の地質でもな

い。なお，安全上重要な施設は岩着や杭基

礎であり，影響はないことから除外する。 

1-10 高潮 － ○ 
「高潮」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-11 津波 F × 
「第 5 条 津波による損傷の防止」にて評

価される。 

1-12 
火山 

（火山活動・降灰） 
－ ○ 

「火山の影響」としてプラントへの影響

評価を実施する。 

1-13 波浪・高波 D × 

波浪は，風浪（風によってその場所に発

生する波）とうねり（他の場所で発生し

た風浪の伝わり，風が静まった後に残さ

れる波）の混在した現象であり，高波は

波浪の波高が高いものを指すが，設計基

準津波による影響の方が大きく，「津波」

に包絡される。 

1-14 雪崩 A × 

安全上重要な施設は周辺斜面と十分な離

隔距離があること，発電所敷地内及び敷

地周辺の地形に急傾斜はなく，雪崩が起

きる可能性はないことから除外する。 

1-15 生物学的事象 － ○ 
「生物学的事象」としてプラントへの影

響評価を実施する。 
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No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

1-16 海岸浸食 B × 

基本的に取水に係る土木構築物はコンクリ

ート製であり浸食はほとんどなく，仮に海

底砂の流出等による海底勾配の変化が生じ

るような場合でも，非常に緩やかに進行す

るものと考えられ，保守管理による不具合

防止が可能であるため，安全施設の機能の

影響はないことから除外する。 

1-17 干ばつ C × 

発電所は海水を冷却源としていることか

ら，安全施設の機能に影響を及ぼすことは

ない。また，淡水は復水貯蔵タンク等によ

り保管していることから，干ばつが発生し

たとしても安全施設の機能に影響を及ぼす

ことはないことから除外する。 

1-18 洪水（外部洪水） － ○ 
「洪水」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-19 風（台風） － ○ 
「風（台風）」としてプラントへの影響評

価を実施する。 

1-20 竜巻 － ○ 
「竜巻」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-21 濃霧 C × 
設備に損傷を与えることはなく，安全施設

の機能に影響はないことから除外する。 

1-22 森林火災 － ○ 
「森林火災」としてプラントへの影響評

価を実施する。 

1-23 霜・白霜 C × 
設備に損傷を与えることはなく，安全施設

の機能に影響はないことから除外する。 

1-24 草原火災 A × 
発電所及びその周辺には草原は存在しな

いことから除外する。 

1-25 ひょう・あられ D × 

ひょう（直径5mm以上），あられ（直径5mm

未満）は氷の粒であり，仮に直径10cm程度

のひょうを想定した場合でも，竜巻の設計

飛来物（鋼製材：長さ4.2m，幅0.3m，奥行

0.2m）の衝突荷重に比べ十分小さいことか

ら，ひょう，あられにより安全施設の機能

が損なわれるおそれはなく，「竜巻」に包

絡される。 

1-26 極高温 C × 

気温は１日の中で高低差があるため高温期

間は一時的であること，仮に水戸の過去最

高気温（38.4℃）が継続したとしても，建

屋内空調は海水にて冷却していることから

室内の気温上昇の影響は著しくなく，安全

機能に影響はないことから除外する。 

1-27 満潮 D × 

発電所周辺の既往最高潮位が T.P.+1.46m

であり，設計津波による影響の方が大き

いことから，「津波」に包絡される。 

1-28 ハリケーン A × 
日本がハリケーンの影響を受けることは

ないことから除外する。 

1-29 氷結 D × 

氷結とは水の凝固であり，影響は凍結と

同等と考えられることから，「極低温（凍

結）」に包絡される。 
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No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

1-30 氷晶 D × 

氷晶とは氷の結晶であり，仮に堆積して

も影響は凍結と同等と考えられることか

ら，「極低温（凍結）」に包絡される。 

1-31 氷壁 A × 

氷壁とは氷河の末端や氷山等の絶壁を指

すが，発電所周辺で氷壁を含む海氷の発

生，流氷の到達事例はないことから除外

する。 

1-32 
土砂崩れ 

（山崩れ，がけ崩れ） 
A × 

発電所敷地内及び敷地周辺に土砂崩れを発

生させるような急傾斜地形，山，がけはな

いことから除外する。 

1-33 落雷 － ○ 
「落雷」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

1-34 
湖又は河川の 

水位低下 
C × 

発電所は海水を冷却源としていることか

ら，湖又は河川の水位低下による安全施設

の機能に影響を及ぼすことはない。また，

淡水は復水貯蔵タンク等により保管してい

ることから，湖又は河川の水位低下が発生

したとしても安全施設の機能に影響を及ぼ

すことはないことから除外する。 

1-35 
湖又は河川の 

水位上昇 
D × 

河川等の水位上昇により氾濫が発生したと

しても，影響は外部からの洪水と同等を考

えられるため，「洪水（外部洪水）」に包絡

される。 

1-36 
陥没・地盤沈下・地割

れ 
F × 

陥没・地盤沈下・地割れ等地盤の変状を伴

う変形は地盤の脆弱性に係る事象であり，

「地震活動」による影響評価（地盤）にて

評価する。 

1-37 
極限的な圧力 

（気圧高低） 
D × 

低気圧，高気圧による気圧の変化につい

ては予測可能であり，必要に応じて事前

の備えが可能である。一方，同様の影響

がある竜巻については，検知から対応ま

での時間的余裕が少ないことに加え，風

荷重や飛来物衝突といったその他の影響

も同時に考慮する必要があることから，

竜巻の方がプラントへ及ぼす影響が大き

いため，「竜巻」に包絡される。 

1-38 もや C × 
設備に損傷を与えることはなく，安全施設

の機能に影響はないことから除外する。 

1-39 塩害，塩雲 B × 

塩害による腐食の影響については，事象

進展が遅く保守管理による不具合防止が

十分可能であることから除外する。 

1-40 地面の隆起 F × 

地面の隆起は地震による地盤の変状を伴う

変形であり，「地震活動」による影響評価

（地盤）にて評価する。 

1-41 動物 D × 
動物を生物学的事象として考慮するため，

「生物学的事象」に包絡される。 

1-42 地滑り A × 

発電所敷地内及び敷地周辺に地滑りを起

こすような地形は存在しないため除外す

る。 
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No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

1-43 カルスト A × 

カルストとは石灰岩地域で雨水・地下水の

溶食によって生じた地形であるが，発電所

敷地内及び敷地周辺に石灰岩地形は認めら

れないことから除外する。 

1-44 地下水による浸食 A × 

敷地には地盤を浸食する地下水脈は認めら

れず，また，敷地内の地下水位分布は海に

向かって勾配を示しており，浸食をもたら

す流れは発生しないことから除外する。 

1-45 海水面低 D × 

海水面低は，津波，干潮により発生する

事象であるが，津波によるものの規模が

大きく，「津波」に包絡される。 

1-46 海水面高 D × 

海水面高は，津波，満潮，高潮により発

生する事象であるが，津波によるものの

規模が大きく，「津波」に包絡される。 

1-47 地下水による地滑り D × 
影響は地滑り事象と同様であると考えられ

ることから，「地滑り」に包絡される。 

1-48 水中の有機物 D × 

プランクトン等の海生生物を生物学的事象

として考慮するため，「生物学的事象」に

包絡される。 

1-49 太陽フレア，磁気嵐 C × 

太陽フレア，磁気嵐により誘導電流が発生

する可能性があるが，影響が及んだとして

も変圧器等の一部に限られること，仮に発

電所外を含めた送変電設備に影響が及ぶよ

うな場合においても，プラント停止等適切

な措置を講じることとしているため，安全

施設の機能が損なわれることはないと考え

られるため除外する。 

1-50 高温水（海水温高） B × 

設計条件を上回る海水温度高に対し定格

出力維持が困難な場合も想定されるが，

温度を監視しており，出力低下やプラン

ト停止措置にて十分対応可能であること

から，安全施設の機能が損なわれること

はないため除外する。 

1-51 低温水（海水温低） C × 

取水温度の低下は冷却性能の低下につな

がるものではなく，安全施設の機能に影

響はないため除外する。 

1-52 泥湧出（液状化） F × 

地盤の脆弱性に係る影響であり，「地震活

動」による影響評価（地盤）にて評価す

る。 

1-53 土石流 A × 

発電所敷地内及び敷地周辺には土石流を発

生させるような地形，地質は認められない

ことから除外する。 

1-54 水蒸気 A × 
火山事象により発生する事象であるが，

周辺に火山がないことから除外する。 

1-55 毒性ガス D × 

火山事象，外部火災事象により発生する

事象であるが，周辺に火山はなく，ま

た，外部火災事象にて有毒ガスの評価を

行うことから，「森林火災」に包絡され

る。 
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※  NUREG-1407 “Procedure and Submittal Guidance for the Individual Plant 

Examination of External Events （IPEEE） for Severe Accident Vulnerabilities”

によると，隕石や人工衛星にについては，衝突の確率が 10－９と非常に小さいため，起因

事象頻度は低く IPEEE の評価対象から除外する旨が記載されている。 

   なお，本記載の基となった NUREG/CR-5042,Supplement2 によると，1 ポンド以上の隕

石の年間落下件数と地表の一定面積に落下する確率を面積比で概算した結果，100 ポン

ド以上の隕石が 10,000 平方フィートに落下する確率は 7×10－１０/炉年，100,000 平方フ

ィートに落下する確率は 6×10－８/炉年，隕石落下による津波の確率は 9×10－１０/炉年と

評価されている。 

   地球近傍の天体が，地球に衝突する確率及び衝突した際の被害状況を表す尺度として，

トリノスケールがあるが，NASA によると 2017 年において，今後 100 年間に衝突する可

能性がある全ての天体について，レベル 0 とされている。レベル 0 とは，衝突確率が 0

か可能な限り 0 に近い又は衝突したとしても大気中で燃え尽き被害がほとんど発生しな

いことを示す。NASA のリストにおいて，2017 年現在最も衝突確率の高い 2010RF12が，今

後 100 年間に発電所へ落下する確率を計算する。 

    

地球の表面積：510,066,000km２ 

   発電所を含む敷地面積：0.75km２ 

   2012RF12の衝突確率（2017 年現在）：5.0×10－２ 

    

発電所敷地内に衝突する確率は概算で以下のとおりであり，極頻度である。 

    5.0×10－２×（0.75÷510,066,000）＝7.4×10－１１ 

 

その他，ＩＡＥＡの SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,“SAFETY OF NUCLEAR POWER 

PLANTS:DESIGN”では，想定起因事象で考慮しないものとして，自然又は人間に起因する

外部事象であって，極めて起こりにくいもののたとえとして隕石や人工衛星の落下を挙げ

ている。 
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第 1.2－3 表 設計基準において想定される外部人為事象の選定結果 

No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

2-1 衛星の落下 E※ × 

安全施設の機能に影響を及ぼす人工衛星が

落下する可能性は非常に低いと考えられる

ことから除外する。 

2-2 

パイプライン事故（ガ

スなど），パイプライン

事故によるサイト内爆

発等 

A,D × 

発電所周辺のＬＮＧ基地内のパイプライン

（約1.5km）は，十分な離隔距離が確保さ

れていることから，影響は「爆発（プラン

ト外での爆発）」，「火災（近隣工場等の火

災）」及び「有毒ガス」に包絡される。 

2-3 
交通事故 

（化学物質流出含む） 
D × 

敷地外において，タンクローリ等の可動施

設の輸送事故（流出含む）影響について

は，「火災（近隣工場等の火災）」及び「有

毒ガス」に包絡される。 

敷地内の交通事故は，車両の制限速度の設

定等により管理されることから，安全機器

へ損傷を与えるほどの衝突は発生しない。

2-4 有毒ガス － ○ 
「有毒ガス」としてプラントへの影響評価

を実施する。 

2-5 タービンミサイル E,F × 
「第18条 蒸気タービン」にて評価され

る。 

2-6 
飛来物（航空機落下

等） 
－ ○ 

「飛来物（航空機落下）」として，プラン

トへの影響評価を実施する。 

2-7 
工業施設又は 

軍事施設事故 
A,D × 

発電所周辺の大規模な工業施設は，十分な

離隔距離が確保されていることから，「爆

発（プラント外での爆発）」，「火災（近隣

工場等の火災）」及び「有毒ガス」に包絡

される。 

また，発電所近傍に安全施設に影響を及ぼ

すような軍事施設はない。 

2-8 
船舶の衝突 

（船舶事故） 
－ ○ 

「船舶の衝突」としてプラントへの影響

評価を実施する。 

2-9 自動車又は船舶の爆発 A,D × 

発電所周辺の幹線道路及び定期航路は，十

分な離隔距離が確保されていることから，

「爆発（プラント外での爆発）」，「火災

（近隣工場等の火災）」及び「有毒ガス」

に包絡される。 

2-10 
船舶から放出される固

体液体不純物 
D × 

流出物の影響は船舶事故発生時と同等と考

えられ，「船舶の衝突（船舶事故）」に包絡

される。 

2-11 水中の化学物質 D × 

水中の化学物質の影響は船舶事故発生時と

同等と考えられ，「船舶の衝突（船舶事

故）」に包絡される。 

2-12 プラント外での爆発 － ○ 
「爆発」としてプラントへの影響評価を

実施する。 

2-13 
プラント外での化学物

質流出 
D × 

発電所周辺の航路は，十分な離隔距離が確

保されていることから，「船舶の衝突（船

舶事故）」及び「有毒ガス」に包絡され

る。 
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No. 外部ハザード 
選定 

基準 
選定 備  考 

2-14 
サイト貯蔵の化学物質

の流出 
D × 

屋内は空調管理，排水管理されていること

から影響はないが，屋外貯蔵の化学物質流

出の影響は「有毒ガス」に包絡される。 

2-15 
軍事施設からのミサイ

ル 
A × 

偶発的なミサイル到達は考え難いことか

ら除外する。 

2-16 掘削工事 A × 

敷地内の工事は管理されており，事前調査

で埋設ケーブル・配管位置の確認を行うた

め，損傷は回避できることから除外する。 

敷地外の工事はプラントに影響を与えない

ことから除外する。 

2-17 
他のユニットからの火

災 
D × 

近隣工場等の火災と影響は同様と考えられ

ることから，「火災（近隣工場等の火災）」

及び「有毒ガス」に包絡される。 

2-18 
他のユニットからのミ

サイル 
A × 

安全施設に影響を及ぼすようなミサイル

源はないため除外する。 

2-19 
他のユニットからの内

部溢水 
F × 

「第 9 条 溢水による損傷の防止等」にて

評価される。 

2-20 電磁的障害 － ○ 
「電磁的障害」としてプラントへの影響

評価を実施する。 

2-21 ダムの崩壊 － ○ 
「ダムの崩壊」としてプラントへの影響評

価を実施する。 

2-22 内部溢水 F × 
「第 9 条 溢水による損傷の防止等」にて

評価される。 

2-23 
火災 

（近隣工場等の火災） 
－ ○ 

「近隣工場等の火災」としてプラントへの

影響評価を実施する。 

※ 人口衛星が落下した場合については，衛星の大部分が大気圏で燃え尽き，一部破片が落

下する可能性があるものの発電用原子炉施設に影響を及ぼすことはないものと考えられ

る。 
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＜参考１＞ 

基準Ａ：プラントに影響を与えるほど接近した場所に発生しない。 

発電所の立地点の自然環境は一様ではなく，発生する自然事象は地域性が

あるため，発電所立地点において明らかに起こり得ない事象は対象外とする。 

 

 

基準Ｂ：ハザード進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知するこ

とでハザードを排除できる。 

事象発生時の発電所への影響の進展が緩慢であって，影響の緩和又は排除

の対策が容易に講じることが出来る事象は対象外とする。例えば，発電所の

海岸の浸食の事象が発生しても，進展が遅いため補強工事等により浸食を食

い止めることができる。 

 

 

基準Ｃ：プラント設計上，考慮された事象と比較して設備等への影響度が同

等若しくはそれ以下又はプラントの安全性が損なわれることがない。 

事象が発生しても，プラントへの影響が極めて限定的で炉心損傷事故のよ

うな重大な事故にはつながらない事象は対象外とする。例えば，外気温が上

昇しても，屋外設備でも故障に至る可能性は小さく，また，冷却海水の温度

が直ちに上昇しないことから冷却は維持できるので，影響は限定的である。 

 

 

基準Ｄ：影響が他の事象に包絡される。 

プラントに対する影響が同様とみなせる事象については，相対的に影響が

大きいと判断される事象に包絡して合理的に検討する。 

 

 

基準Ｅ：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。 

航空機落下の評価では発生頻度が低い事象（10－７／年以下）は考慮すべき

事象からは対象外としており，同様に発生頻度がごく稀な事象は対象外とす

る。 

 

 

基準Ｆ：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施し

ている又は故意の外部人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止

の対象外の事項。 

第四条 地震による損傷の防止，第五条 津波による損傷の防止，第九条 溢

水による損傷の防止等，第十八条 蒸気タービンにより評価を実施するもの又

は故意の外部人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止に該当しないもの

については，対象外とする。 
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＜参考２＞ 

設計基準において想定される自然現象の抽出フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

・火山の影響 

・生物学的事象 

・森林火災 

・高潮 

  

敷地の自然環境を考慮し，海外で

の評価手法※を参考とした除外基準

に該当するものを除外 

国内外の基準等に基づき，考えら

れる自然現象を網羅的に抽出 

 

 

 

選定の結果，設計基準において想

定される自然現象として 11 事象を

選定 
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設計基準において想定される外部人為事象の抽出フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・飛来物（航空機落下）

・ダムの崩壊 

・爆発 

・近隣工場等の火災 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害 

  

敷地及び敷地周辺の状況を考慮

し，海外での評価手法※を参考とし

た除外基準に該当するものを除外 

国内外の基準等に基づき，考えら

れる外部人為事象を網羅的に抽出 

 

選定の結果，設計基準において想

定される外部人為事象として 7 事

象を選定 
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2. 基本方針 

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び想定され

る外部人為事象に対して，安全機能を損なわない設計とする。安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，「発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されている重要度分類（以

下「安全重要度分類」という。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属す

る構築物，系統及び機器とする。 

上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉を停止するため，また，

停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な異常の発生

防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器並びに

使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発

生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器とし

て安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待する

安全重要度分類のクラス３に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象

防護対象施設」という。）に加え，それらを内包する建屋を外部事象から防

護する対象（以下「外部事象防護対象施設等」という。）とし，機械的強度

を有すること等により安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持すること若

しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

外部事象による外部事象防護対象施設の評価フローは第 2－1 図のとおり。 

自然現象の重畳については，網羅的に組み合わせて評価する。 

なお，安全施設への考慮における，根拠となる条文等については，「添付

資料１．防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮」のとおり。
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第 2－1 図 外部事象防護対象施設の抽出フロー 

①クラス１，クラス

２に属する構築物等 

YES 

NO 

・安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器 

・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

外部事象防護対象施設 

※ 損傷を考慮して代替等で

安全機能を確保 

外部事象防護対象施設を内包

する建屋 

（外部事象防護対象施設であ

る建屋を除く。） 

②安全評価上 

期待するクラス３に

属する構築物等 

①及び②を内包する

建屋 

その他の施設※ 

外部事象防護対象施設等 

YES 

NO 

NO 

YES 
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3. 地震，津波以外の自然現象 

発電所の自然環境を基に，想定される自然現象については，「1.設計上考

慮する外部事象の抽出」により選定しており，選定した事象に対する設計方

針及び評価を以下に記載する。 

なお，上記の想定される自然現象の設計方針に対しては，安全施設が安全

機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備への措置を含め

ることとし，措置が必要な場合は各事象において整理する。 

 

3.1 設計基準の設定 

設計基準を設定するに当たっては，発電所の立地地域である東海村に対す

る設定値が定められている規格・基準類による設定値及び東海村で観測され

た過去の記録をもとに設定する。 

なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された過去

の記録について設計への影響を確認する。 

ただし，上記にて設計が行えないものについては，当該事象が発生した場

合の安全施設への影響シナリオを検討の上，個別に設計基準の設定を行う。

（例：火山の影響については，上記による設計は困難なため，個別に考慮す

べき事象の特定を実施し設計する。） 
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3.2 個別評価 

 (1) 洪 水 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

発電所敷地の北側に久慈川が位置している。発電所敷地の東側は太平洋

に面している。発電所敷地の西側は北から南にかけて EL.3m～EL.21m の平

野となっている。発電所敷地の南側は丘陵地を挟んだ反対側に新川が位置

している。久慈川水系がおおむね 100 年に 1 回程度起こる大雨※１により

氾濫するとしても，洪水ハザードマップ※２及び浸水想定区域図※３による

と，最大で約 EL.7m に達するが．発電所敷地内に浸入するルートとして考

えられる国道２４５号線から発電所構内進入道路への入口は EL.15m に位

置しており，発電所に影響が及ばないこと及び新川の浸水は丘陵地を遡上

しないことから，洪水による影響はないことを確認した。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料２．洪水影響評価について」のとお

り。 

※１ 久慈川水系の洪水防御に関する計画の基本となる降雨量 

    久慈川流域の上流 2 日間の総雨量 235mm 

    里川流域の 2 日間の総雨量 302mm 

    山田川流域の上流 2 日間の総雨量 315mm 

※２ 東海村発行 

※３ 国土交通省関東地方整備局発行 

 

 (2) 風（台風） 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 



6 条（外事）-22 

建築基準法及び同施行令第 87 条第 2 項及び第 4 項に基づく建設省告示

第 1454 号によると，東海村において建築物を設計する際に要求される基

準風速は 30m／s（地上高 10m，10 分間平均）である。 

東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）が設置

されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はない。 

設計基準風速は，建築基準法施行令にて定められた東海村の基準風速で

ある 30m／s（地上高 10m，10 分間平均）とする。 

なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な影響であ

れば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，本号では風（台風）の

影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して設計基準風速を設定する。 

設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することにより，そ

の風速の 1.5 倍～2 倍程度の最大瞬間風速※を考慮することになること，

現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動による影響を考慮した係

数を最大風速に乗じ風荷重を算出することが定められていることから，設

計基準風速としては最大風速を設定する。 

安全施設は，設計基準風速（30m／s 地上高 10m，10 分間平均）の風

（台風）が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，地上高

10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機

能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機能を維持

すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない

設計とする。 
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なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録（気象庁の気

象統計情報における観測記録。以下，本資料で同じ。）によると，水戸市

の風速の観測記録史上１位の最大風速は 28.3m／s であり，設計基準風速

に包絡される。また，最大瞬間風速は 44.2m／s である。 

ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては，

落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に発生するとしても，

「(7)落雷」に述べる個々の事象として考えられる影響と変わらない。高

潮については，「(11)高潮」に述べるとおり，安全施設は影響を受けるこ

とのない敷地高さに設置し，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影響につい

ては，竜巻影響評価において想定している設計飛来物の影響に包絡される。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料３．風（台風）影響評価について」

のとおり。 

※ 気象庁 HP（風の強さと吹き方）：

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kazehyo.html 

 

 (3) 竜巻 六条（竜巻）において説明 

設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象である。 

竜巻に対する規格基準は，国内では策定されていない。 

観測記録によると，竜巻検討地域の最大竜巻規模は F3（風速 70m／s～

92m／s）である。 

観測記録の統計処理による年超過確率によれば，発電所における 10－５

／年値は風速 80m／s である。 

設計竜巻の最大風速は，これらのうち最も保守的な値である F3 の風速

範囲の上限値 92m／s を安全側に切り上げた，最大風速 100m／s とする。 
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竜巻特性値（移動速度，最大接線風速，最大接線風速半径，最大気圧低

下量，最大気圧低下率）については，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」に示される方法に基づき，設計竜巻の最大風速 100m／s での竜巻特性

値を適切に設定する。 

安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対し

て安全機能を損なわないために，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策

を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛来物となり，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないために，以下の対策を行

う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車両については，

固縛，固定，外部事象防護対象施設等及び竜巻飛来物防護対策設備

からの離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，外部事

象防護対象施設が安全機能を損なわないように，以下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物防護対策設備

により，外部事象防護対象施設を防護することにより構造健全性を

維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場合には，代替

設備の確保，損傷した場合の取替え又は補修が可能な設計とするこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

なお，詳細評価については，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平
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成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）」に基

づく審査資料「東海第二発電所 竜巻影響評価について」のとおり。 

 

 (4) 凍結 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によると，水戸市の

気温の観測記録史上 1 位の最低気温は－12.7℃である。 

東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）が設置

されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はない。 

設計基準温度は上記観測記録より，－12.7℃とする。 

安全施設は，設計基準温度（－12.7℃）の低温が発生した場合において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，上記観測記録を考慮し，屋内設備

については換気空調設備により環境温度を維持し，屋外設備については保

温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，低温による凍結に対して機能を

維持すること若しくは低温による凍結を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料４．凍結影響評価について」のとお

り。 
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 (5) 降水 

設置許可基準規則を参照し，想定される自然現象として抽出した事象で

あり，以下の設計方針を定めている。 

降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林地開発許

可に関する審査基準等を示した「森林法に基づく林地開発許可申請の手び

き」（平成 28 年 4 月茨城県）によると，東海村が適用範囲となる「水戸」

における 10 年確率で想定される雨量強度は 127.5mm／h である。 

東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）が設置

されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はない。 

設計基準降水量は，東海村が適用範囲である「森林法に基づく林地開発

許可申請の手びき」（平成 28 年 4 月茨城県）による水戸の雨量強度

127.5mm／h とする。 

安全施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水が発生した場

合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を

上回る降水に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水，浸水防止

のための建屋止水処置等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，降水に対して機能を維持するこ

と若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によると，水

戸市の降水の観測記録史上 1 位の最大 1 時間降水量は 81.7mm／h であり，

設計基準降水量に包絡される。 

ここで，降水に関連して発生する可能性がある自然現象としては，土石
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流，土砂崩れ及び地滑りが考えられるが，敷地には，土石流，土砂崩れ及

び地滑りの素因となるような地形の存在は認められないことから，安全施

設の安全機能を損なうような土石流，土砂崩れ及び地滑りが生じることは

ない。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料５．降水影響評価について」のとお

り。 

 

 (6) 積雪 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建築基準法等施

行細則によると，建築物を設計する際に要求される基準積雪量は，東海村

においては 30cm である。 

東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）が設置

されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はない。 

設計基準積雪深は，建築基準法施行令にて定められた東海村の基準積雪

量である 30cm とする。 

安全施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪が発生した場合においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪荷

重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。

また，設計基準積雪量（30cm）に対し給排気口を閉塞させないことにより

安全機能を損なわない設計とする。 

なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によると，水

戸市の積雪の観測記録史上 1 位の月最深積雪は 32cm である。設計基準を
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上回るような積雪事象は，気象予報により事前に予測が可能であり，進展

も緩やかであるため，建屋屋上等の除雪を行うことで積雪荷重の低減及び

給排気口の閉塞防止，構内道路の除雪を行うことでプラント運営に支障を

きたさない措置が可能である。 

また，上記以外の安全施設については，積雪に対して機能を維持するこ

と若しくは積雪による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料６．積雪影響評価について」のとお

り。 

 

 (7) 落雷 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007 においては，275kV 発変電所における

送電線並びに電力設備に対して基準電流を 100kA としている。また，日本

工業規格ＪＩＳ A 4201-2003「建築物等の雷保護」，消防庁通知等による

と，原子力発電所の危険物施設に対して基準電流 150kA と規定されている。 

全国雷観測ネットワーク（JLDN）により観測された落雷データによると，

発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲の雷撃密度は 4.09 回／年・km２

であり，また，観測記録の統計処理による年超過確率 10-４／年値による

と，雷撃電流値は 400kA である。 

東海第二発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲で観測された雷撃電

流の最大値は 131kA である。 

よって，落雷の設計基準電流値は保守的に，観測記録の統計処理による
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400kA とする。 

安全施設は，設計基準電流値（400kA）の落雷が発生した場合において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子炉建屋等

への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減等を行うとともに，

安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，落雷に対して機能を維持するこ

と若しくは落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料７．落雷影響評価について」のとお

り。 

 

 (8) 火山の影響 六条（火山）において説明 

設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象である。 

発電所に対して考慮すべき火山事象は，敷地の地理的領域に位置する第

四紀火山の活動時期や噴出物の種類と分布，敷地との位置関係から，降下

火砕物（火山灰）以外にない。 

文献調査，地質調査及び降下火砕物シミュレーション解析の結果を踏ま

え，降下火砕物の層厚を 50cm，密度を 1.5g／cm３（湿潤状態），粒径を最

大 8.0mm と評価した。 

荷重については，層厚 50cm の湿潤状態の降下火砕物の荷重と積雪の荷

重及び風荷重を適切に組み合わせる。 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響
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が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安全機

能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）に対して降

下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制御

系の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並

びに換気系，電気系及び計測制御系の化学的影響（腐食）に対し

て短期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が

侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機

構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設

備は降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の

除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しくは

清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施によ

り安全機能を損なわない設計とすること 

また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を

維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間に降下火砕物の
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除去又は修復等の対応を可能とすることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電

網の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶に

よるアクセス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）の安全機能を維持することで，発電用原子炉の停止及び停止後

の発電用原子炉の冷却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担

うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）により継続できる設計とする

ことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，詳細評価については，「原子力発電所の火山影響評価ガイド（平

成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061910 号 原子力規制委員会決定）」に基

づく審査資料「東海第二発電所 火山影響評価について」のとおり。 

 

(9) 生物学的事象 

設置許可基準規則を参照し，想定される自然現象として抽出した事象で

あり，以下の設計方針を定めている。 

外部事象防護対象施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等

の発生及び小動物の侵入が発生した場合においても，安全機能を損なわな

い設計とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，海生生物であるクラゲ等の発生に

対しては，海生生物を含む塵芥による残留熱除去系海水系等への影響を防

止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を
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除去することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は

端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

また，上記以外の安全施設については，生物学的事象に対して機能を維

持すること若しくは生物学的事象による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料８．生物学的事象に対する考慮につ

いて」のとおり。 

 

(10) 森林火災 六条（外部火災）において説明 

設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象である。 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は，

自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止措置を行う。また，敷地内の

植生へ延焼した場合であっても，森林火災シミュレーション（ＦＡＲＳＩ

ＴＥ）による影響評価に基づいた防火帯幅を確保すること等により，安全

機能が損なわれることはない。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，代

替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の対応

又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備

内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，屋外設置機器に分類し，影
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響評価を行い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

なお，詳細評価については，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド

（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）」

に基づく審査資料「東海第二発電所 外部火災影響評価について」のとお

り。 

 

(11) 高潮 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

発電所周辺海域の潮位については，発電所から北方約 3km 地点に位置す

る茨城港日立港区で観測された潮位を設計潮位とする。本地点の最高潮位

は T.P.（東京湾中等潮位）＋1.46m（1958 年 9 月 27 日），朔望平均満潮

位が T.P.＋0.61m である。 

安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋3.3m）以上に設置

することで，安全機能を損なわない設計とする。 
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4. 外部人為事象 

発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に，設計基準において想定される外

部人為事象については，「1. 設計上考慮する外部事象の抽出」により選定し

ており，選定した事象に対する設計方針を以下に記載する。 

 

4.1 個別評価 

 (1) 飛来物（航空機落下） 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）への航空機の落下

確率は，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」

（平成14･7･29 原院第4号（平成14年7月30日 原子力安全・保安院制定））

等に基づき評価した結果，約8.5×10－８回／炉･年であり，防護設計の要

否を判断する基準である10－７回／炉･年を超えないため，飛来物（航空機

落下）による防護について設計上考慮する必要はない。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建

屋除く。）と安全機能が独立していること，かつ設置場所は発電用原子炉

施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）と離隔されていることから，個別

に航空機落下確率を評価した結果，約6.1×10－８回／炉･年であり，防護

設計の要否を判断する基準である10－７回／炉･年を超えないため，飛来物

（航空機落下）による防護について設計上考慮する必要はない。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料９．航空機落下確率評価について」

のとおり。 

 

 (2) ダムの崩壊 
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平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

発電所周辺には，発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，その支川

である山田川の上流約 30km にダムが存在する。 

久慈川は敷地の北方を太平洋に向かい東進していること，発電所敷地の

西側は北から南にかけては EL.3m～EL.21m の上り勾配となっていることか

ら，発電所敷地がダムの崩壊により影響を受けることはなく，ダムの崩壊

を考慮する必要はない。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料 10．ダムの崩壊影響評価について」

のとおり。 

 

 (3) 爆発 六条（外部火災）において説明 

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置変更許可

を受けた設計方針に同じ。 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，爆発により安全施設に影響を

及ぼすような石油コンビナート施設はないため，爆発による安全施設への

影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃

料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保により，

安全機能を損なわない設計とする。航行中の船舶が漂流し爆発が発生する

場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計

とする。 

また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，代替設備によ

る必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれら

を適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 
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なお，詳細評価については，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド

（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）」

に基づく審査資料「東海第二発電所 外部火災影響評価について」のとお

り。 

 

 (4) 近隣工場等の火災 六条（外部火災）において説明 

設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新たに抽出

した事象である。 

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，火災により評価対象施設に

影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，火災による安全

施設への影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナート施設以外

の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両から火災が発

生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。航行中の船舶が漂流し火災が発生する場合を想定して

も，離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射熱によ

る評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災

の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許容温度以下とするこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．航空機墜落による火災 

原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した場合，直ちに

公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速やかに初期消火
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活動を行う。 

航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周辺で落下確率

が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落することを想定しても，火災

の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火活動，

代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等の

対応又はそれらを適切に組み合わせることにより,安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影

響に対して，外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系

統及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実

施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (5) 有毒ガス 

設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新たに抽出

した事象である。 

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可

動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には

周辺監視区域が設定されているため，発電用原子炉施設と近隣の施設や周

辺道路との間には離隔距離が確保されていることから，有毒ガスの漏えい

を想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。また，敷

地港湾の前面の海域を移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した

場合も同様に，離隔距離が確保されていることから，中央制御室の居住性
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を損なうことはない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施設からの漏え

いを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉止し，閉回路

循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうことはない。 

なお，評価結果の詳細については，「添付資料 11．有毒ガス影響評価に

ついて」のとおり。 

 

 (6) 船舶の衝突 

設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新たに抽出

した事象である。 

航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保すること

により，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

発電所周辺の海上交通としては，発電所の北方約 3km に茨城港日立港区，

南方約 6km に茨城港常陸那珂港区，南方約 18km に茨城港大洗港区があり，

それぞれ日立－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，常陸那珂－北九州間，大洗

－苫小牧間等の定期航路がある。最も距離の近い航路でも発電所より約

1.4km の離隔距離があり，航路を通行する船舶が港湾内に侵入する可能性

は低い。 

港湾内に入港する燃料輸送船等（全長約 100m×全幅約 16.5m，満水時の

喫水約 5m）の事故が港湾内で発生した場合でも，取水口前面のカーテン

ウォールにより阻害されること，取水口は呑み口が広い（幅約 40m）ため，

取水性が損なわれることはない。 

小型船舶（漁船等，全長約 20m×全幅約 5m，満水時の喫水約 2m）が発

電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まることから取水性
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を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，カーテンウォール前

面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広いため，取水性を損

なうことはない。 

船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合は，オイルフェンスを

設置する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，安全施

設が安全機能を損なうことはない。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料 12．船舶の衝突影響評価について」

のとおり。 

 

 (7) 電磁的障害 

設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新たに抽

出した事象である。 

安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線する電源

受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へ

のラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド付ケーブル

の適用等により，影響を受けない設計としている。 

したがって，電磁的障害により安全施設が安全機能を損なうことはない。 

なお，評価結果の詳細は「添付資料 13．安全保護回路の主なサージ・

ノイズ，電磁波対策について」のとおり。 
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5. 自然現象，外部人為事象に対する安全施設への影響評価 

発電所で考慮する自然現象及び外部人為事象に対して，安全施設への影響

評価を第 5-1 表に示す。 

なお，洪水及び高潮の自然現象並びに飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

有毒ガス及び船舶の衝突の外部人為事象に関しては，発電所の施設への影響

がないことから，第 5-1 表から除外している。 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（１／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

PS-1 原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリ機能 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する機器・配

管系（計装等の小口径配

管・機器は除く。） 

原子炉圧力容器 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉再循環系ポンプ C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

配管，弁 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

隔離弁 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒駆動機構ハウジ

ング 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

中性子束計装管ハウジ

ング 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

過剰反応度

の印加防止

機能 

制御棒カップリング 制御棒カップリング C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒駆動機構カップ

リング 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

炉心形状の

維持機能 

炉心支持構造物（炉心シ

ュラウド，シュラウドサ

ポート，上部格子板，炉

心支持板，制御棒案内

管），燃料集合体（ただ

し，燃料を除く。） 

炉心シュラウド C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

シュラウドサポート C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

上部格子板 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

炉心支持板 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

燃料支持金具 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒案内管 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒駆動機構ハウジ

ング 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

燃料集合体（上部タイプ

レート） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

燃料集合体（下部タイプ

レート） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

燃料集合体（スペーサ） C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

MS-1 原子炉の緊

急停止機能 

原子炉停止系の制御棒に

よる系（制御棒及び制御

棒駆動系（スクラム機

能）） 

制御棒 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒案内管 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒駆動機構 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

未臨界維持

機能 

原子炉停止系（制御棒に

よる系，ほう酸水注入

系） 

制御棒 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒カップリング C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

制御棒駆動機構カップ

リング 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

ほう酸水注入系（ほう酸

水注入ポンプ，注入弁，

タンク出口弁，ほう酸水

貯蔵タンク，ポンプ吸込

配管及び弁，注入配管及

び弁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリの過

圧防止機能 

逃がし安全弁（安全弁と

しての開機能） 

逃がし安全弁（安全弁

開機能） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

   
荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必
要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（２／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

MS-1 原子炉停止

後の除熱機

能 

残留熱を除去する系統

（残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード），原

子炉隔離時冷却系，高圧

炉心スプレイ系，逃がし

安全弁（手動逃がし機

能），自動減圧系（手動

逃がし機能）） 

残留熱除去系（ポン

プ，熱交換器，原子炉

停止時冷却モードのル

ートとなる配管，弁）

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉隔離時冷却系

（ポンプ，サプレッシ

ョン・プール，タービ

ン，サプレッション・

プールから注水先まで

の配管，弁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

高圧炉心スプレイ系

（ポンプ，サプレッシ

ョン・プール，サプレ

ッション・プールから

スプレイ先までの配

管，弁，スプレイヘッ

ダ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

逃がし安全弁（手動逃

がし機能） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

自動減圧系（手動逃が

し機能） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

炉 心 冷 却

機能 

非常用炉心冷却系

（低圧炉心スプレイ

系，低圧注水系，高

圧炉心スプレイ系，

自動減圧系） 

低圧炉心スプレイ系

（ポンプ，サプレッシ

ョン・プール，サプレ

ッション・プールから

スプレイ先までの配

管，弁，スプレイヘッ

ダ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

残留熱除去系（低圧注

水モード）（ポンプ，

サプレッション・プー

ル，サプレッション・

プールから注水先まで

の配管，弁（熱交換器

バ イ パ ス ラ イ ン 含

む），注水ヘッダ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

高圧炉心スプレイ系

（ポンプ，サプレッシ

ョン・プール，サプレ

ッション・プールから

スプレイ先までの配

管，弁，スプレイヘッ

ダ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

自動減圧系（逃がし安

全弁） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 
飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 

爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 
NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必

要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 



６条（外事）-43 

第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（３／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※１ 
確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 

MS-1 放 射 性 物

質 の 閉 じ

込 め 機

能 ， 放 射

線 の 遮 蔽

及 び 放 出

低減機能 

原子炉格納容器，原

子炉格納容器隔離

弁，原子炉格納容器

スプレイ冷却系，原

子炉建屋，非常用ガ

ス処理系，非常用再

循環ガス処理系，可

燃性ガス濃度制御系

原子炉格納容器（格納

容器本体，貫通部，所

員用エアロック，機器

搬入ハッチ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉建屋原子炉棟 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 

荷，

飛，補
※２ 

○ 影 ○ 水，荷 ○ 荷 ○ 影 ○ 荷 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

格納容器隔離弁及び格

納容器バウンダリ配管 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

主蒸気流量制限器 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

残留熱除去系（格納容

器ス プレイ冷却 モー

ド）（ポンプ，熱交換

器，サプレッション・

プール，サプレッショ

ン・プールからスプレ

イ先（ドライウェル及

びサプレッション・プ

ール気相部）までの配

管，弁，スプレイヘッ

ダ（ドライウェル及び

サプレッション・プー

ル）） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉建屋ガス処理系

（乾燥装置，排風機，

フィルタ装置，原子炉

建屋原子炉棟吸込口か

ら排気筒頂部までの配

管，弁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 荷，補 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 防 ○ 熱，爆 ○ 影 

可燃性ガス濃度制御系

（再結合装置，格納容

器から再結合装置まで

の配管，弁，再結合装

置から格納容器までの

配管，弁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

遮蔽設備（原子炉遮蔽

壁，一次遮蔽壁，二次

遮蔽壁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

 

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※１ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による

必要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損な
わない 

※２ ブローアウトパネルが開放した場合（ブローアウトパネルは常時閉） 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（４／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

MS-1 工 学 的 安

全 施 設 及

び 原 子 炉

停 止 系 へ

の 作 動 信

号 の 発 生

機能 

安全保護系 原子炉緊急停止の安全

保護回路 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

・非常用炉心冷却系作

動の安全保護回路 

・原子炉格納容器隔離

の安全保護回路 

・原子炉建屋ガス処理

系作動の安全保護回

路 

・主蒸気隔離の安全保

護回路 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

安 全 上 特

に 重 要 な

関連機能 

非常用所内電源系，

制御室及びその遮

蔽・非常用換気空調

系，非常用補機冷却

水系，直流電源系

（いずれも，ＭＳ－

１関連のもの） 

非常用所内電源系（デ

ィー ゼル機関， 発電

機，発電機から非常用

負荷までの配電設備及

び電路） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

中央制御室及び中央制

御室遮蔽 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

中央制御室換気空調系

（放射線防護機能及び

有 毒 ガ ス 防 護 機 能 ）

（非 常用再循環 送風

機，非常用再循環フィ

ルタ装置，空調ユニッ

ト，送風機，排風機，

ダクト及びダンパ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 防 ○ 影 ○ 影 ○ 防 ○ 影 ○ 防，取 ○ 影 ○ 
熱，

爆，取
○ 影 

残留 熱除去系海 水系

（ポンプ，熱交換器，

配管，弁，ストレーナ

（ＭＳ－１関連）） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 防 ○ 防 ○ 影 ○ 荷 ○ 防 ○ 荷，灰 ○ 防 ○ 
熱，

爆，煙
○ 影 

ディーゼル発電機用海

水系（ポンプ，配管，

弁，ストレーナ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 防 ○ 防 ○ 影 ○ 荷 ○ 防 ○ 荷，灰 ○ 防 ○ 
熱，

爆，煙
○ 影 

直流電源系（蓄電池，

蓄電池から非常用負荷

までの配電設備及び電

路（ＭＳ－１関連）） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

計測制御電源系（蓄電

池から非常用計測制御

装置までの配電設備及

び電 路（ＭＳ－ １関

連）） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

その他 放水路ゲート 屋外 ○ ○ 荷 ○ 補 ○ 防 ○ 水 ○ 荷 ○ 防 ○ 荷，灰 ○ 防 ○ 熱，煙 ○ 影 

  
荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 
飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 

爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必
要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 
D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（５／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※１ 
確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 

PS-2 原子炉冷却材

を内蔵する機

能（ただし，

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リから除外さ

れている計装

等の小口径の

もの及びバウ

ンダリに直接

接続されてい

ないものは除

く。） 

主蒸気系，原子

炉冷却材浄化系

（いずれも，格

納容器隔離弁の

外側のみ） 

原 子炉冷却 材浄化 系

（原子炉冷却材圧力バ

ウンダリから外れる部

分） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

主蒸気系 C/S 

T/B 
○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉隔離時冷却系タ

ービン蒸気供給ライン

（原子炉冷却材圧力バ

ウンダリから外れる部

分であって外側隔離弁

下流からタービン止め

弁まで） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リに直接接続

されていない

も の で あ っ

て，放射性物

質を貯蔵する

機能 

放射性廃棄物処

理施設（放射能

インベントリの

大きいもの），使

用済燃料プール

（使用済燃料貯

蔵 ラ ッ ク を 含

む。） 

放射性気体廃棄物処理

系（活性炭式希ガスホ

ールドアップ装置） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

使用済燃料プール（使

用済燃料貯蔵ラックを

含む） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

新燃料貯蔵庫（臨界を

防止する機能）（新燃

料貯蔵ラック） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

使用済燃料乾式貯蔵容

器 
D/C ○ ○ 内 ○ 内※２ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

燃料を安全に

取り扱う機能 

燃料取扱設備 燃料交換機 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉建屋クレーン C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

使用済燃料乾式貯蔵建

屋天井クレーン 
D/C ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

安全弁及び逃

がし弁の吹き

止まり機能 

逃 が し 安 全 弁

（吹き止まり機

能に関連する部

分） 

逃がし安全弁（吹き止

まり機能に関連する部

分） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

MS-2 燃料プール水

の補給機能 

非常用補給水系 残 留熱除去 系（ポ ン

プ，サプレッション・

プール，サプレッショ

ン・プールから燃料プ

ールまでの配管，弁） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

放射性物質放

出の防止機能 

放射性気体廃棄

物処理系の隔離

弁，排気筒（非

常用ガス処理系

排気管の支持機

能以外） 

放射性気体廃棄物処理

系（オフガス系）隔離

弁 

T/B ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

主排気筒 屋外 ○ ○ 荷 ○ 荷，補 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

燃料プール冷却浄化系

の燃料プール入口逆止

弁 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※１ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による

必要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損な

わない 

※２ 使用済燃料乾式貯蔵容器も外郭防護施設としている。 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 
NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（６／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※１ 
確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 

確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 
評価※１ 確認 

結果 

MS-2 放射性物質放

出の防止機能 

燃料集合体落下

事故時放射能放

出を低減する系 

原子炉建屋原子炉棟 
屋外 ○ ○ 荷 ○ 

荷，飛

補※２ ○ 影 ○ 水，荷 ○ 荷 ○ 影 ○ 荷 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

原子炉建屋ガス処理系 C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 ○ ○ 荷 ○ 補 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

事故時のプラ

ント状態の把

握機能 

事故時監視計器

の一部 

・中性子束（起動領域

計装） 

・原子炉スクラム用電

磁接触器の状態 

・制御棒位置 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

・ 原子炉水 位（広 帯

域，燃料域） 

・原子炉圧力 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

・原子炉格納容器圧力 

・サプレッション・プ

ール水温度 

・原子炉格納容器エリ

ア放射線量率（高レ

ンジ） 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

［低温停止への移行］ 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

［ドライウェルスプレイ］ 

・原子炉水位（広帯域，燃料

域） 

・原子炉格納容器圧力 

［サプレッション・プール冷

却］ 

・原子炉水位（広帯域，燃料

域） 

・サプレッション・プール水

温度 

［可燃性ガス濃度制御系起

動］ 

・原子炉格納容器水素濃度 

・原子炉格納容器酸素濃度 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

制御室外から

の安全停止機

能 

制御室外原子炉

停止装置（安全

停止に関連する

もの） 

制御室外原子炉停止装

置（安全停止に関連す

るもの）の操作回路 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

PS-3 原子炉冷却材

保持機能 

（ PS-1 及び

PS-2 以 外の

もの） 

計装配管，試料

採取管 

計装配管，弁 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

試料採取管，弁 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

ドレン配管，弁 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

ベント配管，弁 
C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

  
荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※１ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による

必要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損な

わない 

※２ ブローアウトパネルが開放した場合（ブローアウトパネルは常時閉） 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 
NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（７／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

PS-3 原子炉冷却材

の循環機能 

原子炉再循環系 原 子炉再循 環系ポ ン

プ，配管，弁，ライザ

ー管（炉内），ジェッ

トポンプ 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

放射性物質の

貯蔵機能 

サプレッション

プ ー ル 水 排 水

系，復水貯蔵タ

ンク，放射性廃

棄 物 処 理 施 設

（放射能インベ

ントリの小さい

もの） 

復水貯蔵タンク 屋外 × ○ 補 ○ 補 ○ 防 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 熱 ○ 影 

液体廃棄物処理系（低

電導度廃液収集槽，高

電導度廃液収集槽） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

NR/W × ○ 補 ○ 補 ○ 影 ○ 水，補 ○ 補 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

固体廃棄物処理系（Ｃ

ＵＷ粉末樹脂沈降分離

槽，使用済樹脂槽，濃

縮廃液タンク，固体廃

棄 物貯蔵庫 （ドラ ム

缶）） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

D/Y × ○ 補 ○ 補 ○ 影 ○ 水，補 ○ 補 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

新燃料貯蔵庫（新燃料

貯蔵ラック） 
C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

給水加熱器保管庫 屋外 × ○ 補 ○ 補 ○ 影 ○ 水，補 ○ 補 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 熱，爆 ○ 影 

セメント混練固化装置

及び雑固体減容処理設

備（液体及び固体の放

射性廃棄物処理系） 

NR/W × ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

電源供給機能

（非常用を除

く。） 

タービン，発電

機及びその励磁

装 置 ， 復 水 系

（ 復 水 器 を 含

む。），給水系，

循環水系，送電

線，変圧器，開

閉所 

発電機及びその励磁装

置（発電機，励磁機） 
T/B × ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

蒸気タービン（主ター

ビン，主要弁，配管） 
T/B × ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

復 水系（復 水器を 含

む）（復水器，復水ポ

ンプ，配管／弁） 

T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

給水系（電動駆動給水

ポンプ，タービン駆動

給水ポンプ，給水加熱

器，配管／弁） 

T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

循環水系（循環水ポン

プ，配管／弁） 

T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 × ○ 補 ○ 補 ○ 補 ○ 水，補 ○ 補 ○ 防 ○ 補 ○ 補 ○ 熱，爆 ○ 影 

常用所内電源系（発電

機又は外部電源系から

所内負荷までの配電設

備及び電路（ＭＳ－１

関連以外）） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

  

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 
水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 

爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 
灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必

要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな
い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（８／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

PS-3 電源供給機能

（非常用を除

く 。）（ つ づ

き） 

タービン，発電

機及びその励磁

装 置 ， 復 水 系

（ 復 水 器 を 含

む。），給水系，

循環水系，送電

線，変圧器，開

閉所（つづき） 

直流電源系（蓄電池，

蓄電池から常用負荷ま

での配電設備及び電路

（ Ｍ Ｓ － １ 関 連 以

外）） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

計測制御電源系（電源

装置から常用計測制御

装置までの配電設備及

び電路（ＭＳ－１関連

以外）） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

送電線 

屋外 × ○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 影 ○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

変圧器（所内変圧器，

起動変圧器，予備変圧

器，電路） 屋外 × ○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

開閉 所（母線， 遮断

器，断路器，電路） 
S/Y 

屋外 
× ○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

○ 

代（非

常用デ

ィーゼ

ル発電

機） 

プ ラ ン ト 計

測・制御機能

（安全保護機

能を除く。） 

原 子 炉 制 御 系

（制御棒価値ミ

ニ マ イ ザ を 含

む。），原子炉核

計装，原子炉プ

ロセス計装 

・原子炉制御系（制御

棒価値ミニマイザを

含む） 

・原子炉核計装 

・原子炉プラントプロ

セス計装 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

プラント運転

補助機能 

所内ボイラ，計

装用圧縮空気系 

補助ボイラ設備（補助

ボイラ，給水タンク，

給水 ポンプ，配 管／

弁） 

T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

所内蒸気系及び戻り系

（ポンプ，配管／弁） 
T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

計装 用圧縮空気 設備

（空気圧縮機，中間冷

却器，配管／弁） 

T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

  

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必
要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 
D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（９／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

PS-3 プラント運転

補助機能（つ

づき） 

所内ボイラ，計

装用圧縮空気系

（つづき） 

原子炉補機冷却系（原

子炉 補機冷却系 ポン

プ，熱交換器，配管／

弁） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

T/B × ○ 補 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

ター ビン補機冷 却系

（タービン補機冷却系

ポンプ，熱交換器，配

管／弁） 

T/B × ○ 補 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

補機冷却系海水系（補

機冷 却系海水系 ポン

プ，配管／弁，ストレ

ーナ） 

屋外 × ○ 補 ○ 補 ○ 防 ○ 影 ○ 補 ○ 防 ○ 補 ○ 防 ○ 熱，煙 ○ 影 

復水補給水系（復水移

送ポンプ，配管／弁） 
T/B × ○ 補 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 補 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

核分裂生成物

の原子炉冷却

材中の放散防

止機能 

燃料被覆管 燃料被覆管 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

上／下部端栓 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

タイロッド 
C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

原子炉冷却材

の浄化機能 

原子炉冷却材浄

化系，復水浄化

系 

原子 炉冷却材浄 化系

（再生熱交換器，非再

生熱交換器，ＣＵＷポ

ンプ，ろ過脱塩装置，

配管／弁） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

復水浄化系（復水脱塩

装置，配管／弁） 
T/B × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

MS-3 原子炉圧力の

上昇の緩和機

能 

逃 が し 安 全 弁

（ 逃 が し 弁 機

能），タービンバ

イパス弁 

逃がし安全弁（逃がし

弁機能） 
C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

タービンバイパス弁 
T/B ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

出力上昇の抑

制機能 

原子炉冷却材再

循環系（再循環

ポンプトリップ

機能，制御棒引

抜監視装置） 

・原子炉再循環系制御系

・制御棒引き抜き阻止回

路 

C/S ○ ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

・選択制御棒挿入回路 
C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

原子炉冷却材

の補給機能 

制御棒駆動水圧

系，原子炉隔離

時冷却系 

制御棒駆動水圧系（ポ

ンプ ，復水貯蔵 タン

ク，復水貯蔵タンクか

ら制御棒駆動機構まで

の配管，弁） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内  内 ○ 内 ○ 影 

屋外 × ○ 補 ○ 補 ○ 防 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 補 ○ 影 ○ 熱 ○ 影 

原子 炉隔離時冷 却系

（ポンプ，タービン） 
C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必
要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 
D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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第 5－1 表 外部事象による安全施設への影響（１０／１０） 

分 

類 
機能 

安全機能の重要度分類 
設備 

設置 

場所 

外部事象

防護対象

施設に該

当 

風（台風） 竜巻 凍結 降水 積雪 落雷 火山の影響 生物学的事象 外部火災 電磁的障害 

構築物，系統又は機器 評価※ 
確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 
評価※ 

確認 

結果 

MS-3 緊急時対策上

重要なもの及

び異常状態の

把握機能 

原子力発電所緊

急時対策所，試

料採取系，通信

連絡設備，放射

能監視設備，事

故時監視計器の

一部，消火系，

安全避難通路，

非常用照明 

緊急時対策所建屋 屋外 × ○ 荷 ○ 荷，防 ○ 影 ○ 水，荷 ○ 荷 ○ 影 ○ 荷 ○ 影 ○ 熱 ○ 影 

試料採取系（異常時に

必要な下記の機能を有

するもの。原子炉冷却

材放射性物質濃度サン

プリング分析，原子炉

格納容器雰囲気放射性

物質濃度サンプリング

分析） 

C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

通信連絡設備（１つの

専用回路を含む複数の

回路を有する通信連絡

設備） 

屋外 × ○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

○ 

代（有線

/無線/衛

星系）

○ 

代（有線

/無線/衛

星系）

○ 

代（有線

/無線/衛

星系）

○ 

代（有線

/無線/衛

星系）

○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

○ 

代（有線

/無線/衛

星系） 

放射線監視設備 

屋外 × ○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト）

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト）

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト）

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト）

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

○ 

代（可搬

型モニタ

リングポ

スト） 

事故時監視計器の一部 C/S × ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 防 

事故時監視計器の一部

（排気筒モニタ） 
屋外 ○ ○ 荷 ○ 補 ○ 防 ○ 水 ○ 荷 ○ 防 ○ 荷 ○ 防 ○ 熱，煙 ○ 防 

消火系（水消火設備，

泡消火設備，二酸化炭

素消火設備等） 

各建屋 × ○ 内 ○ 

代（消

火器

等） 

○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 内 ○ 影 

屋外 × ○ 

代（消

防自動

車等） 

○ 

代（消

防自動

車等）

○ 防 ○ 影 ○ 影 ○ 

代（消

防自動

車等）

○ 影 ○ 

代（消

防自動

車等）

○ 

代（消

防自動

車等）

○ 影 

安全避難通路 

全域 × ○ 

代（代

替の安

全避難

通路） 

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路） 

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 

代（代

替の安

全避難

通路）

○ 影 

非常用照明 

全域 × ○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 

代（代

替の照

明器

具） 

○ 影 

 

 

荷：荷重による影響なし  熱：輻射熱による影響なし  影：対象となる構築物，系統又は機器に影響を及ぼす影響モードがない 

水：浸水による影響なし  煙：ばい煙による影響なし  防：事象に見合った防護対策を実施（例：飛来物からの防護，雷害対策等） 

飛：竜巻飛来物による影響なし  取：フィルタ取替え等  内：建屋内（地下敷設の場合も含む）により影響なし 
爆：爆発飛来物による影響なし  代：代替設備（設備名） 

灰：火山灰による影響なし  補：補修の実施（必要に応じプラント停止） 

※ ○：各外部事象に対し安全機能を損なわない若しくは各外部事象による損傷を考慮して代替設備による必
要な機能の維持，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらの組合せにより安全機能を損なわな

い 

C/S：原子炉建屋（原子炉棟，付属棟，廃棄物処理棟）  T/B：タービン建屋 

NR/W：廃棄物処理建屋    D/C：使用済燃料乾式貯蔵建屋 
D/Y：固体廃棄物貯蔵庫    S/Y：屋内開閉所 
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6. 自然現象の重畳について 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則第六条解釈第 3 項及び第 5 項において，設計上の考慮を要する自然現象

の組合せについて要求がある。 

重畳の検討についての概略を以下に示す。 

 

【検討手順概略】 

① 「1.1 外部事象の収集」にて発電所敷地で想定される自然現象（地

震及び津波除く。）として抽出した 11 事象から，「3.2 個別評価」に

て発電所では被害が考えられないと評価した洪水及び津波に包含される

高潮を除いた 9 事象に地震及び津波を加えた 11 事象を組合せ対象とし

て設定。 

 

② 自然現象ごとに影響モード（荷重，閉塞，温度等）を整理し，事象の

特性（相関性，発生頻度等）を踏まえて全ての組合せを網羅的に検討し，

影響が増長する組合せを特定。組合せを考慮した場合に発電用原子炉施

設に与える影響パターンを以下の観点で分類。 

ａ．組み合わせた場合も影響が増長しないもの（影響が小さくなるもの

を含む） 

ｂ．同時に発生する可能性が極めて低いもの 

ｃ．増長する影響について，個別の事象の検討で包絡されている又は

個々の事象の設計余裕に包絡されているもの 

ｄ．ｃ以外で影響が増長するもの 

影響が増長するケース（上記ｃ及びｄ）については，それらを 4 つの

タイプに分類し，新たな影響モードが生じるか否かについても考慮。 
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③ 影響が増長するケースに対し，影響度合いを詳細検討し，設計上の考

慮や安全設備の防護対策が必要となった場合は対策を講ずる。 

 

④ アクセス性・視認性についても記載。 

 

第 6－1 図に自然現象の組合せ事象の評価フローを示す。フロー内の各タ

スクの詳細については 6.2 以降で説明する。 
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検
討
対
象
事
象
（
①
） 

 

事
象
（
影
響
モ
ー
ド
）
の
内
容
を
基
に
し
た
検
討
（
②
） 

 

設
計
上
の
考
慮
の
要
否
（
③
） 

 

第 6－1 図 自然現象の組合せの評価 

特定の事象（影響モード）を 

２つ選定 

YES 

NO 

組み合わせた場合も 

影響が増長しない（影響が小さくな

るものも含む） 

YES

NO 

同時に発生する 

可能性が極めて低い 

YES

NO 

増長する影響について 

単一事象の検討で包絡されている 

若しくは単一の設計余裕 

に包絡されている 

自然現象 

評価完了 

組み合わせの対象となる 
自然現象 

YES

NO 

評価基準Ａ～Ｆか 

（地震津波除く） 

プラントへの設計考慮が 

不要か 

NO 

評価完了 

YES

評価完了 

評価完了 

評価完了 

設計基準事象（地震津波含む）

影響が増長することから，増長パターン

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ-1,Ⅲ-2 に分類 

Ⅰ: 同じ影響モード同士で増長するケース 

Ⅱ: 一方の影響により，他方の事象で期待している

防護施設が機能喪失し，影響が増長するケース

Ⅲ-1: 一方の影響により，他方の事象で考慮してい

る前提条件が変化し，影響が増長するケース 

Ⅲ-2: 一方の影響により，単一では影響がなかった

他方の事象の影響が及ぶようになるケース 

発生頻度が高い事象については３つ以上の

重畳を考慮 

評価基準 

Ａ：プラントに影響を与えるほど接近した

場所に発生しない。 

Ｂ：ハザード進展・襲来が遅く，事前にそ

のリスクを予知・検知することでハザ

ードを排除できる。 

Ｃ：プラント設計上，考慮された事象と比

較して設備等への影響度が同等若しく

はそれ以下又はプラントの安全性が損

なわれることがない。 

Ｄ：影響が他の事象に包絡される。 

Ｅ：発生頻度が他の事象と比較して非常に

低い。 

Ｆ：外部からの衝撃による損傷の防止とは

別の条項で評価している。又は故意の

外部人為事象等外部からの衝撃による

損傷の防止の対象外の事項。（地震，

津波除く。） 

詳細評価 

a 

b 

c 

d 
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6.1 検討対象 

6.1.1 検討対象事象 

検討対象とする事象は，「1.1 外部事象の収集」と同様に文献より抽出さ

れた自然現象 55 事象のうち国内外の基準を基に発電所敷地で想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）として選定した 11 事象から，「3.2 個別評

価」にて発電所では被害が考えられないと評価した洪水及び津波に包含され

る高潮を除いた 9 事象に，地震及び津波を加え，第 6.1－1 表に示す 11 事象

とする。 

 

第 6.1－1 表 重畳検討事象 

・自然現象（11 事象） 

No. 自然現象 No. 自然現象 

1-1 凍結 1-15 生物学的事象 

1-3 降水 1-19 風（台風） 

1-7 地震 1-20 竜巻 

1-8 積雪 1-22 森林火災 

1-11 津波 1-33 落雷 

1-12 火山の影響   
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6.2 事象の特性の整理 

6.2.1 相関性のある自然現象の特定 

自然現象は，特定の現象が他の現象を誘発する，同様の原因（低気温時に

頻発等）により発生する等の因果関係を有し，同時期に発生する事象群が存

在する。これらの相関性を持つ自然現象を特定する。相間性のある自然現象

を抽出した結果を第 6.2－1 表に示す。 

一方，森林火災，生物学的事象は，各事象が独立して発生するものである

ことから，相関性はないものとする。 

 

第 6.2－1 表 相関性のある自然現象 

相関タイプ 自然現象 

①低温系 凍結，積雪 

②高温系 － 

③風水害系 降水，風（台風）又は竜巻※，落雷 

④地震系（津波） 地震，津波 

⑤地震系（火山の影響） 地震，火山の影響 

※ 風（台風）と竜巻は特定の箇所に同時に負荷がかからないため，どち

らか一方のみを考慮する 

 

6.2.2 影響モードのタイプ分類 

組合せを考慮するに当たって，自然現象の影響モードを第 6.2－2 表のタ

イプごとに分類する（第 6.2－1 図参照）。ただし，第 6.2－2 表で分類され

ている自然現象は現象ごとに大枠で分類したものであり，実際に詳細検討す

る際には各現象の影響モードごとに検討する。 

ここで生物学的事象については，海生生物（くらげ等）と動物（ネズミ等）
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で影響タイプが異なるため，分けて考慮する。 

 

第 6.2－2 表 影響モードのタイプ分類 

影響タイプ 特性 現象 

コンスタント

型，季節型 

年間を通してプラントに影響を及ぼすよ

うな自然現象（ただし，常時負荷がかか

っているわけではない）若しくは特定の

季節で恒常的な自然現象 

凍結，降水，積雪，生物学的

事象（海生生物），風（台

風） 

持続型 恒常的ではないが，影響が長期的に持続

するような自然現象。 

影響持続時間が長ければ数週間に及ぶ可

能性があるもの 

火山の影響 

瞬間型 瞬間的にしか起こらないような自然現

象。 

影響持続時間が数秒程度（長くても数日

程度）のもの。 

地震，津波，生物学的事象

（小動物），竜巻，森林火

災，落雷   

緩慢型 事象進展が緩慢であり，発電所の運転に

支障を来すほどの短時間での事象進展が

ないと判断される自然現象。 

－ 

※ 複数の型が該当する自然現象は，保守的な型を割り当てる（上が保守的） 

例えば風（台風）について，風圧力は瞬間型だが，作業性等の検討においては定常的な

負荷が想定されるため，コンスタント型に分類 

 

 

 

 

        コンスタント型        季節型 

 

 

 

     持続型        瞬間型        緩慢型 

第 6.2－1 図 影響モード分類 
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6.3 重畳影響分類 

6.3.1 重畳影響分類方針 

「6.1 検討対象」で選定した自然現象の組合せに対して網羅的に検討を実

施する。 

・例えば瞬間型同士の重畳については，同時に発生する可能性が極めて小

さいことから基本的には重畳を考慮する必要がないが，影響モードや評

価対象設備によっては影響持続時間が長くなることがあるため，個別に

検討が必要となる。（例：竜巻の直接的な影響は瞬間型だが，竜巻によ

り避雷設備が壊れた場合には避雷設備が修復されるまで影響が持続する。

そのため，竜巻と落雷は両方とも瞬間型に分類されるが，組合せを考慮

する必要がある。） 

 

また，組合せを考慮する事象数，規模及び相関性をもつ自然現象への配慮

について以下に示す。 

① 事象数 

影響が厳しい事象が重畳することは稀であることから，基本的には２

つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただし，発生頻度が高い事

象については，考慮する組合せに関係なく，ベースとして負荷がかかっ

ている状況を想定する（第 6.3－1 図参照）。例えば，火山の影響との組

合せを考慮する場合も，ベース負荷として凍結，積雪，降水，風（台風）

の影響についても考慮する。 
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第 6.3-1 図 ベース負荷の考え方 

② 規模 

設計への考慮や防護対策が必要となった組合せについて，組み合わ

せた事象の規模を想定し設計に反映する。 

 

  ③ 相関性を持つ自然現象への配慮 

6.3.1①のとおり，相関性を持つ自然現象は同時に発生することを想

定し，相関性を持つ事象のセット＋他事象の組合せを考慮する（第 6.3

－2 図参照）。 

相関性を持つ事象のセット＋他事象を検討するための前処理として，

相関性を持つ事象のセット内で単一事象時に想定している影響モード

以外の新たな影響モードの有無及び増長されるモードの有無を確認し，

特別な配慮が必要か検討した結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 6.3－2 図 相関性を持つ自然現象への配慮 

 

事象１ 

事象２ 

ベース負荷 

発生頻度が高い事象
はベースとして負荷
を常に考慮する 

事象Ａ 事象Ｂ 事象Ｃ ＋ 

特別な配慮が必要か検討 

相関性あり 

＋ 
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各自然現象について，影響モードの相関評価を行う。 

・低温系，高温系 

低温系，高温系の影響モードを第 6.3－1 表に示す。 

凍結と積雪には電気的影響（短絡）の影響モードが存在し，重

畳により送電線の相間短絡の可能性が高まるが，相間短絡により

発生する事象は外部電源喪失であり，非常用ディーゼル発電機は

相間短絡の影響を受けない。 

なお，電気的影響以外は同一の影響モードがなく，重畳した場

合も影響が増長するような影響モードは存在せず，また，新たな

影響モードについても起こりえない。 

 

第 6.3－1 表 低温系，高温系の影響モード 

自然現象 影響モード 

低温系 凍結 温度，電気的影響（着氷による短絡） 

積雪 荷重，電気的影響（着雪による短絡），

閉塞 

高温系 － － 

 

・風水害系 

 風水害系の影響モードを第 6.3－2 表に示す。 

風（台風）と竜巻は同じ荷重（風，飛来物）の影響モードが存

在するが，竜巻の基準風速が風より大きいことから，風（台風）

の荷重は竜巻評価に包絡される。 

竜巻に伴う止水対策（水密扉等）への影響については，設計基

準竜巻に対して機能が損なわれない設計とする。 

 また，竜巻に伴う落雷対策への影響については，避雷設備が損

傷する可能性があるが，落雷以外の事象への影響は存在しない
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（他事象との重畳を評価する際には考慮不要）。 

 

第 6.3－2 表 風水害系の影響モード 

自然現象 影響モード 

風水害系 降水 浸水，荷重 

風（台風） 荷重（風，飛来物） 

竜巻 荷重（風，飛来物，気圧差） 

落雷 電気的影響（サ―ジ及び誘導電流，

過電圧，直撃雷） 

 

・地震系（津波） 

地震系（津波）の影響モードを第 6.3－3 表に示す。 

基準地震動Ｓｓの震源と基準津波の震源は異なることから，独立

事象として扱うことが可能であり，かつ，各々の発生頻度は十分

に小さく同時に発生する確率は極めて低い。しかし，基準地震動

Ｓｓの震源による津波と基準地震動Ｓｓの余震，基準津波と基準津

波を発生させる地震の余震は同時に敷地に到達する可能性がある。 

よって，基準地震動Ｓｓの震源による津波と基準津波のうち規模

の大きい基準津波と，基準津波を発生させる地震の余震を便宜上

弾性設計用地震動Ｓｄとし，基準津波と余震との重畳を考慮し，安

全機能が損なわれない設計とする。 

 

第 6.3－3 表 地震系（津波）の影響モード 

自然現象 影響モード 

地震系 地震 荷重（地震） 

津波 荷重（衝突），浸水，閉塞 

 

・地震系（火山の影響） 
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地震系（火山の影響）の影響モードを第 6.3－4 表に示す。 

火山性地震における，火山のプラントへの影響については，敷

地と火山に十分な離隔があることから，地震の本震と同時にプラ

ントに襲来する可能性は低く，ある程度の時差をもって襲来する

ものと思われる。 

 

第 6.3－4 表 地震系（火山の影響）の影響モード 

自然現象 影響モード 

地震系 地震 荷重（地震）  

火 山 の 影

響 

荷重（堆積），電気的影響（付着），閉

塞（吸気等），閉塞（海水系）,腐食 

 

以上より，相関性をもつ事象のセットについて，単一事象時に想定

している影響モード以外の新たな影響モードがないこと，増長される

影響モードが存在しないことが確認されたため，相関性をもつ事象の

セット＋他事象での増長する影響を確認する際に，相関性をもつ事象

について特別に配慮する必要はない。 
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6.3.2 影響パターン 

組合せを考慮した場合に発電用原子炉施設に与える影響パターンを以下の

３つの観点で分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.3－3 図 影響パターン選定フロー 

 

上記 a,b に該当する自然現象の組合せについては，安全施設は安全機能を

損なわない。 

また，発生頻度が極めて低い事象（地震，津波，竜巻及び火山の影響）同

士について，事象が重畳する可能性について第 6.3－5 表，第 6.3－6 表に整

理した。 

自然現象の組合せ 

ａ 

（評価完了） 

YES 

NO

組み合わせた場合も 
影響が増長しない（逆に影響が小さ

くなるものも含む） 

ｂ 

（評価完了） 

YES

NO

同時に発生する 

可能性が極めて低い 

ｃ 

（評価完了※） 

YES 

NO 

増長する影響について 
単一事象の検討で包絡されている 

若しくは単一の設計余裕 
に包絡されている 

ｄ 

（詳細評価※） 

※ 評価内容については第 6.3-7 表参照 

影響が増長することから， 

増長パターン 

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ-1,Ⅲ-2 に分類 

Ⅰ: 同じ影響モード同士で増長するケース 

Ⅱ: 一方の影響により，他方の事象で期待している

防護施設が機能喪失し，影響が増長するケース

Ⅲ-1: 一方の影響により，他方の事象で考慮してい

る前提条件が変化し，影響が増長するケース 

Ⅲ-2: 一方の影響により，単一では影響がなかった

他方の事象の影響が及ぶようになるケース 
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第 6.3－5 表 事象の組合せ 

 事象２ 

地震 津波 竜巻 火山の影響 

事

象

１ 

地震  ① ② ③ 

津波 ④  ⑤ ⑥ 

竜巻 ⑦ ⑧  ⑨ 

火山の影響 ⑩ ⑪ ⑫  

 

第 6.3－6 表 事象の継続時間及び発生頻度 

 事象の継続時間 発生頻度（/年） 

事

象

１ 

地震 短（30 秒程度） 5.0×10-４ 

津波 短（15 分程度） 2.0×10-４ 

竜巻 短（10 分程度） 2.1×10-６ 

火山の影響 長（30 日） 2.2×10-５※ 

※ 発電所敷地周辺に降下火砕物の有意義な堆積が確認された 4 万 5000

年前の赤城山の噴火を考慮 

 

① 地震（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

津波は地震発生後に来襲することから，同時に来襲することはないた

め，重畳を考慮する必要はない。 

② 地震（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 
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③ 地震（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

④ 津波（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 

津波発生時に余震と重畳する可能性があるため，重畳を考慮する。 

⑤ 津波（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑥ 津波（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑦ 竜巻（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。ただし，竜巻によ

り安全施設の耐震性に悪影響を及ぼす場合は，必要に応じてプラントを

停止し，補修を行うことで，事象の影響の重畳を防止する。 

⑧ 竜巻（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。ただし，竜巻によ

り耐津波設備に影響を及ぼす場合は，必要に応じてプラントを停止し，

補修を行うことで，事象の影響の重畳を防止する。 

⑨ 竜巻（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑩ 火山の影響（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 
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両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑪ 火山の影響（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑫ 火山の影響（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲する可

能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

 

よって，発生頻度が極めて低い事象同士については，④津波（事象１）と

地震（事象２）の組合せのみ重畳を考慮する。 

 

上記 c,d に該当する自然現象の組合せについては，事象が単独で発生した

場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組合

せとなるが，その増長する影響パターンについては第 6.3－4 図のとおり４

つに分類した。 
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第 6.3－4 図 重畳による増長パターン分類 

 

6.3.3 重畳影響分類結果 

事象の重畳影響について 6.3.1 に基づき，a，b，c，d に分類（c，d につ

いてはさらにⅠ，Ⅱ，Ⅲ－1，Ⅲ－2 に分類）した結果について第 6.3－7 表，

第 6.3－8 表に示す。 

 

防護対象施設 

防護施設 

事象１ 事象２ 

防護対象施設 

防護施設 

事象１ 事象２ 

Ⅲ－１.他の事象の作用により前提条件が

変化し，影響が増長するケース 

防護対象施設 

防護施設 

事象１ 事象２ 

Ⅲ－２.他の事象の作用により 

影響が及ぶようになるケース 

防護対象施設 

防護施設 

事象１ 事象２ 

Ⅰ.各事象から同じ影響がそれぞれ作用し

重ね合わさって増長するケース 

Ⅱ.事象１により防護施設が機能喪失 

することにより事象２の影響が増長 

するケース 
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自
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事
象

の
重
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マ

ト
リ
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ク

ス
 

6 条（外事）-67 

【
凡
例
】
 

a
: 
組
み
合
わ
せ
た
場
合
も
影
響
が
増
長
し
な
い
も
の
 

b
: 
同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
も
の
 

c
: 
増
長
す
る
影
響
に
つ
い
て
単
一
事
象
の
検
討
で
包
絡
さ
れ
て
い
る
，
若
し
く
は
単
一
の
事
象
の
設
計
余
裕
に
包
絡
さ
れ
て
い
る
も
の
※
 

d
: 
c
以
外
で
影
響
が
増
長
す
る
も
の

※
 

※
 
ｃ
，
ｄ
に
つ
い
て
は
以
下
も
記
載
 

Ⅰ
：
各
自
然
現
象
か
ら
同
じ
影
響
が
そ
れ
ぞ
れ
作
用
し
，
重
ね
合
わ
さ
っ
て
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅱ
：
あ
る
自
然
現
象
の
防
護
施
設
が
他
の
自
然
現
象
に
よ
っ
て
機
能
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
り
，
影
響
が
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅲ
－
1：

他
の
自
然
現
象
の
作
用
に
よ
り
前
提
条
件
が
変
化
し
，
影
響
が
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅲ
－
2：

他
の
自
然
現
象
の
作
用
に
よ
り
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
ケ
ー
ス
 

事
象
１
 

凍
結
 

降
水
 

地
震
 

積
雪
 

津
波
 

火
山
の
影
響
 

事
象
２
 

設
備
の
損
傷
・
機

能
喪
失
モ
ー
ド
 

温
度
 

電
気
的
 

影
響
 

浸
水
 

荷
重
 

（
堆
積
）
 

荷
重
 

（
地
震
）
 

荷
重
 

（
堆
積
）
 

電
気
的
 

影
響
 

閉
塞
 

（
吸
気
等
）
 

荷
重
 

（
衝
突
）
 

浸
水
 

閉
塞
 

（
海
水
系
）
 

荷
重
 

（
堆
積
）
 

閉
塞
 

（
海
水
系
）
 

閉
塞
 

（
吸
気
等
）
 

自
然
現
象
 

設
備
の
損
傷
・
機
能
喪
失
モ
ー
ド
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

凍
結
 

温
度
 

屋
外
タ
ン
ク
及
び
配
管
内
部
流
体

の
凍
結
 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
水
）
の
凍
結
 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

着
氷
に
よ
る
送
電
線
の
相
間
短
絡
 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

降
水
 

浸
水
 

降
水
に
よ
る
設
備
の
浸
水
 

 
a 

a 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

c
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
a 

a 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

，
Ⅲ
－
２
) 

a 
a 

地
震
 

荷
重
 

荷
重
（
地
震
）
 

 
a 

a 
a 

a 
 

d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
c
(Ⅱ

) 
d
(Ⅲ

－
1)
 

b 
a 

a 

積
雪
 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

 
 

 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

着
雪
に
よ
る
送
電
線
の
相
間
短
絡
 

 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

閉
塞
（
吸
気
系
）
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 

津
波
 

荷
重
 

荷
重
（
衝
突
）
 

 
a 

a 
a 

a 
b 

d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

 
 

 
b 

a 
a 

浸
水
 

津
波
に
よ
る
設
備
の
浸
水
 

 
a 

a 
c
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

 
 

 
a 

a 
a 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

漂
流
物
に
よ
る
取
水
口
，
海
水
ス

ト
レ
ー
ナ
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
 

 
 

a 
b 

a 

火
山
の
影
響
 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
b 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
b 

a 
a 

 
 

 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

海
水
系
ス
ト
レ
ー
ナ
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
b 

 
 

 

閉
塞
（
吸
気
系
）
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

 
 

 

腐
食
 

腐
食
成
分
に
よ
る
化
学
的
影
響
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

 
 

 

電
気
的
影
響
 

降
下
火
砕
物
の
付
着
に
よ
る
送
電

線
の
相
間
短
絡
 

 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
 

 
 

生
物
学
的
事
象
 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

取
水
口
，
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
等
の

閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

c
(Ⅰ

) 
a 

電
気
的
影
響
 

げ
っ
歯
類
（
ネ
ズ
ミ
等
）
に
よ
る

ケ
ー
ブ
ル
類
の
損
傷
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

風
（
台
風
）
 

荷
重
 

荷
重
（
風
）
 

 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

d
(Ⅲ

－
1)
 

荷
重
（
飛
来
物
）
 

 
a 

a 
a 

a 
c
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

c
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

竜
巻
 

荷
重
 

荷
重
（
風
）
 

 
a 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

d
(Ⅲ

－
1)
 

b 
a 

a 
a 

a 
b 

荷
重
（
飛
来
物
）
 

 
a 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

a 
a 

a 

荷
重
（
気
圧
差
）
 

 
a 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

a 
b 

a 
a 

a 
a 

a 

森
林
火
災
 

温
度
 

輻
射
熱
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

閉
塞
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

d
(Ⅰ

) 

落
雷
 

電
気
的
影
響
 

屋
内
外
計
測
制
御
設
備
に
発
生
す

る
ノ
イ
ズ
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

直
撃
雷
 

 
a 

a 
a 

a 
c
(Ⅱ

) 
a 

a 
a 

c
(Ⅱ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

誘
導
雷
サ
ー
ジ
に
よ
る
電
気
盤
内

の
回
路
損
傷
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
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自
然

事
象

の
重

畳
マ

ト
リ

ッ
ク

ス
 

6 条（外事）-68 

【
凡
例
】
 

a
: 
組
み
合
わ
せ
た
場
合
も
影
響
が
増
長
し
な
い
も
の
 

b
: 
同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
も
の
 

c
: 
増
長
す
る
影
響
に
つ
い
て
単
一
事
象
の
検
討
で
包
絡
さ
れ
て
い
る
，
若
し
く
は
単
一
の
事
象
の
設
計
余
裕
に
包
絡
さ
れ
て
い
る
も
の
※
 

d
: 
c
以
外
で
影
響
が
増
長
す
る
も
の

※
 

※
 
ｃ
，
ｄ
に
つ
い
て
は
以
下
も
記
載
 

Ⅰ
：
各
自
然
現
象
か
ら
同
じ
影
響
が
そ
れ
ぞ
れ
作
用
し
，
重
ね
合
わ
さ
っ
て
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅱ
：
あ
る
自
然
現
象
の
防
護
施
設
が
他
の
自
然
現
象
に
よ
っ
て
機
能
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
り
，
影
響
が
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅲ
－
11
：
他
の
自
然
現
象
の
作
用
に
よ
り
前
提
条
件
が
変
化
し
，
影
響
が
増
長
す
る
ケ
ー
ス
 

Ⅲ
－
2：

他
の
自
然
現
象
の
作
用
に
よ
り
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
ケ
ー
ス
 

事
象
１
 

火
山
の
影
響
 

生
物
学
的
事
象
 

風
（
台
風
）
 

竜
巻
 

森
林
火
災
 

落
雷
 

事
象
２
 

設
備
の
損
傷
・
機

能
喪
失
モ
ー
ド
 

腐
食
 

電
気
的
 

影
響
 

閉
塞
 

（
海
水
系
）
 
電
気
的
影
響
 

荷
重
 

（
風
）
 

荷
重
 

（
飛
来
物
）
 

荷
重
 

（
風
）
 

荷
重
 

（
飛
来
物
）
 

荷
重
 

（
気
圧
差
）
 

温
度
 

閉
塞
 

（
吸
気
等
）
 

電
気
的
影
響
 

（
ノ
イ
ズ
）
 

電
気
的
影
響
 

（
直
撃
雷
）
 

電
気
的
影
響
 

（
雷
サ
ー
ジ
）
 

自
然
現
象
 

設
備
の
損
傷
・
機
能
喪
失
モ
ー
ド
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

凍
結
 

温
度
 

屋
外
タ
ン
ク
及
び
配
管
内
部
流
体

の
凍
結
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
水
）
の
凍
結
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

着
氷
に
よ
る
送
電
線
の
相
間
短
絡
 

 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

降
水
 

浸
水
 

降
水
に
よ
る
設
備
の
浸
水
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

地
震
 

荷
重
 

荷
重
（
地
震
）
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
c
(Ⅰ

) 
b 

b 
b 

a 
a 

a 
c
(Ⅱ

) 
a 

積
雪
 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

着
雪
に
よ
る
送
電
線
の
相
間
短
絡
 

 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
A 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

閉
塞
（
吸
気
系
）
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

津
波
 

荷
重
 

荷
重
（
衝
突
）
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
c
(Ⅰ

) 
b 

b 
b 

a 
a 

a 
c
(Ⅱ

) 
a 

浸
水
 

津
波
に
よ
る
設
備
の
浸
水
 

 
a 

a 
a 

a 
A 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

漂
流
物
に
よ
る
取
水
口
，
海
水
ス

ト
レ
ー
ナ
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

A 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

火
山
の
影
響
 

荷
重
 

荷
重
（
堆
積
）
 

 
 

 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

海
水
系
ス
ト
レ
ー
ナ
等
の
閉
塞
 

 
 

 
c
(Ⅰ

) 
a 

A 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

閉
塞
（
吸
気
系
）
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
 

 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
b 

a 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

腐
食
 

腐
食
成
分
に
よ
る
化
学
的
影
響
 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

降
下
火
砕
物
の
付
着
に
よ
る
送
電

線
の
相
間
短
絡
 

 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

生
物
学
的
事
象
 

閉
塞
（
海
水
系
）
 

取
水
口
，
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
等
の

閉
塞
 

 
a 

a 
 

 
a 

d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

電
気
的
影
響
 

げ
っ
歯
類
（
ネ
ズ
ミ
等
）
に
よ
る
ケ

ー
ブ
ル
類
の
損
傷
 

 
a 

a 
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 

風
（
台
風
）
 

荷
重
 

荷
重
（
風
）
 

 
a 

a 
a 

a 
 

 
a 

a 
a 

c
(Ⅲ

－
1)
 

d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
c
(Ⅱ

) 
a 

荷
重
（
飛
来
物
）
 

 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

 
 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

c
(Ⅱ

) 
a 

竜
巻
 

荷
重
 

荷
重
（
風
）
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
 

 
 

c
(Ⅲ

－
1)
 

d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
c
(Ⅱ

) 
a 

荷
重
（
飛
来
物
）
 

 
a 

a 
d
(Ⅰ

) 
a 

a 
a 

 
 

 
a 

a 
a 

c
(Ⅱ

) 
a 

荷
重
（
気
圧
差
）
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
 

 
 

a 
a 

a 
a 

a 

森
林
火
災
 

温
度
 

輻
射
熱
 

 
a 

a 
a 

a 
c
(Ⅲ

－
1)
 

a 
c
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

 
 

a 
a 

a 

閉
塞
 

給
気
口
等
の
閉
塞
 

 
a 

a 
a 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
d
(Ⅲ

－
1)
 

a 
a 

 
 

a 
a 

a 

落
雷
 

電
気
的
影
響
 

屋
内
外
計
測
制
御
設
備
に
発
生
す

る
ノ
イ
ズ
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

 
 

 

直
撃
雷
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
c
(Ⅱ

) 
c
(Ⅱ

) 
a 

a 
a 

 
 

 

誘
導
雷
サ
ー
ジ
に
よ
る
電
気
盤
内

の
回
路
損
傷
 

 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 

a 
a 
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表
 

事
象

の
重

畳
 

個
別

検
討

結
果
 

6 条（外事）-69 

重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

凍
結
（
電

気
的
影

響
）
 

×
積
雪
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

凍
結
（
電

気
的
影

響
）
 

×
火
山
の

影
響
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

凍
結
（
温

度
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

温
度
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
（
台
風

）
の
影

響
に
よ

り
，
流

体
の
凍

結
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
状
況
に

応
じ
，

循
環
運

転
等
に

よ
る
凍

結
防
止

措
置
を

実
施
す

る
手
順

に
よ
り

対
処
可

能
で
あ

る
。
 

－
 

降
水
（
浸

水
）
 

×
津
波
（

浸
水
）
 

浸
水
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
浸
水

の
影
響

を
受
け

る
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
津
波
防

護
施
設

(防
潮
堤
等

)は
基
準
津

波
高
さ

に
裕
度

を
持
た

せ
た
設

計
と
し

て
お
り

，
影
響

は
な
い

。
 

－
 

降
水
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
は
湿

り
気
を

含
む
こ

と
で
堆

積
荷
重

が
増
加

す
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
荷
重
条

件
と
し

て
水
を

含
ん
だ

場
合
の

負
荷
を

想
定
し
，
積
雪

(荷
重

(堆
積
))
×
火

山
の
影

響
(
荷
重

(堆
積

)
)に

て
評
価
を

行
う
。
 

－
 

降
水
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

湿
り
気
と

降
下
火

砕
物
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

地
震
活
動

（
荷
重

（
地
震

））
 

×
積
雪
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

積
雪
に
よ

る
堆
積

荷
重
の

作
用
に

よ
り
，

地
震
の

荷
重
が

増
大
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
積
雪
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

地
震
活
動

（
荷
重

（
地
震

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
屋
外
の

直
接
風
（

台
風
）
を

受
け
る

場
所
に

設
置
さ

れ
て
い

る
施
設

の
う
ち
，
風
（

台
風
）

荷
重
の

影
響
が

大
き

い
と
考
え

ら
れ
る

よ
う
な

構
造
・

形
状
の

施
設
に

つ
い
て

は
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

地
震
活
動

（
荷
重

（
地
震

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
飛
来

物
）
）
 

荷
重
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 
→

飛
来
物

に
よ
る

影
響
は

竜
巻
影

響
評
価

に
て
想

定
し
て

い
る
設

計
飛
来

物
の
影

響
に
包

絡
さ
れ

る
こ
と

か
ら
，
影

響
は
個
別

事
象
同

等
と
な

る
。
 

－
 

地
震
活
動

(荷
重
(
地
震

))
 

×
落
雷

(電
気

的
影
響

(直
撃
雷

))
 

電
気
的
影

響
(
直
撃
雷

) 
c
 

Ⅱ
 

地
震
に
よ

り
避
雷

設
備
が

損
傷
し

，
安
全

施
設
へ

落
雷
し

易
く
な

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
避
雷
機

能
を
有

す
る
主

排
気
筒

が
設
置

網
に
接

続
さ
れ

て
お
り
，
落
雷
電

流
を

設
置
網

へ
導
く

機
能
は

確
保
さ

れ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
な
い

。
 

－
 

積
雪
（
電

気
的
影

響
）
 

×
凍
結
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

積
雪
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

地
震
の
荷

重
の
作

用
に
よ

り
，
積

雪
に
よ

る
堆
積

荷
重
が

増
大
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
積
雪
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

積
雪
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
津
波
（

荷
重
（

衝
突

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

津
波
の
荷

重
の
作

用
に
よ

り
，
積

雪
に
よ

る
堆
積

荷
重
が

増
大
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
積
雪
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

積
雪
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
堆
積

荷
重
が

増
加
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

も
の
同

士
で
あ

る
こ
と

か
ら
，
受

圧
面
積

が
小
さ

い
施
設
又

は
荷
重

の
影
響

が
常
時

作
用
し

て
い
る

荷
重
に

対
し
て

小
さ
い

施
設
を

除
き
，

組
合
せ

を
考
慮

す
る
。
 

 
ま
た
，

荷
重
条

件
と
し

て
，
降

下
火
砕

物
は
水

を
含
ん

だ
場
合

の
負
荷

を
想
定

す
る
。
 

○
 

積
雪
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
火
山
の

影
響
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

雪
と
降
下

火
砕
物

の
吸
込

に
よ
り

，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
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表
 

事
象

の
重

畳
 

個
別

検
討

結
果

 

6 条（外事）-70 

重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

積
雪
（
電

気
的
影

響
）
 

×
火
山
の

影
響
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

積
雪
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
火
山
の

影
響

(荷
重

(堆
積
)
)×

風
（
台

風
）

(荷
重

(風
（
台
風

）
)
)に

て
評
価

を
行
う

。
 

－
 

積
雪
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
（
台
風

）
の
影

響
に
よ

り
，
雪

の
吸
込

量
が
増

加
し
，

閉
塞
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

積
雪
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

風
）
）
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
雪
の

吸
込
量

が
増
加

し
，
閉

塞
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

積
雪
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
森
林
火

災
（
閉

塞
）
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

雪
と
ば
い

煙
の
吸

込
に
よ

り
，
個

別
事
象

と
比
べ

閉
塞
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

津
波
（
浸

水
）
 

×
降
水
（

浸
水
）
 

浸
水
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
浸
水

の
影
響

を
受
け

る
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
津
波
防

護
施
設

(防
潮
堤
等

)は
基
準
津

波
高
さ

に
裕
度

を
持
た

せ
た
設

計
と
し

て
お
り

，
影
響

は
な
い

。
 

－
 

津
波
（
荷

重
（
衝

突
）
）
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
津

波
と
地

震
に
は

因
果

関
係

が
あ
る

(
基

準
津

波
と
基

準
津

波
を

発
生
さ

せ
る

地
震

の
余

震
は
，

同
時

に
発

生
す

る
)こ

と
か
ら

，
組
合

せ
を
考

慮
す
る

。
 

○
 

津
波
（
浸

水
）
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

浸
水
 

c
 

Ⅱ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り
，

安
全
重

要
度
ク
ラ

ス
１
，
２

に
属
す

る
設
備

が
損
傷

し
，
浸
水

の
影
響

を
受
け

や
す
く

な
る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
津

波
と
地

震
に
は

因
果

関
係

が
あ
る

(
基

準
津

波
と
基

準
津

波
を

発
生
さ

せ
る

地
震

の
余

震
は
，

同
時

に
発

生
す

る
)こ

と
か
ら

，
損
傷

を
も
た

ら
す
荷

重
に
つ

い
て
，
津
波

(荷
重

(衝
突
)
)×

地
震

活
動

(荷
重

(地
震
)
)で

評
価
す

る
。
 

－
 

津
波
（
閉

塞
（
海

水
系

））
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

地
震
に
よ

り
カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー
ル

等
が
損

傷
，
コ
ン

ク
リ
ー

ト
部
材

の
取
水

設
備

侵
入
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら

れ
る
。
 

→
コ
ン
ク

リ
ー
ト

部
材
の

倒
壊
に

よ
る
取

水
口
の

閉
塞
は

生
じ
な

い
。
 

ま
た
，
仮

に
取
水

性
が
確

保
で
き

な
い
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お

い
て
も

，
循

環
水

ポ
ン
プ

の
イ
ン

ペ
ラ
開

度
調

整
，
発
電

機
出
力

の
抑
制

，
プ
ラ

ン
ト
停

止
等
の

手
順
と

同
様
の

対
応
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

津
波
（
荷

重
（
衝

突
）
）
 

×
積
雪
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

積
雪
に
よ

る
堆
積

荷
重
の

作
用
に

よ
り
，

津
波
の

荷
重
が

増
大
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
積
雪
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

津
波
（
閉

塞
（
海

水
系

））
 

×
生
物
学

的
事
象

（
閉
塞

（
海
水

系
）
）
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

漂
流
物
と

海
生
生

物
の
流

入
に
よ

り
，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
及
び

取
水
性

の
低

下
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら

れ
る
。
 

→
除
塵
装

置
や
海

水
ス
ト

レ
ー
ナ

等
に
よ

り
海
生

生
物
を

捕
獲
除

去
し
取

水
性
の

維
持
を

図
っ
て

い
る
が
，
取
水
性

が
確
保
で

き
な
い

お
そ
れ

が
あ
る

場
合
に

お
い
て

も
，
循
環
水

ポ
ン
プ

の
イ
ン
ペ

ラ
開
度

調
整

，
発
電

機
出
力

の

抑
制
，
プ

ラ
ン
ト

停
止
等

の
手
順

に
よ
り

対
処
可

能
で
あ

る
。
 

－
 

津
波
（
荷

重
（
衝

突
）
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 
→

屋
外
の

直
接
風
（

台
風
）
を
受

け
る
場

所
に
設

置
さ
れ

て
い
る

施
設
の

う
ち
，
風

荷
重
の

影
響
が

大
き
い

と
考
え

ら
れ
る
よ

う
な
構

造
・
形

状
の
施

設
に
つ

い
て
は

，
組
合

せ
を
考

慮
す
る

。
 

○
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表
 

事
象

の
重

畳
 

個
別

検
討

結
果

 

6 条（外事）-71 

重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

津
波
（
荷

重
（
衝

突
）
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
飛
来

物
）
）
 

荷
重
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
飛
来
物

に
よ
る

影
響
は

竜
巻
影

響
評
価

に
て
想

定
し
て

い
る
設

計
飛
来

物
の
影

響
に
包

絡
さ
れ

る
こ
と

か
ら
，
影

響
は
個
別

事
象
同

等
と
な

る
。
 

－
 

津
波
（
荷

重
（
衝

突
）
）
 

×
落
雷
（

電
気
的

影
響
（

直
撃
雷

））
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り
，

安
全
重

要
度
ク
ラ

ス
１
，
２

に
属
す

る
設
備

が
損
傷

し
，
浸
水

の
影
響

を
受
け

や
す
く

な
る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
直
撃
雷

は
避
雷

設
備
に

よ
り

，
ま
た

，
津

波
防
護

施
設

(防
潮

堤
等

)は
基

準
津

波
高
さ

に
裕
度

を
持
た

せ
た
設

計

と
し
て
お

り
，
影

響
は
な

い
。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
電

気
的
影

響
）
 

×
凍
結
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
降
水
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
は
湿

り
気
を

含
む
こ

と
で
堆

積
荷
重

が
増
加

す
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
荷
重
条

件
と
し

て
水
を

含
ん
だ

場
合
の

負
荷
を

想
定
し
，
積
雪

(荷
重

(堆
積
))
×
火

山
の
影

響
(
荷
重

(堆
積

)
)に

て
評
価
を

行
う
。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
降
水
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
2 

斜
面
に
堆

積
し
た

火
山
灰

が
降
雨

に
よ
り

プ
ラ
ン

ト
周
辺

ま
で
押

し
寄
せ
，
土
石

流
の
よ

う
な
状

況
に
な

る
可
能

性

が
考
え
ら

れ
る
。
 

→
敷
地
内

に
は
土

石
流
を

起
こ
す

よ
う
な

地
形
は

存
在
し

な
い
。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
積
雪
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
堆
積

荷
重
が

増
加
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

も
の
同

士
で
あ

る
こ
と

か
ら
，
受

圧
面
積

が
小
さ

い
施
設
又

は
荷
重

の
影
響

が
常
時

作
用
し

て
い
る

荷
重
に

対
し
て

小
さ
い

施
設
を

除
き
，

組
合
せ

を
考
慮

す
る
。
 

 
ま
た
，

荷
重
条

件
と
し

て
，
降

下
火
砕

物
は
水

を
含
ん

だ
場
合

の
負
荷

を
想
定

す
る
。
 

○
 

火
山
の
影

響
（
電

気
的
影

響
）
 

×
積
雪
（

電
気
的

影
響
）
 

電
気
的
影

響
（
相

間
短
絡
）
 

d
 

Ⅰ
 

付
着
物
の

増
加
に

よ
り
，

送
電
線

の
相
間

短
絡
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
相
間
短

絡
が
発

生
し
た

と
し
て

も
外
部

電
源
喪

失
で
あ

り
，
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
（

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

含
む

。）
は

相
間
短

絡
の
影

響
を
受

け
な
い

。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
積
雪
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
と
雪

の
吸
込

に
よ
り

，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
閉

塞
（
海

水
系

））
 

×
生
物
学

的
事
象

（
閉
塞

（
海
水

系
）
）
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

c
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
と
海

生
生
物

の
流
入

に
よ
り
，
個
別
事

象
と
比

べ
閉
塞

及
び
取

水
性

の
低
下

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考

え
ら
れ
る

。
 

→
降
下
火

砕
物
は
，

水
分
を

含
ま
な

い
場
合
は

オ
イ
ル

フ
ェ
ン

ス
に
よ

り
除
去
さ

れ
る
こ

と
，
ま
た
，
水

分
を
含

む

場
合

に
お

い
て

も
，

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

メ
ッ

シ
ュ

径
以

上
の

も
の

は
水

分
を

含
む

こ
と

で
取

水
路

内
に

沈
下

し
，
海
水

ス
ト
レ

ー
ナ
ま

で
到
達

し
な
い

こ
と
か

ら
，
個

別
事
象

と
同
等

と
な
る

。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
荷

重
（
堆

積
）
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
火
山
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
 

火
山
の
影

響
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
（
台
風

）
の
影

響
に
よ

り
，
降

下
火
砕

物
の
吸

込
量
が

増
加
し

，
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

火
山
の
影

響
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

×
森
林
火

災
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
と
ば

い
煙
の

吸
込
に

よ
り
，

個
別
事

象
と
比

べ
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
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表
 

事
象

の
重

畳
 

個
別

検
討

結
果

 

6 条（外事）-72 

重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

生
物
学
的

事
象
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

×
津
波
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

海
生
生
物

と
漂
流

物
の
流

入
に
よ

り
，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
及
び

取
水
性

の
低

下
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら

れ
る
。
 

→
除
塵
装

置
や
海

水
ス
ト

レ
ー
ナ

等
に
よ

り
海
生

物
を
捕

獲
除
去

し
取
水

性
の
維

持
を
図

っ
て
い

る
が
，
取

水
性
が

確
保
で
き

な
い
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お

い
て
も

，
循

環
水
ポ

ン
プ
の

イ
ン
ペ
ラ

開
度
調

整
，
発
電
機

出
力
の

抑

制
，
プ
ラ

ン
ト
停

止
等
の

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

生
物
学
的

事
象
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

×
火
山
の

影
響
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

c
 

Ⅰ
 

降
下
火
砕

物
と
海

生
生
物

の
流
入

に
よ
り
，
個
別
事

象
と
比

べ
閉
塞

及
び
取

水
性

の
低
下

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考

え
ら
れ
る

。
 

→
降
下
火

砕
物
は
，

水
分
を

含
ま
な

い
場
合
は

オ
イ
ル

フ
ェ
ン

ス
に
よ

り
除
去
さ

れ
る
こ

と
，
ま
た
，
水

分
を
含

む
場

合
に

お
い

て
も

，
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

の
メ

ッ
シ

ュ
径

以
上

の
も

の
は

水
分

を
含

む
こ

と
で

取
水

路
内

に
沈

下

し
，
海
水

ス
ト
レ

ー
ナ
ま

で
到
達

し
な
い

こ
と
か

ら
，
個

別
事
象

と
同
等

と
な
る

。
 

－
 

生
物
学
的

事
象
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
飛
来

物
）
）
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

飛
来
物
と

海
生
生

物
の
流

入
に
よ

り
，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
及
び

取
水
性

の
低

下
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ

る
。
 

→
除
塵
装

置
や
海

水
ス
ト

レ
ー
ナ

等
に
よ

り
海
生

物
を
捕

獲
除
去

し
取
水

性
の
維

持
を
図

っ
て
い

る
が
，
取

水
性
が

確
保
で
き

な
い
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お

い
て
も

，
循

環
水
ポ

ン
プ
の

イ
ン
ペ
ラ

開
度
調

整
，
発
電
機

出
力
の

抑
制

，
プ
ラ

ン
ト
停

止
等
の

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

生
物
学
的

事
象
（

閉
塞
（

海
水
系

））
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

飛
来
物

））
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

飛
来
物
と

海
生
生

物
の
流

入
に
よ

り
，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
及
び

取
水
性

の
低

下
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら

れ
る
。
 

→
除
塵
装

置
や
海

水
ス
ト

レ
ー
ナ

等
に
よ

り
海
生

物
を
捕

獲
除
去

し
取
水

性
の
維

持
を
図

っ
て
い

る
が
，
取

水
性
が

確
保
で
き

な
い
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お

い
て
も

，
循

環
水
ポ

ン
プ
の

イ
ン
ペ
ラ

開
度
調

整
，
発
電
機

出
力
の

抑

制
，
プ
ラ

ン
ト
停

止
等
の

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 
→

屋
外
の

直
接
風

を
受
け

る
場
所

に
設
置

さ
れ
て

い
る
施

設
の
う

ち
，
風
荷

重
の

影
響
が

大
き
い

と
考
え

ら
れ
る

よ

う
な
構
造

・
形
状

の
施
設

に
つ
い

て
は
，

組
合
せ

を
考
慮

す
る
。
 

○
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

飛
来
物

））
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

荷
重
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 
→

飛
来
物

に
よ
る

影
響
は

竜
巻
影

響
評
価

に
て
想

定
し
て

い
る
設

計
飛
来

物
の
影

響
に
包

絡
さ
れ

る
こ
と

か
ら
，
影

響
は
個
別

事
象
同

等
と
な

る
。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
積
雪
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り
，

荷
重
が

増
加
し
，
安

全
重
要

度
ク
ラ

ス
１
，
２

に
属
す

る
設

備
損
傷

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え

ら
れ
る

。
 

→
風
（
台

風
）

(荷
重

(風
)
)×

火
山
の
影

響
(
荷
重

(堆
積

)
)に

て
評
価
を

行
う
。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
積
雪
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
雪
の

吸
込
量

が
増
加

し
，
閉

塞
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
津
波
（

荷
重
（

衝
突

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
屋
外
の

直
接
風

を
受
け

る
場
所

に
設
置

さ
れ
て

い
る
施

設
の
う

ち
，
風
荷

重
の

影
響
が

大
き
い

と
考
え

ら
れ
る

よ
う

な
構
造

・
形
状

の
施
設

に
つ
い

て
は
，

組
合
せ

を
考
慮

す
る
。
 

○
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

飛
来
物

））
 

×
津
波
（

荷
重
（

衝
突

））
 

荷
重
 

c
 

Ⅰ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り

，
安
全

重
要
度

ク
ラ
ス

１
，
２

に
属
す

る
設
備

損
傷
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。 

→
飛
来
物

に
よ
る

影
響
は

竜
巻
影

響
評
価

に
て
想

定
し
て

い
る
設

計
飛
来

物
の
影

響
に
包

絡
さ
れ

る
こ
と

か
ら
，
影

響
は
個
別

事
象
同

等
と
な

る
。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

荷
重
（

堆
積

））
 

荷
重
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り
，

荷
重
が

増
加
し
，
安

全
重
要

度
ク
ラ

ス
１
，
２

に
属
す

る
設

備
損
傷

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考

え
ら
れ
る

。
 

→
火
山
は

一
度
事

象
が
発

生
す
る

と
長
時

間
に
わ

た
り
荷

重
が
作

用
す
る

こ
と
か

ら
，
組

合
せ
を

考
慮
す

る
。
 

○
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重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
降
下

火
砕
物

の
吸
込

量
が
増

加
し
，

閉
塞
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す
る

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

飛
来
物

））
 

×
生
物
学

的
事
象

（
閉
塞

（
海
水

系
）
）
 

閉
塞
（
海

水
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

飛
来
物
と

海
生
生

物
の
流

入
に
よ

り
，
個
別

事
象
と

比
べ
閉

塞
及
び

取
水
性

の
低

下
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら

れ
る
。
 

→
除
塵
装

置
や
海

水
ス
ト

レ
ー
ナ

等
に
よ

り
海
生

物
を
捕

獲
除
去

し
取
水

性
の
維

持
を
図

っ
て
い

る
が
，
取

水
性
が

確
保
で
き

な
い
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お

い
て
も

，
循

環
水
ポ

ン
プ
の

イ
ン
ペ
ラ

開
度
調

整
，
発
電
機

出
力
の

抑

制
，
プ
ラ

ン
ト
停

止
等
の

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
森
林
火

災
（
温

度
）
 

温
度
 

c
 

Ⅲ
－
1 

風
（

台
風
）
の

影
響
に

よ
り
，

熱
影
響

の
評
価
条

件
が
変

化
し
，

個
別
事

象
で
の

評
価
か

ら
増
長
，

熱
影
響

に
よ
る

コ
ン
ク
リ

ー
ト
構

造
物
の

耐
性
に

影
響
を

及
ぼ
す

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
保

守
的

な
条

件
(
偶

発
的

に
落

下
す

る
航

空
機

に
よ

る
火

災
と

危
険

物
タ

ン
ク

火
災

の
重

畳
)
に

よ
り

熱
影

響
評

価
し
た
温

度
(
最
大

約
1
4
0℃

)が
強

度
維
持

可
能
温

度
(
建
屋
外

壁
コ
ン

ク
リ
ー
ト

約
20
0℃

，
主
排
気

筒
鉄
塔

約

3
2
5℃

)を
上
回
る

こ
と
は

な
い
こ

と
か
ら

，
構
造

物
の
機

能
は
維

持
さ
れ

る
。
 

－
 

風
（
台
風

）（
荷
重
（

風
）
）
 

×
森
林
火

災
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
ば
い

煙
の
吸

込
量
が

増
加
し

，
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

竜
巻
（
荷

重
（
風

））
 

×
森
林
火

災
（
温

度
）
 

温
度
 

c
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り
，

熱
影
響

の
評
価

条
件
が
変

化
し
，
個

別
事
象

で
の
評

価
か
ら

増
長
，
熱

影
響
に

よ
る
コ

ン
ク
リ

ー
ト
構
造

物
の
耐

性
に
影

響
を
及

ぼ
す
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
保

守
的

な
条

件
(
偶

発
的

に
落

下
す

る
航

空
機

に
よ

る
火

災
と

危
険

物
タ

ン
ク

火
災

の
重

畳
)
に

よ
り

熱
影

響
評

価
し
た
温

度
(
最
大

約
1
4
0℃

)が
強

度
維
持

可
能
温

度
(
建
屋
外

壁
コ
ン

ク
リ
ー
ト

約
20
0℃

，
主
排
気

筒
鉄
塔

約

3
2
5℃

)を
上
回
る

こ
と
は

な
い
こ

と
か
ら

，
構
造

物
の
機

能
は
維

持
さ
れ

る
。
 

－
 

竜
巻
（
荷

重
（
風

））
 

×
森
林
火

災
（
閉

塞
（
吸

気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
ば
い

煙
の
吸

込
量
が

増
加
し

，
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

竜
巻
（
荷

重
（
風

））
 

×
落
雷
（

電
気
的

影
響
（

直
撃
雷

））
 

電
気
的
影

響
（
直

撃
雷
）
 

c
 

Ⅱ
 

風
荷
重
に

よ
り
避

雷
設
備

が
損
傷

し
，
安

全
施
設

へ
落
雷

し
易
く

な
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
避
雷
機

能
を
有

す
る
主

排
気
筒

が
設
置

網
に
接

続
さ
れ

て
お
り
，
落
雷
電

流
を

設
置
網

へ
導
く

機
能
は

確
保
さ

れ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
な
い

。
 

－
 

竜
巻
（
荷

重
（
飛

来
物

））
 

×
落
雷
（

電
気
的

影
響
（

直
撃
雷

））
 

電
気
的
影

響
（
直

撃
雷
）
 

c
 

Ⅱ
 

飛
来
物
に

よ
り
避

雷
設
備

が
損
傷

し
，
安

全
施
設

へ
落
雷

し
易
く

な
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
避
雷
機

能
を
有

す
る
主

排
気
筒

が
設
置

網
に
接

続
さ
れ

て
お
り
，
落
雷
電

流
を

設
置
網

へ
導
く

機
能
は

確
保
さ

れ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
な
い

。
 

－
 

森
林
火
災

（
閉
塞

（
吸
気

系
）
）
 

×
積
雪
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

ば
い
煙
と

雪
の
吸

込
に
よ

り
，
個

別
事
象

と
比
べ

閉
塞
の

可
能
性

が
高
ま

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

森
林
火
災

（
閉
塞

（
吸
気

系
）
）
 

×
火
山
の

影
響
（

閉
塞
（

吸
気
系

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅰ
 

ば
い
煙
と

降
下
火

砕
物
の

吸
込
に

よ
り
，

個
別
事

象
と
比

べ
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

森
林
火
災

（
温
度

）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

温
度
 

c
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り
，

熱
影
響

の
評
価

条
件
が
変

化
し
，
個

別
事
象

で
の
評

価
か
ら

増
長
，
熱

影
響
に

よ
る
コ

ン
ク
リ

ー
ト
構
造

物
の
耐

性
に
影

響
を
及

ぼ
す
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
保

守
的

な
条

件
(
偶

発
的

に
落

下
す

る
航

空
機

に
よ

る
火

災
と

危
険

物
タ

ン
ク

火
災

の
重

畳
)
に

よ
り

熱
影

響
評

価
し
た
温

度
(
最
大

約
1
4
0℃

)が
強

度
維
持

可
能
温

度
(
建
屋
外

壁
コ
ン

ク
リ
ー
ト

約
20
0℃

，
主
排
気

筒
鉄
塔

約
3
2
5℃

)を
上
回
る

こ
と
は

な
い
こ

と
か
ら

，
構
造

物
の
機

能
は
維

持
さ
れ

る
。
 

－
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表
 

事
象

の
重

畳
 

個
別

検
討

結
果

 

6 条（外事）-74 

重
畳
事
象
 

（
事
象
１

×
事
象

２
の
順

で
記
載

）
 

影
響
モ
ー

ド
 

増
長
 

影
響
 

検
討
結
果
 

設
計
上
 

の
考
慮
 

森
林
火
災

（
閉
塞

（
吸
気

系
）
）
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
（
台
風

）
の
影

響
に
よ

り
，
ば

い
煙
の

吸
込
量

が
増
加

し
，
閉

塞
の
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す
る

手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

森
林
火
災

（
温
度

）
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

風
）
）
 

温
度
 

c
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り
，

熱
影
響

の
評
価

条
件
が
変

化
し
，
個

別
事
象

で
の
評

価
か
ら

増
長
，
熱

影
響
に

よ
る
コ

ン
ク
リ

ー
ト
構
造

物
の
耐

性
に
影

響
を
及

ぼ
す
可

能
性
が

高
ま
る

と
考
え

ら
れ
る

。
 

→
保

守
的

な
条

件
(
偶

発
的

に
落

下
す

る
航

空
機

に
よ

る
火

災
と

危
険

物
タ

ン
ク

火
災

の
重

畳
)
に

よ
り

熱
影

響
評

価
し
た
温

度
(
最
大

約
1
4
0℃

)が
強

度
維
持

可
能
温

度
(
建
屋
外

壁
コ
ン

ク
リ
ー
ト

約
20
0℃

，
主
排
気

筒
鉄
塔

約

3
2
5℃

)を
上
回
る

こ
と
は

な
い
こ

と
か
ら

，
構
造

物
の
機

能
は
維

持
さ
れ

る
。
 

－
 

森
林
火
災

（
閉
塞

（
吸
気

系
）
）
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

風
）
）
 

閉
塞
（
吸

気
系
）
 

d
 

Ⅲ
－
1 

風
の
影
響

に
よ
り

，
ば
い

煙
の
吸

込
量
が

増
加
し

，
閉
塞

の
可
能

性
が
高

ま
る
と

考
え
ら

れ
る
。
 

→
換
気
空

調
設
備

の
外
気

取
入
口

に
つ
い

て
フ
ィ

ル
タ
差

圧
等
を

監
視
し
，
状
況

に
応
じ

清
掃
や

取
替
え

を
実
施

す

る
手
順
に

よ
り
対

処
可
能

で
あ
る

。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
地
震
活

動
（
荷

重
（
地

震
）
）
 

電
気
的
影

響
（
直

撃
雷
）
 

c
 

Ⅱ
 

落
雷
に
よ

り
安
全

施
設
が

損
傷
し

，
荷
重

の
影
響

を
受
け

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
安
全
施

設
は
，
避

雷
設
備

に
よ
り

落
雷
電

流
を
設

置
網
へ

導
く
機

能
は
確

保
さ

れ
る
こ

と
か
ら

影
響
は

個
別
事

象

と
同
等
と

な
る
。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
津
波
（

荷
重
（

衝
突

））
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

個
別
事
象

の
重
畳

に
よ
り
，

安
全
重

要
度
ク
ラ

ス
１
，
２

に
属
す

る
設
備

が
損
傷

し
，
浸
水

の
影
響

を
受
け

や
す
く

な
る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
直
撃
雷

は
避
雷

設
備
に

よ
り

，
ま
た

，
津

波
防
護

施
設

(防
潮

堤
等

)は
基

準
津

波
高
さ

に
裕
度

を
持
た

せ
た
設

計

と
し
て
お

り
，
影

響
は
な

い
。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
風

））
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

落
雷
に
よ

り
安
全

施
設
が

損
傷
し

，
荷
重

の
影
響

を
受
け

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
安
全
施

設
は
，
避

雷
設
備

に
よ
り

直
撃
雷
に
，

ま
た
，
竜

巻
防
護

施
設
に

よ
り

設
計
竜

巻
に
耐

え
う
る

設
計
で

あ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
個
別

事
象
と

同
等
と

な
る
。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
風
（
台

風
）
（
荷
重

（
飛
来

物
）
）
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

落
雷
に
よ

り
安
全

施
設
が

損
傷
し

，
荷
重

の
影
響

を
受
け

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
安
全
施

設
は
，
避

雷
設
備

に
よ
り

直
撃
雷
に
，

ま
た
，
竜

巻
防
護

施
設
に

よ
り

設
計
竜

巻
に
耐

え
う
る

設
計
で

あ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
個
別

事
象
と

同
等
と

な
る
。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

風
）
）
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

落
雷
に
よ

り
安
全

施
設
が

損
傷
し

，
荷
重

の
影
響

を
受
け

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
安
全
施

設
は
，
避

雷
設
備

に
よ
り

直
撃
雷
に
，

ま
た
，
竜

巻
防
護

施
設
に

よ
り

設
計
竜

巻
に
耐

え
う
る

設
計
で

あ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
個
別

事
象
と

同
等
と

な
る
。
 

－
 

落
雷
（
電

気
的
影

響
（
直

撃
雷

））
 

×
竜
巻
（

荷
重
（

飛
来
物

））
 

荷
重
 

c
 

Ⅱ
 

落
雷
に
よ

り
安
全

施
設
が

損
傷
し

，
荷
重

の
影
響

を
受
け

る
と
考

え
ら
れ

る
。
 

→
安
全
施

設
は
，
避

雷
設
備

に
よ
り

直
撃
雷
に
，

ま
た
，
竜

巻
防
護

施
設
に

よ
り

設
計
竜

巻
に
耐

え
う
る

設
計
で

あ

る
こ
と
か

ら
影
響

は
個
別

事
象
と

同
等
と

な
る
。
 

－
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6.4 詳細評価 

プラントへの影響が想定される重畳（6.3.2 で c，d に分類されたもの）

について，第 6.3－8 表に示した個別検討結果より，抽出された組合せは以

下となる（事象１×事象２の順）。 

   ・地震（荷重）×積雪（荷重） 

   ・地震（荷重）×風（台風）（荷重） 

   ・積雪（荷重）×地震（荷重） 

   ・積雪（荷重）×津波（荷重） 

   ・積雪（荷重）×火山の影響（荷重） 

   ・津波（荷重）×地震（荷重） 

   ・津波（荷重）×積雪（荷重） 

 ・津波（荷重）×風（台風）（荷重） 

 ・火山の影響（荷重）×積雪（荷重） 

 ・火山の影響（荷重）×風（台風）（荷重） 

 ・風（台風）（荷重）×地震（荷重） 

・風（台風）（荷重）×津波（荷重） 

・風（台風）（荷重）×火山の影響（荷重） 

 

上記組合せのうち，地震（荷重）×積雪（荷重）と積雪（荷重）×地震

（荷重），地震（荷重）×風（台風）（荷重）と風（台風）（荷重）×地震

（荷重），積雪（荷重）×津波（荷重）と津波（荷重）×積雪（荷重），津波

（荷重）×風（台風）（荷重）と風（台風）（荷重）×津波（荷重），火山の

影響（荷重）×風（荷重）と風（荷重）×火山の影響（荷重）及び積雪（荷

重）×火山の影響（荷重）と火山の影響（荷重）×積雪（荷重）については，

事象１と事象２を入れ替えたとしても発生する事象は同一であることから，
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統合する。 

よって，第 6.4－1 表に示す組合せについて，設計上考慮することとする。 

 

第 6.4－1 表 自然現象の重畳を設計上考慮する組合せ 

地震（荷重）×積雪（荷重） 

地震（荷重）×風（台風）（荷重） 

津波（荷重）×積雪（荷重） 

津波（荷重）×風（台風）（荷重） 

津波（荷重）×地震（荷重） 

火山の影響（荷重）×積雪（荷重） 

火山の影響（荷重）×風（台風）（荷重） 

  



6 条（外事）-77 

6.4.1 アクセス性・視認性について 

自然現象が安全施設に及ぼす影響としては，荷重だけでなく，アクセス性

及び視認性に対する影響も考えられることから，これらの観点についても影

響を評価する。 

アクセス性及び視認性の観点からの影響評価結果を以下に示す。 

 

アクセス性への影響確認結果 

設計基準においては，屋内設備と屋内での対応により事象収束が可能であ

ることから，自然現象による屋外のアクセス性への影響については考慮する

必要が無い。 

 

視認性への影響確認結果 

視認性の観点からは，降水等により中央制御室外の状況や津波を監視する

カメラの視認性の低下を及ぼす可能性がある。 

中央制御室外の状況や津波を監視するカメラについては，降水等による視

認性の低下や，竜巻等による機能損失の可能性がある。カメラは位置的分散

が図られているものの，重畳を考慮した場合には全てのカメラに期待できな

い状況も考えられる。その場合にも，中央制御室に設置する気象情報を出力

する端末，潮位計等の代替設備により必要な機能を確保することができるこ

とから，自然現象による視認性への影響については考慮する必要が無い。 
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1． 防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮 

2． 洪水影響評価について 

3． 風（台風）影響評価について 

4． 凍結影響評価について 

5． 降水影響評価について 

6． 積雪影響評価について 

7． 落雷影響評価について 
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9． 航空機落下確率評価について 
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20．考慮した外部事象についての対応状況 

21．外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の防護方

針について 

参考資料－1 地滑り影響評価について 



6 条(外事)-添付-1-1 

1. 防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮 

 

 (1) 防護すべき安全施設 

地震及び津波以外の自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定

させる発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事

象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「外部人為事

象」という。）に対する安全施設への要求については「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下，設

置許可基準規則という。）にて規定されている。設置許可基準規則におけ

る安全施設は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」の安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属す

る構築物，系統及び機器を指していることから，各外部事象に対して防護

する安全施設は，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属

する構築物，系統及び機器とする。 

設置許可基準規則には安全施設に対し，以下のように規定されている。 

【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則 

設置許可基準規則 解釈 

第六条（外部からの衝撃による損傷

の防止） 

安全施設は、想定される自然現象

（地震及び津波を除く。次項におい

て同じ。）が発生した場合において

も安全機能を損なわないものでなけ

１ 第６条は、設計基準において

想定される自然現象（地震及び

津波を除く。）に対して、安全

施設が安全機能を損なわないた

めに必要な安全施設以外の施設

又は設備等（重大事故等対処設
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ればならない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその

周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならな

い。 

備を含む。）への措置を含む。 

７ 第３項は、設計基準において

想定される発電用原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを

除く。）に対して、安全施設が

安全機能を損なわないために必

要な安全施設以外の施設又は設

備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含む。 

設置許可基準規則 第二条 用語の定義より抜粋 

・「安全施設」とは，設計基準対象施設のうち，安全機能を有するもの 

・「安全機能」とは，発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な

機能 

重要度分類指針※より抜粋 

・安全機能を有する構築物，系統及び機器をそれが果たす安全機能の性質

に応じて，以下の 2 種に分類 

(1) 異常発生防止系（以下「ＰＳ」という） 

(2) 異常影響緩和系（以下「ＭＳ」という） 

・ＰＳ及びＭＳのそれぞれに属する構築物，系統及び機器を，その有する

安全機能の重要度に応じ，それぞれクラス１，クラス２及びクラス３に

分類 

※ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針 
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 (2) 重大事故等対処設備への考慮 

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準事故対処

設備であり，重大事故等対処設備ではないが，第四十三条の要求を踏まえ，

設計基準事象によって，設計基準事故対処設備の安全機能と重大事故等対

処設備が同時にその機能が損なわれることがないことを確認する。 

重大事故等対処設備については，設置許可基準にて以下のよう規定され

ている。 

【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則 

第四十三条（重大事故等対処設備） 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

第２項第三号 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう、適切な措置を講じたものであること。 

第３項第七号 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によ

って、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、

適切な措置を講じたものであること。 
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2. 洪水影響評価について 

 

 (1) 基本方針 

安全施設のうち外部事象防護対象施設は，洪水により安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 (2) 周辺敷地評価 

東海第二発電所の敷地は，久慈川河口の右岸側に位置している。 

敷地の周辺にある河川としては，敷地の北方約 2km に久慈川が，南方約

3km に新川が位置している。（第 2－1 図参照） 

国土交通省関東地方整備局（以下「整備局」という。）が開示している

浸水想定区域図における久慈川水系がおおむね 100 年に 1 回程度起こる大

雨※の浸水想定区域に対し，久慈川水系の洪水が想定を超えた場合を想定

し，影響について評価を実施した。 

※ 久慈川水系の洪水防護に関する基本の計画となる降水量 

 ・久慈川流域の上流 2 日間の総雨量 235 ㎜ 

 ・里川流域の 2 日間の総雨量 302 ㎜ 

 ・山田川流域の上流 2 日間の総雨量 315 ㎜ 

 

 (2－1) 評価方法 

整備局が開示している浸水想定範囲，東海村が発行している洪水ハ

ザードマップ及び発電所周辺の標高を基に評価を実施した。 

 (2－2) 評価結果 

① 久慈川水系の洪水が想定を超えた場合 

整備局が開示している浸水想定範囲及び東海村が発行している洪

水ハザードマップによれば，発電所近隣の水田が浸水する想定であ
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るが，その浸水深さは 1m～5m 未満となっており，敷地勾配及び浸

水高さ分布から，最大で約 EL.7m に達すると想定される。 

洪水発生に伴い発電所敷地内に水が浸入するルートとして，国道

２４５号線から発電所構内進入道路を経て浸水するルートが考えら

れるが，発電所構内進入道路の入口が約 EL.15m の標高に位置し，

最大の浸水量である約 EL.7m に達すると仮定しても裕度があるため，

発電所に影響が及ぶことはない。 

（第 2－2 図，第 2－3 図及び第 2－4 図参照） 

② 新川の洪水が想定を超えた場合 

東海村が発行している洪水ハザードマップによれば，発電所が浸

水範囲ではないこと，また，敷地の地形及び表流水の状況によれば，

新川は敷地の南側の丘陵地を挟んだ反対側に位置していること，浸

水は丘陵地を遡上することはないことから，発電所に影響が及ぶこ

とはない。 

（第 2－1 図及び第 2－3 図参照） 
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第 2－1 図 発電所敷地周辺の河川と標高の関係図 

 

km 
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第 2－2 図 久慈川洪水時浸水想定区域図 

国土交通省関東地方整備局 常陸河川国道事務所作成 浸水想定区域図に加筆

東海第二発電所 

（赤線は防潮堤位置を示す）

 0    1    2km 

 

久慈川

里川山田川
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第 2－3 図 洪水ハザードマップ 

  

東海村作成 洪水・土砂災害ハザードマップに加筆 

新川 

久慈川 

東海第二発電所 

（赤線は防潮堤位置を示す）

第 2－4 図に拡大 
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第 2－4 図 発電所敷地周辺の浸水想定図及び浸水ルート付近の標高 

発電所構内進入道路入口付近の状況は以下のとおりであり，発電所に影響が及ぶことはな
い。 
①国道２４５号線は，北側より進入道路に向かって上り勾配であり，進入道路入口では

EL.15m 以上である。 
②国道２４５号線の西側のうち進入道路入口より北側は，水田（浸水想定区域）であり，

EL.5m 以下の低地である。 
③国道２４５号線の西側のうち進入道路入口より南側は，EL.15m 以上であり，かつ浸水想

定区域より発電所に向かって下り勾配となる箇所がない。 

※ 標高色別のうち，EL.5m 以下及び防潮堤内発電所敷地

の EL.15m 以下は，見易さのため色別を省略した。 

①国道２４５号線は上り勾配

②水田は EL.5m
以下の低地 

③EL.15m 以上であり，かつ浸水想定

区域より発電所に向かって下り勾

配となる箇所がない 

国土交通省 重ねるハザードマップに加筆

凡例（浸水レベル）
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3. 風（台風）影響評価について 

 

 (1) 基本方針 

 予想される最も過酷と考えられる条件として設計基準を設定の上，安全

施設のうち外部事象防護対象施設は，設計基準風速の風荷重に対して機械

的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (2) 設計基準風速の設定 

 設計基準風速の設定は，以下の(2－1)及び(2－2)をもとに，局地的要因

による影響を考慮した最大風速（地上高 10m，10 分間平均風速の日最大風

速）値を設定する。 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な影響であ

れば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，ここでは風（台風）の

影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することにより，そ

の風速の 1.5 倍～2 倍程度の最大瞬間風速(1)を考慮することになること，

現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動による影響を考慮した係

数を最大風速に乗じ風荷重を算出することが定められていることから，設

計基準風速としては最大風速を設定する。 

 

 (2－1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設時の建

築基準法施行令第 87 条（以下「旧建築基準法施行令」という。）におい

ては，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）に基づ

く風荷重に対する設計が要求されていた。 
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 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改正され，

それ以降，建築物については，地域ごとに定められた基準風速の風荷重

に対する設計が要求されており，東海村の基準風速は 30m／s（地上高

10m，10 分間平均風速）である。 

 屋外設備のうち，タンクについては，消防法（危険物の規制に関する

技術上の基準の細目を定める告示第 4 条の 19）において，日本最大級

の台風の最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）に基づく風荷重に対する

設計が，現在でも要求されている。 

 

 (2－2) 東海村の観測記録 

 東海村については，風速等を観測する気象庁の地域気象観測システム

（アメダス）が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記

録はない。 

 

ここで，設計基準風速の設定に当たり，各風速の定義を確認する。 

気象庁の風の観測については，風速（地上高 10m，10 分間平均）及び瞬

間風速（地上高 10m，3 秒間平均）を記録している。「最大風速」は，風速

（地上高 10m，10 分間平均）の日最大風速を，「最大瞬間風速（地上高

10m，3 秒間平均）は，瞬間風速（地上高 10m，3 秒間平均）の日最大瞬間

風速をいい，一般的に最大瞬間風速と最大風速の比は 1.5 倍～2 倍程度と

されている。（例えば，最大風速 40m/s の場合は，60m／s～80m／s 程度の

瞬間的な風が吹く可能性がある） 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）を参照

していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10m における 10 分間

平均風速を基準としている。ただし，現行の建築基準法施行令でも，風荷
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重の算出において，最大瞬間風速等の風速変動による影響を考慮し，基準

風速に地表面粗度等により求まるガスト影響係数を乗じ速度圧を算出する

ことが定められている。これにより，旧建築基準法施行令ではほぼ全国一

律で定められていた風荷重を，現在では建築物の周辺状況及び構造特性等

に応じて定めることが可能となった。このような状況を踏まえ，安全設計

上考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基準法に準拠し，地上高

10m で 10 分間平均風速を採用する。 

 

 以上を踏まえると，設計基準風速は，地域性を考慮した上で，現行の建

築基準法に準拠した東海村の基準風速である 30m／s とする。 

 

 (2－3) 最寄りの気象官署の観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録（第 3－1 表）によれ

ば，東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）

で観測された観測史上 1 位の最大風速は下記のとおりであり，設計基準

風速に包絡される。 

水 戸 市：最大風速 28.3m／s 

（1961 年 10 月 10 日，統計期間 1897 年 1 月～2012 年 3 月） 

 また，水戸地方気象台（水戸市）で観測された観測史上 1 位の最大瞬

間風速は下記のとおりである。 

水 戸 市：最大瞬間風速 44.2m／s 

（1939 年 8 月 5 日，統計期間 1937 年 1 月～2012 年 3 月） 

 

 (3) 評価対象施設等の健全性評価 

 評価対象施設等が，30m／s（地上高 10m，10 分間平均）の風（台風）に



6 条(外事)-添付-3-4 

よって安全機能を損なうことのない設計であることを評価・確認するため， 

30m／s の風（台風）に対する風荷重が安全施設に作用した場合の影響に

ついて評価し，安全機能が維持されることを確認した。 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。 

 ○ 評価対象施設等を評価し，安全機能が維持できることを確認する。

また，安全機能が維持されない場合には対策を実施する。 

  ① 頑健性のある建屋内に設置されている設備については，30m／s

の風（台風）に対する風荷重が作用した場合における当該の建屋の

健全性を確認することにより，安全機能を損なわないことを確認し

た。（第 3－2 表） 

  ② 屋外に設置されている設備については，30m／s の風（台風）に

対する風荷重が作用した場合における当該設備の健全性を確認する

ことにより，安全機能を損なわないことを確認した。（第 3－2 表） 

○ その他の構築物，系統及び機器については，機能を維持すること，

若しくは損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のな

い期間での修復等の対応が可能な場合，安全機能が維持可能であるこ

とから影響評価の対象外とする。 

 

なお，台風の発生に伴う飛来物の影響は，竜巻影響評価にて想定してい

る設計飛来物の影響に包絡されており，安全施設の安全機能が損なわれる

おそれはない。 
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第 3－1表 風速の観測記録（水戸市）（気象庁 HPより） 

年 最大風速

[m/s] 

最大瞬間風速

[m/s] 

年 最大風速

[m/s] 

最大瞬間風速

[m/s] 

1961 28.3 - 1991 13.2 26.1 

1962 15.0 - 1992 12.7 24.6 

1963 13.5 - 1993 14.5 26.5 

1964 20.7 - 1994 10.4 25.7 

1965 20.0 - 1995 10.1 24.5 

1966 17.7 - 1996 17.1 36.3 

1967 16.0 27.0 1997 12.3 27.1 

1968 16.3 25.7 1998 11.5 26.9 

1969 16.5 27.1 1999 14.1 27.7 

1970 15.0 23.3 2000 11.5 23.3 

1971 14.7 23.2 2001 12.6 23.7 

1972 17.7 26.5 2002 13.4 28.7 

1973 13.0 21.1 2003 10.6 24.7 

1974 12.8 21.0 2004 15.5 29.6 

1975 12.5 22.3 2005 10.9 22.8 

1976 11.0 23.8 2006 13.1 29.6 

1977 12.0 23.2 2007 11.6 25.6 

1978 15.4 25.6 2008 13.9 22.4 

1979 13.6 32.8 2009 13.6 25.6 

1980 15.4 26.7 2010 14.3 23.3 

1981 13.9 25.2 2011 14.0 25.7 

1982 13.4 24.1 2012 12.1 26.7 

1983 11.7 21.1  

1984 11.5 21.2 

1985 12.2 24.7 

1986 16.6 29.5 

1987 11.6 24.2 

1988 11.9 23.1 

1989 18.5 31.6 

1990 12.1 26.3 
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第 3－2表 風荷重による設備等の健全性評価結果 

○建屋 

評価対象建屋 
評価位置[EL.(m)]※ 

方向 
風荷重 
［kN］ 

設計用地震力 
［kN］ 判定 

原子炉建屋 
57.00～46.50 

東→西 
1,687 40,756 ○ 

タービン建屋 
40.74～28.00 

北→南 
2,511 17,828 ○ 

使用済燃料 
乾式貯蔵建屋 

17.75～8.30 
北→南 

1,169 30,597 ○ 

※ 裕度の最も小さい評価位置を記載 

 

○ポンプ，ファン等 

評価設備 
応力 

［MPa］ 
許容値 
［MPa］ 

判定 

残留熱除去系海水系ポンプ※１ 6 147 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※２海水ポンプ※３ 2 147 ○ 

残留熱除去系海水系ストレーナ -※４ 157 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※２海水ストレーナ -※４ 157 ○ 

中央制御室換気系冷凍機（取付ボルト） 7 124 ○ 

中央制御室換気系冷凍機（外板材） 38 164 ○ 

※１ 発生応力が最高となる電動機台取付ボルトの値を記載 

※２ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。 

※３ 発生応力が最高となる電動機取付ボルトの値を記載 

※４ 引張応力を生じない。 

 

○配管 

評価部位 
応力 

［MPa］ 
許容値 
［MPa］ 

判定 

残留熱除去系海水配管（取水側） 74 325 ○ 

残留熱除去系海水配管（放水側） 38 212 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※１海水配管（取水側） 46 245 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※１海水配管（放水側） 39 226 ○ 

非常用ディーゼル発電機※１排気配管 9 123 ○ 

非常用ディーゼル発電機※１ベント管 8 206 ○ 

非常用ガス処理系配管※２ 43※２ 232※２ ○ 

※１ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。 

※２ 主排気筒補強によるルート変更前の値。ルート変更後も，機械的強度を確保する設計とする。 
 

○主排気筒※１ 

部位 
高さ※２ 

[m] 

応力[N/mm2] 許容応力[N/mm2] 
判定※３ 

圧縮 曲げ せん断 圧縮 曲げ せん断 

筒身 
104.205 6.4 118.0 － 198.4 207.0 － ○ 

87.432 － － 11.5 － － 71.6 ○ 

主柱 87.432 95.6 15.3 － 167.5 235 － ○ 

斜材 18.257 117.6 － － 183.4 － － ○ 

水平材 104.205 54.1 19.8 － 210.9 235 － ○ 

柱補強材 56.000 76.7 － － 155.1 － － ○ 

※１ 主排気筒耐震補強前の値。耐震補強後も，機械的強度を確保する設計とする。 
※２ 裕度の最も小さい評価位置を記載 

※３ 圧縮及び曲げの各々が許容応力未満であること 
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4. 凍結影響評価について 

 

 (1) 基本方針 

 安全施設のうち外部事象防護対象施設は，最寄りの気象官署での観測記

録を考慮し，凍結により，安全機能を損なわない設計とする。 

 気象庁の気象統計情報における低温の観測記録（第 4－1 表）によれば，

東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）で観

測された観測史上 1 位の最低気温は下記のとおりである。 

水 戸 市：最低気温－12.7℃ 

（1952 年 2 月 5 日，統計期間 1897 年 1 月～2012 年 3 月） 

 

 (2) 外部事象防護対象施設の健全性評価 

 外部事象防護対象施設が，凍結によって安全機能を損なうことのない設

計であることを評価・確認するため，凍結が外部事象防護対象施設に作用

した場合の影響について評価し，安全機能が維持されることを確認した。 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。 

 ○ 外部事象防護対象施設を評価し，安全機能が維持できることを確認

する。また，安全機能が維持されない場合には対策を実施する。 

  ① 屋内に設置されている外部事象防護対象施設については，建屋内

は常に換気空調設備等の運転により，極端な低温にさらされること

なく，安全機能が維持可能である。（第 4－2 表） 

  ② 建屋外に設置されている凍結のおそれのある外部事象防護対象施

設については，保温材等による凍結防止対策を必要に応じて行うこ

とにより最低気温が－12.7℃に到達する環境において安全機能を損

なわない設計とする。（第 4－2 表） 
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 ○ その他の構築物，系統及び機器については，機能を維持すること，

若しくは損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のな

い期間での修復等の対応が可能な場合，安全機能が維持可能であるこ

とから影響評価の対象外とする。 
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第 4－1表 低温の観測記録（水戸市）（気象庁 HPより） 

年 最低気温［℃］ 年 最低気温［℃］ 年 最低気温［℃］ 

1897 -8.8 1936 -9.5 1975 -7.0 

1898 -7.5 1937 -6.2 1976 -9.3 

1899 -7.9 1938 -10.0 1977 -8.2 

1900 -9.9 1939 -8.9 1978 -8.9 

1901 -7.4 1940 -9.2 1979 -7.5 

1902 -9.7 1941 -7.8 1980 -7.4 

1903 -6.4 1942 -9.2 1981 -8.0 

1904 -9.7 1943 -8.5 1982 -8.5 

1905 -7.4 1944 -8.7 1983 -8.0 

1906 -9.3 1945 -11.0 1984 -11.0 

1907 -9.1 1946 -8.4 1985 -10.6 

1908 -8.2 1947 -8.1 1986 -8.5 

1909 -11.4 1948 -6.7 1987 -6.5 

1910 -9.1 1949 -6.9 1988 -6.5 

1911 -7.3 1950 -7.0 1989 -5.9 

1912 -8.0 1951 -7.8 1990 -7.6 

1913 -8.0 1952 -12.7 1991 -6.0 

1914 -6.6 1953 -8.1 1992 -5.6 

1915 -7.4 1954 -8.8 1993 -5.7 

1916 -10.1 1955 -7.7 1994 -6.1 

1917 -8.0 1956 -7.6 1995 -7.0 

1918 -6.6 1957 -7.2 1996 -8.9 

1919 -7.5 1958 -7.6 1997 -6.0 

1920 -6.6 1959 -6.6 1998 -6.1 

1921 -7.5 1960 -7.9 1999 -6.8 

1922 -9.7 1961 -8.1 2000 -6.6 

1923 -9.3 1962 -7.7 2001 -7.4 

1924 -8.3 1963 -10.9 2002 -5.8 

1925 -8.9 1964 -6.9 2003 -7.1 

1926 -9.1 1965 -7.4 2004 -5.3 

1927 -12.0 1966 -8.3 2005 -6.5 

1928 -8.5 1967 -9.9 2006 -7.7 

1929 -9.5 1968 -8.6 2007 -4.4 

1930 -8.0 1969 -8.2 2008 -5.5 

1931 -10.1 1970 -11.0 2009 -5.4 

1932 -6.7 1971 -8.0 2010 -6.5 

1933 -7.5 1972 -6.1 2011 -7.2 

1934 -8.5 1973 -7.8 2012 -7.1 

1935 -7.5 1974 -7.9  
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安
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設
 

設
置
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屋
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凍
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影
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果
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水
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原
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屋
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空
調
設
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よ
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に
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れ
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。
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換
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空
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転
が

停
止
し

た
場
合

に
お
い

て
も

，
外

気
の

流
入
が

遮
断
さ

れ
る
こ

と
並

び
に

外
壁

の
壁
厚

が
確
保

さ
れ
て

い
る
こ

と
及
び

建
屋
内

の
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積
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，
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気
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凍

結
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。
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屋
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。
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。
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と
及
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。
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蒸
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。
 

な
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調
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備
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に
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，
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。
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建
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運

転
し
て

い
る
。
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換
気

空
調
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備
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運
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。
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い

。
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な
お

，
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，
凍
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の
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。
 

非
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当
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潤
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熱
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さ
れ
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。
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。
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さ
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等
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5. 降水影響評価について 

 

(1) 基本方針 

 予想される最も過酷を考えられる条件として設計基準を設定の上，安全施

設のうち外部事象防護対象施設は，設計基準降水量を上回る降水による浸水，

荷重に対して維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

 

(2) 設計基準降水量の設定 

 設計基準降水量の設定は，以下の(2－1)及び(2－2)をもとに，局地的要因

による影響を考慮した値を設定する。 

 

(2－1) 規格・基準類 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林地開発許

可に関する審査基準等を示した「森林法に基づく林地開発許可申請の手び

き」（平成 28 年 4 月茨城県）及び茨城県宅地開発関係資料集《技術基準及

びその他編》（監修 茨城県土木部都市局建築指導課，一般社団法人 茨城

県建築士会発行）により雨量強度を算出した。 

・「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」によると，排水施設の設計

雨量強度は，単位時間内の 10年確率で想定される雨量強度となる。 

・雨量強度は，「茨城県宅地開発関係資料集」を用いて算出することとする。

東海村の雨量強度を算出する降雨強度曲線は「水戸」であり，そのうち，

10 年確率降雨強度式は以下となる。（降雨強度と雨量強度は同義である。） 

  r=1765/(T3/4+8.22) 

   r：降雨強度 

   T：流達時間（発電所敷地内は 10分とした） 
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この 10 年確率降雨強度式より，東海第二発電所の雨量強度は 127.5mm／

hと算出した。 

 

(2－2) 東海村の観測記録 

 東海村については，降水量等を観測する気象庁の地域気象観測システム

（アメダス）が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録

はない。 

 

 以上を踏まえると，基準降水量は，「森林法に基づく林地開発許可申請の手

びき」（平成 28年 4月茨城県）等より算出した雨量強度 127.5mm／hとする。 

 

(2－3) 最寄りの気象官署の観測記録 

 気象庁の気象統計情報における降水量の観測記録（第 5－1 表）によれば，

東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）で観

測された観測史上 1 位の最大 1 時間降水量は下記のとおりであり，設計基

準降水量に包絡される。 

水 戸 市：最大 1時間降水量 81.7mm／h 

（1947 年 9 月 15 日，統計期間 1906 年 1月～2012 年 3月） 

 

(3) 評価対象施設等の健全性評価 

 評価対象施設等が，(2)にて設定した降水量を上回る降水によって安全機

能を損なうことのない設計であることを評価・確認するため，1 時間降水量

127.5mm／h を上回る降水による浸水及び荷重が安全施設に作用した場合の影

響について評価し，安全機能が維持されることを確認した。（別紙 1） 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。 
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○ 評価対象施設等を評価し，安全機能が維持できることを確認する。ま

た，安全機能が維持されない場合には対策を実施する。 

  ① 評価対象施設等は，1 時間降水量 127.5mm／h を上回る降水による浸

水に対し，構内排水路による排水等により，影響がないことを確認し

た。 

  ② 評価対象施設等は，1 時間降水量 127.5mm／h を上回る降水に対する

荷重に対し，排水口による排水等により，影響がないことを確認した。 

○ その他の構築物，系統及び機器については，機能を維持すること，若

しくは損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期

間での修復等の対応が可能な場合，安全機能が維持可能であることから

影響評価の対象外とする。 
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第 5－1表 降水量の観測記録（水戸市）（気象庁 HPより） 

年 最大 1時間降水

量[mm/h] 

年 最大 1時間降水

量[mm/h] 

年 最大 1時間降水

量[mm/h] 

1906 30.0 1942 27.4 1978 14.5 

1907 32.7 1943 50.5 1979 49.0 

1908 16.6 1944 47.1 1980 31.0 

1909 26.3 1945 28.6 1981 43.5 

1910 29.5 1946 51.8 1982 41.5 

1911 25.5 1947 81.7 1983 54.5 

1912 36.2 1948 30.2 1984 35.0 

1913 56.0 1949 53.4 1985 32.0 

1914 41.7 1950 46.2 1986 54.5 

1915 41.6 1951 36.1 1987 35.0 

1916 20.0 1952 54.0 1988 32.0 

1917 42.3 1953 39.9 1989 32.5 

1918 33.0 1954 28.8 1990 48.0 

1919 21.0 1955 24.7 1991 35.5 

1920 25.4 1956 23.5 1992 32.5 

1921 31.3 1957 26.6 1993 38.5 

1922 46.3 1958 37.0 1994 63.5 

1923 40.0 1959 77.8 1995 25.0 

1924 36.2 1960 20.0 1996 44.0 

1925 42.9 1961 60.0 1997 45.5 

1926 22.8 1962 25.1 1998 35.5 

1927 48.2 1963 30.0 1999 48.0 

1928 27.7 1964 36.6 2000 57.0 

1929 24.2 1965 30.6 2001 33.0 

1930 58.6 1966 25.5 2002 28.5 

1931 26.5 1967 31.0 2003 22.0 

1932 19.1 1968 24.0 2004 41.5 

1933 41.2 1969 33.0 2005 33.5 

1934 21.1 1970 27.0 2006 27.0 

1935 28.0 1971 26.0 2007 45.0 

1936 7.6 1972 22.5 2008 32.0 

1937 43.8 1973 30.0 2009 36.0 

1938 25.6 1974 19.0 2010 31.5 

1939 38.3 1975 37.0 2011 47.5 

1940 49.1 1976 50.5 2012 56.0 

1941 25.2 1977 46.0  

  



別紙 1 
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降水による浸水及び荷重の影響評価 

 

1. 概要 

評価対象施設等は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水による浸水

に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水，浸水防止のための建屋止

水処置等により，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象施設等は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水による荷重

に対し，排水口による排水により影響を受けない設計とし，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

その他の構築物，系統及び機器は，降水に対して機能を維持すること若しく

は，降水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

 

2. 降水による敷地内浸水影響評価 

2.1 雨水流出量の算出 

  ＜条件＞ 

 降雨強度は，設計基準としての降水量（127.5mm／h）とする。 

 雨水流出量Ｑ１の算出には，「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」

（平成 28 年 4 月茨城県）を参照し，以下の合理式（ラショナル式）を用いる。 

Ｑ1＝１／３６０・ｆ・ｒ・Ａ 

ここで， 

Ｑ1：雨水流出量（m３／s） 

ｆ：流出係数（開発部：0.9，林地：0.5） 

ｒ：設計基準としての降水量（127.5mm／h） 
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Ａ：集水区域面積（ha） 

また，集水区域面積は，第 1表のとおり。 

 

第 1表 集水区域面積内訳 

流域 流域面積（ha） 開発部面積（ha） 林地面積（ha） 

① 14.5 13.6 0.9 

② 18.7 16.6 2.1 

③ 8.56 8.56 0.0 

④ 0.92 0.92 0.0 

⑤ 2.81 2.81 0.0 

 

2.2 流末排水路排水量の算出 

 ＜条件＞ 

 構内排水路における流末排水路排水量Ｑ２の算出には，「開発行為の技術基

準」（平成 10年 10 月茨城県）を参照し，以下のマニング式を用いる。 

Ｑ2＝Ｖ・Ａ 

Ｖ＝1／ｎ・Ｒ２／３・Ｉ１／２ 

ここで， 

Ｑ2：流末排水路排水量（m３／s） 

Ｖ：平均流速（m／s） 

Ａ：流末排水路流水断面積（m２） 

ｎ：マニングの粗度係数 

Ｒ：径深＝Ａ／Ｓ（m）（Ｓ：潤辺（m）） 

Ｉ：勾配 

また，流末排水路は，以下を考慮して設定する。 

①排水路設置位置は，集水区域ごとに，敷地勾配及び流下経路を考慮し，

地表面の降水の流下状況を踏まえ，敷地傾斜等に従い流下する箇所に設



 

6 条(外事)-添付-5-7 

定する。 

②排水路構造は，防潮堤部に設置することから，防潮堤断面方向の構造を

考慮し，かつ敷地標高及び潮位を考慮した管径，勾配及び設置本数を設

定する。 

③排水路の機械的強度は，他の外部事象によって発生する衝撃によって排

水機能を損なうことのない設計とする。 

 

2.2.1 敷地勾配及び流下経路を考慮した地表面の降水の流下状況 

  発電所敷地（防潮堤内へ降水が流下する発電所敷地外を含む）を標高及び

幹線排水路の設置状況より以下の５つの流域に分割し，各々の流下経路を検

討する。 

流域①：東海第二発電所原子炉建屋より北側（EL.4m～EL.8m） 

流域②：敷地西側の高台（EL.11m 以上） 

流域③：東海発電所敷地を含む敷地南側（EL.8m） 

流域④：取水口エリア（海水ポンプ室含む）（EL.3m） 

流域⑤：東海第二発電所原子炉建屋の南側（EL.8m） 

流域①の降水は，流域①内に設置されている幹線排水路へ導かれ，流末排

水路①-2（既設排水路）を通して海洋へ排水される。また，敷地勾配を考慮

すると標高の低い流域①の北東部（EL.8m から EL.4m へ下る）へ地表面を流下

すると想定される。 

流域②の降水は，流域②内の低地である EL.11m に設置する幹線排水路へ導

き，海洋へ排水する。 

流域③の降水は，流域③内に設置されている幹線排水路へ導かれる他，地

表面を流下すると想定される。 

流域④の降水は，流域④内の排水路により海洋へ排水する。なお，防潮堤
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の構造や周辺の道路の敷設状況より，隣接している流域①，③及び⑤から降

水へは流下しない。 

流域⑤の降水は，流域⑤内に設置されている幹線排水路へ導かれる他，地

表面を流下すると想定される。 

 

2.2.2 流末排水路の設置位置の設定 

  2.2.1 で考慮した結果より，各流域に対する流末排水路の設置箇所は以下と

した。 

流域①の降水のため，流末排水路①-2 による排水の他，標高の低い流域①

の北東部（EL.8mから EL.4mへ下る）へ地表面流下水の流末排水路①-1を設置

する。 

流域②の降水のため，流域①，③及び⑤へ流下しないよう，流域②内の低

地である EL.11m に設置する幹線排水路から流末排水路②の経路を設置する。 

流域③の降水のため，幹線排水路からの流末排水路③-1，地表面流下水の

流末排水路③-2を設置する。 

流域④の降水のため，流末排水路④を設置する。なお，隣接する流域①，

③及び⑤の降水が流入しないよう，流入経路となる可能性のある箇所は堰等

を設置し，他流域からの流入防止を行う。 

流域⑤の降水のため，流末排水路⑤を設置する。 

なお，流域②，③及び⑤の降水のうち，当該流域内の幹線排水路に集水さ

れず地表面を流下する降水は，順次敷地標高の低い流域へ流下・排水され，

最終的には流域①に設置される流末排水路①-1 へ流入する可能性があるが，

流末排水路①-1 の排水量には流域①の雨水流出量と比較して十分な余裕があ

ることから，遅滞なく海域に排水が可能であり，敷地内が浸水することはな

い。 



 

6 条(外事)-添付-5-9 

 

  集水流域，幹線排水路及び流末排水路位置を第 1 図に，流末排水路構造を

第 2図に，敷地高さ及び地表水の流下想定を第 3図に示す。 
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第 1図 集水流域，幹線排水路及び流末排水路位置 
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第 2図 流末排水路構造（案） 
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第 3図 敷地高さ及び地表水流下想定 
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2.3 判定基準 

「2.2 流末排水路排水量の算出」において算出した流末排水路排水量Ｑ２が，

「2.1 雨水流出量の算出」において算出した雨水流出量Ｑ１を上回ることを確認

することにより，雨水を遅滞なく海域に排水することが可能であること及び敷

地内が降水によって浸水しないことを判定基準とする。 

2.4 評価結果 

流末排水路排水量は，雨水流出量を上回り，雨水は遅滞なく海域に排水可能

であり，敷地内は浸水しないことを確認した。雨水流出量と排水路流末の設計

排水量の比較結果を第 2表に示す。 

第 2表 雨水流出量と流末排水路の設計排水量の比較結果 

流域 
集水区域面

積Ａ（ha） 

雨水流出量 

Ｑ１

（m３／h） 

流末 

流末排水路 

排水量※Ｑ２

（m３／h） 

判定 

（Ｑ１＜Ｑ２） 
備考 

① 14.5 約 16,200 

①-1 約 20,700 

○ 

流末①-２で排水で

きない雨水は地表

を流下し，流末①-

１で排水される 
①-2 約 8,760 

② 18.7 約 18,900 ② 約 21,800 ○ 

③  8.56 約 9,900 

③-1 約 3,900 

○ 

流末③-１で排水で

きない雨水は地表

を流下し，流末③-

２で排水される 
③-2 約 11,600 

④  0.92 約 1,060 ④ 約 1,100 ○ 

⑤  2.81 約 3,230 ⑤ 約 12,000 ○ 

※ 今後の詳細設計により，変更の可能性がある。
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3. 浸水評価について

3.1 建屋廻りの浸水評価 

 安全施設を内包する建屋への影響について，建屋の排水口（設計降水量

100mm/h）による排水は，それらの建屋周辺において構内排水路（設計降水量

50mm/h）及び地表面を敷地傾斜に従い流下し，流末排水路（設計降水量

127.5mm/h 以上）より速やかに排水されることから，安全施設が浸水することは

ない。 

3.2 取水口エリアの浸水評価 

 取水口エリアへの影響について，敷地傾斜に従い流下し，流末排水路より速

やかに排水されることから，安全施設が浸水することはない。（「2. 降水によ

る敷地内浸水影響評価」のとおり） 

なお，安全施設が設置されている海水ポンプ室内には，排水ポンプが設置さ

れており，その排水量は海水ポンプ室内の雨水流出量を上回るため，安全施設

が浸水することはない。海水ポンプ室内における雨水流出量と排水ポンプ排水

量の比較結果を第 3表に示す。 

第 3表 海水ポンプ室内における雨水流出量と排水ポンプ排水量の比較結果 

流域 
集水区域面積 

Ａ（m２） 
雨水流出量 

Ｑ３（m３／h） 
排水ポンプ排水量 

Ｑ４（m3／h） 
判定 

（Ｑ３＜Ｑ４） 

北側海水ポンプ室 86 11.0 36.0 ○ 

南側海水ポンプ室 108 13.8 36.0 ○ 

以上のことから，安全重要度クラス１，２に属する構築物，系統及び機器若

しくはそれらを内包する建屋，機能を喪失することで上位クラスの安全機能に

影響を及ぼす可能性のある屋外設備が，設計基準としての降水量による浸水に

よって安全機能を損なわれることはない。 



6 条(外事)-添付-5-15 

4. 荷重の影響について

降水による荷重の影響について，安全施設を内包する建屋には，排水口が設

置されていること，建屋上部は開放されていることから，速やかに排水可能で

ある。また，屋外に設置されている安全施設は，上部に水が滞留する構造では

なく降水による荷重を受けにくいため，影響はない。 

以上のことから，安全施設を内包する建屋は多量の降水に対しても，排水口

等により排水する設計としており，設計基準としての降水量による荷重によっ

て安全機能を損なわれることはない。 
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（参考１）森林法に基づく林地開発許可申請の手びき（抜粋） 

 （茨城県農林水産部林政課 平成 28年 4月） 
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（中略） 
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（参考２）茨城県宅地開発関係資料集《技術基準及びその他編》（抜粋） 

（監修 茨城県土木部都市局建築指導課，一般社団法人茨城県建築士会 発行 平成 26 年 8 月） 

1/5 年確率降雨強度式のところを，「森林法

に基づく林地開発許可申請の手びき」に従

い，1/10 年を適用した。 

1/10 年確率降雨強度式は， 

r=1,765/(t3/4+8.22)となる。 
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6 条(外事)-添付-6-1 

6. 積雪影響評価について 

 

 (1) 基本方針 

 予想される最も過酷と考えられる条件として設計基準を設定の上，安全

施設のうち外部事象防護対象施設は，積雪による荷重，積雪による吸気口

等の閉塞により，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (2) 設計基準積雪量の設定 

 設計基準積雪量の設定は，以下の(2－1)及び(2－2)をもとに，局地的要

因による影響を考慮した値を設定する。 

 

 (2－1) 規格・基準類 

 積雪に対する規格・基準として，建築物については建築基準法及び同

施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建築基準法等施行細則において，

地域ごとに垂直積雪量が定められており，東海村においては，30cm で

ある。 

 

 (2－2) 東海村の観測記録 

東海村については，積雪等を観測する気象庁の地域気象観測システム

（アメダス）が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記

録はない。 

 

 以上を踏まえると，設計基準積雪量は，地域性を考慮した上で，建築基

準法に準拠した東海村の積雪量である 30cm とする。 
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 (2－3) 最寄りの気象官署の観測記録 

 気象庁の気象統計情報における積雪の観測記録（第 6－1 表参照）に

よれば，東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水

戸市）で観測された観測史上 1 位の月最深積雪は下記のとおりである。 

水 戸 市：月最深積雪 32cm 

（1945 年 2 月 26 日，統計期間 1897 年 1 月～2012 年 3 月） 

 

東海村に対する規格・基準類による設定値より設定した設計基準積雪量

30cm を最寄りの気象官署の観測記録が若干上回るが，以下の対応により

設計への影響はない。 

○ 積雪時の発電所の対応について 

 発電所においては，冬季の積雪の頻度は少ないものの，積雪は，気象

予報により事前に予測が可能であり，進展も緩やかであるため，発電所

構内における除雪活動を行っている。 

建屋については，設計基準としての積雪荷重に達するおそれがある状

況となる前に，人力による除雪を実施する。 

給排気口については，閉塞の可能性がある開口部高さに達するおそれ

がある状況となる前に，人力による除雪を実施する。 

構内の道路又はアクセスルートについては，車両通行が不可となるお

それがある状況となる前に，ホイルローダ等による除雪を実施する。 

 

 (3) 評価対象施設等の健全性評価 

 (2)にて設定した設計基準積雪量に対する評価対象施設等への影響を評

価する。設計基準の積雪量に対して，外部事象防護対象設備が積雪荷重，

空気又は流体の取入口の閉塞によって機能喪失に至らないことを確認した。 
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 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。 

 ○ 評価対象施設等を評価し，安全機能が維持できることを確認する。

また，安全機能が維持されない場合には対策を実施する。 

  ① 外部事象防護対象施設のうち建屋が設計基準積雪量の荷重に対し

て機械的裕度を有する設計であることを確認した。(第 6－2 表参

照) 

② 屋外の外部事象防護対象設備は設計基準積雪量の荷重に対して健

全であることを確認した。(第 6－3 表参照) 

③ 流体の取入口等の閉塞による影響について，各建屋の換気口等の

高さが設計基準積雪量に対して高い位置に設置してあること及び上

向きに開口部がない設計であることを確認した。(第 6－4 表及び第

6－2 図参照)また，積雪と風により吸気口等の閉塞が考えられるが，

この場合には，操作員がルーバに付いた積雪を落とすことにより閉

塞を防止する。 

 ○ その他の構築物，系統及び機器については，機能を維持すること，

若しくは損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のな

い期間での修復等の対応が可能な場合，安全機能が維持可能であるこ

とから影響評価の対象外とする。 

 

 (4) 観測記録に対する評価 

 (4－1) 建築基準法施行令に基づく設定値 

 設計基準としての設定値 30cm に対して，水戸の月最深積雪が 32cm であ

ることから，以下のとおり評価した。（第 6－1 図） 

・建築基準法施行令に基づく各市町村の設定値は，当該区域における局

所的地形要因による影響を考慮し，過去の観測記録に基づき統計処理
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を行う等の手法によって，50 年再現期待値を求めた値となっており，

水戸市及び東海村の設定値はともに 30cm である。 

・過去の観測記録を確認した結果，月最深積雪に有意な上昇傾向は見受

けられない。 

・月最深積雪 32cm は，約 70 年前に観測されたものであり，以後更新さ

れていない。 

以上を踏まえると，評価対象施設等に対する設計基準としての設定値に，

建築基準法施行令に定める設定値を用いることは，設計基準としての設定

値を定める上で問題ないと評価した。 

 (4－2) 水戸の月最深積雪での積雪荷重に対する影響評価 

 最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された観測史上 1 位の月

最深積雪 32cm に対する評価対象施設等への影響を評価した結果，積雪荷

重は許容堆積荷重内であることを確認した。 

 

 

第 6－1 図 水戸地方気象台の観測記録グラフ（月最深積雪） 
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第 6－1 表 積雪の観測記録（水戸市）（気象庁 HP より） 

年 
最大月最深

積雪[cm] 
年 

最大月最深

積雪[cm] 
年 

最大月最深

積雪[cm] 

1885 - 1928  1971 5 

1886 - 1929  1972 4 

1887 - 1930  1973 ― 

1888 - 1931 22] 1974 7 

1889 - 1932  1975 9 

1890 - 1933 27] 1976 3 

1891 - 1934 19] 1977 3 

1892 - 1935 18] 1978 3 

1893 - 1936 23] 1979 7 

1894 - 1937 7] 1980 4 

1895 - 1938  1981 4 

1896 - 1939  1982 3 

1897 21] 1940 3] 1983 1 

1898  1941  1984 25 

1899  1942  1985 6 

1900  1943  1986 13 

1901  1944  1987 17 

1902  1945 32] 1988 7 

1903  1946  1989 4 

1904 18] 1947  1990 27 

1905  1948  1991 4 

1906  1949  1992 13 

1907  1950  1993 0 

1908  1951  1994 16 

1909 23] 1952 20] 1995 1 

1910  1953  1996 16 

1911 14] 1954  1997 0 

1912  1955  1998 10 

1913 10] 1956 13] 1999 3 

1914 11] 1957  2000 17 

1915 21] 1958  2001 8 

1916  1959  2002 0 

1917  1960  2003 14 

1918  1961 9] 2004 1 

1919 7] 1962 3 2005 14 

1920  1963 26 2006 17 

1921 6] 1964 4 2007 ― 

1922  1965 9 2008 2 

1923  1966 2 2009 2 

1924  1967 15 2010 12 

1925 8] 1968 9 2011 5 

1926  1969 14 2012 5] 

1927  1970 13  

※  ］：資料不足値，空白：観測を行っていない，通信障害等 

  －：該当現象又は該当現象による量等がない 
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第 6－2表 積雪荷重による建屋の健全性評価結果  

評価対象建屋 評価部位 
積雪荷重 
［N／m２］ 

短期許容応力度における 
許容堆積荷重 ［N/m２］ 判定 

原子炉建屋 屋根トラス 

600 

7,780 ○ 

タービン建屋 屋根トラス 6,280 ○ 

使用済燃料 
乾式貯蔵建屋 

屋根トラス 49,360 ○ 

 

 

第 6－3表 積雪荷重による屋外機器の健全性評価結果 

評価対象施設 評価部位 応力の種類
算出応力 

[MPa] 

許容応力 

[MPa] 
判定 

残留熱除去系海水系ポンプ 
モータ 

フレーム 
圧縮応力 1.83 229 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※海

水ポンプ 

モータ 

フレーム 
圧縮応力 0.32 240 ○ 

残留熱除去系 

海水系ストレーナ 
支持脚 圧縮応力 2.10 184 ○ 

非常用ディーゼル発電機用※海

水ストレーナ 
支持脚 圧縮応力 1.18 184 ○ 

非常用ディーゼル発電機※ 

吸気口 
支持脚 圧縮応力 0.27 228 ○ 

※ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。 
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7. 落雷影響評価について 

 

 (1) 基本方針 

予想される最も苛酷と考えられる条件を設計基準として設定の上，安全

施設のうち外部事象防護対象施設は，落雷による雷撃電流に対して維持さ

れ，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 (2) 基準雷撃電流値の設定 

基準雷撃電流値の設定は，以下の(2－1)を参照するとともに，参考とし

て(2－2)を評価・確認のうえ設定する。 

 

 (2－1) 規格・基準類 

原子力発電所における耐雷設計の規格・基準には電気技術指針ＪＥＡ

Ｇ4608（2007）「原子力発電所の耐雷指針」（１）があり，以下のように

規定している。 

a. 電力設備の避雷設備の設計について，電力中央研究所報告 T40

（1996）｢発変電所および地中送電線の耐雷設計ガイド｣（２）を参照し

ている。同ガイドでは，275kV 発変電所における送電線及び電力設備

に対し，100kA を想定雷撃電流として推奨している。 

b. 建築物等の避雷設備に関して，日本工業規格ＪＩＳ A 4201（2003）

「建築物等の雷保護」や日本工業規格ＪＩＳ A 4201（1992）「建築

物等の避雷設備（避雷針）」を参照している。ＪＩＳ A 4201（2003）

では，保護レベル（Ⅰ～Ⅳ）に応じて雷保護システムを規定している。

ＪＥＡＧ4608（2007）では，原子力発電所の危険物施設に対する保護

レベルをＩＥＣ／ＴＳ61662（1995）「Assessment of the risk of 
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damage due to lightning」（３）に基づく選定手法により保護レベル

Ⅳと評価している。一方，消防庁通知（４）に基づき，原子力発電所の

危険物施設では保護レベルⅡを採用すると規定している。日本工業規

格ＪＩＳ Z 9290-4（2009）「建築物内の電気及び電子システム」（５）

においては，最大雷撃電流値が建築物の保護レベル（Ⅰ～Ⅳ）に応じ

て定められているが，保護レベルⅡの場合の最大雷撃電流値は，

150kA と規定されている。 

  また，ＪＥＡＧ4608（2007）において参照しているＩＥＣ／ＴＳ

61662（1995）「Assessment of the risk of damage due to lightning」

においては，確率によりリスク評価を行っていることを踏まえ，東海

第二発電所では，年超過頻度が 10-４／年値となる雷撃電流値を観測

値から算出した。雷撃電流の観測記録として，発生した雷放電の発生

時刻・位置を標定し，雷撃電流の大きさを推定できる株式会社フラン

クリンジャパンの運用する全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ※）に

より観測された落雷データを用いた。別紙 1 より，雷撃頻度解析とし

て，東海第二発電所周辺を中心とした評価地域 900km２において 1998

年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日にかけて実施された観測記録によ

り求めた発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲の雷撃密度は 4.09

回／年・km２である。また，観測記録により求めた雷撃電流値に対す

る累積頻度を使用し算出した結果，発電所において落雷の可能性が最

も高い主排気筒に対する年超過頻度が 10-４／年値となる雷撃電流値

は 400kA となる。 

※ ＪＬＤＮ（Japan Lightning Detection Network） 

落雷時に放出される電磁波を全国に設置された落雷位置標的システムを用い

て落雷位置や雷撃電流の大きさを観測するネットワーク。全米雷観測ネット

ワーク（ＮＬＤＮ：National Lightning Detection Network）と同様のシス

テム及びネットワーク方式を採用している。 
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 (2－2) 観測記録による極値 

雷撃電流の観測記録は全国観測ネットワーク（ＪＬＤＮ）により観測

された落雷データを用いた。東海第二発電所構内敷地面積を包絡する標

的面積 4km２の範囲において 1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日

（約 19 年間）で観測された，最大雷撃電流値は 131kA である。 

 

上記(2－1)～(2－2)を踏まえると，発電所に対して想定される雷撃電流

が最も大きくなるのは(2－1)の規格・基準類を参照し算出する年超過頻度

10－４／年値である雷撃電流値 400kA であることから，基準雷撃電流値を

400kA とする。 

 

 (3) 評価対象施設等の健全性評価 

評価対象施設等が，設計基準の雷撃電流値（主排気筒への 400kA の雷撃

電流）によって安全機能を損なうことがない設計であることの評価・確認

を実施した。 

 

 (3－1) 建屋 

原子炉建屋等の建築基準法に定められる高さ 20m を超える建築物等に

は避雷設備を設けている。また，避雷設備の接地極を構内接地網と連接

し接地抵抗を下げる等の対策を実施しており，影響を受けにくい設計と

している。 

 (3－2) 原子炉建屋等に内包される設備 

直撃雷に対しては，(3－1)で記載した雷害対策によって防護される。

雷サージに対しては，建屋に内包される電気・計装設備が，大地電位上

昇により接地系間に生じる電位差や，雷電流の拡散による誘導電流によ
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り計装・制御ケーブル等に生じる雷サージ電圧によって，機器が絶縁破

壊に至る可能性が有るが，プラントトリップ機能等を有する安全保護回

路については，雷サージ電圧の侵入を抑制するために，ラインフィルタ

及び絶縁回路の設置，鋼製筺体や金属シールド付信号ケーブルを採用し

ていることから影響を受けにくい設計としている。 

また，重要安全施設は，ＪＥＣ210（1981）「低圧制御回路絶縁試験

法・試験電圧標準」（６）に基づいた耐力を有している。発電所で実施し

た雷インパルス試験の結果を参考に，設計基準電流 400kA が落雷の可能

性が高い主排気筒に流れた場合の雷サージ電圧を評価した結果，重要安

全施設の機能が損なわれないことを確認した。（別紙 2） 

 

 (3－3) 屋外設備 

主排気筒については接地を構内接地網に接続し，接地抵抗を低減して

おり，影響を受けにくい設計としている。また，残留熱除去系海水系ポ

ンプ，非常用ディーゼル発電機用海水系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水系ポンプについては，別途竜巻対策により設置

する防護ネット等によって遮蔽され，防護ネット等が接地網へと接続さ

れているため，落雷に対して十分保護が出来ているといえる。 

 

 (4) 参考文献 

（１） 日本電気協会（2007）：原子力発電所の耐雷指針，電気技術指針，

ＪＥＡＧ4608 

（２） 電力中央研究所（1996）：発変電所および地中送電線の耐雷設計

ガイド，電力中央研究所報告，T40 

（ ３ ）  International Electrotechnical Commission （ 1995 ） ：
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Assessment of the risk of damage due to lightning，ＩＥＣ

／ＴＳ61662 

（４） 消防庁（2005）：危険物の規則に関する規則の一部を改正する省

令等の施行について，消防危第 14 号，平成 17 年 1 月 14 日 

（５） 日本規格協会（2009）：建築物内の電気及び電子システム，ＪＩ

Ｓ Z 9290-4，雷保護第 4 部，日本工業規格 

（６） 電気学会（1981）：低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準，Ｊ

ＥＣ210，電気規格調査会標準規格  
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別紙 1 

発電所主排気筒への年超過確率による雷撃電流評価 

 

1. 発電所構内への年超過確率による雷撃電流計算 

ＪＥＡＧ4608（2007）「原子力発電所の耐雷指針」（１）に基づくＩＥＣ／

ＴＳ61662（1995）「Assessment of the risk of damage due to lightning」

（２）の計算手法により主排気筒への想定落雷数を算出し，発電所構内への年

超過確率による雷撃電流計算を実施した。 

 

2. 計算手法 

第 7－1－1 図に示す東海第二発電所を中心とした評価地域 900km２の範囲

で観測された落雷観測データ（1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日の期

間）を基に発電所の範囲における雷撃数からＩＥＣ／ＴＳ61662（1995）に

よる主排気筒への想定落雷数 Nd 回／年を算出後，主排気筒への年超過頻度

10-４／年値となる雷撃電流値を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7－1－1 図 評価地域及び標的面積  

評価地域 
東海第二発電所の範囲 

30km 

30km 
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3. 雷撃対象と想定落雷数 

(1) 雷撃対象 

等価受雷面積※１が最大となり，安全上重要な設備を内包する建屋（原

子炉建屋等）の等価受雷面積を包絡する主排気筒を代表建物として想定し，

雷撃頻度を評価する。第 7－1－2 図参照。 

※１ 等価受雷面積…落雷の収集面積。構造物の高さを 3 倍とした水平

離隔距離の領域を等価な受雷面積としている。第 7－1－3 図参照。 

評価対象：主排気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7－1－2 図 東海第二発電所における等価受雷面積 
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第 7－1－3 図 構造物の等価受雷面積 

（ＪＥＡＧ4608(2007)「原子力発電所の耐雷指針」） 
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(2) 想定落雷数 

東海第二発電所構内を包絡した標的面積 4km２への 1998 年 8 月 21 日か

ら 2017 年 11 月 30 日の期間における雷撃数は，発電所落雷観測記録に基

づき，314 件である。第 7－1－4 図に構内雷撃観測の年別結果を示す。 

 

 

第 7－1－4 図 構内雷撃観測の年別結果（1998 年 8 月から 2017 年 11 月） 

 

東海第二発電所構内の観測記録を基に落雷密度 Ng回／年・km２を算出す

る。ＩＥＣ62858（2015）「Lightning density based on lightning 

location systems（LLS）-General principles」(３)においては，落雷密度

Ng と雷撃密度 Nsg の関係については，下式とされている。 

Nsg=2Ng 

   Nsg：単位時間及び単位面積当たりの対地雷撃数 

   Ng ：単位時間及び単位面積当たりの対地落雷数。落雷は通常，複数の

雷撃からなり，これらの一連の現象をまとめて落雷として取り扱

われている。 

したがって，落雷密度 Ng は， 
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Nsg=
314 回

4km
2 ×

1

19.2 年
=4.09（回／年・km

2
） 

Ng=
Nsg
2

=
4.09

2
=2.05（ 回／年・km

2
） 

となる。 

上記により算出した東海第二発電所構内の観測記録による落雷密度の妥

当性を確認するため，①年間雷雨日数分布図※２及び②標的面積 30km 四方

での観測記録から算出した落雷密度との比較を行った。 

① 年間雷雨日数分布図 

従来より電力設備の耐雷設計において標準的に用いられている第 7

－1－5図に示す昭和 29年度から昭和 38年度の 10 年間の雷雨日数統計

結果である年間雷雨日数分布図※２より落雷密度を算出し，観測時期の

違いにより落雷密度が有意に変わらないことを確認する。 

年間雷雨日数分布図と落雷密度 Ng の関係については，下式とされて

いる。したがって，年間雷雨日数分布図から算出される落雷密度は， 

Ng＝0.1×IKL＝0.1×19＝1.9 回／年・km2 

となり，東海第二発電所構内の観測記録を基に算出した落雷密度とほ

ぼ同じ値となる。 

② 標的面積 30km 四方での観測記録 

年間雷雨日数分布図と同等の標的面積となる東海第二発電所を中心

とした 30km 四方における 1998 年 8 月 21 日から 2017 年 11 月 30 日の

期間における観測記録から落雷密度を算出し，標的面積の違いにより

落雷密度が有意に変わらないことを確認する。 

Nsg=
49155 回

900km
2 ×

1

19.2 年
=2.84（回／年・km

2
） 

Ng=
Nsg
2

=
2.84

2
=1.42 （回／年・km

2
） 
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となり，東海第二発電所構内の観測記録を基に算出した落雷密度とほ

ぼ同じ値となる。 

したがって，①年間雷雨日数分布図及び②標的面積 30km 四方での観

測記録から算出する落雷密度については同等であり，雷活動に対し有

意な経年変化はなく，東海第二発電所構内での観測記録を耐雷設計と

して適用することは妥当である。 

以上から，雷活動に対し有意な経年変化や標的面積による違いはな

いことを確認した。年超過頻度 10-４／年値の設定にあっては，雷撃密

度から落雷密度の換算において，想定雷撃数は多いほど安全側評価と

なることから，1/2 とはせずに保守性を確保する。 

Ng=
314 回

4km
2 ×

1

19.2 年
=4.09（回／年・km

2
） 

 

※２ IKL マップ（Isokeraunic Level Map）。気象庁と電力中央研究所と共同し

て観測結果をもとに作成されたもの。従来より耐雷設計では雷撃密度 Ngは

当該年間雷雨日数分布図を用いられてきた。 
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第 7－1－5 図 年間雷雨日数分布図 

（昭和 29 年度から昭和 38 年度の 10 年間平均） 

 

主排気筒の等価受雷面積 Ae を算出する。 

主排気筒：28m（L）×28m（W）×140m（H） 

Ae=L×W+6H×(L+W)+9π×H2=28×28+6×140×(28+28)+9×π×1402 

=610000(m2)=0.61（km
2
） 

となる。 

構造物の設置された環境条件により定まる環境係数 Ce は，第 7－1

－1 表より 1.0 とする。 

第 7－1－1 表 環境係数 Ce 

環境条件 Ce の値 

同じ様な高さ，又は塔や森林の様に高い建設群や樹木のある広い

範囲に位置する建物 
0.2 

小さな建物群に囲まれた建物 0.5 

建物の高さの 3 倍の範囲に建物がない独立した建物 1.0 

丘の上や塚の上に位置する建物 2.0 

（ＪＥＡＧ4608(2007)「原子力発電所の耐雷指針」） 

東海第二発電所周辺は 19 
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以上より，想定落雷数 Nd 回／年を算出する。 

Nd=Ng×Ae×Ce=4.09×0.61×1.0=2.5（回／年） 

上記より，主排気筒への年間雷撃数は 2.5 回／年と算出される。 

以上を考慮すると，再現期間を y として主排気筒への雷撃数 Nt は以

下のようになる。 

Nt=Nd×y 

これらの雷撃について，発生する電流最大値を雷撃電流分布での確

率 P＝1／(Nt)の点で評価する。雷撃電流分布に関しては，株式会社フ

ランクリンジャパンの運用する全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ）

により観測された落雷データに基づき評価する（第 7－1－6 図）。な

お，再現期間は 10４年とする。 

Nt=2.5×104=25000 回 

確率 Po＝1／(25000)に対する電流値は 400kA となる。 

 

第 7－1－6 図 全国雷観測ネットワーク（ＪＬＤＮ）観測の電流分布 

 

なお，相対的に雷撃数の多い至近 5 年間（2013 年 1 月から 2017 年 11 月）

の観測記録を用いた場合においても，雷撃密度を落雷密度に換算する際に

1/2 とする本来の手法で年超過頻度 10-４／年値を算出した結果，340kA と評

約 0.004%（Po） 

400kA 



6 条(外事)-添付-7-14 

価され，400kA を下回る。 

 

4. まとめ 

主排気筒に対する，年超過頻度 10-４／年値となる想定最大雷撃電流を保

守的に算出した結果は，400kA となった。 

 

5. 参考文献 

（１） 日本電気協会（2007）：原子力発電所の耐雷指針，電気技術指針，

ＪＥＡＧ4608 

（２） International Electrotechnical Commission（1995）： 

Assessment of the risk of damage due to lightning，ＩＥＣ／

ＴＳ61662 

（３） International Electrotechnical Commission（2015）： 

    Lightning density based on lightning location systems（LLS）

-General principles，ＩＥＣ62858 

  



6 条(外事)-添付-7-15 

別紙 2 

建屋内重要設備の雷リスク評価 

1. 評価概要 

設備の落雷に対する耐力の定量的な評価方法については，既往の文献等や

最新の知見を踏まえ，可能な限り現実的かつ網羅的な評価を実施する。 

 

2. 雷サージ評価対象設備 

主排気筒に落雷し，大地に安全に雷電流が逃された場合でも，大地電位上

昇により接地系間に生じる電位差や，雷電流の拡散による誘導電流により，

計装・制御ケーブル等に生じる雷サージ電圧※１によって，機器が絶縁破壊

に至る可能性が有る。 

※1 ＪＥＡＧ4608-2007 において，原子力発電所の構内接地系に雷サージ（電流）

が流入すると，屋外に布設された計測制御ケーブルに雷サージに起因する雷

サージ電圧が発生するが，その発生機構については大別して次の 3 つが考えら

れるとされている。 

ⅰ）雷サージが構内接地系に流入すると流入点付近の接地電位が上昇し，構内

接地系の電位分布が動揺する。このため，ケーブルの一端の電位が接地電位

の動揺に応じて変動し他端にこれが進行する。 

ⅱ）雷サージが埋設接地線に流れると，埋設接地線とケーブルとの間の相互サ

ージインピーダンスと自己インピーダンスにより決定される誘導電圧が発生

し伝播する。 

ⅲ）大地面とケーブルとの静電結合により大地面電位変動がケーブルの両端へ

伝播される。 

 

そこで，重要安全施設に発生する雷サージ電圧により，重要安全施設が損

傷するリスクを評価する。 

なお，重要安全施設以外の安全施設については，クラス間で分離がなされ

ており，落雷による損傷があったとしても重要安全施設に波及することは無

く，重要安全施設の機能は維持されることから本評価対象から除外した。 
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3. 建屋内重要設備の雷リスク評価 

3.1 評価方針 

3.1.1 想定する落雷 

想定する落雷は，設計基準として設定した，主排気筒への 400kA の雷撃電

流とする。 

 

3.1.2 評価方法 

落雷時に重要安全施設に加わる雷サージ電圧を推定する際に，過去に東海

第二発電所において実施した雷インパルス試験の結果（１）を使用する。 

雷インパルス試験では，雷電流波形を模擬した電流（250A）を主排気筒に

雷インパルス発生装置（以下「IG」という。）を用いて印加し，計装制御回

路の過電圧の測定を行った。第 7－2－1 図に構内配置，IG 設置位置のイメ

ージ及び試験に用いた雷インパルスの発生回路図を示す。 

第 7－2－1 表に雷インパルス試験及び 400kA 落雷時の換算値を示す。雷サ

ージ電圧の換算値は雷インパルス試験の結果を保守的に比例関係※２にある

として外挿し算出した。実際には雷撃電流値が大きくなるほど，土中放電効

果（雷サージ電圧が低下する）の影響が大きくなるため，これは保守的な評

価となる。この結果と，機器の雷サージ耐電圧値を比較し落雷による影響が

ないことを確認する。 

※２ ケーブルの雷サージ電圧は，布設される近傍接地系に流入した雷サージ進行

波による電磁界，電位動揺により発生し伝搬する。この電磁界，電位動揺を

支配するものは，接地系へ流入する雷サージの時間的変化（di/dt）であり，

雷サージ波形の波頭峻度がその最も大きな要因となる。波頭峻度は，波高値

によって決まり，波高値が高いほど高くなる。したがって，ケーブルの雷サ

ージ電圧は，雷撃電流波頭峻度を支配している波高値に概略比例して大きく

なるものと考えられる。 

また，落雷による施設への影響として，雷サージ以外にもノイズの影響

が考えられるが，ノイズにより設備自体が損傷することは無く，重要安全
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施設の機能は維持されることから本評価対象から除外した。 

第 7－2－1 図 雷インパルス試験 

第 7－2－1 表 雷インパルス測定試験結果 

測定点 
ケーブル

種類

誘導電圧測定値（V） 400kA 換算値（V） 

発点側 着点側 発点側 着点側 

非常用ディーゼル発

電機 2D 制御盤 
電源 0.5 - 

800 

(＝0.5V×

400kA/250A) 

- 

上記以外重要安全施設への誘導サージの発生は認められなかった。（３）（４） 

3.1.3 雷サージ耐電圧値 

(1) 電源回路・制御回路

ＪＥＣ210（1981）「低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準」（２）に

おいて重要安全施設に要求される電源回路・制御回路の雷インパルス試験

電圧の 4,000V を用いる。 

(2) 計装回路

個別機器に対して耐電圧値を明確に定めた基準は無いが，型式試験等に
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より確認された値の下限値 500V を用いる。 

 

3.2 評価結果 

3.2.1 影響評価 

 (1) 電源回路・制御回路（第 7－2－2 表参照） 

400kA 落雷時サージ電圧として，第 7－2－1表の最大値である 800Vを用

いる，3.1.3より電源回路・制御回路の耐電圧は4,000Vであるため，重要

安全施設の機能が損なわれることはない。 

 (2) 計装回路 

  誘導サージの発生が認められなかった。そのため，400kA 落雷時を考慮

しても重要安全施設の機能が損なわれることはない。 

 

第 7－2－2 表 評価結果 

評価対象設備 
雷サージ 

電圧（V） 

雷サージ 

耐電圧（V） 
評価 

電源回路・

制御回路 
原子炉建屋内 800 4,000 影響なし 

計装回路 原子炉建屋内
－ 

（測定されず） 
500 影響なし 

 

3.3 まとめ 

以上の結果から，設計基準雷撃電流値 400kA の落雷に対して，発電所にお

ける重要安全施設の機能が損なわれないことを確認した。 

 

4. 参考文献 

（１） 電力中央研究所（1985）：東海第二発電所接地特性サージ試験結果，

電力中央研究所報告，昭和 60 年 4 月 
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（２） 電気学会（1981）：低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準，ＪＥ

Ｃ210，電気規格調査会標準規格

（３） 日本原子力発電株式会社（1984）：東海第二発電所落雷事故につい

て，昭和 59 年 5 月

（４） 電気事業連合会東海第二発電所落雷事故検討会（1984）：東海第二

発電所 落雷事故検討報告書，昭和 59 年 5 月
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別紙 3 

六ヶ所再処理施設における落雷事象について 

1. はじめに

日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設において，平成 27 年 8 月に発生した

落雷に起因すると考えられる設備故障に関連し，発電所における耐雷設計に

ついて述べる。 

なお，事象の内容については「再処理施設 分離建屋における安全上重要

な機器の故障について」（平成 27 年 12 月 7 日，日本原燃株式会社）によ

る。 

2. 事象

六ヶ所再処理施設において，「高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿の漏

えい液受皿液位計」（安全上重要な機器）のＢ系の異常を示す警報の発報及

びＡ系の指示値が表示されない等の事象が発生した。調査の結果，安全上重

要な機器について 17 機器の故障が見られた。これらの機器の故障は，要因

分析の結果，落雷によるものである可能性が高いとしている。 

3. 再処理施設における推定原因及び対策

本事象の推定原因としては，主排気筒への落雷による雷撃電流が，構内接

地網に伝搬する過程で，信号ケーブルに電圧を誘起し，この誘導電圧により

計器を損傷させた。また，地表面近くにトレンチ等の構造物が埋設されてい

る再処理施設特有の構造が影響したと推定している。 

 対策として，建屋間を跨るケーブルへの雷サージによる影響を防止するこ

とを目的に保安器を設置している。 
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4. 発電所における耐雷設計

安全保護回路のケーブルは，建屋内に集約されており，六ヶ所再処理のよ

うに，広範な範囲に点在した建屋間を屋外トレンチ内ケーブルで結ぶ構造で

はないこと，電気的に同じ接地網に接続していることから，安全保護回路が

損傷することはない。 
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8. 生物学的事象に対する考慮について

(1) はじめに

発電所において想定される生物学的事象は，海生生物であるクラゲ等の

発生や小動物の侵入等が挙げられるが，発電用原子炉施設の安全性に影響

を与える可能性があるものとして，海生生物であるクラゲ等の発生による

海水ポンプの取水性の低下が考えられる。 

本資料では，海生生物の発生に対する防護対策の状況を示す。 

なお，小動物については，屋外設置の端子箱内へのケーブル貫通部等の

閉止処置により侵入を防止しており，また侵入を想定してもトレン分離さ

れた安全機能が同時に機能喪失することはない。 

(2) 海生生物の発生による施設への影響

発電所の取水口付近の海生生物等は，海水ポンプの取水に伴う海水の流

れにより，取水口へ流入し，海水ポンプへの塵芥流入を防止するための除

塵装置で捕獲される。 

除塵能力を超える多量の海生生物等が除塵装置に流入した場合，スクリ

ーン前後の水位差が大きくなり，海水ポンプの取水性への影響が懸念され

る。 

（過去の事例） 

発電所においては，海藻の襲来による発電機の出力を抑制した事例はあ

ったが，プラント停止に至った事例，海水ポンプの取水性に影響を及ぼし

た事例は発生していない。 
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○ 対策の概要

発電所では固定式傾斜形バースクリーン，回転バースクリーン，トラ

ベリングスクリーンによる流入した海生生物等の捕獲及び除去を実施し

ている。 

運転手順として，海生生物であるクラゲ等の発生により海水ポンプの

取水性へ影響が生じるおそれがある場合は，必要に応じ循環水ポンプの

インペラ開度調整，発電機出力の抑制及びプラント停止等の手順を整備

している。 

(3) 設備対策

ａ．概略配置図（平面図）（イメージ） 
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ｂ．概略配置図（断面図）（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①固定式傾斜形バースクリーン

③トラベリングスクリーン②回転バースクリーン

海水ポンプ
・残留熱除去系海水系ポンプ×4台
・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ×3台
・補機冷却系海水ポンプ×3台
・循環水ポンプ×3台
・スクリーンウォッシュポンプ×2台
・海水電界装置海水取水ポンプ×2台

海水ポンプ 
・残留熱除去系海水系ポンプ×４台 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ×２台 
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水 

ポンプ×１台 
・補機冷却系海水系ポンプ×３台 
・循環水ポンプ×３台 
・スクリーンウォッシュポンプ×４台 
・海水電解装置海水取水ポンプ×２台 

固定式傾斜形バースクリーン×８台

回転バースクリーン×８台
トラベリングスクリーン×８台
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ｃ．固定式傾斜形バースクリーン 

［目的］大きな塵芥を除去する。 

［仕様］バーピッチ：140mm 設置台数：８台 

［運用］巡視点検で目視確認している。 

 

 

 

 

 

正面図 側面図 

固定式傾斜形バースクリーン構造図

バーピッチ: 140mm

FLOW 

→ 
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ｄ．回転バースクリーン 

［目的］固定式傾斜形バースクリーンを通過した海生生物等を捕獲し，回

収する。 

［仕様］バーピッチ：25mm 除塵能力：60ｔ／h 設置台数：8 台 

キャリングチェーンシャーピン破断：392kN 以上 

［機能］固定式傾斜形バースクリーンを通過した比較的大きい異物を回収，

除去する。 

 

  

正面図 側面図

回転バースクリーン構造図

バーピッチ: 25mm 

FLOW 

→ 
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ｅ．トラベリングスクリーン 

［目的］固定式傾斜形バースクリーン，回転バースクリーンを通過した海

生生物等を捕獲し，回収する。 

［仕様］網開目：10mm 除塵能力：20t／h 設置台数：8 台 

キャリングチェーンシャーピン破断：392kN 以上 

［機能］スクリーン前後の水位差が 300mm になると自動起動し，捕獲され

た海生生物等を除去する。固定式傾斜形バースクリーン及び回転

バースクリーンを通過した異物を回収，除去する。 

 

 
正面図 側面図

トラベリングスクリーン構造図

網開目: 10mm 

FLOW 
→ 
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 (4) 運転操作 

海生生物発生時の運転操作については，以下の内容を，運転手順に定め

運用している。 

○ 海生生物の発生により，除塵装置のスクリーン前後の水位差がスク

リーンの自動起動水位差となれば，スクリーンの起動状況を確認する。 

○ 除塵装置のスクリーン前後の水位差がさらに大きくなれば循環水ポ

ンプのインペラ開度による取水量の調整を行う。それに伴い，復水器

真空度が基準値を上回らないよう，必要に応じて発電機出力を抑制す

る。スクリーン前後の水位差が回復困難な場合又は復水器真空度の悪

化が継続し，主タービンパラメータに異常な変化が確認された場合，

プラントを停止し，循環水ポンプのインペラ開度を 30％開度にする。 

 

 

  



6 条(外事)-添付-8-8 

 (5) 貝等の海生生物について 

除塵装置では捕獲，除去できない貝等の海生生物についても，以下の対

策により施設への影響を防止している。 

① 海水ポンプで取水された海水中の海生生物については，海水ストレ

ーナにより捕獲することで，残留熱除去系熱交換器等への海生生物の

侵入を防止している。また，海水電解装置により海生生物の付着，繁

殖を防止している。また，海水を冷却水として用いている各熱交換器

等は定期的に開放点検，清掃を実施し，性能維持を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海水ストレーナ 

・海水中に含まれる海生生物等の固形物を除去する。 

・海水系供給母管に各系統２基，並列で設置している。 

（１基で 100％通水容量を有している。） 

・ストレーナの差圧が許容値以上になれば，ストレーナの切替え，清掃を実施し，捕獲した海生生物を除

去する。 

・ストレーナメッシュ 

残留熱除去系海水系ストレーナ: 8mm 以上に変更（降下火砕物対策として） 

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ: 8mm 以上に変更（降下火砕物対策として） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ: 8mm 以上に変更（降下火砕物対策として） 

補機冷却系海水系ストレーナ: 8mm 以上に変更（降下火砕物対策として） 
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○海水電解装置 

・海水を電気分解し殺菌力のある次亜塩素酸ナトリウムを発生させ，取水口カーテンウォールに設置され

た注入口より注入し，主復水器及び熱交換器伝熱管への海生生物の付着，繁殖を防止する。 

NaCl＋H２O→NaClO＋H２ 

次亜塩素酸ナトリウム 
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② 循環水ポンプで取水された海水中の海生生物については，運転中に

主復水器内の流れ方向を変えて逆洗を実施し，主復水器内面への海生

生物の付着を防止している。また，主復水器を定期的に開放点検，清

掃を実施し機能維持を図っている。補機冷却系海水系ポンプにおいて

取水された海水中の海生生物についても，熱交換器の逆洗を実施し，

内面への海生生物の付着を防止している。 

 

 

 

 

  

#1 #2 #1 #2

逆洗時通常時

<循環水系逆洗時系統概要>

MO
逆洗弁

放水口
補機海水系
ポンプより

熱交換器

逆洗時

MO
逆洗弁

放水口
補機海水系
ポンプより

熱交換器

通常時

<補機海水系逆洗時系統概要>＜補機冷却系海水系逆洗時系統概要＞ 

＜循環系逆洗時系統概要＞ 

補機冷却系海水系

ポンプより 

補機冷却系海水系

ポンプより 



6 条(外事)-添付-8-11 

 (6) まとめ 

○ 発電所において，安全施設へ影響を考慮すべき生物学的影響として，海

生生物であるクラゲ等の発生による海水ポンプの取水性への影響が挙げら

れる。 

 

○ 海生生物等の発生に対して，以下の設備対策，運転操作手順を整備し，

発電所の安全確保を図っている。 

（設備対策） 

・固定式傾斜形バースクリーン，回転バースクリーン，トラベリングス

クリーンにより海生生物等を捕獲，除去することで，海水ポンプの取

水性を維持する。 

（運転操作手順） 

・海生生物等の発生により，除塵装置のスクリーン前後の水位差がスク

リーンの自動起動水位差となれば，スクリーンの起動状況を確認する。 

・除塵装置のスクリーン前後の水位差がさらに大きくなれば循環水ポン

プのインペラ開度による取水量の調整を行う。それに伴い，復水器真

空度が基準値を上回らないよう，必要に応じて発電機出力を抑制する。

スクリーン前後の水位差が回復困難な場合又は復水器真空度の悪化が

継続し，主タービンパラメータに異常な変化が確認された場合，プラ

ントを停止し，循環水ポンプのインペラ開度を 30％開度にする。 

 

○ 除塵装置を通過する貝等の海生生物についても，海水ストレーナにより

残留熱除去系熱交換器等への影響を防止し，また主復水器及び補機冷却系

の熱交換器逆洗操作により，主復水器及び原子炉／タービン補機冷却系熱

交換器への影響を防止している。 
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9. 航空機落下確率評価について 

 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」に基づく

評価結果について 

 

東海第二発電所の発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）への

航空機落下確率は，以下に示すとおり 10－７（回／炉・年）を超えていないた

め，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」に定め

られた判断基準を満足する。 

 

発電所名称 落下確率（回／炉・年） 

東海第二発電所 約 8.5×10－８ 

 

以 上 
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参考資料 

評価対象事故及び評価に用いた数値について 

 

1. 評価対象事故 

 

発電所 

名称 

1)計器飛行方式民間航空機

の落下事故 

2) 有 視 界 飛

行方式民

間航空機

の落下事

故 

3)自衛隊機又は米軍機の落

下事故 

① 飛 行 場 で

の 離 着 陸

時 に お け

る 落 下 事

故 

② 航 空 路 を

巡 航 中 の

落下事故 

① 訓 練 空 域

内 で 訓 練

中 及 び 訓

練 空 域 外

を 飛 行 中

の 落 下 事

故 

② 基 地 － 訓

練 空 域 間

往 復 時 の

落下事故 

東海第二 

発電所 
○※１ ○※２ ○ 

○※３ 

訓練空域外

を飛行中の

落下事故 

○※３ 

○：対象 ×：対象外 

※１ 茨城空港の最大離着陸地点までの直線距離（以下「最大離着陸距離」という。）

を半径とし，滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域内に発電所が

存在するため，評価対象とした。 

（添付資料 1） 

※２ 発電所周辺に存在する航空路と発電所との距離が，それぞれの航空路の幅より

短い場合は，当該航空路を評価対象とした。 

（添付資料 2） 

※３ 発電所上空には自衛隊機又は米軍機の訓練空域はないため，訓練空域外を飛行

中の落下事故を評価対象とした。 

また，東海第二発電所周辺の太平洋沖上空に自衛隊機の訓練空域があり，発電

所は自衛隊の百里基地と訓練空域間の想定飛行範囲内に位置することから，自

衛隊機の基地－訓練空域間を往復時の落下事故を評価対象とした。 

（添付資料 2） 
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2. 評価に用いた数値 

(1) 計器飛行方式民間航空機の落下事故（飛行場での離着陸時における落

下事故） 

Pd,a＝fd,a・Nd,a・A・Φd,a(r,θ) 

Pd,a：対象施設への離着陸時の航空機落下確率（回／年） 

fd,a＝Dd,a／Ed,a：対象航空機の国内での離着陸時事故率（回／離着

陸回） 

Dd,a：国内での離着陸時事故件数（回） 

Ed,a：国内での離着陸回数（離着陸回） 

Nd,a：当該飛行場での対象航空機の年間離着陸回数（離着陸回／年） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

Φd,a(r,θ)：離着陸時の事故における落下地点確率分布関数（／km２） 

 

発電所名称

パラメータ 
東海第二発電所 

飛行場 茨城空港 

fd,a※１ 約1.43×10－７（＝4／27,887,158） 

Nd,a※２ 4,210 

A※３ 約0.0221 

Φd,a(r,θ) ※４ 約2.98×10－４ 

発電所からの距離 約36km 

滑走路方向に対する 

角度※５ 
約9.60° 

最大離着陸距離※６ 約56km（30nm） 

Pd,a 約3.98×10－９ 

※１ 離着陸時の事故件数は，「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子

力規制委員会）より，平成5年～平成24年において離陸時に1件，着陸時に3件。 

（添付資料3） 

離着陸回数は，平成5年～平成24年の「航空輸送統計年報 第１表 総括表 1.
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輸送実績」における運航回数の国内の値及び国際の値の合計値。 

（添付資料4） 

※２ 「数字でみる航空2014」にある平成24年飛行場別着陸回数と同数を離陸回数と

し，その和を飛行場別離着陸回数とした。 

 

※３ 別紙のとおり。 

（添付資料5） 

※４ 別紙のとおり。 

（添付資料6） 

※５ 別紙のとおり。 

（添付資料1） 

※６ ＡＩＰを参照した。 

（添付資料7） 
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(2) 計器飛行方式民間航空機の落下事故（航空路を巡航中の落下事故） 

Pc＝fc・Nc・A／W 

Pc：対象施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

fc＝Gc／Hc：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／（飛行

回･km）） 

Gc：巡航中事故件数（回） 

Hc：延べ飛行距離（飛行回･km） 

Nc：評価対象とする航空路等の年間飛行回数（飛行回／年） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

W：航空路幅（km） 

 

発電所名称 

パラメータ 
東海第二発電所 

対象航空路※１ 

直行経路： 

IWAKI(IXE)－SWAMP 

IWAKI(IXE)－KISARAZU(KZE) 

広域航法経路： 

Y30（LOTUS－SWAMP） 

fc※２ 約5.13×10－１１（＝0.5/9,740,013,768） 

Nc※３ 
365 

(H24年データ) 

1095 

（H24年データ） 

A※４ 約0.0138 

W※５ 14.816 18.52 

Pc 約5.93×10－１１ 

※１ 別紙のとおり。 

（添付資料2） 

※２ 延べ飛行距離は，平成5年～平成24年の「航空輸送統計年報 第１表 総括表 

1.輸送実績」における運航キロメートルの国内の合計値。 

（添付資料4） 

巡航中の事故件数は，「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子

力規制委員会）より，平成5年～平成24年において0件であるため，0.5件発生

したものとして評価した。 

（添付資料3） 

※３ 国土交通省航空局への問い合わせ結果（ピークデイの値）を365倍した値。 

（添付資料8） 
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※４ 別紙のとおり。 

（添付資料5） 

※５ 直行経路については「航空路等設定基準」を参照した。広域航法経路について

は，航法精度を航空路の幅とみなして用いた。（1nm＝1.852kmとして換算した。） 
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(3) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

Pv＝（fv／Sv）・A・α 

Pv：対象施設への航空機落下確率（回／年） 

fv：単位年当たりの落下事故率（回／年） 

Sv：全国土面積（km２） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

α：対象航空機の種類による係数 

 

発電所名称 

パラメータ 
東海第二発電所 

fv※１ 

大型固定翼機  0.025（＝0.5／20） 

大型回転翼機  0.05（＝1／20） 

小型固定翼機  1.75（＝35／20） 

小型回転翼機  1.20（＝24／20） 

Sv※２ 37.2万 

A※３ 約0.0138 

α※４ 1（大型機），0.1（小型機） 

Pv 約1.37×10－８ 

※１ 「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。

なお，大型固定翼機の事故件数は平成5年～平成24年において0件であるため，

0.5件発生したものとして評価した。 

（添付資料9） 

※２ 「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。 

※３ 別紙のとおり。 

（添付資料5） 

※４ 「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」によ

る。 
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(4) 自衛隊機又は米軍機の落下事故（訓練空域外を飛行中の落下事故） 

Pso＝fso・A／So 

Pso：訓練空域外での対象施設への航空機落下確率（回／年） 

fso：単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

So：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（km２） 

 

発電所名称

パラメータ 
東海第二発電所 

fso※１ 
自衛隊機 0.35（＝7／20） 

米軍機  0.25（＝5／20） 

So※１ 
自衛隊機 29.5万（＝約37.2万－約7.72万） 

米軍機  37.2万（＝約37.2万－約0.05万） 

A※２ 約0.0138 

Pso 約2.56×10－８ 

※１ 「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。 

（添付資料10） 

※２ 別紙のとおり。 

（添付資料5） 
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(5) 自衛隊機又は米軍機の落下事故（基地－訓練空域間往復時の落下事故） 

Pse＝fse・A／Sse 

Pse：対象施設への航空機落下確率（回／年） 

fse：基地と訓練空域間を往復中の落下事故率（回／年） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

Sse：想定飛行範囲の面積（km２） 

 

発電所名称

パラメータ 

東海第二発電所 

（自衛隊機の評価） 

fse※１ 0.25（＝5／20） 

Sse※２ 175,720 

fse／Sse※３ 3.00×10－６ 

A※４ 約0.0138 

Pse 約4.14×10－８ 

※１ 「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月原子力規制委員会）により，

百里基地－訓練空域間の想定飛行範囲内における自衛隊機の移動時の事故件数

は平成5年～平成24年において0件であり，全国の基地－訓練空域間往復時の事

故件数（5件）を用いた。 

（添付資料10，11） 

※２ 全国の基地－訓練空域間往復時の想定飛行範囲の面積。 

（添付資料11） 

※３ fse，Sseから算出された約1.42×10－６回／（年・km２）を保守的に2倍にして丸

めた値。 

※４ 別紙のとおり。 

（添付資料5） 
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3. 落下確率値の合計値 

単位：回／炉・年 

発電所名称 

1)計器飛行方式民間航空機の落下事故 2)有視界飛行方式

民間航空機の落

下事故 

3)自衛隊機又は米軍機の落下事故 

合  計 

①飛行場での離着

陸時における落

下事故 

②航空路を巡航中

の落下事故 

①訓練空域内で訓練

中及び訓練空域外

を飛行中の落下事

故 

②基地－訓練空域

間往復時の落下

事故 

東海第二発電所 約 3.98×10－９ 約 5.93×10－１１ 約 1.37×10－８ 約 2.56×10－８ 約 4.14×10－８ 約 8.5×10－８ 
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添付資料 1 

茨城空港の滑走路方向に対する茨城空港―東海第二発電所の 

角度について 

 

茨城空港の滑走路の方位は，19°（真方位）（ＡＩＰ記載のデータ）である。 

また，茨城空港－東海第二発電所の方位は，約 28.60°（真方位）（茨城空

港と東海第二発電所の緯度，経度より計測した。）である。 

したがって，茨城空港の滑走路方向に対する茨城空港－東海第二発電所の角

度は，約 9.60°となる。 
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添付資料 2 

各施設周辺における航空路と各航空路の幅について 

周辺の航空路の名称 

航空路の中心線と 

発電所間の 

最小距離※１ 

片側の 

航空路幅※２ 
判定

航空路 R211 

(DAIGO(GOC)－SWAMP) 
約 11.36km 7km × 

直行経路 

(IWAKI(IXE)－SWAMP) 
約 0.68km 

7.41km 

(4nm) 
○ 

直行経路 

(IWAKI(IXE)－KISARAZU(KZE)) 
約 4.13km 

7.41km 

(4nm) 
○ 

広域航法経路 Y30 

(LOTUS－SWAMP) 
約 1.18km 

9.26km 

(5nm) 
〇 

広域航法経路 Y108 

(DAIGO(GOC)－CHOSHI(CVC)) 
約 11.44km 

9.26km 

(5nm) 
× 

○：評価対象 ×：評価対象外 

※１ 施設と航空路の緯度及び経度より計測した。 

※２ 航空路 R211 については，「航空路の指定に関する告示」に記載の値とした。直

行経路については，「航空路等設定基準」を参照した。RNAV 経路については，

航法精度を航空路幅とみなして用いた。（1nm＝1.852km として換算した。） 
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エンルートチャート（東海第二発電所付近） 

 

出典：ENROUTE CHART（2014 年 3 月 6 日改定） 

百里基地 

広域航法経路 

Y30 

東海第二発電所 

広域航法経路 

Y108 

直行経路 

IWAKI(IXE)-KISARAZU(KZE) 

直行経路 

IWAKI(IXE)-SWAMP 

航空路 

R211 

想定飛行範囲



 

6 条(外事)-添付-9-14 

添付資料 3 

計器飛行方式民間航空機 大破事故概要 

（平成 5 年～平成 24 年） 

 

離着陸時の大破事故 

（離陸時） 

発生年月日 場 所 機 種 機体の損傷 運航形態 

平成 8 年 

6 月 13 日 
福岡空港 

ダグラス 

DC-10-30 型 
大破 離陸 

（着陸時） 

発生年月日 場 所 機 種 機体の損傷 運航形態 

平成 5 年 

4 月 18 日 
花巻空港 

ダグラス 

DC-9-41 型 
大破 着陸 

平成 6 年 

4 月 26 日 
名古屋空港 

エアバス・イ

ンダストリー 

A300B4-622R 型 

大破 着陸 

平成 21 年 

3 月 23 日 

成田国際空港

滑走路上 

ダグラス 

MD-11F 型 
大破 着陸 

 

巡航中の大破事故 

発生年月日 場 所 機 種 機体の損傷 運航形態 

該当なし － － － － 
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添付資料 4 

日本国機の運航回数及び運航距離 

 

・計算に用いる数値は，「航空輸送統計年報 第１表 総括表」の次の値とす

る。 

①日本国機の運航回数は，国内便，国際便ともに定期便＋不定期便の値。 

②日本国機の運航距離は，国内便のみの定期便＋不定期便の値。 

・日本国機の国際便は，日本から海外までの距離が記載されているが，日本国

内での運航距離ではないため，保守的に考慮しない。 

・日本に乗り入れている外国機は，運航距離について実績の公開記録がないた

め，保守的に考慮しない。 

・ただし，日本国機の国際便及び外国機の落下事故が，日本国内で落下した場

合は評価対象とする。 
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 日本国機の運航回数 

（運航回） 

日本国機の運航距離 

（飛行回・km） 

国内便 国際便 計 国内便 

平成 5 年 466,787 57,451 524,238 326,899,203 

平成 6 年 484,426 60,038 544,464 343,785,576 

平成 7 年 531,508 67,908 599,416 380,948,123 

平成 8 年 543,238 72,425 615,663 397,146,610 

平成 9 年 562,574 77,134 639,708 420,920,228 

平成 10 年 587,308 83,070 670,378 449,784,623 

平成 11 年 594,957 85,804 680,761 459,973,069 

平成 12 年 660,979 87,977 748,956 480,718,878 

平成 13 年 671,618 86,824 758,442 489,803,107 

平成 14 年 683,929 93,062 776,991 498,685,881 

平成 15 年 700,184 92,381 792,565 519,701,117 

平成 16 年 698,960 101,659 800,619 517,485,172 

平成 17 年 709,377 106,078 815,455 527,370,038 

平成 18 年 740,741 104,798 845,539 555,543,154 

平成 19 年 741,949 112,605 854,554 559,797,874 

平成 20 年 733,979 118,503 852,482 554,681,669 

平成 21 年 716,640 110,234 826,874 544,824,157 

平成 22 年 716,538 101,721 818,259 548,585,258 

平成 23 年 717,100 96,292 813,392 555,144,327 

平成 24 年 770,262 105,086 875,348 608,215,704 

合計 13,033,054 1,821,050 14,854,104 9,740,013,768 

※ 離着陸回数は，国内便の場合は離陸回数＝着陸回数＝運航回数とし，国際便の場

合は，離陸回数＝着陸回数＝1／2 運航回数とする。 

（離着陸回数＝離陸回数＋着陸回数＝国内便運航回数×2＋国際便運航回数＝

13,033,054×2＋1,821,050＝27,887,158） 
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添付資料 5 

航空機落下確率評価における標的面積の考え方について 

 

1. 基準の要求事項 

航空機落下評価に用いる基準及び航空機墜落による火災影響評価に用いる

基準の要求事項は，それぞれ以下のとおり。 

(1) 航空機落下確率評価 

〇実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について（平

成 21 年 6 月 30 日原子力安全・保安院制定） 

 

解説４－３ 離着陸時及び巡航中の計器飛行方式民間航空機の原子炉施設へ

の落下確率評価における入力パラメータ等に関する考え方（第４章） 

(4) 原子炉施設への標的面積（A） 

原子炉施設への航空機落下に対する影響評価を行う場合において、航空機落

下事故時の安全性を確保する観点から重要なのは、大量の放射性物質を蓄え

ている炉心や使用済燃料プールを保護すること、並びに、原子炉の安全停止

（炉心冷却も含む。）を確保することである。したがって、原子炉施設への航

空機落下確率評価では、これらを踏まえ、安全上重要な構築物、系統及び機

器の設置状況、航空機の大きさ、突入する角度、滑り込み等を勘案して標的

面積を決める必要がある。（以下略） 
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(2) 外部火災影響評価 

〇原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制

委員会決定） 

附属書Ｃ 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災の影響評価につ

いて 

 

１．総則 

（中略） 

本評価ガイドは、発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災に対してより

一層の安全性向上の観点から、その火災が発電所の敷地内で起こったとして

も原子炉施設（本評価ガイドにおける「原子炉施設」は、安全機能を有する

構築物、系統及び機器を内包するものに限る。）に影響を及ぼさないことを評

価するものである。 

 

2. 航空機落下確率評価における標的面積 

1.(2)の基準を踏まえ，航空機墜落による火災影響評価においては，以下

の屋外の外部事象防護対象施設を標的対象として選定する。 

・原子炉建屋 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・海水ポンプ室 

また，外部事象防護対象施設には該当しないが，以下の対象については，

クラス 1，2 施設若しくはそれらを内包する施設であることに鑑み，標的対

象に加えて航空機墜落火災に対する健全性を評価する。なお，評価の結果，

タービン建屋又は排気筒の健全性が確保できない場合は，代替設備による機

能維持や安全上支障のない期間での補修等の対応が可能か確認する。 
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・タービン建屋（第 1 図，第 2 図参照） 

・主排気筒 

 

評価対象施設のうち放水路ゲートについては，津波の流入を防ぐための閉

止機能を有している。航空機落下を起因として津波が発生することはないこ

と及び放水路ゲートは，大量の放射性物質を蓄えておらず，原子炉の安全停

止（炉心冷却を含む。）機能を有していないため，航空機落下確率を算出す

る標的面積として抽出しない。 

なお，使用済燃料乾式貯蔵建屋の安全機能については，以下のとおり発電

用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）と独立していることから，

航空機落下確率評価においては使用済燃料乾式貯蔵建屋単独で評価を実施す

ることとした。 

① 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建

屋除く。）の安全機能に直接的に影響を及ぼすものではなく，また，乾

式貯蔵容器本体で安全機能（臨界防止機能，密封機能，遮蔽機能，除熱

機能）を確保する設計である。 

② 使用済燃料乾式貯蔵建屋の監視設備（乾式貯蔵容器の一・二次蓋間圧力，

乾式貯蔵容器の表面温度等）及び火災防護設備（火災報知器）への電源

供給については，全交流動力電源喪失時においては，事象発生後 30 分

は専用の蓄電池から供給可能だが，その後は非常用ディーゼル発電機か

ら給電する設計である。ただし，監視設備及び火災防護設備（火災報知

器）は状態監視用であり，その機能喪失は使用済燃料乾式貯蔵容器の安

全機能に影響を及ぼすものではない。 

 

一方，従来の航空機落下確率評価においては，1.(1)の基準を踏まえ，以
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下のＳＳＣを評価対象としていた。 

・原子炉建屋 

・タービン建屋（第 3 図参照※１） 

・海水ポンプ室 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋※２ 

※１ 原子炉補機冷却系ポンプ及び熱交換器を含む区画 

※２ 使用済燃料乾式貯蔵建屋が発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋

除く。）と独立して設置されているため，平成 21 年の実用発電用原子炉

施設への航空機落下確率の再評価の際は個別に航空機落下確率を評価し

た 
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第 1 図 タービン建屋内の安全上重要な系統及び機器の配置（地上 1 階） 
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第 2 図 タービン建屋内の安全上重要な系統及び機器の配置（地上 2 階） 
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第 3 図 タービン建屋内の原子炉補機冷却系ポンプ及び熱交換器の配置 
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添付資料 6 

計器飛行方式民間航空機の飛行場を離着陸時における落下事故の 

確率分布関数について 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について（内

規）」に基づき，計器飛行方式民間航空機の「①飛行場（茨城空港）での離着

陸時」における落下事故の確率分布関数には，滑走路端から最大離着陸地点ま

での直線距離（r０）内の内円で滑走路方向両側に対し±60°以内の扇型に一

様な分布又は周方向で正規分布を仮定し，評価結果が厳しい方を用いる。下式

にて評価した結果，今回の評価では，下表に示すとおり厳しい方である正規分

布を仮定した方法を用いることとする。 

（一様分布） 

ad,
A

1
θ),0Φ(r （／km２） 

2
0

πr
3

2
ad,

A （km２） 

（正規分布） 

f(x)
A

1
θ),Φ(r

ad,

0 （／km２） 

2
0ad, πr

3

2
A （km２） 

)
rπ

30.42x
exp(2.1)

2σ

x
exp(

σ2π

A
f(x)

2
P

2

2

2

2
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πr/3

πr/3

Pπr
3

2
Pdxf(x)dxA

2.63

πr
σ

rP：滑走路端から発電用原子炉施設までの距離（径方向）（km） 

x：滑走路軸上から発電用原子炉施設までの距離（周方向）（km） 

ｘ＝rp×θ 

θ：滑走路方向に対する空港－発電用原子炉施設の角度（rad） 

項 目 確率密度（／km２） 

一様分布 約 1.55×10－４ 

正規分布 約 2.98×10－４ 
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添付資料 7 

各施設付近の空港と施設との距離について 

 

発電所 

名称 
空港名 

施設と空港 

の距離※１ 

最大離着陸 

距離※２ 
判 定 

東海第二 

発電所 

成田空港 約 80km 
約 39km 

（21.2nm） 
× 

茨城空港 約 36km 
約 56km 

（30nm） 
〇 

○：評価対象 ×：評価対象外 

※１ 施設と空港の緯度，経度より計測した。 

※２ ＡＩＰを参照した。 
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成田空港の最大離着陸地点までの距離 

（成田空港～東海第二発電所の距離：約 80km） 

 

出典：ＡＩＰ 

最大離着陸地点 

空港からの距離 

21.2nm≒39km 
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茨城空港の最大離着陸地点までの距離 

（茨城空港～東海第二発電所の距離：約 36km） 

 

出典：ＡＩＰ 

最大離着陸地点 

空港からの距離 

30nm≒56km 
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添付資料 8 

評価対象となる航空路等の飛行回数 

 

評価対象となる航空路等 ピークデイの飛行回数※１ 年間飛行回数※２ 

直行経路 

（IWAKI(IXE)－SWAMP） 

H24 年上半期：0（6 月 8 日） 

H24 年下半期：0（9 月 19 日） 
182.5 

直行経路 

（IWAKI(IXE)－

KISARAZU(KZE)） 

H24 年上半期：0（6 月 8 日） 

H24 年下半期：0（9 月 19 日） 
182.5 

広域航法経路 Y30 

（LOTUS－SWAMP） 

H24 年上半期：0（6 月 8 日） 

H24 年下半期：3（9 月 19 日） 
1,095 

※１ 国土交通省航空局に問合せ入手したデータ。ここで，ピークデイとは，東京航

空交通管制部が全体として取り扱った交通量が半年間で最も多かった日のこと。 

※２ ピークデイの飛行回数（0 回の場合は，0.5 回とした。）を 365 倍した値。 
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添付資料 9 

有視界飛行方式民間航空機 大破事故概要 

（平成 5 年～平成 24 年） 

 

（大型固定翼機） 

発生年月日 場 所  型 式  

該当なし － － 

 
（大型回転翼機） 

発生年月日 場 所  型 式  

平成 13 年 5 月 19 日  三重県桑名市播磨付近 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS332L1 

 
（小型固定翼機） 

発生年月日 場 所  型 式  

平成 6 年 4 月 6 日  広島県佐伯郡 セスナ式 208B 

平成 6 年 5 月 7 日  高知県吾川郡池川町 セスナ式 172P 

平成 7 年 7 月 29 日  北海道赤平市 パイパー式 PA-28-140 

平成 7 年 10 月 9 日  北海道中川郡豊頃町 ピッツ式 S-2B 

平成 8 年 2 月 9 日  長崎県東彼杵群川棚町 ﾌﾞﾘﾃﾝﾉｰﾏﾝ式 BN-2B-20 

平成 8 年 11 月 20 日  静岡県伊東市 セスナ式 172K 

平成 9 年 8 月 21 日  茨城県竜ケ崎市 パイパー式 PA-28-140 

平成 9 年 10 月 26 日  鹿児島県垂水市 セスナ式 152 

平成 9 年 11 月 2 日  熊本県八代郡 セスナ式 172N 

平成 10 年 3 月 21 日  高知県室戸市 ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式 A36TC 

平成 10 年 4 月 20 日  滋賀県琵琶湖 セスナ式 177RG 

平成 10 年 8 月 25 日  岐阜県大野郡荘川村 パイパー式 PA-28-161 

平成 10 年 9 月 23 日  大阪府高槻市 セスナ式 P210N 

平成 10 年 9 月 24 日  茨城県霞ケ浦 ソカタ式 TB10 

平成 11 年 3 月 24 日  大分県大分郡野津原町 セスナ式 172M 

平成 11 年 8 月 1 日  大分県大分郡庄内町 富士重工式 FA-200-180 

平成 11 年 8 月 13 日  長野県斑尾山 セスナ式 172P 

平成 13 年 3 月 25 日  香川県小豆群上庄町豊島 パイパー式 PA-28-181 

平成 13 年 5 月 19 日  三重県桑名市播磨付近 セスナ式 172P 

平成 13 年 8 月 16 日  岡山県久米郡柵原町 セスナ式 172NAT 

平成 14 年 1 月 4 日  熊本県琢磨群琢磨村 セスナ式 172P 

平成 14 年 3 月 1 日  北海道帯広市美栄町 ｽﾘﾝｸﾞｽﾋﾞｰ式 T67MMKⅡ  

平成 14 年 6 月 23 日  山梨県南巨摩群南部町 ソカタ式 TB21 

平成 15 年 3 月 24 日  茨城県那珂郡緒川町 ｶﾞﾙﾌｽﾄﾘｰﾑｺﾏﾝﾀﾞｰ式 695 

平成 15 年 7 月 11 日  宮崎県宮崎市 ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式 A36 

平成 16 年 1 月 22 日  山梨県甲府市 セスナ式 172P 

平成 16 年 9 月 11 日  兵庫県養父市 セスナ式 172M 

平成 16 年 9 月 20 日  兵庫県三原郡南淡町 ソカタ式 TB10 

平成 17 年 3 月 2 日  大阪市平野区瓜破 ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式 E33 

平成 19 年 9 月 1 日  宮崎空港南東約 1nm の海上 ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式 A36 

  



 

6 条(外事)-添付-9-31 

発生年月日 場 所  型 式  

平成 19 年 11 月 15 日  岐阜県中津川惠郡山山頂付近 セスナ式 404 

平成 22 年 7 月 28 日  
北海道松前郡福島町岩部岳東

方の山中 
セスナ式 TU206G 

平成 23 年 1 月 3 日  
熊本空港から北東約 14km の

矢護山南南東斜面 

パ イ パ ー 式 PA-46-

350P 

平成 23 年 7 月 26 日  
静岡市清水区の興津川河口か

ら富士川河口沖の駿河湾 
ｴｸｽﾄﾗ式 EA300/200 型  

平成 23 年 7 月 28 日  北海道河西郡芽室町剣山山中 ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式 A36 型  

 

（小型回転翼機） 

発生年月日 場 所  型 式  

平成 5 年 7 月 27 日  福島県双葉郡大熊町 ベル式 206B 

平成 5 年 12 月 23 日  岐阜県郡山郡八幡町 ロビンソン式 R22Beta 

平成 6 年 10 月 18 日  大阪府泉佐野市 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS355F1 

平成 6 年 11 月 13 日  鹿児島県大島郡笠利町 ベル式 206B 

平成 8 年 4 月 27 日  長野県長野市篠ノ井 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS355F1 

平成 8 年 6 月 10 日  鹿児島県鹿児島市岡之原町 ロビンソン式 R22Beta 

平成 9 年 1 月 24 日  愛知県岡崎市 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS365N2 

平成 9 年 5 月 21 日  長野県茅野市 
ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 SA315B ｱﾙ

ｳｪｯﾄⅢ  

平成 9 年 7 月 3 日  三重県名張市 
ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 SA315B ｱﾙ

ｳｪｯﾄⅢ  

平成 10 年 5 月 3 日  神奈川県横須賀市津久井浜 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS350B 

平成 12 年 4 月 24 日  
三重県長島町木曽川左岸の河

原 
ヒューズ式 269C 

平成 12 年 11 月 9 日  岐阜県郡上郡高鷲村 ロビンソン式 R22Beta 

平成 14 年 5 月 5 日  
愛 媛 県 松 山 空 港 の 西 南 西

16km 付近海上 
ロビンソン式 R44 

平成 14 年 6 月 12 日  新潟県東蒲原郡上川村 ベル式 206L-4 

平成 16 年 3 月 7 日  長野県木曽郡南木曽町 ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS355F1 

平成 16 年 12 月 24 日  佐賀県有明海海上 ロビンソン式 R44 

平成 17 年 5 月 3 日  静岡県静岡市清水区草薙 アグスタ式 A109K2 

平成 19 年 6 月 2 日  
岐阜県中津川市岐阜中津川場

外離着陸場の北約 1.3km 付近
ベル式 412 

平成 19 年 10 月 27 日  
大阪府堺市堺区遠里小野町 3

丁目 
ロビンソン式 R22BETA 

平成 19 年 12 月 9 日  静岡県静岡市葵区南沼上 988 ﾕｰﾛｺﾌﾟﾀｰ式 EC135T2 

平成 20 年 7 月 6 日  
青森県下北部大間町大間崎沖

の海面 
ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ式 AS350B 

平成 21 年 2 月 10 日  群馬県利根郡みなかみ町 ベル式 206L-3 

平成 21 年 7 月 20 日  但馬飛行場の南東約 15km ロビンソン式 R44Ⅱ  

 

発生年月日 場 所  型 式  

平成 22 年 8 月 18 日  
香川県沖多度郡多度津町佐柳

島沖 
ベル式 412EP 
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添付資料 10 

自衛隊機及び米軍機 大破事故概要 

（平成 5 年～平成 24 年） 

 

（訓練空域外を飛行中） 

・自衛隊機 

発生年月日 場 所 型 式 

平成 9 年 1 月 13 日 宇都宮市坂戸町の鬼怒川河川敷 OH-6D 

平成 13 年 2 月 14 日 千葉県市原市天羽田 AH1S,OH-6D 

平成 14 年 3 月 7 日 大分県万年山山頂南東 2km OH-6D 

平成 16 年 2 月 23 日 
三重県鳥羽市と磯部町の境にある青

峰山の南東約 1km 
AH1S 

平成 17 年 4 月 14 日 新潟県阿賀町の御神楽岳斜面 MU-2 

平成 17 年 9 月 18 日 
長崎県佐世保市大潟町の陸上自衛隊

相浦駐屯地内 
AH1S 

平成 19 年 3 月 30 日 徳之島天城岳山頂付近 CH-47JA 

 

・米軍機 

発生年月日 場 所 型 式 

平成 6 年 10 月 14 日 高知県土佐郡吉野川 A-6 

平成 11 年 1 月 21 日 岩手県釜石市橋野町山林 F-16 

平成 16 年 8 月 10 日 東京都小笠原諸島北硫黄島 S-3 バイキング 

平成 16 年 8 月 13 日 沖縄県宣野湾市の沖縄国際大学構内 CH-53D シースタリオン

平成 20 年 10 月 24 日 沖縄県名護市真喜屋のサトウキビ畑 セスナ機 

 

（基地－訓練空域間往復時） 

・自衛隊機 

発生年月日 
離陸場所 

（所属） 
場 所 型 式 

平成 9 年 8 月 21 日 木更津駐屯地 

（陸自） 

茨城県竜ケ崎市 
OH-6D 

平成 11 年 11 月 22 日 入間基地 

（空自） 

埼玉県狭山市入間川河川敷 
T-33A 

平成 12 年 3 月 22 日 松島基地 

（空自） 

宮城県女川町指ヶ浜山林 
T-2 

平成 12 年 7 月 4 日 松島基地 

（空自） 

宮城県牡鹿町山中 
T-4 

平成 13 年 9 月 14 日 小月航空基地 

（海自） 

山口県下関市楠乃霊鷲山西

側斜面 
T-5 
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添付資料 11 

基地－訓練空域間往復時の落下事故における航空機落下確率の推定について 

 

1. 想定飛行範囲の面積を用いた評価式の保守性について 

「基地（百里基地）－訓練空域間往復時」の落下事故における航空機落下

確率は，下式のとおり評価している。 

Pse＝fse・A／Sse  ・・・・・・・・・・・・・・ (A) 

Pse：対象施設への航空機落下確率（回／年） 

fse：基地と訓練空域間を往復中の落下事故率（回／年） 

A：対象施設の標的面積（km２） 

Sse：想定飛行範囲の面積（km２） 

(A)式によると，想定飛行範囲の面積（Sse）が小さいほど，大きな落下確

率となる。これは，基地－訓練空域間を簡易的に一様に飛行すると仮定して

いるためである。 

しかし，「原子力関連施設上空の飛行制限について（通達）」に示すとおり，

実際には原子力関連施設上空の飛行を原則行わないよう制限されていること，

やむを得ず原子力関連施設の上空を飛行する必要がある場合には，動力装置

の停止等緊急事態が発生しても原子力関連施設に危害を及ぼさないような高

度及び経路で飛行することから，発電所上空を含めて基地－訓練空域間を一

様に飛行することはなく，かつ，基地－訓練空域間往復時の自衛隊機が発電

所に落下する確率は極めて小さいと考えられる。 

以上のことから，想定飛行範囲の面積が小さくなるほど，より保守的な落

下確率を与えることとなる。（「想定飛行面積と航空機落下確率の関係（概略

図）」参照） 
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6 条(外事)-添付-9-35 

 

 

 

 

 

 

 

想定飛行面積と航空機落下確率の関係（概略図） 

 

また，新規制基準に係る適合性の審査の申請をしている発電所のうち，自

衛隊機の基地－訓練空域間往復時の航空機落下確率を(A)式により評価して

いるプラントは，東海第二発電所を含めて 6 つあり，これらのプラントにお

ける想定飛行範囲の面積は下表のとおりである。 

 

発電所名称 想定飛行範囲の面積（km２） 

東海第二発電所 4,540 

川内原子力発電所１，２号炉 19,400 

玄海原子力発電所３，４号炉 10,200 

伊方発電所３号炉 40,080 

 

上述のとおり，原子力関連施設上空の飛行を原則行わないよう制限されて

いること等を踏まえると，東海第二発電所では，他プラントに比べて想定飛

行範囲の面積が小さいため，他プラントの落下確率に比べてより大きな保守

性を含んでいると考える。 

 

 

 

訓練
空域

● 基 地

■

訓練空域

■ ■：発電所

想定飛行面積小 想定飛行面積大

想定飛行面積

× ×飛行制限
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2. 「基地（百里基地）－訓練空域間往復時」の落下事故における航空機落下

確率の算出について 

1.のとおり，「基地（百里基地）－訓練空域間往復時」の落下事故におけ

る航空機落下確率は大きな保守性を含んでいることから，以下を踏まえ，本

航空機落下確率の算出においては，実際に落下事故実績のある全国の基地と

訓練空域間を往復時の落下事故件数及び全国の基地の想定飛行範囲の面積を

用いて算出した全国平均の基地－訓練空域間往復時の航空機落下確率を 2 倍

した値（以下「全国平均の落下確率の 2 倍値」という。）を「基地（百里基

地）－訓練空域間往復時」の落下事故における航空機落下確率とする。 

・百里基地特有の特殊な機種は配備されていないこと，全国では基地－訓

練空域間往復時に合計 5 件の落下事故実績があるにも関わらず，百里基

地では落下事故実績がないこと等を考慮すると，百里基地の落下確率は

全国平均に対して同程度又はそれ以下と考えられる。 

・落下事故実績が存在する全国平均の落下確率を参考とし，保守性を確保

するために全国平均の落下確率の 2 倍値を百里基地－訓練空域間往復時

の落下確率として採用。 

・百里基地－訓練空域間の想定飛行範囲の面積が小さいこと，防衛省によ

る原子力関連施設上空の飛行は原則として行わないよう制限されている

こと等を考慮すると，全国平均の落下確率の 2 倍値には実際の落下確率

より十分高いと考えられる。 

 

項  目 航空機落下確率（回／炉・年） 

全国平均の落下確率 

の 2 倍値 

約 4.14×10－８ 

（＝3.00×10－６(回／年・km２)※×約 0.0138km２） 

※ 5 件／20 年／175,720km２＝約 1.42×10－６(回／年・km２)を保守的に 2 倍にし，丸

めた値 
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2.1 全国平均の落下確率の 2 倍値を用いることの保守性について 

「基地（百里基地）－訓練空域間往復時」は過去 20 年間落下実績がな

く，航空機落下確率算出時の発生件数の与え方に不確かさが存在する一方

で，全国の基地－訓練空域間の往復時は過去 20 年間で 5 件落下実績が存

在する。全国平均の落下確率は，評価の母集団を大きくすることにより落

下事故件数を実績値（5 件）に基づき評価していること，基地－訓練空域

間を往復時の落下確率が基地ごとに大きく異なることは考えにくいことを

考慮すると，全国平均の落下確率は国内における平均的な落下確率として

信頼性があると考えるが，本評価では保守的に全国平均の落下確率の 2 倍

値を用いることとする。 

また，原子力関連施設上空の飛行を原則行わないよう制限されているこ

と，やむを得ず原子力関連施設の上空を飛行する必要がある場合には，動

力装置の停止等緊急事態が発生しても原子力関連施設に危害を及ぼさない

ような高度及び経路で飛行することについて評価上考慮しておらず，この

点においても保守性は確保されている。 

 

2.2 他の評価手法との比較 

「基地（百里基地）－訓練空域間往復時」の落下事故における航空機落

下確率の算出に当たっては，「原子力発電所の出力運転状態を対象とした

確率論的リスク評価に関する実施基準（レベル 1PRA 編）：2013」（一般社

団法人 日本原子力学会）（以下「PRA 学会標準」という。）において，過

去発生していない起因事象に対する起因事象発生頻度の算出方法として使

用が認められている，以下のχ二乗分布を用いた方法を使用することも考

えられる。 
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F＝χ２（1，0.5）／2T＝0.2275／T （回／年） 

T：対象期間（＝20 年） 

その適用性及び保守性については参考 1 のとおりであるが，χ二乗分布

を用いた方法よりも全国平均の落下確率の 2 倍値は以下のとおり大きくな

っている。 

項  目 航空機落下確率（回／炉・年） 

全国平均の落下確率 

の 2 倍値 

約 4.14×10－８ 

（＝3.00×10－６(回／年・km２)×約 0.0138km２） 

χ二乗分布を 

用いた方法 

約 3.46×10－８ 

（＝0.2275 件／20 年／4,540km２×約 0.0138km２） 
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添付資料 11 参考 1 

χ二乗分布を用いた方法の適用性及び保守性について 

 

航空機落下確率評価では，過去 20 年間における落下事故件数の統計データ

に基づき航空機落下確率を算出しているが，平成 5 年～24 年において，以下

のカテゴリについては落下事故が発生していない。 

(1)計器飛行方式民間航空機の「航空路を巡航中」の落下事故 

(2)有視界飛行方式民間航空機の「大型機」の落下事故（大型固定翼機） 

(3)自衛隊機又は米軍機の「訓練空域外を飛行中」の「空中給油機等，高

高度での巡航が想定される大型固定翼機」の落下事故 

(4)自衛隊機又は米軍機の「基地－訓練空域間往復時」の落下事故 

そのうち，(4)のカテゴリに対する航空機落下確率の推定には，PRA 学会

標準において，過去発生していない起因事象に対する起因事象発生頻度の算

出方法として使用が認められている，以下のχ二乗分布を用いた方法を用い

ることも考えられる。このχ二乗分布を用いた方法について，その方法の適

用性（1.参照）及び保守性（2.参照）を以下に示す。 

F＝χ２（1，0.5）／2T＝0.2275／T※ （回／年） 

T：対象期間（＝20 年） 

※ 導出方法は参考 2 参照 

 

1. 航空機落下確率評価へのχ二乗分布を用いた方法の適用性 

PRA 学会標準の参考文献として引用されている NUREG/CR-4407“Pipe 

Break Frequency Estimation for Nuclear Power Plants”（参考 3 参照）に

よると，事象発生頻度の推定方法として，χ二乗分布を用いた方法を適用す

るためには，事象発生頻度がポアソン分布に従っていることが条件となる。 
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ポアソン分布は，一般的に確率が極めて小さい事象（例えば，交通事故に

よる 1 日の死亡数）の発生頻度を処理する確率モデルとして使われるが，航

空機の年間の落下事故率がポアソン分布に従うかどうかを判断するために，

国内における昭和 58 年～平成 23 年の 29 年間の国内の自衛隊機の「基地－

訓練空域間往復時」の落下事故率を対象に，母集団の分布形の検定に使用さ

れるχ二乗分布を用いた適合度検定（χ二乗検定）を実施した。本検定は，

観測度数と理論度数の差が有意かどうかについて，χ二乗分布を用いて検定

する統計的手法である。 

適合度検定の結果を下表に示す。 

 

落下事故件数 x 

［件］ 

落下事故件数に

対する実年数 f

［年］ 

ポアソン分布 

P(f)※１ 

ポアソン分布か

ら推定した理論

年数 e※２ 

［年］ 

χ２ ※３ 

0 23 約 0.759 約 22.0 約 0.0447 

1 4 約 0.209 約 6.07 約 0.707 

2 2 約 0.029 約 0.84 約 1.61 

3 0 約 0.003 約 0.08 約 0.0770 

4 以上 0 約 0.000 約 0.01 約 0.00562 

合 計 29 1.00 29.0 約 2.45 

※１ 
x!

xm)・mexp(
P(x)  

m：落下事故件数標本平均（約 0.276 件） 

x：落下事故件数 

※２ P(f)×29[年] 

※３ （f－e）２／e 

 

検定統計量であるχ二乗分布の自由度は 3（＝（組分けの数 5）－1－推定

される母数の数 1）であり，一般的に用いられる有意水準α＝0.05 を用いる

と，検定の判定点はχ二乗分布表より 7.81（＝χ２（3，0.05））で与えられ

る。 
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χ二乗分布表 

 

 

χ二乗値は約 2.45 であり，判定点より小さいことから，観測度数（ここ

では，実年数）と理論度数（ここでは，理論年数）の差は有意であるとは言

えない。 

したがって，国内の自衛隊機の基地－訓練空域間往復時の落下事故率にポ

アソン分布を当てはめることは可能であり，航空機落下確率評価にχ二乗分

布を用いた方法を適用することが可能であると判断した。 

 

2. χ二乗分布を用いた方法の保守性について 

別紙 7.12 本文 1.に記載のとおり，実際には原子力関連施設上空の飛行を

原則行わないよう制限されていること等を考慮すると，基地－訓練空域間往

復時の自衛隊機が発電所に落下する確率は極めて小さいと考えられることか

ら，χ二乗分布を用いた方法においても保守性は確保されていると考えられ

る。  
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添付資料 11 参考 2 

χ二乗分布を用いた方法による発生率の導出について 

 

ランダムに事象が発生する場合において，事象の発生率は二項分布に従うと

するのが一般的である。 

また，発生件数が小さい場合には，ポアソン分布での近似が可能である。 

発生率がポアソン分布に従う場合，その平均値λの 100（1－α）％信頼区

間はχ二乗分布を使用して， 

2T

)
2

α
2,(2Nχ

≦λ≦
2T

)
2

α
(2N,1χ 22

 （N：発生件数，T：期間） 

で表される。 

点推定値は，信頼上限及び信頼下限の平均の自由度をもつχ二乗分布の中央

値を用いて， 

2T

1,0.5)(2Nχ
λ

2

 

で表される。なお，NUREG/CR-4407 においても，点推定値の算出に信頼上限

及び信頼下限の平均の自由度をもつχ二乗分布の中央値を用いている。 

以上より，発生件数がポアソン分布に従う場合，0 件（N＝0）である場合に

おける発生率 F は， 

T

0.2275

2T

(1,0.5)χ
F

2

 

により算出される。 
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【解 説】 

(1) 確率分布 

① 二項分布 

離散型確率変数 x の確率関数が次の式で表される分布を二項分布とい

う。 

xnx
xn p)(1pCp(x)  （x＝0，1，2，…n） 

これは，確率 p をもつ事象が n 回の観察で x 回発生する確率を表して

いる。 

② ポアソン分布 

離散型確率変数 x の確率関数が次の式で表される分布をポアソン分布

という。 

x!

me
p(x)

xm

 （x＝0，1，2，…n，m は正の定数） 

これは，単位時間中にある事象が発生する平均回数を m とするとき，

単位時間中にその事象が x 回発生する確率を表している。 

この分布は，非常に多くの観察回数のうち発生件数が少ない事象によ

く当てはまり，二項分布の平均値 m＝np を一定のままで観察回数 n を無

限に大きくしたときの極限として導かれる。 

なお，変数 X１，…，Xｎが平均値λのポアソン分布に従っており，そ

れらが独立であるとき，その和 Y＝X１＋…＋Xｎは，平均値 nλのポアソ

ン分布に従い，これをポアソン分布の再生性という。 

③ ガンマ分布 

確率変数 x の確率密度分布が次の式で与えられる分布をパラメータα，

βのχ二乗分布という。 
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Γ(α)β

ex
f(x)

α

β

x

1α

 （ 0　β0,　α0,x ） 

ここで，Γ(α)はガンマ関数であり， 

0

x1α dxexΓ(α)  

で表される。 

④ χ二乗分布 

確率変数 x の確率密度分布が次の式で与えられる分布を自由度 m のχ

二乗分布という。 

2

x
1

2

m

2

m
ex

)
2

m
Γ(2

1
f(x)  （ 0≧x ） 

これは，α＝m／2，β＝2 のγ分布の確率密度分布である。 

 

(2) 区間推定 

真の値がある区間に含まれる確率のことを信頼度といい，その区間の下

限値を信頼下限，上限値を信頼上限という。このある区間に含まれる確率

を 1－αとするとき，信頼度 100(1－α)％の信頼区間という。また，この

αのことを有意水準という。 

 

(3) 精密法によるポアソン分布の母平均λの区間推定 

確率変数 X が母平均λのポアソン分布に従うとき，上側確率は以下のと

おり表される。 

xk

kλ

k!

λe
Q(x；λ)x)≧P(X  

一方，パラメータα，βのガンマ分布 GAM(α,β)に従う確率変数を G

とすると， 
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dx
Γ(α)β

ex
β)(βλ；α,Fβλ)≦P(G

βλ

0 α

β

x

1α

G  

ここで， 

Γ(α)β

e
u

α

β

x

， dxxdv 1α
 

とおくと， 

dx
Γ(α)β

e
du

1α

β

x

，
αx

α

1
v  

であるから，部分積分を用いて， 

βλ

0 1α

β

x

α
βλ

0

α

λα

G dx
Γ(α)αβ

ex

Γ(α)αβ

ex
β)(βλ；α,F  

βλ

0 1α

β

x

α

α

λα

dx
Γ(α)αβ

ex

Γ(α)αβ

e(βλ)
 

βλ

0 1α

β

x

αλα

dx
1)Γ(αβ

ex

α!

eλ
 

β)1,(βλ；αΓ
α!

eλ
G

λα

 

となるから， 

xα xα
GG

λα

β)1,(βλ；αFβ)(βλ；α,F
α!

eλ
Q(x；λ)

 

β)(βλ；α,FG  

の関係が得られる。 

また，ガンマ分布でα＝m／2，β＝2 のとき，GAM(α,β)は自由度 m の

χ二乗分布になることに注目すると， 
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2

m
x ， 2β  

とおけば， 2xm ， 2λβλ となるから， 

(2λ；2x)FQ(x；λ) 2χ
 

と，ポアソン分布の上側確率は，自由度 2x のχ二乗分布の 2λまでの累

積確率で表される。 

ここで，ポアソン分布の再生性（(1)②参照）より， 

(2nλ；2y)Fy)≧P(Y 2χ
2nλ)P(χ 2

2y  

が成り立つ。この関係から， 

1)yP(Y1y)≦P(Y 2nλ)P(χ1 2
1)2(y  

2nλ)P(χ 2
1)2(y

 

より， 

2nλ)≧P(χ
2

α
y)≦P(Y 2

1)2(y  

2nλ≧)
2

α
1),(2(yχ2

 

λ≧
2n

)
2

α
1),(2(yχ2

 

となり，同様に， 

2nλ)≧P(χ1y)≦P(Y11)y≧P(Y 2
2y  

2nλ)≦P(χ 2
2y  

より， 

2nλ)≦P(χ
2

α
1)y≧P(Y 2

2y  
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2nλ≦,2y)
2

α
(1χ 2  

λ≦
2n

,2y)
2

α
(1χ2

 

となる。 

以上より，ポアソン分布の平均値λの(1－α)×100％信頼区間は， 

α11))(2(yχ
2n

1
≦λ≦(2y)χ

2n

1
P( 2

2

α
2

2

α
1

 

で表される。（出典：蓑谷千凰彦，「数理統計ハンドブック」，みみずく

舎，2009 年） 
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添付資料 11 参考 3 

NUREG/CR-4407 の概要について 

 

NUREG／ CR-4407”Pipe Break Frequency Estimation for Nuclear Power 

Plants”は，確率論的リスク評価で使用する安全上重要な配管の破損頻度をデ

ータの収集及び統計的な分析により推定することを目的として実施された研究

の成果をまとめた報告書である。 

本報告書では，破損が発生していないカテゴリの配管破損の発生頻度の点推

定値について以下の式を用いて整理している。 

T

0.2275

2T

(1,0.5)χ
F

2

 

 

なお，本報告書では配管破損の発生頻度の点推定値に対してχ二乗分布を用

いた方法を採用しているが，航空機落下事故についても配管破損と同様に発生

頻度が小さい事象であり，ポアソン分布に従うことから，航空機落下事故の発

生頻度の点推定値に対してχ二乗分布を用いた方法を採用することは可能であ

ると考えられる。 
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（NUREG／CR-4407 抜粋） 
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（NUREG／CR-4407 RESULTS 抜粋） 
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（NUREG／CR-4407 APPENDIX F 抜粋） 
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添付資料 12 

使用済燃料乾式貯蔵建屋への航空機落下確率評価について 

 

東海第二発電所の使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）から独立して設置さ

れていることから、個別に航空機落下確率を評価した。 

１．評価対象事故及び評価に用いた数値は、以下のとおり。 

（１） 評価対象事故 

発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）に同じ。 

（２） 評価に用いた数値 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の水平面積（約 0.001399km２）及び投影面積（約 0.001887km２）が 0.01km2 を下回っている

ため、標的面積は 0.01km2とする。 

それ以外の数値は発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）に同じ。 

２．評価結果 

以下に示すとおり、10-7（回／炉・年）を超えていないため、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価に対す

る評価基準について」に定められた判断基準を満足する。 

発電所名称 

1)計器飛行方式民間航空機の 

落下事故 
2)有視界飛行方式

民間航空機の落

下事故 

3)自衛隊機又は米軍機の落下事故 

合  計 
①飛行場での

離着陸時に

おける落下

事故 

②航空路を巡

航中の落下

事故 

①訓練空域内で訓練

中及び訓練空域外

を飛行中の落下事

故 

②基地－訓練空域

間往復時の落下

事故 

東海第二発電所 約 1.80×10-9 約 4.30×10-11 約 9.95×10-9 約 1.86×10-8 約 3.00×10-8 約 6.1×10-8 
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10. ダムの崩壊影響評価について 

 

(1) 基本方針 

  安全施設のうち外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器はダムの崩

壊により安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(2) 周辺敷地評価及び確認結果 

  発電所の敷地周辺にある，ダムの崩壊により発電所に影響を及ぼす可能

性のある河川としては，敷地の北方約 2km に久慈川が位置している。久慈

川水系には支川の山田川に竜神ダムが，敷地の北方約 30km に位置してい

る。（第 10－1 図及び第 10－1 表参照） 

   ダムの崩壊に伴う流出水は，周辺敷地状況より，久慈川は敷地の北方

を太平洋に向かい東進していること，久慈川から発電所に向かって上り勾

配（EL.3m～EL.21m）となっていることから，発電所に影響が及ぶことは

ない。 

以上のことより，ダムの崩壊により発電所に影響が及ぶことはなく，ダ

ムの崩壊を考慮する必要はない。 
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第 10－1 図 敷地周辺のダム 

 

第 10－1 表 竜神ダム諸元 

河   川 久慈川水系山田川支川竜神川 

目   的 洪水調整，農業用水，上水道 

型   式 重力式コンクリートダム 

堤   高 45m 

堤 頂 長 90m 

総貯水容量 3,000,000m３ 

有効貯水容量 2,700,000m３ 

茨城県土木部 水戸土木事務所ホームページより抜粋 

 

東海第二発電所 

国土地理院地図（電子 web）に加筆

竜神ダム 
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11. 有毒ガス影響評価について 

 

(1) 評価概要 

  有毒ガスの毒性が人に与える影響に着目し，中央制御室等の居住性評価を

実施する。有毒ガスの発生源から，以下(a)～(c)に大別し影響を評価する。 

 (a) 原子力発電所敷地外からの影響 

 (b) 原子力発電所敷地内の固定施設（屋外設備）からの影響 

 (c) 原子力発電所敷地内の屋内設備からの影響 

 

(2) 原子力発電所敷地外からの影響 

(2－1) 評価対象 

  敷地外からの有毒ガスの発生源は，石油化学コンビナート等の固定施設の

流出事故及びタンクローリや海上を航海するケミカルタンカー等の可動施設

の輸送事故が想定される。第 11－1 表に，評価対象に選定した事故の種類を

示す。 

 

第 11－1 表 評価対象事故（原子力発電所敷地外） 

原子力発電所 

敷地外 

固定施設 石油化学コンビナート等の固定施設の流出事故 

可動施設 

陸上トラックの輸送事故 

鉄道車両の輸送事故 

海上船舶の輸送事故 

 

(2－2) 敷地外固定施設の流出事故の影響 

  石油化学コンビナート等の固定施設については，石油コンビナート等災害

防止法に基づき，災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知

見に基づく調査，予測及び評価や対策の実施が求められており，当該施設の
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敷地外へは影響がないことが確認されている。 

  また，発電所周辺の石油化学コンビナート等の大規模な有毒物質を貯蔵す

る固定施設は，最も近いものでも 50km 以上離れているため影響を及ぼすこ

とはない（第 11－1 図）。 

 

第 11－1 図 発電所周辺の石油コンビナート等特別防災区域 

 

(2－3) 敷地外可動施設からの流出の影響 

  全国的に生産量及び輸送量が特に多く，専用の大型輸送容器が使用されて

いる毒性物質の中で，特に毒性の強い物質として塩素（輸送時の性状は液化

塩素）を代表として想定する。塩素専用の大型輸送容器による輸送は，陸上

輸送ではタンクローリや鉄道のタンク貨車，海上輸送では塩素を専用でばら

積み輸送するケミカルタンカーにて行われる。 

  液化塩素を積載するタンクローリは，高圧ガス保安法や，毒物及び劇物取

締法によって容器の設計，製造，取扱いの規制を受ける。事故等の衝撃によ

り弁等の突出部が破損しガスが漏えいすることを防ぐための保護枠の設置や，

東海第二発電所 

約 50km

鹿島臨海地区 

石油コンビナート等 
特別防災区域 

［国土地理院地図（電子 web）］に加筆 
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ガス容器が二重構造であることから信頼性が高く，交通事故等が発生した場

合であっても流出に至りにくい。また，万一流出に至った場合の対応に必要

な，中和剤（消石灰，苛性ソーダ）や呼吸器，防護具等を積載している。こ

のため，タンクローリの輸送事故による中央制御室への影響はない。なお，

主要な道路としては，敷地境界付近に国道２４５号線があり，中央制御室か

ら最短距離は約 0.5km である（第 11－2 図）。流出の影響評価は「5.発電所

敷地外の可動施設からの流出の影響評価」のとおり。 

  本発電所に近い鉄道路線には東日本旅客鉄道株式会社常磐線があるが，中

央制御室から最短距離は約 2.3km である（第 11－2 図）。有毒ガスを積載し

た鉄道車両（タンク貨車）についても高圧ガス保安法や，毒物及び劇物取締

法によりタンクローリと同様の規制を受けており流出に至りにくい構造であ

ることから，事故等による有毒ガスの中央制御室への影響はない。 

  航路に関して調査したところ，最も距離の近い航路は発電所沖合を航行す

るものであり，中央制御室との離隔距離は約 80km であることを確認した

（第 11－3 図）。流出の影響評価は「5.発電所敷地外の可動施設からの流出

の影響評価」のとおり。 

  また，航路からの離隔距離があることから，漂流した船舶が発電所周辺ま

で流れてくる可能性は低い。さらに，漏えい時には自動で作動する緊急遮断

弁や二重構造等による特殊な船体構造を有しており，万一船舶がプラント内

に進入し，座礁，転覆した場合においても，積荷が漏えいすることは考えに

くい。また，流出が生じても中和剤（苛性ソーダ）を介してから海上に放出

される構造となっている。このため，有毒ガスを積載した船舶の事故等によ

る有毒ガスの中央制御室への影響はない。  
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第 11－2 図 発電所周辺の鉄道路線及び幹線道路 

  

国道２４５号線との距離 

約 0.5km 

東海第二発電所 

常磐線との距離 
約 2.3km 
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第 11－3 図 発電所敷地周辺図（船舶航路） 

 

  

東海第二発電所との距離：約 80km 

液化塩素輸送航路 

東海第二発電所 
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(3) 発電所敷地内の固定施設（屋外設備）からの影響 

(3－1) 評価の概要 

  敷地内の建屋外に設置されている有毒物質を貯蔵する容器が損傷すること

による有毒ガスの影響を評価する。判断基準としてはＩＤＬＨ※に加え，窒

息性ガスについても考慮し，酸素濃度が許容濃度限界を下回らないことを基

準とする。 

※ ＩＤＬＨ：急性の毒性限界濃度（30 分曝露によって生命及び健康に対する即時の
危険な影響を与える曝露レベルの濃度限度値） 

 

(3－2) 評価対象物質及び固定施設 

  発電所の屋外設備に貯蔵されている化学物質について，米国国立労働安全

衛生研究所（ＮＩＯＳＨ）によるＩＤＬＨの一覧表を参考に調査したところ，

炭酸ガス，アンモニア，硫酸，苛性ソーダ，ポリ塩化アルミニウム等の物質

が貯蔵されている（第 11－2 表，第 11－3 表）。ＩＤＬＨの低さと蒸発のし

やすさの観点から比較すると最も評価が厳しい物質はアンモニアであるため

（第 11－2 表），当該物質の水溶液である水酸化アンモニアが貯蔵されてい

る廃棄物処理建屋を評価の対象とする。アンモニア以外の有毒ガスについて

は，個別設備間の距離を踏まえても，以下の理由からアンモニアに比べ中央

制御室及び緊急時対策所（以下「中央制御室等」という。）の居住性への影

響は小さい。 

・炭酸ガスは，各ボンベ庫に貯蔵されているボンベの容量が 30kg と小さ

く，ＩＤＬＨがアンモニア（300ppm）に対して 40,000ppm と非常に大き

いことから，アンモニアに比べ影響は小さい。なお，中央制御室換気系

給気口までの最短の離隔距離は 90m（Ｏ２注入系ボンベ庫炭酸ガスボン

ベ）である。 

・硫酸は，ＩＤＬＨの値が 15mg／m３と小さいが，不揮発性であることか
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ら中央制御室等の居住性に影響しない。なお，中央制御室換気系給気口

までの最短の離隔距離は 65m（廃棄物処理設備屋外硫酸タンク）※であ

る。 

・苛性ソーダは，ＩＤＬＨの値が 10mg／m３と小さいが，不揮発性である

ことから中央制御室等の居住性に影響しない。なお，中央制御室換気系

給気口までの最短の離隔距離は 104m（復水脱塩装置薬品エリア苛性

ソーダ貯蔵タンク）である。 

・ポリ塩化アルミニウムは，ＩＤＬＨが設定されておらず，有害性が極め

て小さいことから，影響はない。なお，中央制御室換気系給気口までの

最短の離隔距離は 132m（給水処理設備ＰＡＣ貯槽）である。 

  また，窒息性を有するガスとしては，敷地内での貯蔵量が多く，影響が大

きいと考えられることから，原子炉格納容器内注入等に用いられる窒素ガス

を供給する液体窒素貯蔵タンクを対象とする。窒素が漏えいし中央制御室等

換気系給気口に侵入した場合，酸素との置換により酸欠状態になることが想

定されるため，仮に全量漏えいした場合にガスが中央制御室等に影響を及ぼ

すか否かを評価する。 

第 11－4 表に評価対象物質及び固定施設名を，第 11－4 図に固定施設（屋

外設備）の配置図を示す。 

※ 移設予定であるが，最短距離として現設置箇所との離隔距離を記載。 
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第 11－2 表 発電所敷地内有毒物質のＩＤＬＨ及び沸点 

薬品の種類 ＩＤＬＨ 沸点[℃] 

炭酸ガス 40,000 [ppm] -78.5（昇華点） 

硫酸 15 [mg／m３] 327 

苛性ソーダ（水酸化ナトリウム） 10 [mg／m３] 138 

ポリ塩化アルミニウム(ＰＡＣ) 2 [mg／m３]※ 102 

アンモニア 300 [ppm] 37.7 

※ ＴＬＶ－ＴＷＡ（Threshold Limit Value-Time Weighted Average）  

ＡＣＧＩＨ(米国産業衛生専門家会議)で定められた値  

毎日繰り返し暴露したとき，ほとんどの労働者に悪影響がみられないような大気中の物質濃度

の時間荷重平均値で，通常，労働時間が 8 時間／日及び 40 時間／週での値  
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第 11－3 表 発電所敷地内の有毒物質 

名称 内容物 容量 

離隔距離※１［m］  

中央制御室 
緊急時 

対策所 

復水脱塩装置薬品エリア 

硫酸貯蔵タンク 
硫酸 50.0 [m３] 112 319 

復水脱塩装置薬品エリア 

苛性ソーダ貯蔵タンク 

苛性 

ソーダ 
50.0 [m３] 104 319 

廃棄物処理設備 

屋外硫酸タンク 
硫酸 0.6 [m３] 65※２ 391※２ 

給水処理設備薬品タンク 

硫酸貯槽 
硫酸 3.0 [m３] 135 185 

給水処理設備薬品タンク 

苛性ソーダ貯槽 

苛性 

ソーダ 
10.0 [m３] 135 186 

給水処理設備薬品タンク 

ＰＡＣ貯槽 

ポリ塩化アル

ミニウム 
6.0 [m３] 132 189 

溶融炉 

アンモニアタンク 
アンモニア 1.0 [m３] 120※２ 420※２ 

溶融炉 

苛性ソーダタンク 

苛性 

ソーダ 
3.0 [m３] 117※２ 420※２ 

取水口 硫酸第一鉄 

注入タンク 
硫酸 7.0 [m３] 289 604 

液体窒素貯蔵タンク 液体窒素 50.0 [m３] 35 350 

Ｏ２注入系ボンベ庫 

炭酸ガスボンベ 
炭酸ガス 30[kg]×12 本 90 290 

主発電機ボンベ庫 

炭酸ガスボンベ 
炭酸ガス 30[kg]×40 本 100 370 

主発電機予備ボンベ庫 

炭酸ガスボンベ 
炭酸ガス 30[kg]×30 本 130 410 

※１ 各発出源と換気系給気口までの距離。また，中央制御室換気系給気口は 2 箇所の

うち，放出源に近い給気口までの距離を記載 

※２ 移設予定であるが，現設置箇所との離隔距離を記載。 

 

第 11－4 表 評価対象物質及び固定施設名 

評価対象物質 固定施設名 

アンモニア 廃棄物処理建屋 

液体窒素 原子炉建屋 
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第 11－4 図 固定施設（屋外設備）の配置図  

（ は移設予定箇所を示す） 
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(3－3) 評価方法 

(3－3－1) 有毒ガス影響評価（アンモニア） 

(3－3－1－1) 評価の概要 

  影響評価については次の(a)～(c)を考慮し，貯蔵施設から放出された有毒

ガスの中央制御室等換気系給気口における濃度（ＩＤＬＨ）を評価する。概

要について第 11－5 図に示す。 

 (a) 貯蔵施設から流出した有毒物質の大気への放出率 

   敷地内の固定施設は一定水準の強度を確保して設計されていることから，

現実的には損傷容器の損傷孔サイズはそれほど大きいものではなく，有毒

物質水溶液の液溜りが広がるには時間を要するものと考えられる。しかし，

本評価においては,保守的に貯蔵施設から流出した有毒物質水溶液の液溜

りが瞬時に堰底面全体に広がった状態を想定して評価を行う。 

   液溜りから大気中への有毒物質の放出率は，有毒物質水溶液の液溜りが

堰底面積全面に広がった状態で，液溜りからの蒸発及び堰内での上方への

濃度拡散が最終的な定常状態にあるとして，拡散方程式に基づき評価する。 

 (b) 大気へ放出した有毒物質の大気拡散 

   有毒物質の濃度評価に用いる相対濃度（χ／Q）は，｢発電用原子炉施設

の安全解析に関する気象指針｣の大気拡散の評価にしたがい，年間につい

て小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％に当たる値を用いた。 

 (c) 中央制御室等における有毒物質の濃度評価 

   中央制御室等における濃度については，有毒物質の大気への放出率及び

大気拡散の評価により，中央制御室等換気系給気口における有毒物質の最

大濃度を評価し，判断基準と比較する。 
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(3－3－1－2) 大気放出率の算出方法 

  堰内での拡散による濃度分布は次式の拡散方程式を用いて計算できる。 

∂C

∂t
+w

∂C

∂z
=
∂

∂z
 D∂C

∂z
 +q 

  ここで， 

q = Q ／( A･dz ) ただし，q = 0 for z ≠ 0 

C：濃度[kg／m３] 

w：上向きの流れ[m／s] 

D：分子拡散係数[m２／s] 

z：液面からの高さ[m] 

q：蒸発による付加項[s-１] 

Q：蒸発流量[m３／s] 

A：液溜り面積[m２] 

 

  定常状態では堰上端部付近での有毒ガスの濃度勾配に応じて単位時間当た

り大気へ放出されることになるため，次式にて大気放出率を計算できる。 

F=-D
∂C

∂z
A 

F：堰上端部からの大気放出率[kg／s] 

D：分子拡散係数[m２／s] 

C：濃度[kg／m３] 

z：液面からの高さ[m] 

A：液溜り面積[m２] 

 

  また，定常状態において堰上端部で濃度ゼロとなる濃度勾配は，液面から
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の高さに比例して減少する。 

  そこで評価においては，液溜りが堰底面全面に広がった状態で，水溶液面

直上での濃度が保守的に有毒ガスの飽和蒸気圧に相当する濃度であるとして，

液溜りからの蒸発が定常状態になったときの大気放出率を以下のように計算

する。 

 F=D
Cps
z0

A0 

 Cps=
MPs

1000RT
 

 

F  ：堰上端部からの大気放出率[kg／s] 

D  ：分子拡散係数[m２／s] 

CPs：水溶液面直上での濃度[kg／m３] 

z0 ：堰高さ[m] 

A0 ：堰底面積[m２] 

M  ：分子量[g／mol] 

Ps ：飽和蒸気圧[Pa] 

R  ：気体定数[8.314 m２kg／(s２ K mol）] 

T  ：絶対温度[303 K] 
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χ(X,Y,Z)= F

2πｕσ
Y
σ

Z

exp  - Y2

2σ
Y

2 ｛exp   Z-h 2
2σ

z

2  + exp  (Z+h)2
2σ

z

2  ｝  

F=D
Cps
z0
A0 

   

 ∂C

∂t
+w

∂C

∂z
=
∂

∂z
D
∂C

∂z
+q 

 

   

   

 

 

 

 

第 11－5 図 有毒ガス大気放出の考え方 

 

(3－3－1－3) 評価条件 

  放出率の評価条件を第 11－5 表，大気拡散評価の条件を第 11－6 表に示す。 

 

第 11－5 表 放出率評価条件（アンモニア） 

評価点 
中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所建屋 

換気系給気口 

離隔距離［m］ 120※１※２ 420※２ 

タンク貯蔵量［m３］ 1.0 

判断基準［ppm］（ＩＤＬＨ：アンモニア） 300 

  ※１ 中央制御室換気系給気口 2 箇所のうち，最短距離のものを記載 

  ※２ 現設置位置との離隔距離を記載。 

     

χ(X,Y,Z)：評価点（X,Y,Z）の有毒ガスの濃度（kg／m３） 

u：風速(m/s) 

σY：Y 方向（水平方向）の濃度の拡がりのパラメータ（m） 

σZ：Z 方向（鉛直方向）の濃度の拡がりのパラメータ（m） 

h：発生源の地上からの高さ（m） 

拡散（大気拡散） 

大気放出率 

拡散（防潮堤内） 
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第 11－6 表 大気拡散条件（アンモニア） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価

モデル 

ガウスプルームモデル 審査ガイド※１に示されたとおり設

定 

気象データ 東海第二発電所における 1 年間の

１時間ごとの気象データ（2005 年

4 月～2006 年 3 月） 

建屋影響を受ける大気拡散評価を

行うため地上風（地上高 10m）の

気象データを使用 

審査ガイドに示されたとおり，発

電所において観測された 1 年間の

気象データを使用 

実効放出継続

時間 

1 時間 保守的に短期間である 1 時間と設

定 

放出源及び 

放出源高さ 

放出源：廃棄物処理建屋 

放出源高さ：地上 0m 

審査ガイドに示されたとおり設定 

ただし，放出エネルギによる影響

は未考慮 

累積出現頻度 小さい方から累積して 97％ 審査ガイドに示されたとおり設定 

建屋巻き込み 考慮する 放出点から近距離の建屋の影響を

受けるため，建屋による巻き込み

現象を考慮 

巻き込みを生

じる代表建屋 

廃棄物処理建屋 巻き込みの影響が最も大きい建屋

として設定 

濃度の評価点 中央制御室  

緊急時対策所 

審査ガイドに示されたとおり設定 

着目方位 中央制御室：4 方位※２ 

(W，WNW，NW，NNW) 

緊急時対策所：2 方位※２ 

(W，WNW) 

審査ガイドに示された評価方法に

基づき設定 

建屋投影面積 1,400m２ 審査ガイドに示されたとおり設定 

形状係数 1／2 内規※３ に示されたとおり設定 

※１ 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被

ばく評価に関する審査ガイド 

※２ 現設置位置との方位を記載。（移設予定箇所においても方位の増加はなし） 

※３ 原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 
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(3－3－1－4) 評価結果 

  アンモニアの漏えいを想定した場合の，中央制御室等換気系給気口におけ

る濃度の評価結果を第 11－7 表に示す。結果より，有毒ガスの濃度がＩＤＬ

Ｈ以下であり問題ないことを確認した。 

 

第 11－7 表 中央制御室等換気系給気口における有毒物質濃度（アンモニア） 

評価点 
中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所建屋 

換気系給気口 

タンク貯蔵量[m３] 1.0 

大気放出率[g／s] 2.68 

離隔距離[m] 120※１※２ 420※２ 

相対濃度[s／m２] 7.44×10－４ ※３ 9.54×10－５ ※３ 

換気系給気口濃度[ppm] 2.62×10０ ※３ 3.36×10－１ ※３ 

判断基準［ppm］ 

（ＩＤＬＨ：アンモニア） 
300 

評価結果 影響なし※４ 影響なし※４ 

  ※１ 中央制御室換気系給気口 2 箇所のうち，最短距離のものを記載 

  ※２ 現設置位置との離隔距離を記載。 

  ※３ 現設置位置での離隔距離等に基づいた計算値。 

  ※４ 移設後は，現設置位置よりも更に中央制御室等換気系給気口より離隔距離が

長くなることから，その評価結果は，現設置位置での評価に包絡される。 

 

  



6 条(外事)-添付-11-17 

(3－3－2) 窒素ガス影響評価（液体窒素） 

(3－3－2－1) 評価概要 

  空気中濃度の計算には，以下の考え方で行う。 

Kn=K0+M/V 

Kn:室内ガス濃度［Vol％］ 

K0:外気中のガス濃度［Vol％］ 

M :ガス放出量［m３］ 

V :空間体積［m３］ 

  酸素欠乏等防止規則によると，酸素欠乏の定義を「空気中の酸素濃度が

18％未満の状態」としており，この値を下回ると吐き気，めまい，呼吸困難

等の症状が現れることから，空気中のアルゴン等の組成 1％を考慮し，居住

空間内での窒素濃度限界を 81.0Vol％とする。 

  また，初期状態における外気中の窒素ガス濃度を 78.0Vol％とする。評価

の前提条件として，対象とする設備の窒素ガス放出量から窒素限界濃度に至

る体積及びガス放出源からの距離を算出し，それが中央制御室等換気系給気

口までの離隔距離未満であることを確認する。 

  液体窒素の場合，常温大気中に放出された窒素は急速に沸騰及び膨張し，

それに伴い体積も数百倍程度に増加する。また，空気中に元々約 78％存在

する窒素に対しては，蒸発により屋外で濃度差無く均一に拡散する挙動を示

すことから，本評価においては，窒素ガスが半球状に一様に膨張すると仮定

した。 

  液体窒素貯蔵タンクは，原子炉建屋近傍に設置している。貯蔵量は 50m３

である。評価条件を第 11－8 表に示す。 
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第 11－8 表 評価条件（窒素ガス） 

項 目 数 値 K :室内ガス濃度[Vol％] 81.0 K :外気中のガス濃度[Vol％] 78.0 

液体窒素貯蔵タンク貯蔵量[m３] 50.0 

 

(3－3－2－2) 評価結果 

  評価結果を第 11－9 表，酸欠雰囲気となる範囲を第 11－6 図に示す。液体

窒素貯蔵タンクから液体窒素全量が漏えいした場合，窒素の体積は   

3.5×10４m３となる。これが気体のフラッシュにより瞬時全量揮発したモデ

ルとして半球上の領域に均一に拡散したと仮定すると，酸欠雰囲気（酸素分

圧 18％以下）となる領域半径は約 82m となる。液体窒素貯蔵タンクから中

央制御室換気系給気口までの離隔距離は約 35m であるが，中央制御室換気系

の換気率（1 時間あたり 92％循環，8％入替）から，瞬時に酸欠には至るこ

とはない。 

  また，本評価では無風状態を想定している。風が吹いている場合を想定し

ても，風により拡散が促進され酸欠雰囲気となる領域半径はより小さくなる

こと，中央制御室換気系給気口に到達した場合であっても，長時間中央制御

室換気系給気口前面に留まる事はなく，中央制御室の空調バウンダリ内が窒

息濃度となることは考え難い。 
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第 11－9 表 評価結果（窒素ガス） 

評 価 点 
中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所建屋 

換気系給気口 

Ｍ ：ガス放出量［m３］（25℃，1atm） 3.5×10４  

危険距離［m］ 82 

離隔距離（液体窒素貯蔵タンク）［m］ 35※１ 350 

評価結果 影響なし※２ 影響なし 

※１ 中央制御室換気系給気口 2 箇所のうち，最短距離のものを記載 

※２ 中央制御室換気系の換気率（1 時間あたり 92％循環，8％入替）から，瞬時

に酸欠に至ることはなく，風による拡散効果から，中央制御室の空調バウ

ンダリ内が窒息雰囲気になることは考え難い。 

第 11－6 図 評価結果（窒素ガス） 
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(3－3－2－3) 大気拡散を考慮した評価 

  (3－3－2－2)においては，中央制御室等に窒素ガスが影響を与えないとい

うことを評価した。ここでは，中央制御室等の窒素ガス濃度について詳細に

評価を行った。以下(a)～(c)に評価概要を示す。 

 (a) 液体窒素貯蔵タンクから流出した窒素ガスの大気への放出率 

   液体窒素貯蔵タンクに接続されている液相配管に設置された安全弁

（20A）の開固着を想定する。窒素ガスの流出速度を算出する流出面積と

しては，保守的に最大径の配管から 65A とし，またフラッシュ率（瞬時気

化率）を保守的に 1 と設定し，漏えいした液体窒素は瞬時に気化するとし

た。窒素ガスの流出速度は「石油コンビナートの防災アセスメント指針」

（消防庁特殊災害室，平成 25 年 3 月）に示される液体流出の式において，

m３／s から kg／s への換算のため液密度を乗じた下式で表される。 

QL=cρs 2gh+
2 p-p0 

ρ
 

QL:窒素ガス流出速度［kg／s］ 

c   :流出係数［-］ 

ρ:窒素物質密度［kg／m３］ 

s   :流出面積［m２］ 

g   :重力加速度［m／s２］ 

h   :水位［m］ 

p0 :大気圧［Pa］ 

p   :容器内圧力［Pa］ 
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 (b) 大気へ放出した窒素ガスの大気拡散 

   窒素物質の濃度評価に用いる相対濃度（χ／Q）は，(3－3－1)と同様に

｢発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣の大気拡散の評価に従い，

年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％に当たる値を用

いた。 

 (c) 中央制御室等における窒素ガスの濃度評価 

   中央制御室等の外側の窒素ガス濃度は，大気への放出率及び大気拡散の

評価により，中央制御室等給気口における窒素ガスの最大濃度を評価した

結果，換気系給気口における窒素濃度は，判定基準である 81.0％を下回

ることを確認した。 

   評価条件を第 11－10 表に，大気拡散条件を第 11－11 表に，評価結果を

第 11－12 表に示す。 

 

第 11－10 表 評価条件（窒素ガス） 

項 目 数 値 

Kn:室内ガス濃度［Vol％］ 81.0 

K0:外気中のガス濃度［Vol％］ 78.0 

液体窒素貯蔵タンク貯蔵量［m３］ 50.0 

液体窒素漏えい面積［m２］ 
φ23.9（安全弁） 

φ72.1（最大径の配管） 
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第 11－11 表 大気拡散条件（窒素ガス） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散評価

モデル 

ガウスプルームモデル 審査ガイド※１に示されたとおり設

定 

気象データ 東海第二発電所における 1 年間の

１時間ごとの気象データ（2005 年

4 月～2006 年 3 月） 

建屋影響を受ける大気拡散評価を

行うため地上風（地上高 10m）の

気象データを使用 

審査ガイドに示されたとおり，発

電所において観測された 1 年間の

気象データを使用 

実効放出継続

時間 

1 時間 保守的に短期間である 1 時間と設

定 

放出源及び 

放出源高さ 

放出源：液体窒素貯蔵タンク 

放出高さ：地上 0m 

審査ガイドに示されたとおり設定 

ただし，放出エネルギによる影響

は未考慮 

累積出現頻度 小さい方から累積して 97％ 審査ガイドに示されたとおり設定 

建屋巻き込み 考慮する 放出点から近距離の建屋の影響を

受けるため，建屋による巻き込み

現象を考慮 

巻き込みを生

じる代表建屋 

原子炉建屋 放出源であり，巻き込みの影響が

最も大きい建屋として設定 

濃度の評価点 中央制御室  

緊急時対策所 

審査ガイドに示されたとおり設定 

着目方位 中央制御室：9 方位 

(NE，NNE，N，NNW，NW，WNW，W，

WSW，SW) 

緊急時対策所：2 方位 

(WSW，W) 

審査ガイドに示された評価方法に

基づき設定 

建屋投影面積 3、000m２ 審査ガイドに基づき，風向に垂直

な投影面積のうち最も小さいもの

（2,706m２）に対し保守的に設定 

形状係数 1／2 内規※２に示されたとおり設定 

※１ 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド 

※２ 原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 
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第 11－12 表 中央制御室等換気系給気口における窒素ガス濃度評価 

放 出 点 液体窒素貯蔵タンク 

評 価 点 
中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所建屋 

換気系給気口 

貯蔵量［m３］ 50.0 

大気放出率［kg／s］ 37.7 

離隔距離［m］ 35※ 350 

相対濃度［s／m２］ 7.38×10-４ 1.17×10-４ 

換気系給気口濃度［vol％］ 78.4 78.1 

室内最大濃度［vol％］ 78.4 78.1 

判断基準［vol％］ 81.0 

評価結果 影響なし 影響なし 

※ 中央制御室換気系給気口 2 箇所のうち，最短距離のものを記載 
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(4) 発電所敷地内の屋内設備からの影響 

  発電所の建屋内で貯蔵している有毒物質等については，逃がし安全弁駆動

用窒素ガス及び消火用二酸化炭素ガスや，復水脱塩装置や廃液中和処理等で

使用する硫酸等が挙げられる。 

  屋内貯蔵施設については，屋外設備と異なり外的衝撃力による損傷が想定

しにくく，さらに国内の法規に従い貯蔵・管理されるとともに，万一漏えい

が生じた場合でも各建屋の換気空調設備により十分に換気希釈されるため，

建屋外の固定施設からの流出事故に包含されるものとして，対象から除外す

る。 

  また，分析等に使用する試薬については，その種類は多いものの，使用場

所が限定されており，かつ適切に保管及び換気されていること，貯蔵量及び

使用量が少ないことから，中央制御室等への影響は無い。 
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(5) 発電所敷地外の可動施設からの流出の影響評価 

敷地外可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出の影響について，以下の

とおり評価し，中央制御室換気系給気口及び緊急時対策所建屋換気系給気口に

おける有毒ガスの濃度がＩＤＬＨ以下であり問題ないことを確認した。 

なお，評価に当たっては，(3－3－1)に示した条件を参照，タンク内の液化

塩素全量が流出に至った場合を想定し，評価を行った。 

評価条件を第 11－13 表に，大気拡散条件を第 11－14 表に，評価結果を第

11－15 表に示す。 

 

第 11－13 表 評価条件 

放出対象 積載量 ＩＤＬＨ 

タンクローリ 
10t 液化塩素 

（有毒物質を運搬するタンクローリの最大容量） 
10 

ケミカルタンカー 
300t 液化塩素 

（国内に現存するタンカーの最大容量） 
10 
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第 11－14 表 大気拡散条件（液化塩素） 

項目 
評価条件 

選定理由 
タンクローリ ケミカルタンカー 

大気拡散評価

モデル 
ガウスプルームモデル 

審査ガイド※１に示されたとお

り設定 

気象データ 
東海第二発電所における 1 年間の１時間ごと

の気象データ（2005 年 4 月～2006 年 3 月） 

建屋影響を受ける大気拡散評

価を行うため地上風（地上高

10m）の気象データを使用 

審査ガイドに示されたとお

り，発電所において観測され

た 1 年間の気象データを使用

実効放出継続

時間 
1 時間 

保守的に短期間である 1 時間

と設定 

放出源及び 

放出源高さ 

放出源：国道２４５

号線 

放出源高さ：地上 1m 

放出源：港湾 

放出源高さ：地上 1m 
 

累積出現頻度 小さい方から累積して 97％ 
審査ガイドに示されたとおり

設定 

建屋巻き込み 考慮する 

放出点から近距離の建屋の影

響を受けるため，建屋による

巻き込み現象を考慮 

巻き込みを生

じる代表建屋 

中央制御室 

：原子炉建屋 

緊急時対策所 

：緊急時対策所建屋 

中央制御室 

：原子炉建屋 

緊急時対策所 

：緊急時対策所建屋 

巻き込みの影響が最も大きい

建屋として設定 

濃度の評価点 
中央制御室 

緊急時対策所 

審査ガイドに示されたとおり

設定 

着目方位 

中央制御室 

：2 方位(E，ESE) 

緊急時対策所 

：2 方位(ESE，SE) 

中央制御室 

：2 方位(W，WNW) 

緊急時対策所 

：2 方位(W，WSW) 

審査ガイドに示された評価方

法に基づき設定 

建屋投影面積 
原 子 炉 建 屋：3,000m２ 

緊急時対策所建屋：  800m２ 

審査ガイドに示されたとおり

設定 

形状係数 1／2 内規※２に示されたとおり設定

※１ 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被

ばく評価に関する審査ガイド 

※２ 原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規） 
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第 11－15 表 中央制御室等換気系給気口における有毒物質濃度評価 

（液化塩素） 

放出点 タンクローリ ケミカルタンカー 

評価点 
中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所

建屋 

換気系給気口 

中央制御室 

換気系給気口 

緊急時対策所

建屋 

換気系給気口 

タンク貯蔵量［m３］ 10.0 300 

大気放出率［g／s］ 2.27 6.81×10１ 

離隔距離［m］ 490m※ 230m 740m※ 1060m 

相対濃度［s／m２］ 3.46×10-４ 1.15×10-３ 3.49×10-５ 3.22×10-５ 

換気系給気口濃度［ppm］ 0.248 0.825 0.751 0.693 

判断基準［ppm］ 

（ＩＤＬＨ：液化塩素） 
10 

評価結果 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 

※ 中央制御室換気系給気口 2 箇所のうち，最短距離のものを記載 
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(6) 隣接施設の固定施設からの流出の影響 

発電所の近隣に設置されている有害物質の貯蔵状況を調査した結果，敷地の

南側約 1km にアンモニアの貯蔵施設が設置されていることを確認した。また，

この貯蔵施設の容量は，当発電所にて設置している溶融炉アンモニアタンクよ

り小さいことを確認した。 

溶融炉アンモニアタンクと中央制御室との離隔距離 120m より離隔距離が大

きいこと，貯蔵されている有毒物質の容量は溶融炉アンモニアタンクの容量

1.0m３より少ないことから，(3－3－1)にて評価した有毒物質濃度（アンモニ

ア）に包絡されることを確認した。 

また，発電所の近隣における屋内貯蔵施設については，屋外設備と異なり外

的衝撃力による損傷が想定しにくく，さらに国内の法規に従い貯蔵・管理され

るとともに，万一漏えいが生じた場合でも各建屋の換気空調系により十分に換

気希釈されるため，建屋外の固定施設からの流出事故に包絡されるものとして，

対象から除外する。 
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12. 船舶の衝突影響評価について 

 

(1) 基本方針 

 発電所近傍で船舶が漂流した場合でも，敷地前面の防波堤に衝突して止ま

るものと考えられるため，取水性を損なうことはない。万が一，カーテンウ

ォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，呑み口は広く，取水性を

損なうことはない。 

 船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合に，カーテンウォールによ

り低層から取水することによって，残留熱除去系海水系及び非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）海水系（以下

「非常用海水系」という。）の取水性を損なうことはない。また，必要に応

じてオイルフェンスを設置する措置を講じる。 

 なお，津波発生時の漂流船舶による影響については，「第五条（津波によ

る損傷の防止）」において取り扱う。 

 

(2) 敷地前面の航路について 

発電所周辺の海上交通としては，発電所の北方約 3km に茨城港日立港区，

南方約 6km に茨城港常陸那珂港区，南方約 18km に茨城港大洗港区があり，

それぞれ日立－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，常陸那珂－北九州間，大洗－

苫小牧間等の定期航路があるが，航路は発電所から十分な離隔距離が確保さ

れている。最も近い航路として，茨城港日立港区－茨城港常陸那珂港区間の

航路とは，約 1.4km 離れているが，発電所から十分な離隔距離が確保されて

おり，航路を通行する船舶が漂流した場合であっても，敷地に到達する可能

性は低く，取水性を損なうことはない。（第 12－1 図及び第 12－2 図参照） 
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(3) 船舶の衝突による影響 

航路外の船舶として，発電所周辺の船舶の影響評価を実施する。評価対象

の船舶としては，「第五条（津波による損傷の防止）」において抽出した船舶

とする。 

「第五条（津波による損傷の防止）」における漂流物の影響評価対象は，

発電所周辺で漂流する可能性のある構内（港湾内）の船舶として，使用済燃

料輸送船，低レベル放射性廃棄物運搬船（以下「燃料等輸送船」という。），

浚渫船，構外（港湾外）の船舶として，茨城県日立港区に寄港する運搬船等

及び常陸那珂火力発電所に寄港する石炭船等（以下「運搬船等」という。），

発電所沖合で操業する漁船等である。本条においても同様に，これらを発電

所周辺で漂流する可能性のある船舶とし，船舶の衝突についての影響評価を

実施する。 

構内の船舶については，港湾内で事故が発生した場合でも，カーテンウォ

ールにより阻害されること，取水口は呑み口が広い（幅約 40m）ことから，

取水性を損なうことはない。なお，異常気象・海象時，荒天が予想される場

合には，必要に応じて，入港の中止，緊急退避等の措置を取ることとしてい

る。 

構外の船舶については，荒天等により漂流に至るような場合であっても，

投錨等の対応をとることが可能であると考えられるため，取水口に到達する

ことはない。また，運搬船等の喫水は 11.5m であるが，発電所周辺では沖合

900m で水深 11m となり，取水口に到達することはない。喫水の浅い小型船

舶の漂流を仮定した場合であっても，防波堤に衝突し止まることで，取水口

に到達することはない。（第 12－3 図参照） 

万が一防波堤を通過し，カーテンウォール前面に漁船等の小型船舶（全長

が約 20m×全幅約 5m，満水時の喫水約 2m の船舶）が到達した場合でも，カ
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ーテンウォールにより阻害されること，呑み口は広いことから，小型船舶に

より取水性を損なうことはない。（第 12－4 図及び第 12－5 図参照） 

以上のことから，船舶の衝突により取水性を損なうことはない。 

 

(4) 重油の流出による影響 

 船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合において，海水取水はカー

テンウォールが設置されていることにより，取水口の低層から取水されるた

め，取水への油の混入の可能性は低く，非常用海水系の取水性を損なうこと

はない。また，必要に応じてオイルフェンスを設置する措置を講じる。 

なお，外部火災影響評価では，漂流船舶の重油漏えいに対する検討として，

発電所港湾内で漂流船舶が出火し油が流出したとしても，港湾内の取水口に

はカーテンウォールが設置されており，深層取水していることから発電用原

子炉施設（海水ポンプ）への影響はない。なお，発電所港湾外で船舶の油が

流出した場合は，油の流出を確認し次第，速やかにオイルフェンスを設置し，

発電用原子炉施設への影響がないよう対応するとしている。 

以上のことから，重油流出により取水性を損なうことはない。 
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第 12－1 図 東海第二発電所周辺の港湾 

 

  

茨城港大洗港区

との距離 
約 18km 

茨城港常陸那珂港

区との距離 
約 6km 

茨城港日立港区

との距離 

約 3km

東海第二発電所 
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第 12－2 図 発電所周辺の航路  

 

東海第二発電所 

茨城港日立港区 

茨城港常陸那珂港区 

茨城港大洗港区 

 
海上保安庁ＨＰ（海洋台帳）に一部加筆 

 

航路の最短距離 
（約 1.4km） 



6 条(外事)-添付-12-6 

 

第 12－3 図 取水口及び防波堤の位置 
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第 12－4 図 取水口～取水ピット平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

第 12－5 図 取水口～取水ピット断面図 

カーテン 
ウォール 

除塵装置 海水ポンプ 

海水ポンプ 
除塵装置 

カーテンウォール

H.P-6.0m

H.P-1.0m
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13. 安全保護回路の主なサージ・ノイズ，電磁波対策について 

 

 (1) 概要 

   電磁的障害には，電磁波やサージ・ノイズの侵入があり，これらは低電

圧の計測制御回路に対して影響を及ぼすおそれがあるため，安全保護回路

を構成する計測制御回路は，ＪＥＣ210-1981（低圧制御回路絶縁試験法・

試験電圧標準）に基づく絶縁耐力を有する設計とする。 

   また，鋼製筐体や金属シールド付信号ケーブルの適用により電磁波の侵

入を防止するとともに，ラインフィルタや絶縁回路の設置によりサージ・

ノイズの侵入を防止する。 

  （第 13－1 図，第 13－2 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13－1 図 安全保護回路に対する電磁波侵入防止策の概要 

  

入力信号 

電源 

出力信号 

ケーブルの金属シールドを接地（侵入防止） 

ケーブルの金属シールドを接地（侵入防止）

装置の鋼製筐体を接地（侵入防止） 

安全保護回路 

（侵入防止）

外乱･ノイズ

対策回路 

外乱･ノイズ

対策回路 

（侵入防止）

外乱･ノイズ

対策回路 

（侵入防止）

内部回路 

（制御回路）

制御部 



6 条(外事)-添付-13-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13－2 図 安全保護回路に対するサージ･ノイズ対策の概要 

 

 (2) サージ・ノイズ，電磁波に対する具体策 

   計測制御回路を構成する計装盤及びケーブルは，原則として以下の設計

とする。 

  ａ．サージ・ノイズ対策 

   (a) 電源回路 

     計装盤へ入線する電源受電部にサージ・ノイズ対策回路としてライ

ンフィルタを設置し，外部からのサージ・ノイズの侵入を防止する設

計とする。 

   (b) 信号入出力回路 

     外部からの信号入出力部に，サージ・ノイズ対策回路としてライン

フィルタや絶縁回路を設置し，外部からのサージ・ノイズの侵入を防

止する設計とする。 

 

分電盤 
ライン

フィルタ

絶縁

回路
トリップ回路

整流平滑 

回路 

電源装置 安全保護回路

整流平滑

回路

ライン 

フィルタ

検出器

トリップ出力

※１ ラインフィルタ 

コンデンサやサージアブソーバの組み合わせによ

り，回路電圧の急峻な変動を吸収することで，外部か

らのサージ・ノイズ侵入を防止する。 

入力           出力 

  

※２ 絶縁回路 

１次側，２次側を絶縁した回路によ

り，サージ・ノイズ侵入を防止する。 

 

 

 

 

 

 

入力        出力 

※１ ※１ ※２



6 条(外事)-添付-13-3 

  ｂ．電磁波対策 

   (a) 筐体 

     計装盤の制御部，演算部は鋼製の筐体に格納し，筐体は接地するこ

とで電磁波の侵入を防止する設計とする。 

   (b) ケーブル 

     ケーブルは全て金属シールド付ケーブルを使用し，金属シールドは

接地して電磁波の侵入を防止する設計とする。 

 

 (3) 電磁波等の発生源に対する対策 

   サージ・ノイズや電磁波に対して，計装盤は侵入を防止する設計として

いるが，さらに中央制御室や計装盤室では無線機器の使用を制限している。 

   また，高圧動力ケーブルは金属シールド付とするとともに，計装ケーブ

ルとは別の鋼製ケーブルトレイに布設することで，高圧動力回路に地絡等

が生じた場合に計装回路への電磁的影響を及ぼさない設計としている。 

  （第 13－3 図参照） 

第 13－3 図 電磁波等の発生源に対する対策の概要 

 

 (4) 安全保護回路の耐ノイズ，耐サージ及び耐電圧性能 

   安全保護回路の耐ノイズ，耐サージ及び耐電圧性能については，信号入
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力部に AC500V 1 分間，電源に 4.5kV インパルス電圧を印加して耐性を確

認している。 
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14. 設計上考慮すべき荷重評価における自然現象の組合せについて 

 

(1) 組合せを検討する自然現象の抽出 

荷重の組合せを検討する事象は，国内外の基準を基に発電所敷地で想定され

る自然現象 14 事象のうち，荷重により安全施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される地震，積雪，津波，火山の影響，風（台風）及び竜巻の 6 事

象である。 

 

(2) 荷重の性質 

地震，積雪，津波，火山の影響，風（台風）及び竜巻による荷重のうち，地

震，津波，火山の影響及び竜巻による設計基準規模事象の荷重は，発生頻度が

低い偶発的荷重であり，発生すると荷重が比較的大きいことから，設計用の主

荷重として扱う。 

これらの主荷重に対し，積雪及び風（台風）については，発生頻度が主荷重

と比べ高い変動的荷重であり，荷重は主荷重に比べ小さい※ことから，従荷重と

して扱う。 

主荷重及び従荷重の性質を第14－1表に示す。荷重の大きさについては，主

荷重は従荷重と比較して大きく，主荷重が支配的となる。最大荷重の継続時間

については，地震，津波，風（台風）及び竜巻は最大荷重の継続時間が短い。

これに対し，積雪及び火山の影響は，一度事象が発生すると長時間にわたり荷

重が作用するため，最大荷重の継続時間が長い。発生頻度については，主荷重

は従荷重と比較して発生頻度が非常に低い。 

※ コンクリート構造物等，自重が大きい施設の場合。 
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第 14－1表 荷重の影響モードをもつ自然現象の特徴 

荷重の種類 荷重の大きさ 最大荷重の継続時間 発生頻度（/年） 

主
荷
重 

基準地震 特大 短（30秒程度） 5.0×10-４ 

基準津波 特大 短（15分程度） 2.0×10-４ 

設計竜巻 大 短（10分程度） 2.1×10-６ 

火山の影響 大 長（30日程度） 2.2×10-５ ※１ 

従
荷
重 

風（台風） 小 短（10分程度） 2.0×10-２ ※２ 

積雪 小 長（1週間程度） 2.0×10-２ ※２ 

  ※1：東海第二発電所敷地周辺に降下火砕物の有意な堆積が確認された4万5000年前の

赤城山の噴火を考慮 

  ※2：50 年再現期待値 

 

以下，主荷重同士の組合せ及び主荷重と従荷重の組合せについて検討する。 

 

 (3) 主荷重同士の組合せ 

主荷重同士の組合せ要否について検討を行った。第 14－2 表に主荷重同士の

組合せの検討結果を示す。 

 

第 14－2表 主荷重同士の組合せ(1/2) 

事象 組合せの要否 

基準地震と 

基準津波 

・基準地震動の震源と基準津波震源は異なることから，独立事象として扱うこ

とが可能であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さく同時に発生する確率は

極めて低いことから，組合せを考慮する必要はない。 

・基準地震動の震源からの本震と当該本震に伴う津波は，伝搬速度が異なり同

時に敷地に到達することはないことから，組合せを考慮する必要はない。 

 ただし，当該地震に伴う津波と余震は同時に敷地に到達することを想定し，

組合せを考慮する。 

・基準津波の波源を震源とする本震と基準津波は，伝搬速度が異なり同時に敷

地に到達することはないため，組合せを考慮する必要はない。 

ただし，基準津波と基準津波の波源を震源とする余震は，同時に敷地に到達

することを想定し，組合せを考慮する。 
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第 14－2表 主荷重同士の組合せ(2/2) 

事象 組合せの要否 

基準地震と 

設計竜巻 

・基準地震と設計竜巻は独立事象であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さく

同時に発生する確率は極めて低いことから，組合せを考慮する必要はない。 

基準地震と 

火山の影響 

・降下火砕物以外の火山事象（火山性地震を含む）は東海第二発電所に影響を

及ぼさないことを確認しているため，降下火砕物の荷重のみを考慮する。 

・基準地震動の震源と火山とは十分な距離があることから独立事象として扱う

ことが可能であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さく同時に発生する確率

は極めて低い。また，多くの火山では，噴火前に震源の浅い火山性地震の頻

度が急増し，火山性微動の活動が始まるため，事前に対策準備を行い，降下

火砕物を除去することによって，荷重の影響は排除されることから，組合せ

を考慮する必要はない。 

・なお．火山性地震については，火山と敷地は十分な距離があることから，火

山性地震とこれに関連する事象による影響はないため，組合せを考慮する必

要はない。 

基準津波と 

設計竜巻 

・基準津波と設計竜巻は独立事象であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さく

同時に発生する確率は極めて低い。また，設計竜巻により津波防護設備が損

傷した場合は，プラントを停止し修復を行うことから，組合せを考慮する必

要はない。 

基準津波と 

火山の影響 

・降下火砕物以外の火山事象（火山性地震を含む）は東海第二発電所に影響を

及ぼさないことを確認しているため，降下火砕物の荷重のみを考慮する。 

・基準津波の波源と火山とは十分な距離があることから独立事象として扱うこ

とが可能であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さく同時に発生する確率は

極めて低い。また，多くの火山では，噴火前に震源の浅い火山性地震の頻度

が急増し，火山性微動の活動が始まるため，事前に対策準備を行い，降下火

砕物を除去することによって，荷重の影響は排除されることから，組合せを

考慮する必要はない。 

・なお，敷地周辺において，火山事象による歴史津波の記録はなく，海底活火

山の存在も認められないことから，火山事象に起因する津波について，敷地

への影響はないため，組合せを考慮する必要はない。 

設計竜巻と 

火山の影響 

・降下火砕物以外の火山事象（火山性地震を含む）は東海第二発電所に影響を

及ぼさないことを確認しているため，降下火砕物の荷重のみを考慮する。 

・設計竜巻と火山事象（降下火砕物）は独立事象であり，かつ，各々の発生頻

度が十分小さく同時に発生する確率は極めて低い。また，多くの火山では，

噴火前に震源の浅い火山性地震の頻度が急増し，火山性微動の活動が始まる

ため，事前に対策準備を行い，降下火砕物を除去することによって，荷重の

影響は排除されることから，組合せを考慮する必要はない。 
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(4) 主荷重と従荷重の組合せ 

主荷重と従荷重の組合せ要否について検討を行った。第 14－3 表に主荷重と

従荷重の組合せの検討結果を示す。 

 

第 14－3表 主荷重と従荷重の組合せ 

事象 組合せの要否 

基準地震と 

風（台風），積雪 

・基準地震と風（台風）は，各々の継続時間が短く同時に最大荷重が

発生する確率は低いが，風荷重の影響が大きいと考えられるような

構造・形状の施設については，組合せを考慮する。 

・基準地震と積雪は，積雪荷重の継続時間が長いため，適切に組合せ

を考慮する。 

基準津波と 

風（台風），積雪 

・基準津波と風（台風）は，各々の継続時間が短く同時に最大荷重が

発生する確率は低いが，風荷重の影響が大きいと考えられるような

構造・形状の施設については，組合せを考慮する。 

・基準津波と積雪は，積雪荷重の継続時間が長いため，適切に組合せ

を考慮する。 

設計竜巻と 

風（台風），積雪 

・設計竜巻と風（台風）は，設計竜巻の風荷重に影響は包含されるた

め，組合せを考慮する必要はない。 

・設計竜巻と積雪は，設計竜巻による風圧によって積雪荷重が緩和さ

れることから，組合せを考慮する必要はない。 

火山の影響と 

風（台風），積雪 

・火山の影響の継続時間は他の主荷重と比較して長いため，降下火砕

物に対しては，風（台風）及び積雪の荷重が同時に発生することを

想定し，適切に組合せを考慮する。 

 

 基準地震又は基準津波と風及び積雪については， 

①基準地震又は基準津波と風は，それぞれ最大荷重の継続時間が短く同時に

発生する確率は低く，積雪が加わる確率はさらに低くなること 

②主荷重は従荷重と比較して大きく，主荷重が支配的であることを踏まえる

と，主荷重と従荷重の組合せに対し，さらに従荷重を組み合わせたとして

も，その影響は比較的小さいと考えられること 

③風及び積雪には予見性があるため，積雪は緩和措置，風及び積雪は必要に
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応じてプラント停止措置を講じることが可能であること 

から，組合せを考慮する必要はない。 

 

(5) 荷重の組合せ検討結果 

(3)及び(4)の検討結果から，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に対

する設計条件を耐震設計，耐津波設計，耐竜巻設計及び耐火山設計に分類し，

考慮する荷重の組合せを第 14－4表のとおり整理した。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に対する設計においては，第  

14－4表の組合せを適切に考慮する。 

 

第 14－4表 各設計における荷重の組合せ 

○：組合せ要，×：組合せ不要 

 

主荷重 従荷重 

地震 津波 竜巻 火山の影響 風（台風） 積雪 

耐震設計  × × × ○※２，４ ○※３，４ 

耐津波設計 ○※１  × × ○※２，４ ○※３，４ 

耐竜巻設計 × ×  × × × 

耐火山設計 × × ×  ○※２，５ ○※３，５ 

※１：基準津波と地震の組合せでは，基準津波と基準津波の波源を震源とする余震による地震力を考慮 

※２：風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設について組合せを考慮 

※３：施設の形状，配置により適切に考慮 

※４：主荷重と従荷重（風（台風）及び積雪）の荷重の組合せは不要 

※５：風（台風）及び積雪の荷重が同時に発生することを想定し，適切に組合せを考慮 
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(6) 設計上考慮する荷重について 

荷重の組合せ時に使用する各事象の荷重を第 14－5表に示す。 

各荷重においては施設の形状，構造，配置により適切に組み合わせる。 

 

第 14－5表 設計上考慮する荷重 

 組合せ荷重 

耐震設計 
基準地震動ＳＳによる地震力＋風荷重※１ 

基準地震動ＳＳによる地震力＋積雪荷重※２ 

耐津波設計 
基準津波の波力＋基準津波の波源を震源とする余震による地震力＋風荷重※１ 

基準津波の波力＋基準津波の波源を震源とする余震による地震力＋積雪荷重※２ 

耐火山設計 降下火砕物堆積荷重※３＋風荷重※１＋積雪荷重※２ 

※１：建設省告示第 1454 号に定められた基準風速 30m／sから算出。 

※２：東海村における垂直積雪量 30cm。 

但し，建築基準法施行令を準拠する場合は，係数 0.35 を考慮することが可能。 

※３：堆積量 50cm，降下火砕物密度 1.5g／cm３から算出。 
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（参考）建築基準法施行令 抜粋 

建築基準法施行令における組合せの荷重の考え方を第 14－6 表に示す。東海

第二発電所が立地する東海村は多雪区域外であり，暴風時，地震時に積雪荷重

を組み合わせる必要はないが，保守的に多雪区域と同様な荷重の組合せを考慮

する。 

 

第 14－6表 建築基準法施行令による荷重の組合せ 

力の種類 
荷重及び外力につ

いて想定する状態 
一般の場合 

第 86条第 2項ただし書の規定に

より特定行政庁が指定する多雪区

域における場合 

長期に生ずる力 
常時 

Ｇ＋Ｐ 
Ｇ＋Ｐ 

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋0.7Ｓ 

短期に生ずる力 

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ 

暴風時 Ｇ＋Ｐ＋Ｗ Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｗ 

地震時 Ｇ＋Ｐ＋Ｋ Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｋ 

Ｇ：建築基準法施行令第 84条に規定する固定荷重によって生ずる力 

Ｐ：建築基準法施行令第 85条に規定する積載荷重によって生ずる力 

Ｓ：建築基準法施行令第 86条に規定する積雪荷重によって生ずる力 

Ｗ：建築基準法施行令第 87条に規定する風圧力によって生ずる力 

Ｋ：建築基準法施行令第 88条に規定する地震力によって生ずる力 
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15. 比較的短期での気象変動に対する考慮について 

 

(1) 気象変動に対する考慮 

設計基準設定の際には，①規格・基準類からの要求，②観測記録より，地

域性を考慮した値としているが，これらは過去の経験データに基づいた設定

と言える。 

基本的にプラント寿命は，大規模な気候変動の周期よりも短いと考えられ

るが，各自然現象について将来的な気候変動により厳しい傾向となることは

否定できない。そのため，過去の経験データを用いて，将来的なハザードを

予測するということについては十分な吟味が必要であり，特にプラント寿命

の間に変化が予想される事象については，最新のデータ・知見をもって気候

変動の影響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し等の配慮を行う必要が

ある。 

一般的に，将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては地

球温暖化が挙げられ，地球温暖化が進行した際には，気温上昇や台風の強度

が強まる傾向が考えられる。一方で，東海第二発電所周辺の地域特性が反映

された気候変動を把握する観点から，最寄りの気象官署である水戸地方気象

台（水戸市）の過去数十年の観測記録を確認（第 15－1 図参照）し，以下の

とおり考察した。 

・降水量は，増加傾向が見受けられるものの，設計基準降水量と比較して

余裕のあるものである。 

・積雪深は，有意な増加傾向は見受けられない。 

・風速は，最大風速では，有意な増加（又は台風の強度が強まる。）傾向は

見受けられない。 

 最大瞬間風速では，増加傾向が見受けられるものの，設計竜巻の最大風
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速 100m／s を想定しており，観測記録はこれに十分包絡される。 

・気温は，最低気温では，上昇傾向が見受けられるものの，設計基準に対

して緩やかになる方向である。 

 最高気温では，若干の上昇傾向が見受けられるものの，設備の機能に悪

影響を与えるようなレベルの気温上昇ではなく，安全施設への影響はな

いと判断した。 

これらのことから，過去数十年の東海第二発電所周辺の気候変動の記録か

らは，降水量，最大瞬間風速及び最高気温・最低気温は増加・上昇の傾向が

確認されたものの，安全施設への影響はないことを確認している。 

ただし，気候変動を完全に予測することは難しいため，今後も最新のデー

タ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し

等を実施していくものとする。 
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第 15－1 図 気候トレンド（水戸地方気象台観測記録） 
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設計基準値（竜巻）：100m／s 

設計基準値：30m／s 
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16．設計基準事故時に生ずる応力の考慮について 

 

重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象（地震及び津波を除く。以下同じ。）により当該重要安

全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して，適切に組み合わせて設計する。 

なお，過去の記録，現地調査の結果，最新知見等を参考にして，必要のあ

る場合には，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象は，

設置許可基準規則第六条第 1 項において選定した自然現象に含まれる。また，

重要安全施設を含む安全施設は，設置許可基準規則第六条第 1 項において選

定した自然現象又はその組合せにより，安全機能を損なわない設計としてい

る。安全機能が損なわれなければ設計基準事故に至らないため，重要安全施

設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組合せ

と設計基準事故に因果関係はない。 

したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により重要安全施設に作用する衝撃及び

設計基準事故時に生ずる応力を組み合わせる必要はなく，重要安全施設は，

個々の事象に対して，安全機能を損なわない設計とする。 

また，重要安全施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考え

られる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生ずる応力を適切に考慮する。 

東海第二発電所において，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象によって影響を受けると考えられる屋外に設置され

ている重要安全施設は，残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発
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電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（以下

「非常用海水ポンプ」という。）である。これらの重要安全施設は，設置許

可基準規則第六条第 1 項において選定した自然現象（大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象を含む。）により安全機能を損なわない設

計としている。したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に

作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を組み合わせる必要はなく，

自然現象により重要安全施設に作用する衝撃による応力の評価と変わらない。 

一方，時間的変化の観点からは，事故の影響が長期間に及ぶことが考えら

れる原子炉冷却材喪失事故の発生頻度は低く，また，屋外に設置されている

重要安全施設に対して大きな影響を及ぼす自然現象の発生頻度も低いことか

ら，原子炉冷却材喪失事故の影響が及ぶ期間中に重要安全施設に大きな影響

を及ぼす自然現象が発生するとは考えられない。 

仮に，事故の影響が長期間に及ぶことが考えられる原子炉冷却材喪失事故

の期間中に，発生頻度が高く，重要安全施設に及ぼす影響が小さな自然現象

が発生したとしても，自然現象によって影響を受けると考えられる非常用海

水ポンプに，設計基準事故時に生ずる応力が作用することはないため，自然

現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応

力を組み合わせる必要はなく，自然現象により重要安全施設に作用する衝撃

による応力の評価と変わらない。 
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17.設計基準としての設定値の妥当性について 

 

各自然現象について，設計基準を設定するに当たっては，国内の規

格・基準類，東海村の観測記録及び水戸地方気象台における観測記録

をもとに設定した。 

また，水戸地方気象台における観測記録について，設計への影響を

確認し，当該規模の事象が発生することを想定した評価により，安全

施設の安全機能を損なうことがないことを確認する。なお，必要に応

じ，設計基準値の見直しを行う。 

【積雪】 

・設計基準としての設定値と既往最厳値を比較した結果，既往最厳

値が上回っているが，設計基準を上回る事象が発生した場合にお

いても，建屋の構造計算に当たっては，極めて稀に発生する積雪状

態における荷重を考慮していること及び荷重条件がさらに厳しい

降下火砕物の堆積荷重による評価で健全性が確保されることを確

認していることから，即座に安全施設の安全機能が損なわれるも

のではない。 

・積雪事象は，気象情報によって予測可能であり，除雪準備及び実施

には時間的裕度が確保されており，安全施設の安全機能へ影響の

ないよう対処可能である。なお，除雪は，積雪によって建屋の設計

基準としての積雪荷重に達する，給排気口の閉塞の可能性がある

開口部高さに達する又は車両通行が不可になる等，プラント運営

に支障をきたすおそれのある状況となる前に実施する。 

【降水，風，竜巻，落雷】 

・各自然現象から安全施設の安全機能を防護するための準備及び実
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施に時間的裕度がないことから，運用面での防護対策による安全

機能の確保は期待することなく，設計基準の設定においては，既往

最厳値を参照し設定とすることで，設備の健全性を確保すること

で安全機能を確保する。 

【火山の影響】 

・文献調査，地質調査及びシミュレーション解析の結果を踏まえて

評価した層厚を想定し，設計基準として設定しているが，火山事象

が発生した場合，この想定を上回る可能性を否定できない。 

・降灰は，火山噴火後に発生するため，事前に予測可能であり，除灰

の準備及び実施には時間的裕度が確保されており，安全施設の安

全機能へ影響のないよう対処可能である。なお，除灰は，積雪と同

様，降灰によってプラント運営に支障をきたすおそれのある状況

となる前に実施する。 

 

以上のことから，事象の進展が緩やかである事象（積雪及び火山）に

ついては，運用面での対策によって設計基準を超える積雪又は降下火

砕物の堆積に対しても安全施設の安全機能が損なわれないよう対処可

能であることから，国内の規格・基準類をもとに設定することは問題

ないと考える。（第 17－1 表参照） 

 

なお，自然事象の設計基準としての設定値は，将来的な気候変動を

完全に予測することは難しいため，今後も最新のデータ・知見をもっ

て気候変動の影響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し等を実施

していく。 
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第
1
7
－

1
表

 
各

自
然

現
象

の
設

計
基

準
と

し
て

の
設

定
に

対
す

る
考

え
方

 

自
然

 
事

象
 

設
計

基
準

と
し

て
の

設
定

値
 

既
往

最
厳

値
等

 
事

象
の

発
生

状
況

 
設

計
基

準
を

超
え

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
運

用
対

策
実

施
の

可
否

 
設

計
基

準
と

し
て

の
設

定
値

の
考

え
方

 
降

水
 

1
2
7
.
5
m
m
／

h
 

8
1
.
7
m
m
／

h
 

短
期

 
（

数
十

分
）

 
不

可
 

事
象

発
生

の
予

測
は

可
能

で
あ

る
が

，
運

用
に

よ
る

防
護

対
策

を
実

施
す

る
時

間
的

裕
度

が
な

い
た

め
，
対

策
は

設
備

対
策
（

排
水

設
備

等
）

と
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

 

事
象

の
発

生
が

短
期

で
あ

り
，
運

用
に

よ
る

対
策

は
確

保
で

き
な

い
こ

と
か

ら
，
既

往
最

厳
値

を
参

照
し

た
保

守
的

な
設

定
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

積
雪

 
3
0
c
m
 

3
2
c
m
 

長
期

 
（

数
時

間
）

 
可

能
 

事
象

発
生

の
予

測
が

可
能

で
あ

り
，

か
つ

対
策

実
施
（

除
雪

）
の

準
備

に
は

期
間

的
裕

度
が

確
保

さ
れ

て
い

る
た

め
，

除
雪

に
よ

る
安

全
施

設
の

安
全

機
能

の
確

保
が

可
能

で
あ

る
。

 

事
象

の
発

生
は

長
期

で
あ

り
，
除

雪
は

実
施

可
能

で
あ

る
た

め
，
設

計
基

準
と

し
て

の
設

定
を

超
え

る
こ

と
の

な
い

よ
う

管
理

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，
規

格
・

基
準

に
基

づ
い

た
設

定
と

す
る

。
 

火
山

の
影

響
 

5
0
c
m
 

5
0
c
m
 

(
地

質
調

査
等

の
結

果
)
 

長
期

 
（

数
日

～
数

週
間

）
 

可
能

 
事

象
発

生
の

予
測

が
可

能
で

あ
り

，
か

つ
対

策
実

施
（

除
灰

）
の

準
備

に
は

期
間

的
裕

度
が

確
保

さ
れ

て
い

る
た

め
，

除
灰

に
よ

る
安

全
施

設
の

安
全

機
能

の
確

保
が

可
能

で
あ

る
。

 

事
象

の
発

生
は

長
期

で
あ

り
，
除

灰
は

実
施

可
能

で
あ

る
た

め
，
設

計
基

準
と

し
て

の
設

定
を

超
え

る
こ

と
の

な
い

よ
う

管
理

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，
規

格
・

基
準

に
基

づ
い

た
設

定
と

す
る

。
 

風
 

3
0
m
／

s
 

2
8
.
3
m
／

s
 

瞬
時

（
短

期
）

 
（

秒
～

数
時

間
）

 

不
可

 
事

象
発

生
の

予
測

は
可

能
で

あ
る

が
，

運
用

に
よ

る
防

護
対

策
を

実
施

す
る

時
間

的
裕

度
は

な
い

た
め

，
対

策
は

設
備

対
策

（
補

強
等

）
と

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。
 

事
象

の
発

生
が

瞬
時
（

短
期

）
で

あ
り

，
運

用
に

よ
る

対
策

は
確

保
で

き
な

い
こ

と
か

ら
，
既

往
最

厳
値

を
参

照
し

た
保

守
的

な
設

定
と

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

竜
巻

 
1
0
0
m
／

s
 

8
0
m
／

s
 

(
1
0
－

５
／

年
値

)
 

瞬
時

（
短

期
）

 
（

秒
又

は
分

）
 

不
可

 
事

象
発

生
の

予
測

は
可

能
で

あ
る

が
，

運
用

に
よ

る
防

護
対

策
を

実
施

す
る

時
間

的
裕

度
は

な
い

た
め

，
対

策
は

設
備

対
策
（

竜
巻

防
護

等
）

と
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

 

事
象

の
発

生
が

瞬
時
（

短
期

）
で

あ
り

，
運

用
に

よ
る

対
策

は
確

保
で

き
な

い
こ

と
か

ら
，
既

往
最

厳
値

を
参

照
し

た
保

守
的

な
設

定
と

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

落
雷

 
4
0
0
k
A
 

1
3
1
k
A
 

瞬
時

（
短

期
）

 
（

秒
）

 
不

可
 

事
象

発
生

の
予

測
は

可
能

で
あ

る
が

，
運

用
に

よ
る

防
護

対
策

を
実

施
す

る
時

間
的

裕
度

は
な

い
た

め
，
対

策
は

設
備

対
策
（

避
雷

設
備

の
設

置
等

）
と

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

。
 

事
象

の
発

生
が

瞬
時

で
あ

り
，
運

用
に

よ
る

対
策

は
確

保
で

き
な

い
こ

と
か

ら
，
既

往
最

厳
値

を
参

照
し

た
保

守
的

な
設

定
と

す
る

必
要

が
あ

る
。
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旧
安

全
設

計
審

査
指

針
と

設
置

許
可

基
準

規
則

の
比

較
 

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
に

関
す

る
安

全
設

計
審

査
指

針
（

平
成

２

年
８

月
３

０
日

）
 

実
用

発
電

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

，
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

 

（
規

則
の

解
釈

）
 

指
針

二
 
自

然
現

象
に

対
す

る
設

計
上

の
考

慮
 

 ２
 
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
は

，
地

震
以

外
の

想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

っ
て

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

重
要

度
の

特
に

高
い

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器
は

，
予

想
さ

れ
る

自
然

現
象

の
う

ち
最

も
苛

酷
と

考
え

ら
れ

る
条

件
，

又
は

自
然

力
に

事
故

荷
重

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

場
合

を
考

慮
し

た
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

（
解

釈
）

 

「
自

然
現

象
に

よ
っ

て
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

が
損

な
わ

れ
な

い

設
計

」
と

は
，

設
計

上
の

考
慮

を
要

す
る

自
然

現
象

又
は

そ
の

組
合

わ
せ

に
遭

遇
し

た
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

設
備

が
有

す
る

安
全

機
能

を
達

成
す

る
能

力
が

維
持

さ
れ

る
こ

と
を

い
う

。
 

「
重

要
度

の
特

に
高

い
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び

機
器

」
に

つ
い

て
は

，
別

に
「

重
要

度
分

類
指

針
」

に
お

い
て

定
め

る
。

 

「
予

定
さ

れ
る

自
然

現
象

」
と

は
，

敷
地

の
自

然
環

境
を

基
に

，

洪
水

，
津

波
，

風
，

凍
結

，
積

雪
，

地
滑

り
等

か
ら

適
用

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
 

「
自

然
現

象
の

う
ち

最
も

苛
酷

と
考

え
ら

れ
る

条
件

」
と

は
，

対

照
と

な
る

自
然

現
象

に
対

し
て

，
過

去
の

記
録

の
信

頼
性

を
考

慮
の

第
６

条
（

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）

 

 

安
全

施
設

は
，

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（

地
震

及
び

津
波

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機

能
を

損
な

わ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

１
 
第

６
条

は
，

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（

地

震
及

び
津

波
を

除
く

。
）

に
対

し
て

，
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

た
め

に
必

要
な

安
全

施
設

以
外

の
施

設
又

は
設

備
等

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
含

む
。
）

へ
の

措
置

を
含

む
。

 

２
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
」

と
は

，
敷

地

の
自

然
環

境
を

基
に

，
洪

水
，

風
（

台
風

）
，

竜
巻

，
凍

結
，

降
水

，
積

雪
，

落
雷

，
地

滑
り

，
火

山
の

影
響

，
生

物
学

的
事

象
又

は
森

林
火

災
等

か
ら

適
用

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
 

３
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（

地
震

及
び

津

波
を

除
く

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

」
と

は
，

設
計

上
の

考
慮

を
要

す
る

自
然

現
象

又
は

そ
の

組
合

せ
に

遭
遇

し
た

場
合

に
お

い
て

，
自

然
事

象
そ

の
も

の
が

も
た

ら
す

環
境

条
件

及
び

そ
の

結
果

と
し

て
施

設
で

生
じ

得
る

環
境

条
件

に
お

い
て

，
そ

の
設

備
が

有
す

る
安

全
機

能
が

達
成

さ
れ

る
こ

と
を

い
う

。
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上
，

少
な

く
と

も
こ

れ
を

下
回

ら
な

い
苛

酷
な

も
の

で
あ

っ
て

，
か

つ
，

統
計

的
に

妥
当

と
み

な
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

 

な
お

，
過

去
の

記
録

，
現

地
調

査
の

結
果

等
を

参
考

に
し

て
，

必

要
の

あ
る

場
合

に
は

，
異

種
の

自
然

現
象

を
重

畳
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

「
自

然
力

に
事

故
荷

重
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

た
場

合
」

と
は

，

最
も

苛
酷

と
考

え
ら

れ
る

自
然

力
の

事
故

時
の

最
大

荷
重

を
単

純
に

加
算

す
る

こ
と

を
必

ず
し

も
要

求
す

る
も

の
で

は
な

く
，

そ
れ

ぞ
れ

の
因

果
関

係
や

時
間

的
変

化
を

考
慮

し
て

適
切

に
組

み
合

わ
せ

た
場

合
を

い
う

。
 

 

 

２
 

重
要

安
全

施
設

は
，

当
該

重
要

安
全

施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

り
当

該
重

要

安
全

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
生

ず
る

応

力
を

適
切

に
考

慮
し

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

４
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

重
要

安
全

施
設

」
に

つ
い

て
は

，
「

発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
指

針
」
（

平
成

２
年

８
月

３
０

日
原

子
力

安
全

委
員

会
決

定
）

の
「

Ⅴ
．

２
．
（

２
）

自
然

現
象

に
対

す
る

設
計

上
の

考

慮
」

に
示

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

 ５
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

」
と

は
，

対
象

と
な

る
自

然
現

象
に

対
し

て
，

最
新

の
科

学
的

技
術

的
知

見
を

踏
ま

え
て

適
切

に
予

想
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

な
お

，
過

去
の

記
録

，
現

地
調

査
の

結
果

及
び

最
新

知
見

等
を

参
考

に
し

て
，

必
要

の
あ

る
場

合
に

は
，

異
種

の
自

然
現

象
を

重
畳

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

 ６
 
第

２
項

に
規

定
す

る
「

適
切

に
考

慮
し

た
も

の
」

と
は

，
大

き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
に

よ
り

当
該

重
要

安
全

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
生

じ
る

応
力

を
単

純
に

加
算

す
る

こ
と

を
必

ず
し

も
要

求
す

る
も

の
で

は
な

く
，

そ
れ

ぞ
れ

の
因

果
関

係
及

び
時

間
的

変
化

を
考

慮
し

て
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

場
合

を
い

う
。
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※
 

規
則

及
び

解
釈

の
追

加
要

求
事

項
を

下
線

に
て

示
す

。
 

指
針

三
 
外

部
人

為
事

象
に

対
す

る
設

計
上

の
考

慮
 

１
 
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
は

，
想

定
さ

れ
る

外

部
人

為
事

象
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

（
解

釈
）

 

「
外

部
人

為
事

象
」

と
は

，
飛

行
機

落
下

，
ダ

ム
の

崩
壊

，
爆

発

等
を

い
う

。
 

 

３
 

安
全

施
設

は
，

工
場

等
内

又
は

そ
の

周
辺

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

し
て

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
（

解
釈

）
 

７
 
第

３
項

は
，

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
発

電
用

原
子

炉

施
設

の
安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に

よ
る

も
の

（
故

意
に

よ
る

も
の

を
除

く
。
）

に
対

し
て

，
安

全
施

設
が

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

た

め
に

必
要

な
安

全
施

設
以

外
の

施
設

又
は

設
備

等
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

含
む

。
）

へ
の

措
置

を
含

む
。

 

８
 
第

３
項

に
規

定
す

る
「

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
損

な

わ
せ

る
原

因
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）
」

と
は

，
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

状
況

を
も

と
に

選
択

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

，
飛

来
物

（
航

空
機

落
下

等
）
，

ダ
ム

の
崩

壊
，

爆
発

，
近

隣
の

工
場

等

の
火

災
，

有
毒

ガ
ス

，
船

舶
の

衝
突

又
は

電
磁

的
障

害
等

を
い

う
。

な
お

，
上

記
の

航
空

機
落

下
に

つ
い

て
は

，
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の

評
価

基
準

に
つ

い

て
」
（

平
成

1
4
・

0
7
・

0
9
 
原

院
第

４
号

（
平

成
１

４
年

７
月

３

０
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
規

制
）
）

等
に

基
づ

き
，

防
護

設

計
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

す
る

。
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1
9
．

Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｅ

判
断

基
準

と
考

慮
す

べ
き

事
象

の
除

外
基

準
と

の
比

較
 

  

AS
M

E 
AN

S 
RA

-S
a-

20
09

 E
XT

-B
1 

よ
り

 
参

考
訳

 
考

慮
す

べ
き

事
象

の
除

外
基

準
 

In
iti

al
 P

re
lim

in
ar

y 
Sc

re
en

in
g:

Fo
r 

sc
re

en
in

g 
ou

t 
an

 
ex

te
rn

al
 

ha
za

rd
, 

an
y 

on
e 

of
 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
fiv

e 
sc

re
en

in
g 

cr
ite

ri
a 

pr
ov

id
es

 a
s 

an
 a

cc
ep

ta
bl

e 
ba

si
s;

 

最
初

の
予

備
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

：
外

部
ハ

ザ
ー

ド
の

除
外

に
は

，
次

の

5
 
つ

の
除

外
基

準
の

う
ち

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
が

，
受

け
入

れ

ら
れ

る
も

の
と

し
て

与
え

ら
れ

る
。

 

－
 

Cr
ite

ri
on

 1
: 

Th
e 

ev
en

t 
is

 
of

 
eq

ua
l 

or
 

le
ss

er
 

da
m

ag
e 

po
te

nt
ia

l t
ha

n 
th

e 
ev

en
ts

 f
or

 w
hi

ch
 t

he
 p

la
nt

 
ha

s 
be

en
 d

es
ig

ne
d.

 
Th

is
 r

eq
ui

re
s 

an
 e

va
lu

at
io

n 
of

 p
la

nt
 d

es
ig

n 
ba

se
s 

in
 o

rd
er

 t
o 

es
tim

at
e 

th
e 

re
si

st
an

ce
 o

f 
pl

an
t 

st
ru

ct
ur

es
 a

nd
 s

ys
te

m
s 

to
 a

 p
ar

ti
cu

la
r 

ex
te

rn
al

 h
az

ar
d.

 

基
準

１
:
 

そ
の

事
象

が
，

プ
ラ

ン
ト

が
設

計
さ

れ
た

時
に

考
慮

し
た

事
象

と
同

じ

か
少

な
い

損
傷

を
も

た
ら

す
可

能
性

の
あ

る
も

の
。

 

こ
れ

に
は

，
特

別
の

外
部

ハ
ザ

ー
ド

に
対

し
て

プ
ラ

ン
ト

の
構

造
及

び

シ
ス

テ
ム

の
抵

抗
性

を
推

定
し

た
プ

ラ
ン

ト
設

計
基

準
の

評
価

を
す

る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

。
 

基
準

Ｃ
：

 

プ
ラ

ン
ト

設
計

上
，

考
慮

さ
れ

た
事

象
と

比
較

し
て

設
備

等
へ

の
影

響
度

が
同

等
若

し
く

は
そ

れ
以

下
又

は
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

性
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

。
 

Cr
ite

ri
on

 2
: 

Th
e 

ev
en

t 
ha

s 
a 

si
gn

ifi
ca

nt
ly

 l
ow

er
 m

ea
n 

fr
eq

ue
nc

y 
of

 o
cc

ur
re

nc
e 

th
an

 a
no

th
er

 e
ve

nt
, 

ta
ki

ng
 i

nt
o 

ac
co

un
t 

th
e 

un
ce

rt
ai

nt
ie

s 
in

 t
he

 
es

tim
at

es
 o

f 
bo

th
 f

re
qu

en
ci

es
, 

an
d 

th
e 

ev
en

t 
co

ul
d 

no
t 

re
su

lt 
in

 w
or

se
 c

on
se

qu
en

ce
s 

th
an

 
th

e 
co

ns
eq

ue
nc

es
 fr

om
 th

e 
ot

he
r 

ev
en

t. 

基
準

２
：

 

そ
の

事
象

が
，

別
の

事
象

よ
り

，
著

し
く

低
い

平
均

頻
度

で
あ

る
も

の
。

こ
こ

で
，

両
方

の
頻

度
の

評
価

に
は

不
確

実
性

を
考

慮
に

入
れ

る

こ
と

。
 

ま
た

，
そ

の
事

象
が

，
別

の
事

象
に

よ
る

結
果

よ
り

，
悪

い
結

果
に

帰

着
し

な
か

っ
た

も
の

。
 

基
準

Ｅ
：

 

発
生

頻
度

が
他

の
事

象
と

比
較

し
て

非
常

に
低

い
。

 

Cr
ite

ri
on

 3
: 

Th
e 

ev
en

t 
ca

nn
ot

 o
cc

ur
 c

lo
se

 e
no

ug
h 

to
 t

he
 

pl
an

t 
to

 
af

fe
ct

 
it.

 
Th

is
 

cr
ite

ri
on

 
m

us
t 

be
 

ap
pl

ie
d 

ta
ki

ng
 

in
to

 
ac

co
un

t 
th

e 
ra

ng
e 

of
 

m
ag

ni
tu

de
s 

of
 t

he
 e

ve
nt

 f
or

 t
he

 r
ec

ur
re

nc
e 

fr
eq

ue
nc

ie
s 

of
 in

te
re

st
. 

基
準

３
:
 

そ
の

事
象

が
，

プ
ラ

ン
ト

に
影

響
を

与
え

る
程

十
分

に
接

近
し

て
い

な

く
て

，
発

生
し

な
い

場
合

。
 

こ
の

基
準

は
，

着
目

す
る

再
発

頻
度

の
事

象
の

大
き

さ
の

範
囲

を
考

慮

し
て

適
用

す
べ

き
。

 

基
準

Ａ
：

 

プ
ラ

ン
ト

に
影

響
を

与
え

る
ほ

ど
接

近
し

た
場

所
に

発
生

し
な

い
。

 

Cr
ite

ri
on

 4
: 

Th
e 

ev
en

t 
is

 i
nc

lu
de

d 
in

 t
he

 d
ef

in
iti

on
 o

f 
an

ot
he

r 
ev

en
t. 

基
準

４
：

 

そ
の

事
象

が
，

他
の

事
象

の
定

義
に

含
ま

れ
る

場
合

。
 

基
準

Ｄ
：

 

影
響

が
他

の
事

象
に

包
絡

さ
れ

る
。
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よ
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参

考
訳

 
考

慮
す

べ
き

事
象

の
除

外
基

準
 

Cr
ite

ri
on

 5
: 

Th
e 

ev
en

t 
is

 s
lo

w
 i

n 
de

ve
lo

pi
ng

, a
nd

 i
t 

ca
n 

be
 

de
m

on
st

ra
te

d 
th

at
 t

he
re

 i
s 

su
ffi

ci
en

t 
tim

e 
to

 
el

im
in

at
e 

th
e 

so
ur

ce
 o

f t
he

 th
re

at
 o

r 
to

 p
ro

vi
de

 
an

 a
de

qu
at

e 
re

sp
on

se
. 

基
準

５
：

 

そ
の

事
象

の
発

展
が

遅
く

，
ま

た
，

脅
威

の
源

を
除

去
す

る
か

あ
る

い

は
適

切
な

対
応

す
る

の
に

十
分

な
時

間
が

あ
る

こ
と

が
実

証
で

き
る

場

合
。

 

基
準

Ｂ
：

 

ハ
ザ

ー
ド

進
展

・
襲

来
が

遅
く

，
事

前
に

そ
の

リ
ス

ク
を

予
知

・
検

知
す

る
こ

と
で

ハ
ザ

ー
ド

を
排

除
で

き
る

。
 

該
当

な
し

 
 

－
 

基
準

Ｆ
：

 

外
部

か
ら

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

と
は

別
の

条
項

に
よ

り
評

価
を

実
施

し
て

い
る

又
は

故
意

の
外

部
人

為
事

象
等

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
の

対
象

外
の

事
項

。
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2
0
．

考
慮

し
た

外
部

事
象

に
つ

い
て

の
対

応
状

況
 

 

考
慮

し
た

外
部

事
象

の
う

ち
，

新
た

に
影

響
評

価
ガ

イ
ド

が
制

定
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
，

今
回

，
ガ

イ
ド

に
基

づ
く

影
響

評
価

を
実

施

し
必

要
な

対
応

を
行

っ
て

い
る

。
 

そ
れ

以
外

の
事

象
に

つ
い

て
は

，
新

た
に

対
応

を
追

加
変

更
し

て
い

る
も

の
は

な
い

。
 

旧
指

針
，

新
基

準
の

解
釈

で
例

示
さ

れ
て

い
る

事
象

で
あ

る
か

ど
う

か
，

設
置

変
更

許
可

申
請

（
固

体
廃

棄
物

作
業

建
屋

の
設

置
，

H
2
0
.
1
2
）

で
の

記
載

有
無

も
併

せ
て

，
下

表
に

整
理

し
た

。
 

  

事
象
 

旧
指

針
 

新
基

準
 

既
記

載
 

対
応

変
更

 
説

明
 

自
 

 

然
 

 

現
 

 

象
 

1
 

洪
水

 
○

 
○

 
あ

り
 

な
し

 
添

付
書

類
六

「
水

理
」

に
水

理
状

況
を

記
載

し
て

い
る

。
方

針
に

変
更

な
し

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

2
 

風
（

台
風

）
 

○
 

○
 

あ
り

 
な

し
 

添
付

書
類

六
「

気
象

」
に

て
最

大
瞬

間
風

速
を

記
載

し
て

い
る

。
 

設
置

時
よ

り
，

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
設

計
し

て
い

る
。

 

デ
ー

タ
の

期
間

の
み

変
更

，
方

針
に

変
更

な
し

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

3
 

竜
巻

 
－

 
○

 
－

 
あ

り
 

今
回

，
竜

巻
影

響
評

価
ガ

イ
ド

に
基

づ
き

評
価

等
実

施
。

 

4
 

凍
結

 
○

 
○

 
あ

り
 

な
し

 
添

付
書

類
六

「
気

象
」

に
て

最
低

気
温

を
記

載
し

て
い

る
。

 

設
置

時
よ

り
，

凍
結

防
止

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

 

デ
ー

タ
の

期
間

の
み

変
更

，
方

針
に

変
更

な
し

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

5
 

降
水

 
－

 
○

 
あ

り
 

な
し

 
添

付
書

類
六

「
気

象
」

に
て

最
大

日
降

水
量

を
記

載
し

て
い

る
。

 

デ
ー

タ
を

最
大

１
時

間
降

水
量

に
変

更
，

方
針

に
変

更
な

し
。

 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
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事
象
 

旧
指

針
 

新
基

準
 

既
記

載
 

対
応

変
更

 
説

明
 

自
 

 

然
 

 

現
 

 

象
 

6
 

積
雪

 
○

 
○

 
あ

り
 

な
し

 
添

付
書

類
六

「
気

象
」

に
て

最
大

の
積

雪
深

さ
を

記
載

し
て

い
る

。
 

設
置

時
よ

り
，

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
設

計
し

て
い

る
。

 

デ
ー

タ
の

期
間

の
み

変
更

，
方

針
に

変
更

な
し

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

7
 

落
雷

 
－

 
○

 
－

 
な

し
 

設
置

時
よ

り
，

建
築

基
準

法
に

よ
る

避
雷

針
を

当
初

よ
り

設
置

し
て

い
る

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

8
 

火
山

の
影

響
 

－
 

○
 

－
 

あ
り

 
今

回
，

火
山

影
響

評
価

ガ
イ

ド
に

基
づ

き
評

価
等

実
施

。
 

9
 

生
物

学
的

事
象

 
－

 
○

 
－

 
な

し
 

設
置

時
よ

り
，

除
塵

装
置

を
設

置
す

る
等

の
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

1
0
 

森
林

火
災

 
－

 
○

 
－

 
あ

り
 

今
回

，
外

部
火

災
評

価
ガ

イ
ド

に
基

づ
き

評
価

等
実

施
。

 

1
1
 

高
潮

 
－

 
－

 
あ

り
 

な
し

 
添

付
書

類
六

「
水

理
」

に
て

潮
位

及
び

水
理

状
況

を
記

載
し

て
い

る
。

 

設
置

時
よ

り
，

高
潮

の
潮

位
を

考
慮

し
た

敷
地

レ
ベ

ル
と

な
っ

て
い

る
。

 

デ
ー

タ
の

期
間

の
み

変
更

，
方

針
に

変
更

な
し

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
評

価
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
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 凡
例

 

旧
指

針
 

：
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

に
関

す
る

安
全

設
計

審
査

指
針

（
平

成
2
年

8
月

3
0
日

）
指

針
二

解
釈

で
の

例
示

有
無

 

新
基

準
 

：
実

用
発

電
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
，

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
（

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

）
第

六
条

解
釈

 
2
，

8
で

の
例

示

有
無

 

既
記

載
 

：
東

海
第

二
発

電
所

の
設

置
変

更
許

可
申

請
書

（
平

成
2
0
年

1
2
月

2
4
日

申
請

）
の

記
載

有
無

 

対
応

変
更

：
新

た
に

ガ
イ

ド
に

基
づ

く
評

価
等

を
行

な
っ

た
も

の
又

は
新

た
に

対
策

等
を

講
じ

た
も

の
を

「
あ

り
」

と
し

た
。

 

事
象
 

旧
指

針
 

新
基

準
 

既
記

載
 

対
応

変

更
 

説
明
 

外 部 人 為 事 象
 

1
 

飛
来

物
 

（
航

空
機

落
下

）
 

○
 

○
 

あ
り

 
あ

り
 

添
付

書
類

八
「

安
全

設
計

の
基

本
方

針
」

に
て

発
電

所
へ

の
評

価
を

記
載

し
て

い

る
。

 

今
回

，
実

用
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

の
再

評
価

に
つ

い
て

（
平

成
2
1
･
0
6
･
2
5
 
原

院
第

1
号

）
等

に
基

づ
き

評
価

実
施

。
 

2
 

ダ
ム

の
崩

壊
 

○
 

○
 

－
 

な
し

 
添

付
書

類
八

「
安

全
設

計
の

基
本

方
針

」
に

て
発

電
所

へ
の

評
価

を
記

載
し

て
い

る
。

 

3
 

爆
発

 
○

 
○

 
あ

り
 

あ
り

 
添

付
書

類
八

「
安

全
設

計
の

基
本

方
針

」
に

て
発

電
所

へ
の

評
価

を
記

載
し

て
い

る
。

 

今
回

，
外

部
火

災
評

価
ガ

イ
ド

に
基

づ
き

評
価

実
施

。
 

4
 

近
隣

工
場

等
の

火

災
 

－
 

○
 

－
 

あ
り

 
今

回
，

外
部

火
災

評
価

ガ
イ

ド
に

基
づ

き
評

価
実

施
。

 

5
 

有
毒

ガ
ス

 
－

 
○

 
－

 
あ

り
 

今
回

，
外

部
火

災
評

価
ガ

イ
ド

に
基

づ
き

評
価

実
施

。
 

6
 

船
舶

の
衝

突
 

－
 

○
 

－
 

な
し

 
今

回
，

耐
津

波
設

計
方

針
に

て
，

津
波

発
生

時
に

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
，

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

用
海

水
系

及
び

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

海
水

系
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

漂
流

物
が

な
い

こ
と

を
確

認
。

 

既
許

可
に

は
詳

細
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
 

7
 

電
磁

的
障

害
 

－
 

○
 

－
 

な
し

 
設

置
時

よ
り

，
計

測
制

御
系

に
Ｊ

Ｉ
Ｓ

等
に

基
づ

く
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。
 

既
許

可
に

は
詳

細
の

記
載

が
な

い
た

め
，

今
回

追
記

。
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21．外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備 

及び津波監視設備の防護方針について 

 

1．概要 

外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

（以下「津波防護施設等」という。）の防護方針を以下に示す。 

 

2．防護に関する考え方 

以下の考え方に基づき，発電所において設計上考慮すべき外部事象

に対する，津波防護施設等の機能維持のための対応の要否について整

理した。（フローを別図 1－1 に示す。） 

・設計上考慮すべき事象が，津波若しくは津波の随伴又は重畳が否

定できない事象に該当するかを確認する。定量的な重畳確率が求

められない事象については，保守的にその影響を考慮する。 

・津波の随伴又は重畳が否定できない場合は，当該事象による津波

防護施設等の機能喪失モードの有無を確認する。機能喪失モード

が認められる場合は，設計により健全性を確保する。 

・津波の随伴，重畳が有意でないと評価される事象についても，発

電所の津波防護施設等については，基準津波の高さや防護範囲の

広さ等その重要性に鑑み，機能維持のための配慮を行う。 
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別図 1－1 外部事象に対する津波防護施設等の 

機能維持対応要否判断フロー 

 

 

3．検討結果 

上記検討フローに基づく各事象に対する防護方針の検討結果を，以

下に示す。（詳細は別表 1－1 のとおり） 

 

随伴事象として  
津波が考えられる  

発電所において 

設計上考慮すべき外部事象

独立事象として

津波が確率的に

重畳し得る  

Ｙ※１  

Ｎ  Ｎ  

Ｙ  

 
当該事象による  

津波防護施設等の機能  
喪失モードがある  

Ｎ  

設計で健全性を確保（○※２）

Ｙ  

機能維持について  
配慮（△※２）  

対応不要（―※２）

※１ 定量的に評価できないものを含む 

※２ 「○」，「△」，「―」は，後掲の別表 1－1 における整理に対応している 
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3.1 津波の随伴又は重畳が否定できない事象※に対する防護方針 

これらの外部事象に対しては，津波との随伴又は重畳の可能性

を否定できないため，荷重の重ね合わせのタイミングも考慮した

上で設計への反映の要否を検討し，津波防護施設等への影響が考

えられる事象に対しては，津波防護施設等の機能を維持する設計

とする。 

※ 地震，洪水，風（台風），凍結，降水，積雪，落雷，生物学的事象，森林

火災及び高潮 

 

3.2 津波の随伴又は重畳が有意ではない事象（竜巻及び火山の影響）

に対する防護方針 

竜巻及び火山の影響の 2 つの外部事象に津波は随伴せず，また

敷地高さを超える津波との重畳の確率も有意ではないため，津波

防護施設等を防護対象施設とはしないものの，津波防護施設等の

機能が要求される時にはその機能を期待出来るよう，以下の対応

を実施する。 

3.2.1 竜巻 

設計竜巻と安全施設の中で最も低所にある残留熱除去系海水系

ポンプ等の設置高さに等しい津波が重畳する年超過確率は約 3.8

×10－８（1／y）であり，竜巻と津波の重畳は有意ではないと評価

されるが，竜巻が襲来した場合には必ず作用する風荷重に対して

は，津波防護施設等の健全性を維持する設計とする。また，竜巻が

襲来した場合でも，必ずしも津波防護施設に作用するとは限らな

い飛来物による衝撃荷重に対しては，大規模な損傷に至り難い構

造とする。 
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3.2.2 「火山の影響」 

設計で想定する降下火砕物の給源の噴火と安全施設の中で最も

低所にある残留熱除去系海水系ポンプ等を内包する海水ポンプ室

壁頂部の高さに等しい津波が重畳する年超過確率は約 8.4×10－８

（1／y）であり，火山と津波の重畳は有意ではないと評価されるが，

降下火砕物の堆積荷重について長期荷重に対する構造健全性を確

保するとともに，降灰後に適宜除去が可能な設計とする。 
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別
表

1
－

1
 

外
部

事
象

に
対

す
る

津
波

防
護

施
設

等
の

対
応

方
針

整
理

表
 

  

 

設
計
上

考
慮

す
べ

き
 

外
部
事

象
 

①
随
伴

事

象
と
し

て

津
波
を

考

慮
要
 

②
独
立

事

象
と
し

て

津
波
が

重

畳
し
得

る
 

津
波
と

の
重

畳
を
 

考
慮
要
 

（
①
又

は
②

が
“

○
”）

津
波
防

護
施

設
の

機
能

喪
失

に
よ

る
 

安
全
施

設
等

の
機

能
喪

失
の

可
能

性
 

設
計
へ

の
 

反
映
要

否
 

機
能
維

持
の

た
め

の
対

応
方

針
 

地
震
 

○
 

－
 

○
 

あ
り
 

 

地
震
荷

重
に

よ
り

損
傷

し
た

場
合

，
安
全

施
設

等

へ
の
津

波
の

到
達

，
浸

水
に

よ
る

機
能
喪

失
が

想

定
さ
れ

る
。
 

○
 

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

施
設

と
し

て
基

準
地

震
動
 

Ｓ
ｓ
に

対
し

健
全

性
を

維
持

し
，

津
波

に
対

す
る
防

護
機

能
を

維
持

す
る

。
 

ま
た
，

津
波

と
余

震
（

Ｓ
ｄ
-Ｄ

１
地

震
動

）

の
組
合

せ
も

考
慮

す
る

。
 

洪
水
 

－
 

○
 

○
 

な
し
 

 

基
準

津
波

の
遡

上
高

さ
と

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の
浸

水
想

定
を

重
ね

て
も

，
発

電
所
敷

地
へ

侵

入
し
得

る
高

さ
に

は
達

し
な

い
。
 

国
道
２
４

５
号
線

西
側
田

畑
へ
の

洪
水
高

さ
：
 

～
T
.P
.
10
m（

審
査
資
料
「
外
部

か
ら
の

衝
撃
に

よ

る
損
傷
の

防
止
（
そ
の

他
外
部

事
象

）」
よ
り

） 

国
道
２
４

５
号
線

西
側
田

畑
へ
の

津
波
遡

上
分
：
 

～
＋
4
m（

遡
上
解

析
結
果

よ
り
）
 

⇒
合
計

T
.P
.～

1
4m
＜
E
L
.(
=
T.
P
.)
1
5m
（

国
道
２

４
５

号
線
（
発

電
所
入

口
）
）
 

－
 

－
 

風
（
台

風
）
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 

風
荷
重

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
，
安
全
施

設
等

へ

の
津
波

の
到

達
，
浸
水

に
よ

る
機

能
喪
失

が
想

定

さ
れ
る

。
 

○
 

・
風

荷
重

，
津

波
荷

重
を

考
慮

し
た

設
計
と

す
る
。
 

・
津

波
監

視
カ

メ
ラ

は
，

風
荷

重
を

考
慮
し

た
設
計

と
す

る
。
 

：
津
波

の
随

伴
又

は
重

畳
が

否
定

で
き

な
い

た
め

，
設

計
で

健
全

性
を
確

保
す

る
事

象
（

○
）

 
：

津
波

の
随

伴
又

は
重

畳
は

有
意

で
は

な
い

が
，

機
能

維
持

に
つ

い
て
設

計
上

配
慮

す
る

事
象

（
△

）
 

：
対
応

が
不

要
な

事
象

（
－

）
 



 

 

6 条（外事）-添付 21-6

設
計
上

考
慮

す
べ

き
 

外
部
事

象
 

①
随
伴

事

象
と
し

て

津
波
を

考

慮
要
 

②
独
立

事

象
と
し

て

津
波
が

重

畳
し
得

る
 

津
波
と

の
重

畳
を
 

考
慮
要
 

（
①
又

は
②

が
“

○
”）

津
波
防

護
施

設
の

機
能

喪
失

に
よ

る
 

安
全
施

設
等

の
機

能
喪

失
の

可
能

性
 

設
計
へ

の
 

反
映
要

否
 

機
能
維

持
の

た
め

の
対

応
方

針
 

竜
巻
 

－
 

－
 

－
 

な
し
 

 

以
下
の

と
お

り
，

重
畳

の
頻

度
は

無
視

し
得

る
。
 

設
計
竜

巻
の

確
率

P1
：
 

約
3
.
9
×
1
0－

６
／

y
 （

補
足

1
参

照
）
 

敷
地
高

さ
超

津
波
（
＞

T
.
P.
3
ｍ
）
の

確
率

P
2：
 

約
9
.
6
×
1
0－

３
／

y※
 

※
 

飛
来

物
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

の
壁

の
損

傷
を
想
定

し
，
敷

地
の
最

低
高
と

し
た
。
 

⇒
重
畳

確
率

：
p=
約

3
.
8×

1
0－

８
／

y 

･
･
･
目
安
値

P C
=
1×

1
0－

７
未

満
で

，
有
意
で

は
な
い

。
 

△
 

防
潮

堤
の

設
計

に
お

い
て

は
，

以
下

の
配
慮

を
行
い

，
信

頼
性

を
高

め
る

。
 

 ・
風

圧
力

に
対

し
て

は
，

損
傷

し
な

い
様
に

構
造
強

度
を

確
保

す
る

。
 

・
飛

来
物

に
つ

い
て

は
，

防
潮

堤
は

鉄
筋
コ

ン
ク
リ

ー
ト

等
の

堅
牢

な
構

造
で

あ
り

，

大
規

模
な

損
傷

は
生

じ
な

い
と

考
え

ら

れ
る
。
 

凍
結
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 

凍
結

に
よ

り
止

水
ジ

ョ
イ

ン
ト

が
損

傷
し

た
場

合
，
安
全

施
設

等
へ

の
津

波
の

到
達

，
浸

水
に

よ

る
機
能

喪
失

が
想

定
さ

れ
る

。
 

○
 

止
水

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

最
低

気
温

を
考

慮
し
た

設
計
と

す
る

。
 

降
水
 

－
 

○
 

○
 

な
し
 

 

降
水

に
よ

る
海

水
面

の
上

昇
の

影
響

は
無

視
し

得
る
。
 

－
 

－
 

積
雪
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 

積
雪
荷

重
に

よ
り

損
傷

し
た

場
合

，
安
全

施
設

等

へ
の
津

波
の

到
達

，
浸

水
に

よ
る

機
能
喪

失
が

想

定
さ
れ

る
。
 

○
 

積
雪

荷
重

と
津

波
荷

重
を

考
慮

し
た

設
計

と

す
る
。
 



 

 

6 条（外事）-添付 21-7

設
計
上

考
慮

す
べ

き
 

外
部
事

象
 

①
随
伴

事

象
と
し

て

津
波
を

考

慮
要
 

②
独
立

事

象
と
し

て

津
波
が

重

畳
し
得

る
 

津
波
と

の
重

畳
を
 

考
慮
要
 

（
①
又

は
②

が
“

○
”）

津
波
防

護
施

設
の

機
能

喪
失

に
よ

る
 

安
全
施

設
等

の
機

能
喪

失
の

可
能

性
 

設
計
へ

の
 

反
映
要

否
 

機
能
維

持
の

た
め

の
対

応
方

針
 

落
雷
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 

落
雷

に
よ

り
津

波
監

視
設

備
の

機
能

喪
失

が
想

定
さ
れ

る
 

○
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
，

既
設

避
雷
設

備
の

遮
蔽

範
囲

内
へ

の
設

置
又

は
避

雷
設
備

の
設

置
，

避
雷

設
備

の
接

地
極

を
構

内
接
地

網
と

連
接

し
接

地
抵

抗
の

低
減

を
行

う
と
と

も
に

，
ラ

イ
ン

フ
ィ

ル
タ

や
絶

縁
回

路
を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

，
雷

サ
ー

ジ
の

侵
入
を

防
止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

火
山
の

影
響
 

－
 

－
 

－
 

な
し
 

 

以
下
の

と
お

り
，

重
畳

の
頻

度
は

無
視

し
得

る
。
 

想
定
す

る
火

山
の

確
率

：
2.
2
×
1
0－

５
／

y 

（
審
査
資

料
「

外
部
か

ら
の
衝

撃
に
よ

る
損
傷

の
防

止
（
そ
の

他
外
部

事
象

）」
よ

り
）
 

敷
地
高

さ
超

津
波

（
＞

T
.
P.
6
ｍ
）

の
確

率
：
 

約
3
.
8
×
1
0－

３
／

y※
 

※
 

海
水

ポ
ン

プ
室

の
壁

は
損

傷
し

な
い

た

め
，
ポ
ン

プ
室
水

密
高
さ

と
す
る

。
 

⇒
重
畳

確
率

：
p=
約

8
.
4×

1
0－

８
／

y 

･
･
･
目
安
値

P C
=
1×

1
0－

７
未

満
で

，
有
意
で

は
な
い

。
 

△
 

設
計

に
て

長
期

荷
重

に
対

す
る

構
造

健
全
性

を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

降
灰

後
に

適
宜
除

去
が
可

能
な

設
計

と
す

る
。
 

生
物
学

的
事

象
 

－
 

○
 

○
 

な
し
 

 生
物
に

よ
る

影
響
（
閉

塞
，
侵
入

）
に
よ

る
機

能

喪
失
モ

ー
ド

を
有

し
な

い
。
 

－
 

－
 



 

 

6 条（外事）-添付 21-8

設
計
上

考
慮

す
べ

き
 

外
部
事

象
 

①
随
伴

事

象
と
し

て

津
波
を

考

慮
要
 

②
独
立

事

象
と
し

て

津
波
が

重

畳
し
得

る
 

津
波
と

の
重

畳
を
 

考
慮
要
 

（
①
又

は
②

が
“

○
”）

津
波
防

護
施

設
の

機
能

喪
失

に
よ

る
 

安
全
施

設
等

の
機

能
喪

失
の

可
能

性
 

設
計
へ

の
 

反
映
要

否
 

機
能
維

持
の

た
め

の
対

応
方

針
 

森
林
火

災
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 

熱
影
響

に
よ

り
損

傷
し

た
場

合
，
安
全
施

設
等

へ

の
津
波

の
到

達
，
浸
水

に
よ

る
機

能
喪
失

が
想

定

さ
れ
る

。
 

○
 

・
森

林
火

災
の

熱
影

響
に

よ
る

強
度

低
下
及

び
止

水
ジ

ョ
イ

ン
ト

の
機

能
喪

失
を
起

こ

さ
な
い

設
計

と
す

る
。
 

・
防

潮
堤

上
の

津
波

監
視

設
備

が
森

林
火
災

の
影

響
で

機
能

を
喪

失
し

た
場

合
は
，

速

や
か
に

予
備

品
と

交
換

す
る

。
 

 
（

機
能

喪
失

の
可

能
性

が
あ

る
の

は
，
全

4
台

中
2
台

の
み

）
 

高
潮
 

－
 

○
 

○
 

あ
り
 

 高
潮

に
起

因
す

る
潮

位
上

昇
に

よ
り

防
潮

堤
を

越
波

し
た

場
合

，
安

全
施

設
等

へ
の

津
波

の
到

達
，
浸

水
に

よ
る

機
能

喪
失

が
想

定
さ

れ
る

。
 

○
 

高
潮

と
津

波
の

組
合

せ
を

考
慮

し
た

設
計
と

す
る
。
 

 



補足 1 

6 条（外事）-添付-21-9 

津波防護施設等を考慮した竜巻の年超過確率の評価について 

 

津波防護施設等を竜巻防護対象と仮定した場合の，設計竜巻（最大

風速 100m／s）の年超過確率を評価した。 

年超過確率の推定には，竜巻影響エリアに津波防護施設等を取り込

むことになるが，補図 1－1 に示すとおり，防潮堤を囲む円がその他の

外部事象防護対象施設を包含する形となるため，当該円を竜巻影響エ

リアと見なした。 

この竜巻影響エリアに対する設計竜巻（風速 100m／s）時の年超過確

率は，補表 1－1 に示すとおり約 3.9×10－ ６(1／y)と評価された。 

補図 1－1 津波防護施設等を考慮した場合の竜巻影響エリア



 

6 条（外事）-添付 21-10 

補表 1―1 年超過確率の評価結果 

ケース 
①ベース 

（現ハザード） 
②防潮堤考慮 

備考 

竜巻影響エリア
直列したゾーンごとの

小円に外接する大円 

防潮堤の外接円 

（他を包含） 

原子炉建屋

（R/B）  

円（D=188m）  

円（D≒800m）   

タービン建屋

（T/B）  

排気筒 

排気筒モニタ 

海水ポンプ室 

エリア 
円（D=44m）  

使用済燃料 

乾式貯蔵建屋 
円（D=60m）  

防潮堤 ― 

竜巻検討エリア

となる円の直径

（m） 

（第一位 切上） 

300 800 

ケ ース ① は 上記

3 エ リ ア の 直 径

の和 

竜巻影響エリア

の面積（m２） 
約71，000 約503,000  

設計竜巻 

（100m／s）の 

年超過確率 

約2.1×10－ ６  約3.9×10－ ６  

変 化 の 主 要 因

は ，確 率 算 出式

に おけ る エ リア

幅 寄与 分 （ 全体

の 約 50％ ） の増

加による。 

 

 



参考資料－1 

6 条（外事）-添付-参考 1-1 

地滑り影響評価について 

 

1. 周辺斜面評価 

  土砂災害危険箇所図（茨城県土木部河川課発行）によると，発電所の敷地

及びその近傍には土砂災害を起こすような急傾斜地崩壊危険箇所は存在しな

いため，発電所に影響が及ぶことはない。（第 1 図参照） 

 

2. 地滑り地形分布 

  地すべり地形分布図（独立行政法人防災科学技術研究所発行）によると，

発電所及びその近傍には地滑りを起こすような地形は存在しないことから，

発電所に影響が及ぶことはない。 

（第 2 図参照） 

  



6 条（外事）-添付-参考 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 土砂災害危険箇所図 

  

 

 

凡例 

東海第二発電所 

（赤線は防潮堤位置を示す）

茨城県土木部河川課発行 土砂災害危険箇所マップに加筆 

0                  1km



6 条（外事）-添付-参考 1-3 

 

 

第 2 図 地すべり地形分布図 

凡例 

 

国土地理院発行の地形図に防災科学技術研究所の地すべり地形分布データ（地すべり地形分

布図 「白河・水戸」（防災科学技術研究所（2004）)を重ねて表示し，加筆 

東海第二発電所 

（赤線は防潮堤位置を示す） 



 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 
 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（火山） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止 

（火山） 

 

＜目 次＞ 

1． 基本方針 

1．1 要求事項の整理 

1．2 追加要求事項に対する適合性（手順等含む） 

(1) 位置，構造及び設備 

 (2) 安全設計方針 

 (3) 適合性説明 

 

2． 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 

   別添資料１ 火山影響評価について 

 

3． 運用，手順説明資料 

   別添資料 2 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 



 

＜概 要＞ 

1．において，設計基準対象施設の設置許可基準規則，技術基準規則の追加

要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所における

適合性を示す。 

 

2．において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために

必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

 

 3．において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要

となる運用対策等を整理する。 
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及

び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（第 1.1－1

表）
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1.2 追加要求事項に対する適合性（手順等含む） 

(1) 位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない

設計とする。 
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なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せに

ついては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象

が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳する

ことで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対

しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。 

 

(a-7) 火山の影響 

安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機

能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿

潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により降下火砕物による直接的影響に対して機能維持するこ
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と若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修

復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とする

こと 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とする

こと 

・換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉

塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計

測制御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにく

い設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐

食）並びに換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的

影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とす

ること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火

砕物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とする

こと 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り

込む機構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所

の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とするこ

と 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火
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砕物の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取

替え若しくは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路

循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とするこ

と 

さらに，降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部

電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源

の供給が継続できることにより安全機能を損なわない設計と

する。 

【別添資料１：(3.2：1-6)】 
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(2) 安全設計方針 

1.7.7 火山防護に関する基本方針 

1.7.7.1 設計方針 

(1) 火山事象に対する施設の基本方針 

安全施設は，火山事象に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保する

ために必要な機能を損なわない設計とする。このため，「添付書類六 7. 

火山」で評価し抽出された発電所に影響を及ぼし得る火山事象である降下

火砕物に対して，対策を行い，建屋による防護，構造健全性の維持，代替

設備の確保等によって，安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構

築物，系統及び機器とする。 

降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要

がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，建屋による防護又は構造健

全性の維持等により安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.2：1-6)】 

 

(2) 降下火砕物の設計条件 

ａ．設計条件の検討・設定 

発電所の敷地において考慮する火山事象は，「添付書類六 7. 火

山」に示すとおり降下火砕物のみである。 

降下火砕物の層厚は，降下火砕物の分布状況，シミュレーション及び

分布事例による検討結果から総合的に判断し，保守的に 50cm と設定す

る。なお，鉛直荷重については，湿潤状態の降下火砕物に，建築基準法

の考え方に基づいた東海村における平均的な積雪量を踏まえて設定する。 
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粒径及び密度については，文献調査及び地質調査の結果を踏まえ，粒

径 8.0mm 以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿潤状態）

と設定する。 

【別添資料１：(3.1：1-5)】 

 

(3) 評価対象施設等の抽出 

外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は外殻となる建屋により防護

する設計とし，評価対象施設を，建屋，屋外に設置されている施設，降下

火砕物を含む海水の流路となる施設，降下火砕物を含む空気の流路となる

施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施

設に分類し抽出する。また，評価対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設を評価対象施設等という。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降下火砕物により損傷した

場合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

ａ．建屋 

  ・原子炉建屋 

  ・タービン建屋 

  ・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・排気筒モニタ建屋 

ｂ．屋外に設置されている施設 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ」とい

う。） 
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・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレ

ーナ」という。） 

・非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）吸気口」という。） 

・中央制御室換気系冷凍機 

・非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン（以下「非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファン」という。） 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系排気筒 

・放水路ゲート 

・排気筒モニタ 

ｃ．降下火砕物を含む海水の流路となる施設 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ及び下流設備 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

ｄ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設 
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・非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）」という。） 

・換気空調設備（外気取入口）のうち中央制御室換気系 

・換気空調設備（外気取入口）のうち非常用ディーゼル発電機室換気

系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気系（以下「非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）換気系」という。） 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系排気筒 

・排気筒モニタ 

ｅ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設 

・計測制御設備（安全保護系） 

ｆ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，外部事

象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器及び排気管，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機排気消音器及び排気管（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管」という。） 

・海水取水設備（除塵装置） 

・換気空調設備（外気取入口） 

上記により抽出した評価対象施設等を第 1.7.7－1 表に示す。 

【別添資料１：(3.3：1-6 17)】 

 

(4) 降下火砕物による影響の選定 



 

11 

降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況等を考慮して，

降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外

の影響（以下「間接的影響」という。）を選定する。 

ａ．降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。 

(a) 火山ガラス片，鉱物結晶片から成る(1)。ただし，火山ガラス片は砂

よりもろく硬度は低く(2)，主要な鉱物結晶片の硬度は砂同等又はそれ

以下である(3) (4)。 

(b) 硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付

着している(1)。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を

生じさせることはない(5)。 

(c) 水に濡れると導電性を生じる(1)。 

(d) 湿った降下火砕物は乾燥すると固結する(1)。 

(e) 降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い(1)。 

【別添資料１：(3.4.1：1-18)】 

 

ｂ．直接的影響 

降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐

食，大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設等の構造

や設置状況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。 

(a) 荷重 

「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に

堆積し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」及び建屋及び屋外

設備に対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。 

評価に当たっては以下の荷重の組合せを考慮する。 
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ⅰ) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷

重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

ⅱ) 設計基準事故時荷重 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物によって安全機能を損なわ

ない設計とするため，設計基準事故とは独立事象である。 

また，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じる屋外設

備としては，残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

が考えられるが，設計基準事故時においても，通常運転時の系統内

圧力及び温度と変わらず，機械的荷重が変化することはないため，

設計基準事故時荷重と降下火砕物との組合せは考慮しない。 

ⅲ) その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外の自然現象は，荷重の

影響において風（台風）及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適

切に組み合わせる。 

(b) 閉塞 

「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が

流路の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含

む空気が機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気系

及び計測制御系の機械的影響（閉塞）」である。 

(c) 摩耗 

「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が

流路に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部にお

ける摩耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩
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耗させる「換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（摩耗）」で

ある。 

(d) 腐食 

「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐

食性ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化

学的影響（腐食）」，換気系，電気系及び計測制御系において降下火

砕物を含む空気の流路を腐食させる「換気系，電気系及び計測制御系

に対する化学的影響（腐食）」及び海水に溶出した腐食性成分により

海水管等を腐食させる「水循環系の化学的影響（腐食）」である。 

(e) 大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚

染された発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入す

ることによる居住性の劣化及び降下火砕物の除去，屋外設備の点検等，

屋外における作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。 

(f) 水質汚染 

「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物

が混入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備

により水処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工

業用水を直接給水として使用しないこと，また水質管理を行っている

ことから，安全施設の安全機能には影響しない。 

(g) 絶縁低下 

「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，

電気系及び計測制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の

絶縁低下」である。 

【別添資料１：(3.4.2：1-18 20)】 
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ｃ．間接的影響 

(a) 外部電源喪失及びアクセス制限 

降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った

降下火砕物が送電線の碍子，開閉所等の充電露出部等に付着し絶縁低

下を生じさせることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部

電源喪失」及び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に

伴う「アクセス制限」である。 

【別添資料１：(3.4.3：1-20)】 

 

(5) 降下火砕物による直接的影響に対する設計 

直接的影響については，評価対象施設等の構造や設置状況等（形状，機

能，外気吸入及び海水通水の有無）を考慮し，想定される各影響因子に対

して，影響を受ける各評価対象施設等が安全機能を損なわない以下の設計

とする。 

評価対象施設等のうち放水路ゲートについては，津波の流入を防ぐため

の閉止機能を有している。火山の影響を起因として津波が発生することは

ないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない期間

に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性気体廃棄物処理

施設の破損の検出手段として期待している。火山の影響を起因として放射

性気体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象としての

重畳の可能性を考慮し，排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 
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ａ．降下火砕物による荷重に対する設計 

(a) 構造物への静的負荷 

評価対象施設等のうち，構造物への静的負荷を考慮すべき施設は，

降下火砕物が堆積する以下の施設である。 

・建屋 

  原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱

除去系海水系ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）吸気口，中央制御室換気系冷凍機，非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，外

部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）排気消音器及び排気管 

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を

有することにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計と

する。若しくは，降下火砕物が堆積しにくい又は直接堆積しない構造

とすることで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

評価対象施設等の建屋においては，建築基準法における一般地域の
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積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことか

ら，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。また，降

下火砕物による荷重と他の荷重を組合せた状態に対する許容限界は次

のとおりとする。 

・原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

原子炉建屋に要求されている気密性及び遮蔽性を担保する屋根ス

ラブは，建築基準法の短期許容応力度を許容限界とする。また，屋

根スラブとともに建屋の構造強度を担保する主トラスは，終局耐力

に対して妥当な安全余裕を有する許容限界とする。 

落下によって内包する外部事象防護対象施設が損傷することを防

止する屋根スラブは，部材の終局耐力を許容限界とする。また，複

数部材で構成されている主トラスの崩壊によって内包する外部事象

防護対象施設が損傷することを防止するため，主トラスは構造物全

体として崩壊機構が形成されないことを許容限界とする。 

・建屋を除く評価対象施設等 

許容応力を「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987

（日本電気協会）」等に準拠する。 

【別添資料１：(3.6.1：1-21 23)】 

 

(b) 粒子の衝突 

評価対象施設等のうち，建屋及び屋外設備は，「粒子の衝突」に対

して，「1.7.2 竜巻防護に関する基本方針」に基づく設計によって，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。  

【別添資料１：(3.6.1：1-23)】 
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ｂ．降下火砕物による荷重以外に対する設計 

降下火砕物による荷重以外の影響は，構造物への化学的影響（腐食），

水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及

び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）等に

より安全機能を損なわない設計とする。 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計については，「ｃ．

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計」に示す。 

(a) 構造物への化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，構造物への化学的影響（腐食）を考慮すべ

き施設は，降下火砕物の直接的な付着による影響が考えられる以下の

施設である。 

・建屋 

 原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去

系海水系ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口，

中央制御室換気系冷凍機，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン，主排気

筒，非常用ガス処理系排気筒 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，外

部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
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を含む。）排気消音器及び排気管 

金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによっ

て直ちに金属腐食を生じないが，外装の塗装等によって短期での腐食

により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等によ

り，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-23 24)】 

 

(b) 水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化

学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む海水の流路となる施設 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去

系海水系ストレーナ及び下流設備，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ及び

下流設備 

・降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，外

部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

海水取水設備（除塵装置） 

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞することは

ないが，当該施設については，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅

を設けることにより，海水の流路となる施設が閉塞しない設計とする。 

内部における摩耗については，主要な降下火砕物は砂と同等又は砂

より硬度が低くもろいことから，摩耗による影響は小さい。また当該
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施設については，定期的な内部点検及び日常保守管理により，状況に

応じて補修が可能であり，摩耗により外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火

砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用

や塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，

日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-24 25)】 

 

(c) 電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影

響（腐食） 

評価対象施設等のうち，電気系及び計測制御系に対する機械的影響

（閉塞）及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設で

ある。 

・屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

機械的影響（閉塞）については，残留熱除去系海水系ポンプ及び

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプの電動機本体は外気と遮断された全閉構

造，空気冷却器の冷却管内径及び冷却流路は降下火砕物粒径以上

の幅を設ける構造とすることにより，機械的影響（閉塞）により

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下
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火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の

使用や塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設の

安全機能を損なうことのない設計とする。なお，長期的な腐食の影

響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な

設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-25 26)】 

 

(d) 絶縁低下及び化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮す

べき施設は，以下の施設である。 

・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する

施設 

計測制御設備（安全保護系） 

当該施設の設置場所は中央制御室換気系にて空調管理されており，

本換気空調系の外気取入口にはバグフィルタを設置していることから，

仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて

細かな粒子である。 

また，本換気空調系については，外気取入ダンパを閉止し閉回路循

環運転を行うことにより侵入を阻止することも可能である。 

バグフィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能

を有すること，また外気取入ダンパの閉止による侵入防止が可能な設

計とすることにより，降下火砕物の付着に伴う絶縁低下及び化学的影

響（腐食）による影響を防止し，計測制御設備（安全保護系）の安全

機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.2：1-26 27)】 
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ｃ．外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して，以下のとおり安全機能

を損なわない設計とする。 

(a) 機械的影響（閉塞） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による

機械的影響（閉塞）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流

路となる以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。），非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口，換気空調設備（外気取入口），主排

気筒，非常用ガス処理系排気筒 

各施設の構造上の対応として，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，開口部を下向きの

構造とすることにより，降下火砕物が流路に侵入しにくい設計とする。 

主排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，主排気筒の構造から

排気流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気筒は，降下

火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下

火砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。 

また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の

空気の流路にそれぞれフィルタを設置することにより，フィルタメッ

シュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さらに降

下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可能な構造と
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することで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火

砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-27 28)】 

 

(b) 機械的影響（摩耗） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による

機械的影響（摩耗）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設のうち摺動部を有する施

設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。） 

主要な降下火砕物は砂と同等又は砂より硬度が低くもろいことから，

摩耗の影響は小さい。 

構造上の対応として，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）吸気口の開口部を下向きとすることに

よりディーゼル発電機機関に降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，仮にディーゼル発電機機関の内部に降下火砕物が侵入した場

合でも耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の安

全機能を損なわない設計とする。 

外気を取り入れる非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）の空気の流路にフィルタを設置することに

より，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい

設計とし，摩耗により非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
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ディーゼル発電機を含む。）の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-28 29)】 

 

(c) 化学的影響（腐食） 

評価対象施設等のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による

化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，以下の施設である。 

・降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。），換気空調設備（外気取入口），主排気筒，非常用ガス

処理系排気筒 

金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生

じないが，塗装の実施等によって，腐食により外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の

影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な

設計とする。 

【別添資料１：(3.6.3：1-29 30)】 

 

(d) 大気汚染（発電所周辺の大気汚染） 

大気汚染を考慮すべき中央制御室は，降下火砕物により汚染された

発電所周辺の大気が，中央制御室換気系の外気取入口を通じて中央制

御室に侵入しないようバグフィルタを設置することにより，降下火砕

物が外気取入口に到達した場合であってもフィルタメッシュより大き

な降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とする。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内への降下火砕物
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の侵入を防止する。さらに外気取入遮断時において，酸素濃度及び二

酸化炭素濃度の影響評価を実施し，室内の居住性を確保する設計とす

る。 

【別添資料１：(3.6.3：1-30)】 

 

(6) 降下火砕物による間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網の

損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアク

セス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の安全機

能を維持することで，発電用原子炉の停止及び停止後の発電用原子炉の冷

却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要となる電源

の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。電源の供給に関する設計方針は，「10.1 非常用電源設

備」に記載する。 

【別添資料１：(3.8：1-34)】 

 

1.7.7.2 手順 

降下火砕物の降灰時における手順について，降下火砕物の除去（資機材含

む。）等の対応を適切に実施するため，以下について手順を定める。 

(1) 降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備に長期間降下火砕物に

よる荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生

じる状況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除

去を適切に実施する手順を定める。 
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(2) 降灰が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換

気空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕物の

侵入を防止する手順を定める。 

(3) 降灰が確認された場合には，換気空調設備の外気取入口のバグフィル

タについて，バグフィルタ差圧又は流量を確認するとともに，状況に応

じて取替え又は清掃を実施する手順を定める。 

(4) 降灰確認後，放水路ゲートに損傷を発見した場合の措置について，放

水路ゲートの駆動装置に損傷を発見した場合，安全機能を回復するため

に速やかな補修等を行う手順を整備し，的確に実施する。また，速やか

な補修等が困難と判断された場合には，プラントを停止する手順を整備

し，的確に実施する。 

【別添資料１：(3.7：1-32 34)】 

 

1.7.7.3 参考文献 

(1) 広域的な火山防災対策に係る検討会（第 3 回）資料 2 内閣府 

(2) 「シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状」武若耕司，コンク

リート工学，Vol.42，2004 

(3) 「新編火山灰アトラス［日本列島とその周辺］第 2 刷」町田洋ほか，

東京大学出版会，2011 

(4) 「理科年表（2017）」国立天文台編 

(5) 「火山環境における金属材料の腐食」出雲茂人，末吉秀一他，防食技

術 Vol.39，1990 
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第 1.7.7－1 表 評価対象施設等の抽出結果 

 設備区分 評価対象施設等 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
等 

建屋 

・原子炉建屋 

・タービン建屋 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・排気筒モニタ建屋 

屋外に設置されてい

る施設 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）吸気口 

・中央制御室換気系冷凍機 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）室ルーフベントファン 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系排気筒 

・放水路ゲート 

・排気筒モニタ 

降下火砕物を含む海

水の流路となる施設

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ及び下流設備 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

降下火砕物を含む空

気の流路となる施設

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。） 

・換気空調設備（外気取入口）のうち中央制御室換気系 

・換気空調設備（外気取入口）のうち非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室換

気系 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系排気筒 

・排気筒モニタ 

外気から取り入れた

屋内の空気を機器内

に取り込む機構を有

する施設 

・計測制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設等

に波及的影響を及ぼし得

る施設 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）排気消音器及び排気管 

・海水取水設備（除塵装置） 

・換気空調設備（外気取入口） 
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(3) 適合性説明 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項におい

て同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，

敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定し，設計

基準を設定するに当たっては，発電所の立地地域である東海村に対する規

格・基準類による設定値及び東海村で観測された過去の記録等をもとに設定

する。なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された

過去の記録について設計への影響を確認する。また，これらの自然現象ごと

に関連して発生する可能性がある自然現象も含める。 

安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地で想定される自然現
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象に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，

発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得

る環境条件を考慮する。 

発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設定し，自然現

象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(8) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響

が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安全機能

を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）に対して降下

火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制御系

の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並び

に換気系，電気系及び計測制御系の化学的影響（腐食）に対して短

期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が侵

入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 
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・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構

を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備は

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除

去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しくは清掃

又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施により安全

機能を損なわない設計とすること 

また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維

持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網

の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象が生じた場合については，降下火砕物に対して非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の

安全機能を維持することで，発電用原子炉の停止及び停止後の発電用原

子炉の冷却並びに使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要

となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）により継続できる設計とすることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 
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4. まとめ 
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資料 

－１  降下火砕物の特徴について 

  －２  評価すべき影響の要因と評価手法 

  －３  直接的影響の評価結果 

  －４  建屋構築物に係る影響評価 

  －５  残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（電動機

含む）に係る影響評価 

  －６  残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

（下流設備含む）に係る影響評価 

  －７  海水取水設備に係る影響評価 

  －８  計測制御設備（安全保護系）に係る影響評価 

  －９  換気空調設備に係る影響評価 

  －１０ 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）に係る影響評価 

  －１１ 主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 

  －１２ 間接的影響の評価結果 

 

参考資料 

－１  発電用原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備について 

－２  降下火砕物堆積荷重評価への材料強度×1.1 の適用について 

－３  降下火砕物の残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ基礎部堆積による影響評価について 
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 －４  降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について 

－５  原子力発電所で使用する塗料について 

－６  降下火砕物の金属腐食研究について 

－７  給水処理設備に係る影響評価について 

－８  降下火砕物のその他の設備への影響評価について 

－９  降下火砕物の除去に要する時間及び灰置場について 

－１０ 降水による降下火砕物の固結の影響について 

－１１ 火山影響評価ガイドとの整合性について 

－１２ 原子炉建屋の健全性評価について 

－１３ タービン建屋の健全性評価について 

－１４ 外部事象に対する津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

の防護方針について 

－１５ 降下火砕物の偏りによる影響評価について 

－１６ 除灰時の人員荷重の考え方について 

－１７ 気中降下火砕物対策に係る検討について 
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1. 基本方針 

1.1 概要 

  原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規

則第五号）」第六条において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全施

設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において

も安全機能を損なわないものでなければならないとしており，敷地周辺の自

然環境を基に想定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げている。 

  火山の影響により発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であ

ることを評価するため，火山影響評価を行い，発電用原子炉施設へ影響を与

えないことを評価する。 

 

  



 

6 条(火山)-1-2 

1.2 火山影響評価の流れ 

  火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を参照し，第 1.2

－1 図のフローに従い立地評価と影響評価の 2 段階で行う。 

  立地評価では，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い，抽出

された火山の火山活動に関する個別評価を行う。具体的には設計対応不可能

な火山事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。 

  設計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価され

た場合は，原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の抽出とその

影響評価を行う。 

  影響評価では，個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性につい

て「3.1 火山事象の影響評価」にて評価を行う。（第 1.2－2 図） 

  なお，立地評価及び原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の

抽出とその影響評価については，「添付書類六 7.火山」にて示す。 

 

第 1.2－1 図 火山影響評価の基本フロー  
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3.1 火山事象の影響評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－2 図 影響評価のフロー 

 

3.3 火山事象（降下火砕物）から防護する施設 

3.3 火山事象（降下火砕物）から防護する施設 

3.2 火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針 

3.3 火山事象（降下火砕物）から防護する施設 

3.4.1 降下火砕物の特徴 

3.4.2 直接的影響 

 

・構造物への静的負荷 

・水循環系の閉塞，内部における摩耗 

・換気系・電気系及び計測制御系に対す

る機械的及び化学的影響 

・発電所の大気汚染 

・化学的腐食 

・絶縁低下 

3.4.3 間接的影響 

 

・外部電源喪失 

・アクセス制限 

3.7 降下火砕物の除去等の対策 

3.1 降下火砕物の設計条件 

・堆積厚さ，密度，粒径 
3.5 設計荷重の設定 

3.8 降下火砕物の間接的影響に対する設計

3.6 降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 
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2．立地評価 

2.1 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

  地理的領域（160km）に位置する第四紀火山（32 火山）について，完新世

の活動の有無，将来の活動性を検討した結果，原子力発電所に影響を及ぼし

得る火山として，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，日光白根山，赤城

山，燧ケ岳，安達太良山，磐梯山，沼沢，吾妻山，榛名山，笹森山，子持山

の 13 火山を抽出した。 

 

2.2 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

  原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した 13 火山について，

設計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及

び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動）が影響を及ぼす可能性について

個別評価を行った。 

  火砕物密度流については，敷地と火砕密度流の到達可能性範囲の距離から

発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 

  溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊については，敷地と火山の距離

から発電所に影響を及ぼす可能性はないと評価した。 

  新しい火口の開口，地殻変動については，敷地は火山フロントより前弧側

（東方）に位置すること，敷地周辺では火成活動は確認されていないことか

ら，この事象が発電所の運転期間中に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと

評価した。 

  以上から，設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性はな

く，この結果から，抽出した 13 火山はモニタリングの対象とならないと判

断した。 
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3．影響評価 

3.1 火山事象の影響評価 

  将来の活動可能性のある火山若しくは将来の活動可能性を否定できない火

山について，発電所の運用期間中の噴火規模を考慮し，原子力発電所の安全

機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果，降下火砕物のみが発電所

に影響を及ぼし得る火山事象となった。よって，降下火砕物による安全施設

への影響評価を行う。 

  影響評価に用いる条件として，降下火砕物の分布状況，シミュレーション

及び分布事例から総合的に判断し，保守的に堆積厚さ 50cm と設定する。ま

た，粒径及び密度については，文献調査及び地質調査の結果を踏まえ粒径 8mm

以下，密度 0.3 g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿潤状態）と設定した。

第 3.1－1 表に設計条件を示す。 

 

第 3.1－1 表 降下火砕物の設計条件 

項目 設定条件 備考 

堆積厚さ 50cm 
鉛直荷重に対する健全性評価に

使用 
密度 

0.3g／cm３ ～ 1.5g／cm３ 

（乾燥状態） （湿潤状態） 

粒径 8mm 以下 

水循環系の閉塞及び換気系，電

気系及び計測制御系に対する機

械的影響評価に使用 
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3.2 火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針 

  将来の活動可能性を否定できない火山について，発電所の運用期間中の噴

火規模を考慮し，発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した

結果，「3.1 火山事象の影響評価」に示すとおり該当する火山事象は降下火

砕物のみであり，地理的領域（160km）の広範囲に影響を及ぼす降下火砕物に

対し，安全施設の安全機能を損なわない設計とする。以下に火山事象（降下

火砕物）に対する設計の基本方針を示す。 

 (1) 降下火砕物による直接的な影響（荷重，閉塞，摩耗，腐食等）に対して，

安全機能を損なわない設計とする。 

 (2) 発電所内の構築物，系統及び機器における降下火砕物の除去等の対応が

可能な設計とする。 

 (3) 降下火砕物による間接的な影響である 7 日間の外部電源の喪失，発電所

外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，発電所の安全性を維持

するために必要となる電源の供給が継続でき，安全機能を損なわない設計

とする。 

 

3.3 火山事象（降下火砕物）から防護する施設 

  「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（平成 25 年 6 月 28 日原子炉規制委員会規則第五号）」第六条におい

て，「安全施設は，想定される自然現象が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。」とされていることから，降下火砕

物の影響から防護する施設は，発電用原子炉施設の安全性を確保するため，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規

定されている安全重要度分類クラス１，クラス２及びクラス３に該当する構

築物，系統及び機器とする。 
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  また，以下の点を踏まえ，外部事象防護対象施設は，発電用原子炉を停止

するため又は停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必

要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系

統及び機器，並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持する

ために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構

築物，系統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全

評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。また，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する建

屋を併せて外部事象防護対象施設等という。 

・降下火砕物襲来時の状況を踏まえ，必要に応じプラント停止の措置を

とること 

・プラント停止後は，その状態を維持することが重要であること 

 

その上で，外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は内包する建屋に

より防護する設計とし，評価対象施設を，建屋，屋外に設置されている施

設，降下火砕物を含む海水の流路となる施設，降下火砕物を含む空気の流

路となる施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を

有する施設に分類し抽出する。また，評価対象施設及び外部事象防護対象

施設等に波及的影響を及ぼし得る施設を評価対象施設等という。 

上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること

若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等の対応又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 
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以上を踏まえた抽出フローを第 3.3－1 図に示す。抽出フローに基づき抽

出した評価対象施設等を第 3.3－1 表，第 3.3－2 表に示すとともに，評価

対象施設等の設置場所を第 3.3－2 図に示す。 

また，発電用原子炉の高温停止，冷温停止に必要となる機能を達成する

ために必要となる施設を参考資料－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3－1 図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー

Yes 

No No 

・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器 
・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

No

①安全重要度分類の
クラス 1，クラス 2
に属する構築物等 

②安全評価※１上 
期待する安全重要
度分類のクラス 3
に属する構築物等 

①及び②を内包 
する建屋 

※1 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 
※2 降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等
の対応が可能であることを確認する。 

その他の施設
※２

 外部事象防護対象施設 

Step1 

Yes Yes

外部事象防護対象施設を内包

する建屋（外部事象防護対象

施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 
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ポ

ン
プ

 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

含
む

。
）

海
水

ポ
ン

プ
 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

ス

ト
レ

ー
ナ

及
び

下
流

設
備

 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

含
む

。
）

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

含

む
。

）
 

・
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

 

［
中

央
制

御
室

換
気

系
，

デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
室

換
気

系
］

 

・
主

排
気

筒
 

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

気
筒

 

・
排

気
筒

モ
ニ

タ
 

・
計

測
制

御
設

備
 

（
安

全
保

護
系

）
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
 

外
部

事
象

 

防
護

対
象

施
設

等
に

波
 

及
的

影
響

を
及

ぼ
し

得
 

る
施

設
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

含
む

。
）

排
気

消
音

器
及

び
排

気
管

 

・
海

水
取

水
設

備
（

除
塵

装

置
）

 

・
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 Y
e
s
 

N
o
 

そ
の

他
の

施
設
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第 3.3－1 表 評価対象施設等の抽出結果 

 設備区分 評価対象施設等 

外
部
事
象
防
護
対
象
施
設
等 

建屋 

・原子炉建屋 
・タービン建屋 
・使用済燃料乾式貯蔵建屋 
・排気筒モニタ建屋 

屋外に設置されてい

る施設 

・残留熱除去系海水系ポンプ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 
・残留熱除去系海水系ストレーナ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）吸気口 
・中央制御室換気系冷凍機 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）室ルーフベントファン 
・主排気筒 
・非常用ガス処理系排気筒 
・放水路ゲート 
・排気筒モニタ 

降下火砕物を含む海

水の流路となる施設

・残留熱除去系海水系ポンプ 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプ 
・残留熱除去系海水系ストレーナ及び下流設備 
・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ及び下流設備 

降下火砕物を含む空

気の流路となる施設

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。） 
・換気空調設備（外気取入口）のうち中央制御室換気系 
・換気空調設備（外気取入口）のうち非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室換

気系 
・主排気筒 
・非常用ガス処理系排気筒 
・排気筒モニタ 

外気から取り入れた

屋内の空気を機器内

に取り込む機構を有

する施設 

・計測制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設等

に波及的影響を及ぼし得

る施設 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
・海水取水設備（除塵装置） 
・換気空調設備（外気取入口） 
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第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

１
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外

施
設

 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
1
 

そ
の

損
傷

又
は

故
障

に

よ
り

発
生

す
る

事
象

に

よ
っ

て
，

 

(
a
)
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
，

又
は

 

(
b
)
 
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

引
き

起
こ

す
お

そ

れ
の

あ
る

構
築

物
，

系

統
及

び
機

器
 

１
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
機

能
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

構
成

す
る

機
器

・
配

管
系

（
計

装
等

の
小

口
径

配
管

・
機

器
は

除
く

。
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）
過

剰
反

応
度

の
印

加

防
止

機
能

 
制

御
棒

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

３
）
炉

心
形

状
の

維
持

機

能
 

炉
心

支
持

構
造

物
（

炉
心

シ
ュ

ラ
ウ

ド
，

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
，

上
部

格
子

板
，

炉
心

支
持

板
，

制
御

棒
案

内
管

）
，
燃

料
集

合
体
（

た
だ

し
，
燃

料
を

除
く

。
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

M
S
-
1
 

１
）

異
常

状
態

発
生

時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧

を
防

止
し

，
敷

地
周

辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射

線
の

影
響

を
防

止
す

る

構
築

物
，

系
統

及
び

機

器
 

１
）
原

子
炉

の
緊

急
停

止

機
能

 

原
子

炉
停

止
系

の
制

御
棒

に
よ

る
系

（
制

御
棒

及
び

制
御

棒
駆

動
系

（
ス

ク
ラ

ム
機

能
）
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

未
臨

界
維

持
機

能
 

原
子

炉
停

止
系
（

制
御

棒
に

よ
る

系
，

ほ
う

酸
水

注
入

系
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

３
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

防

止
機

能
 

逃
が

し
安

全
弁

（
安

全
弁

と
し

て
の

開
機

能
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

４
）
原

子
炉

停
止

後
の

除

熱
機

能
 

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

（
残

留
熱

除
去

系
，

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

逃
が

し
安

全
弁
（

手
動

逃
が

し
機

能
）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

自
動

減
圧

系
（

手
動

逃
が

し
機

能
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

 
 

※
1
 

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
 

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
 

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず
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第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

２
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入

空
気

を
機

器

内
に

取
り

込

む
機

構
を

有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

M
S
-
1
 

１
）

異
常

状
態

発
生

時
に

原
子

炉
を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去
し

，
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

５
）

炉
心

冷
却

機
能

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

（
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

，
低

圧
注

水
系

，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
，

自
動

減
圧

系
）

 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

６
）

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込

め
機

能
放

射
線

の
遮

へ
い

及

び
放

出
低

減
機

能
 

原
子

炉
格

納
容

器
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
弁

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
冷

却
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

原
子

炉
建

屋
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

（
原

子
炉

棟
）

 

原
子

炉
建

屋
（

Ｍ
Ｓ

－
３

（
間

接
関

連
系

）
）

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

○
 

(
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取

入
口

）
)
 

・
換

気
空

調
設

備
（

外
気

取
入

口
）

 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

気
配

管
 

非
常

用
再

循
環

ガ
ス

処
理

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

遮
蔽

設
備

（
原

子
炉

遮
蔽

壁
，

一
次

遮
蔽

壁
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

遮
蔽

設
備

（
二

次
遮

蔽
壁

）
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

 

M
S
-
1
 

２
）

安
全

上
必

須
な

そ
の

他
の

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）

工
学

的
安

全
施

設
及

び

原
子

炉
停

止
系

へ
の

作
動

信

号
の

発
生

機
能

 

安
全

保
護

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

○
 

－
 

・
計

測
制

御
設

備
（

安
全

保
護

系
）

 

２
）

安
全

上
特

に
重

要
な

関

連
機

能
 

非
常

用
所

内
電

源
系

（
Ｍ

Ｓ
－

１
関

連
の

も
の

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
吸

気
口

)
 

×
 

○
 

(
機

関
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

吸
気

口
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

 

非
常

用
所

内
電

源
系

（
Ｍ

Ｓ
－

３
（

間
接

関
連

系
）
）

 
○

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

○
 

(
排

気
消

音
機

及
び

排
気

管
)
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を

含
む

。
）

排
気

消
音

器
及

び
排

気
管

 

   

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
 

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
 

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
 



  

6 条(火山)-1-13 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

３
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水

流
路

施

設
 

④
空

気

流
路

施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を

受
け

る
施

設
で

あ
っ

て
，

そ
の

停
止

等
に

よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要

度
の

施
設

の
運

転
に

影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の

あ
る

屋
外

施
設

 

M
S
-
1
 

２
）

安
全

上
必

須
な

そ

の
他

の
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

（
続

き
）

 

２
）

安
全

上
特

に
重

要
な

関
連

機
能

（
続

き
）

 

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
・

非
常

用
換

気
空

調
系

 

（
Ｍ

Ｓ
－

１
関

連
の

も
の

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
冷

凍
機

，

ル
ー

フ
ベ

ン

ト
フ

ァ
ン

)
 

×
 

○
 

(
外

気
取

入
口

)
 

×
 

－
 

・
中

央
制

御
室

換
気

系
冷

凍
機

 
・

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。

）
室

ル
ー

フ
ベ

ン
ト

フ
ァ

ン
，

 
・

換
気

空
調

設
備

（
外

気
取

入
口

）
［

中
央

制

御
室

換
気

系
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。

）
室

換
気

系
］

 

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
（

Ｍ
Ｓ

－
１

関
連

の
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

○
 

(
ポ

ン
プ

，
ス

ト
レ

ー
ナ

)
 

○
 

(
ポ

ン

プ
，

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
)
 

×
 

×
 

－
 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

ポ
ン

プ
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。
）

用

海
水

ポ
ン

プ
 

・
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
 

・
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
（

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
含

む
。
）

用

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
及

び
下

流
設

備
 

非
常

用
補

機
冷

却
水

系
（

Ｍ
Ｓ

－
３

（
間

接
関

連
系

）
）

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 

（
除

塵
装

置
）

 
・

海
水

取
水

設
備

（
除

塵
装

置
）

 

直
流

電
源

系
（

Ｍ
Ｓ

－
１

関
連

の
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

そ
の

他
（

放
水

路
ゲ

ー
ト

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

放
水

路
ゲ

ー
ト

 

P
S
-
2
 

１
）
そ

の
損

傷
又

は
故

障

に
よ

り
発

生
す

る
事

象

に
よ

っ
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大

量
の

破
損

を
直

ち
に

引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な

い
が

，
敷

地
外

へ
の

過
度

の
放

射
性

物
質

の
放

出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機

能
（

た
だ

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ

れ
て

い

る
計

装
等

の
小

口
径

の
も

の
及

び

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て

い
な

い
も

の
は

除
く

。
）

 

主
蒸

気
系

（
格

納
容

器
隔

離
弁

の
外

側
の

み
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

・
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
（

格
納

容
器

隔
離

弁
の

外
側

の
み

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も

の
で

あ
っ

て
，

放
射

性
物

質
を

貯
蔵

す
る

機
能

 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

（
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
大

き
い

も
の

）（
活

性
炭

式
希

ガ
ス

ホ
ー

ル
ド

ア
ッ

プ
装

置
）

 

○
 

－
※

２
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

（
使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
を

含
む

。
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
容

器
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋

 

３
）
燃

料
を

安
全

に
取

り
扱

う
機

能
燃

料
取

扱
設

備
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

 

○
：

Ye
s 

×
：

N
o 

－
：

該
当

せ
ず

 

※
1
 

間
接

関
連

系
は

，
当

該
系

の
機

能
に

直
接

必
要

な
い

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
た

め
，

記
載

は
省

略
し

た
。

（
評

価
対

象
施

設
等

に
関

す
る

も
の

を
記

載
）

 

※
2
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

等
と

し
て

抽
出

し
て

い
る

た
め

，
本

項
目

に
は

該
当

し
な

い
。
（

S
t
e
p
2
へ

進
む

）
 

※
3
 

原
子

炉
建

屋
に

つ
い

て
は

，
当

該
建

屋
が

M
S
-
1
の

機
能

を
有

す
る

評
価

対
象

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
記

載
を

省
略

し
た

。
 



  

6 条(火山)-1-14 

 

第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

４
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外

施
設

 

③
海

水
流

路
施

設
 

④
空

気
流

路
施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
2
 

２
）

通
常

運
転

時
及

び
運

転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

に

作
動

を
要

求
さ

れ
る

も
の

で

あ
っ

て
，
そ

の
故

障
に

よ
り

，

炉
心

冷
却

が
損

な
わ

れ
る

可

能
性

の
高

い
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

 

１
）

安
全

弁
及

び
逃

が
し

弁
の

吹
き

止
ま

り
機

能
 

逃
が

し
安

全
弁

（
吹

き
止

ま
り

機
能

に
関

連
す

る
部

分
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

M
S
-
2
 

１
）

Ｐ
Ｓ

－
２

の
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

の
損

傷
又

は

故
障

に
よ

り
敷

地
周

辺
公

衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影
響

を

十
分

小
さ

く
す

る
よ

う
に

す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

１
）

燃
料

プ
ー

ル
水

の
補

給
機

能
 

非
常

用
補

給
水

系
 

○
 

－
※

２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

放
射

性
物

質
放

出
の

防
止

機
能

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系
の

隔
離

弁
 

○
 

－
※

２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
タ

ー
ビ

ン
建

屋
 

排
気

筒
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

管
の

支
持

機
能

以
外

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

×
 

○
 

×
 

－
 

・
主

排
気

筒
 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放

出
を

低
減

す
る

系
（

原
子

炉
建

屋
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

・
原

子
炉

建
屋

（
原

子

炉
棟

）
 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放

出
を

低
減

す
る

系
（

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

）
 

○
 

－
※

２
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

○
 

(
排

気
配

管
)
 

×
 

－
 

・
非

常
用

ガ
ス

処
理

系

排
気

筒
 

２
）

異
常

状
態

へ
の

対
応

上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統

及
び

機
器

 

１
）

事
故

時
の

プ
ラ

ン
ト

状
態

把
握

機
能

 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

（
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

等
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

２
）

異
常

状
態

の
緩

和
機

能
 

Ｂ
Ｗ

Ｒ
に

は
対

象
機

能
な

し
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
）

制
御

室
外

か
ら

の
安

全
防

止
機

能
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
（

安
全

停
止

に
関

連
す

る
も

の
）

 
○

 
－

※
２
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

－
 

－
 

P
S
-
3
 

１
）

異
常

状
態

の
起

因
事

象

と
な

る
も

の
で

あ
っ

て
，

Ｐ

Ｓ
－

１
及

び
Ｐ

Ｓ
－

２
以

外

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

１
）

原
子

炉
冷

却
材

保
持

機
能

（
Ｐ

Ｓ
－

１
，

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
も

の
 

計
装

配
管

，
試

料
採

取
管

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

２
）

原
子

炉
冷

却
材

の
循

環
機

能
 

原
子

炉
再

循
環

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

３
）
放

射
性

物
質

の
貯

蔵

機
能

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
排

水

系
，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

，
放

射
性

廃
棄

物
処

理
施

設
（

放
射

能
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
の

小
さ

い
も

の
）

 

×
 

○
（

補
修

の
実

施
に

よ
り

対
応

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

４
）

電
源

供
給

機
能

（
非

常
用

を
除

く
。
）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ
の

励
磁

装
置

，
復

水
系
（

復
水

器
を

含
む

。
）
，

給
水

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

循
環

水
系

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

送
電

線
，

変
圧

器
，

開
閉

所
 

×
 

○
（

代
替

設
備

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

）
に

よ
り

機
能

維
持
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能
）

 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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－
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。
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第
3
.
3
－

2
表

 
評

価
対

象
施

設
等

の
抽

出
に

つ
い

て
（

５
／

５
）

 

分
類

 

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

 
S
t
e
p
1
 

S
t
e
p
2
 

S
t
e
p
3
 

評
価

対
象

施
設

等
 

定
義

 
機

能
 

構
築

物
，

系
統

又
は

機
器

※
１
 

外
部

事

象
防

護

対
象

施

設
等

 

降
下

火
砕

物
に

対
し

て
機

能
維

持
す

る
，

又
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

損
傷

を
考

慮
し

て
，

代
替

設
備

に
よ

る
機

能
維

持
や

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

で
の

修
復

等
の

対
応

可
能

 

①
建

屋
※

３
 

②
屋

外
施

設
 

③
海

水

流
路

施

設
 

④
空

気

流
路

施

設
 

⑤
外

気
取

入
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

施
設

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

施
設

で
あ

っ
て

，
そ

の
停

止
等

に
よ

り
，

上
位

の
安

全
重

要
度

の
施

設
の

運
転

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
屋

外
施

設
 

P
S
-
3
 

１
）

異
常

状
態

の
起

因

事
象

と
な

る
も

の
で

あ

っ
て

，
Ｐ

Ｓ
－

１
及

び

Ｐ
Ｓ

－
２

以
外

の
構

築

物
，
系

統
及

び
機

器
（

続

き
）

 

５
）
プ

ラ
ン

ト
計

測
・
制

御
機

能

（
安

全
保

護
機

能
を

除
く

。
）

 

原
子

炉
制

御
系
（

制
御

棒
価

値
ミ

ニ

マ
イ

ザ
を

含
む

。
）

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

原
子

炉
核

計
装

，
原

子
炉

プ
ロ

セ
ス

計
装

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

６
）

プ
ラ

ン
ト

運
転

補
助

機
能

 
所

内
ボ

イ
ラ

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

計
装

用
圧

縮
空

気
系

 
×

 
○

（
補

修
の

実
施

に
よ

り
対

応
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

２
）

原
子

炉
冷

却
材

放

射
性

物
質

濃
度

を
通

常

運
転

に
支

障
の

な
い

程

度
に

低
く

抑
え

る
構

築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
核

分
裂

生
成

物
の

原
子

炉
冷

却
材

中
へ

の
放

散
防

止
機

能
 

燃
料

被
覆

管
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
 

２
）
原

子
炉

冷
却

材
の

浄
化

機
能

 原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
，
復

水
浄

化

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

M
S
-
3
 

１
）

運
転

時
の

異
常

な

過
渡

変
化

が
あ

っ
て

も
，
Ｍ

Ｓ
－

１
，
Ｍ

Ｓ
－

２
と

あ
い

ま
っ

て
，

事

象
を

緩
和

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
原

子
炉

圧
力

の
上

昇
の

緩
和

機
能

 

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁
機

能
）
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

タ
ー

ビ
ン

バ
イ

パ
ス

弁
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

２
）

出
力

上
昇

の
抑

制
機

能
 

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
系
（

再
循

環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
機

能
）

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

制
御

棒
引

抜
監

視
装

置
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

３
）
原

子
炉

冷
却

材
の

補
給

機
能

 制
御

棒
駆

動
水

圧
系

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

２
）

異
常

状
態

へ
の

対

応
上

必
要

な
構

築
物

，

系
統

及
び

機
器

 

１
）
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及
び

異
常

状
態

の
把

握
機

能
 

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策
所

 
×

 
○

（
降

下
火

砕
物

荷
重

に
対

し
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

試
料

採
取

系
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

通
信

連
絡

設
備

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

（
屋

外
設

備
は

除

灰
，

補
修

に
よ

り
対

応
）
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

放
射

能
監

視
設

備
（

排
気

筒
モ

ニ

タ
）

 
○

 
－

※
２
 

○
 

(
建

屋
)
 

○
 

(
モ

ニ
タ

)
 

×
 

○
 

(
モ

ニ
タ

)
 

×
 

－
 

・
排

気
筒

モ
ニ

タ
 

・
排

気
筒

モ
ニ

タ
建

屋
 

放
射

能
監

視
設

備
（

排
気

筒
モ

ニ
タ

以
外

）
 

×
 

○
（

除
灰

又
は

代
替

設
備

に
よ

り
機

能
維

持
可

能
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

（
気

象
観

測
設

備

は
代

替
設

備
に

よ
り

機
能

維
持

可
能

）
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－

 

消
火

系
 

×
 

○
（

補
修

の
実

施
に

よ
り

対
応

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

安
全

避
難

通
路

 
×

 
○

（
屋

内
設

備
の

た
め

影
響

な
し

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

×
 

－
 

非
常

用
照

明
 

×
 

○
（

屋
内

設
備

の
た

め
影

響
な

し
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
×

 
－
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は
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当
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の
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な
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築
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。
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設
等
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を
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※
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護

対
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設
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本
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目
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S
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2
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進
む
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※
3
 

原
子
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建
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つ
い

て
は

，
当

該
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S
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1
の
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す
る
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価
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象
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を
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。
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3.4 降下火砕物による影響の選定 

 降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況を考慮して，降下

火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）と発電所外での影響

（以下「間接的影響」という。）を選定する。 

3.4.1 降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。 

(1) 火山ガラス片，鉱物結晶片から成る。ただし，ガラス片は砂よりもろく

硬度は低く，主要な鉱物結晶辺の硬度は砂同等又はそれ以下である。

(2) 硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付着してい

る。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を生じさせること

はない。 

(3) 水に濡れると導電性を生じる。

(4) 湿った降下火砕物は乾燥すると固結する。

(5) 降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い。

（資料－１） 

3.4.2 直接的影響 

 降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐食，

大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設等の構造や設置状

況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。 

(1) 荷重

「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に堆積

し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」，並びに建屋及び屋外設備に

対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。 
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 (2) 閉塞 

   「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路

の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含む空気が

機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気系及び計測制御

系の機械的影響（閉塞）」である。 

 (3) 摩耗 

   「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路

に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部における摩

耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩耗させる

「換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（摩耗）」である。 

 (4) 腐食 

   「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐食性

ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化学的影響

（腐食）」，換気系，電気系及び計測制御系において降下火砕物を含む空

気の流路等を腐食させる「換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的

影響（腐食）」及び海水に溶出した腐食性成分により海水管等を腐食させ

る「水循環系の化学的影響（腐食）」である。 

 (5) 大気汚染 

   「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚染さ

れた発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入することに

よる居住性の劣化並びに降下火砕物の除去及び屋外設備の点検等の屋外に

おける作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。 

 (6) 水質汚染 

   「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物が混

入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備により水
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処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工業用水を直接

給水として使用しないこと，また水質管理を行っていることから，安全施

設の安全機能には影響しない。（参考資料－７） 

 (7) 絶縁低下 

   「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，電

気系及び計測制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の絶縁低

下」である。 

 

3.4.3 間接的影響 

降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った降下

火砕物が送電線の碍子，開閉所等の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じ

させることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部電源喪失」及

び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に伴う「アクセス制

限」である。 

 

3.5 設計荷重の設定 

設計荷重は，以下のとおり設定する。 

 (1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重 

   評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，内

圧等の運転時荷重であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。 

 (2) 設計基準事故時荷重 

   評価対象施設等は，降下火砕物によって安全機能を損なわない設計とす

るため，設計基準事故とは独立事象である。 

   なお，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ得る設備として

は，屋外設備の動的機器である残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディ
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ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プが考えられるが，設計基準事故時において残留熱除去系海水系ポンプ及

び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプに有意な機械的荷重は発生しないことから，設計基準事故時

に生じる荷重の組み合わせは考慮しない。 

 (3) その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組み合わせ 

   降下火砕物と組み合わせを考慮すべき自然現象は，荷重の影響において

風及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。 

（参考資料－４） 

 

3.6 降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

直接的影響については，評価対象施設等の構造や設置状況等（形状，機能，

外気吸入や海水通水の有無等）を考慮し，想定される各影響因子に対して，

影響を受ける各評価対象施設等が安全機能を損なわない以下の設計とする。 

評価対象施設等のうち放水路ゲートについては，津波の流入を防ぐため

の閉止機能を有している。火山の影響を起因として津波が発生することは

ないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，放水路ゲートは安全上

支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計

とする。 

評価対象施設等のうち排気筒モニタについては，放射性気体廃棄物処理

施設の破損の検出手段として期待している。火山の影響を起因として放射

性気体廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象としての

重畳の可能性を考慮し，排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

（資料－２） 
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3.6.1 降下火砕物による荷重に対する設計方針 

(1) 構造物への静的負荷 

評価対象施設等のうち，降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設は，以

下の施設である。 

ａ．建屋 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋 

ｂ．屋外に設置されている施設 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ，残留熱除去系海水系ス

トレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口，中央制御室換気系冷凍機，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室ルーフベントファン 

ｃ．降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の

安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器及び排気管 

 

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を有す

ることにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計とする。若

しくは，降下火砕物が堆積しにくい，又は直接堆積しない構造とすること

で，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象施設等の建屋においては，建築基準法における一般地域の積雪

の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下


